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環境的に持続可能な交通（EST）に関する調査研究
～土地利用・交通・態度行動変容の施策連携によるサステナブルな都市の形成～

１．調査の目的

　京都議定書が平成 17 年 2 月に発効し、温室効果
ガス排出量削減の達成に向け、政府は平成 17 年 4
月に京都議定書目標達成計画を閣議決定した。中で
も二酸化炭素排出量の約 2 割を占めている運輸部門
の対応は喫緊の課題である。
　本調査は、現行制度・施策の枠内での取組みでは実
現の範囲や時間スケールに限界があるとの認識から、
我が国の国民性、社会風土、地域特性等を踏まえた
EST 導入促進方策を提案することを目的として、平
成 17 年度から 2 カ年を調査期間として実施した。
　平成 17 年度調査では、対象都市を人口 30 ～ 100
万人の 3 大都市圏以外の都市に設定し、国内外の
EST 施策の分析を行い、我が国において取り組むべ
き方向性を提案した。また、調査における課題とし
て （1）土地利用誘導方策のあり方 （2）EST 施策の
進め方 （3）推進主体と実現方策 （4）EST 施策の実
現に向けた広報 の 4 点を示した。
　平成 18 年度調査では、これらの課題の中でもこれ
まであまり考慮されてはいなかった土地利用施策と
態度行動変容施策に着目し、地域における EST 実
現施策の推進方策と新たな施策の提案を目指した。
　２．調査の前提条件の整理

　運輸部門の環境負荷軽減に対する要請の現状を整
理するとともに、本調査における EST の定義、対
象とする都市の規模、対象とする施策を設定した。
施策の設定にあたっては、対象都市へのアンケート
調査を実施し、その結果を参考とした。

（1）運輸部門における環境への要請
　 　運輸部門に関連する環境問題は、都市の道路交通

からの排出ガスによる大気汚染問題、道路交通と鉄
軌道系交通から生じる騒音問題等の地域環境問題、
また、酸性雨などの広域環境問題や、いわゆる温室
効果ガスによる地球環境問題等が挙げられる。

　 　我が国における運輸部門からの排出量は、近年、
貨物部門からの CO2 排出量が減少し、旅客部門か
らの CO2 排出量が増加している。エネルギー起源
の二酸化炭素については各部門の目安としての目
標が定められており、運輸部門については 2010
年度で250百万 t-CO2 の目標値が設定されている。
2003 年度の実績が 260 百万 t-CO2 と、すでに目
標値を超えていることに鑑みると、今後更なる排
出削減対策が必要となってくる。

　 　以上を勘案し、本調査では運輸部門の排出量の 5
割以上を占める、旅客部門からの CO2 を対象とする。

（2）ESTの定義
　 　本調査では EST を以下のように設定し、幅広

い視点から検討を行った。

（3）対象都市の選定
　 　本調査では、自治体規模別の CO2 排出量を踏ま

え、一定程度の人口集積があり公共交通機関への
転換の可能性が比較的高い点や、施策の導入によ
り効率的に効果が期待される点から、対象とする
都市を人口 30-100 万人の規模で三大都市圏（関東・
中京・京阪神）以外にある都市、と設定した。

EST の考え方

・ 将来的に環境、経済、社会の面から総合的に見て
最適になる持続可能な地域構造を実現する交通

・ 長期的には、持続可能なレベルまで地球環境に
関する負荷軽減を達成するとともに、地域の活
力と魅力向上に資する交通
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（4）対象とする施策の設定
　 　対象都市に向けて実施した自治体アンケート結

果や国における施策の現状等を参考に、本調査に
おいて対象とする施策を設定した。

　 　我が国における EST 関連施策を見ると大部分
が交通施策となっており、土地利用施策は少ない。
自治体アンケート結果を見ても土地利用と交通と
の連携施策はほとんど行われていない。個別の交
通モードごとの取組みは行われているが、自治体
組織上の制約もあり、双方がリンクした取組みは
難しい状況にあると考えられる。

　 　一方で、長期的な視点から地域を持続可能なも
のとするためには、相当量の CO2 削減が求められ
ており、自動車利用の劇的な削減が必要となる。
しかし、環境だけでなく地域の経済性、社会性と
いった面を考えた場合、移動の制約を課すことは
必ずしも得策ではない。

　 　本調査では将来的に持続可能な地域構造を確保
することが重要であるとの観点から、課題の根本
的な改善に資する土地利用施策と公共交通施策の
連携を中心に検討を行った。

３．対象都市の現状と将来

　対象とする都市の交通と土地利用の現況を整理す
るとともに、CO2 排出の現況と予測、今後の CO2 削
減の可能性について整理した。

（1）人口
　 　対象都市における人口について見ると、平成 12

～ 17 年の人口増減率は 27 自治体中 11 自治体に
おいて減少傾向にあり、また 2030 年の将来推計
人口と 2005 年人口とを比較すると、ほぼ全ての
対象都市において 2030 年までの 25 年間に人口が
減少すると推計されている。人口減少は多くの地
方都市が直面している問題だが、特に中心市街地
の人口減少によって都市のコンパクト性が低下し
ている自治体もある。

（2）交通
　 　対象都市における交通の現状を見ると、各都市

においてバスや鉄道の公共交通機関は存在するも
のの、公共交通機関の利用率はほとんどの都市に
おいて減少傾向をたどっている。対象都市のほと
んどは自動車保有率が 50% 以上と高く、自動車分
担率も年々増加している。

（3）財政
　 　対象都市における財政力を見ると、人口減少に

よる歳入減や高齢化による社会保障費の増大等に
よる歳出増加が見込まれ、財政的には今後ますま
す厳しくなることが予想される。このため、道路
や公共交通機関等のインフラにかかる費用の確保
はさらに困難となることが予想される。

（4）人口分布と施設配置および交通ネットワーク
　 　人口の分布と交通ネットワーク、公共施設、大

型 SC（ショッピングセンター）等の集客施設等
の配置を見ると、自動車に依存しやすい分散型の
交通ネットワークや人口分布となっており、主要
公共施設や大型 SC 等の商業施設等は、まとまっ
た土地が確保しやすい郊外へ立地・移転する傾向
にある。こうした点も平均トリップ長を増大させ
る方向に作用しやすいと言える。

（5）CO2 排出量
　 　旅客輸送からの CO2 排出量のうち、対象都市か

らの排出量は 17% である。対象都市における運輸
部門の旅客からの人口 1 人当たり CO2 排出量は 0.6
～1.3t/年と都市により2倍近くの違いが見られた。
都市のコンパクト性と世帯あたり自動車保有台数
により各都市の 1 人あたり CO2 排出量を比較する
と、コンパクト性が高く、自動車保有台数が小さい
都市の CO2 排出量が少ない傾向が見られる。

　 　自家用車の旅客輸送量は増加が続いており、貨
物の輸送量と CO2 排出量が減少している一方で運
輸部門の CO2 排出量増加の大きな要因となってい
る。自家用車の利用が今後減少しない限り CO2 排
出量の減少は難しいことが示唆される。

　 　自家用車の燃費向上等の技術改善は進んでいる
ものの、それだけで長期的な削減目標を達成でき
るものではなく、自家用車の利用（距離、回数）
の少ない社会を形成する必要がある。すなわち、
技術革新のみでは長期的な削減目標の達成は困難
であり、都市のコンパクト化等の土地利用施策も
組み合わせた取組みが必要である。

４．新たな施策の検討

　国内における土地利用施策、公共交通施策、態度行
動変容施策の現状について整理するとともに課題を
抽出した。また国内外における上記施策の事例を整理
し、これらを参考に新たな施策についても検討した。
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（1）土地利用施策
　 ①不十分な立地規制：平成 18 年度の都市計画法

の改正により、地区計画制度の創設など立地規制
は以前よりも厳格化されたが、EST の観点からは
公共交通の利用促進に向けた施設立地の誘導には
まだ弱い点がある。

　 ②立地の郊外化：平成 18 年度に改正された都市
計画法および中心市街地活性化法では大規模集客
施設の立地調整の仕組みの適正化が行われ、郊外
立地の抑制と中心市街地への立地促進が図られる
ようになったが、立地する施設と公共交通の関係
についてまでは示されていない。

　 ③遠距離通勤を促す社会的な規範：我が国では通
勤に対する費用を企業が負担している場合が多い
ことから、通勤者は居住地を必ずしも通勤交通に
おける経済的な合理性の観点から選択してはいな
いと考えられる。このような社会的規範は郊外に
おける良好な居住環境を支えつつも、一方では自
動車利用を促進させたという側面を有する。
　 ④大規模開発と公共交通整備の連携の不足：大規

模集客施設等の開発にあたっては、道路交通への
影響については対応が行われているが、環境負荷
軽減の決め手となると考えられる公共交通の整備
については欧米のような義務化はなされておらず、
公共交通との連携がそれほど進んでいないのが現
状である。

　 ⑤コンパクト化を目指す施策が不十分：我が国の
土地利用施策は自動車利用を促すものが多く、交
通における環境負荷軽減といった観点から見ると
環境への影響を増大させてきていると言える。派
生需要である交通需要の発生源となる施設の立地・
土地利用について規制、誘導することが重要であ
るが、現状の制度では不十分である。

（2）公共交通施策
　 ①環境負荷軽減を目的とした施策となっていない：

現行の公共交通の利用促進施策は各交通機関自体
の利用促進に向けた支援にとどまっている場合が
多く、自動車利用を抑制し CO2 削減による環境負
荷軽減につながるものとは必ずしもなっていない。

　 ②土地利用施策との連携不足：公共交通の利便性
を高め、利用者を増やすためには、公共交通の沿線
住民の増加や沿線の施設立地を促進することが必
要である。現状の公共交通関連施策における事業者
への助成制度等は、公共交通サービスの維持向上に
有効ではあるものの、派生需要を高める上で重要な
土地利用や立地の誘導・規制と一体となった施策は

ほとんど行われていない。

（3）態度行動変容施策
　 ①モビリティマネジメントの体制整備：交通機関の

選択を見直す態度行動変容施策としてモビリティ
マネジメントが各地で行われており、公共交通利用
の促進、自動車利用の削減等一定の成果が得られて
いる。こうした取組みは継続が重要であるが、モビ
リティマネジメントを根付かせるための体制は未
整備であり、一層の組織的な対応が望まれる。

　 ②土地利用に関する態度行動変容施策の不足：個
人の居住地選択、法人の事業所立地の選択等といっ
た土地利用に関しては、情報提供など態度行動を
変容させるような施策はほとんど実施されていな
い。居住地選択においては情報の非対称性から人々
が必ずしも合理的な決定ができておらず、法人の
事業所立地に関しては経済性の観点から決められ
ている点が課題である。このほか、商業立地に直
接的な影響を及ぼす消費行動を対象とした態度行
動変容施策も必要である。

（4）新たな施策
　 　EST を実現するためには、土地利用施策、公共

交通施策、態度行動変容施策のそれぞれが連携す
る必要があり、次に挙げる施策等が考えられる。

　 ①公共交通沿線への立地の誘導：公共交通沿線に
おける用途指定の変更（立地施設の絞り込み、容
積率上乗せ等）、沿線での居住・立地に対するイン
センティブ、自動車利用や駐車場利用に対する負
担金の設定、

　 ②既存公共交通機能の有効活用：サービスの維持
向上のための支援、地域の実情にあった免許制度
の見直し

　 ③合理的な立地選択と交通機関選択を可能とする
コミュニケーション：住民や企業に対し公共交通
の利便性や交通行動による社会的な便益・不便益
に関する情報の提供

　 ④EST促進体制の整備：行政内の横断的な組織の
設定、各ステークホルダーからなる EST に向け
た組織の構築

５．EST施策の進め方の検討

　EST 施策の進め方について、これまでとは多少異
なったアプローチとなる土地利用施策、公共交通施
策、態度行動変容施策の連携により EST の実現を
目指すことの重要性とともに、EST 施策を進める際
の指針となるよう整理した。
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（1）地域が抱える課題の整理
　・ 人口減少と財源の縮小、郊外化による中心市街

地の衰退、地球環境問題の地域化

（2）課題解決に資するESTの必要性
　・ 地域の今後の方向性を踏まえ、地域の課題解決

のためには EST を導入していくことが必要
　・ EST を実現するためには、土地利用施策、公共

交通施策、態度行動変容施策の連携が必要

（3）ESTの実現に向けて
　①基本方針
　　・ EST の進め方（地域の将来像の検討、各種施

策の設定、地域の EST 進捗の確認）
　②地域の将来像の持続可能性の検討
　　・既存の計画をもとに地域の将来像を設定
　　・ 地域の将来像を実現するための目標項目、目

標値の設定
　③各種施策の策定
　　・バックキャスティングの実施
　　・ 施策の設定（公共交通沿線への立地誘導、合

理的な立地と交通機関選択を可能とするコ
ミュニケーション、既存公共交通機能の有効
活用、EST 促進体制の整備）

　　・ ロードマップの作成（バックキャスティング
により設定した目標値達成のための施策実施
のタイミングを策定）

（4）地域のEST進捗の確認（PDCAサイクル）
　・ 対策の進み具合をチェックするとともにロード

マップの見直し
　・ アウトカムの指標により、環境・経済・社会の

それぞれの面からの確認
　・ 公共交通機関の整備状況など交通に関する指標、

都市のコンパクト化を示す指標、公共交通と土
地利用の連携を示す指標等についての確認

６．今後の課題

（1）短期的な課題
　①制度的な面からの支援
　 　国や県においても公共交通沿線への立地誘導を

促していくことの利点を認識し、各自治体が取組み
を行いやすい制度体系を整備することが望まれる。
　②社会的な理解を促す方策
　 　自治体等の関係者に対する土地利用誘導や態度

行動変容の必要性についての情報提供（普及、啓
発活動等）を広く進めていくとともに、地域住民

（個人、法人）に対する自己の土地利用や交通行動
について適切な判断材料となる情報提供について
その内容・範囲・提供すべき主体等についての検
討が望まれる。

（2）長期的な課題
　①制度の見直し
　 　公共交通利用者に対するインセンティブ付与だ

けでなく、自動車利用等による社会的な不便益の
発生に対して賦課を掛けるタイプの施策に関して
も検討が必要であると考えられる。
　②連携した都市政策の必要性
　 　今後想定される人口減少社会において、地方都

市圏における都市構造の再編成は、交通環境はも
とより、都市の持続可能性の向上のためには不可
欠の過程と言うことができる。各都市圏の諸条件
を考慮し、それぞれに適した処方箋としての総合
的かつ有機的に連携した一連の都市政策の立案と
実行が求められる。

報告書名： 環境的に持続可能な交通（EST）に関す
る調査研究

　　　　　（資料番号 180078 A4 版 196 頁）
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　１．調査の概要
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　３．対象都市の現状と将来
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１．調査の目的

　自動車 NOx・PM 法、ディーゼル車規制条例やス
ピードリミッター装着義務付け等の社会的規制の強
化は、地域の生活環境の改善や重大交通事故の防止
という政策効果を狙ったものであるが、これら諸規
制の強化により、輸送を中心に物流のあり方が大き
く変化していく可能性を含んでいる。
　本調査は上記の背景から、貨物自動車に対する社
会的規制が物流等に与える影響を定量的、定性的に
把握することを目的として実施する。

２．調査の経過

　本調査は、平成 16 年度から 3 箇年に渡り実施す
るもので、今回は最終の 3 年度目である。
　平成 16 年度は、貨物自動車に対する規制政策の
動向について把握し、既往の統計データ等から規制
の影響を想定して仮説を設定、アンケート・ヒアリ
ング調査により影響の実態を把握した。
　平成 17 年度は、同一対象者に対しアンケートを
実施するパネル調査を継続すると共に、全国の自治
体による環境規制の動きやトラックへの規制に対す
る考え方を調査した。
　平成 18 年度は、パネル調査により 3 年間の影響
の推移を追跡し、物流事業者ヒアリングと合せて、
規制による影響の度合いや広がりを地域別の観点か
ら分析・整理し、本調査の結論を提示した。
　本調査の実施に当っては、齊藤実神奈川大学教授
を委員長とする委員会を設置し、そこでの議論を踏
まえて報告書の取りまとめを行った。

３．委員会の経過

◆第 1回委員会

　①　 17 年度調査結果の概要について
　②　 18 年度調査計画の概要について
　③　環境に関する規制政策の動向について
　④　地域別分析の調査内容について
　⑤　 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー

部によるプレゼンテーション（改正省エネ法）
◆第 2回委員会
　①　既存統計データの地域別集計結果について
　②　 物流事業者に対する地域別ヒアリング調査結

果について
　③　 事業者・荷主に対するアンケート調査票の項

目について（パネル調査）
　④　 国土交通省自動車交通局技術安全部によるプ

レゼンテーション（スピードリミッター規制）
◆第 3回委員会
　①　 事業者・荷主に対するアンケート調査結果に

ついて
　②　平成 18 年度報告書（案）について
　③　地域別ヒアリング調査・現地ワーキング報告

　委員会の開催は概ね 2 時間程度で行われ、事務局
からの資料説明が 1 時間程度、プレゼンテーション
が 30 ～ 40 分程度、各議題に関する質疑応答が 20
～ 30 分程度であった。
　またプレゼンテーションについては、規制を立案・
施行する官公庁の担当者からトラックや事業者・荷
主に対する諸規制について、制度の趣旨・背景や枠
組み、実施状況等について資料を交えながら具体的
な説明を受けた。

４．調査の結果

（1）環境に関する規制政策の動向
　 　規制政策の動向として、初めに道交法改正（平

平成18年度 貨物自動車に対する規制が
物流等に与えた影響に関する調査
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成 18 年 6 月施行）の概要、配送車両の路上駐車
に対する取締り強化と都市内物流が抱える課題、
及び対策の方向性を示した。

　 　続いて改正省エネ法（平成 18 年 4 月施行）に
よる規制措置を概観し、（株）日通総研による荷主
アンケート結果に基づき、荷主の取組み状況や物
流事業者に求められる今後の対応を指摘した。

　 　次いで、物流分野における CO2 排出削減に向け
た支援枠組みである「グリーン物流パートナーシッ
プ会議」（平成 16 年 12 月発足）の推進事業（モ
デル事業・普及事業）について、認定要件と補助
制度を紹介した。

（2）既存統計データの地域別分析
　【貨物地域流動調査】
　 　地域別分析に当っては、地方運輸局の管轄区分

を基準とした。「貨物地域流動調査」から三大都市
圏（関東・中部・近畿）における地域間流動を見
ると、関東では直近の平成 16 年度のトラック輸
送量が、北陸信越発着は増加したものの東北・近
畿発着、及び中部着が減少しており、一方鉄道は
近畿発着で伸び、他の地域も比較的堅調に推移し
ている。三大都市圏の域内流動については、トラッ
クは全て漸減傾向、鉄道は中部で減少している。

　 　なお、長距離フェリーについては別の統計から
航送台数・台キロ等の推移を検討した。航路数・
距離が減少する中で、平成 15 年度以降輸送量は
微増を続ける状況にある。

　【一般貨物自動車運送事業の許可・廃止届出件数】
　 　一般貨物自動車運送事業の参入・退出件数の推

移を見ると、一貫して許可が廃止を上回る純増状
況は引続いているが、規制導入初期の平成 15 年
度に北海道・北陸信越・中国・四国等で廃止件数
が増加した。東北・中国・九州等では、直近の平
成17年度に廃止件数の増加が見られた。純増数は、
一部地域で依然伸びているものの、全国的には増
勢が鈍化する傾向にある。

　【自動車保有車両数】
　 　初度登録年別貨物自動車保有車両数の推移を地

域別に見ると、関東では NOx・PM 法による使用
過程車への強制代替及び首都圏で排出ガスの条例
規制が開始した平成 15 年度の登録台数が突出し
ている。また、中部・近畿では平成 15, 16 年度に
台数が増加しており、これも NOx・PM 法の影響
と考えられる。

　 　他の地域は一部の微増を除きほぼ横ばいとなっ
ている点から、首都圏への乗入れ規制は適合車の

運用や除去装置の取付けで対応したと見られる。
　【環境基準の達成状況】
　 　二酸化窒素については、地方圏では概ね基準を

達成している。関東・中部・近畿の三大都市圏では、
平成 15 年度以降徐々に、確実に達成率（基準を
達成した測定局数が占める割合）が向上しており、
NOx・PM 法、排出ガス規制条例の政策効果が現
れている。

　 　浮遊粒子状物質についても、地方圏では概ね基
準を達成している。関東では、平成 15 年度以降達
成率が大幅に向上している。中部・近畿・九州で
は、直近の平成 17 年度に達成率が再度低下したが、
いずれも平成 13 年度以前の水準よりは大気環境
の改善が進んでいる。

（3）物流等に対する影響の把握
　【荷主・物流事業者アンケート】（3 年間パネル調査）
　　実施 : 平成 18 年 12 月
　　 有効回収件数 : トラック事業者（212 社）, 内航

船社（14 社）, 荷主（98 社）

（4）地域別ヒアリング結果から見た規制強化の影響
　【ヒアリング調査】
　　 対象 : 長距離フェリー運航事業者（3 社）, 航空

実運送・利用運送事業者（3 社）, 鉄道実運送・
利用運送事業者（2 社）, 一般・特別積合せ貨物
自動車運送事業者（9 社）, 荷主企業（2 社）,
自治体等（4 箇所）

　◆スピードリミッター装着義務付けにより生じる影響
　　①　運行コスト負担による経営悪化について
　　　 　運行コストに関する DI 値（対前年比増加）

については、全ての地域で今回尋ねた項目の
中で最も高い数値を示し、17 年度調査並みの
高水準にある。コスト上昇が一段と進み、ト
ラック事業者を取巻く経営環境が厳しさを増
している現状が読取れる。

　　　 　要因としては燃料価格の上昇が極めて高い
DI 値（寄与度）を示しているが、スピードリ
ミッターも東北・北陸信越・四国・九州にお
いては、運行コスト増加の要因として認識さ
れている。

　　②　運転時間について
　　　 　運転時間に関する DI 値は、北陸信越・四

国を除き増加基調（50 超）にあり、17 年度
に比して運転時間が長くなる傾向にある。ま
た荷主企業アンケート結果からも、出発時刻
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を早める傾向が引続いている状況が示されて
いる。

　　　 　スピードリミッターに関しては、三大都市
圏から中・長距離に位置する東北・四国・九
州で高い DI 値（寄与度）を示し、他の地域
よりも強い影響が現れている。

　　　 　ヒアリング結果では、長距離輸送を自社運
行から傭車や協力会社の活用に切換えた、と
の回答が複数見受けられる。

　　③　運行スケジュールやルートの見直しについて
　　　 　荷主アンケートでは、出発時間の前倒しを

継続する一方で、リードタイムが長くなる傾
向や到着時間が遅くなる傾向に関する DI 値
は 50（変化なし）に収束しつつある。一部地
域を除き高速道路の利用頻度の DI 値（増加）
も 50 を超えており、部分的に運行スケジュー
ルの見直しが進められている。

　　　 　ヒアリング結果でも、納期から逆算して出
発時間を早める、高速道路の利用を増やす、
との回答がなされている。

　　④　物流拠点の再編について
　　　 　トラック事業者・荷主企業へのアンケート

結果では、物流拠点の再編に至るドラスティッ
クな見直しの指摘は見られなかった。拠点再
編は大規模な設備投資を伴うことから、影響
が顕在化するまで時間がかかる他、物流効率
化や企業再編など他の複合的な要因が作用し
ているのが実情である。

　　⑤　輸送分担率の変化について
　　　 　トラック事業者へのアンケート結果では、

鉄道、フェリー・RORO 船の利用頻度の DI
値（増加）が多くの地域で 50 を超えている。
要因別の DI 値（寄与度）では、四国でスピー
ドリミッター・排出ガス規制が鉄道利用頻度
の増加要因として認識されている。フェリー・
RORO 船は、九州等で利用頻度が高まってい
る。ただし要因別の DI 値は全地域で 50 を下
回り、規制の影響の寄与度は明確には示され
ていない。

　　　 　荷主企業への調査でもほぼ同様の結果であ
り、利用頻度を若干高める傾向にはあるが、
要因としてのスピードリミッター・排出ガス
規制の DI 値はともに 50 を下回っている。

　　　 　内航船社への調査では輸送量は増加基調に
あり、消席率も改善後の水準を維持している。

　　　 　ヒアリング結果では、フェリー運航事業者
から航送量の増加傾向を裏付ける回答が得ら

れたほか、労務管理面やトラックとの所要時
間格差の縮小に伴うフェリー利用の増加、グ
リーン物流パートナーシップ推進事業等を通
じて、到着時間要求の厳しい貨物についても
鉄道・フェリーの利用事例が現れている。

　◆排出ガス規制により生じる影響
　　①　コスト負担による経営悪化について
　　　 　運行コストに関する DI 値（増加）につい

ては、全ての地域で今回尋ねた項目の中で最
も高い数値を示した。要因としての排出ガス
規制は、NOx・PM 法の対策地域を抱える関
東・中部・近畿（三大都市圏）、及び条例規制
の適用を受ける首都圏への乗入れ比率が高い
東北・北陸信越で高い DI 値（寄与度）を示し、
運行コスト増加の要因となっている。

　　②　通過貨物の運行ルートの見直し等について
　　　 　ヒアリング結果では、兵庫県のディーゼル

車規制条例への対応として、規制対象外の高
速道路利用に変更したとの回答が寄せられて
いる。

　　　 　首都圏に乗入れる車両については PM 除去
装置の取付けにより対応したものの、採算割
れや帰り荷の確保難といった問題から長距離
の運行体制の見直しを進めている実情が判明
している。幹線輸送は傭車等を活用し、自社
便は地場のエリア集配に投入するとの指摘も
見られる。

　　③　輸送分担率の変化について
　　　 　前記の「スピードリミッター装着義務付け

により生じる影響」⑤と同様である。
　　　 　こうした動向から、規制を実施する自治体

を発着・通過する貨物で、輸送分担率に変化
を及ぼす影響が生ずる可能性もある。

　◆複合的に生じる影響
　　①　車両保有台数の減少について
　　　 　統計分析結果では、NOx・PM 法の対策地

域を抱える三大都市圏で平成 15、16 年度に
かけて新規登録台数の増加が見られる。しか
し長距離輸送の主力である営業用、普通貨物
車の保有車両数全体で見ると、横ばいないし
微減となっている。

　　　 　トラック事業者へのヒアリング結果では、
車両の大型化、傭車の活用、輸送共同化によ
る自社戦力の削減といった動きが指摘されて
いる。
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　　　 　こうした中で、一部の OD 区間で繁忙期に
トラックの手配が困難となり、載り切らない
分を船舶・鉄道に回す事例もあるが、全体の
輸送分担率を変動させるまでの影響は見出せ
なかった。

　　②　自営転換について
　　　 　荷主企業へのアンケート結果では、自家用

トラックを保有していない企業の割合が一貫
して増加し、規制を契機の 1 つとした営業用
トラックへの転換が進んでいる状況にある。

（5）本調査のまとめ [ 結論 ]
　 　18 年度の地域別分析により、17 年度までの検

討では見えにくかった影響が、より鮮明に浮び上
がる結果となった。

　 　スピードリミッター装着による輸送時間の遅
れは、首都圏から中・長距離となる北東北・四
国・九州で影響が大きい。ディーゼル車規制では、
NOx・PM 法の対策地域を抱える三大都市圏で新
車代替等のコスト負担の影響が強く示されている。
また首都圏への乗入れ比率が高く、トラックに輸
送モードの優位性が認められる南東北・北陸信越
でも、条例規制への対応がコスト増の要因となっ
ている。

　 　兵庫県東部地域では、中・長距離輸送で条例規
制の対象外となる高速道路の利用が増えている。
一方、北海道ではフェリー・鉄道利用が進んでお
り、リードタイムも他地域と比べて厳しくないた
め、総じて規制の影響は限定的である。

　 　その他にも、労働時間規制（改善基準告示）の
取締り強化による長距離フェリー・鉄道への転換
や、傭車を利用する動きが見られる。また改正省
エネ法に関しては、平成 19 年度よりエネルギー
排出原単位の削減義務が課されるため、特定荷主・
特定輸送事業者が更なる輸送の効率化、モーダル
シフトを進める可能性もある。

　 　なお今回の調査では、全期間（平成 16 ～ 18 年
度）を通じて、燃料価格の激しい高騰がスピード
リミッターや除去装置の装着等のコスト負担を上
回る影響を経営上及ぼした。逆にスピードリミッ
ターの装着やエコドライブ推進による燃費の改善、
ETC 割引などコスト削減メリットも複合的に生じ

ており、規制自体の影響の程度（寄与度）が見え
にくくなった面もある。

　　今後の展望としては、以下の観点が重要となる。
　・ サプライチェーンを主導する川下の着荷主側（小

売業等）に対する規制措置がなければ、現状の
物流見直しの実効性を必ずしも担保できない。

　・ 中距離帯の輸送ではコスト・リードタイム面で
トラックが優位に立つ場合が多く、環境対策に
制度上インセンティブがないと、モーダルシフ
トの進展は難しい。

　・ 適法な輸送事業者を保護するため、諸規制の遵
守状況の監視体制、取締り強化が求められる。

　・ 新規参入と厳しい競争が引続く中で、貨物自動
車に対する規制は地方の遠隔地域や中小事業者
にとってコスト負担、労働管理面での影響が大
きくなっている。経済的規制、社会的規制の調整・
整合を図るマクロな観点からの政策が望まれる。

　・ モーダルシフト推進に当っては、安定性・輸送
力の確保などトラックと競争し得るサービス水
準の実現が課題である。

報告書名 : 「平成 18 年度 貨物自動車に対する規制が
物流等に与えた影響に関する調査」

　　　　　（資料番号 180079）A4 版 260 頁
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米国における海事セキュリティ対策動向調査
―9.11事件後の米国海事セキュリティ政策―

3

１．調査の背景及び目的

（1）調査の背景
　 　2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロの勃発に

伴い、米国は、国際テロネットワーク全体を壊滅
に追い込む「テロとの戦争」を宣言した。また、
テロ支援国家の多くは大量破壊兵器の開発を積極
的に進めているとし、特にイラクと北朝鮮につい
て、従来以上に厳しく対処していくとの方針を打
ち出した。

　 　直接的には、テロから米国国民・国土を保護す
るため、米国コーストガード（以下「USCG」と
いう。）をはじめとする 22 の保安・安全担当行政
機関を統合した国土保安省を設置し、網羅的かつ
詳細な施策の立案、施行を推し進めてきた。

　 　特に海事分野においては、それらの施策を
SOLAS 条約の改正等の手段によりグローバルス
タンダード化させるとともに、外国港湾における
テロ対策の有効性を評価し、有効なテロ対策が講
じられていない港湾で荷積みした船の入港を拒否
できること等を規定した「海事運輸保安法」を制
定する等、全世界的にテロリストの動きを封じ込
めるための、ありとあらゆる戦略を国際的・国内
的に推進している。

（2）調査の目的
　 　本事業は、米国における海事セキュリティの動

きを捉えて、USCG を中心とする関係機関、海事
団体、海運会社等に対する情報収集、調査研究等
を通じて得た成果をとりまとめ、分析するととも
に同成果を、いち早く関係機関に情報提供するこ
とにより、官民が連携した海事先進国に相応しい
港湾・海事セキュリティ対策の推進に貢献すると

ともに、安全かつ効率的な海上輸送体制を確保し、
海事産業の発展に貢献することを目的としている。

２．調査研究の方法及び項目

　本事業の背景及び目的は前述したとおりで、同時
多発テロの経験を期に、世界で最も進んだテロ対策
を講じた米国の、中でも海事セキュリティ対策の動
向を USCG を中心に収集、分析し、我が国の関係先
に情報提供することであり、そのため、3 カ年計画
の最終年度である今年度は、次に示す調査方法、項
目について調査研究を実施した。

（1）調査方法
　 　海事分野のセキュリティに精通した調査役を当

機構の在ワシントン研究室に派遣し、そこを拠点
として USCG を中心とする関係機関等から情報収
集、情報交換を行うとともに、米国における海事
セキュリティ対策の動向、米国海事セキュリティ
対策が我が国海運に及ぼす影響及びその対応につ
いて調査・研究を行った。

　 　また、広い米国で情報を収集するため、資料検
索、文献収集・レビュー、USCG によるセキュリ
ティ関連施策の収集・整理等、作業の一部につい
ては、在ワシントンに本社を置く米国の民間調査
機関 Maritime Security Solutions Inc. 社へ委託し
て行った。

（2）研究調査項目
　　本年度の研究調査項目は次のとおり。
　１．米国における海事セキュリティ対策の動向
　　①　海事セキュリティ基本政策
　　②　 改正 SOLAS 条約及び「海事運輸保安法」

関連事項等
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　　③　民間の取組及び課題
　２． 米国海事セキュリティ対策が我が国海運に及

ぼす影響とその対応

３．調査研究の内容

　ここでは、米国における「海事セキュリティ基本
政策」の内容として、ア）「USCG の海事保安戦略」、
イ）「米国による世界的な海事脅威評価」、ウ）「テロ
情報の収集・分析及び保安レベル設定・周知の手法」
を、また、改正 SOLAS 条約及び「海事運輸保安法」
関連事項等の内容として、ア）「船舶の保安評価及び
同計画の作成手法」、イ）「寄港国による監督措置の
手法」、ウ）「海事運輸保安法及び関係規則の詳細並
びに運用上の問題」ついて、更に、「民間の取組及び
課題」の内容として、ア）「セキュリティ対策におけ
る官民の役割」、イ）「セキュリティ対策実施上の課題」
について概要を紹介する。

（1）USCGの海事保安戦略
　 　米国政府は、「アメリカ合衆国国家安全保障戦略
（National Security Strategy of the United States 
of America）」及びこれに基づく「国土保安のた
め の 国 家 戦 略（National Strategy for Homeland 
Security）」を基本政策とし、これを受けて海事
分野においては、「国土保安のための海事戦略

（Maritime Strategy for Homeland Security）」を策
定、これに基づく施策を講じている所であり、こ
れらの基本政策について、国土保安省及び USCG
の担当部局から詳細を聴取した。

 （2）米国における世界的海事脅威評価
　 　海事分野に置いては、USCG が全世界的な

海事におけるテロ等の脅威について情報を収集
し、分析、評価を行い、その結果を「全世界的
な 海 事 脅 威 評 価（Worldwide Maritime Threat 
Assessment）」としてとりまとめており、これを担
当している米国コーストガード情報集約センター

（Intelligence Coordination Center）から海事脅威
の現状等について調査を行った。

（3 ）テロ情報の収集・分析及び保安レベル設定・周
知の手法

　 　改正 SOLAS 条約は、船舶及び港湾施設等沿岸
施設の保安を図るため、船舶及び沿岸施設に対す
る保安レベル（事件が企てられ又は発生する危険
度の程度）の設定を行い、そのレベルに応じた船
舶及び沿岸施設の保安体制をとり、また、USCG

においても「海事運輸保安法」に基づき、この保
安レベルに対応した警備体制をとることとしてい
る。これらテロ情報の収集・分析から保安レベル
設定までの一連の手法について USCG 及び国土保
安省等を対象に調査を行った。

（4）船舶の保安評価及び計画の作成手法
　 　改正 SOLAS 条約において、船舶の保安評価は、

船舶が前述の保安レベルの各段階に応じて必要と
される自己警備としての保安措置の策定及び更新
のための重要かつ必要不可欠な要素となっている。
この評価は、各船舶が現状で実施している保安の
ための措置・手順・作業の確認、防護すべき船舶
の主要活動の確認、当該船舶に対して予想される
脅威とその程度の特定、及び人的要員を含む当該
船舶の脅威に対する脆弱性の確認等を要件として
当該船舶の会社等が実施し、同会社等が保安レベ
ルに応じた保安計画を作成することとなっている。

　 　また、「海事運輸保安法」においては、改正
SOLAS 条約の適用対象ではない船舶も適用対象
とし、更には、同条約では推奨レベルとされてい
る ISPS コードのパート B の規定も義務付け対象
とする等、米国独自の条約の一部について上乗せ
規制を行っている。したがって、これら一連のプ
ロセスにある基本的な考え方を USCG から情報収
集し、整理した上で客観的な評価手法及び同評価
に基づく船舶保安計画の作成について研究する必
要がある。

（5）寄港国による監督措置の手法
　 　改正 SOLAS 条約等の要件を船舶が満たしてい

ることを確認するため、寄港国は、監督を行い、
要件を満たしていない船舶が港内にいる場合には、
従来のポートステートコントロールによる出港差
し止め等の措置に加え、港からの排除といった強
制措置をとることができ、また、このように船舶
が領海内で港に入ろうとしている場合には、入港
拒否を含む所要の措置をとることができるとされ
ている。これらの措置は、強力な強制力を含んで
いることから、米国の国内法制化にあたっての制
度設計及びその運用状況を USCG から調査の上、
我が国の船舶の保安措置がこれに適切に対応でき
るよう研究する必要がある。

（6 ）海事運輸保安法及び関係規則の詳細並びに運用
上の問題

　 　2002 年 11 月、米国議会で対策の甘い港で荷積



─ 3 ─

みした船舶の入港を拒否できる「海事運輸保安法」
が成立した。この法律では、USCG を所管する長
官が、外国港湾におけるテロ対策の有効性を評価
し、有効なテロ対策が講じられていない港湾の当
該関係国関係機関に通告し、当該港湾における改
善策を勧告すると共に、これに従わなければ、そ
の港で荷積みした船の入港を拒否できること等を
規定しており、我が国海運への大きな影響が懸念
されている。

　 　したがって、海事運輸保安法及び関係規則の詳
細及び運用状況、その運用に当たっての問題点等
について USCG から情報収集することにより、日
本関係船舶がこれに的確に対応できるよう引続き
調査研究を行っていく。

（7）セキュリティ対策における官民の役割
　 　セキュリティ対策は、厳しければ厳しいほど安

全度も高くなるが、一方、過剰な規制は、海運界
に大きな負担を強いる結果となり、ひいては海上
物流機能の低下を招来する恐れがある。安全を担
保しつつ経済活動を維持するため、米国内におい
て如何に官民が意思疎通を図り、費用負担を含み
それぞれの役割を見定めてセキュリティ対策を実
行しているかについて、その実態を調査した。

（8）セキュリティ対策実施上の課題
　 　米国海運業界が直面している問題点と今後の対

応に係る認識ついて調査した。

（9）我が国海運に及ぼす影響とその対応
　 　米国に寄港する我が国船舶に対して新たに求め

られる措置、これに要する費用、労力、船舶運航に
追加的に必要となる時間、その他新規負担となる事
項を調査し、影響の度合いを評価する。その他、我
が国船舶が米国に寄港するに当たり留意を要する
事項及び対策について、米国海運会社の状況を参考
としつつ今後も調査研究を続ける必要がある。

４．結論と提言

（1 ）港湾セキュリティ :米国が最も力を入れた海事セ
キュリティ対策

　 　世界全体で一年間に約 50 億トンの貨物が海上輸
送され、米国向け貨物は実にその 95% 近くが、港
湾を経由して運ばれてくる。健全な海上貿易は米国
だけではなく、世界の経済に重要であるのは言うま
でもない。

　 　米国の海事セキュリティ政策について調査を進

めていくうちに、米国の軸足を港湾セキュリティ対
策に置いていることがわかった。港湾にかかわる各
種多様な施策の詳細は報告書を参照願いたいが、港
湾セキュリティ成功のための重要な要素は以下の 7
項目に含まれていると言える。

　①　政府の強いリーダーシップ
　②　国際パートナーシップの形成
　③　省庁間の協力
　④　港湾またはターミナル管理者の積極姿勢
　⑤　保安計画への全港湾職員の関与
　⑥　保安計画の施行に係る積極的な出資
　⑦　事案発生後の速やかな回復

（2 ）カーゴセキュリティ :米国が軸足を置くセキュリ
ティ対策

　 　国土保安の強化において、カーゴセキュリティほ
ど難しい問題はないとされている。米国に出入りす
るコンテナ、バルク、車両、その他の貨物、あらゆ
る種類の危険物を動かす巨大で複雑な国際的サプ
ライチェーンがある。米国の持つ疑問は常に同じで
ある。それは取引相手の管理するサプライチェーン
の外国部分の保安体制はどの程度信頼できるのか ?
その外国部分には米国政府は管轄権を持たないた
め権限を行使できない。そのように権限のおよばな
いところで、サプライチェーン全体にわたる保安強
化を業者や他の利害関係者に求めようという方向
で、米国のサプライチェーンの保安対策が進行して
いる。

（3）情報共有 :米国がポスト9.11で最も成功した分野
　 　テロ攻撃のシナリオは、報告書の第 3 章で紹介

しているが、豊かな想像力があれば無限大に膨らん
でいく。しかし、あり得そうになかった悲惨なシナ
リオの多くは、現在となっては現実的であるばかり
ではなく、一部には今にも起こりそうなものまであ
る。

　 　どのシナリオも異なっているとは言え、どれにも
共通する点が 2 つある。第一点は、すべてが世界中
の水路で起こり得るということ。第二点は、こうし
たシナリオのすべてに国境を越えた脅威が関わっ
ているということである。

　 　これら脅威に対して立ち向かうには、国際パート
ナーシップの構築はもちろん、国内においても、省
庁間、政府と民間のレベルまで情報を共有すること
が大切である。

　 　四面環海の我が国においても、民間の会員が海岸
線における不審事象発見の通報活動を通じて、政府
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の持つ監視リソースの不足部分を補う「海守 ( うみ
もり )」というプログラムがあり、非常に有効に機
能している。

５．事業の成果、達成状況

　海事セキュリティの主体連邦組織である米国沿岸
警備隊（USCG）及びテロ対策の主体連邦組織であ
る連邦捜査局（FBI）等との人的ネットワークがワ
シントン常駐により構築できたこと。米国における
海事セキュリティ対策の見直しや国際テロ情勢の変
化に伴う対応、戦略の策定などの変化の動向をいち
早く掴み、我が国関係者に対して適切な情報提供が
できたことなど本事業の成果は大きい。また、それ
ら 3 年間の情報収集の集大成として本報告書がまと
められたことにより、当初の事業目標を達成できた
と思料する。

報告書名： 「米国における海事セキュリティ対策動向
　　　　　 ─ 9.11 事件後の米国海事セキュリティ政

策」
　　　　　（資料番号 180080）
本文：A4 版 176 頁
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第10回大都市交通センサスの調査分析
報告書要旨

１．調査の目的

　大都市交通センサスは、首都圏、中京圏、近畿圏
の三大都市圏において、鉄道、バス・路面電車の大
量公共輸送機関の利用実態を調査し、各都市圏にお
ける旅客流動量や利用経路、乗換え関係、端末交通
手段、利用時間帯分布等を含めた鉄道の利用状況、
バスの利用状況、鉄道駅とバスの乗換え実態を把握
するとともに、人口の分布と輸送量との関係、輸送
需要構造等の分析を行い、三大都市圏における公共
交通諸施策の検討に資する基礎資料を提供すること
を目的としている。

２．調査分析の視点

　大都市圏における公共交通は、社会経済状況の変
化、少子・高齢化の進展、雇用形態の変化などを背
景に、これまで堅調に増加していた利用者数が、停
滞から減少に転じるとともに、定期券利用から普通
券利用へと変化するなど、需要構造、利用実態に大
きな変化が生じている。
　一方、都市化社会から都市型社会への都市構造の
転換、地球環境問題への対応から、公共交通に対し
ては、今後さらなる利用促進を図る必要性が強く求
められている。
　このような公共交通を取り巻く環境の変化を踏ま
え、第 10 回大都市交通センサスでは、大都市圏にお
ける公共交通需要の変化、公共交通に関わる調査ニー
ズの変化に対応するために、従来の調査方法に改良
を加えるとともに、調査仕様を一層充実させたもの
とした。
　平成 18 年度は、平成 17 年に行った実態調査に対
し、以下の考え方に基づく集計・分析作業を行った。
　・ 統計調査として、交通需要の経年変化を把握す

ることを目的に、従来から実施している分析項
目については継続性を検討する。

　・ 新たな調査ニーズに対応する集計結果に対し、
新たな調査結果との相互関連分析を行い、以下
の分析を行う。

　　─ 通勤、通学目的のほか、業務、私事、帰宅目
的を加えた鉄道利用実態

　　─ 定期券利用外の鉄道利用実態
　　─ 鉄道とバスの乗換え実態

３．調査結果の概要

（1）鉄道利用の分析
　①　通勤・通学別にみた鉄道定期券利用者数
　　 　三大都市圏における鉄道定期券利用者数は、

首都圏で約 949 万人 / 日、中京圏で約 85 万人、
近畿圏では約 318 万人となり、首都圏は中京圏
の約 11 倍、近畿圏の約 3 倍となる。

　　 　定期券利用者全体に占める通勤定期券利用者
の割合は、首都圏で約 79%、近畿圏で約 74% を
占め、中京圏では約 62% と他の 2 圏域に比べて
小さい。

　②　鉄道定期券利用者数の推移
　　 　平成 12 年からの定期券利用者数の変化をみる

と、首都圏では、通勤定期券利用者数が 10% 以
上の増加となり、定期券利用者全体でも 8% の
増加となっている。これは、定期券利用者数の
純増に加え、JR 東日本の Suica 定期券の普及に
よる複数枚数保有が増加要因の一つとして考え
られる。

　　 　中京圏では、通勤定期券利用者数は微増とな
るが、通学定期券利用者数は微減となり、全体
では横ばいになっている。

　　 　近畿圏では、通勤、通学ともに減少となり、

4
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定期券利用者全体では約 6% の減少となってい
る。

　③　駅間断面交通量
　　 　首都圏では、JR 山手線、東海道方面、中央方

面の一部駅間断面で 50 万人 / 日を超す交通量
となる区間が存在している。

　　 　JR 線の主要放射方向路線（東海道線、中央線、
東北線、常磐線、総武線）と、東京都と神奈川
県を結ぶ民鉄路線では、都心部から 30km 圏前
後の区間まで、25 万人 / 日以上の交通量となっ
ている。

　　 　地下鉄路線では、東西線で 25 万人 / 日を超
す交通量になっている。

　　 　中京圏では、東山線、名鉄名古屋本線の一部
区間で 10 万人 / 日以上の交通量となっている。

　　 　主要放射方向路線である東海道本線、中央本
線、名鉄名古屋本線、近鉄名古屋線は、都心か
ら約 20km 圏区間まで 5 万人 / 日以上の交通量
となっている。

　　 　地下鉄では、東山線を除くと、名城線、鶴舞線、
桜通線の一部区間で 5 万人 / 日以上の交通量と
なっている。

　　 　近畿圏では、御堂筋線の一部および阪急の梅
田～十三間で 30 万人 / 日以上の交通量となっ
ている。

　　 　主要路線である JR 東海道・山陽本線では、
都心から約 50km 圏区間まで、10 万人 / 日以上
の交通量となっている。その他の主要放射方向
路線では、都心から約 20km 圏の区間までが 10
万人 / 日以上となっている。

　　 　地下鉄では、御堂筋線を除くと、谷町線の一
部区間で 10 万人 / 日以上の交通量となってい
る。

　④　輸送力
　　 　首都圏では、JR 線の主要放射方向路線（東海

道線、中央線、東北線、常磐線、総武線）で 50
万人 / 日を超す輸送力となる区間が存在してい
る。そのうち、東海道線、東北線、常磐線の 3
路線では、概ね都心部から 30km 圏までの区間
で、50 万人 / 日以上の輸送力が確保されている。

　　 　主要民鉄路線については、概ね都心部から
30km 圏の区間まで、25 万人 / 日以上の輸送力
が確保されている。

　　 　都心部の地下鉄路線では、相互直通運転を実
施している路線で 25 万人 / 日以上の輸送力が
確保されている。

　　 　中京圏では、名鉄名古屋本線の一部区間で 20

万人 / 日以上の輸送力となっている。
　　 　主要放射方向路線では、都心から 30km 圏ま

での区間で約 5 万人 / 日以上の輸送力が確保さ
れている。

　　 　地下鉄では、東山線の全区間が 15 万人 / 日
以上、鶴舞線と桜通線の全区間が 10 万人 / 日
以上の輸送力となっている。

　　 　近畿圏では、御堂筋線の主要区間および主要
民鉄路線の都心部並行区間で 40 万人 / 日以上
の輸送力となっている。

　　 　主要放射方向では、神戸方面、京都方面の路
線は 20 万人 / 日以上の輸送力となっている区
間が長い。また、都心から 30km 圏までの区間
では概ね 10 万人 / 日以上の輸送力が確保され
ている。

　　 　地下鉄では、御堂筋線を除くと、堺筋線の全
区間が 20 万人 / 日以上の輸送力となっている。

　⑤　所要時間
　　 　三大都市圏における定期券（通勤、通学）利

用者の平均鉄道所要時間は、以下のとおりであ
る。

　　 　所要時間の都市圏比較では、通勤定期券利用
者は首都圏が最も長く（66.9 分）、次に近畿圏

（62.5 分）、続いて中京圏（60.8 分）の順となる。
　　 　一方、通学定期券利用者では、近畿圏が最も

長く（76.4 分）、次に中京圏（73.1 分）、続いて
首都圏（72.1 分）の順となる。

　　 　三都市圏とも通学定期券利用者の平均所要時
間が、通勤定期券利用者の平均所要時間よりも
長い。

　　 　平成 7 年以降の経年変化をみると、首都圏で
は通勤定期券利用者の所要時間が横ばいである
一方で、通学定期券利用者の所要時間は、わず
かに短縮している。

　　 　中京圏、近畿圏については、通勤、通学ともに、
平成 7 年から平成 12 年にかけて短縮したもの
が、平成 17 年ではふたたび長くなっている。

（2）バス利用の分析
　①　通勤・通学別バス・路面電車定期券利用者数
　　 　三大都市圏におけるバス・路面電車定期券利

用者数は、首都圏で約 42 万人 / 日、中京圏で
約 7.5 万人、近畿圏では約 27 万人となり、首都
圏は中京圏の約 5 倍、近畿圏の約 1.5 倍となる。

　　 　定期券利用者全体に占める通勤定期券利用者
の割合が、首都圏は約 63%、中京圏では約 64%
であるのに対して、近畿圏では約 70% と、他の
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2 圏域に比べて大きい。
　②　バス・路面電車定期券利用者数の推移
　　 　平成 12 年からの定期券利用者数の変化をみ

ると、首都圏では通勤定期券、通学定期券とも
に 10% 以上の減少となっている。

　　 　中京圏では通勤定期券は約 28% の減少となっ
ており、通学定期券についても約 21% の減少と
なる。

　　 　近畿圏では通勤定期券が約 1% の増加、通学
定期券は約 8% の減少となっている。

　③　利用目的別にみた券種構成
　　 　通勤目的と私事目的に着目した場合における

券種構成割合の 3 圏域比較を行った。
　　 　通勤目的の券種構成割合をみると、首都圏、

中京圏は全体の 50% 以上がバスカード利用であ
り、最も利用割合が高いが、近畿圏のバスカー
ド割合は 30% 未満で、定期券（36%）や現金・
その他（34%）の利用割合の方が高い。

　　 　私事目的の券種構成割合をみると、首都圏は
バスカード利用が全体の 40% 以上と最も高い
が、中京圏と近畿圏は、現金・その他利用が全
体の 40% 以上を占めている。

　　 　また、首都圏と近畿圏では敬老パスの利用割
合が 30% 以上となっている。

　④　鉄道端末としてのバス利用状況
　　 　首都圏は JR 中央線や東海道線を中心として、

東京都多摩部と神奈川県に乗り継ぎ利用者数の
多い駅が集まっている。

　　 　中京圏は岐阜駅での乗り継ぎ利用者が特に多
い。

　　 　近畿圏では、高槻、千里中央、学園前でアク
セス側（自宅から駅まで）でのバス利用が多く、
京都駅ではイグレス側（駅から勤務先、学校まで）
でのバス利用が多い。

（3）乗換え施設の実態
　【鉄道駅乗換え】
　　①　乗換え所要時間
　　　 　ピーク時およびオフピーク時ごとの乗換え

所要時間、最大値について、圏域別にみた。
　　　 　ピーク時の平均乗換え所要時間が最も長い

のは、首都圏の 4.1 分であり、次いで中京圏
の 3.9 分、近畿圏の 3.6 分となっている。

　　　 　オフピーク時も、都圏の所要時間が 4.4 分
と最も長く、ピーク時と逆転して、近畿圏の4.0
分、中京圏の 2.7 分の順になっている。

　　②　乗換え移動距離

　　　 　調査対象とした乗換えパターンについて、
乗換え時に降車したホーム中央から次の電車
に乗車したホーム中央までの水平方向移動距
離を算定した。

　　　 　水平方向の平均移動距離が最も長いのは近
畿圏であり、次いで首都圏、中京圏の順になっ
ている。

　　　 　中京圏の移動距離が短い要因として、他の
2 圏域と比較して鉄道網が密でないため、乗
換え箇所が一部のターミナル駅に限定される
ことが考えられる。

　　　 　首都圏、近畿圏の平均移動距離には、あま
り差が見られないが、中京圏は、他の 2 圏域
に比べ、80 ～ 90m 程短くなっている。

　　　 　続いて、階段等で上下方向に移動した距離
の合計を算定した結果を圏域別にみた。

　　　 　上下方向の移動距離は、首都圏が 15.3m と
最も長く、近畿圏の 11.8m、中京圏の 11.5m
の順になっている。

　【鉄道・バスターミナル乗換え】
　　・バスから鉄道へ
　　　①　乗換え所要時間
　　　　 　まず、降車バス停留所から駅改札口まで

の平均乗換え所要時間を圏域別にみた。
　　　　 　平均所要時間は、1.6 ～ 2.1 分となってお

り、乗換え所要時間が最も長いのは、中京
圏の 2.1 分となっている。首都圏と近畿圏
では、所要時間はほぼ同じとなっている。

　　　②　乗換え移動距離
　　　　 　同じ経路に対し、水平方向の移動距離を

圏域別にみた。
　　　　 　水平方向移動距離が最も長いのは、中

京圏の 130.2m であり、次いで近畿圏の
102.6m、首都圏の 90.9m となっている。

　　　　 　上下方向の乗換え移動距離の平均は、2.5
～ 4.2m となっている。上下方向の移動距離
は、首都圏が 4.2m と最も長く、次いで近畿
圏の 3.3m、中京圏の 2.5m 順になっている。

　　・鉄道からバスへ
　　　①　乗換え所要時間
　　　　 　鉄道改札口からバス乗車場までの平均乗

換え所要時間を圏域別にみた。
　　　　 　平均乗換え所要時間は、3 圏域とも 2 分

程度となっており、大きな違いはみられな
い。

　　　②　乗換え移動距離
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　　　　 　同様に、水平方向の平均移動距離を圏域
別にみた。

　　　 　水平方向移動距離が最も長いのは中京圏の
137.8m で、他の 2 圏域と比較して 5m 以上長
くなっている。

　　　 　さらに、上下方向の平均移動距離を圏域別
にみた。

　　　 　上下方向の移動距離は、首都圏が 5m と最
も長く、次いで中京圏 4.7m、近畿圏 3.5m の
順となった。
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１．調査の目的

京都議定書が、2005年２月に発効したのを受けて、
政府は2005年4月28日に、「京都議定書目標達成計画」
を閣議決定した。中でも二酸化炭素排出量の約２割
を占めている運輸部門の対応は喫緊の課題である。
さらに本年度からは地球温暖化推進大綱に定める第
二段階に移行することから運輸部門においても一層
の効果的かつ具体的な対応が求められている。

本調査は、現行制度・施策の枠内での取り組みで
は実現の範囲や時間のスケールに限界があるとの問
題意識から、海外のEST取り組みの成功例について、
施策の導入促進の手法、財源手当や費用負担、合意
形成手法等に着目し、我が国の国民性、社会風土、
地域の特性等を踏まえ、これら新たな手法の導入に
よる、日本におけるEST導入促進方策を提案するこ
とを目的とするものである。

２．調査の方針

現在ESTに係る施策として多種多様な施策が推進
されているが、本調査では、施策遂行の結果として、
地域の将来像が環境的に持続可能な構造になること
を目指すべきであるとの基本認識に立つこととす
る。環境的に持続可能な地域構造の実現施策は、地
域に活力があり、安全安心で公正な社会が実現し、
環境・経済・社会が並立した地域の魅力を高めうる
施策であるべきと考えられる。交通は派生需要であ
ることから、その根源となる土地利用に着目し施策
を実施していかなければ根本的な解決を見ることは
出来ない。重要なことは、このような視点に立ち、
将来目指す地域構造の目標、土地利用のあり方を定
めることであり、このため、交通施策のみならず土
地利用計画の視点も有する施策を提示することであ

ると考える。
本調査は２ヵ年調査であり、調査の成果としては、

地域におけるEST促進を図るため、中核市レベル、
地域規模の小さな政令市に有用なマニュアルとして
完成させ、広く配布し、地域におけるEST実現施策
の取り組みに資するとともに、国、地域に対する新
たな施策の提案を目指すこととする。

３．調査の前提条件の整理

（１）運輸部門における環境への要請

運輸部門に関連する環境問題は、窒素酸化物
（NOx）､硫黄酸化物（SOx）、一酸化炭素(CO)、
浮遊粒子状物質（SPM）、光化学オキシダント、
有害大気汚染物質（ベンゼン、トリクロロエチレ
ン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン）等、
都市の道路交通から排出されるガスによる大気汚
染問題、道路交通と鉄軌道系交通から生じる騒音
問題等の地域環境問題、また、主として道路交通
からの排出ガスによる酸性雨などの広域環境問題
や、いわゆる温室効果ガスによる地球環境問題な
どが挙げられる1。

NOx、粒子状物質（PM）などによる大気汚染
問題は、大気汚染物質の環境基準達成状況をみる
と、各物質とも、近年達成率が向上している傾向
にあり、地域環境については中期的な時間軸の中
では大きな改善が見込まれていると考えられる2。
一方、CO2をはじめとする温室効果ガスの削減に
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２　これに関し、例えば環境省の「ガソリン新長期目標」では、二酸化

炭素低減対策に配慮しつつNOx等の規制を強化することを目的とし

て、平成17年末までに、ガソリン新短期目標と比べNOxで50％～

70％削減することとなっており、また、「ディーゼル新長期目標」は、

NOx等を低減しつつＰＭに重点をおき、平成17年末までに、ディー

ゼル新短期目標と比べＰＭで75％～85％、NOxで41％～50％削減す

るという世界で最も厳しいものとなっている。



ついては、当面の課題である、京都議定書におけ
る第1約束期間（2 0 0 8年～2 0 1 2年）の目標（我が
国の場合６％減）の達成自体、現状で大きな課題
になっている。

さらに、大気の二酸化炭素濃度の安定化のため
には排出量＝吸収量という概念もふまえると、第
２約束期間以降（2013年以降）には、より大きな、
そして長期的な視点での削減が必要とされる。

我が国における運輸部門からの排出量は、近年、
貨物部門からのC O2排出量が減少し、旅客部門か
らのCO2排出量は増加している。

エネルギー起源3二酸化炭素については、各部門
の目安としての目標が定められており、運輸部門
については、2 0 1 0年度で2 5 0百万－t CO2の目標値
が設定されている。2 0 0 3年度の実績が2 6 0百万－t
C O2と、すでに目標値を超えていることに鑑みる
と、今後更なる排出削減対策が必要となってくる。

以上を勘案し、本調査では、運輸部門の排出量
の5割以上を占める旅客部門からのC O2を対象に
検討を行うものである。

（2）ESTの定義

本調査では、環境面のみからの持続可能な交通
に限るものではなく、地域のS u s t a i n a b i l i t yにも着
目し、地域の将来像が環境的、社会的、経済的に
持続可能な構造になることを目指すべきであると
の基本認識に立つこととする。また、2 0 5 0年をに
らんだ場合、大幅なC O2の削減は必須であり、そ
のための施策を今から進めておく必要があること
も踏まえ、本調査では、E S Tを以下のように設定
し、幅広い視点から検討を行った。

ＥＳＴの考え方
・将来的に環境、経済、社会の面から総合的

に見て最適になる持続可能な地域構造を実
現する交通

・長期的には、持続可能なレベルまで地球環
境に関する負荷軽減を達成するとともに、
地域の活力と魅力向上に資する交通

４．我が国のESTの取り組みと現状

（１）ESTの取り組み

１）国の取り組みについて
我が国における取り組みとして、「地球温暖

化対策・京都議定書目標達成計画」、「国土交通
省環境行動計画」、「ESTモデル事業」について、

整理した。
２）地方自治体の取り組みについて

わが国の自家用自動車におけるC O 2排出量は、
1 9 9 0年に比べて走行距離の増加・車両数の増加
等により4 9 . 8％増と大幅に増加しているが、1 9 9 8
年以降、その増加率は抑制傾向を示している。

上記を踏まえ、自治体で実施している各施策
を１）交通と土地利用を一体とした統合交通計画、
２）自動車代替交通手段（公共交通、自転車）の
利用促進施策、３）自動車交通流の円滑化施策、
４）自動車単体対策に分類し、整理した。

３）まとめ
本調査の多くの対象都市では、環境負荷軽減

につながるような施策、例えば公共交通機関の
整備（鉄道・L R T、バス等）、公共交通のサー
ビスレベル向上方策に取り組むことを目指して
いるものの、その効果がまだ現れていないのが
現状である。また、本調査の対象都市において
も乗用車の保有台数が増加し、自動車の分担率
が高まる傾向にある。その結果、C O2排出量の
多くの部分を占める自家用自動車の利用が増加
するとともに、公共交通機関の利用離れが進ん
でいる傾向もみられる。現状のままでは、自家
用自動車からのC O2排出量の削減は難しい状況
にある。

５．海外のESTの取り組みと現状

本章では、海外の先進事例に着目し、その制度的
な背景等について整理するとともに、①地域構造の
検討、②自動車から公共交通機関へのモード転換促
進策、③自動車利用の抑制について整理を行った。

本調査で訪問した自治体、事業者等におけるこれ
らの政策では、C O2排出量の削減目標等の環境基準を
具体的に設定しているケースはほとんどなかった。
それぞれの取り組みの根底を流れる考え方は『暮ら
しやすいまちづくり』であり、つまり、きれいな空
気や快適・便利な移動手段等を求めたまちづくりを
目指した結果、環境改善にも寄与するものであった
と言うことができる。以上から、欧米におけるE S T関
連施策の成功の理由は、以下にあると考えられる。

鉄道、L R T・バス、自動車、自転車等のすべての
交通モードに着目し、それぞれの役割やあるべき姿
を踏まえた整備・運用を行っている。さらには、特
に欧州において、土地利用もあわせて考えることに
より、都市としての機能性および魅力の向上を図っ
ている。都市の基本的なインフラとして行政が公共
交通機関の整備・運用を支援することにより、安価
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３　エネルギーの使用に伴い発生する二酸化炭素をいう。



で良質なサービスを市民に分かりやすい形で提供す
ることができている。その結果、公共交通機関が市
民に受け入れられ、利用が増すという好循環が生ま
れている。その他、モビリティ・マネジメントによ
る情報提供や環境教育等により、安価な料金等の経
済的なインセンティブだけでなく、個人や法人の意
識の改革にも取り組んだり、公共交通機関では対応
できないニーズに対応して、カーシェアリング、レ
ンタサイクル等のサービスを用意するなど、複合的
にE S T関連施策を実施することにより、利用者の利
便性を低下させず、市民の交通モードの転換を行い
やすくしている。

６．我が国の取り組むべき方向性

（１）EST施策導入の問題点と海外の事例

我が国のE S T施策が進まない背景には、地方都
市部における自動車依存の状況がある。こうした
現状は、交通と土地利用施策の一体的推進が十分
に進められていないといった問題や、公共交通の
利用促進が進まないことが要因となっている。ま
た、渋滞箇所が依然として残るなど、道路交通流
の円滑化方策もなかなか進まないのが現状であ
る。一方、海外ではこれらの問題点に対して、
様々な施策を展開しており、その内容を整理した。

（２）EST施策の進め方

上記を踏まえ、今後のE S T施策の進め方を以下
のフローに示す。

図　施策の進め方

①地域の現状の診断

地域により、発生する交通問題も異なり、その
要因も地域構造、社会経済状況により異なる。し
かし、それらに関する詳細な分析が不足したまま
で、画一的な施策が実施されており、有効な施策
が実施されていない場合がある。特に、交通の発
生要因となっている土地利用を含めた地域構造が
主な要因となっているにもかかわらず、その根元
的な対策が実施されていない場合が多い。また、
地域には交通問題解消に資するような、地域の特

有なポテンシャルを有している場合もあり、これ
らについても診断により明らかにする。
②地域の将来像の明確化

今後の地域における人口の推移、地域の総合計
画等を考慮しつつ、①の診断の結果を踏まえて、
地域の目指したい地域構造の複数案を示した上で、
環境・経済・社会といった総合的な面から全体を
評価し、地域にとって最適であると考えられる地
域構造を設定する。各地域において発生している
問題は、環境問題だけではなく、中心市街地の空
洞化等の経済的問題から、安全や地域の急激な高
齢化といった社会的問題もある。これらもあわせ
て、解決できるような将来像を考えていく必要が
ある。もちろん、この地域の将来像については、
地域住民の住みやすさを確保したものでなければ
ならない。また、今後の人口減少の局面や緊縮財
政のもとでの交通インフラ整備の限界といった社
会経済状況下では、既存の交通インフラを有効に
活用していくような土地利用の誘導を図ることが
必要である。こういった点に関しても留意しなが
ら、地域の将来像を明確化することが望まれる。

③地域の土地利用施策・交通施策の策定

①の地域の現状の診断、②の将来の目指すべき
地域構造をふまえ、バックキャスティングアプロ
ーチ（目標年次、目標値を定め、その水準を達成
するために何をすべきかを検討するアプローチ）
により、地域に必要な土地利用施策、交通施策を
抽出する。施策の抽出に当たっては、土地利用施
策と交通施策をパッケージ化することにより、そ
れぞれの施策の効果を高める必要がある。特に、
環境負荷軽減、ここでは、C O2削減に資する施策
が重要であるが、それだけではなく、地域が抱え
ている経済的な問題、社会的な問題の解決に資す
るような土地利用施策、交通施策をパッケージ化
することが重要である。

７．今後の課題

来年度、地域における導入方策、実現策を検討す
ることとしており、今後、以下の課題について検討
することが必要である。

（１）土地利用誘導方策のあり方

交通の発生の根源はその地域の土地利用に起因
する部分が多い。しかし、土地利用に関する施策
については、効果が大きいことが想定されている
ものの、将来に対して明確なビジョンが描けない
こと、整備に長期間を要すること等もあり、施策
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①　地域の現状の診断

②　地域の将来像の明確化

③　地域の土地利用施策、交通施策の策定

④　施策の実施
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が少ないのが現状である。長期的な視点に立ち、
地域のS u s t a i n a b i l i t yを確保するためには、適切な
土地利用の誘導を図ることにより、交通による環
境負荷や経済、社会問題を抜本から解決する必要
がある。そのための具体的、かつ有効な土地利用
誘導方策は今後、不可欠なものであり、これらを
検討することが求められる。

（２）EST施策の進め方

１）地域の現状の診断手法
地域で発生している交通問題の要因は地域構

造、社会経済状況等、それぞれの地域により異
なる。本調査で目指すE S Tは、環境だけでなく、
経済、社会に対しても持続可能性を確保する交
通であることから、交通の現状及びその要因を
把握し、診断することに加えて、地域として抱
えている経済的な問題、社会的な問題及びその
要因を把握し、診断する必要がある。今後、E S T
の実現のために必要な地域のデータを収集、分
析し、地域の状況を的確に診断することが重要
であり、その手法について検討する必要がある。

２）地域の将来像の持続可能性の評価方法
現状における E S T施策をみると、長期的な目

標の達成に向けた取り組みが少なく、特に、
E S Tの観点から地域の将来像を示した上で、そ
の将来像を達成するための取り組みがほとんど
ない。本調査では、地域の将来像を示すことの
重要性について示したが、今後は、将来像を設
定する方法及びその将来像を評価するための方
法、具体的には、環境、経済、社会の観点から
地域の持続可能性を評価するための方法を検討
することが求められる。

３）交通・土地利用施策の選定・評価方法
E S T施策を検討する上で重要なことは、地域の

目指すべき地域構造の実現を目標として、それに
合致する交通施策、土地利用施策を選定・構築す
ることであり、その際、バックキャスティングア
プローチを導入し、パッケージ化することにより
施策の効果を高めることである。今後は地域の将
来像を達成するために交通施策と土地利用施策を
講ずる必要があるが、その際、施策の組み合わせ
について検討することが必要であり、その評価方

法を検討することも求められる。

（３）推進主体と実現方策

E S T施策は、各地で取り組みが進められてきて
いるものの必ずしもC O2削減といった目標を達成
できているわけではない。中には施策があるにも
かかわらず実態として施策が進んでいないといっ
た問題もある。本年度調査でこれらの地域的な課
題について深く取り組むことはできなかったが今
後、地域における施策の問題点、施策の進まない
要因等について分析し、現状における課題及び制
度上の限界を明らかにする必要がある。

（４）EST施策の実現に向けた広報

E S Tを進め、環境、経済、社会の面から持続可
能な地域、つまり、人々が豊かに暮らせる地域を
実現するためには、地域における各主体のモチベ
ーションを高める必要がある。そのためには、ま
ず、本調査で定義したE S Tが環境負荷軽減だけで
なく地域の目指すべき将来像を実現するために有
用なことを広く知らしめる必要がある。そのため
には、誰に対して、何を、どういった段階に示せ
ばいいかといった広報戦略を構築する必要がある。
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１．研究の目的

ディーゼル車規制条例やスピードリミッター装着
義務付けなどの社会的規制の強化については、地域
の生活環境の改善や重大交通事故の防止など政策効
果を狙ったものであるが、これら諸規制の強化によ
り、今後の物流のあり方が大きく変化していく可能
性を含んでいる。

本調査は上記の背景から、トラックに対する社会
的規制が物流等に与える影響を定量的、定性的に把
握することを目的として実施する。

２．研究の経過

本研究は、平成16年度から３箇年に渡り実施する
計画で、本調査はその２年度目である。

平成16年度は、貨物自動車に対する規制政策の動
向について把握し、既往の統計データ等から規制の
影響を想定、アンケート・ヒアリング調査により影
響の実態を把握した。

平成17年度は、同一対象者に対しアンケートを実
施するパネル調査を継続すると共に、全国の自治体
による環境規制の動きやトラックへの規制に対する
考え方を調査した。

平成18年度は、追跡調査により3年間の影響の推
移を把握し、規制による影響の度合いや広がりを地
域別の観点から分析する予定である。

本調査の実施に当たっては、斎藤実神奈川大学教
授を委員長とする委員会を設置し、そこでの議論を
踏まえて報告書の取りまとめを行った。

３．委員会の経過

◆第１回委員会

①　16年度調査結果の概要について

②　17年度調査の概要について
③　環境に関する規制政策の動向について
④ 自治体アンケート調査の対象選定と調査項目

について
⑤　東京都環境局によるプレゼンテーション
◆第２回委員会

①　自治体アンケート調査結果について
②　自治体に対するヒアリング調査等の検討
③ 他の輸送モード等における規制政策の影響に

ついて
④ 事業者・荷主に対するアンケート調査票の調

査項目について（パネル調査）
⑤　日本貨物鉄道（株）によるプレゼンテーション

◆第３回委員会

① 事業者・荷主に対するアンケート調査結果に
ついて

②　平成17年度報告書（案）について
③　関西現地ワーキング結果報告
委員会の開催時間は概ね2時間程度で行われ、事

務局からの説明が1時間程度、事業者によるプレゼ
ンテーションが30～40分程度、その後の質疑応答が
20～30分程度であった。

また、プレゼンテーションを行う事業者について
は、トラック運送事業者、利用運送事業者、キャリ
ア（実運送事業者）や荷主企業等から、トラックに
対する諸規制について何らかの取組みを行っている
事業者を委員会ごとに1社招き、具体的な取組み内
容について資料を交えながら説明を受けた。

４．研究の結果

（１）国内物流の動向

第３次産業のウェイト増大、加工組立型産業に
おける軽薄短小化傾向を受けて、国内貨物総輸送

平成17年度貨物自動車に対する規制が
物流等に与えた影響に関する調査
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量は近年漸減傾向にあり、2 0 0 4年度には5 5 . 7億ト
ンまで減少している。一方、トンキロベースでは
横這いで推移し、2 0 0 4年度は5 , 5 0 0億トンキロ余と
なっている。

輸送機関別貨物輸送量を見ると、トンベースで
は自動車のシェアが一貫してほぼ9 0％である。ト
ンキロベースでは自動車のシェアが上昇し、2 0 0 4
年度は57.5%となっている。

長距離フェリーの航送台数は2 0 0 3年度から増加
に転じた。航路数は1 6航路に減少、航路距離は
1 3 , 4 7 0 k mに短縮（2 0 0 4年度）しており、二極化と
新規利用が進展している。

（２）環境に関する規制政策の動向

【環境基準の達成状況】
環境基準の達成状況を見ると、二酸化窒素

（N O2）では大都市圏を中心に達成率が低く、
浮遊粒子状物質（S P M）は周辺県にまで影響が
広がっている。N O x・P M法対策地域における
達成率は、N O2については全地域で向上傾向が
認められるが、S P Mは首都圏、大阪・兵庫圏で
平成13,14年度に大きく落込んでいる。

【スピードリミッターの装着率】
スピードリミッターの装着率（対象車両数：

約8 0万台と推計）を見ると、2 0 0 3年9月の義務付
け開始から経年的に上昇しているものの、2 0 0 5
年1 2月現在でも4 6 %にとどまっている。装着期
限の2 0 0 6年8月までに駆け込み的に装着が進み、
物流に対する影響が顕在化する可能性がある。

【ＮＯｘ・ＰＭ法改正の動き】
中央環境審議会自動車排出ガス総合対策小委

員会では、今後の目標として報告骨子案（2 0 0 5
年1 1月）で流入車対策について6案を掲げ、検
討を深めるべきとした。対策地域では、現在の
首都圏や兵庫県並みの運行規制が実施される可
能性がある。

【地方自治体による規制政策の動向】
2 0 0 3年度には首都圏、2 0 0 4年度には兵庫県でデ

ィーゼル車規制条例が施行された。東京都と埼
玉県では、2 0 0 6年4月より運行規制が強化される。
今後の大気環境の悪化の進展によっては、規制
を実施する自治体も増えていくと想定される。

広島県、岡山県では対象地域、事業者を特定
し、改善計画の作成等を義務付ける方式でトラ
ック事業者に環境負荷低減を促している。香川
県では、環境監視員を委嘱し、通報を基に車両
を特定、点検・整備を促す通報制度を創設して

いる。

（３）地方自体による規制政策の実態

【アンケート調査による自治体規制の動向】
実施：2005年10月
回答：44都道府県，14政令指定都市

◆環境に対する取組み状況・内容

貨物自動車関連の環境対策を導入している自
治体: 4 3 . 1 %、導入検討中 : 5 . 2 %、導入・検討して
いない: 5 1 . 7 %となった。地理的分布では、関東
圏から愛知県、瀬戸内海沿岸府県の自治体が多
く、国内物流の大動脈に位置している。

内容面では、下記の通りであった。
・運行・通行規制の実施

首都圏（8都県市）、兵庫県、（京都府：一部
検討中）

・環境計画の作成義務付け
首都圏（1都3県）、札幌市、岩手、愛知、滋
賀、岡山、広島の各県、（長野県：検討中）

・ディーゼル黒煙通報制度
東京都、神奈川県、大阪府、香川県、千葉市、
愛知県※、川崎市※（※制度は設けていない）

・グリーン配送制度
埼玉、神奈川、滋賀、京都、大阪、兵庫の各
府県、大阪市、神戸市（愛知県、札幌市、さ
いたま市：検討中）

・その他の環境関連施策
低公害車の導入義務付け及び支援、エコド

ライブ奨励等のほか、地球温暖化対策条例
（京都市）により温室効果ガス排出量の削減
に取組むケースもある。

◆環境対策の導入・検討に当たっての問題点

周知徹底、効果の評価に関する問題のほか、
単独での規制政策の限界から広域連携、関係機
関との連携の必要性を指摘する意見も多い。

一方、民間のコスト負担等を問題視し、規制
から事業者の自主的対応を促す誘導策への転換
を検討する自治体もある。

◆貨物自動車に対する規制の地域への影響

ディーゼル車乗入れ規制による影響として
は、その他（8 3 . 0 %）が最多であり、実施主体
の自治体では大気環境の改善が多く、他の自治
体では非適合車の流入による大気の悪化懸念に
関する指摘が多かった。物流への影響としては、
モーダルシフトの促進（8 . 5 %）、規制地域向け
貨物取扱減少（8 . 5 %）、自営転換の促進（6 . 4 %）
が、僅かながら認められる。
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スピードリミッター装着義務付けによる影響
としては、その他（6 9 . 8 %）が最多であり、事
故率の低減や燃費改善、C O 2排出削減について
記述がある一方、具体的な影響について把握し
ていない（不明）との回答も多く見られた。物
流への影響としては、燃費向上による経営環境
改善（1 4 . 0 %）、モーダルシフトの促進（9 . 3 %）、
人件費上昇による経営環境悪化（9 . 3 %）が、僅
かながら認められる。

（４）物流等に対する影響の把握

【パネル調査】
実施：2005年12月
回収件数：トラック事業者（ 1 8 1社），内航船社

（12社），荷主（116社）
【ヒアリング調査】

対象：長距離フェリー運航事業者（5社），航空
利用運送事業者（1社），鉄道実運送事業
者（1社）

◆スピードリミッター装着義務付けにより生じる

影響

①　コスト負担による経営悪化について
運行コストに関するD I値については、今回

尋ねた項目の中で最も高い数値（8 3 . 5）を示
しており、1 6年度調査（ 6 7 . 7）と比べて大き
くポイントが増加している。要因としてのス
ピードリミッターも高い値（5 7 . 9）を示して
いることに加え、燃料価格の上昇（ 9 4 . 7）、
E T Cや小ロット化等その他の要因による影響

（7 8 . 2）を指摘する声も多く、トラック事業者
を取巻く環境が厳しさを増している現状が示
されている。

②　運転時間について
運転時間に関するDI値（53.9）については、

1 6年度調査（ 6 0 . 7）からはポイントは下がっ
たものの、依然として増加基調にある。また、
荷主企業アンケート結果からも出発時刻を早
める傾向が続いている状況が示されている。

③　運行スケジュールやルートの見直しについて
運転時間が増加傾向にある一方、長距離輸

送の外注化により高速道路利用が減少したと
いう意見もあり、アウトソーシングの形態を
とった運行スケジュール見直しにより、下
請・孫請事業者においては、労働環境が更に
悪化している可能性もある。

④　物流拠点の再編について
トラック事業者への調査結果では、拠点の

再編までを含めたドラスティックな見直しが
行われたとの指摘はない。荷主企業への調査
結果でも、D I値による影響評価の中では、デ
ィーゼル車規制、スピードリミッター装着義
務付けともそれほど大きな要因として認識さ
れておらず、少なくとも現時点においては、
規制強化の影響としての拠点再配置という動
きは見られない。ただし、物流拠点の再編に
は大規模な設備投資を伴うことから、影響が
顕在化するには時間がかかる。

⑤　輸送分担率の変化について
トラック事業者への調査結果から見た輸送

分担率の変化については、D I値による影響評
価の中では各輸送モードいずれも5 0を超えて
いる。荷主企業への調査においても同様の結
果であり、輸送分担率の変化が明確に認めら
れる。しかしトラック事業者、荷主企業とも、
その要因としては排出ガス規制、スピードリ
ミッター装着義務付けともにDI値は低い。

しかし、日本海側航路を運航する長距離フ
ェリー事業者へのヒアリング調査によると、
スピードリミッター装着義務付けの前後でフ
ェリーへの明確なシフト傾向が見られるとの
指摘もあり、地域やルートごとの影響の広が
りに跛行性が伺われる結果となっている。

◆排出ガス規制により生じる影響

①　コスト負担による経営悪化について
運行コストに関するD I値については、今回

尋ねた項目の中で最も高い数値（8 3 . 5）を示
しており、 1 6年度調査（ 6 7 . 7）と比べて大き
くポイントが増加している。要因としての排
出ガス規制が高い値（6 7 . 0）を示しているこ
とに加え、燃料価格の上昇（9 4 . 7）、E T Cや小
ロット化等その他の要因による影響（7 8 . 2）
を指摘する声も多く、トラック事業者を取巻
く環境が厳しさを増している現状が反映され
ている。

また、D I値から見るとスピードリミッター
装着義務付け（5 7 . 9）よりも高い値を示して
おり、コスト負担という点では、トラック事
業者にとって排出ガス規制の方がより大きな
影響が出ている。

②　運行ルートの見直しについて
運行ルートの見直しについては、鉄道実運

送事業者へのヒアリング結果によると、関東
地方発着や関東地方を通過する中距離帯にお
いて貨物量が顕著に伸びていることから、通
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行規制のある首都圏が回避された結果ではな
いかとの指摘があり、運行ルートの変更より
も、他の輸送モードへのシフトの動きが見受
けられる。

③　輸送分担率の変化について
トラック事業者への調査結果から見た輸送

分担率の変化については、D I値による影響評
価の中では各輸送モードいずれも値が5 0を超
えている。荷主企業への調査においても同様
の結果であり、輸送分担率の変化が明確に認
められる。しかしトラック事業者、荷主企業
ともその要因としては排出ガス規制、スピー
ドリミッター装着義務付けともに D I値は低く
なっている。

◆複合的に生じる影響

①　車両保有台数の減少について
車両保有台数の減少については、傭車車両

数の減少や車両の大型化などを指摘する意見
はあるものの、いずれの項目に関してもD I値
評価による規制強化の影響は低い水準にとど
まっており、輸送分担率に関してはそれほど
大きな影響を与えるまでには至っていない。

②　自営転換について
自営転換については、荷主企業への調査結

果の中でディーゼル車の保有率が下がった一
方、自家用トラックを保有しない、という回
答が増加している。1 6年度調査においても、
規制に関係する通行区間については営業用ト
ラックに切替えたとの回答が多く得られてい
たが、自営転換に対する影響は、1 6年度の調
査結果と比してより鮮明になっている。

（５）調査のまとめ

現時点では、貨物自動車に対する規制が物流等
に与える影響については評価に濃淡があり、「効
果が生じている」とも「効果は生じない」とも言
い難い点が見受けられた。

ただしスピードリミッターについては直前に駆
け込みで装着される可能性が高く、その影響が完
全に現れるには、平成1 8年8月末の猶予期間終了
を待たねばならない。

また、自治体アンケートによると大都市圏と地

方圏で大気環境の現状、環境に対する意識の相違
が表れているが、地方圏においても通行規制区域
を走行できなくなったトラックの流入による大気
環境悪化が懸念され、予防的な対策や将来に備え
た検討を進めている自治体もあり、今後新たな対
策の広がりも予想されるところである。

地域ごとの影響の広がりに跛行性が見られる場
合、地域間に物流格差が生じたり、対応して物流
体系の変化が起こる可能性もある。そのような物
流格差に関しては、スピードリミッターが要因と
なっているとの指摘もあり、平成1 8年度に向けて
継続的な観察を続けていく必要がある。

報告書名：「平成1 7年度　貨物自動車に対する規制
が物流等に与えた影響に関する調査」
（資料番号170072）Ａ4版266頁

報告書　目次
序　章　調査の概要
第１章　国内物流の動向
第２章　環境に関する規制政策の動向
第３章　地方自治体による規制政策の実態
第４章　物流等に対する影響の把握
第５章　調査のまとめ
参考資料

【担当者名：北川英博】

【本調査は、日本財団の助成金を受けて実施したも
のである】

運輸政策研究機構
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19虎ノ門マリンビル

TEL：03-5470-8405 FAX：03-5470-8401

財団
法人

本研究調査は競艇の交付金による日本財団

の助成金を受けて実施したものである。



－1－

１．調査の背景及び目的

（１）調査の背景

2001年９月11日の米国同時多発テロの勃発に伴
い、米国は、国際テロネットワーク全体を壊滅に
追い込む「テロとの戦争」を宣言した。また、テ
ロ支援国家の多くは大量破壊兵器の開発を積極的
に進めているとし、特にイラクと北朝鮮について、
従来以上に厳しく対処していくとの方針を打ち出
した。

直接的には、テロから米国国民・国土を保護す
るため、米国コーストガード（以下「ＵＳＣＧ」
という。）をはじめとする22の保安・安全担当行
政機関を統合した国土保安省を設置し、網羅的か
つ詳細な施策の立案、施行を推し進めてきた。

特に海事分野においては、それらの施策をＳＯ
ＬＡＳ条約の改正等の手段によりグローバルスタ
ンダード化させるとともに、外国港湾におけるテ
ロ対策の有効性を評価し、有効なテロ対策が講じ
られていない港湾で荷積みした船の入港を拒否で
きること等を規定した「海事運輸保安法」を制定
する等、全世界的にテロリストの動きを封じ込め
るための、ありとあらゆる戦略を国際的・国内的
に推進している。

（２）調査の目的

本事業は、米国における海事セキュリティの動
きを捉えて、ＵＳＣＧを中心とする関係機関、海
事団体、海運会社等に対する情報収集、調査研究
等を通じて得た成果をとりまとめ、分析するとと
もに同成果を、いち早く関係機関に情報提供する
ことにより、官民が連携した海事先進国に相応し
い港湾・海事セキュリティ対策の推進に貢献する

とともに、安全かつ効率的な海上輸送体制を確保
し、海事産業の発展に貢献することを目的として
いる。

２．調査研究の方法及び項目

本事業の背景及び目的は前述したとおりで、同時
多発テロの経験を期に、世界で最も進んだテロ対策
を講じた米国の、中でも海事セキュリティ対策の動
向をＵＳＣＧを中心に収集、分析し、我が国の関係
先に情報提供することであり、そのため、今年度は、
次に示す調査方法、項目について調査研究を実施し
た。

（１）調査方法

海事分野のセキュリティに精通した調査役を当
機構の在ワシントン研究室に派遣し、そこを拠点
としてＵＳＣＧを中心とする関係機関等から情報
収集、情報交換を行うとともに、米国における海
事セキュリティ対策の動向、米国海事セキュリテ
ィ対策が我が国海運に及ぼす影響及びその対応に
ついて調査・研究を行った。

また、広い米国で情報を収集するため、資料検
索、文献収集・レビュー、ＵＳＣＧによるセキュ
リティ関連施策の収集・整理等、作業の一部につ
いては、在ワシントンに支社を置く日本の民間調
査機関へ委託して行った。

（２）研究調査項目

本年度の研究調査項目は次のとおり。
１．「国土保安のための海事戦略」の概要調査
２．「国土保安海事戦略」における戦略目標調査
３．「国土保安のための海事戦略」における戦略

施策と具体的施策調査

米国における海事セキュリティ戦略の概要と
米国沿岸警備隊による戦略の達成状況について
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４．「海事保安国家戦略」調査

３．調査研究の内容

ここでは、米国における「国土保安のための海事
戦略」の概要として、①発展経緯、②「米国国家安
全保障戦略」及び「国土保安のための国家戦略」と
の関連性、③「国土保安」と「国土防衛」、④「国
土保安国家戦略」におけるU S C Gの役割、⑤戦略遂
行に要するU S C G予算の推移、について概要を紹介
する。

（１）発展経緯

「国土保安のための海事戦略（以下「国土保安
海事戦略」と表記）は、2 0 0 2年1 2月に米国沿岸警備
隊（U.S.Coast Guard ; 以下「U S C G」と表記）によ
って作成された、米国海域における保安確保を目
的とした戦略であり、国家目標である国土保安の
達成に係るU S C Gの任務が明記されたものである。

2 0 0 1年9月1 1日の同時多発テロ事件は、“空”に
おいて起こった事象であり、その意味では、あく
まで“航空”の問題ではあったが、U S C Gとして
は、同種のテロ事件が海や港湾で発生した場合を
想定しておく必要を生起した。『国土保安海事戦
略』は、9 . 1 1の発生を受け、U S C G単独ですぐさ
ま実施できる戦略をすべてのU S C G職員に周知す
る意図を以てとりまとめたものである。

U S C Gは、国土保安省に属する一機関であり、
「国土保安海事戦略」の実施機関として、海事セ
キュリティを確保するための重要な役割を担って
いる。米国政府は、近い将来に反米テロリストグ
ループが、港湾や水路といった米国の海事運輸シ
ステムを利用して、米国国民や施設を標的とした
テロを実行する可能性が極めて高いと予測してお
り、「国土保安海事戦略」では、テロ攻撃の抑止
のために U S C Gがもつ責任を明確化し、米国海域
を保安強化する事によって、米国の国土及び国民
の安全と経済の発展を確保するための行動を定め
ている。 9 . 1 1同時多発テロ以降、U S C Gの最優先
課題は、「伝統的な捜索・救助や航行支援」から

「米国海域内における国土保安」に係る任務へと
大きな転換を遂げた。「国土保安海事戦略」は、
このような変化を明確化したものであり、U S C G
の任務の拡大を表している。

（２）「国家安全保障戦略」及び「国土保安国家戦略」

との関連性

9 . 1 1同時多発テロを契機として、米国の安全保

障戦略は根本的に転換され、その要旨は2 0 0 2年９
月にホワイトハウスより発表された「アメリカ合
衆国国家安全保障戦略」（以下「国家安全保障戦
略」と表記）に反映されている。また、「国家安
全保障戦略」は、9 . 1 1以降の米国の外交・安全保
障政策を規定する最上位概念として位置付けられ
ている。注目すべき点は、米国政府が冷戦期より
継続してきた抑止の概念に基づく従来の安全保障
政策を、敵国やテロリスト集団に対する先制行動
を重視する政策へとシフトさせていることであ
る。ブッシュ政権は、「テロとの闘い」を継続す
るにあたって「米国及び米国民へ及ぶ危害を未然
に防ぐため、必要ならば単独で行動し、先制して
自衛権を行使することを躊躇しない」と明言した。
これは「ブッシュ・ドクトリン」と呼ばれ、9 . 1 1
以降の米国の外交・安全保障政策を象徴するもの
として受け止められている。

一方、「国土保安国家戦略」は、2 0 0 1年1 0月に
ホワイトハウス内に設置された国土保安室によっ
て作成された文書であり、特に米国及び米国民を
テロから守るため、如何にして安全な国土を築く
かという点に焦点を当てている。

こうした一連の国土保安に関する戦略の中で、
特に海事保安に焦点を当てたものが「国土保安海
事戦略」である。「国土保安海事戦略」は、U S C G
が独自に策定したものではあるが、その作成過程
においては、先に公表されていた「国家安全保障
戦略」及び「国土保安海事戦略」の内容が意識さ
れ、また、これらとの矛盾をきたさないよう配慮
がなされた。

同文書は、海上におけるテロや犯罪行為から国
土を守ることを主要な目的とし U S C Gの行動指
針、訓練、戦術、指揮命令系統の効率化等を進め
る方法について、包括的かつ具体的に示しており、
さらに、① U S C Gの過去の業績、②1 9 9 9年連邦議
会提出の海事運輸システムレポート③2 0 0 1年に策
定した作戦計画や実績、④国際、州、地域及び民
間の各レベルとの連携についても言及されてい
る。

（３）「国土保安」と「国土防衛」

米国の安全保障に関する戦略については、「国
土保安（Homeland Security:HLS）と「国土防衛

（Homeland Defense:HLD）の２つの概念があり、
「国土保安」は、①「米国内のテロ攻撃の抑止」、
②「テロに対する脆弱性の軽減」、③「攻撃によ
る損害を最小限に抑えると共に早期回復を図る」
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ための「国家全体としての協力行動」を行う事
である。U S C Gは、法執行機関であり、取締り官
庁であり、諜報グループの一員でもあり、さら
には軍隊的性格も持ち合わせているという多面
性を持った機関であることから、海事国土保安
においては、米国の海事圏における国土保安を
担当する文民機関、つまり国防総省（D O D）以
外の省庁を率先していく主体連邦機関として機
能している。

一方、「国土防衛」は、「米国外から指向される
軍事攻撃から、米国領域、国内人民及び重要なイ
ンフラを守ること」であり、「伝統的な軍事行動」
即ち、「空中警戒哨戒」、「海上防衛活動」等を含
み、軍事力を純然たる戦闘のために、長期・長時
間かつ大規模に用いることを指す。国土保安の状
況が有事に発展した場合は、D O Dの伝統的な軍
事力を持って対処する事になる。この状況は「国
土防衛」であるとされている。

（４）「国土保安国家戦略」におけるUSCGの役割

現在、U S C Gは２つの中心的任務を担っている。
第一は、長い歴史の中で受け継がれてきた任務
である、捜索・救助といった海上の安全や海洋
環境の保護等であり、第二に国土保安に関する
任務である。伝統的な任務と同様、U S C Gは従前
より国土保安に関する任務、具体的には麻薬・
武器の密輸や密航の取締り等に従事してきた。
9 . 1 1以降の米国では、国土保安に係る任務、特に
港湾保安やテロ対策の重要性及び緊急性が叫ば
れるようになり、麻薬・武器の密輸や密航を企
てる犯罪組織とテロ組織の密接な関係及び海事
分野での活動能力を持った、すなわち船舶や船
員を擁するテロ組織も実在する事から、U S C Gが
運輸省からD H Sへ移管された後は以前に増して
港湾の保安、テロ対策、密輸・密航の取締り及
び防衛体制の維持等の任務が重視されるように
なった。

（５）戦略遂行に要するUSCG予算の推移

U S C Gの支出額は、2 0 0 1年の9 . 1 1事件以降、米
国の最優先課題であるテロの撲滅及び国土保安の
確保を水際で担うU S C Gに対する期待を反映して、
増加傾向にある。

D H S 移管に伴う U S C Gの再編には、旧型の
U S C G艦艇に代わる新型船艇の導入、海上警戒シ
ステム及び命令・統制システムの改善等が盛込ま
れており、2 0 0 3年度のU S C Gによる支出額は、対

前年比2 0％強と、U S C G史上最大の伸びを記録し
た。また、2 0 0 4 - 2 0 0 6年会計年度においても、引き
続きU S C Gの再編・強化に多額の予算が投入され
ることとなり、2 0 0 6年２月に公表されたU S C Gの
2 0 0 7年度予算請求額についてもこの傾向は継続し
ている。

報告書名：「米国における海事セキュリティ戦略の
概要と米国沿岸警備隊による戦略の達成
状況について」
（資料番号170073）
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１．調査の背景

大都市交通センサスは、三大都市圏における公共
交通の利用実態の把握を目的とした交通統計調査で
あり、昭和35年に第１回調査が行われ、最新年の平
成12年までに９回の調査が実施されてきた。

調査の開始された昭和30年代には、大都市圏にお
ける公共交通需要は、大都市圏への人口の集中に対
応して増加を続け、通勤・通学時における鉄道の混
雑緩和は、公共交通における最も重要な課題として
位置づけられていた。以降、都市交通審議会、運輸
政策審議会において、大都市交通センサスの調査結
果をはじめとして、混雑緩和の目標水準の設定と、
達成に向けた各都市圏の高速鉄道網に関する整備計
画が策定され、混雑緩和に向けた鉄道網整備が進め
られてきた。

しかし、近年の大都市圏への人口集中の鈍化によ
り、公共交通需要は、中京圏、近畿圏においては平
成２年以降、首都圏においては平成７年以降、減少
に転じ、現在までの鉄道網整備の成果とあわせて、
混雑緩和は目標水準に近づいている。

一方、カードシステムの普及、自動改札機の整備
等、乗車券システムの利便性向上が図られるととも
に、少子高齢化の進展に伴う、エスカレータ・エレ
ベータの設置によるバリアフリー対策も進められる
など、公共交通機関における利用者サービスの方向
性が変化している。

２．調査の目的

以上のように、大都市圏の公共交通需要はほぼ成
熟期に至っており、鉄道事業者は、これまでのよう
な需要の増加に対応する施設整備への投資を続ける
必要性は以前に比べ低下しており、今後は、需要の

確保・誘発を目的とした施策や、公共交通の利便性
をアピールするような施策を講じる必要がある。

これに対応して、大都市交通センサスについては、
これまで実施してきた公共交通需要の動向を把握す
る調査に加えて、輸送サービス水準の現状や、サー
ビス水準評価のためのデータ収集を行う調査も必要
となってきている。

このような課題に対して、運輸政策研究機構では、
前年度、第10回大都市交通センサス準備調査を実施
し、本調査の実施要綱案を作成した。

平成17年度は、この成果をもとに、平成17年大都
市交通センサスの実施要綱を策定し、実態調査を実
施するとともに、その結果を回収し、データの入力
作業を行った。

本報告書は、その結果をとりまとめ中間報告書と
したものである。

３．実施要綱

（１）鉄道利用者調査

①調査目的
鉄道利用者に対してアンケートを実施し、三大

都市圏における鉄道輸送の流動量や交通特性等を
把握する。
②実施時期

平成17年11月15日（火）～17日（木）
（一部事業者を除く）

③調査対象者
調査日に、事務局が指定する調査票配布駅にお

いて降車した旅客のうち、鉄道利用区間の起点お
よび終点が調査区域内にある者。
④対象交通機関

鉄道および軌道（路面電車を除く）
⑤調査方法

平成17年　大都市交通センサス
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事務局が指定する調査票配布駅において降車す
る旅客に対して調査票を配布し、回答を記入後、
郵送回収する。（一部他の方法あり）
⑥調査項目

・性別および年齢
・自宅住所
・鉄道定期券保有枚数、購入場所
・バス定期券保有の有無
＜１回目の鉄道利用＞

・１回目鉄道利用時の移動目的
・出発地住所と出発時刻
・最初の駅までの交通手段と所要時間
・最初の駅の乗車時刻
・利用区間と列車種別・混雑具合・定期券利用
・最後の駅の降車時刻
・目的地までの交通手段と所要時間
・目的地住所と到着時刻
＜２回目の鉄道利用＞

・２回目鉄道利用時の移動目的
・最初の駅の乗車時刻
・鉄道利用区間と列車種別・定期券利用
・最後の駅の降車時刻
＜帰宅時の鉄道利用＞

・最初の乗車駅、最後の降車駅
・最初の駅の乗車時刻
・最後の駅の降車時刻

⑦主な集計項目
・行政区間移動人員
・基本ゾーン間移動人員
・初乗り・最終降車駅間移動人員
・路線別駅間移動人員
・駅別発着・駅間通過人員
・ターミナル別乗換え人員
・初乗り・最終降車駅間経路別人員
・所要時間別人員
・端末交通手段別人員

（２）バス利用者調査

①調査目的
バス・路面電車の利用動向の実態や、鉄道端末

手段としての乗り継ぎ状況、利用者の輸送サービ
スに対する意向などを定量的に把握・分析するこ
とにより、バス・路面電車の需要の確保・増大を
図るための施策検討に資する調査データを収集す
る。
②実施時期

平成17年11月8日（火）～10日（木）

③調査対象者
調査日に、調査区域内の主要バスターミナルに

おいて乗車または降車した旅客のうち、利用区間
の起点および終点が調査区域内にある者。
④対象交通機関

一般乗合バスおよび路面電車
⑤調査方法

調査対象バスターミナルにおいて乗車または降
車する旅客に対して調査票を配布し、回答を記入
後、郵送回収する。
⑥主な調査項目

利用区間・利用会社名、利用目的、利用券種、
乗車降車時刻、鉄道との乗り継ぎ、選択可能性手
段・バス選択理由、利用頻度、サービスの要望
⑦主な集計項目

・利用目的比率
・利用券種比率
・停留所間移動人員
・鉄道との乗り継ぎ割合
・代替交通手段に対する優位性
・サービス向上策

（３）鉄道ＯＤ調査

①調査目的
鉄道利用者の駅間流動量を利用券種、利用時間

帯別に把握する。
②実施時期

平成17年10～11月の平日1日
③対象交通機関

鉄道および軌道（路面電車を除く）
④調査対象者

調査対象圏域内の鉄道駅において降車した旅客
のうち、調査対象圏域内の鉄道駅で乗車した者。
⑤主な調査項目

利用券種別・時間帯別乗降人員
⑥調査方法

自動改札機データを集計する（代替可）
⑦集計項目

・着時間帯別駅間移動人員
・駅別発着・駅間通過人員

（４）バス・路面電車ＯＤ調査

①調査目的
三大都市圏の主要ターミナルにおいて、バス・

路面電車の停留所間等の流動量を調査する。
②実施時期

平成17年10～11月の平日1日
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③対象交通機関
一般乗合バスおよび路面電車

④調査対象者
調査対象バスターミナルに乗り入れている系統

の一定便数の車両に乗降する旅客
⑤主な調査項目

乗降停留所名、降車時間帯
⑥調査方法

調査対象車両に乗車した旅客に対して、乗車時
に乗車停留所を識別できる交通調査カードを配布
し、降車時にその交通調査カードを回収し、停留
所・時間帯ごとに計測する。
⑦主な集計項目
・系統別・着時間帯別停留所間移動人員
・系統別・着時間帯別停留所別乗降人員

（５）鉄道サービス実態調査

①調査目的
鉄道路線の駅間断面輸送力を調査し、鉄道輸送

サービスの実態を把握する。
②実施時期

平成17年10～11月の平日１日
③調査対象路線

三大都市圏の主要路線
④調査内容

調査対象路線の各駅間断面における、方向別時
間帯毎の輸送力
⑤調査方法

駅間・方向別輸送定員を時間帯別に整理する。
⑥主な集計項目

・路線別輸送力
・方向別輸送力
・時間帯別輸送力
・駅間輸送力

（６）バス・路面電車サービス実態調査

①調査目的
バス路線の停留所間断面輸送力を調査し、バス

輸送サービスの実態を把握する。
②実施時期

平成17年10～11月の平日１日
③対象路線

バス・路面電車ＯＤ調査の対象系統路線とす
る。
④調査内容

調査対象系統路線における、方向別時間帯毎の
運行本数と定員数

⑤主な集計項目
・系統別輸送力
・方向別輸送力
・時間帯別輸送力
・停留所間輸送力

（７）乗換施設実態調査

①調査目的
鉄道乗換駅および主要バスターミナルにおける

乗り換えの実態、乗換え関連施設の整備状況を把
握する。
②実施時期

平成17年11月21日（月）～25日（金）
③調査対象

１）鉄道駅乗換え施設（新規施設）
２）主要な鉄道・バスターミナル乗換え施設

④調査項目
・乗換え時間（滞留時間を含む）
・乗り換え距離（垂直方向・水平方向）
・エレベーター、エスカレーターの設置状況
・案内施設等の整備状況

⑤集計項目
１）鉄道駅乗換え調査

・乗換え駅別・方向別・路線間乗換え時間
・乗換え駅別・方向別・区間別・路線間移動

距離
・乗換え駅別・方向別・路線間乗換え利便施設

２）鉄道・バスターミナル乗換え調査
・駅別・バス降車場・改札間乗換え時間
・駅別・バス降車場・改札間移動距離
・駅別・バス降車場・改札間乗換え利便施設

４．実態調査の実施状況

（1）鉄道利用者調査

①対象事業者・調査票配布駅
首都圏：29事業者・516駅
中京圏：11事業者・176駅
近畿圏：21事業者・379駅

②配布調査票数・回収調査票数（回収率）
首都圏：137万535枚・19万6084枚（14.3％）
中京圏：15万6759枚・2万553枚（13.1％）
近畿圏：73万489枚・9万3949枚（12.9％）
３圏計：225万7783枚・31万586枚（13.8％）

（２）バス利用者調査

①調査対象ターミナル数
首都圏：24ターミナル
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中京圏：10ターミナル
近畿圏：17ターミナル

②調査票配布数・回収数（回収率）
首都圏：10万8770枚・1万7541枚（16.1％）
中京圏：1万2644枚・2127枚（16.8％）
近畿圏：3万7697枚・5919枚（15.7％）
３圏計：15万9111枚・2万5587枚（16.1％）

（３）鉄道ＯＤ調査

①対象事業者
首都圏：33事業者
中京圏：11事業者
近畿圏：22事業者

（４）バス・路面電車ＯＤ調査

①対象事業者
首都圏：32事業者
中京圏：10事業者
近畿圏：21事業者

（５）鉄道サービス実態調査

①対象事業者・路線数
首都圏：14事業者・48路線
中京圏：5事業者・18路線
近畿圏：10事業者・33路線

（６）バス・路面電車サービス実態調査

①対象事業者
首都圏：32事業者
中京圏：10事業者
近畿圏：21事業者

（７）乗換施設実態調査

①鉄道～鉄道乗換え調査の対象ターミナル・駅数
（事業者ごとの延べ数）
首都圏：119ターミナル・250駅
中京圏：27ターミナル・43駅　
近畿圏：54ターミナル・107駅
３圏計：200ターミナル・400駅

②同乗換えパターン（ピーク時・オフピーク時）
首都圏：371パターン（60・318パターン）
中京圏：74パターン（12・63パターン）

近畿圏：173パターン（60・128パターン）
３圏計：618パターン（132・509パターン）

③バス～鉄道乗換え調査の対象ターミナル・駅数
首都圏：174ターミナル・駅
中京圏：17ターミナル・駅
近畿圏：83ターミナル・駅
３圏計：274ターミナル・駅

④③の結果・平均乗り換え所要時間（速報）
首都圏：1.63分
中京圏：2.10分
近畿圏：1.72分

報告書名：「平成1 7年大都市交通センサス中間報告
書」
（資料番号170074）Ａ４版149頁
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１．調査の背景と目的

我が国経済社会は、産業構造の変化とともに、国
際化、情報化が進展し、貨物輸送分野においては、
高度な物流システムの形成、効率的な輸送サービス
の充実が要請されている。

これらの要請に対し、今後とも持続的で安定的な
貨物輸送を確保するためには、行政や民間事業者に
おいて、輸送構造や産業構造の変化を踏まえた物流
の現状を的確に把握しておくことが必要不可欠であ
る。

全国貨物純流動調査は、全国の貨物流動を荷主側
から捉え、貨物の真の発着地や産業活動との関連を
明らかにすること等を通じて、貨物流動の実態を詳
細に明らかにする我が国唯一の貨物に関する実態調
査であり、その成果は各方面で利用されてきた。

本調査は、昭和45年の調査開始以来５年ごとに実
施されており、統計としての利便性・活用性を確保
するためには、一定期間ごとに継続して流動を把握
することが必要であることから、平成12年第７回調
査から５年経過した平成17年に第８回調査を実施し
た。

なお、第８回全国貨物純流動調査は３カ年にわた
り実施する計画である。平成16年度は、準備調査を
行い、調査仕様案を策定した。平成17年度は、調査
仕様を確定し、調査票および調査マニュアルを作成
した後、実態調査を行い、調査票を回収し、データ
の精査・点検を行った。一方、今後の調査のあり方
に関する検討を行った。本報告書は、ここまでの結
果をとりまとめた中間報告書である。

２．本調査の特徴

本調査は、荷主に対し調査を行うものであり、出

荷・荷受けの産業種別、貨物の真の発着地およびそ
の経路を把握するものである。他の統計と異なる主
な特徴は以下のとおりである。

○貨物の真の発着地が明らかになる。
○産業・業種間の貨物の流動が明らかになる。
○貨物の発生原単位が明らかになる。
○貨物の主な輸送手段が明らかになる。
○真の貨物形態が明らかになる。
○貨物の実重量が明らかになる。

３．本調査の経緯

本調査は、昭和45年に第１回調査が行われ、その
後５年ごとに実施されてきた。過去１～８回の調査
年・①対象事業種・②調査対象事業所数は以下のと
おりである。当初、４業種で始まり、第３～４回調
査で、さらに４業種追加されたが、第５回調査で当
初の４業種に縮小され、現在に至っている。

○第１回（昭和45年）
①　鉱業、製造業、卸売業、倉庫業
②　３万7969事業所

○第２回（昭和50年）
①　鉱業、製造業、卸売業、倉庫業
②　６万8705事業所

○第３回（昭和55年）
①　鉱業、製造業、卸売業、倉庫業、農業、林

業、建設業、小売業
②　７万4379事業所

○第４回（昭和60年）
①　鉱業、製造業、卸売業、倉庫業、農業、林

業、建設業、小売業
②　４万8680事業所

○第５回（平成２年）
①　鉱業、製造業、卸売業、倉庫業
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②　4万575事業所
○第６回（平成７年）

①　鉱業、製造業、卸売業、倉庫業
②　6万7121事業所

○第７回（平成12年）
①　鉱業、製造業、卸売業、倉庫業
②　6万7121事業所

○第８回（平成17年）
①　鉱業、製造業、卸売業、倉庫業
②　6万7121事業所

４．調査対象者の抽出

本調査は、以下の統計（実施者）を基にした抽出
調査である。

・鉱業：平成13年事業所・企業統計調査（総務省）
・製造業：平成15年工業統計調査（経済産業省）
・卸売業：平成14年商業統計調査（経済産業省）
・倉庫業：平成15年倉庫台帳（国土交通省）
本調査の①母集団となる総事業所数および②調査

対象事業所数（抽出率）を以下に示す。
・鉱業

①　1734事業所
②　1161事業所（67.0％）

・製造業
①　29万4170事業所
②　3万8589事業所（13.1％）

・卸売業
①　37万9549事業所
②　2万4068事業所（6.3％）

・倉庫業
①　7777事業所
②　3303事業所（42.5％）

・合計
①　68万3230事業所
②　6万7121事業所（9.8％）

５．実態調査の実施

（１）調査方法

本調査は、事業所の規模に応じて、面接調査、
郵送調査の２とおりの方法で行った。面接調査は、
貨物の出荷量の多いことが予想される鉱業および
製造業の大規模事業所とし、それに満たない事業
者に対しては、郵送調査とした。

具体的には、鉱業については、非金属鉱業の従
業者規模1 0 0人以上の全事業所を、製造業につい
ては、全業種の従業者規模5 0 0人以上の全事業所

および第７回調査の結果をもとに、１事業所あた
り出荷量の多い（飲料・飼料・たばこ）、（パル
プ・紙）、（化学）、（石油・石炭製品）、（窯業・土
石製品）、（鉄鋼）、（非鉄金属）、（輸送用機械器具）
の８業種の従業者規模3 0 0～4 9 9人の全事業所とし
た。

（２）調査の流れ

・面接調査
３日間流動調査の調査日は、平成1 7年1 0月1 8

～2 0日とした。当該日を中心として、以下の流
れで行った。
①　事業所（訪問先）名簿作成　
②　調査協力依頼状送付
③　調査員の募集
④　調査員研修
⑤　調査員証交付
⑥　調査の実施

（平成17年10月18～20日）
⑦　調査票の回収
⑧　調査票の点検
⑨　実施本部への回送

・郵送回収調査
郵送回収調査の調査日は、面接調査同様平成

1 7年1 0月1 8～2 0日である。当該日を中心に、以
下の流れで行った。
①　依頼状・パンフレット・調査帳票類送付

（平成17年10月4日）
②　調査確認状送付

（平成17年10月11日）
③　調査の実施

（平成17年10月18～20日）
④　問い合わせへの対応

（運輸局および運輸支局・調査実施本部）
⑤　督促状送付

（１回目、平成17年11月16日）
⑥　督促状送付

（２回目、平成18年1月11日）
⑦　調査票の返送

（３）調査項目

①　年間輸送計画調査
本調査は、調査対象事業所の前年度１年間の

出荷総量を把握する「年間輸送傾向調査」と、
出荷貨物の流動サンプルを把握する「３日間流
動調査」からなる。

まず最初に、年間輸送傾向調査の調査項目を
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以下に示す。
１．事業所名
２．事業所の産業業種
３．事業所・倉庫所在地
４．従業者数
５．出荷額・販売額（鉱業は非対象）
６．敷地面積
７．操業開始年次（○　新規調査項目）
８．倉庫所管面（容）積（倉庫業のみ）
９．貨物出入荷の有無（倉庫業を除く）
10．品類別出入荷量
11．品類別輸出量（倉庫業を除く）
12．出荷量に対する輸出量の割合（倉庫業のみ）
13．品類別出荷量の代表輸送機関利用割合
14．品類別輸入量（倉庫業を除く）
15．出入荷に際して利用される鉄道貨物駅・港

湾・空港名
16．出入荷に際して利用されるIC名
17．輸出入に際して利用される港湾・空港名

（倉庫業を除く）
18．出荷量の出荷先都道府県別割合
19．出荷量の月別割合
20．出荷量の曜日別割合

②　３日間流動調査
次に、３日間流動調査の調査項目を示す。

１．事業所名
２．業種
３．所在地
４．出荷の有無
５．３日間の総出荷件数
６．10月１ヶ月の出荷日（○　新規調査項目）
７．運賃の計算形態（○　新規調査項目）
８．換算重量
９．出荷１件ごとの調査項目

①　出荷日
②　出荷品目
③　荷受人業種
④　出荷重量
⑤　出荷数量
⑥　出荷時の輸送手段
⑦　輸送経路

・中継施設
・中継ターミナル
・以降の輸送機関

⑧　代表輸送機関
⑨　届先施設
⑩　届先地

⑪　高速道路利用の有無
⑫　輸送途中で高速道路を下りたケースの有無

（○　新規調査項目）
⑬　利用高速道路IC名
⑭　コンテナ利用の有無
⑮　到着日時指定の有無
⑯　出荷時刻
⑰　所要時間
⑱　輸送費用

（４）回収結果

今回調査における調査方法別・産業別・①有効
対象所数・②回収数（回収率）は、次のとおりで
あった。
○郵送調査

・鉱業
①　有効対象件数：1047事業所
②　回収数：491事業所（46.9％）

・製造業
①　有効対象件数：3万5946事業所
②　回収数：1万1568事業所（32.2％）

・卸売業
①　有効対象件数：2万1483事業所
②　回収数：5966事業所（27.8％）

・倉庫業
①　有効対象件数：3068事業所
②　回収数：1539事業所（50.2％）

・郵送調査計
①　有効対象件数：6万1544事業所
②　回収数：1万9564事業所（31.8％）

○面接調査
・鉱業

①　有効対象件数：6事業所
②　回収数：6事業所（100.0％）

・製造業
①　有効対象件数：1867事業所
②　回収数：1456事業所（78.0％）

・面接調査計
①　有効対象件数：1873事業所
②　回収数：1462事業所（78.1％）

・郵送調査・面接調査計
①　有効対象件数：6万3417事業所
②　回収数（回収率）：2万1 0 2 6事業所（3 3 . 2％）
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以上のとおり、回収率は全体で3 3 . 2％であり、
前回調査に比べ5 . 8ﾎﾟｲ ﾝ ﾄ低下した。このうち、郵
送調査は 3 1 . 8％で、前回調査に比べ5 . 5ﾎﾟｲ ﾝ ﾄ低下
し、面接調査も回収率が80％下回った。

郵送調査の回収率を産業別にみると、倉庫業が
最も高く5 0 . 2％であり、以下鉱業（4 6 . 9％）、製造
業（3 2 . 2％）、卸売業（2 7 . 8％）である。前回調査
と比べると、従来回収率が高かった倉庫業、鉱業
で回収率の減少幅が大きくなっている。

また、卸売業では回収率30％を割り込んでいる。
さらに、従業者規模階層別にみると、卸売業で

は従業者規模が小さいほど回収率が低い傾向とな
っている。

６．今後の予定

（１）第８回全国貨物純流動調査

以上のとおり、平成 1 7年度事業としては、調査
仕様を確定し、実態調査を行い、調査票を回収し、
記入データの精査・点検を行った。平成1 8年度に
は、これらのデータを入力し、集計・分析を行う
予定である。

（２）新たな調査内容に関する検討

平成1 7年度は、５．（１）で述べた実態調査を
行ったが、これらに加え、輸入コンテナ貨物の流
動に関する分析、静脈物流に関する分析に関する

調査ニーズが指摘された。これらの検討について
も今後引き続き行っていく予定である。

報告書名：「第８回全国貨物純流動調査中間報告書」
（資料番号170075）Ａ４版117頁
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１．調査の背景と目的

近年の社会経済の成熟化や人口の高齢化等にとも
ない、幹線輸送サービスに対する旅客のニーズは多
様かつ高度化しつつある。一方で、厳しい経済財政
状況下にあって、交通施設整備についても一層の重
点化および効率化を図るとともに、当該交通施設整
備の効果について適切な評価が求められている。

この評価にあたっては、旅客の真の出発地や目的
地、移動目的、利用交通機関や相互の乗継ぎ状況な
ど、旅行行動の全体像を把握することができる純流
動ベースでのデータが必要である。そのため、平成
12、13年度に「第3回全国幹線旅客純流動調査」を
実施し、全国規模での純流動データの整備を行った
ところであり（調査時点：平成12年秋の１日）、こ
のようなデータを定期的に更新していくことは、交
通施設整備にともなう旅客行動の変化を把握し適切
な評価を行う観点から、きわめて重要である。

また、近年の余暇時間の拡大等を踏まえ、実態に
即したより適切な観光振興施策を検討していくため
には、休日に移動することが多い観光目的の旅客も
含めた旅客流動実態を全国規模で把握することが重
要である。

以上を踏まえ、本調査は、新たに休日の旅客流動
の把握を項目に加えて実施することで、国、地方公
共団体等における交通施設整備や総合的な交通施
策、地域観光振興施策等の検討に質する基礎データ
を提供することを目的とする。

なお、第４回全国幹線旅客純流動調査は２カ年にわ
たり実施が予定されている。平成17年度は、今後の純
流動データのあり方を検討し調査仕様案を確定した。
また、本調査では、補充調査として「幹線バス及び幹
線フェリー・幹線旅客船」の実態調査を行い、調査票

を回収し、データの精査・点検を行った。来年度には、
各交通機関の調査結果を統合・重複処理を行い、純流
動データを整備する予定である。本報告書は、ここま
での結果をとりまとめた中間報告書である。

２．全国幹線旅客純流動の特徴

全国幹線旅客純流動は、航空、鉄道、自動車等の
交通機関毎に行われる交通調査に対して、個人の旅
客流動に着目し交通機関間の乗り換え情報を含めた
総合的な交通流動を把握できる唯一の調査である。
これまで、平成２年度、平成７年度、平成12年度の
３回が実施されており、今回が第４回目の調査とな
る。それらの結果は、国の交通政策の立案、幹線交
通施設整備等に関する中長期計画の策定はもとよ
り、幹線鉄道、幹線道路等の個別プロジェクトの需
要予測や観光振興計画等に幅広く活用されている。

３．補充調査要領の検討

（１）サンプル数の検討

幹線バス及び幹線フェリー・旅客船調査結果を
用いる全国幹線旅客純流動調査では、第３回調査
に対して更なる信頼性向上を図る観点から、他の
交通統計調査の実例や調査コストも考慮しつつ、

「交通機関別都道府県間流動表（秋期１日）」にお
ける交通機関別の各ＯＤ量の平均的な信頼性が、
信頼度95％で「標準誤差率20％以下」を確保する
ことを目標値に設定した。

検討の結果、抽出率の小さい系統・航路を対象に
サンプル数を増加させ、抽出率を改善することで、
信頼性を向上させることが有効であることが確認さ
れた。そこで、第4回調査では、最も効率的にデー
タの信頼性向上が期待できるサンプル抽出方法は、
運行本数に応じて調査対象便数を増加させることで

第４回　全国幹線旅客純流動調査の実施
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あったため調査対象便数として、第３回調査では最
大５便／日・片側であったサンプルの配布を最大1 0
便/日・片側と設定することとした。

その結果、目標サンプル総数は以下の通りとな
った。
○ 幹線バス目標　　　　　　：33,068サンプル
○ 幹線フェリー・幹線旅客船： 9,145サンプル

（２）調査実施時期の検討

調査実施時期については、『第４回全国幹線旅客
純流動調査』において以下の方針が示されている。
・実態調査の実施時期（調査日）は、異なる交通

機関間の輸送分担率や乗継ぎ流動の信頼性を向
上させるために、可能な限り統一を図る。

・平均的な秋期１日として可能な限り特異日を除く。
・平日調査と休日調査を同一週内とすることで調

査効率性を向上させる。
上記の方針に基づき、補充調査の調査時期につ

いても、他交通機関調査と同じ日に実施すること
とした。
○ 平日調査：平成17年10月12日（水）
○ 休日調査：平成17年10月16日（日）

（3）調査実施要領の検討

これまでの検討結果と第３回時の調査実施要領
を踏まえ、第４回調査における調査実施要領を以
下のとおりとする。
【幹線バス調査実施要領】

①　実態調査日：平成17年10月12日（水）
平成17年10月16日（日）

② 調査対象者：調査対象便を利用する中学生
以上のすべての乗客とする。

③　調査対象便：164事業者　508系統
④ 調査方法：調査対象者に対し、その乗車時

に調査票を配布し、降車時まで
に記入してもらい、降車時に回
収する。調査票の配布・回収方
法は、各事業者に一任した。

⑤ 補足資料の収集：日拡大、年間拡大の補助
データとして補足資料と
して収集する。

【幹線フェリー・幹線旅客船調査実施要領】
①　実態調査日：平成17年10月12日（水）

平成17年10月16日（日）
② 調査対象者：調査対象便を利用する中学生

以上のすべての乗客とする。

③　調査対象便：70事業者　102航路
④ 調査方法：調査対象者に対し、その乗船時

に調査票を配布し、下船時まで
に記入してもらい、下船時に回
収する。また、回収率向上のた
めに、船内放送等による利用者
への協力依頼を実施した。調査
票の配布・回収方法は、各事業
者に一任した。

⑤ 補足資料の収集：日拡大、年間拡大の補助
データとして補足資料と
して収集する。

（４）調査票の設計

第４回全国幹線旅客純流動調査の実態調査の実
施に当たり、各交通機関調査間で共通にすべき調
査項目は、以下のとおりである。

４．補充調査の実施

実態調査は、天候等に大きな問題はなく、幹線バ
ス調査については、運休、遅延は発生しなかった。
幹線フェリー・幹線旅客船調査については、平日

（1 0月1 2日）に青森～函館間（４便欠航／1 2便）、休
日（1 0月1 6日）に高松～宇野（５便欠航／1 0 0便）
で欠航がみられたが、調査実施に当たっては大きな
影響は無かった。

調査終了後、各事業者から回収されたサンプルは、
以下のとおりである。
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項　目 第４回調査における共通選択肢

①出発地 市町村レベル

②目的地 市町村レベル

③居住地 市町村レベル

④旅行目的 業務／観光／私用・帰省／その他

⑤旅行日程
・日帰り／宿泊

・旅行の出発日（休日のみ）

⑥利用交通機関
・幹線旅客船：乗船港、下船港

の利用経路
・幹線バス：乗車バス停、降車

バス停

⑦アクセス
新幹線・優等列車／その他鉄道／

交通機関
旅客船／幹線バス／自動車／

⑧イグレス
タクシー／その他

交通機関

⑨個人属性 年齢・性別



５．補充調査の整理

３．補充調査要領の検討結果を踏まえ、幹線バス、
幹線旅客船・フェリーを対象とした流動データを整
備した。

（１）データチェック要領の整理

調査で収集されたアンケートデータのデータ入力
要領と、ロジカルチェック要領について検討した。

（２）幹線バス及び幹線フェリー・幹線旅客船の流

動データの整理

データチェック要領にしたがって、収集された
アンケートデータをチェックし、出発地・目的地
において都道府県の判明しているサンプルを有効
サンプルとしてデータを整備した。

以下に基礎的な集計結果を示す。
【幹線バス調査】

①　旅行日程
・平日は、日帰りが8 , 3 1 1人（3 5 . 1％）、宿泊

が1 4 , 7 1 1人（ 6 2 . 1％）であった。休日は、
日帰りが8 , 9 8 4人（2 9 . 8％）、宿泊が2 0 , 4 6 9人

（6 7 . 9％）であり、休日の方が宿泊トリップ
が多い。

・宿泊トリップの旅行日程を見ると、平日の
長期期間の旅行が多くなっている。

②　旅行目的
・平日は、仕事が7 , 8 2 9人（3 3 . 0％）、帰省、

私用が8,158人（34.4％）であった。休日は、
仕事が 4 , 0 6 0人（ 1 3 . 5％）、帰省、私用が
1 4 , 6 2 2人（4 8 . 5％）であり、平日に比べ、
休日の帰省、私用目的が多くなっている。

③　属性
・利用者の居住地について、平日は三大都市

圏が 7 , 2 3 9人（ 3 0 . 6％）、地方が 1 5 , 3 6 2人
（6 4 . 8％）であった。休日は、三大都市圏が
8,769人（29.1％）、地方が19,791人（65.7％）
であり、平日・休日とも構成率は概ね同じ
ような傾向が見られた。

・平日は、男性が1 1 , 2 1 3人（4 7 . 3％）、女性が
1 2 , 0 1 7人（5 0 . 7％）であった。休日は、男
性が 1 2 , 7 6 7人（ 4 2 . 4％）、女性が1 6 , 7 4 1人

（5 5 . 5％）であり、平日に比べ、休日の女性
がやや多かった。

・平日は、会社員が7 , 1 8 1人（3 0 . 3％）、無職
が4 , 3 7 9人（1 8 . 5％）であった。休日は、会
社員が1 0 , 3 6 3人（3 4 . 4％）、無職が4 , 4 2 9人

（1 4 . 7％）であり、平日・休日とも構成率は
概ね同じような傾向が見られた。

【幹線フェリー・幹線旅客船調査】
①　旅行日程

・平日は、日帰りが1 , 0 0 7人（2 8 . 5％）、宿泊
が2 , 4 3 6人（6 9 . 0％）であった。休日は、日
帰りが1 , 2 7 9人（ 2 8 . 7％）、宿泊が3 , 1 0 1人

（6 9 . 5％）であり、平日・休日とも構成率は
概ね同じような傾向が見られた。

・平日は、1泊2日が6 1 0人（2 5 . 0％）、2泊3日
が5 7 3人（2 3 . 5％）であった。休日は、1泊2
日が 1 , 0 0 2人（ 3 2 . 3％）、2泊3日が 5 4 4人

（1 7 . 5％）であり、平日の方が長期間の旅行
が多い。

②　旅行目的
・平日は仕事が1 , 1 2 7人（3 1 . 9％）、観光が9 5 8

人（ 2 7 . 2％）であった。休日は、観光が
1 , 4 3 8人（ 3 2 . 2％）、帰省、私用が 1 , 6 2 7人

（3 6 . 5％）であった。平日に比べ、休日の観
光の構成率が5 . 0％、帰省、私用の構成率が
9.7％大きかった。

③　属性
・利用者の居住地については、平日は三大都

市圏が 7 8 0人（ 2 2 . 1％）、地方が 2 , 6 0 8人
（7 3 . 9％）であった。休日は、三大都市圏が

9 1 0人（2 0 . 4％）、地方が 3 , 3 7 9人（7 5 . 7％）
であり、平日・休日とも構成率は概ね同じ
ような傾向が見られた。

・平日は、男性が2 , 0 3 5人（5 7 . 7％）、女性が
1 , 4 2 0人（4 0 . 2％）であった。休日は、男性
が 2 , 2 7 0 人（ 5 0 . 9 ％）、女性が 2 , 0 9 6 人

（4 7 . 0％）であり、平日に比べ、休日の女性
の構成率が6.8％大きかった。

・平日は、会社員が1 , 0 4 7人（2 9 . 7％）、無職
が7 5 0人（2 1 . 3％）であった。休日は、会社
員が 1 , 3 8 8 人（ 3 1 . 1 ％）、無職が 7 3 8 人

（1 6 . 5％）であり、休日に比べ、平日の無職
の構成率が4.8％大きかった。
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回収サンプル数

平　日 31,046

幹線バス調査 休　日 40,231

合　計 71,277

幹線フェリー・
平　日 10,652

幹線旅客船調査
休　日 13,301

合　計 23,953
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６．まとめ

本調査では、第４回全国幹線旅客純流動調査の補
充調査（幹線バス及び幹線フェリー・幹線旅客船調
査）要領の検討、実施準備、調査の実施、幹線バス
及び幹線フェリー・幹線旅客船流動データの整理等
を行った。

今回新たに実施した休日調査の結果について、平
日調査の結果と比較すると、旅行目的や利用者の年
齢、同行者数、行程などが休日と平日で異なること
が分かった。具体的には、休日の方が平日より観光
や帰省、私用目的の流動が多く、また1 9歳以下・2 0
歳代といった若年層の割合が高い。また、同行者数
についても休日流動の方が多い傾向がみられ、１つ
の旅行グループ単位の人数が平日に比べて多いこと
や、宿泊旅行については、休日に係る旅行よりも平
日の旅行の方が長期の旅行を行っていることが明ら
かとなった。

今後については、本年度の調査で得られたサンプ
ルデータを基に、各交通機関から得られたと統合・
重複処理を行い、１日データ及び年間データ等の整
備を行っていく。

報告書名：「第４回全国幹線旅客純流動の実施　報
告書」（資料番号170076）Ａ４版81頁
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１．調査の目的

近年､モータリゼーションの進展は一方で公共交通
利用者の減少をもたらし､公共交通の維持･確保が困難
となってきている。今後ますます少子高齢化が進展す
るという見通しの中で､自動車を利用できない層にと
っての生活の足として､あるいは過度に自動車に依存
しないための選択肢として､地域公共交通の維持･確保
が今後の重要な取り組み課題になってきている。

これまで我が国では、原則として公共交通は運賃収
入による独立採算を前提とした民間事業で運営されて
きたこともあり、公的機関である自治体が、地域住民
の生活基盤インフラとして、主体的にその計画・運
営・運行に関与してくることはほとんどなかった。し
かし、ここ数年来、我が国各地で、地域の生活の足と
しての公共交通をいかに守っていくかが、緊急で最重
要な課題として認識され、具体的な政策として自治体
が取り組む例が急激に増加している。

本調査は、地域交通の維持・確保という課題に直面
した自治体の担当者を主な対象としつつ､地域の生活
者であるとともに今後の地方自治におけるキープレー
ヤーとしての役割も期待される地域住民やNPOなど
も対象と考え､地域の生活の足としての公共交通を維
持・確保する施策を検討するための考え方、やるべき
こと、さまざまな役割分担などについて、自治体によ
る政策の検討・選定・運営の先進事例を踏まえなが
ら、今後同様の計画を立案する自治体や地域住民の指
針となる資料を作成することを目的として実施したも
のである。

２．対象とする地域交通

本調査で対象とする地域交通は、自治体が関与すべ
き地域交通として､地域生活の基盤となる生活圏内の
公共交通を主に取り扱うこととし、都市間鉄道幹線､

都市間高速バス･長距離バスといった日常生活の利用
場面にあまり見られないもの､また日常生活の足とし
て利用されていても民間事業者が積極的に参入する市
場が形成されている交通は原則として除外することと
する。

結果として､主に大都市圏の郊外縁辺部の市町村や､
中核都市クラスより人口規模が小さな市町村におい
て､地域住民が日常交通で利用する鉄道･軌道､バス､タ
クシーやそれらに準ずる公共交通機関が対象となる。

３．いま､なぜ地域交通か？～地域交通の現
状と課題～

これまでの公共交通事業は、民間事業として成立可
能であった。国は免許制度を設けて業界監督を行い、
地域全体としては事業が成立するよう需給調整規制が
実施されていたが、この需給調整規制が2002年以降廃
止され、公共交通事業者は自ら営利を求めて、自由に
市場退出・参入ができることとなった。

一方、1960年代後半以降のモータリゼーションの急
激な進展はモビリティ格差を拡大し、いわゆる交通弱
者の発生すら懸念させている。それは自動車の普及が
公共交通利用者の逸走を促進し、乗車効率を低下させ、
公共交通サービスの独立採算の維持を困難にし、事業
撤退につながってきたからである。

成熟社会化が進むわが国の地域において、少なくと
も自ら身体的活動能力を保持できる人々が、社会的な
環境条件によってモビリティを喪失することがないよ
うにすることは、地域経営の基本的な課題と認識され
ねばならない。いまや市民の足を守る施策の確立は地
域社会の喫緊の課題であり、それは主に公共交通サー
ビスの政策的確保からなる総合交通政策の展開にかか
っている。

需給調整規制の撤廃を受け､交通事業者の積極的な
地域交通市場参入を誘導し､その競争を通じて市民利
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用者へのサービス向上をもたらすためには､この地域
交通市場を魅力的なものにしておく必要がある。その
ためにも、公共交通優先･自動車交通抑制型の総合交
通政策が必要であり、行政による公共財源投入は､こ
の競争的市場の整備のためになされるべきである。

総合交通政策は､基本的に交通ビジョン､交通計画､
具体的施策体系で構成される。施策の効果的展開のた
め､交通ビジョンを明瞭簡潔に定め、この交通ビジョ
ンのもと､各地域の特性に配慮して公共交通計画を策
定し､合意を形成していくこととなる。

４．市町村がやるべきことは？～自治体によ
る地域交通施策の検討～

（1）地域交通検討の全体スキームと交通ビジョンの提

示

自治体が地域交通施策を検討する際に行うべき項目
とその手順を、以下のように整理した。

（2）ビジョンの確立

ビジョンとは行政が目指す目標像である。まちづく
りの未来像およびその実現のための生活交通確保の方
向性を示したものである。ビジョンを策定することに
より、次の3点の意義が考えられる。
① 行政のまちづくり・交通施策方針の内外への公表

対象とする地域全体の生活交通維持・公共交通
維持の方針を行政として宣言し、交通サービスの
方向性を具体的に提示した政策目標となる。
② まちづくり・地域交通施策の基本的考え方とし

ての関係主体間での認識共有化

行政のまちづくり・地域交通施策方針を明示
し、以降の計画策定や施策立案・実施を位置づけ、
説明する拠り所となるほか、計画的な財政措置の
もとで地域バランスのとれた公共交通サービス提

供施策の検討が可能となる。
③ 施策展開における住民参加や交通事業者との協

働体制づくりの円滑化

②の波及効果として、ビジョンについて行政組
織内だけでなく地域住民や交通事業者との間にお
いても認識が共有化でき、より具体的・実質的な
議論を踏まえた上で、実施施策を決定していくこ
とが期待される。

また、ビジョンで具体的に示す必要のある点として
は、次の2点が考えられる。
①　地域づくり・まちづくりのビジョン

地域住民がどんなくらしや文化的な活動ができ
るようになるか、まちの主要な産業・都市活動を
どこでどのように育成し活性化していくか、とい
ったことが示された「まちづくりの未来像」であ
る。これは、一般に総合計画の基本構想と一致し
ていることになるため、行政としての方向性を示
す上位の計画･指針（総合計画や都市計画マスタ
ープラン等）に沿って整理する。
②　交通ビジョン

①の「まちづくりの未来像」で示したくらし方
を実現するために、行政はどんな交通政策に力を
入れていくのか。特に、地域の生活交通維持に向
けて、これまで交通事業者任せだったといえる公
共交通に対し、どのような方針に基づいて取り組
んでいくのかという、「まちづくりの未来像を実
現化するための交通の方向性」を示す必要がある。
市民各層の生活交通パターンを整理し､どこに住
んでいる人がどんな目的で移動する交通を政策的
に支援するかを整理する。

（3）基礎的ニーズの把握

交通ビジョンを確立するには、地域の基礎的な交通
ニーズの把握が必要である。本当に地域が必要とする
生活交通の足を維持・確保するためには、実際の生活
交通のパターンだけでなく、表に現れていない本来の
生活交通ニーズ（地域の基礎的ニーズ）を把握し、地
域住民が生活する上での交通の課題を把握する必要が
ある。

地域住民の基礎的ニーズは、実際に表に現れた交通
実態とは異なっており､一定の分析･考察を行って推定
する必要がある。
（4）地域交通施策の検討

①　地域交通施策のターゲットの絞込み

地域交通施策の検討に際しては、前項で把握し

－2－

まちづくりや交通のビジョンを確立

地域の基礎的ニーズの把握

地域交通施策の検討

対象地域全体の交通施策立案

施策の実施と評価・見直し

図1 地域交通施策の検討手順



た地域の基礎的ニーズに、いかに適合した施策を
創り出すかが最も重要な課題である。

そのためには、「どういった層」の「どんな目
的」の「どの地区からどの地区へ」の生活交通を
ターゲットとすべきなのかを､基礎的ニーズや関
連する地域交通環境を参考に絞り込んでいく必要
がある。

また、対象地域内のどの地区でどういった公共
交通サービスが望まれているかを整理し､それら
の施策を対象地域内にどう位置づけてカバーして
いくか検討していく必要がある。
②　導入が考えられる施策の整理

地域交通施策の検討に際しては、次のような公
共交通運営施策を構成する視点から既存施策事例
を整理し、導入の可能性が考えられる施策を抽出
整理することが考えられる。
・交通機関･車両（需要や地域特性に応じた車両

の選択）
・運行形態（需要や地域特性に応じた運行の選択）
・運営・運行主体（自治体や利用者である地域住

民の運行への関わり方）
・費用負担方法（行政や地域が支える地域交通の

あり方）
③　実施計画策定と交通需要推計による事前評価

検討した施策を事業として展開するには、実施
計画の策定が必要である。実施計画の策定には、
公共交通の運行経費の概算とその資金調達計画を
検討する必要がある。導入が考えられる複数の施
策案を抽出し、交通機関、運行形態、運営・運行
主体、費用負担方法などを整理した時点で、その
利用者数を推計（交通需要推計）し、事業収支の
概要を確認の上、各々の実施計画を策定する。

交通需要推計は、主に1）導入が考えられる
各々の施策案について利用者数の視点からみた効
果を把握（主に交通機関・運行形態の面から比較
検討）、2）各々の施策案について運賃収入分の計
算を行う基礎資料とする（主に運営主体・費用負
担の面から比較検討）といった目的で実施するも
のである。

運行経費のうち運賃収入で賄われない部分につ
いては、施策内容の検討において整理した費用負
担方法に基づき、調達計画を立てる必要がある。
さらに、運行経費についても精査を加え､可能な
範囲で圧縮する必要がある。

地域交通施策における事前評価の考え方とし
て、地域交通施策はまちづくりや交通のビジョン
に基づき、地域の基礎的交通ニーズに対応し、各
階層における市民のモビリティを確保することが
目的であり、検討した複数の施策案についての事
前評価としては、この市民のモビリティがどの程
度達成されると想定されるか、さまざまな視点に
たった指標から評価する必要がある。

需要予測の大小や収支状況は事前評価の１項目
であり、運賃収入によって運行経費をまかない、
地域交通施策の赤字負担をなくすことが施策の目
的ではない。行政の視点としては、施策実施目的
である市民のモビリティニーズの確保状況を評価
した上で、行政支出額の可能な範囲での抑制を目
指すことが重要である。また、施策の実施計画お
よびその評価状況については、利用者である市民
に公表し、行政支出の是非についての確認、合意
形成を行うことが必要である。
④ 施策の導入検討の進め方と地域住民参加の重要性

施策の導入検討においては、自治体として､地
域内の交通課題に対してどういう姿勢で取り組ん
でいくか､地域施策全体のあり方についてきちん
と整理しておくべきであり、費用負担の役割分担
や施策導入の進め方を見極める必要がある。

地域住民に地域交通の計画策定段階から参加し
てもらい施策検討を行う目的は、できるだけ地域
住民の利用者としてのニーズを反映した公共交通
サービスを提供し､一定の利用者数､及び利用者か
らの運賃収入を確保することである。先進事例で
は、例えば地域の全世帯が回数券を定期的に購入
するといった、間接的に地域住民が公共交通運営
費の一部を負担する形での参加形態や、NPO団
体のような企業市民として直接公共交通運営に携
わるケースもでてきている。このような地域住民
の関わり方を支える体制として、今後は地域交通
協議会がその役割を担うことも期待される。
⑤ 地域全体の総合的な交通計画の立案と個別施策

の位置づけの重要性

一定の人口規模をもち都市交通問題を抱える中
核的な都市では、地域全体の総合的な交通計画を
立案し、各個別施策を計画の中に位置づけておく
ことが望まれる。具体的には、行政区域または関
係交通圏域全体を対象に、地域交通の問題点、今
後対応すべき課題の整理を行い、地域全体の総合
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的な交通計画を立案した上で、地域の基礎的ニー
ズに合致した個別施策を計画の中に位置づけ、こ
の計画に沿って順に個別施策の実現化を図る。

形式的な公平サービスの提供よりも、地域の実
状に対応した本質的な地域交通を創りだすため
に、地域全体を対象とした公共交通計画の青写真
としての総合交通計画の立案は重要である。さら
に今後､各地で続々と実現している広域市町村合
併に対応して､地域交通の確保と地域全体の総合
的な交通計画の立案及び整合性の確保が、重要な
問題になると考えられる。

（5）施策の実施と評価･見直し

①　施策の実施または実証運行

前項で検討した地域交通施策の事前評価および
検討結果をもとに、地域交通施策の選定を行い、
施策の本格実施または実証運行を行う。地域住民
の基礎的ニーズの把握は必ずしも確実なものでは
なく、また施策実施により新たなニーズが生まれ
てくる場合もあることから、一つの施策として固
定するのではなく、実証実験と同様に基礎的ニー
ズの充足状況などを継続的にモニタリングし、必
要に応じて柔軟に施策内容を見直していくことが
必要である。

実証実験運行を行う際は、施策のPRが十分に
行われ利用者に周知が図られるとともに、施策の
評価をきちんと行って問題点や克服すべき課題を
まとめるのに十分な期間、継続的に行われなけれ
ば実験として行う意味がない。この点に留意して、
十分な実験期間の確保、実験中の実態調査などを
検討実施する必要がある。
② 施策の事後評価と見直し体制導入による地域交

通施策の継続運営

施策導入後においても引き続きモニタリングを
行い､サービスレベルや運行ルートの見直しを継
続的に行い､地域交通施策を継続運営できる体制
づくりをあらかじめ行っておくことが必要であ
る。

施策の評価は、事前評価で整理した評価指標と
同じものを調査・収集し、事前事後の比較評価を

行うことが基本であり、その結果につながった要
因の分析を行う必要がある。

５．なぜその施策を選んだか？～事例編～

各地の自治体において実際に取り組まれた政策がど
のように検討･実施され､どのような問題･課題に直面
してきたか、21の施策事例について「地域交通施策の
検討手順（図-1参照）」に添うかたちで抽出し整理し
た。

① ビジョンの確立（富山市､龍ヶ崎市ほか）
② 基礎的ニーズの把握（鈴鹿市ほか）
③ 地域交通施策の検討（四日市市､小高町ほか）
④ 対象地域全体の交通施策立案（札幌市､上勝町

ほか）
⑤　施策の実施と評価･見直し（豊田市､鈴鹿市ほか）

６．施策実現を支援する制度

これからの地域交通施策の実現を図るために活用可
能な国の補助･支援制度について､平成17年度に創設さ
れた地方部の公共交通に関する補助･支援制度等最新
の動向を含めて整理した。
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１．調査の背景

大都市交通センサスは、三大都市圏における公共
交通の利用実態の把握を目的とした交通統計調査で
あり、昭和35年に第１回調査が行われ、最新年の平
成12年までに９回の調査が実施されている。

大都市圏における公共交通需要は、大都市圏への
人口の集中に対応して増大を続け、通勤・通学時に
おける鉄道の混雑緩和は、公共交通における最も重
要な課題として位置づけられており、この間、大都
市交通センサスの調査結果等をもとに、運輸政策審
議会において、混雑緩和の目標水準の設定と、達成
に向けた各都市圏の高速鉄道網に関する整備計画が
立案され、混雑緩和に向けた鉄道網整備が進められ
ている。

しかし、近年の大都市圏への人口集中の鈍化によ
り、公共交通需要は、中京圏、近畿圏においては平
成２年以降、首都圏においては平成７年以降、減少
に転じており、現在までの鉄道網整備の成果とあわ
せて、混雑緩和は目標水準に近いレベルまで改善し
ている。また、カードシステムの普及、自動改札機
の整備等、乗車券システムの利便性向上が図られる
とともに、エスカレータ・エレベータの設置による
バリアフリー対策も進められ、公共交通機関におけ
る利用者サービスは大きく改善されている。

２．調査の目的

以上のように、大都市圏の公共交通需要は成熟期
に向かっており、鉄道事業者は、これまでのような
需要増を見越した大規模投資を続けることは難し
く、今後は、需要の確保・誘発を目的とした施策や、
公共交通の利便性をアピールするような施策を講じ
る必要がある。

これに対応して、大都市交通センサスについては、

これまで実施してきた公共交通需要の動向を把握す
る調査に加えて、輸送サービス水準の現状や、サー
ビス水準評価のためのデータ収集を行う調査も必要
となってきている。

このような課題に対して、当機構では、平成14
年・15年度の２ヵ年にわたって、｢都市交通統計に
おける新手法の開発研究｣調査を実施し、次回以降
の大都市交通センサスの調査体系・調査方法につい
て検討を行った。

本調査は、平成17年に実施が計画されている「第
10回大都市交通センサス」の準備調査として、過年
度で検討された大都市交通センサスの「新たな調査
体系」にもとづき、調査の実施要綱案を作成するこ
とを目的として実施した。

３．調査の基本方針

（1）鉄道調査の基本方針

鉄道調査については、従来の調査方法による技術
的な問題点を解消するとともに、調査精度の向上や
需要喚起施策の検討にも資するような情報の収集が
可能な調査体系を構築することが必要であることか
ら、鉄道調査の基本的な方針を次のように定めた。
○ピーク時の混雑緩和を図るためのデータ収集のた

めの調査に、輸送サービスや、需要喚起の検討の
ためのオフピーク時の調査を加える。

○調査精度の向上、調査の迅速性に対応するために、
自動改札機データの利用を基本とした調査体系と
する。

○従来調査との継続性を考慮する。
○新たな調査体系への対応が困難な事業者について

も、従来方法による調査との併用も可能な調査体
系とする。

（2）バス・路面電車調査の基本方針

バス需要の落ち込みを改善し、需要喚起を図るた
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めには、需要データだけでなくバス利用者の意向に
関わる情報や、バスのサービス状況に関わる情報の
収集・分析が必要と考えられる。また、バス－鉄道
間の乗換えに関する情報についても収集・分析が必
要であることから、バス・路面電車調査の調査方針
を次のように定めた。
○バス・路面電車利用者の実態や、利用者の意向を

把握するような調査体系とする。
○バス・路面電車の主要な流動状況を把握する調査

体系とする。
○バス・路面電車の輸送力などのサービスに関する

調査体系とする。
○バス・路面電車に対する走行状況や遅延状況等に

対する意向が把握できるような調査体系とする。
○広域的な流動を把握するため、バスと他の交通機

関との乗り継ぎ状況を把握できる調査体系とす
る。

４．実施要綱案

（1）鉄道定期券・普通券等利用者調査

①　調査目的
鉄道利用者に対してアンケートを実施し、三

大都市圏における鉄道輸送の流動量や交通特性
等を把握する。

②　実施時期
平成17年10～11月中の平日１日

③　調査対象者
調査日に、事務局が指定する調査票配布駅に

おいて降車した旅客のうち、鉄道利用区間の起
点および終点が調査区域内にある者。

④　対象交通機関
鉄道および軌道（路面電車を除く）

⑤　調査方法
事務局が指定する調査票配布駅において降車

する旅客に対して調査票を配布し、回答を記入
後回収する。

⑥　主な調査項目
出発地／目的地住所、利用目的、混雑状況、

出発時刻／到着時刻、アクセス／イグレス交通
手段・時間

⑦　主な集計項目
・行政区間・ゾーン間移動人員
・初乗り・最終降車駅間移動人員
・路線別駅間移動人員

・駅別発着・駅間通過人員
・ターミナル別乗換え人員

（2）バス・路面電車定期券・普通券等利用者調査

①　調査目的
バス・路面電車の利用動向の実態や、鉄道端

末手段としての乗り継ぎ状況、利用者の輸送サ
ービスに対する意向などを定量的に把握・分析
することにより、バス・路面電車の需要の確
保・増大を図るための施策検討に資する調査デ
ータを収集する。

②　実施時期
平成17年10～11月中の平日１日

③　調査対象者
調査日に、調査区域内の主要バスターミナル

において乗車または降車した旅客のうち、バ
ス・路面電車利用区間の起点および終点が調査
区域内にある者。

④　対象交通機関
一般乗合バスおよび路面電車

⑤　調査方法
調査対象バスターミナルにおいて乗車または

降車する旅客に対して調査票を配布し、回答を
記入していただいた上、後日回収する。

⑥　主な調査項目
利用目的、利用区間、利用券種、出発／到着

時刻、鉄道との乗り継ぎ、代替手段との比較、
サービスへの要望

⑦　主な集計項目
・利用目的比率
・利用券種比率
・停留所間移動人員
・鉄道との乗り継ぎ割合
・代替交通手段との優位性、サービス向上策

（3）鉄道ＯＤ調査

①　調査目的
鉄道利用者の駅間流動量を調査し、鉄道定期

券・普通券等利用者調査による鉄道定期券の流
動量と合わせて、三大都市圏の鉄道網における
交通流動の動向を把握する。

②　実施時期
平成17年10～11月中の平日の1日

③　対象交通機関
鉄道および軌道

④　調査対象者
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調査対象圏域内の鉄道駅において降車した旅
客のうち、調査対象圏域内の鉄道駅で乗車した
者

⑤　主な調査項目
乗降駅名と降車時間帯、利用券種

⑥　調査方法
自動改札機データを集計する（代替可）

⑦　主な集計項目
・着時間帯別駅間移動人員
・駅別発着・駅間通過人員

（4）バス・路面電車ＯＤ調査

①　調査目的
三大都市圏の主要ターミナルにおいて、バ

ス・路面電車の停留所間または駅間の流動量を
調査し、「バス・路面電車定期券・普通券等利
用者調査」の調査データと合わせて、バス・路
面電車利用者の量的な動向を把握する。

②　実施時期
平成17年10～11月中の平日1日

③　対象交通機関
一般乗合バスおよび路面電車

④　調査対象者
調査対象バスターミナルに乗り入れている系

統の一定便数の車両に乗降する旅客
⑤　主な調査項目

乗降停留所名、降車時間帯
⑥　調査方法

調査対象車両に乗車した旅客に対して、乗車
時に乗車停留所を識別できる交通調査カードを
配布し、降車時にその交通調査カードを停留
所・時間帯ごとに回収する。

⑦　主な集計項目
・系統別・着時間帯別停留所間移動人員
・系統別・着時間帯別停留所別乗降人員

（5）鉄道輸送サービス実態調査

①　調査目的
鉄道路線の駅間断面輸送力を調査し、鉄道輸

送サービスの実態を把握する。
②　実施時期

平成17年10～11月の平日１日
③　調査対象路線

三大都市圏の主要路線
④　調査内容

調査対象路線の各駅間断面における、方向別

時間帯毎の輸送力
⑤　調査方法

駅間・方向別輸送定員を時間帯別に整理す
る。

⑥　主な集計項目
・路線別輸送力
・方向別輸送力
・時間帯別輸送力
・駅間輸送力

（6）バス・路面電車輸送サービス実態調査

①　調査目的
バス路線の停留所間断面輸送力を調査し、バ

ス輸送サービスの実態を把握する。
②　実施時期

平成17年10～11月の平日１日
③　対象路線

バス・路面電車ＯＤ調査の対象系統路線に同
じ。

④　調査内容
調査対象系統路線における、方向別時間帯毎

の運行本数と定員数
⑤　主な集計項目

・系統別輸送力
・方向別輸送力
・時間帯別輸送力
・停留所間輸送力

（7）乗換え施設実態調査

①　調査目的
鉄道乗換駅および主要バスターミナルにおけ

る乗換え関連施設の整備状況、乗換え時間の実
態を把握する。

②　実施時期
平成17年10～11月

③　調査対象
1）鉄道駅乗換え調査
2）鉄道・バスターミナル乗換え調査

④　調査項目
○乗換え時間
・ホームの中央から階段等までの時間（秒）
・上り階段の所要時間（秒）
・下り階段の所要時間（秒）
・上り階段待ち時間（秒）
・下り階段待ち時間（秒）
・通路の移動時間（秒）
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・上りエスカレータの移動時間（秒）
・下りエスカレータの移動時間（秒）
・改札等での待ち時間（秒）
○乗換え利便施設
・ホームの中央から階段等までの距離（ｍ）
・上り階段の段数（段）
・上り階段の幅員（ｍ）
・下り階段の段数（段）
・下り階段の幅員（ｍ）
・通路の距離（ｍ）
・通路の幅員（ｍ）
・上りエスカレータの幅員（ｍ）
・上りエスカレータの対応階段数（段）
・下りエスカレータの幅員（ｍ）
・下りエスカレータの対応階段数（段）
・改札の口数
・改札の上り下り別開放口数
○移動経路

⑤　主な集計項目
1）鉄道駅乗換え調査

・駅別・方向別・路線間乗換え時間
（ピーク・オフピーク別）
・駅別・方向別・路線間移動距離
・駅別・方向別・路線間乗換え施設の有無

2）鉄道・バスターミナル乗換え調査
・駅別・バス降車場・改札間乗換え時間
・駅別・バス降車場・改札間移動距離
・駅別・バス降車場・改札間乗換え利便施設の

有無
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１．調査目的

全国貨物純流動調査は、総合的な輸送施設整備計
画等の策定に資することを目的とし、貨物流動の実
態を輸送需要者側から捉え、貨物の真の発着地、産
業活動との関連等を明らかにするために実施してい
る調査であり、昭和45年度の第１回調査以降５年お
きに実施しているものである。その調査データはこ
れまで物流全般に関する企画立案、調査・研究に広
く活用されてきたところである。

一方で、物流構造の変化や環境問題への対応など、
物流を巡る状況は大きく変化してきており、貨物純
流動調査についてもそれを踏まえた調査内容の検討
が求められている。また、他方、本調査はこれまで
７回実施されてきており、時系列データの整合性な
ど、統計の連続性確保の観点からの検討も必要であ
る。

さらに、調査データの利用者や調査対象者（回答
者）からも、データ精度の向上や調査内容の改善を
求める意見も出されている。

そこで、本調査は平成17年度に実施予定の第８回
全国貨物純流動調査に先立ち、当該調査における課
題を整理するとともに、信頼度の高い貨物純流動デ
ータをより効率的に得るための調査方法を検討する
ことを目的とする。

２．検討内容の整理

前回調査委員会における指摘事項、前回までの調
査のデータの利用実績をとりまとめるとともに、物
流関連統計および全国貨物純流動調査に対する利用
者のニーズについて整理し、それらを踏まえ、これ
まで全国貨物純流動調査で把握していなかった（あ
るいは把握が十分でなかった）貨物のうち、新たに
調査対象として捉える必要性の高い項目、調査内容

の充実を図るため、以下の項目について検討を行っ
た。
（1）調査方法について

調査票の回収率は、95年、2000年と減少傾向にあ
る。平成12年調査では、コード化、フロッピーでの
回答など新たな取組みを行ったが、それでも回収率
が低下している。抜本的な記入方法や調査体系の変
更などを実践しないと、データが集まらなくなり、
データの信頼度にも影響する懸念がある。
（2）輸入貨物について

輸入は、今後も増加することが予想され、日本の
物流の大きな部分を占める、あるいは構造変化の非
常に大きな要因になるとすれば、純流動調査とどの
ような形で関係しているか、また、把握できている
部分とできていない部分を整理しておく必要があ
る。
（3）静脈物流について

静脈物流については、その実態を捉えるのは難し
いが、家電リサイクル法の施行等を踏まえると、静
脈物流関連の輸送実態が明らかになるよう品目分類
を細かくすべきではないか。その場合、品目分類は
環境省の統計データとの整合性について考慮すべき
である。
（4）輸送費用について

平成７年調査からの調査項目であるが、輸送費用
の回答状況にかなりのばらつきがみられる。輸送費
用（輸送単価）がばらつく理由としては、トラック
１台単位やコンテナ１個単位での運送契約が多いの
に対し、純流動調査では出荷１件ごとでデータを調
査しており、トラックやコンテナ単位でのデータで
はないことが影響しているものと考えられる。次回
の課題として、より使える形にしていく必要がある。
（5）高速道路利用の回答方法について

現状の３日間調査では、高速道路の利用状況の設
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問に対して、「高速道路利用なし」と「無回答」の
区別ができない様式となっている。したがって、高
速度路利用率など、より精度の高いデータとするに
は、調査票上で「高速道路利用なし」と「無回答」
の区別ができるような工夫が必要である。

３．調査票様式の変更案

前述の検討結果を踏まえ、回答者への負荷の軽減
に考慮しつつ、調査票の回収率の向上、回収データ
の信頼性向上を図るための取り組みとして、第８回
調査では回答者がより記入しやすいように、調査票
の様式を次のとおり変更する。
（1）３日間流動調査票

①　輸送経路等のレイアウト変更
調査項目の配置について、回答者が記入しや

すいよう、貨物が流動する順序をイメージし、
輸送経路のあとに貨物届先地欄（届先施設区分
と届先住所）を配置する。

② 通常使用している数量・単位の回答欄の追加
前回調査で実施した回答者へのアンケートで

は、トン・キログラム単位での記入に対する改
善を望む声が多かったことから、貨物量をト
ン・キログラム以外の通常使用している数量で
の回答も可能となるよう新たな回答欄を設け
る。

③　高速道路利用の有無の追加
高速道路インターチェンジについては、高速

道路を利用した場合のみ記入する様式となって
いるが、この様式では高速道路を利用しなかっ
たケースと、利用したが未回答であるケースの
判別がつかないため、新たに高速道路の利用の
有無を調査項目に加える。

④　中継施設対象からトラックターミナルを除外
３日間流動調査では、発地から着地（届先地）

までの輸送区間における中継施設の利用状況に
ついて調査しており、具体的に中継施設の対象
となっているのは、「鉄道貨物駅」「港湾」「空
港」「トラックターミナル」「卸売市場」である。

中継施設のうち主として宅配便などの小口混
載貨物の流動において利用されるケースが圧倒
的に多いトラックターミナルについては、調査
対象産業である荷主が輸送途上で利用したター
ミナル名称を把握している割合は小さいと思わ
れる。

トラックターミナルの名称等を把握するために
は、トラック運送業者に対し個々の貨物流動につい
て利用ターミナルを照会してもらうなどの作業が生
じ、回答者の負担増大につながる懸念もある。
今回調査においてトラックターミナルを中継施設の
対象とした場合、前回調査と同様に記入率が低くな
る可能性が否定できないことから、今回調査では、
中継施設の対象からトラックターミナルを除外す
る。

（2）年間輸送傾向調査票
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備�　�　　考�
事業�所名      
事業�所の産�業業種�  事業所�抽出時�の名�簿で�把�握�

事業�所所在�地    
貨物�出荷の�有無   
３日間の�総出�荷件数� 
１０月１ヶ月の出�荷日�
運賃�の計算�形態� （新規調�査項�目）�

換算�重量� （新規調�査項�目）１立米�あた�りの実�重�量�

 出荷�日       
 出荷�品目�      
 着産�業業�種（荷受�人業�種）�
 出荷�重量�      

中継�地�点�（施�設区�分）� ト�ラ�ッ�ク�ター�ミ�ナ�ルを�対象�か�ら�除外�

中�継地点�      

中�継地点�以降�の利用�輸送機�関�
 代表�輸送�機関    
 届先�施設�（届先場�所区�分）�
 届先�地       
 高速�道路�利用の�有無�

 到着�日時�指定の�有無 
 出荷�時刻�      
 所要�時間�
 輸送�費用�      

 コ�ン�テナ�の利�用の�有�無�     

 出荷�数量�、�換�算率� （新規調�査項�目）出荷�重量�を通�常使用�し�て�い�
　� る�数量�単位で�回答�の場合�

 利用�高速�道路イン�タ�ー�チ�ェ�ン�ジ�名�

 輸�送�途�中�で�高�速道�路を�下りた�ケ�ー�ス�
 の有�無� （新規調�査項�目）�

 出荷�時の�輸送手�段�

　（利�用�鉄�道貨物�駅・港�湾�・空�港・�
　　卸�売市場�名）�

輸�
送�
経�
路�

調　査　項�　�目�

出�
　�
荷�
　�
１�
　�
件�
　�
ご�
　�
と�
　�
に�
　�
捉�
　�
え�
　�
る�
　�
項�
　�
目�

トラック�タ�ー�ミナル�名�を�対�象�か�ら�除�外�
選択肢�と�し�て「出荷�時の輸�送�手�段�で�届�先地�
まで輸�送�」�を�追�加�

産　　業　　　�鉱　　　�業�

製　造　�業�倉　庫　業� 備　�　　考�

調査項目� 卸　売　�業�

事 業 所 �名 �○ � ○ �

事 �業 �所 �の �産 業 �業 種 � ○ � ○ � 事業所抽出時の名簿で�把�握�

事 業 �所 所 �在 地 �○ � ○ �

調 査 対 象 �倉 庫 �所 在 �地 � － � ○ �

従 業 者 �数 �○ � ○ �

出 �荷 �額 ・ �販 売 �額 � ○ � － �鉱業は�調査し�ない 

敷 地 面 �積 �○ � ○ �

倉 庫 所 管 面 （ 容 ） �積 � － � ○ �

貨 �物 �出 �入 �荷 の �有 無 � ○ � － �

品 類 �別 出 �荷 量 �○ � ○ �

品 類 �別 輸 �出 量 �○ � － �

出荷量に�対す�る�輸�出�量�の�割�合� －� ○�

品 類 別 出 �荷 量 �の 代 �表 �

輸 �送 �機 �関 �利 用 �割 合 �

品 類 �別 入 �荷 量 �○ � ○ �

品 類 �別 輸 �入 量 �○ � － �

出�入�荷に�際�し�て利�用さ�れる�

鉄道�貨物�駅�・�港湾�・空�港名�

出�入�荷に�際�し�て利�用さ�れる�

イ ン �タ �ー �チ �ェ �ン �ジ �名 �

輸 出 入 に �際 し �て 利 �用 �

さ �れ �る �港 �湾 ・ �空 港 �名 �

出荷�量の�出荷�先都�道府�県�別�割�合� ○� ○�

出 �荷 �量 �の �月 別 �割 合 � ○ � ○ �

出 荷 量 の �曜 日 �別 割 �合 � ○ � ○ �

○�

○ － �

○�

○�○�

○�○�

表1 「３日間流動調査」の調査項目案

表2 「年間輸送傾向調査」の調査項目案
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年間調査の調査対象期間は、現行では実査実施年
の前年の１月～12月ではあるが、回答者へのアンケ
ートでは、年度ベースでの記入を望む声が多かった。
また、総流動ベースの自動車輸送統計も年間値は年
度ベースである。そこで、年間調査の調査期間は、
年度ベースとする。

４．実施要綱案

（1）調査の対象範囲

前回調査と同様、対象地域は全国とし、対象産業
は貨物の出荷量の多い鉱業、製造業、卸売業、倉庫
業の４産業を調査対象とする。

調査対象貨物は、生産・仕入・販売活動等に伴い
調査対象事業所に出入荷される原材料、製品、商品
などの物資とする。ただし、連絡文書・カタログ等
の書類、空コンテナ、空パレット等の返送、生産・
販売活動とは直接関連のない事業系の一般廃棄物等
は調査対象外とする。

調査は、企業単位ではなく事業所単位に実施する。
①　鉱　業：金属、石炭・亜炭、原油・天然ガス、

採石・砂利・砂・玉石、窯業原料用
鉱物、その他鉱業の鉱業所（6業種）

②　製造業：従業員数４人以上の民営の工場・作
業所（24業種）

③　卸売業：代理・仲介業を除く16業種の事業所
④　倉庫業：１・２・３類、野積、貯蔵そう、危

険品（建屋、タンク）、水面、冷蔵
の倉庫

（2）調査の種類

調査は、年間の出入荷量および輸送傾向を把握す
るための「年間輸送傾向調査」と、貨物の流動を詳
細に把握するための「３日間流動調査」の２種類と
する。

「年間輸送傾向調査」は従来暦年ベースで調査を
実施していたが、今回調査では2004年４月から2005
年３月までの年度ベースでの調査に変更する。

「３日間流動調査」の調査時期は、過去に実施さ
れた調査との連続性も踏まえ、10月中旬の火曜日か
ら木曜日の３日間を予定する。
（3）調査方法および回答方式

調査員が対象事業所を訪問して調査する方法（面
接調査）と対象事業所に調査票類を郵送で配付し回
収する方法（郵送調査）とを併用する。

面接調査は、回収効果を上げるため、鉱業、製造

業の大規模事業所（鉱業は従業者規模100人以上の
全事業所、製造業は従業者規模500人以上の全事業
所および１事業所あたり出荷量の多い業種の300人
～499人の事業所）に対して適用し、他の事業所は
郵送調査とする。

回答方式としては、調査票にデータを記入しても
らう方法と、磁気ファイル（エクセルファイル）に
データを入力してもらう方法を併用する。

調査対象事業所に対しては、一律に調査票を送り、
磁気ファイルでの回答を希望する事業所に対して
は、別途あらためて磁気ファイルを送付する。
磁気ファイルの送付手段については、Ｅメールの活
用、ホームページからのダウンロードも含めて今後
検討する。
（4）標本抽出の方法

本調査は、母集団の出荷全体量を把握する必要が
あることから、特に出荷量の多いと思われる大規模
事業所の抽出率を高め、出荷量の捕捉率の向上を図
る。

調査結果が特定の地域・業種・品目に関する流動
量の把握など、様々な目的に利用されることから、
標本抽出は地域、業種などからみて偏りなく行う。

①　産業別標本抽出
調査対象産業は、各々標本抽出に用いる名簿

が異なり、また、出入荷構造も異なるため、標
本抽出は産業ごとに行う。このため抽出率は産
業によって異なる。

産業別の抽出率は、母集団事業所数が減少し
たこともあり、仮に調査規模が前回調査並みで
あるとすると、抽出率は前回調査よりも高まる
ことになる。ただし、鉱業については、高い回
収率が期待されることから、前回調査よりも若
干低い抽出率を設定する。

②　母集団推計に対応したサンプル抽出
実査によって得られるサンプルデータをもと

に行う母集団推計は、都道府県別、業種別、従
業者規模階層別に行うため、これを踏まえサン
プル抽出も都道府県別、業種別、従業者規模階
層別に行う。

③　サンプル出荷量の捕捉率の向上
実査によって得られるサンプルデータ（出荷

量）の母集団に対する捕捉率を高めるため、前
回調査の結果をもとに、１事業所当たり出荷量
が多い階層（従業者規模の大きい階層）におい
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ては、抽出率を高める。このため、同一産業内
であっても、業種、従業者規模階層によって抽
出率は異なる。

ただし、製造業と卸売業の従業者規模の小さ
い階層については、１事業所当たり出荷量が少
なく、かつ出荷圏域が狭いことから、前回調査
と同じ抽出率を設定する。

④　調査対象事業所数の各都道府県への配分
①～③で設定した産業別・従業者規模階層別

調査対象事業所数は、まず各産業の業種別に配
分（業種別事業所数の母集団数に対応した比例
配分）し、その後、都道府県別に配分する。

なお、母集団推計の際に、ゼロサンプルや極
端に大きい拡大係数の発生を抑えるため、各都
道府県にサンプルを配分する際には、各県とも
１～５件の抽出数を確保し、残りを都道府県別
母集団数で比例配分する方法を採用する。

⑤　面接調査対象事業所（案）
面接調査の対象事業所は、鉱業の従業者規模

100人以上の全事業所、製造業の従業者規模500
人以上の全事業所、および、前回調査の結果を
もとに、１事業所当たり出荷量の多い飲料・飼
料・たばこ製造業、パルプ・紙・紙加工品製造
業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、窯
業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、
輸送用機械器具製造業の従業者規模300～499人
の全事業所を対象とする。

具体的に製造業における面接調査対象事業所
は、平成15年工業統計でみると、1､961件（前
回：2､250件）となる。
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１．研究の目的

ディーゼル車規制条例やスピードリミッター装着
義務づけなどの社会的規制の強化については、地域
環境の改善や重大交通事故の防止などの政策効果を
ねらったものであるものの、これらの諸規制により、
今後の物流のあり方が大きく変化する可能性を含ん
でいる。

本調査は、このようなことを背景に、トラックに
対する社会的規制の強化が物流に与える影響を定量
的、定性的に把握することを目的として実施する。

２．研究の経過

本研究は、平成16年度から３カ年に渡り実施する
予定で、本調査はその初年度である。
平成16年度は、貨物自動車に対する規制政策の動向
について把握するとともに、既往の統計データ等か
ら規制の影響を想定、アンケート調査及びヒアリン
グ調査を行うことで影響の実態を把握した。

平成17年度以降は、平成16年度に行ったアンケー
ト調査と同一対象者に対して、パネル調査を継続す
るとともに、規制政策の将来動向等を調査する予定
である。

本調査の実施にあたっては、斎藤実神奈川大学教
授を委員長とする委員会を設置し、そこでの議論を
ふまえて報告書のとりまとめを行った。

３．委員会の経過

◆第１回委員会

①　調査の概要について
②　トラックに対する規制政策の動向について
③ 規制強化の影響として想定される効果につい

て
④ ヒアリング調査対象となる事業者および荷主

企業の検討
⑤ 事業者および荷主企業に対するヒアリング調

査の調査項目について
⑥ 佐川急便㈱によるプレゼンテーション
◆第２回委員会

① 事業者および荷主企業に対するヒアリング調
査結果について

② 第１回委員会において想定された効果とヒア
リング結果の比較

③ アンケート調査対象となる事業者および荷主
企業の検討

④ 事業者および荷主企業に対するアンケート調
査票の調査項目について

⑤ 兵庫県によるプレゼンテーション
◆第３回委員会

① 事業者および荷主企業に対するアンケート調
査結果について

② ２年度め以降の調査の進め方について
③ 三菱電機㈱及び北九州港現地視察結果報告
委員会の開催時間は概ね２時間程度で行われ、事

務局からの説明が１時間程度、事業者によるプレゼ
ンテーションが30～40分程度、質疑応答が20～30分
程度であった。

また、プレゼンテーションを行う事業者について
は、トラック運送事業者、通運事業者、内航船社や
荷主等から、トラックに対する諸規制について何ら
かの取り組みを行っている事業者を委員会ごとに１
社招き、具体的な取り組み内容について資料を交え
ながら説明を受けた。

４．研究の結果

（1）トラックに対する規制政策の動向

近年のトラック運送事業者に対する規制には、経
済的規制の緩和と社会的規制の強化という２つの方

貨物自動車に対する規制が物流等に与えた影響に関する調査
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向性が存在している。
経済的規制には参入規制と運賃規制とが主なもの

であり、物流二法の成立、さらに国の規制緩和促進
のなかで、順次、緩和が促進され、事業者間の自由
な競争が促されている。

社会的規制には、環境に関する規制や安全に関す
る規制が主なものとなっている。特にトラックにお
いては、排気ガスによる健康被害が大きな問題とな
っており、近年、主にＮＯｘ（窒素酸化物）やＰＭ

（粒子状物質）への規制強化が行われている。また、
重大事故の発生の観点から、大型トラックに対する
スピードリミッターの義務化という新たな規制強化
が行われている。
（2）社会的規制強化によって想定される効果と影響

近年のトラック運送事業者に対する規制には、経
済的規制の緩和と社会的規制の強化という２つの方
向性が存在している。このうち、社会的規制の強化
に当たるものが、環境への対応に起因する「スピー
ドリミッターの装着義務づけ」及び「排出ガス規制」
であり、これらには政策効果として期待される効果
と、波及的に生じる効果があるものと考えられる。
【排出ガス規制】

○排出ガス規制には、国が主体となる自動車ＮＯ
ｘ・ＰＭ法による車種規制と、首都圏自治体が主
体となり、地域の実情等に鑑み、条例によって、
ＰＭのみを対象として流入規制などを行うディー
ゼル車規制条例とがある。

○自動車ＮＯｘ・ＰＭ法では、対象地域（首都圏、
愛知・三重圏、大阪・兵庫圏）内に使用の本拠の
位置がある自動車のみが対象となるが、ディーゼ
ル車規制条例では、当該都県市（東京都、神奈川
県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市）内を走行する自動車が対象であるた
め、通過車両についても対象となり、その影響は
より広範にわたる。

○東京都では、ディーゼル車規制の強化により、大
型自動車からの粒子状物質の排出が半減したとい
う効果の試算を行っている反面、事業者側からは
経営状況の悪化などにより、円滑な輸送体制に障
害が生じるとの懸念が示されている。

【スピードリミッター装着義務づけ】

○大型トラックのスピードリミッターの装着義務づ
けは、高速道路で発生する大型トラックに起因す
る重大事故で速度超過を原因とする比率が高いこ

となどを背景に検討されていたもので、この改正
で大型トラックの最高速度は90km/hに抑えられ
る。

○スピードリミッターを装着した幹線運行トラック
の運行時間は、現在と比較して500km走行で約１
時間、1,000km走行で約２時間遅くなる可能性が
あると言う大手路線事業者の見通しがある。

○この結果、ドライバーの運転時間の増大とこれに
適切に対応しなかった場合の労働環境の悪化、車
両運行コストの増大等による経営環境悪化などの
影響の可能性が指摘される一方で、事故防止や被
害軽減効果、渋滞の緩和効果などの政策効果が期
待されている。

（3）ヒアリング内容からみた規制強化の影響

◆排出ガス規制により生じる影響

○ディーゼル微粒子除去装置の装着に関しては、概
ね１台当たり20万円、対応車種への買い換えであ
れば、通常車種より100万円前後のコストアップ
となる。

○規制導入当初は、首都圏向け貨物を持つトラック
事業者からのシフトがあるという見方もあった
が、現時点では目立った影響は見られない。

○ただし、排出ガス規制やスピードリミッター装着
義務づけに対する遵守がどの程度のものなのかと
いう点を疑問視する意見も聞かれた。
◆スピードリミッター装着義務づけにより生じる影響

○スピードリミッターの後装着に関しては、概ね１
台当たり20万円前後のコストアップとなる。

○大手事業者については、概ね最高速度に関する社
内基準を設けており、スピードリミッター装着義
務づけによる大きな影響は概ね少ないようであ
る。一方で、スピードリミッター装着により燃費
が向上したという声も聞かれた。

○一方、労働基準法に基づく連続労働時間を遵守す
ると輸送遂行が困難な場合があるとの意見もあ
り、スピードリミッター装着が原因であるか否か
とは別に、ドライバーの過酷な労働実態が伺える。

○生鮮品などを中心に、品目によっては出発時間を
早めるなどの対策を講じているケースがある。程
度については、青森、福岡いずれも１時間～１時
間半程度である。また、発地においては、出発時
間を早めることで満車にならないまま出発せざる
を得ないケースが増え、その後で到着した貨物に
ついては、別便を仕立てる必要が生じている。着
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地においては、複数地に立ち寄りを行っていたが，
まず築地まで輸送し，その後の周辺市場への輸送
には別便を仕立てるケースがある。いずれについ
ても、傭車数を増加させることでの対応が中心と
なるため、コストアップ要因ともなっている。

○輸送手段については、荷主の決定事項であるとの
意見が主であった。また、スピードリミッターへ
の対応としての輸送モードの変更というのは、基
本的に考えづらいという意見が多かった。
◆複合的に生じる影響

○首都圏ディーゼル車規制については、廃業する事
業者が一時的に増加したとの声が聞かれた。その
一方で、スピードリミッター装着義務づけにより、
長距離輸送から撤退する事業者があり、結果とし
て域内でのトラック台数のダブつきが生じること
で競争が激化、運賃のさらなる下落を引き起こし
つつあるとの指摘もあり、地域によって車両の増
減とその影響に濃淡がある様子がうかがえた。

また、規制強化が輸送分担率に与える影響につ
いては、受け皿事業者サイドではその可能性を見
込んでいる面がありながらも、現時点では目立っ
た影響を指摘する声は少ない。

○自営転換の動きについても、輸送分担率への影響
と同様、規制強化が与える影響として自営転換が
促進されているという意見はみられなかった。

ただし、トラック事業者や海運事業者から複数
出た意見として、ディーゼル車規制についてもス
ピードリミッター装着義務づけについても、対応
車両と非対応車両が混在する現時点においては明
確な影響を判定しづらい、あるいは混在している
ことでの弊害や不公平感に対する指摘もみられ、
今後の推移によってこのような影響が時々刻々と
変化していく可能性は低くない。

（4）アンケート調査結果からみた規制強化の影響

◆排出ガス規制により生じる影響

①　コスト負担による経営悪化について
運行コストに関するＤＩ値については、今回

尋ねた項目の中で最も高い数値（67.7）を示し
ており、要因としての排出ガス規制も高い値を
示している（61.9）。ＤＩ値からみると、スピー
ドリミッター装着よりも高い値を示しており、
コスト負担という点ではトラック事業者にとっ
て排出ガス規制の方がより大きな影響が出てい
るといえる。

ただし、その一方で「環境対応により企業価
値が向上し、受託業務が増加した」という回答
も多く（首都圏規制：17.9％、兵庫県規制
22.9％）、事業者によってその影響には濃淡がみ
られた。

②　運行ルートの見直しについて
スピードリミッターの装着義務づけとは異な

り、「首都圏輸送から撤退」や、他社への委託、
他の輸送モードを利用するなど、基本的に自社
便では首都圏に乗り入れないと言う回答も多
く、排出ガス規制による影響が見受けられる。

③　輸送分担率の変化について
トラック事業者への調査結果からみた輸送分

担率の変化については、ＤＩ値による影響評価
の中では、各輸送モードのいずれも値が50を超
えている、すなわち輸送分担率の変化が認めら
れる。また、荷主事業者への調査結果において
も、「運送事業者の提案の有無にかかわらずモ
ーダルシフトを進めている」という回答が１割
近くあった。

◆スピードリミッター装着義務づけにより生じる影響

①　コスト負担による経営悪化について
運行コストに関するＤＩ値については、今回

尋ねた項目の中で最も高い数値（67.7）を示し
ており、要因としてのスピードリミッターも高
い値を示している（58.4）。ただし、「走行時間
が長くなるため、時間外手当など人件費コスト
が上昇した」という回答と「スピードリミッタ
ー装着によって燃費が向上、燃料費コストが削
減された」という回答がいずれも多かった。

②　運転時間について
運転時間に関するＤＩ値については、今回ト

ラック事業者へのアンケート調査で尋ねた項目
の中で、運行コストに次ぐ高い数値（60.7）を
示しており、要因としてのスピードリミッター
も高い値を示している（57.4）。これらから、運
転時間が長くなった結果、運行コストの上昇が
認められる。

さらに、出発時間・到着時間の見直しはあま
り行われていないことがアンケート結果で示さ
れていることから、休憩時間を削らざるを得な
くなることでドライバーの労働環境が悪化する
可能性もある。

③ 運行スケジュールやルートの見直しについて
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スピードリミッターの装着義務づけによって
運行ルートを見直したという回答は、トラック
事業者への調査結果では全体として少なかっ
た。運行スケジュールについても、出発時間や
到着時間等を変更したという回答は１割強であ
る一方、「荷主と協議したが、見直しを認めて
貰えなかった」という回答は２割近くあった。

④　物流拠点の再編について
トラック事業者への調査結果では、長距離輸

送体制の見直しそのものが少なく、拠点の再編
までは進んでいない。荷主事業者への調査結果
でも、ＤＩ値による影響評価の中では、ディー
ゼル車規制、スピードリミッター装着義務づけ
ともにそれほど大きな要因として認識されてお
らず、少なくとも現時点においては、拠点再配
置という影響はみられていない。

⑤　輸送分担率の変化について
トラック事業者への調査結果からみた輸送分

担率の変化については、ＤＩ値による影響評価
の中では、各輸送モードいずれも値が50を超え
ている、すなわち利用頻度がいくぶん増加して
いるものの、その要因としては排出ガス規制、
スピードリミッター装着義務づけともにＤＩ値
は低い。また、荷主事業者への調査結果におい
ても、「運送事業者の提案の有無にかかわらず
モーダルシフトを進めている」という回答が１
割近くあった。

◆複合的に生じる影響

①　車両保有台数の減少について
車両保有台数の減少については、特に排出ガ

ス規制の影響として「幹線全体で車両不足が生
じた」という回答がトラック事業者への調査結
果で多かった。

ただし、輸送分担率の変化については、ＤＩ
値評価における規制強化の影響は低いものにと
どまっており、輸送分担率に関しては、それほ
ど大きな影響を与えるには至っていない。

②　自営転換について
自営転換については、荷主事業者への調査結

果の中で「規制に関係する運行区間については
営業用トラックに切り替えた」という回答が多
く（20.0％）、トラック事業への規制が自家用ト
ラックから営業用トラックへの転換に対して、
一定の影響を与えていることがわかる。

（5）調査のまとめ

現時点では、貨物自動車に対する規制が物流等に与
える影響については、その評価には濃淡があり、必
ずしも「効果が生じている」とも「効果は生じない」
とも言い難い点が多く見受けられており、その全て
が明らかになるには至っておらず、今後は規制に対
する対応済み車両割合の推移や環境条例の拡がりに
合わせて、規制による影響がどの程度変化していう
かについて、継続して観察していく必要がある。

報告書名：「平成16年度　貨物自動車に対する規制
が物流等に与えた影響に関する調査」
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１．調査の背景と目的

2001年の同時多発テロの発生以来、公共交通機関や
重要施設でのテロ対策が強化、展開されている。
その一方で世界各地におけるテロの発生は続いてお
り、多大な犠牲者や被害が発生している。日本におい
ても公共交通機関に対する利用者の安全、安心の充実
に対するニーズの高まりとともに、テロ対策への意識
が高まっている。

こうした中、航空や船舶だけではなく鉄道において
も職員の巡回強化や監視カメラの設置など防犯からテ
ロへの警戒まで含めた対策が実施されているが、日本
における通勤・通学列車という条件下での制約も多
く、効果的、効率的な対策の推進が急務である。

以上のような背景から本調査では、過去発生したテ
ロの傾向と国内外におけるテロ対策の現状を把握し、
日本の鉄道における今後のテロ対策について検討する
ことを目的としている。

２．鉄道におけるセキュリティーの意味

（1）セーフティーとセキュリティー

「公共に対する暴力」「政治目的の暴力」が、イギ
リスやアメリカ、日本などの各機関におけるテロの定
義の共通のキーワードとして浮かび上がってくる。鉄
道におけるセーフティーの確保とは、自然災害や事故
対策をしめし、鉄道におけるセキュリティーの確保と
は迷惑行為から犯罪、「公共に対する暴力」「政治目的
の暴力」で定義されるテロまで含めた対策である。

（2）近年のテロ事件の発生動向

イスラエルのシンクタンクでインターネットHP上
に公開しているデータベースを利用して分析を行っ
た。1985年～2002年に起こった1412件のうち交通機
関を対象としたテロは、241件（17.1％の割合）であ
る。鉄道、地下鉄に限ると19件（1.3％の割合）だが、
１件あたりの負傷者数は287人と他の交通機関、公
共施設などの中でも一番負傷者数が多いことが分か
った。

３．鉄道を対象としたテロ発生状況

テロの発生場所を鉄道及び地下鉄に限定しテロ事件
の傾向を分析した。収集した事例24件からは、走行
中を狙ったものが14件であり、その手段としては、
爆弾（19件）が最も多かった。また、詳細事例とし
て地下鉄サリン事件、アメリカの同時多発テロ、ス
ペインの同時列車爆破テロの３件を調査している。

４．我が国で取り組まれている鉄道テロ対
策の現状

（1）インタビュー調査の対象

現在取り組まれているテロ対策を把握するため、
鉄道事業者はもとより関連する関係省庁、警備会社
や多数の利用者が集まる集客施設などを対象として
インタビューを実施した。
（2）主なインタビュー項目

①　行政機関
・テロ対策の基本方針
・体制と関係主体の役割分担
・テロ対策のレベルメニュー
・マニュアル、整備指針等の整備状況
・テロ対策の課題と今後の展望　等

②　鉄道事業者その他
・テロ対策の基本方針

鉄道におけるセキュリティー確保のためのテロ対策に関する調査
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（自然災害、事故対策）

鉄道におけるセキュリティーの確保

（迷惑行為・犯罪対策、テロ対策）



・体制と関係主体の役割分担
・テロ対策のレベルメニュー
・セキュリティー確保対策
・セキュリティー確保に要するコストの現状と

今後の考え方
・テロ対策の課題と今後の展望　等

（3）テロ対策の現状

①　行政機関
テロリストの入国を防ぐという水際対策、警

備強化、情報共有化、関係機関との連携強化に
加え、未然防止としての継続的な監視や注意喚
起も重要と考え実施している。

②　鉄道事業者
テロ対策に限らず、利用者の安全確保のため

の取り組みとして警備・巡回強化、監視カメラ
設置、ゴミ箱撤去などが主に行われている。

③　その他（警備会社等）
警備を行う際には、各施設の事情に応じたレ

ベルの警備を行っている。セキュリティーの確
保で重要なことは、日常管理であると考え実施
されている。

５．海外における鉄道テロ対策の現状

多発しているテロなどの凶悪犯罪への対応とし
て、海外で実施されているテロ対策の現状について、
米国については文献を用いて、欧州については現地
でのインタビューを中心に調査を実施した。
（1）米国

ワ シ ン ト ン D C の 地 下 鉄 線 は W a s h i n g t o n
Metropolitan Area Transit Authority（WMATA）の
管轄である。2001年の同時多発テロ以降、新聞の自
動販売機の撤去や自転車用ロッカーを地下鉄駅出入
口付近から離れた場所に移設するなどのテロ対策が
実施されている。

また、米国連邦公共交通局（FTA）では、米国国
土安全保障省（OHS）における取り組みに対応する
政策要項を定めている。これは、米国の交通業界が
米国国土安全保障省（OHS）の「交通関連脅威レベ
ルに応じた対応の勧告」に対する上での手引書にあ
たるものである。
（2）欧州

①　主な質問項目
・テロ対策の基本方針
・テロ対策上の着眼点（駅、車両、その他施設等）

・対策の関係主体と役割分担　等
②　イギリス－ロンドン地下鉄

テロの対策としては、日本でも取り組まれて
いる、中身の見えるゴミ箱の設置や鉄道利用者
への注意喚起として2004年から“Who owns
this bag?”（これは誰のカバンですか？）キャ
ンペーンなどが実施されている。

③　スペイン－スペイン国鉄
セキュリティー対策費用を確保するためにセ

キュリティー対策費用を運賃に上乗せする形で
徴収している。徴収された費用により警備員の
雇用やＸ線検査機の設置などセキュリティー対
策を実施している。

④　フランス－パリ市交通公団
緊急事態が発生した場合、いち早く発生情報

を把握し、対応するために構築されたセキュリ
ティー対策のイーグルシステムがある。このシ
ステムは、各駅ホームや改札、バス車両に取り
付けられている警報装置や防犯カメラ、パリ市
交通局のセキュリティー部門などから構成され
ている。

また、ゴミ箱は爆弾対応型（爆風が上方向だ
けに向けられる）も設置している。

⑤　フランス－フランス国鉄
ホームや列車の入口において抜き打ちでの手

荷物検査、また、手荷物の持ち主をすぐ把握す
るために、鉄道利用者に対して、荷札をつける
ことを依頼している。

（3）我が国へおける鉄道テロ対策への示唆

日本と米国、欧州各国では、テロを取り巻く歴史
的背景や法制度や鉄道システムも異なるため、米国、
欧州各国で実施されている対策の全てが適用出来る
ものではないと考えられる。しかしながら、ロンド
ン地下鉄の“Who owns this bag?”キャンペーンの
実施やセキュリティー対策費用の徴収など日本にお
いても実施の検討を進めていくことも必要と考えら
れる。

６．鉄道テロ対策における鉄道事業者の役割

これまでの調査の結果からテロ対策には多くの関
係者（ステークホルダー）が主体的に係わっていく
ことが大切であることが分かった。ここでは、「平
時」「情報入手時」「テロ発生後」の場面でそれぞれ
の関係主体がどのように係わっていくかを整理する
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とともに、関係主体の具体の行動から課題を抽出す
るために、駅でテロ（爆弾テロ、化学テロ）が起こ
った想定のケーススタディを行った。
（1）鉄道事業者の役割のあり方

①　爆弾テロからの考察
爆弾テロの場合、爆発がガスの誤爆なども含

めて考えられるため、爆発直後にテロ事件と断
定しにくい場合がある。そのため、爆発直後の
初動では鉄道事業者が警察や消防など関係機関
に確実に連絡し、可能な限り詳細な情報提供を
行うことが重要である。また、テロと断定され
たあとの対応は、通常の自然災害発災後や事故
後の流れに近く、日々の訓練や準備の積み重ね
が大切である。

②　化学テロからの考察
化学テロは用いられた薬品の種類で除染など

の対処方法が異なるため、想定される対策も数
多くなる。今回のケーススタディでは、サリン
と設定し検討した。

事態は、薬品の散布直後に散布場所周辺にい
た鉄道利用者あるいは駅係員の体調異変から進
み、その症状や散布された場所の状況から異常
事態だと認識され始める。このような化学テロ
の場合、最終的にテロと認識されるまでの間に、
駅係員による鉄道利用者の救助活動が二次災害
を招く可能性があり注意が必要である。また、
散布場所の閉鎖方法や鉄道利用者の避難誘導な
ど鉄道事業者が係わる項目はいくつかあるが、
化学テロが疑われる場合の警察や消防への通報
時に報告すべき具体の項目を整理し、初動にお
いて適切な指導を仰ぐことが重要と考えられ
る。

（2）ケーススタディまとめ

今回のケーススタディでは、爆弾テロは１度のみ
の爆発という設定とした。しかし同時多発や時間差
で爆発が起きた場合や、化学テロにおいても異なる
種類の薬品の場合や散布されてから時間をおいて人
体に発症する場合、生物化学兵器が使用された場合
なども考慮した検討が必要となる。

７．鉄道テロ対策における鉄道事業者の課題

これまでの調査からテロ対策の視点として未然防
止、被害拡大防止、円滑な現状復旧の３項目が上げ
られ、それぞれ鉄道事業者としての課題をまとめる。

（1）未然防止

現在の日本における通勤・通学に利用する都市内
の鉄道においては、空港で実施されているような、
利用者全員のセキュリティーチェックや手荷物検査
の実施は難しいと考えられる。そのため、駅員や警
備員、監視カメラによる監視の徹底、関係機関との
連携強化に加え、加えてテロに対する職員意識の醸
成が重要である。
（2）被害拡大防止

各種対策を実施したにもかかわらず、テロが発生
した場合は、被害拡大防止に努めなければならない、
そのため初動が重要であり、警察、消防への連絡、
警察、消防車両の駐車場所確保などの活動支援を図
っていくことが重要である。
（3）円滑な現状復旧

事態収拾後は、鉄道事業者として円滑に現状復旧
を行い、運行を再開しなければならない。現状復旧
の際には、多くの費用がかかることが想定され、行
政の支援の枠組みやテロ保険についても検討を進め
ていくことが必要である。

報告書名：「鉄道におけるセキュリティー確保のた
めのテロ対策に関する調査　報告書」
（資料番号160069）A４版98頁
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１．調査の背景及び目的

（1）調査の背景

2001年９月11日の米国同時多発テロの勃発に伴
い、米国は、国際テロネットワーク全体を壊滅に追
い込む「テロとの戦争」を宣言した。また、テロ支
援国家の多くは大量破壊兵器の開発を積極的に進め
ているとして、従来以上に厳しく対処していくとの
方針を打ち出した。

直接的には、テロから米国国民・国土を保護する
ため、米国コーストガード（以下「ＵＳＣＧ」とい
う。）をはじめとする22の保安・安全担当行政機関
を統合した国土保安省を設置し、網羅的かつ詳細な
施策の立案、施行を推し進めてきた。

特に海事分野においては、それらの施策をＳＯＬ
ＡＳ条約の改正等の手段によりグローバルスタンダ
ード化させるとともに、外国港湾におけるテロ対策
の有効性を評価し、有効なテロ対策が講じられてい
ない港湾で荷積みした船の入港を拒否できること等
を規定した「海事運輸保安法」を制定する等、全世
界的にテロリストの動きを封じ込めるための、あり
とあらゆる戦略を国際的・国内的に推進している。
（2）調査の目的

本事業は、米国における海事セキュリティの動き
を捉えて、ＵＳＣＧを中心とする関係機関、海事団
体、海運会社等に対する情報収集、調査研究等を通
じて得た成果をとりまとめ、分析するとともに同成
果を、いち早く関係機関に情報提供することにより、
官民が連携した海事先進国に相応しい港湾・海事セ
キュリティ対策の推進に貢献するとともに、安全か
つ効率的な海上輸送体制を確保し、海事産業の発展
に貢献することを目的として、平成16年度～18年度
の３カ年計画で行う事としている。

２．調査研究の方法及び項目

本事業の背景及び目的は前述したとおりで、同時
多発テロの経験を期に、世界で最も進んだテロ対策
を講じた米国の、中でも海事セキュリティ対策の動
向をＵＳＣＧを中心に収集、分析し、我が国の関係
先に情報提供することであり、そのため、今年度は、
次に示す調査方法、項目について調査研究を実施し
た。
（1）調査方法

海事分野のセキュリティに精通した調査役を当機
構の在ワシントン研究室に派遣し、そこを拠点とし
てＵＳＣＧを中心とする関係機関等から情報収集、
情報交換を行うとともに、米国における海事セキュ
リティ対策の動向、米国海事セキュリティ対策が我
が国海運に及ぼす影響及びその対応について調査・
研究を行った。

また、広い米国で情報を収集するため、資料検索、
文献収集・レビュー、ＵＳＣＧによるセキュリティ
関連施策の収集・整理等、作業の一部については、
在ワシントンに支社を置く日本の民間調査機関へ委
託して行った。
（2）研究調査項目

本年度の研究調査項目は次のとおり。
１．米国の海事セキュリティ対策概要
２．米国沿岸警備隊（ＵＳＣＧ）の歴史、任務、

組織及び装備
３．海事保安におけるＵＳＣＧの任務と役割
４．我が国（海上保安庁（Japan Coast Guard

:JCG）とUSCGとの関係

３．調査研究の内容

（1）米国海事セキュリティの概要

ここでは、米国における海事セキュリティ対策を

米国における海事セキュリティー対策の動向と
我が国海運への影響及びその対応について
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2001年９月11日以前、と以後に大きく分け、特に以
後の施策を中心に解説している。その中のいくつか
の施策を紹介する。
①　ＵＳＣＧによる96時間前通報制度

９．11後にＵＳＣＧの権限内で運用できる対
策として、船舶移動センターを設置し、船舶移
動の管理業務の強化がなされた。それまで、米
国においては、米国の水域へ入境する24時間以
上前と義務付けていた事前通報制度を96時間以
上前と拡大した。現在では、船舶移動センター
が運用を始めた「電子出入港通報システム」を
利用することにより、インターネットですべて
のデータがＵＳＣＧとＣＢＰに自動的に送信さ
れる仕組みになっている。このシステムの利用
は義務付けられてはいないが、このシステムの
登場により事前通報のプロセスが簡略化され
た。なお、紙により船舶移動センターに届けら
れた情報は全て手入力によりデータ処理されて
いる。
②　国土安全保障室の設置

テロ発生直後、ブッシュ大統領は本土防衛の
ために必要とされる政策調整機能を集約させる
べく、ホワイトハウス内に国土安全保障室を新
設することを議会に対して宣言し、10月４日に
同室を設置した。しかしながら、９．11以前の
米国には、テロ対策に関わる主要機能が複数の
省庁・機関に分散されており、省庁間調整やよ
り包括的なテロ対策の遂行能力や意思決定には
不安が残されたままであった。
③　海の保安官（Sea Marshal）の警乗

テロ１ヶ月後の10月12日からサンディエゴ港
等の重要な港湾において船舶と港湾の保安を確
保する目的で主に大型の入出港船舶に対し、武
装 し た 保 安 官 の 乗 船 が 開 始 さ れ た 。 S e a
Marshalは、現役のＵＳＣＧ職員、予備役兵及
び補助部隊員で構成され、到着船に沖合で乗船
または出港時に岸壁から乗船して立入検査を実
施し、船舶に乗船している不審者の有無確認や
船橋、エンジンルームといった重要部分の警備
に当たり、船舶の安全航行及び保安の確保に努
めている。
④　国際海事機関（ＩＭＯ）における決議

国連の専門機関である国際海事機関（ＩＭＯ）
では、国連の安全保障理事会での決議を受け、

海事分野におけるセキュリティ対策の必要性を
訴えたＩＭＯ第22回総会第924決議「旅客及び
乗員の保安並びに船舶の安全に脅威を及ぼすテ
ロ活動防止のための措置及び手順の見直し」を
2001年11月20日に採択した。これにより、ＩＭ
Ｏにおいて新しい対策の検討が始まった。
⑤　海運に対するテロ行為の防止と鎮圧

ＵＳＣＧは、ＩＭＯ総会における第９２４決
議を受け、直ちにＩＭＯ事務局に改正海上人命
安全条約及び国際船舶港湾施設保安コードの原
型となる「海運に対するテロ行為の防止と鎮圧」
を提出し、これをもとにＵＳＣＧのイニシアテ
ィブによりＩＭＯにおいて早急な検討が行わ
れ、2002年12月の採択となった。
⑥ コンテナ・セキュリティ・イニシアティブ

（ＣＳＩ）

2002年１月から米国は、主にテロリストが武
器を隠す若しくは潜伏する可能性のあるコンテ
ナを予め検査し、テロを未然に防止する事を目
的として、対米輸出貨物に対し、国際条約のみ
ならず、米国連邦規則及びコンテナ・セキュリ
ティ・イニシアティブ（ＣＳＩ）による独自の
規制を適用する包括的なコンテナ安全対策を開
始した。ＣＳＩとは、税関と外国港が締結する
二国間協定に基づき、米国税関職員を海外の積
出港に派遣して、対米輸出貨物の事前審査を実
施するコンテナ安全対策である。
⑦　港湾セキュリティ補助金制度

米国議会は2002年２月、港湾セキュリティ補
助金制度を創設した。これは、当時運輸省下に
あった運輸保安局（ＴＳＡ）が担当しているが、
援助を受けようとする港湾の保安強化策の実効
性評価をする際には、ＵＳＣＧと運輸省海事局
の協力を得て実施している。ＴＳＡは、9.11事
件後作られた新しい組織であり、ＴＳＡの海事
部門は、まだ評価を実施するために十分な人員
が配置されていない。
⑧ Ｃ－ＴＰＡＴ（対テロ税関貿易業界パートナ

ーシップ）導入

2002年４月ＣＢＰ（国土保安省税関及び国境
保護局）は、輸入業者に対するセキュリティ対
策として、Ｃ－ＴＰＡＴを導入した。Ｃ－ＴＰ
ＡＴとは、輸入関連企業（船会社、倉庫管理者、
輸入業者等を含むが、ＣＢＰの示すガイドライ
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ンに沿って、個別に「サプライチェーン・セキ
ュリティ・コンプライアンス・プログラム」を
策定し、ＣＢＰの承認をうることによって参加
する、輸入企業参加型の自発的な管理プログラ
ムである。
⑨　ブッシュ大統領の国土保安省創設案

ブッシュ政権は、テロ対策機能を統合し、リ
ーダーシップを強化するため、2002年６月18日
の夕方、テレビの大統領放送番組の中で大規模
な省庁再編となる国土保安省創設を公表した。
突然の公表とあって多くの驚きを伴ったとい
う。
⑩　2002年通商法成立

すべての輸出入貨物の積荷目録（カーゴ・マ
ニフェスト）事前申告を義務化した2002年通商
法（Trade Act of 2002）が７月に成立した。交
通モードにより違いがあるが、これにより、船
舶は、仕出港出港24時間前までに積荷目録を提
出しなければならないこととなった。
⑪　米国の３つのセキュリティ戦略

Ⅰ）国家安全保障戦略
Ⅱ）国土保安のための国家戦略
Ⅲ）国土保安のための海事戦略
⑫　国土保安法の成立

国土保安法（Homeland Security Act of 2002 ）
は、11月25日成立した。同法により2003年３月、
８省庁から22の政府機関・部門が国土保安省へ
移転・統合され、運営が開始された。同省は、
テロリストの入国阻止業務に従事していた移民
帰化局（ＩＮＳ）を吸収し、要人警護業務を担
当していたシークレットサービス（ＵＳＳＳ）
を財務省から移管するなど、テロ攻撃から米国
国土を防衛するという重要な役割を担うことと
なった。

そして、それまで運輸省の管轄下に置かれて
いたＵＳＣＧもまた、国土保安省へ移管された。
1915年に税関監視船部と人命救助部の合併によ
りスタートしたＵＳＣＧは、沿岸でのテロ対策
を中心に国土防衛を担う組織として位置づけら
れることになったのである。

（2）ＵＳＣＧの歴史、任務、組織

本要旨では、ＵＳＣＧの歴史、任務、組織の内、
任務の概要を紹介したい。

ＵＳＣＧは、安全、保安、環境及び経済等、米国

民の基盤を保護するための組織であり、必要に応じ
24時間体制で世界中に配備される。軍事的行動を行
う組織として複数の使命を付与され海上に展開する
ＵＳＣＧは、その歴史を通じて、米国の「自由の保
護者」としての役割を果たしてきたが、その使命は
国家の成長に伴って進化し、拡張してきた。

ＵＳＣＧの主要な任務は次のとおりである。
・海上安全の確保
・海上における移動の安全及び効率性確保
・海事保安
・天然資源の保護
・国家防衛

主要任務を支える具体的な作戦プログラムは、捜
索・救助、海上安全、航行支援、氷上活動、麻薬の
取り締まり、移民の取り締まり、港湾、水路及び沿
岸の保安対策、その他法施行、海洋環境の保護、海
洋生物の保護、防衛態勢の整備である。

報告書名：「米国における海事セキュリティー対策の
概要と米国沿岸警備隊の役割について」

（資料番号160070）
本文：Ａ４版　131頁
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１．研究の目的

本研究は、既往の都市交通統計調査が、その体系
および手法が見直しの時期にきているとの認識のも
とに、特に公共交通に関する調査に着目して、ＩＴ
をはじめとする新技術の活用を前提とした、より効
率的で、有効性が高く、現在の調査ニーズに対応し
た調査体系を検討し、従来の調査に替わる「新たな
都市交通統計調査」の基本方針を確立することを目
的として実施したものである。

２．研究の経過

本研究は、平成14年度から平成15年度の２カ年に
渡り実施した。

平成14年度は、既往の都市交通統計調査を比較検
討するとともに、ＩＴの普及動向を把握し、新技術
を活用した調査方法の可能性を検討した。

平成15年度は、これらの成果に加え、今後の研究
課題と調査ニーズを再整理した上で、新たな調査方
針を見据えつつ、新技術の活用可能性を検証し、調
査体系、並びに、調査の概略仕様を策定した。

以下に、平成15年度報告書のうち、調査課題と調
査ニーズ、並びに、調査体系と調査の概略仕様に係
る要旨を述べる。

３．今後の都市交通統計調査の調査課題

公共交通の現状に鑑み、（1）都市鉄道の検討課題
について、最初に、1）政策課題、2） 事業者からみ
た課題、3）利用者からみた課題の３つに区分し、
次のとおり整理する。

（1）都市鉄道の検討課題
1） 政策課題
①　利便性の向上のための新線整備
②　輸送力増強による混雑緩和

③　都市構造・まちづくりへの支援
④　速達性・快適性の向上等輸送サービスの高質化
⑤　持続可能な輸送サービスの確保
⑥　政策評価
2）事業者からみた課題
①　自動車からの需要の転換
3）利用者からみた課題
①　混雑緩和
②　利便性・快適性の向上
③　運賃の低廉化

（2）都市鉄道の検討課題に対する調査ニーズ
これら都市鉄道の課題を検討するにあたり、求め

られる統計データを、課題と同様に、政策ニーズ、
事業者ニーズ、利用者ニーズの３つに区分し、以下
に対応させる。

1）調査ニーズ【政策】
① 等時間移動圏域、地域別鉄道利用率、新線整

備による利用経路の変化とゾーン間移動時間の
変化

② 路線別・時間帯別通過人員、路線別・時間帯
別輸送力、路線別・時間帯別混雑状況、路線
別・時間帯別通過人員、ピーク率、フレックス
タイムの実態

③ 路線別利用者数、空港駅利用者出発地分布、
空港駅アクセス時間分布、駅別乗降人員、圏域
内移動時間帯分布、鉄道不便地域分布

④ 路線別・時間帯別通過人員、多ルート間比較
（所要時間、乗換え回数）、ピーク時着席率、乗
換え利用者数、乗換え施設整備状況、乗り継ぎ
利用者数、カードシステム導入駅間流動量、乗
車、運行サービス情報の提供状況

⑤ 総合的な鉄道利用実態、利用者の意向
⑥ 新線整備前後の交通流動、鉄道需要量データ

の提供、居住地～通勤・通学地の特定と人数の
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計測
2）調査ニーズ【事業者】
① 定期券の利用実態、利用者の意向、乗換え利

用者数、乗換え時間・距離、他モード間の乗換
え利用状況、利用者のサービス意識・意向

3）調査ニーズ【利用者】
① 路線別・時間帯別通過人員、路線別・時間帯

別輸送力、路線別・時間帯別混雑状況、フレッ
クスタイム制の実態

② 時間移動圏域の経年変化、ピーク時着席率、
乗換え利用者数、乗換え施設の整備状況、乗り
継ぎ利用者数、カードシステム導入駅間流動量、
経年比較、エスカレータ設置状況、乗車状況、
運行サービス情報の提供

③ 乗り継ぎ割引区間利用者数、他モード間乗り
継ぎ流動

（3）バス交通の検討課題
さらに、今後のバス交通の検討課題について、前

項の都市鉄道と同様に３つの視点から整理する。
1）政策課題
① 公共交通ネットワーク機能向上
② 道路混雑の緩和策としてのバス利用転換
③ 需給調整規制撤廃後の利用者利便性の確保
④ 少子高齢化への対応
⑤ フィーダー交通としての交通結節点における

乗り継ぎ利便性の確保バス不便地域の解消
2）事業者からみた課題
①　バス交通の活性化
3）利用者からみた課題
①　利便性の向上
②　快適性の向上
③　運賃の低廉化

（4）バス交通の検討課題に対する調査ニーズ
最後に、以上の課題を検討する際に求められる統

計データを、前項と同様、政策ニーズ、事業者ニー
ズ、利用者ニーズの３つに区分して対応させ、以下
に示す。

1）調査ニーズ【政策】
①　地域別バス利用者数
②　バス交通の優位性の内容
③　輸送サービス実態（輸送力）
④　高齢者のバス利用券種
⑤　乗り継ぎ利用客数、乗り継ぎ施設の状況
2） 調査ニーズ【事業者】

① バス利用者の利用実態、利用者のバス選択要
因、利用券種

3）調査ニーズ【利用者】
① 運行情報、遅延情報、運行速度、輸送力
② 着席可能情報
③ 乗り継ぎ情報

４．新たな調査の基本方針

３．で整理した調査課題と調査ニーズを踏まえ、
さらに技術的検証を行った後、新たな調査の基本方
針を検討した。その結果、次のように考えることと
した。

（1）鉄道調査の基本方針
鉄道調査については、従来の調査方法の問題点を

解消するとともに、調査精度の向上、需要喚起施策
の検討に資する情報を収集する調査が必要であるこ
と考え、次のような基本方針とした。
・終日の輸送サービスの改善、需要喚起の検討に資

するデータを付加する。
・調査精度の向上、調査結果の公表を迅速に進める

ため、自動改札機データを活用する。
・データの取得方法に関しては、自動改札機の普及

状況を考慮する。
・調査ニーズに応じた調査対象圏域とする。

（2）バス・路面電車調査の基本方針
バス等調査については、鉄道との連携による大都

市圏公共交通網としてのネットワーク形成に視点を
置く。また、従来の定期券調査を廃止する一方、バ
ス・路面電車ＯＤ調査の対象範囲を再考することな
どとし、次の調査方針とする。
・利用実態や利用者の意向を把握する。
・主要な流動、調査ニーズに応じた範囲とする。
・輸送力等サービスについても把握する。
・他の交通機関との乗り継ぎ状況を把握する。

５．新たな調査の体系と概略設計

以上の基本方針に従い、新たな都市交通統計調査
の体系を以下のように考えた。

（1）新たな調査の体系
1）鉄道調査の構成
① 鉄道定期券・普通券等利用者調査
② 鉄道ＯＤ調査
③ 鉄道輸送サービス実態調査
2）バス・路面電車調査の構成
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① バス・路面電車定期券・普通券等利用者調査
② バス・路面電車ＯＤ調査
③ バス・路面電車輸送サービス実態調査
3）乗り換え施設実態調査
① 鉄道～鉄道への乗換施設
② 鉄道～バスの乗換施設

（2）新たな調査の概略仕様
続いて、４の基本方針、並びに、５．（1）で述べ

た調査体系に基づき、新たな鉄道調査、バス・路面
電車調査の概略仕様を次のように設計した。

1）鉄道調査の概略仕様
① 鉄道定期券・普通券等利用者調査

鉄道利用の質的情報と、ＩＴを活用した量的
情報を収集する。基本仕様は次のとおりとする。
・降車客を対象とし、通勤・通学目的に限らず

全目的の鉄道利用実態を把握する。
・降車客を対象とすることにより、効率的なサ

ンプル回収が期待できる。調査の実施は、平
日１日に縮小する。

・定期券発売実績に加え、券種別・時間帯別降
車人員数、駅間ＯＤ数等も母集団として拡大
する。

・事業者への調査協力の範囲（負担量）は、前
回を越えないこととする。

② 鉄道ＯＤ調査
駅間ＯＤ量調査についても、ＩＴの活用を前

提とし、基本内容は次のとおりとする。
・自動改札機データを用いて、券種別（定期、

定期外）・時間帯別駅間ＯＤ量を把握する。
・自動改札機を配置していない事業者、自動改

札機を設置していても、券種別・時間帯別Ｏ
Ｄ量が集計できない場合は、従来の鉄道普通
券調査を実施する。

・調査対象は、調査対象路圏域内の全駅とする。
・調査項目は、券種別・時間帯別乗降駅間移動

人員とする。
・集計・分析項目は、券種別・着時間帯別駅間

移動人員、券種別駅間通過人員とする。
③ 鉄道輸送サービス実態調査

平成12年調査は、鉄道輸送力の調査にとどま
っていたが、今後は、利用者が求める情報を付
加することを検討する。なお、調査ニーズに応
じた鉄道路線、調査時間帯区分とする。

2）バス・路面電車調査の概略仕様

① バス・路面電車定期券・普通券等利用者調査
従来の定期券調査に替え、バス利用の質的情

報を収集するバス・路面電車定期券・普通券等
利用者調査とする。基本内容は次のとおりであ
る。
・調査場所数は、従来の定期券発売所数を越え

ないこととする。
・バス系統ごとの輸送量の推計は行わず、利用

者の質的情報を充実させる。
・調査方法は、主要バスターミナル等、乗降所

において、バス利用者に対して調査票を配布
し、記入後回収する。

・主な調査対象地域は、鉄道端末バス利用者数
の上位駅を起終点とするバス系統の圏域とす
る。

・鉄道駅のほか、大規模なバス乗降場所につい
ても、調査ニーズに応じて対象とする。

・調査内容は、次のとおりとする。
〔利用実態：目的、券種、出発地・目的地、
出発時刻・到着時刻、利用区間、乗り継ぎの
有無、乗り継ぎ時間、アクセス・イグレス手
段・時間等〕
〔利用意向：選択理由、優位性、利用頻度、
利用の動向、サービスへの要望〕

② バス・路面電車ＯＤ調査
バス・路面電車ＯＤ調査の仕様の概略は、調

査課題、調査ニーズに鑑み以下のとおりとする。
・調査実施期間を拡大し、事業者独自で実施し

た結果に替えても差し支えない。
・調査場所は、鉄道端末バス利用者数の上位駅

を起終点とするバス系統とする。
・また、鉄道駅への乗り継ぎターミナル以外で

あっても、調査ニーズに応じて対象とする。
・調査対象系統は、１日当りの運行本数が一定

の基準以上とする。
・調査内容は以下のとおりとする。

〔乗車・降車停留所、降車時間等〕
③ バス・路面電車輸送サービス実態調査

平成12年調査と同様であるが、対象を①、②
の対象系統に限定する。

（3）乗換え施設実態調査の方針
従来の調査では、鉄道から鉄道への乗り継ぎ施設

の実態について調査した。新たな調査では、新駅の
設置、施設の更新があった施設に限定する。一定以
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１．調査の背景、目的

大都市における拠点駅においては、少子高齢化の進
展、地域の活性化等の社会的変化、個人の価値観の量
から質への移行を背景として、鉄道事業者におけるサ
ービスの質の向上、商業施設の開発、行政・自治体、
交通事業者、駅ビル事業者が連携した駅の拠点化が進
められてきている。しかし、拠点駅を利用する人々か
らすると、鉄道等の交通機関の利用だけでなく、駅ビ
ル等の副次的な機能を含めたサービスの質には未だ改
良の余地があり、拠点駅における施設、設備、並びに
案内情報の提供等については、関係する各社相互の一
体感、総合性は不足していると考えられる。

本調査では、このような背景を踏まえ、拠点駅利
用者に対する利便性・快適性をより向上させるた
め、拠点駅に求められる機能及び関係主体の役割等

の全体構成を整理すると共に、立川駅、大船駅をケ
ーススタディーとして、利用者及びテナント会社へ
のアンケート、関係者（自治体、交通事業者、駅商
業者）へのヒアリング調査を実施し、分析結果から
拠点駅の課題と要因を一般化した。

さらに本調査では、ケーススタディーに基づく分
析結果に内外の先進事例を参考としつつ、拠点駅づ
くりの視点を整理し、今後の全国の拠点駅づくりの
仕組みについて提案を行なうことを目的としている。
1. 1 調査のフローチャート

本調査のフローチャートを図１に示す。

２．拠点駅の全体構成

拠点駅の関係者は様々な立場から構成されている。
大きくは、駅施設及び商業施設等を利用する利用者
の立場であり、一方は、拠点駅を整備、改良、運営
する行政・自治体、交通事業者、駅ビル等商業関係
者などサービスを提供する立場である。こうした
様々な立場から拠点駅に求められる要素、機能等の
全体構成を図２に示す。
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３．ケーススタディーにおける分析

本調査では、首都圏近郊に位置し、鉄道相互やバ
ス等の乗換ターミナルであり、地域住民や企業の利
便性に資する多機能性（高度情報機能、生活・文化
交流機能、産業交流機能等）を有し、乗降人員が一
定規模以上（「交通バリアフリー法」においてエレ
ベーター等の設置が義務付けられている駅は乗降人
員が１日5,000人以上である）であり、かつ最近、駅
ビル等を施行したか、大規模改良の計画のある拠点
駅として、ＪＲ立川駅と大船駅をケーススタディー
の対象とした。
3. 1立川駅の分析

多摩都市モノレールの開業（平成12年）による利
便性の向上、平成11年開業の南口側の駅ビルである

「グランデュオ」をはじめとする大型商業施設の整
備によるアメニティやエンターテインメント性の向
上により、消費・購買活動が便利で手軽になった結
果、新宿、吉祥寺等の沿線拠点駅から、立川駅へ利
用者がシフトしている（平成14年度現在、立川駅の
乗車人員は143千人／日、13年度以降、吉祥寺の乗

車人員を上回っている）。また、立川駅周辺のデパ
ート等大型商業施設や南北モノレール駅を結ぶペデ
ストリアンデッキの整備は、駅利用者の回遊性を高
め、滞留時間も増加した。
3. 2 駅利用者の効果

利用者アンケートの結果から、立川駅の北口駅前
広場が整備されて便利になった点を見ると、「立川
駅周辺の広い範囲に行くようになった」が最も回答
が多かった。自由回答としては、「立川駅の北側と
南側の両方を回ることが増えた」、「駅ビル以外に周
辺の店を利用する機会が増えた」等の意見が挙げら
れた。

「立川に来ることが多くなった」も2番目に多く、
自由回答としては、〔買物・私用目的で立川駅に来
る人〕は、「以前は新宿、吉祥寺に出かけていたが、
友人との待ち合わせのためのレストラン、贈答品を
含む買物等が立川駅で済むようになった」こと、

〔立川駅周辺に通勤している人〕が、「仕事帰りに飲
んだり、食事をすることが多くなった」こと等の意
見が挙げられた。

3. 3 駅ビルテナントの出店効果

テナント・アンケート結果から、立川駅における
出店効果としては、「幅広い集客・天候に左右され
ない安定した集客、リピーターの確保」などが挙げ
られた。また、「ターミナル駅としての拠点性や周
辺商業施設との回遊性」など、「立川」という地域
のポテンシャルを期待以上に良かったとして高く評
価している。

一方、「集客の多さに対して、道路や駐車場等の
アクセス性の低さ、改札付近の混雑」などを期待と
違った課題として指摘している。
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写真-2 北口駅前広場

写真-1 立川駅周辺の施設、事業（平成11年撮影）
出典：立川市資料
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3. 4 拠点駅の整備・改良・運用の課題

立川駅の増え続ける利用者に施設の容量が不足ぎみ
であり、日中や休日において南北自由通路、ラッチ
内、ホームの混雑が激化している。北口ペデストリ
アンデッキ下のバスターミナル（平成13年供用）で
は、バスが停車しきれない、乗客が乗降場からあふ
れるなど、利便性、安全性が低下している状況もあ
る。南北自由通路やペデストリアンデッキでは、バ
ス利用に関する詳細情報が少ないため、交通機関相
互の乗換え利便性が低くなっている。休憩ができる
施設、トイレ、待ち合わせ場所、下りエスカレータ
ー等の整備、清掃等に対する利用者や駅ビルテナン
トからの期待が高いことも明らかになった。

４．先進事例

4. 1 旭川駅「北彩都（kitasaito）」地区開発整備事業

旭川市では、総合調整組織としてプランナー４名、
東京大学の篠原修教授（鉄道の高架構造物、橋梁）、
東京大学の内藤廣教授（駅部の設計）、ウイリア
ム・ジョンソン氏、下田明宏氏（地区内の道路、公
園、河川空間等のランドスケープデザイン）を起用
し、旭川市「北彩都（kitasaito）」地区開発整備事業
を推進している。

同事業では駅舎、橋梁、道路、公園等複数の事業
を総合的に計画・推進するもので、同事業について
総合調整組織がトータルコーディネートしている。

4. 2 情報提供の良い例（小田原駅、シツットガルト駅）

ケーススタディーの結果から、「鉄道駅でバスの
乗場情報がない」、「連絡通路内に交通情報がない」、

「街路からアクセスする鉄道駅入口に交通情報がな
い」等、乗換先の交通機関に関する情報提供がない
こと、また、案内情報の連続性がないことが課題と
なっている。特に、鉄道の改札を出たときのバスの
情報提供については、バスターミナルの位置や方向
が示されているだけの場合が多いが、利用者はバス
の行き先情報や行き先別のバス乗り場の位置、バス
の発着時刻等詳細な情報を求めている。
例えば、小田原駅のJRの情報は緑で統一されており、
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写真-3 南北自由通路の混雑

写真-４　バス乗場へ降りる階段のある北口ペデストリアンデッキに
おける乗場案内は番号のみで分かりにくい

図4-1 北彩都旭川のイメージ　出典：旭川市資料

写真-５　北口ペデストリアンデッキ（バスターミナルの上）の柱に貼り
付けられたバス乗場案内は利用者の目にとまりにくい



－4－

シュツットガルト地下鉄駅では、地上において発車
案内を行っている。

５．拠点駅の課題

ケーススタディーの対象駅の分析結果を踏まえ
て、関係者がどのように関わり、拠点駅を利用、整
備・改良・運営しているかを整理し、課題を検討す
る。拠点駅の課題は以下のとおりである。

６．これからの拠点駅に望まれる姿

これらの分析結果から得られた知見をもとに先進
事例を参考としつつ、拠点駅づくりの視点を整理し、
今後の拠点駅づくりの仕組みについて提案を行った。

拠点駅づくりの視点及び提案内容は以下のとおり
である。

【拠点駅づくりの視点】

(1) 交通の処理から質の高いサービス
(2) 地域の交流核
(3) 持続的かつ利用者ニーズに対応した魅力向上
(4) バリアフリー化の計画的な推進
(5) 高齢者を含む市民の交流の場
(6) 地域と連携・共存した拠点駅の発展
(7) 地域間の競争、都心との機能分担、活力ある駅
(8)拠点駅をコーディネートする視点

【今後の拠点駅づくりの仕組み】

(1)供用後を含む継続的な体制
(2)街づくりも含めて拠点駅全体のコーディネート
(3)バリアフリー協議会の活用
(4)保有区分を超えたコーディネート
(5)利用者や地域住民が連携して駅の魅力を維持

する仕組み

報告書名：「拠点駅における利便性・快適性向上の
ための総合的調査研究報告書」
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写真-６　シュツットガルト地下鉄駅の地上発車案内　地下鉄（Uバー
ン）の発車時刻が地上で確認できる

図5 拠点駅の課題
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１．調査の目的

近年の少子高齢化やモータリゼーションの進展に
より、地方のバス・鉄道事業者は厳しい経営環境下
に置かれ、とくに需給調整規制の撤廃後は、路線の
廃止や統廃合も加速している。このような状況のも
と、地方自治体は、シビルミニマムの確保、福祉へ
の対応、地域活性化、観光開発等、さまざまな観点
から、コミュニティバスの導入、過疎バスの運営、
鉄軌道への財政支援等、これまで民間事業者が担っ
ていた地域の公共交通に対し、多様な維持・支援策
を打ち出し始めた。最近ではタクシーの活用のほか、
ＮＰＯによる輸送サービス支援といった取り組みま
でも出現している。そしてこれらの動きは、今後と
も全国の地方自治体に波及していくものと考えられ
る。

しかしながら、これらの方策を立案するに当たり、
事前に十分な調査・分析を行い、地域のコンセンサ
スを得つつ、当該地域に最もふさわしい交通計画を
設計・計画していくノウハウや経験を持つ地方自治
体は、一部の県や政令指定都市等を除いては、ほと
んど存在しないのが実情である。また、交通計画学
の分野において、需要予測手法や、それによって得
られた結果を整理する手法等が確立されているもの
の、実践場面においては、入手できるデータの制約、
当該地域における真の問題把握の困難性、住民等関
係者の参加と協力の不十分さ等で、その知見が十分
生かされていない。あるいは、地方自治体に対して、
親身になってアドバイスのできる組織・機関も些少
であった。

本調査は、主に地方の市町村、および大都市圏郊
外・縁辺部の市町村を対象として、各自治体がその
地域の抱える交通政策課題に対処するため、地域交
通の維持、再編、支援を行う際に手引きとなる資料

を作成することを目的として、調査、分析、設計・
計画、評価といった一連の手法のあり方を検討する
ための基礎資料を作成することを通じて、これから
の地域交通における自治体の果たす役割を見出して
いくことを目的とする。

２．地域交通の現状と市町村の動向

これまでの交通産業では、交通市場における規模
の経済性から、自然独占による「市場の失敗」防止
を主な理由として、免許制度による行政監督が行な
われてきた。例えばバス事業については、独立採算
が原則とされ、個々の路線ごとに免許は交付される
ものの実態は地域独占免許であり、一定地域内の路
線間に内部補助を取り入れながら、地域全体として
は特定事業者の事業が健全に成立するように、需給
調整規制が実施されてきたのである。このような制
度は、地域の交通需要が鉄道やバス等の公共交通に
拠らなければ満たされない時代のものであり、モー
タリゼーションの進展が、公共交通に対する強力な
ライバルとなった今日では、地域交通の独立採算を
困難なものとしている。

他方、自動車交通の発展が、逆に人々のモビリテ
ィ面での格差を拡大してきており、交通弱者の足を
守るための交通対策はますます重要となるなど、公
共交通サービスへの支援が不可避となってきてい
る。

また2002年には需給調整規制が廃止され、基本的
に交通事業者は自由に交通事業に参入したり退出し
たりすることができるようになった。

本来、公共交通市場が魅力的な市場であるのなら
ば、需給調整規制の廃止によって事業者のサービス
供給における競争が起こり、それは地域の利用者へ
のサービス向上となって現れると考えられる。しか
しながら上述の様に、部分集合たる公共交通市場は、

これからの地域交通－調査・計画と問題解決手法
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全集合たる交通市場におけるマイカーの全盛によっ
て市場を縮小・劣化しつつあり、その状況は今回の
規制緩和によっても何ら改善されていない。

市民の足を守る交通政策の観点から、現在必要な
のは、全交通市場における公共交通の役割の確保で
あり、競争力の強化によるサービス向上である。そ
してこの仕事には、市民の草の根の活動状況を熟知
している、基礎的自治体たる市町村がその任務に当
たるのが適切であると考えられる。地方分権の推進
や少子・高齢化の進展、国・地方を通じ財政の著し
い悪化など、取り巻く環境は引き続き厳しいものの、
市町村は市民生活の充実に向けた責任を有してお
り、こうした課題を総合的・体系的に担うにふさわ
しい主体である。

本調査においては、土木学会研究小委員会「規制
緩和後におけるバスサービスに関する研究小委員
会」における検討成果を参考に、今後の地域交通課
題への対処における市町村の検討プロセスを想定
し、これに基づくヒアリング、アンケート等の調査
を実施した。

３．バス・タクシー先進事例ヒアリング

地域交通の問題構造について確認しつつ、実施施
策の具体的内容、施策検討のための計画策定・施策
実施プロセス、関係主体間の調整状況、実施のため
の費用負担等について、詳細な情報収集を行うため
に、地域交通の問題構造、実施施策ごとに代表的ま
たは先進的な事例を抽出し、特に先進的な自治体を
対象にヒアリングを実施した。ヒアリング対象自治
体については以下の12事例である。

対象自治体 事　例　名
帯広市（北海道） フレ愛りんりんバス
弘前市（青森） 市内循環100円バス運行事業
鯵ヶ沢町（青森） 住民参加型バス
盛岡市（岩手） ゾーンバスシステム
江刺市（岩手） バス事業（市営バス）
三郷市（埼玉） バス交通再編成
江南市（愛知） いこまいCar
鈴鹿市（三重） 西部地域コミュニティバス実証運行
四日市市（三重） 生活バスよっかいち
安来能義広域行政組合（島根） 広域生活バス
日南市（鳥取） 代替バス
萩市（山口） 萩循環まぁーるバス

４．バス・タクシーアンケート調査

各自治体がその地域の抱える交通政策課題に対処
するために、地域交通の維持、再編、支援を行う際
に手引きとなる資料を作成するための事例収集を目
的として、主に地方の市町村、および大都市圏郊外、
縁辺部の市町村を対象としたアンケート調査を実施
した。アンケート調査の概要は以下の通りである。

（1）アンケート対象
地方および大都市圏郊外・縁辺部の市町村におけ

るバス、タクシー等の地域交通施策担当者
対象市町村は既存の先進事例集や、国土交通省地方
運輸局の情報、その他関連資料から抽出

（2）アンケート方法
郵送配布・郵送回収方式

（3）主な調査項目
①　 地域の概要
・地域交通の特性
・地域交通関連の計画策定有無
②　施策について
・ 概要（事業主体、運行主体、根拠法）
・ 目的及び利用者
・ 運行内容（路線、運行便数、運賃）
・ 利用客数
・ 費用負担、収支
・ 事業手法
③ 施策の本格導入までの検討に関して
・ 施策導入の契機となった地域交通課題
・ 施策検討時に参考とした調査について
・ 分析方法
・ 複数案の検討の有無
・ 運行計画の実施案を決定する前の実施案評価の

有無
・ 導入のための検討組織について
④ 導入後の施策評価に関して
・ 施策導入後の事後評価
・ 検討プロセスの中で変更したい点
・ 導入後のモニタリングと実施内容の修正・変更
・ 検討を行う際の要望

（4）アンケート回収状況
配布：150自治体
回収：73自治体(49%)・88施策
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５．鉄道先進事例の整理

本調査では、これからの地域交通として、バス・
タクシーに加え鉄道についてもその主なターゲット
とした上で、地方自治体（市町村）が今後果たして
いく役割について知見を整理することを目的として
いる。そこで、鉄道事業者から採算性悪化等により
事業縮小・廃止等の要望が出された路線のうち、市
町村が中心となり「地域交通」として鉄道を活用す
ることを目指して、協議会や委員会等により今後の
あり方を検討している路線を抽出し、事例の整理を
実施した。対象は以下の７事例である。

ＪＲ富山港線路面電車化
平成筑豊鉄道活性化総合プログラム
松浦鉄道活性化総合プログラム
上田交通別所線の存続に関する検討
一畑電車および沿線公共交通確保のあり方に関
する調査
くりはら田園鉄道運行対策検討調査
高松琴平電気鉄道を核とした公共交通活性化プ
ログラム

６．これからの地域交通における問題解決
手法に向けて

以上の調査結果を受け、３回にわたる委員会での
討議を経て、これからの地域交通における問題解決
手法に向けた知見の取りまとめを行った。

（1）地域交通課題の正確な分析と市町村自らがおか
れている現状の把握

○市町村は、正確な現状認識に基づき課題を正確に
分析し、その分析結果を踏まえ、どういった目的
で、どのような手段を使って地域交通整備を実行
していくかを明確に整理する必要がある。

○これに併せて、問題解決手段である施策実施に向
けて克服すべき課題や制約条件など、市町村自ら
が置かれている現状を把握し、実現性が高くかつ
実効性の高い地域交通整備施策を抽出し比較検討
する必要がある。

（2）生活交通圏全体の長期的な交通基本ビジョン構
築と県・国のノウハウの積極的な活用

○地域の基本行政主体である単独または複数の市町
村が中心となって、生活交通を中心に一体的な交
通圏を構成する地域全体にわたる、長期的な視点

に立った総合的な交通基本ビジョンを構築し、公
共交通に関わる全体計画の策定に取り組むことが
重要である。また地域交通の個別施策も、その中
に明確に位置づけられていくべきである。

○生活交通圏における交通基本ビジョンや公共交通
計画策定、交通圏市町村との調整、交通事業者と
の連携などの場面では、県・国のノウハウを活用
するため、市町村は県や国に積極的に働きかけて
いくべきである。県や国も、市町村の主体的な取
り組みに対し、積極的なバックアップ体制を整え
ていくことが、今後の果たすべき役割である。

（3）運行目的を明確に絞り込んだ個別運行計画・サ
ービス提供計画の策定

○バス・タクシーを活用した運行サービス提供の際
には、ターゲットとする利用者層とその利用目
的・利用時間帯を明確にした上で、運行計画を策
定することが前提となる。

○その上で、ニーズを損なわない範囲で運行地域・
時間帯・車両運用を考慮した、効率的な路線計
画・多目的混用案の可能性を検討することが必要
である。

（4）地域住民の交通ニーズの的確な把握
○公共交通機関を実際に地域住民の足として機能さ

せるためには、地域住民の交通ニーズ（実際の利
用層の把握、利用者の分布、目的地、時間帯・運
賃、その他のニーズなど）を的確に把握し、現状
では潜在しているものも含めた需要の見通しを基
に具体的な運行計画策定に結びつける必要があ
る。

○自動車交通の依存度が高い地域においては、むし
ろ、施策がターゲットとする地域住民層と直接対
話しながらその意向を聞く手段が有効であるが、
この場合も、サービスが存在することを求めてい
るだけなのか、実際に交通行動を起こすのかを見
極めて行く様に進めていくことが望ましい。

○このような直接対話型で意見交換を進めていくこ
とにより、地域住民が積極的に公共交通を利用す
るように交通行動を変えたり、実際に利用する機
会は少なくても地域の足として維持するための費
用負担には合意したりといった、住民自らが地域
交通の運営維持に参画する動きへ繋がる可能性も
ある。

（5）地元住民や交通事業者の計画策定段階からの参
画促進と継続的な推進体制
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○地域住民の交通ニーズ把握のためにも、また、実
際に公共交通機関を地域の足としてより適切に運
行するための計画見直しのためにも、市町村が地
元住民や交通事業者を計画段階から巻き込んで、
計画策定・実施を進めていく必要がある。

○公共交通を真に地域住民の足として機能させるた
めには、地域住民、交通事業者、地域行政の三者
が協働して、公共交通の計画（plan）、実行（do）、
評価（see）のマネジメントサイクルを推進する
体制を構築することが望まれる。

（6）庁内関連部局の連携により公共交通利用促進策
を組み合わせて実施

○総務系、企画系、振興系、都市整備・建設系、民
生系、教育系、その他関連部局による連携の下、
交通基本ビジョン立案および公共交通計画策定を
進めた上で、個別の公共交通運行計画と合わせて、
公共交通の運行支援策、軌道整備、道路・交差点
改良、駅・停留所整備などの基盤整備、ＴＤＭ・
利用促進策、福祉的観点からのサービス提供、情
報提供・ＰＲ策などについても、積極的に組み合
わせて実施し、地域の足の利用環境を整えていく
べきである。

（7）既存制度の柔軟な活用および県・国を巻き込ん
だ制度改正の検討

○地域公共交通施策の実施にあたっては、公共交通
の利用環境整備推進も含め、既存の事業制度や補
助制度を横断的かつ柔軟に活用し、行政予算の効
果的な事業配分を図ることが考えられる。

○また、必要に応じて手続きや予算措置の見直し、
新制度設計にも取り組んでいくべきである。

（8）地域交通の問題解決手法プロセスの確立
○本調査で整理した知見をもとにさらに議論と検討

を深め、実効性のある地域交通問題の解決手法プ
ロセスとして、一定の枠組みを確立していくこと
が今後の課題である。

報告書名：「これからの地域交通－調査・計画と問
題解決手法－」
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１．背景

交通に起因する都市の大気汚染は増大する一方で
ある。加えて、交通部門からの温室効果ガスの排出
は世界中のほぼすべての国で上昇を続け、産業部門
や民生部門の上昇率を大幅に上回っている。このま
までは、交通が大気環境への最大の影響要因になる
ことが確実とされている。

2002年1月には、国土交通省の提唱により、環境
にやさしい交通の実現をメインテーマとして、「交
通に関する大臣会合」が世界20カ国余の参加により
東京で開催された。この会合において、政策立案に
資する情報や知見を共有するための国際共同プロジ
ェクトの必要性があらためて確認された。
世界交通学会においても、環境問題に対する国際的
取り組みの重要さに鑑み、2001年7月に開催された
第9回ソウル大会において交通と環境に関する研究
分科会を設立した。こうしたことから、世界各国か
らの専門家を糾合して研究を行う必要性が高いと考
え、会員の中から環境に深い関心を寄せる研究者が
集まり、日本財団の助成のもと、国際共同研究プロ
ジェクト　　－CUTE Project, The Comparative
study on Urban Transport and the Environment－が
立ち上げられた。

２．プロジェクトの目的と概要（第０章）

交通整備はモビリティーを高め、豊かな社会形成
に貢献した一方で、局地的な大気環境の悪化や、気
候変動への重大な影響等、環境の質と健康を脅かし
つつある。こうした中、CUTEプロジェクトは、交
通と環境の複雑な連鎖メカニズムの現状とそれらの
構造をシステマティックにとらえ、総合的な政策策
定を支援することを目的として進められている。主
として、自動車、バス、トラック、バイク、鉄道に

代表される都市内交通機関を対象とし、排出ガス、
騒音による局地的な環境問題から温室効果ガスによ
る地球規模の環境問題までを取り扱う。

プロジェクトの成果として、自動車保有と利用の
増加のメカニズム、自動車技術進展の効果、土地利
用・交通・環境の相乗効果、広範な政策ツールがも
たらすパフォーマンス、意識啓発の重要性等を明確
化した。これらの成果をもとに、

①持続的な交通を達成するためには目標を意識し
た行動変化が重要

②クリーン自動車の技術開発に過度に頼ることは
危険

③環境負荷削減のためには国際協調や官民両者の
行動が必要

であることを提言した。
本報告書は、背景、交通メカニズム、発生源・環

境インパクト、政策手段、ケーススタディ、展望・
提言の６章から構成されている。（下図参照）

図　CUTEプロジェクトの構成

３．都市交通と環境問題（第１章）

1980年から90年にかけて、先進国だけでなく開発途
上国においてもGDPが増加し、モータリゼーション
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は世界的に拡大した。これに対し、先進各国ではマ
スキー法等による規制や、インフラ整備、交通シス
テム管理、また1980年代に登場した交通需要管理と
いった各種の交通政策が適用され始めた。

交通起因の環境問題は、NOX等による局地的
(local)な問題から、CO2など全地球的(global)な問題
へと、我々の環境問題に対する認識の拡大と共に広
がりを見せた。現在、交通部門のエネルギー消費と
それに伴うCO2排出は増加傾向にあり、特に開発途
上国では今後急速な増加が予想されている。

自動車中心の都市交通システムは生活を豊かにす
る一方で、多くの外部不経済を発生させる。これに
危機感を持ち、一つの地域や国という単位ではなく
全地球的に柔軟な対策を同時に講じる必要がある。
交通政策についても、それぞれの都市の性格に応じ、
燃料／車両、交通流、交通需要、都市構造といった
対象に対して、啓発、規制、経済的手法、技術開発
等、様々な手法を組み合わせて総合的対策を講じて
いく必要がある。

４．都市と自動車交通（第２章）

環境問題をもたらす交通と都市構造のトレンドに
は、以下の３つが考えられる。

第１に、自動車の保有と利用の増加である。これ
には、公共交通に対する自動車、徒歩交通等に対す
る動力使用交通への依存増加という2つの特徴が存
在する。１人当りGDPはこの世界的傾向の最も重要
な説明要因である。その他にも、都市化の進展度、
都市人口密度、交通機関のインフラ供給、価格等の
諸政策といった要因が働いている。

第２は、旅客、貨物ともにドア・ツー・ドアでよ
り高速な交通需要を喚起させていることである。一
般的にこのトレンドは都市内公共交通需要を減退さ
せ、より高速な自動車交通を増加させる。都市間交
通では高速鉄道・航空による旅客需要の増加、貨物
では鉄道による輸送の減少とトラック・航空の増加
をもたらしている。

第３は、世界的な都市郊外化現象の進行である。
郊外化現象の速度や強弱は都市によって異なり、一
般的にはアメリカ諸都市のそれが最も著しい。人口、
職場の郊外化は自動車通勤の増加とその他の交通機
関の低下を伴う。

５．都市交通に起因する環境問題（第３章）

都市交通に起因する環境問題の主なものは大気汚
染と地球温暖化である。NOxはアメリカでも日本で
も自動車交通によるものが多く、中でもディーゼル
車の比率が高い。ディーゼル車は熱効率やCO排出
ではガソリン車よりも優れているものの、NOxや
PMへの影響が非常に大きい。これら汚染物質の抑
制を図るための技術開発が重要であるが、NOx、
CO、HC（炭化水素）の３成分を同時に抑制するの
はエンジンの性質上難しい。現在、新エネルギー自
動車の技術開発が進んでおり、こうした排出源対策
を進めることが重要である。自動車は一般に速度が
下がると燃焼効率が悪化し、排出係数が増大するの
で、平均速度を上げるための交通需要管理や交通制
御等の交通計画および交通工学の視点からの施策も
同時に重要である。

温室効果ガス削減に向けては、自動車交通を削減
し、従来技術によるエネルギーの効率化や、より高
度に環境に配慮した自動車や低炭素燃料の開発が必
要である。しかし、アメリカでは大型化、高出力化、
加速性能の向上に重点を置いた技術開発が進められ
てきた結果、燃費の向上が10％足らず（1986年比）
にとどまってしまったのが現状である。

６．都市交通政策ナレッジベース（第４章）

都市の環境改善のため、インフラ整備・管理、各
種規制、情報提供、課金、土地利用等の都市交通政
策を実施し、交通需要削減、自動車利用削減、公共
交通改善、道路ネットワークの改善、自動車性能の
改善を戦略的に行う必要がある。ただし、都市交通
政策による影響は連鎖的で複雑であり、幾つかの政
策目的はトレードオフの関係にあるため、全ての目
的を同時に満足するものは存在しない。これらの関
連を体系的に把握するため、各種政策のインパクト
をナレッジベース（KonSULT）として整理してい
る。

政策決定の際には、都市の目的や優先性を定めた
上で複数の政策をバランス良く組み合わせることが
重要である。都市の目的や制度・文化によってベス
トな解決策は異なるが、ヨーロッパでは大型の公共
交通や新規の道路建設よりも、プライシングの方が
効果的であった。政策実施の際には、住民を巻き込
んだアセスメントを行い、必要に応じて修正するこ
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とも必要である。

７．ケーススタディ（第５章）

7.1 名古屋

名古屋市は、都心部で道路面積率が40%以上（東
京や大阪は25%程度）もあり道路混雑が少なく、ま
た郊外部に自動車産業が展開していることもあっ
て、自動車交通依存が強い。一方、公共交通に関し
ては都心部の地下鉄が充実しており、バス路線も都
市全域をカバーしているものの、自動車交通に十分
対抗できるものとなっていない。自動車公害は都市
周辺部の幹線道路で特に問題になっている。

路線バスと鉄道とのギャップを埋める公共交通機
関として、名古屋独特の基幹バス、ガイドウェイバ
スが導入されている。いずれも自動車交通の削減に
寄与したが、他路線に続けて採用されるほど広く普
及するには至っていない。これらのシステム導入も
含め、今後は地域が主体となって環境指向型交通政
策に転換していくことが必要である。

7.2 リヨン

フランスは人口の80％が都市に集中してスプロー
ル化が進んでおり、自動車はこれらの地域に遍在し
ている。フランスの特徴として、交通部門から排出
されるCO2の割合が先進各国に比べて高いことが挙
げられ、1994年時点でOECD諸国の平均が29.1％で
あるのに対し、フランスは38.8％である。

近年実施された施策には次のようなものがある。
①欧州レベル：排出ガス規制、騒音に関する安全基
準の設定と強化、②国家レベル：通気性舗装の体系
的な利用、大量輸送機関への投資にインセンティブ
の働く融資制度、③地方レベル：地方機関による法
律として、国内交通法(1982)、大気およびエネルギ
ーの合理的利用法(1996)、連帯と都市再生に関する
法律(2000)の制定。その他、リヨンでは中心市街地
での自動車利用制限と公共交通整備が実施されてい
る。LRTは2000年に２路線が開業し、2006年までに
３号線が整備される予定である。

こうした様々な取り組みが行われているものの、
都市の郊外化抑制、自動車利用の抑制に十分対応し
ているとは言えず、施策の継続が必要である。

7.3 ベルリン

ベルリンは1945年から61年まで部分的に分割され、

61年から90年までは完全に分断されていた。壁崩壊
以降は都市構造が変化し、現在ベルリンはヨーロッ
パで最大の建設工事が行われている。

ベルリンの特徴として、第一に自動車交通の増加
にもかかわらず技術の進展や車両の一新、産業衰退
等により大気汚染が減少していること、第二に温室
効果ガスは1990年から2000年で交通部門のみ増加し
ていること、第三に公共交通の利用者の減少と自動
車利用者の増加など、交通政策を誤ってしまったこ
と、第四にその理由は、自動車供給の増化と、新し
い道路網の整備、土地利用計画で郊外へのスプロー
ル化を阻止できなかったことであり、第五に最近で
は新しい土地利用計画の導入や公共交通の整備促
進、チケットシステムの統合等の政策変更を行って
いることが挙げられる。

7.4 カイロ

カイロでは、自動車保有台数、自動車のトリップ
数、機関分担率ともに増加し続けており、これらは
渋滞の長時間化、走行速度の低下を招いている。バ
スの低いサービスレベルも自動車利用を増加させる
要因となっている。

現在まで実施されてきた交通政策として、タクシ
ー燃料のCNG化、地下鉄の建設、バスの空調導入、
汚染車両の規制・取締等があるが、どれも継続的な
ものではなかった。今後、CNG政策の拡大による本
格的なPMの削減、排出ガスモニタリングの継続、
不整備車両の利用規制等を含めた環境法が実施され
る予定であり、実行可能な方法を段階的に実施する
ことが重要である。

８．国際的な環境政策（第６章）

ヨーロッパでは、イギリス南部やライン川周辺等
の人口過密地域を中心に、NOXなど大気汚染の問題
や騒音の問題が深刻化している。

NOXやPMは局地的(HOT SPOT)なものと捉えられ
がちであるが、例えばPMは地球温暖化との相関も
指摘されており、都市環境の問題の解決に当たって
は、まずこうした局地的問題としての視野のみなら
ず、グローバルな視野を持つことが必要である。ま
た、モーダルシフト、インフラの開発、規制、税制、
メーカーへのインセンティブ、国際連携といった一
般的対策をそのまま適用するのではなく、サンチア
ゴでとられた手法のように、地域に応じて適切な対
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策を組み合わせることが重要である。さらに、民主
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１．調査の背景及び目的

（１）調査の背景　
平成9年1月に日本海で発生したナホトカ号の事

故を教訓として、老朽船による油流出事故の再発
防止を図るため、わが国は寄港国による外国船舶
の監督（PSC: Port State Control）の強化等様々な
防止策を提案し、IMOで採択されてきたところで
ある。更に、平成11年12月にフランス沖で発生し
たエリカ号による油濁事故により、欧州諸国をは
じめ国際的に、環境保護のためにも安全対策強化
の必要性が認識され、IMOにおいて国際基準に適
合していない船舶（サブスタンダード船）の排除
やタンカーに対する安全基準の強化等の対策が審
議されてきている。また、近年、海事産業全体の
レベルアップを図ることを目的とするクオリティ
シッピングについて関心が高まってきている。

このような中、平成14年1月に東京で開催され
た「交通に関する大臣会合」においては、「海洋
汚染防止」が主要議題の一つとして議論され、国
際条約の実施やサブスタンダード船の排除等につ
いて国際協調のもとでの一層の対策の推進を内容
とする大臣共同声明が出されている。本プロジェ
クトは、大臣会合でもとりあげられている、海洋
汚染防止の中の比較的新しいテーマである「イン
センティブ手法」の研究を行うものである。

（２）調査の目的
海洋汚染防止に向けたサブスタンダード船の排

除・抑制のための方法として、上記の安全基準の
強化等に加え、一定基準（安全、環境に関する国
際基準や一定の評価基準）を満足した船舶に対し
優遇措置であるインセンティブを付与すること
や、逆に基準を満足しない船舶に対してはディス
インセンティブを与えることなど、様々な施策を

組み合わせ、国際協調のもとで総合的に取り組む
ことにより、船主が自発的に安全性、環境保護の
水準を向上することが海洋汚染防止にとって極め
て重要であると考えられる。

本研究では、様々な施策の内、これまであまり
取り上げられていなかったインセンティブ手法に
着目し、各種インセンティブ手法の実例調査、新
たな手法およびその実現可能性等の検討につい
て、平成13～14年度の2カ年で行った。

２．インセンティブ手法導入の検討

（１）基本的考え方
インセンティブ手法は、2002年1月の交通大臣

会合で採択された「海洋汚染の防止に関する大臣
共同声明アクションプラン」の中で導入促進が盛
り込まれたが、1997年より行われてきているクオ
リティシッピング・キャンペーンにおける政策手
段の一つであると位置付けられる。その目標は

「海運の世界に品質に関する文化を定着させるこ
と」と理解することが出来る。これは、製造業、
サービス業等で一般化してきている品質競争の考
え方、すなわち品質・安全と経済性はトレードオ
フではなく品質の高いものが最終的には優位に立
つ、という考えを海運関係業界に持ち込むことで
ある。この考え方の定着、実践により海運業界も
自律的にクオリティシッピング（高品質な船舶運
航）を目指す流れが形成され、その結果高品質な
船舶が経済的にも優位となりサブスタンダード船
を駆逐することも可能となる。

インセンティブとは誘引のことであるが、イン
センティブ手法の目的は、環境、安全についての
クオリティシッピングの雰囲気を醸成することで
ある。すなわち、クオリティシッピングの促進に
役立つ行動等への優遇を手段として、海運関係業
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界のクオリティシッピングへの関心を高め、関係
者の実践、認識により考え方を定着させ、クオリ
ティシッピングを目指す流れを加速する、一つの
手段であると意義付けることが出来る。

また、インセンティブ手法は関係者がクオリテ
ィシッピングの意義を理解し関連活動が自発的、
自律的なものとなるまでの誘引であり、永続的な
制度ではなく、短期的に効果的な成果があげられ
ることが望ましい。

（２）クオリティシッピングの国際的動向
国際会合でクオリティシッピングという言葉が

使われたのは、1997年10月オランダで開かれた
Mare Forum '96, Safer Ships and Cleaner Oceansの
推進に関する会合以降であり、1997年11月に英国
で開かれた会議で英国とECからQuality Shipping
Campaignが提唱され、クオリティシッピングと
いう言葉が初めて用いられた会議であると思われ
る。1998年12月には英国でInternational Seminar
on Substandard and Quality Shippingが開催され、
クオリティシッピングに向けた行動原則である

「質の向上に関する海事産業憲章」が欧州及び国
際的な海事産業関係29団体により採択された。そ
の後1999年6月オランダのMare Forum ﾕ99、2000
年3月シンガポールのQuality Shipping Seminar
2000、2001年3月オーストラリアのInternational
Symposium on Safer Shipping in the APEC Region
等、世界各地でクオリティシッピングについて議
論が行われて来ている。

クオリティシッピングの成果の具体例は、前記
「質の向上に関する海事産業憲章」や、船舶の安
全、質に関する種々のデータをインターネット上
で公開するEQUASIS（国際的船舶データベース）
があり2000年5月より運用開始されている。

クオリティシッピングの目標は質の高い海運、
船舶運航であり、海事分野におけるサブスタンダ
ードの排除、すなわち公的規制及び基準の遵守徹
底だけでなく、海事関係者の連携により質の高い
海運の実現を目指す動きを作っていくことであ
り、インセンティブ手法はこのような動きを促進
する政策手段の一つである。

（３）具体的なインセンティブ手法案　
クオリティシッピング促進のためのインセンテ

ィブ手法には、各国の調査結果からもわかるよう
に様々なものがありうる。

①船舶の格付制度
② 船級協会による格付制度
③ 基準等先取り実施船舶に対する優良船認定
④ 環境インデックスによる差別的トン数税
⑤ 優良船舶に対するPSC優遇
⑥ 優良船舶に対する港湾料金等の割引、報奨金
⑦ 優良船舶に対する保険料優遇
⑧ 優良船舶利用荷主に対する補助金、減税等

３．各案の評価及び導入の考え方

（１）概要
これらのインセンティブ手法は、船舶の格付等

を行う制度及び具体的インセンティブの提供を行
う制度に大別され、それぞれ次のように考えられ
る。

（２）船舶の格付等を行う制度：①～③
船舶の品質等について評価を行い、格付（ラン

キング）等を行う制度である。船舶の環境・安全
面等の評価に関する情報開示と提供により、用船
者、荷主等が船舶選定の際に優良船舶を選択でき
るようにすることを通じて、海運関係者の船舶の
品質への関心が向上し品質に配慮した取組が促進
されるものである。

政策手法としては情報的手法である。評価され
た格付に基づいて各種の優遇措置等を与える制度
を設定することにより優良船舶の利用促進等を図
ることが出来る点で、具体的インセンティブの提
供を行う制度の前提となりうる基本的な制度でも
ある。

優良船舶であるとの格付や認定は、当該船舶、
事業者にとって品質に関する努力の証明となり、
対外的には企業イメージ向上等の営業上の利益を
もたらすとともに、社内的にも品質に関する取組
の重要性を認知される端緒になると考えられる。

格付の評価対象は、ハードである船舶自体の構
造、状態等と、ソフトである船舶運航の状態、こ
れらを総合した評価が考えられる。格付要素の選
定及びランキング基準設定については内容の説明
可能性や手続の透明性が必要であるが、基準に達
しないものの排除が目的である規制とは性質が異
なり厳密性は必ずしも必要とされず、利用者の信
頼が得られる範囲で合理的に設定することが目的
にかなうと考えられる。

（３）具体的インセンティブの提供を行う制度：④
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～⑧
船舶等にインセンティブとして提供される優遇

措置等の制度である。優遇措置等の手段としては、
観念的には船舶に関連する各種制度や経済的負担
等あらゆるものを想定しうるが、実例等を参考に
選定すると、税制、検査、各種料金、保険、荷主
への補助金等がある。

優遇措置の対象となるものの選定については、
制度の中で確立し認定する場合と、前記の船舶の
格付等を行う制度等の既存認定等を利用する場合
がある。特定構造船舶が対象で既存認定を利用で
きる場合は容易であるが、PSC等のデータによる
優良船舶の識別や、特定認証取得のために検査が
必要な場合は内容、手続も複雑になる。

優遇措置の享受者と、優遇措置のもととなった
行動等の負担者の関係に留意が必要である。イン
センティブとして与えられる経済的メリット等の
優遇措置について、どの者が享受するかの問題で、
船舶運航には船主、運航管理会社、用船者、フォ
ワダー、荷主等多くの関係者が存在するためであ
る。例えば港湾料金減額のインセンティブの場合
には当該料金を支払う用船者がメリットを受ける
と思われるが、インセンティブの対象となる行
動・結果等の負担者は船主である場合が多く、用
船者が必ずしも負担者であるとは限らない。

対象船舶の船籍、すなわち日本籍船か外国籍船
については、インセンティブとなる優遇措置の手
段と関係する。船籍による区別のない入港料等の
手段であればいずれも対象となるが、船舶検査、
税制等登録国の権限に関連する手段は日本籍船の
みが対象となり、一方PSCは外国籍船のみが対象
となる。海運業界の国際性から、わが国商船隊の
船腹量約2,000隻のうち、日本籍船は1割にも満た
ない130隻程度であり、残る90％以上は仕組船及
び単純外国用船でほとんどが便宜置籍の外国籍船
であるという船籍構成の現状を認識し、わが国と
してどのような船舶を対象に考えるかが要点とな
る。

上記両制度の実施主体については、国等の公的
主体と民間主体が想定される。クオリティシッピ
ングは「海運の世界に品質の文化を定着する」を
目標とすることからすると、民間主体が望ましい
と考えられるが、インセンティブとしての優遇措
置等の手段によっては、民間主体による実施が困

難なものもある。例えば、税制やPSC検査のよう
に公権力行使に係るものは公的主体しか実施でき
ず、国際的協定とリンクするものは公的主体が大
きく関与せざるを得ない。

（４）まとめ
以上の検討結果をまとめると、以下のとおりで

ある。
・船舶の格付等を行う制度については、導入検

討を進めることが必要である。
総合的な格付制度としては、案①：船舶の格
付制度、案②：船級協会による格付制度、限
定的な認定制度としては、案③：基準等先取
実施船舶に対する優良船認定、案④：環境イ
ンデックスに結びつけた格付制度、がある。
このうち案②及び案③は、問題がなく現実的
であると考えられる。また、案①及び案④は、
これからの課題であるが、公平な立場の第三
者機関が実施する必要がある。

・具体的なインセンティブの提供を行う制度に
ついては、各案で実現可能性が異なる。
実現可能性が比較的高いと考えられるのは、
案⑤：優良船舶に対するPSC優遇、案⑥：優
良船舶に対する港湾料金の割引、報奨金であ
る。
実現には課題が多いと考えられるのは、案
④：環境インデックスによる差別的トン数
税、案⑦：優良船舶に対する保険料優遇、案
⑧：優良船舶利用荷主に対する補助金、減税
等であるが、案⑦については、保険料優遇と
いう意味では歴史的に定着しているが、新た
なインセンティブ手法という枠組みへの対応
は、各実施主体による独自の判断で行われる
べきものであろう。案④の差別的トン数税や、
案⑧については、こうした考え方の検討が始
まりつつある状況である。

４．今後の課題

（１）総合的政策の推進
インセンティブ手法はクオリティシッピング・

キャンペーンにおける政策手段の一つであるが、
サブスタンダード船排除という究極的目標のため
には各種政策を総合的に遂行していくことが重要
である。優良船舶に対するインセンティブ手法だ
けでなく、サブスタンダード船等に対するディス

－3－
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インセンティブや、サブスタンダード船の取締の
強化も必要である。具体的にはPSCのさらなる重
点実施や違反船舶に対する処分の強化、国際的に
は旗国による条約実施体制の強化への取組、船舶
に関する各種情報交換等の様々な取組があり、こ
れらを総合的に推進していくことが今後の課題で
ある。

（２）国際性
インセンティブ手法に関しては、現行の制度に

関する情報交換や新規又は追加の制度の開発促進
が大臣会合共同声明アクションプランの中に盛込
まれている。大臣会合参加国には具体的に導入を
検討している国もあり、今後は国際的にも導入促
進が図られていくものと考えられる。

クオリティシッピング促進を目的とするインセ
ンティブ手法は安全基準等のように条約で国際的
統一を図るべき性質のものではないが、各国で導
入が進み適用を受ける船舶、船主、運航者等が増
加していくことを想定すると、制度立案の際には
国際協調性への配慮が必要である。

格付等の対象要件が共通であれば、ある国や制
度の認定、認証が他国の制度においても相互に利
用可能となり、それぞれのインセンティブ手法の
効果もより大きくなる。また、認定等の取得費用
や手続的負担といった認定等を受ける船舶側の負
担への配慮の点からも、格付等については国際的
に共通であることが望ましい。
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１．調査の目的

本調査は、公共交通機関における信頼性のさらな
る向上に資することを目的として、公共交通機関に
おける犯罪・迷惑行為、自然災害への対応をはじめ
とする緊急事態への総合的な対応方策や、被害の未
然防止及び発生時の対応についての交通利用者への
周知方策の向上などについて検討するものである。

２．調査対象の整理

本調査では、対象とする交通機関と緊急事態の範
囲を整理した。交通機関の種類や緊急事態の内容に
より当然その対応策が異なってくる。本調査では、
利用者数や利用目的の観点から交通機関の対象を、
また、利用者の安全、安心への影響の観点等から緊
急事態の対象を絞りこんだ。

対象となる交通機関としては、社会的な影響や発
生頻度等を考慮し、鉄道とバスを対象とした。対象
となる緊急事態としては、利用者にとって比較的身
近に起こりやすいと考えられるものを対象とし、迷
惑行為、犯罪行為、急病人・けが人の発生、事故、
災害を対象とした。

３．緊急時対応の実態及び意向の把握

緊急事態の発生状況を既存統計等から把握すると
ともに、利用者アンケートによる意向の把握や事業
者・関係機関ヒアリングによる現状把握を行った。

（１）利用者アンケートの概要

（２）事業者・関係機関ヒアリングの概要

４．現状における諸課題

（１）迷惑行為への対応について
①　迷惑行為の増加と対応の欠如

利用者アンケートでは、マナーの欠如や迷惑
行為について不安や不満であるとする回答が多
く（図－①）、事業者に対して対応を要望して

公共交通における緊急事態への対応に関する調査
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いる。公共交通分野でも早急に対応策を講じる
必要性がある。

②　利用者の要望と事業者の対応のギャップ
交通事業者は、マナー向上や迷惑行為防止に

向けて、例えば携帯電話について、ポスター掲
示や車内放送などのほか、車輌ごとに利用可否
の区分を行うなどの取組みを行なっているが、
利用者アンケートでは特に迷惑と感じる行為と
して携帯電話の利用を挙げる者が最も多く

（図－②）、利用者の認識と事業者の対策との間
にギャップが残っている。

③　社会・個人の意識格差
マナーの欠如や迷惑行為の定義は難しく、対

応の方向性については、市民・利用者の意識を
十分に把握した上で検討する必要がある。例え
ば、利用者アンケートにおいて携帯電話の利用
を迷惑に感じると回答した人数の割合が高齢者
層から若年層にかけて年代ごとに低下している

（図－③）など、社会的規範の変化に適切に対
応していく必要がある。

④　犯罪発生の抑止としての迷惑行為対策
利用者アンケートでは、マナーの悪い利用者

がいるときが最も犯罪がおきやすいと回答する

者が最も多い（図－④）。迷惑行為が多発し公
共の秩序が損なわれる状況は、犯罪につながり
やすい環境であり、犯罪の予防・抑止の観点か
ら迷惑行為対策を講じることが必要である。

（２）犯罪への対応について
①　犯罪発生の増加

近年、公共交通機関においても器物破損や暴
行・傷害などの犯罪が急激に増加しており、公
共交通機関の利用者や職員にとって不安が増大
していると言える。

②　犯罪の抑止
利用者アンケートでは、安心できる犯罪対策

として、職員が巡回することを挙げる回答者が、
監視カメラや通報ボタンを挙げる回答者を上回
った。（図－⑤）

・職員や警備員の巡回
職員や鉄道警察隊による巡回だけでなく、警

備会社への委託による巡回を実施している事業
者もあるが、コスト面の理由で巡回をほとんど
行っていない事業者もある。限られた財源の中
で、各事業者が犯罪抑止のための人的な対応に
ついての利用者の要望にどのように答えていく
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かが課題である。
・監視カメラ

施設内に監視カメラを設置している交通事業
者も多い。利用者の目に付く場所に設置するこ
とで犯罪を抑止する効果が考えられるが、目立
たない所に設置されている場合もあり、効果的
な設置・活用方法を検討することが必要であ
る。

③　マニュアルの策定
米国サンフランシスコでは、利用者向けに緊

急時の状況を想定し、対処方法を分かりやすく
説明するマニュアルを策定している（図－⑥）。
これまで我が国では外国と比較して治安が良か
ったことから、犯罪への防備に対する意識は高
くなかったが、今後は犯罪の発生が増加する可
能性も想定し、事業者・利用者・関係者の間で
共通認識を持つことが出来るようなマニュアル
の整備が必要である。

（３）急病人、けが人等への対応について
①　連絡システムの必要性

利用者アンケートでは、急病人やけが人が発
生した時の連絡手段として、係員呼出ボタンや
インターホンが必要であると回答した者が多
い。非常時だけの通報システムだけではなく、
状況に応じて使い分けることが可能な連絡手段
を求めていると言える。

②　システムの使いやすさ
連絡システムが設置されていても設置場所が

わかりにくかったり、「非常の際はボタンを押
してください」といった表現のように使用して
構わないのか判断に迷う場合がある。ドイツ・
フランクフルト中央駅のように「非常通報」と

「係員呼出」のボタンを同じ位置に並べて設置
している例（図－⑦）もあり、我が国でもシス

テムの設置だけでなく使いやすさに配慮した設
計が必要である。

（４）事故、災害への対応について
①　列車停止・遅延時の情報不足

利用者アンケートでは、災害や事故の発生に
よる列車の停止・遅延の際の情報提供につい
て、その理由や運行再開への見込み時間などに
ついての情報を要望している。

②　避難誘導策の検討
米国ワシントンでは、利用者が自ら避難する

ための利用者向けマニュアルが作成されてお
り、避難方法が具体的に記載されている。利用
者が独自の判断で避難するかどうかは、災害・
事故の発生場所や状況によるため基準を設定す
ることは難しいが、事業者・利用者・関係者の
間で情報を共有することが重要である。

（５）対応策を推進していく上での課題
①　職員の安全確保

事業者へのヒアリング調査において、迷惑行
為、犯罪などへの対応の際に職員の安全を確保
しつつどこまで対応するべきなのかの線引きが
難しいとの意見があった。利用者だけでなく職
員の安全確保も課題である。

②　施設整備、人員配置に対する資金不足
施設の充実や人的対応の強化などの対応策を

講じるためには、事業者の資金だけでは不十分
であることも課題である。公共交通が地域の公
的サービスの一つであることを考慮し、地域の
行政および関係者により、支援・協調を検討し
ていく必要がある。

５．新たな対応策に向けて

まとめと今後の展望について整理した。
（１） 利用者の安心感向上の必要性
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・公共交通利用者に不安や不満が存在
・利用者の安心感につながる交通事業者、関係者

等の更なる対応策の検討が必要
・利用者自身の参画意識を高める必要性

（２）設備・システムによる対応
・利用者に「わかりやすい」「使いやすい」設備、

システム設計
・応答型の連絡システムの充実
・平常時からの抑止を考えることが重要

（３）人的な対応の強化
・利用者は、人による対応（例：職員、警備員等

の巡回）が安心感・抑止力が高いと感じている
・行政･関係機関･ボランティアとの協調が必要

（４）利用者本位の情報提供
・利用者の属性、場所、状況に応じた適切でわか

りやすい情報提供
・携帯電話を活用したシステムの検討

（５）役割分担の明確化（図－⑧）
・交通事業者、利用者、関係機関（警察、消防等）、

行政機関の責任範囲の明確化
・地域レベルの情報共有や検討
・継続した利用者ニーズの収集
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１．調査の経緯と目的

本調査は、既往の都市交通統計調査が、その体系
及び手法が見直しの時期にきているとの認識のもと
に、特に公共交通に関する調査に着目して、ＩＴを
はじめとする新技術の活用を前提とした、より効率
的で、今後の調査ニーズに応じた都市交通統計調査
の調査体系を検討し、従来の都市交通統計調査に替
わる「新たな都市交通統計調査」の基本計画を策定
することを目的とする。

なお、本調査は、平成14年度から平成15年度の２
カ年に渡り実施する予定であり、平成14年度は中間
報告書としている。

２．既往の都市交通統計調査の整理

（１）概要
我が国で実施されている代表的な４つの都市交

通統計調査及び公共交通統計の概要を以下に示
す。
①　国勢調査

・統計法規：指定統計（統計法）
・対象機関：全手段
・旅行目的：通勤、通学
・最新実施年：平成12年
・調査周期：10年（大規模調査）
・調査方法：悉皆訪問調査

②　パーソントリップ調査（首都圏）
・統計法規：承認統計（統計報告調整法）
・対象機関：全手段
・旅行目的：全目的
・最新実施年：平成10年
・調査周期：10年
・調査方法：抽出訪問調査

③　道路交通センサス

・統計法規：承認統計（統計報告調整法）
・対象機関：自動車
・旅行目的：全目的
・最新実施年：平成11年
・調査周期：５年
・調査方法：抽出インタビュー調査（OD）

④　大都市交通センサス
・統計法規：承認統計（統計報告調整法）
・対象機関：鉄道、バス
・旅行目的：通勤、通学
・最新実施年：平成12年
・調査周期：５年
・調査方法：抽出アンケート（定期券）

悉皆調査（鉄道普通券）
抽出調査（バスOD）

⑤　都市交通年報
・統計法規：なし
・対象機関：鉄道、バス（一部）
・旅行目的：なし
・最新調査年：平成12年
・調査周期：毎年
・調査方法：交通事業者からの報告
これらの都市交通統計は、おのおのの統計とも、

共通調査項目がある一方、他の調査で計測されな
い独自の調査項目を持っており、相互に補完性が
ある。例えば、予測年次における公共交通の需要
量をみる場合、発生・集中量には、国勢調査が活
用され、該当する地域相互間の交通流動量・機関
別分担量を推計する場合は東京都市圏パーソント
リップ調査（以下ＰＴ調査という。）が活用され
る。さらに、鉄道の経路別流動量を推計する場合
には、大都市交通センサスが活用される。

（２）国勢調査と大都市交通センサスの比較（首都
圏）
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国勢調査は、平成12年に大規模調査が実施され
ており、通勤・通学時の利用交通機関を調査して
いる。大都市交通センサスの調査対象範囲におけ
る、国勢調査の集計結果と大都市交通センサスの
鉄道定期券利用者（通勤・通学目的）を比較する。

総鉄道利用者数は、ほぼ同程度となっているが、
国勢調査では、発生量に比べて集中量がやや多く
なる傾向がある。これは、調査対象圏域外から流
入する通勤・通学者が対象圏外へ流出する通勤・
通学者よりも多いためと考えられる。

（３）ＰＴ調査と大都市交通センサスの比較（首都
圏）
平成10年に調査が実施されたＰＴ調査と大都市

交通センサス（首都圏）を比較する。
①　対象圏域の比較

東京都市圏ＰＴ調査の対象圏域は、１都３県
と茨城県南部であり、茨城県を除いて都県単位
となっている。これに対し、大都市交通センサ
スの対象圏域は、１都７県におよぶが、圏域設
定に際しては、東京駅からの鉄道所要時間に依
拠にしていることから、基本ゾーン単位とし、
都県単位とはなっていない。
□　ＰＴ調査の調査対象圏域（市区町村数）：

東京都全域、神奈川県全域、千葉県全域、埼
玉県全域、茨城県南部（333市区町村）
□ 大都市交通センサスの対象圏域＊（市区町

村数）：
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、

栃木県、群馬県、山梨県（市区町村数：290）
＊大都市交通センサスの場合、対象県の全域が
対象とは限らない。

②　ゾーン数の比較
大都市交通センサスの対象ゾーン数は、1,607

ゾーンである。これに対し、ＰＴ調査の計画基
本ゾーンは595ゾーンであり、センサスが３倍
近く多い。ただし、小ゾーン数ではほぼ同程度
である。

□　ＰＴ調査の対象ゾーン数：
計画基本ゾーン　595、小ゾーン1648

□　大都市交通センサスの対象ゾーン数：
基本ゾーン　1607

③　公共交通機関交通量の比較
大都市交通センサスとＰＴ調査の鉄道交通量

を比較する。首都圏域全体の通勤・通学目的別

鉄道交通量は、大都市交通センサスが855万人/
日・片道、ＰＴ調査は746万トリップ/日となっ
ており、センサスの方がやや多くなっている。
これは、両調査の方法に違いによるものである。
すなわち、大都市交通センサスが、通常の通勤
行動を調査しているのに対し、ＰＴ調査がある
１日の通勤行動を調査していることから、実行
動を反映しているためである。なお、大都市交
通センサスが定期券利用者を対象としているの
に対し、ＰＴ調査では、利用券種を問わないこ
とから、共通乗車カード利用なども反映してい
るが、定量的な把握は今後の調査課題である。

④　地域相互間流動の比較
まず、東京都心地域の鉄道交通量を比較する。

それぞれの調査について、都心３区、副都心３
区、東京23区、中核都市である横浜市、さいた
ま市、八王子市、立川市への鉄道集中量をみる
と、いずれも大都市交通センサスの集中量の方
がやや多くなっている。これに対し、川崎市、
千葉市では、ＰＴ調査の交通量がやや多くなっ
ている。

次に、２つの調査の圏域全体相互間の地域ブ
ロック間交通流動量を比較すると、上述と同様、
主要な流動パターンはほぼ近似する傾向となっ
ている。

したがって、地域相互間の流動量の集計結果
について、２つの調査データとも相当程度の信
頼性を有しているというよう。

３．今後の政策課題と調査ニーズの検討

（１）検討の視点
大都市圏における公共交通は、自動車社会の進

展とともに、社会・経済情勢の変動に伴う影響か
ら、利用者の減少や利用実態の変化がみられるに
至り、特に鉄道交通については、これまで実施し
てきた輸送力増強施策の成果もあり、重要な社会
問題であったピーク時の混雑緩和が相当改善され
た状況になっている。

一方、環境問題、経済問題、高齢化問題などへ
の対応が新たな社会問題としてますます重要視さ
れてきたことに対応して、公共交通に対する利便
性・快適性の向上、利用の促進が新しい交通政策
課題としてとりあげられるようになり、公共交通
に求められるニーズが多様化してきている。
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これらの状況を背景に、今まで都市部への人口
集中に起因する交通混雑問題を最優先課題として
取り組んできた都市交通政策と、その施策を検討
するための基礎資料を提供してきた都市交通統計
調査は、政策ニーズ、調査ニーズが大きく変化し
てきていることから、既成の調査体系を見直す必
要性が求められる状況にある。

このような状況踏まえ、本調査では、今後必要
となる都市交通統計調査のニーズを抽出した。

（２）運輸政策審議会答申にみる政策課題
三大都市圏における公共交通網整備に関する政

策課題について、ここ20年の３大都市圏における
運輸政策審議会答申を整理すると次のとおりであ
る。
【首都圏】
答申第７号（昭和60年７月）
答申第18号（平成12年１月）
【中京圏】
答申第12号（平成４年１月）
【近畿圏】
答申第10号（平成元年５月）

これら４つの答申に共通する政策課題として、
まず、鉄道の混雑緩和があげられる。各答申では、
ピーク時最混雑時間帯における混雑率の目標値を
150％としており、答申18号では当面の目標とし
て、180％としている。この目標値に対しては、
中京圏、近畿圏において、概ね目標が達成された
と評価できる。しかしながら、首都圏については、
依然として目標値を達成できない区間が残ってお
り、継続課題として残されている。

そのほかの政策課題として、都市開発への対応、
大空港へのアクセス等があげられ、新たな施設整
備が提唱されていた。また、答申第18号では、新
たに、速達性向上、広域高速交通軸の整備、シー
ムレス化の課題が挙げられており、引き続き取り
組むべき課題として残されている。

（３）今後の政策課題と調査ニーズ
最新の運輸政策審議会での答申や、行政ヒアリ

ングの内容から、引き続き検討すべき政策課題と、
今後の公共交通に求められる新たな政策課題、な
らびに、調査ニーズを、次のように抽出した。
¡ 混雑の緩和

路線別の詳細時間帯別（15分～30分間隔程度）
駅間輸送量、輸送力、混雑率の把握

™ 都市開発への対応
地域間交通流動の変化、大規模開発地区関連

の交通流動の把握
£ 空港等特定施設アクセス

特定施設関連交通流動の把握、特定施設への
利用交通手段・経路の把握　

¢ 鉄道サービスの高度化
⇒§～•

∞ 地域発展に対応したネットワーク整備
交通手段別の流動状況の把握

§ 交通サービスのバリアフリー化
利用者が求める交通サービス内容の把握、利

用者が求める交通サービス水準の把握、バリア
フリー施設の現状把握、乗換施設の整備状況の
把握

¶ 交通サービスのシームレス化
乗換時間の把握、他モード間乗り継ぎ状況の

把握
• オフピーク時間の交通サービスの向上

時間帯別流動状況の把握、目的別・利用券種
別流動状況の把握、平日・休日別利用状況の把
握

ª 速達性の向上
地域間交通流動の把握、地域間移動時間の把

握
º 需要喚起

交通手段別交通流動の把握、利用者の利用意
向の把握、利用者の改善要望の把握　　　

４．新たな調査技術の整理

今後の調査体系のあり方を検討する上で、最新
の調査技術の動向について整理する。

本調査では、公共交通事業者、自動改札機等メ
ーカーに対するヒアリングにより、電子・通信技
術を活用したデータ収集方法について調査し、従
来の調査方法による調査費用の軽減を目指す視点
から、主として以下の視点から検討した。

（１）自動改札機データ
現在、鉄道事業者に導入されている自動改札

機により収集している交通流動に関する情報は
次のとおりである。
① 乗車券への書き込み情報：改札入場時に日

付、入場時刻、発駅コード、入場済コードを
記録
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② 出場時の読み取り情報：ＯＤ情報に関連す
るものとして、日付、発駅コード、券種区分

③ 自動改札機にストックされるデータ：券種
別、自線発駅別、連絡駅別の集計データ

④ 自動改札機データの保存方法：改札機内部
のメモリーに保存し、上位システムに送信

⑤ ＳＦカード等の場合の料金決定方法：乗
車、乗り継ぎ駅をもとに、運賃算出を行うル
ートを改札機側で割り出し、運賃を算出

⑥ 自動改札機データの転送方法：オンライン
により送信

⑦　集計可能な時間帯区分：10分程度
なお、ここで用いられている駅コードはサ

イバネコードであること、社内で必要とされ
るストックデータの内容は事業者において決
定し、詳細仕様を決定していること、乗り継
ぎ旅客に関し、券種別着時間帯別ＯＤの収集
が可能であるが、他社線からの乗り継ぎ利用
者に対しては、乗り継ぎ駅からの情報しか把
握できないことが課題として整理された。

（２）定期券発売機データ
一般的に、自動定期券発売機から収集できる

情報は、概ね次のとおりである。
①　定期券発売場所
②　定期券種別
③　乗車駅
④　降車駅
⑤　乗換駅（経由地）

したがって、発券ベースでの定期券ＯＤ情
報の収集は可能であるものの、時間帯別の把
握が困難である。

５．新たな都市交通統計調査の課題

（１）新たな調査体系の基本的な方向
調査体系の見直しに際しては、以下の方針を

考慮することとした。

① 量的データについては、調査精度・費用・
効率の点から自動改札機データの利用を想定
する。

② 自動改札機データで得られない質的な情報
（属性、移動地域間、端末情報、利用経路な
ど）については、サンプルを限定した利用実
態調査を標本とする。

③ 基本的には、定期券、普通券の両方を対象
とする。

④ 新たな調査課題やデータ精度の向上に対し
て、必要に応じて補完調査を実施する。

（２）調査の実施に向けた今後の課題
次回以降の新技術を想定した調査の実施に向

けて、今後の課題を整理すると次のようにまと
められる。
①　調査課題と調査ニーズの精査
②　調査対象・圏域の検討
③　新技術の動向把握
④　関連する交通調査との整合性
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１．調査目的

需給調整規制の廃止に伴う自由競争の促進によ
り、わが国全体としての効率性や産業の活力など
が向上することが期待されるが、地域によっては
生活交通の維持が困難となるなど、マイナス面の
影響も少なからず生じることが懸念される。

本調査は、こうした認識に立ち、規制緩和の円
滑な実施の為に求められる環境整備方策の検討に
役立てるため、需給調整規制の廃止から１年以上
を経過した旅客鉄道、国内航空および貸切バスの
各事業を対象として、規制緩和のプラス面・マイ
ナス面を地域別・主体別に捉えることを目的に実
施した。

２．調査の枠組み

実態調査の枠組みは以下のとおりとなってい
る。（図１調査の全体像を参照。）

（1）航空と新幹線とのモード間の競合（テーマ１）
規制緩和に伴う運賃自由化等により、航空と

新幹線とのモード間の競合状況に変化が生じた
と考えられることから、特に航空と新幹線の競
合が顕著な東京－大阪便を対象として影響の把
握を行った。

（2）国内航空分野における規制緩和の効果と影響
（テーマ２）

国内航空分野の参入・退出規制の緩和が国内
航空における事業者、隣接する地域、他モード
へ与える効果と影響について、航空事業者の新
規参入があった北海道、九州を対象として調査
を行った。

（3）離島交通における規制緩和の効果と影響（テ
ーマ３）

国内航空分野の参入・退出規制の緩和が、生
活交通としての役割を担っている離島航空路
線、離島旅客船航路に対し、地域にもたらした
効果と影響について那覇－慶良間間および那
覇－奄美間を対象として調査を行った。

（4）旅客鉄道事業における規制緩和の効果と影響
（テーマ４）

旅客鉄道事業の参入・退出規制の緩和が地方
鉄道路線、地域へもたらした効果と影響につい
て下北交通、加越能鉄道、のと鉄道、名古屋鉄
道、愛知環状鉄道の５路線を対象として調査を
行った。

（5）貸切バス事業における規制緩和の効果と影響
（テーマ５）

道路運送法改正により貸切バス事業者に及ぼ
した効果と影響を把握するため、新規参入事業
者等に対して参入等の動機、市場変化等につい
ての調査を行った。

（6）地域における規制緩和の効果と影響（テーマ
６）

47都道府県を対象としたアンケート等に基
づき、規制緩和の実施に伴う地域への効果と
影響と各自治体の取り組みについて調査を行
った。

３．交通産業に係る規制緩和の評価
以上の利用者、事業者や自治体へのアンケート

調査やインタビュー調査の結果より、交通事業者、
利用者、地域の各主体に応じた規制緩和の評価は
以下のとおりである。
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３－１ 都市間交通における主体別に見た規制緩和

の評価

（1）各主体への効果・影響

1）交通事業者への効果・影響

【需要の大きい地域】
＊需要の大きい地域には新規事業者が参入し

ている。これにより、競争が激化する。
＊この新規参入による競争に対応して、各事

業者とも運賃・料金の引き下げやサービス
の多様化などに取り組んでいる。より魅力
的な運賃・料金やサービスの提供、規制緩
和を生かした新しい商品の投入や新しい分
野の開拓などを行っている事業者は、多く
の利用者を獲得している。

＊空港ターミナル施設の利用環境などにおい
て新規参入事業者は同じ条件下での競争を
望んでいるが、今の状況を不公平とまでは
考えていない。

【需要の小さい地域】
＊減便や路線の廃止など、事業を縮小してい

る場合もある。

2）利用者への効果・影響

【需要の大きい地域】
＊新しいサービスや運賃・料金の低下など、

交通サービスの魅力が高まるため、利用者
の生活利便性は向上している。

＊料金体系やサービス内容が多様化している
ため、利用者は、多くの情報から選択をす
る必要が高まっている。

【需要の小さい地域】
＊利便性の高いターミナルが近接している場

合は、このターミナルを経由する交通サー
ビスの利用により、都市間交通の利便性向
上のメリットを享受している。

3）地域への効果・影響

【需要の大きい地域】
＊都市間交通の結節点となっている地域にお

いては、新規参入事業者の増加により、地
域の交通利便性・拠点性が向上している。

＊交通基盤の充実による交流の活性化などに
より、経済、文化等幅広い分野での地域の
振興が促進されている。

【需要の小さい地域】

＊拠点性に低いターミナルを有する地域で
は、事業者が拠点性の高い路線に重点を移
す中で、逆に減便や路線が廃止されるケー
スも見られる。

＊都市間交通の結節点に近接する地域では、
都市間交通の結節点を経由した交通サービ
スの魅力が向上するため、需要がシフトし、
自地域のターミナルの拠点性が低下する恐
れがあるため、資金面や利用促進などの取
組みが必要となってくる可能性がある。

３－２ 地域交通における主体別に見た規制緩和の

評価

（1）各主体への影響

1）交通事業者への効果・影響

【需要の大きい地域】
＊参入・退出規制の緩和により、新しい事業

者が新規に参入し、それにより競争が激化
している。

＊新規参入による競争に対応して、各事業者
とも運賃・料金の引き下げやサービスの多
様化などに取り組んでいる。より魅力的な
運賃・料金やサービスの提供、規制緩和を
生かした新しい商品の投入や新しい分野の
開拓などを行う事業者は多くの利用者を獲
得している。

【需要の小さい地域】
＊参入・退出規制の緩和により、事業者は、

これまで内部補助で維持してきた赤字路線
を廃止する可能性がある。

2）利用者への効果・影響

【需要の大きい地域】
＊新規参入による競争に伴い、運賃・料金の

低下やサービスの多様化が図られ、交通コ
スト負担の軽減と交通利便性の向上が図ら
れている。

【需要の小さい地域】
＊路線が廃止されるか、あるいは地元支援に

より維持されるケースがある。どちらの場
合も収益の改善のために運賃・料金の値上
げや減便がなされる場合があり、利用者の
負担が増加し、生活利便性が低下する恐れ
もある。また、廃止に至った場合、高齢者
や学生など交通弱者への影響が大きい。
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＊鉄道路線を廃止し、代替交通としてバスを
導入した事例では、輸送頻度や乗降可能箇
所数の面で、同等以上の利便性が確保され
ているケースもある。しかし、地域住民へ
のアンケート調査では、「鉄道の廃止後の
他の交通機関の利用コストは鉄道と比較し
て大幅に上昇した。」という結果もある。

3）地域への効果・影響

【需要の大きい地域】
＊新規参入による競争に伴い、運賃・料金の

低下やサービスが多様化し、地域振興の向
上が図られる。

【需要の小さい地域】
＊事業者が撤退することにより、路線が廃止

される。これを維持しようとする場合、地
方自治体により財政支援等を行って維持し
ている。

＊廃止する場合、代替交通を導入して地域の
生活交通を確保することになるが、多くの
場合、地元負担が新たに発生している。

＊交通サービスの利便性が低下することに伴
い、交流の停滞・地域イメージの悪化等、
地域振興に影響を与える懸念があるとされ
ている。

＊こうした影響に対し、地域の生活交通確保
に対する都道府県や市町村、地元民間団体
等に期待される役割が大きくなっており、
地方自治体は関係者とともに地域協議会を
組織して取り組んでいる。

報告書名：「規制緩和後の交通事業者の動向と地域
への影響」

報告書目次：
序　調査の目的
Ⅰ　規制緩和の経緯と内容

１．国における規制緩和の取組み
２．国内航空、旅客鉄道、貸切バス、国内旅客船

事業における規制緩和の内容
３．規制緩和後における交通事業者の動向

Ⅱ 規制緩和後の交通事業者の動向と地域への影響
テーマ１：航空と新幹線とのモード間の競争

１．シャトル便利用者の利用動向について

テーマ２：国内航空分野における規制緩和の効果と
影響

１．新規参入の経緯と事業動向
２．新規参入による地域（空港）間競合
３．新規参入による他のモードに与える影響
４．羽田―新千歳便利用者の利用動向
５．航空運送事業者の規制緩和に関する評価

テーマ３：離島交通における規制緩和の効果と影響
１．事例１；那覇―慶良間群島
２．事例２；那覇―奄美線

テーマ４：旅客鉄道事業における規制緩和の効果と
影響

１．事例１；下北交通大畑線
２．事例２；万葉線
３．事例３；のと鉄道七尾線穴水―輪島間
４．事例４；名古屋鉄道三河線
５．事例５；愛知環状鉄道
６．鉄道事業者の規制緩和に関する評価

テーマ５：貸切バス事業における規制緩和の効果と
影響

１．規制緩和による新規事業者及び既存事業者へ
の効果と影響

２．退出事業者に与えた規制緩和の効果と影響
３．貸切バス事業者の規制緩和に関する評価

テーマ６：地域における規制緩和の効果と影響
１．都道府県アンケートの概要
２．調整・協議組織の設置状況
３．規制緩和に伴う地域への効果と影響
４．交通事業者に対する支援状況
５．今後の方向性等
６．規制緩和が地域に及ぼす効果と影響

Ⅲ　交通産業に係る規制緩和の評価
１．交通産業に係る規制緩和の評価の考え方
２．都市間交通における主体別に見た規制緩和の

評価
３．地域交通における主体別に見た規制緩和の評

価
４．まとめ

【担当者名：藤田哲男、深作和久】

【本調査研究は、日本財団の助成を受けて実施した
ものである。】
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１．調査の背景及び目的

（1）調査の背景

平成９年１月に日本海で発生したナホトカ号
の事故を教訓として、老朽船による油流出事故
の再発防止を図るため、わが国は寄港国による
外国船舶の監督（PSC：Port  State Control）の
強化等様々な防止策を提案し、国際海事機関

（IMO）で採択されてきた。また、平成11年12
月にフランス沖で発生したエリカ号による油濁
事故により、欧州諸国をはじめ国際的に環境保
護のためにも安全対策強化の必要性が認識さ
れ、国際基準に適合していない船舶（サブスタ
ンダード船）の排除やタンカーに対する安全基
準の強化等の対策が、IMOにおいて審議されて
きている。近年の動きとして、海事産業全体の
レベルアップを図ることを目的とする、クォリ
ティシッピングについての関心が高まってきて
いる。

このような中、平成14年１月に東京で開催さ
れた「交通に関する大臣会合」において、「海
洋汚染防止」が主要議題の一つとして議論さ
れ、国際条約の実施やサブスタンダード船の排
除等について、国際協調のもとでの一層の対策
の推進を内容とする大臣共同声明が出されてい
る。

（2）調査の目的

海洋汚染防止に向けたサブスタンダード船の
排除・抑制のための方法として、安全基準の強
化等に加え、インセンティブ手法がある。この
手法は、一定基準（安全、環境に関する国際基
準や一定の評価基準）を満足した船舶に対し優
遇措置であるインセンティブを付与すること

や、逆に基準を満足しない船舶に対してはディ
スインセンティブを与えることなど、様々な施
策を組み合わせ国際協調のもとで総合的に取り
組む政策手法であり、船主等が自発的に安全性
や環境保護の水準を向上することが期待され、
海洋汚染防止にとって極めて重要であると考え
られる。

本研究では、これまであまり取り上げられて
いなかったインセンティブ手法に着目し、各種
インセンティブ手法の実例調査、新たな手法お
よびその実現可能性等の検討について平成13～
14年の２ヵ年計画で行うこととしている。

２．インセンティブ手法の実態調査

大臣会合関係国を対象に質問票による調査を行
い、各国のインセンティブ手法実施例について、
情報を収集した。

（1）調査方法

「交通に関する大臣会合」関係各国の海事当
局担当者へ３項目からなる質問票をＥメール及
びFAXにより送付し、回答を求めた。

（2）回答状況

合計15件の回答を得た。質問票の送付数と回
収数は次のとおり。
送付数：23；大臣会合関係国22ヵ国及びEU（欧

州連合）
回収数：15；オーストラリア、カナダ、デンマー

ク、EU、フィンランド、ドイツ、韓国、オランダ、
ノルウェー、シンガポール、スペイン、スウェーデ
ン、イギリス、アメリカ、日本
未回収：８；オーストリア、ベルギー、フランス、

ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブル
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（3）回答概要

質問票の３項目毎に各国からの回答概要を次
に示す。
①　インセンティブ手法実施状況

回答のあった15ヵ国中14ヵ国で、何等かの
インセンティブ手法が実施されていた。国別、
項目別では24の手法があり、内訳は、クオリ
ティシッピング促進のインセンティブが14、
サブスタンダード船排除のディスインセンテ
ィブが12であった。

実施中：14；オーストラリア、カナダ、ＥＵ、フ
ィンランド、ドイツ、韓国、オランダ、ノルウェー、
シンガポール、スペイン、スウェーデン、イギリス、
アメリカ、日本
未実施：１；デンマーク
②　手法導入の検討状況

インセンティブ手法の導入について、調査
中、研究中等を含め11の国が検討を行ってい
る。パリMOUでは、具体的なプロジェクト
としてQUALSHIP21に倣った報奨制度が検討
されている。

検討中：12；オーストラリア、カナダ、デンマー
ク、ＥＵ、フィンランド、ドイツ、韓国、オランダ、
シンガポール、スウェーデン、イギリス、日本
未検討：３；ノルウェー、スペイン、アメリカ
③　インセンティブ手法の研究機関等

インセンティブ手法について調査又は研究
を行っている機関又は研究者を尋ねたとこ
ろ、複数の国が同じ研究機関や研究者を回答
してきた事もあり、研究機関・研究者につい
て６件、報告書等の紹介が３件あった。

情報あり：７；オーストラリア、デンマーク、ド
イツ、ノルウェー、シンガポール、イギリス、日本
情報なし：８；カナダ、EU、フィンランド、韓

国、オランダ、スペイン、スウェーデン、アメリカ

３．既存インセンティブ手法の目的と分析

（1）インセンティブ手法導入の背景と定義

①　背景及び基準の関係

海洋汚染の防止については、船舶の安全性、
運航、排出基準等に関する多くの国際条約が

締結され、船舶の条約基準遵守について旗国
及び入港国が監督する体制で行われてきてい
る。規制基準の作成、改正強化及び実施によ
り事故及び海洋汚染の減少を目指している
が、条約上の基準（スタンダード）を満たし
ていない「サブスタンダード船」は跡を絶た
ず事故等の原因となっている。このような認
識を基本に近年注目されているのが「クオリ
ティシッピング」の促進である。悪い方ばか
りに目を向けることや、ぎりぎりのところで
基準さえクリアすればよいということでな
く、サブスタンダード船を排除しつつ海事産
業全体としてのレベルアップを図ることを目
的とした動きであり、1996年頃から国際的な
フォーラムやセミナーにおいて議論され始め
ている。

このような背景からインセンティブ手法は
基本的に、国際基準（スタンダード）を満足
しているだけでなくより良いものの促進を目
指すものであると考えられる。
②　インセンティブ手法の定義

インセンティブ手法に関しては条約等によ
る国際的統一は行われていないこともあり、
明確な定義は見当たらない。本研究の質問票
においてはインセンティブ手法について、ク
オリティシッピング促進又はサブスタンダー
ド船排除等を目的とする何等かの優遇措置又
は不利益待遇として、既存事例を示しつつ回
答を求めた。

また、インセンティブ手法としてインセン
ティブとともにディスインセンティブも含め
ている。「ディスインセンティブ」という語
は一般的ではないが、優良なものを優遇する
インセンティブの反対の概念として、優良で
ない対象に対する不利益取り扱い措置の意味
で用いている。

（2）既存インセンティブ手法の分析

① インセンティブ及びディスインセンティブ

スウェーデンの環境差別化航路・港湾料金
では、NOx、硫黄排出の多寡により段階的に
差がつけられ優良なものは優遇され優良でな
いものは不利益待遇を受けるため、一概にイ

－2－



ンセンティブかディスインセンティブかは言
い切れない。また、フィンランドの油濁防除
金は、「全貨物倉二重船底に不適合の油タン
カーで輸送した場合２倍額徴収」とされてい
るが、二重船底タンカーは相対的に半額とな
るため、いずれを基準に考えるかによりどち
らにも解釈可能である。

アメリカのQUALSHIP21は、優良船舶への
PSC検査軽減制度だがPSC検査実施であるタ
ーゲティング制度と対をなし、全体として
PSC検査を手段としたインセンティブ手法の
一つの制度と見ることも可能である。
②　経済的手段、検査及びその他

経済的手段は各種料金及び税金でインセン
ティブとして減額対象とされる入港料、航路
料金、トン数税、ディスインセンティブでは
再検査費用、油濁防除課金がある。

その他の手段として、名誉的とも言える取
り扱いがある。QUALSHIP21では全ての対象
船舶に対し認定書の発給と、USCGのPSCホ
ームページ上への船舶名掲載を行っており、
優良船舶であることが第三者にもわかる仕組
みとなっている。
③　段階的インセンティブ付与

付与されるインセンティブは１種類のもの
が多いが、環境差別化の名称のものはインセ
ンティブが段階的に付与される。それぞれ対
象をいくつかの要素で段階的に区分し、その
程度に応じてインセンティブ付与の内容が段
階的に変化するものである。

ノルウェーの環境差別化トン数税では、環
境要素の点数に応じて10段階に区分されてお
り、スウェーデンの環境差別化航路・港湾料
金では、NOx排出量に比例して単価が連続的
に変化する。
④　制度運営者及びインセンティブ提供者

制度の運営者は、基本的にインセンティブ
を提供する者である。PSC検査、船舶検査等
に係るインセンティブ制度は検査権限を有し
ている政府の運営、港湾関係の料金等は港湾
管理者等の料金徴収主体である。

例外的なのはGreen Awardで、認定及び
制度全体の運営管理はオランダロッテルダム

港にあるGreen Award財団という民間主体
が行い、インセンティブを提供するのはこの
制度に参加する各国港湾及び民間サービス団
体で、運営者による認定と提供者が別という
制度である。

４．今後の課題

（1）実施例の検証

今回検討した各論点をもとに、実施例を検証
する予定である。具体的には、制度資料及び統
計情報の入手、関係者ヒアリング等により、各
国のインセンティブ手法の基本的考え方、経緯、
課題、効果に関する認識等を確認する。

（2）政策提言の方向

本研究の目的としている政策提言では、モデ
ル的インセンティブ手法を提案することとして
おり、制度の目的、前提となる諸条件の整理、
対象の属性及び特定方法、インティブ付与の手
段、効果の予測、制度運営の主体及びコストを
含めたものとする。

（3）制度設計の留意点

①　各国制度との関係

インセンティブ手法は、強制的な規制とは
異なり条約等による国際的統一はなじまない
面もあると考えられるが、対象となる船舶側
の負担を勘案する観点が必要である。
②　自由貿易原則等との関係

特定船舶に対する優遇に関しては、サービ
ス貿易に関するWTO協定のルールである最
恵国待遇（MFN）に合致するか検証する必
要がある。同協定の海運分野への適用は現在
基本的に留保されているが、MFNは最も基
本的なルールであり違反することは避けなけ
ればならない。WTOの次期ラウンド交渉に
おいて、海運分野への協定適用に向けた検討
が推進されていることを念頭に置く必要があ
る。

報告書名：
「海洋汚染防止」国際共同研究プロジェクト
（資料番号130044）
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１．事業の目的

地球温暖化問題の原因のひとつである温室効果
ガス（二酸化炭素）の自動車からの排出量は、世
界中で年々増加している。先進各国は様々な対策
を試みているが、国際的な取り組みは未だ十分と
は言えない状況にある。

こうした中、平成14年１月には、「交通に関す
る大臣会合」が世界20ヵ国余の参加により東京で
開催され、共同声明においては、「都市における
交通と環境」を対象として「政策立案に資する情
報、グッドプラクティス、知見を共有することの
重要性の認識及び情報等の共有を容易にするため
の国際共同プロジェクトの実施」が位置づけられ
た。

本プロジェクトは、研究者間の国際ネットワー
クを活用することによって、都市交通施策が環境
改善に及ぼす影響の調査、及び、各国における効
果的な政策形成を支援するシステムの構築につい
て、平成13～14年度の２年計画で実施することを
目的としている。

２．CUTEプロジェクト

CUTE（The Comparative study on Urban
Transport and the Environment）プロジェクト＝
都市交通と環境に関わる比較研究

（1）背景と目的

1997年に開催された地球温暖化防止会議では
「京都議定書」が採択され、主要国の各々につ
いて温室効果ガスの削減量が決められた。以後、
地球温暖化問題に対して国際的な取り組みが
徐々に行われ始めているが、交通に関しては世
界的枠組みでの取り組みは未だ行われていな

い。
温室効果ガスには様々な種類があるが、中で

も二酸化炭素は大きな割合を占めており、一方
で、交通部門の二酸化炭素排出量は年々増加し
ている。

こうした中、先進各国が互いに協力体制を築
き、開発途上国も対象として実態分析及び削減
対策に取り組むことは、地球環境問題に対し効
率的なアプローチになり得る。先進国の交通に
起因した局地環境改善の経験のレビューは、温
室効果ガスの排出削減と途上国の局地環境改善
に資するものである。

以上より、下記を目的として本プロジェクト
を実施した。
① 研究と政策開発のための交通と環境に関す

る、都市及び国レベルの関連データ収集・整
理・比較

② 参加諸国における経験に基づく政策形成へ
のインプリケーションの整理

③ 今後のさらなる研究・開発に向けた専門家
ネットワークの形成

④　国際的レベルにおける政策調整の検討
⑤　世界の市民に向けて問題の深刻さを公表
⑥　研究と実践のための知識ベースの構築
⑦ 交通と環境のための資金の理論的根拠の支

援

（2）研究対象

対象交通機関：自動車を中心とした都市内交通
機関

対象環境　　：地球環境及び局地大気汚染
対象国　　　：先進国及び途上国
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（3）比較対象都市

フランス　　リヨン
ドイツ　　　カールスルーエ
日本　　　　名古屋、仙台
イギリス　　リーズ
アメリカ　　ロサンジェルス

３．国際比較分析のためのデータ収集

本プロジェクトでは、交通に起因する環境問題
に関する国際比較を進め、それらをまとめるため
のデータ収集を目的に以下のアンケート調査を実
施した。

①　各国が保有する基礎的データの整備状況
② 各国で実施された交通施策の状況とグッド

プラクティス
③　交通に起因する環境問題の歴史的経緯

（1）質問票

質問票は以下の４つに分かれ、順に質問内容
が詳細になるような段階的な設計とした。
ＱⅠ〔全体把握〕交通起源の排出汚染状況と問

題全体の俯瞰
ＱⅡ〔状況把握〕焦点を環境汚染の部分に絞っ

て排出・汚染の現況と今後の
動向の評価と比較

ＱⅢ〔因果概括〕排出・汚染の原因となる要素
や対策実施状況の概括を行
い、環境影響の発生メカニズ
ムを明らかにする

ＱⅣ〔詳細検討〕原因・対策の詳細チェック及
びクリティカルパスの把握を
行う

これらにより、膨大な数のジャンルに及ぶ環
境対策の実施状況を網羅的に確認し、弱い部分
を見つけ出すことで、各国・都市に必要な対策
を提案することを目指した。

（2）詳細項目

質問票に記載された詳細な質問項目は以下の
とおりである。

・交通部門からの二酸化炭素排出量の傾向
・交通量の傾向
・環境に関わる交通政策の傾向
・京都議定書に対する特別な対策

・環境改善のための交通施策評価手法
・各排出物質に対する環境悪化に関する評価
・GDPの何％が交通に関する環境保全に分配

されているか
・交通部門からの二酸化炭素排出量の推定方

法
・推定モデルに関連のある排出ガスの要素
・大気汚染ガスの計測方法
・ガソリン販売量の推移
・軽油販売量の推移
・ガソリン価格の推移
・軽油価格の推移
・ガソリン中に含む鉛削減施策
・燃料消費削減に関する規制や施策の概要
・燃費効率の改善施策
・大気基準の概要
・低公害自動車の利用を推進する施策
・車検制度
・環境改善のための道路改良施策
・環境改善のためのTDM
・ITSの実施状況
・環境改善のために導入されたバスシステム
・環境改善のために導入されたLRTシステム
・交通ターミナル機能の改善
・交通量制限等の施策
・自動車の取得制限や保有制限
・駐車制限
・効率的な自動車利用に関する施策
・都市拡大抑制施策
・自動車所有者数の推移
・自家用車台数の推移
・車両属性別の自動車保有台数
・自動車税制（取得段階、保有段階、利用段

階）
ほか

４．都市環境診断システムの構築

既存のエキスパートシステム（ECOTRA）を活
用し、これを質問票に対応した形に再構築するこ
とにより、交通に起因する都市交通の調査・診
断・対策立案のためのシステムを構築する。

（1）ECOTRAシステムの概要

〈経緯〉
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平成５～10年度、旧運輸省が実施した「開発
途上国交通公害対策協力計画」（エコ・トラン
スポート協力計画）をサポートするため、「日
本における交通公害の経験を開発途上国にどの
ように適用するか」を調査目的として、プロジ
ェクトが実施された。

〈目的〉
対象都市における交通公害の現状を把握し、

対策メニューをシステマティックに提示するこ
と。

〈基本思想〉
「人間ドック」の方法論を適用し、問診、検

査、診断、処方、（治療）の流れとなるよう設
計した。また、想定利用者は、交通公害対策に
経験の浅い都市交通専門家の使用を前提とし
た。このため、形式は、GUI（Graphical User
Interface）型エキスパートシステムとし、蓄積
したデータをもとに対話型で進むシステムとし
た。

〈調査・診断プロセス〉
本プロジェクトは、途上国大都市を対象とし

ているため、交通公害の現状に関するモニタリ
ングと現状分析の方法が重要である。そこで、
現地調査による経験を踏まえ、簡便な標準測定
方法を用いた。

（2）システムの再構築

〈システム活用の考え方〉
ECOTRAシステムのコンセプトである「人間

ドック」の方法論などは本プロジェクトが扱う
問題に対しても非常に有効である。このため、
ECOTRAシステムの考え方をベースとした、先
進国大都市の大気汚染・温暖化ガス排出状況調
査と対策立案に関する国際的共通プラットフォ
ーム（発展型ECOTRAシステム）を、インター
ネット上に構築する。

〈システム再構築の方針〉
ECOTRAシステムは、途上国大都市の環境問

題として大気汚染を扱い、都市内での政策実施
優先度を明らかにして実施メニューを提案する
ものであった。このため、発展型の同システム
では地球規模環境問題への対応や、都市間での
施策優先度比較といった用途に適用可能なよう
に各項目を再構築する。

５．交通環境改善のための資金

本プロジェクトでは、交通分野における地球環
境問題の解決策の一つとして「交通環境改善基金」

（Fund for Environmentally Sustainable Transport
initiative, FEST）という形で、環境と交通のため
に必要な資金について検討した。

（1）国際的合意の重要性

環境資源は地球規模で共有される公共財の性
格を有するため、市場や単独の国家の法律では、
環境資源の価値を価格へ十分に反映することが
できない。環境資源の保護は、国際的な合意が
成立した場合においてのみ可能となる。

（2）国際的システムの重要性

一部の先進国では、低公害車等の技術開発な
どが進んでいるため、投入費用に対して環境負
荷削減の大きな効果は期待できない。一方、途
上国では環境改善の余地が多く残されていると
共に、今後の都市交通需要の増大が確実である。
このため、先進国に比較し、投入費用に対し多
くの環境負荷抑制が期待される。

また、途上国にとっては、地球規模の環境問
題は自国の開発利益には直接結びつかないこと
から、環境負荷削減施策を促進するためには費
用の支援が必要である。

以上は、途上国の環境負荷削減対策に資金を
使用する国際的なシステムを設立することによ
って実現が可能となる。

（3）基金の重要性

国際的なシステムは、以下の点から基金のよ
うな形で運営することが適切である。

・地球規模で集めた資金の受け皿
・当該資金を交通環境改善のための特定財源

として用いる必要性
・環境対策は長期にわたるため長期間の収支

状況等を考慮に入れた運営

（4）資金の調達方法

国際的な基金を新たに設立する場合、資金調
達方法は、各国政府による義務的拠出金、各国
政府による任意拠出金、寄付金の三案が考えら
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れる。
本基金を汚染者負担原則に基づき設立された

ものとすると、各国政府による義務的拠出金と
するのが適切である。しかし、義務的な資金提
供の仕組みを構築するのは非常に困難であるこ
とを踏まえると、各国政府による任意拠出金と
することも考えられる。また、寄付金の場合は、
集め方、各国への配分方法等の工夫によって、
相当規模の資金を集めることが可能と思われ
る。加えて、既存資金の活用も考えられる。

６．今後の課題

平成14年度調査においては、国際委員の協力を
得ながら、以下の課題を実施する予定である。
① 質問票の回答に基づいた、環境と交通に関す

る知識データベースの構築
②　システムの再構築の実施
③　グッドプラクティクスの提案
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１．調査目的

本調査は、速達性等の高度な物流品質が要求さ
れる航空貨物輸送分野において、個別の貨物単位
でのRFID（Radio Frequency Identification：無線
利用による移動体の自動認識）技術の活用を研究
対象とし、RFID技術の国際標準化の動向や今後
の技術的発展性を把握し、物流事業者のニーズを
ふまえた航空貨物情報システムのモデルを構築、
さらに、構築したシステムモデルの利用を図るう
えでの課題と普及推進のための方策等について検
討を行うものである。

２．航空貨物輸送業務の現状と課題

現行の航空貨物輸送業務の現状を把握するため
に、荷主、航空フォワーダー、航空会社を中心に
物流フローの調査を行った。その中で物流効率化
の観点から改善余地のある業務と個別貨物情報管
理の効率化ツールとしてRFID技術の活用が可能
な業務を抽出した。その業務の多くにおいて個別
貨物の管理がバーコードを活用して各会社ごとに
行われている状況が明らかになり､バーコード読
取作業や付加情報の入力工数、低いバーコード読
取り精度、個別貨物への情報記録ができない等の
課題を抽出整理した。

３．航空貨物輸送事業者のRFID技術に対す
るニーズ

航空貨物輸送事業者が、RFID技術に対してど
のような期待を持っているのかを調査した。貨物
が大量にある場合でも自動的に一括情報入力がで
きる等の貨物情報入力の省力化に対する期待や危
険品貨物の厳密な管理に対するRFID技術への期
待等をニーズとして整理した。

４．RFID航空貨物情報システムモデルの検
討

RFID航空貨物情報システムモデルとして、バ
ーコードの代替手段としてRFIDタグを活用し、
読取作業の省力化を図る「バーコード代替モデル」
と、RFIDタグの航空貨物輸送事業者等の危険物
チェックの実施状況を記録し、航空機搭載前等に
チェック洩れがないかどうかを確認する「危険物
チェック洩れ確認モデル」の２つを提示した。

（次ページ参照）

５．課題と普及方策

RFID航空貨物情報システムを実現するために
は、視認性の確保、輸入貨物におけるRFIDタグ
の貼付負担、危険物の認識洩れの削減、RFIDタ
グの価格、RFIDの使用方法の工夫、他機関との
連携の必要性、事業者間の貨物管理番号体系の非
統一性・非整合性などが、課題として指摘できる。

RFID航空貨物情報システムの普及方策として
は、RFIDタグ組込型帳票類の開発、RFIDタグの
価格引下げおよび性能向上、税関のＸ線検査にお
ける適用、貨物管理番号体系の統一化・整合化の
推進などがあげられる。
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RFID航空貨物情報システムモデル例

○　バーコード代替モデル

バーコード読取作業をRFIDタグの読取作業

に代替する。輸出貨物のケースでは、航空フォ
ワーダーが個別貨物にRFIDタグ付の貨物票を
貼付し、タグに航空フォワーダーの貨物管理番
号等を入力し、各事業者の輸出貨物の荷役に用
いる。
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輸出許可

倉庫

航空会社

入庫予定

入荷検査

入庫／検量自動登録
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蔵置

輸出者

貨物票貼付
（貨物管理番

号読取）

出荷案内 出庫登録 搬入

車両

集荷指示

完了登録

貨物票作成
（RFID）

搬入確認

輸出申告

営業所

集荷
指示

入庫報告

出荷指示

出荷案内

通関手続指示

配車登録

入荷確認自動
照合（貨物管
理番号読取）

出庫自動登録
（貨物管理番号読取）

検量

搬入自動登録
（貨物管理番号読取）

搬出確認

搬出自動登録
（貨物管理番号読取）

航空ﾌｫﾜｰﾀﾞｰ

混載仕立登録

航空機搭載

一時保管

ﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌﾟ情報登録

輸出依頼

集荷

（貨物管理番
号書込）

：ＲＦＩＤ書込み

：ＲＦＩＤ読取

搬出

保税
蔵置場

ﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌ情報自動登録
（ＵＬＤ番号書込・読取）

空港上屋搬入

貨物内容のチェック

受託

入庫登録

ＵＬＤﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌﾟ

出荷準備

　　 ：ＲＦＩＤ貼付

通関

○　危険物チェック洩れ確認モデル

RFIDを用いて航空貨物輸送事業者等の危険
物チェック（例、危険物貨物の包装やマーキ

ング、ラベル表示、輸送容器への積込みが、
ＩＡＴＡの危険物規則書で定める通り行われ
ているかどうかのチェック）の実施状況を再
認する工程を追加する。

航空ﾌｫﾜｰﾀﾞｰ
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１．調査目的

全国貨物純流動調査は、全国の貨物流動の実態

を荷主側から捉え、総合的な輸送施設整備計画等

の策定に資する統計データを蓄積することを目的

として昭和45年度に第１回調査を実施して以来、

５年ごとに調査を実施している。

平成12年度には、第７回調査の初年度として、

実態調査を行った。平成13年度は、これらのデー

タを用いて、解析作業を行うとともに、過去の調

査結果との比較を行うことにより、近年の貨物輸

送の実態に関する分析を行った。

２．実態調査について

本調査は、荷主企業を対象とし、鉱業・製造

業・卸売業・倉庫業を対象としている。実態調査

は、年間の出入荷量及び輸送傾向を把握するため

の「年間輸送傾向調査」と詳細な貨物の流動を把

握するための「３日間流動調査」から構成されて

いる。

「年間輸送傾向調査」では、平成11年の暦年１

年間における品類別出入荷重量、輸送機関別利用

割合、出荷先地域別重量割合、出荷波動（月別・

曜日別）、利用施設などについて調査をしている。

また、「３日間流動調査」では、平成12年10月

17日～19日の３日間における流動実態として、出

荷１件ごとの出荷品目、荷受人業種、届先地、重

量、利用輸送機関、輸送経路、所要時間などにつ

いて調査を行っている。

本調査は、サンプル調査として実施しており、

調査対象として抽出した事業所数は、約６万７千

事業所であり、調査の結果このうち約２万６千事

業所分のデータを集計対象として全体貨物量（母

集団）推計を行っている。

３．調査分析結果

ここでは、紙面の都合から、全国貨物純流動、

代表交通機関別にみた流動量、出荷一件あたりの

貨物量、物流の原単位（製造業）の解析結果につ

いて取りまとめる。

３－１　全国貨物純流動量

母集団推計の結果、全国貨物純流動量（年間

出荷量）は、約33億トンであった。95年調査と

比較すると7.1％の減少となっている。また、産

業構成をみると、製造業が61.2％で最大となっ

ており、以下、卸売業16.9％、鉱業14.0％、倉

庫業7.9％の順となっている。

年間出荷量の品類構成をみると化学工業品が

37.5％と最も大きなウエイトを占めており、以

下、鉱産品24.9％、金属機械工業品15.6％の順

となり、この３品類で年間出荷量全体の78.0％

を占めている。
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図１　産業別年間出荷量

図２　品類別年間出荷量

３－２　代表交通機関別にみた流動量

代表交通機関別の年間出荷量をみると、営業

用トラック52％、自家用トラックの30％となっ

ており、全体出荷量の82％が代表交通機関とし

てトラックを利用している。一方、輸送距離帯

別にみると輸送距離が長距離化するほど海運の

シェアが高まる傾向にある。

図３　年間出荷量の代表機関別シェアの推移

３－３　出荷一件あたりの貨物量（流動ロット）

３日間調査の流動量は、重量2,769万トン、件

数1,596万件となっている。流動ロットは、1.73

トンとなっており、過去からの推移をみると減

少傾向にあり、貨物の小口化が進んでいること

がうかがえる。また、流動ロットの構成を件数

ベースでみると、0.1トン以下の貨物が64％を占

めている。過去からの推移をみると、0.1トン以

下の貨物の占める割合が拡大しており、これが、

流動ロットの減少に結びつく結果となっている。

図５　流動ロットの推移

（３日間調査　単位：トン／件）
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３－４　物流の原単位（製造業）

物流の原単位は、一定の売上(出荷額等)、労

働力などに対して発生する貨物量の基準とな

る。製造業の出荷額１万円あたり出荷量は69kg

であり、過去からの推移をみると、出荷原単位

は減少傾向にあり、貨物の高付加価値化が進ん

でいるといえる。また、製造業の従業者１人あ

たり年間出荷量は215トン、１事業所あたり年

間出荷量は5,846トンで、いずれも出荷原単位は

増加傾向にある。

図６　製造出荷原単位

４．おわりに

本調査結果は、貨物流動について全国ベースで

捉えており、５年ごとの時系列比較も可能である

ことから、全国各地域における港湾計画・道路計

画といった物流に関する施設計画等の施策立案に

かかる基礎資料として有効である。本調査で得ら

れたデータが多方面に広く活用されることが望ま

れる。
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１．調査の目的

大都市交通センサスは、首都圏、中京圏、近畿
圏の三大都市圏において、鉄道、バス等の大量公
共輸送機関の利用実態を調査し、各都市圏におけ
る旅客流動量や鉄道、バス等の利用状況（利用経
路、乗り換え関係、端末交通手段、利用の時間帯
分布等）を把握するとともに、人口の分布と輸送
量との関係、輸送需要構造等の分析を行い、三大
都市圏における公共交通政策の検討に資する基礎
資料を提供することを目的に実施するものであ
る。

２．調査体系

第９回大都市交通センサス調査は、鉄道利用者
等を対象とした「鉄道利用者調査」と、バス・路
面電車利用者等を対象とした「バス・路面電車利
用者調査」の２つに分かれ、両調査においてさら
に以下の①～⑨の実態調査を実施した。

（1）鉄道利用者調査

①　鉄道定期券利用者調査
定期券利用者アンケートによる行動実態を

含むOD調査
②　鉄道普通券調査

鉄道事業者の自動改札機データまた着券に
よるOD調査

③　鉄道輸送サービス調査
事業者アンケートによる供給輸送力の調査

（2）バス・路面電車利用者調査

④　バス・路面電車定期券利用者調査
定期券利用者アンケートによる行動実態を

含むOD調査

⑤　バス・路面電車OD調査
バス・路面電車事業者によるOD調査

⑥　系統別輸送サービス調査
事業者アンケートによる系統別供給輸送力

の調査
また、本調査に関連して、当機構が主体とな

り、以下の３種類の調査を実施した。
⑦　鉄道利用実態調査

鉄道利用者アンケートによる行動実態（属
性、目的、経路、時間等）調査

⑧　バス利用実態調査
バス利用者アンケートによる行動実態（属

性、目的、経路、時間等）調査
⑨　乗換え施設実態調査

現地踏査による鉄道駅の乗換え時間・乗換
え距離等の調査

３．調査結果の概要

（1）三大都市圏における鉄道利用者数の動向（鉄

道定期券、鉄道普通券）

①　首都圏
首都圏における鉄道利用者の総数は5,071万

人/日・往復であり、定期券利用が69.8％、普
通券利用が30.2％を占めている。平成７年と
比較すると、定期券利用は1.4％減少している
が、普通券利用は6.3％増加しており、新線開
業による利用増も含めて、全体では0.8％の増
加となっている。この10年間では、定期券が
減少し普通券が増加しており、定期券から普
通券利用へシフトしている傾向がみられる。

②　中京圏
中京圏における鉄道利用者の総数は420万

人/日・往復であり、定期券利用が68.5％、普
通券利用が31.5％を占めている。平成７年と

－1－
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比較すると、定期券、普通券とも減少してお
り、特に定期券の減少が大きい。

③　近畿圏
近畿圏おける鉄道利用者総数は、1,995万人

/日・往復であり、定期券利用が67.2％、普通
券利用が32.8％を占めている。平成７年と比
較すると、定期券利用は5.8％減少し、普通券
利用は6.4％増加しているが、合計では2.1％
の減少となっている。この10年間は鉄道利用
者の総数は減少傾向にあるが、普通券につい
ては、増加傾向が続いており、首都圏と同様
に普通券へのシフト傾向がみられる。

（2）三大都市圏の通勤・通学輸送の動向（鉄道定

期券、バス等定期券）

①　通勤・通学別の総交通量
三大都市圏にお

ける公共輸送機関
を利用する通勤・
通学総量は、首都
圏 で は 8 9 3 万 人 /
日・片道、中京圏
では87万人/日・片
道、近畿圏では、
346万人/日・片道
であり、首都圏は
中京圏の約10.3倍、
近畿圏の約2.6倍と
な っ て い る 。 通
勤・通学者の割合
を圏域別にみると、
首都圏では通勤者
が全体の８割を占
めているが、中京
圏では６割、近畿
圏では７割となっ
ている。性別の定
期券利用者をみる
と、中京圏、近畿圏においては、男女比がほ
ぼ半分ずつとなっているが、首都圏において
は、男性が６割、女性が４割となっている。

② 通勤・通学総交通量の推移
平成２年から10年間の流動量の変化をみる

と、首都圏では、平成７年より62万人/日・

片道が減少しており、これまで一貫して増加
していた通勤・通学者が減少に転じている。
中京圏では、平成２年から平成７年にかけて
は微減であったが、平成７年から12年にかけ
ては約19万人/日・片道の減少となっている。
近畿圏では、平成２年以降減少に転じており、
平成７年から12年にかけては約36万人/日・
片道減少し、この10年間で２割近く定期券利
用者が減少している。

（3）通勤・通学交通流動（鉄道定期券、バス等定

期券）

①　首都圏
首都圏においては、東京23区を発着地とす

る通勤・通学流動が主体となっており、特に、
23区外周の地域ブロックからの交通流動が多

いが、平成７年と比較すると、23区外周の地
域ブロックからの流動が減少している。神奈
川県内の地域ブロック間や、圏域外縁部の地
域ブッロクから23区への流動は微増傾向とな
っている（図－１）。
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②　中京圏
中京圏において

は、名古屋都心地
区を発着地とする
通勤・通学流動が
主体となっている。
平成７年と比較す
ると、ほとんどの
地域ブロックから
の都心地区へ向か
う流動が減少して
いる（図－２）。

③　近畿圏
近畿圏において

は、大阪都心地区を
発着地とする通勤・
通学流動が最も多い
が、神戸市、京都市
を中心とする交通流
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動もみられる。平成
７年と比較すると、
ほとんどの地域ブロ
ックから都心地区へ
向かう流動が減少し
ている（図－３）。

（4）通勤・通学所

要 時 間 の 変 化

（鉄道定期券、バ

ス等定期券）

①　首都圏
首都圏全体

の平均所要時
間は68.2分であ
り、平成７年
と比べて0.7分
の短縮となっ
ている。通勤
の所要時間は
66.9分であり、通学の所要時間は、通勤の所
要時間よりも6.1分長く73.0分である。経年的
にみると、通勤の所要時間は微増しているも
のの、通学の所要時間は平成７年よりも４分

の短縮となっている。
②　中京圏

中京圏全体の平均所要時間は64.3分であり、
平成７年と比べて4.2分の短縮なっている。通
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勤の所要時間は59.0分であり、通学の所要時
間は、通勤の所要時間よりも13.6分長く72.6
分である。経年的にみると、通勤・通学とも
平成７年に比べて所要時間の短縮がみられ
る。

③　近畿圏
近畿圏全体の平均所要時間は64.9分であり、

ほぼ中京圏と同程度である。また、平成７年
よりも2.8分短縮している。通勤の所要時間は
61.2分であり、通学の所要時間は、他の都市
圏と同様に、通勤の所要時間よりも14分長く
75.2分である。経年的にみると、中京圏と同
様に、通勤・通学とも平成７年より短縮して
いる。
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１．調査の目的

全国幹線旅客純流動調査は、旅行する個人に着
目し、旅行目的、個人属性とともに、交通機関の
乗り継ぎ状況を含めた旅行行動の全体を捉えるこ
とのできる調査である。過去に２回（平成２年度、
平成７年度）実施されており、今回が第３回とな
る。

本年度調査では、別途調査から提供された航空、
幹線鉄道、自動車のデータと、昨年度に補充調査
で収集したバス、幹線フェリー・旅客船のデータ
とを拡大・統合し、幹線旅客純流動データと純流
動表を作成した。

２．調査の枠組み

２．１　基本的枠組み

過去２回の調査を踏まえ、以下のような基本
方針を策定した。
①対象とする幹線旅客流動の定義：通勤・通学

以外の目的で、日常生活圏を越える国内旅客
流動

②対象範囲：日常生活圏（都市圏）を越える国
内旅客流動（海外旅行の国内移動を含む）

③対象目的：通勤・通学目的以外－仕事、観光、
帰省・私用、その他

④対象交通機関：航空（国内定期航空路線）、
鉄道（新幹線、ＪＲ特急列車、幹線交通とし
て利用されている民鉄（東武、近鉄）、都市
間バス、フェリー・旅客船、自動車（自家用
車、タクシー）

⑤整備するための基礎データ
○他調査からのデータ

・航空旅客動態調査（H11）
・幹線鉄道旅客流動調査（H12）

・全国道路交通情勢調査（H11）
○補充調査（本調査で実施）

・幹線バス旅客流動調査（H12）
・幹線フェリー・旅客船旅客流動調査
（H12）

⑥整備対象年次：平成12年秋期１日
⑦本調査の成果について、以下の項目の公表を

前提に検討を行う
・府県間OD
・生活圏（207ゾーン）相互間OD
・トリップデータ

２．２　調査の全体計画

２．１の基本的枠組みを踏まえた２カ年の調査
の全体計画は以下のとおりである。

【平成12年度】
・データ・純流動表作成要件の検討
・拡大・統合要領の検討
・補充調査の実施

【平成13年度】
・純流動トリップデータの整備
・純流動表の作成
・全体とりまとめ
・パンフレット作成

３．利用データの概要

３．１　航空旅客動態調査

航空旅客動態調査は、今後のわが国における
空港整備事業の基礎資料を作成する事を目的
に、２年毎に実施されている。本調査では、平
成11年に実施されたものを利用した。
①対象旅客：調査日に搭乗している国内線すべ

ての旅客
②調査方法：客室乗務員が調査票を配布・回収
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③調査時点：平成11年10月27日（水）
④サンプル数：約15万サンプル

３．２　幹線鉄道旅客流動調査

幹線鉄道旅客流動調査は、新幹線鉄道網の整
備・幹線鉄道の活性化等の施策の検討の基礎資
料とするため、平成２年から５年毎に実施され
ている。本調査では平成12年に実施されたもの
を利用した。
①対象旅客：JR及び東武、近鉄の主要優等列

車・車両を抽出し、そこに乗車している乗客
②調査方法：調査員による配布・回収
③調査時点：平成12年10月18日（水）
④サンプル数：約6.2万サンプル

３．３ 全国道路交通情勢調査（自動車起終点調

査）

全国道路交通情勢調査は、道路整備計画の策
定のための基礎資料とするためのものであり、
自動車起終点調査は５年毎に実施されている。
本調査では平成11年に実施されたものを利用し
た。
①対象旅客：自動車を利用した流動のうち、本

調査では幹線交通として利用した旅客のみを
対象とした

②調査方法：「路側OD」はコードンラインの
通過車両に対して聞き取り調査、「オーナー
インタビュー調査」は抽出車両に対して訪問
聞き取り調査

③調査時点：平成11年10月
④サンプル数：約64万サンプル（対象のみ抽出

後）

３．４　幹線バス旅客流動調査

幹線バスについては既存の調査データがない
ため、昨年度調査において508路線を対象に補
充調査を実施した。
①対象旅客：５つの時間帯別に便を抽出し、乗

車している中学生以上のすべての乗客
②調査方法：乗車時に調査票を配布し、降車時

までに記入してもらい回収
③調査時点：平成12年10月18日（水）
④サンプル数：37,920サンプル

３．５　幹線フェリー・旅客船旅客流動調査

幹線フェリー・旅客船についても、昨年度調
査において102航路を対象に補充調査を実施し
た。
①対象旅客：抽出した便に乗船している中学生

以上のすべての乗客（自動車と一緒に乗船し
た利用者を除く）

②調査方法：乗船時に調査票を配布し、下船時
までに記入してもらい回収

③調査時点：平成12年10月18日（水）
④サンプル数：9,476サンプル

４．全国幹線旅客純流動データ・純流動表
の作成

４．１ 全国幹線旅客純流動データ・純流動表作

成要件

全国幹線旅客純流動トリップデータが、広く、
有効に活用でき、また一定の精度が確保できる
といった観点から、純流動トリップデータに求
められる要件、整備上の留意事項を整理した。

（1）純流動トリップデータに求められる要件

・真の出発地、真の到着地で捉えることがで
きること

・居住地から旅行先への流動として捉えるこ
とができること

・旅行目的別に捉えることができること
・幹線交通機関別にその利用経路、乗り継ぎ

状況の把握ができること
・幹線交通機関へのアクセス、イグレス実態

を捉えることができること
・幹線旅客流動の旅行日程等を捉えることが

できること
・輸送実績に対応した拡大係数が割り当てら

れていること

（2）トリップデータの整備データ項目

①出発地・目的地・居住地
②旅行目的
③交通機関・代表交通機関
④交通機関別利用区間
⑤同一交通機関の乗換地点
⑥代表交通機関へのアクセス、イグレス交通
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機関
⑦旅行日程
⑧個人属性（性別、年齢） 等

（3）作成した純流動表

①交通機関別府県相互間流動表（秋期１日、
年間）

②代表交通機関別府県相互間流動表（秋期１
日、年間）

③旅行目的別府県相互間流動表（秋期１日）
④交通機関別旅行目的別府県相互間流動表
（秋期１日）

⑤代表交通機関別旅行目的別府県相互間流動
表（秋期１日）

⑥上記流動表に対応した居住地から旅行先の
純流動表

４．２　拡大・統合の要領

拡大・統合にあたっては、以下の基本方針に
沿って、乗り継ぎ処理を行なった上で、２つの
ゾーンレベル（府県、207）と２つの量（秋季1
日、年間）の拡大係数を設定した。

・出発地、目的地、居住地ができる限り市郡
単位で明らかなことが望ましい

・配布率、回収率等を考慮した適切な拡大係
数が割り当てられていること

・同種、異種を問わず交通機関を乗り継いだ
幹線旅客の拡大係数は、交通機関間の重複
を考慮したものであること

・日拡大係数は平成12年秋期１日、年間拡大
係数は平成12年度に対応するように整備さ
れていること

４．３ 全国幹線旅客純流動データ・純流動表の

作成

以上の拡大・統合要領を踏まえ、各交通機関
別の純流動データと純流動表を作成した。その
結果の概要を以下に示す。

（1）秋季１日の幹線旅客純流動量

秋季１日の幹線旅客純流動量を過去2回と
比べてみると、５年毎に約６％増加している。

平成12年　　約3,532千人／日（+5.6%）

平成７年　　約3,244千人／日（+6.0%）
平成２年　　約3,154千人／日

（2）代表交通機関別幹線旅客純流動量

秋季１日の代表交通機関別幹線旅客純流動
量を平成７年度と比べてみると、流動量では
幹線フェリー・旅客船以外は伸びているが、
分担率では航空、自動車が上昇し、鉄道は構
成比を下げている。

代表交通機関別幹線旅客純流動量

秋季１日（千人／日）
H12 H7

航空 267 （ 7.6%） 222 （ 6.6%）
鉄道 774 （21.9%） 768 （23.0%）
バス 56 （ 1.6%） 53 （ 1.6%）
フェリー・旅客船 21 （ 0.6%） 31 （ 0.9%）
自動車 2,414 （68.3%） 2,272 （67.9%）

合計 3,532 3,344

報告書名：
「全国幹線旅客純流動調査報告書」
（資料番号　130057）
本文：A４版　81頁
報告書目次：
第１編　全国幹線旅客純流動調査の目的・意義
第２編 全国幹線旅客純流動データ・純流動表の作

成
第１章　調査の枠組み

１－１　基本的枠組みの検討
１－２ 幹線旅客純流動調査全体計画の策定

第２章　利用データの概要
２－１　『航空旅客動態調査』
２－２　『幹線鉄道旅客流動調査』
２－３ 『全国道路交通情勢調査（自動車起終

点調査）』
第３章　補充調査

３－１　補充調査対象系統、航路の選定
３－２　補充調査実施要領の検討
３－３　補充調査の回収状況
３－４　補充調査データの作成
３－５　補充調査結果

第４章 全国幹線旅客純流動データ・純流動表の
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作成
４－１ 全国幹線旅客純流動データ・純流動表

作成要件の検討
４－２　拡大・統合要領の検討
４－３ 全国幹線旅客純流動データ・純流動表

の作成

【担当者名：原田雅之、村上亙】

【本調査は、日本財団の助成金を受けて実施したも
のである】
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１．調査研究の目的

2 1世紀初頭の交通運輸に係わる政策課題の積極
的な掘り起こし及び交通運輸政策の検討に資する
ため、国内・国際の旅客と貨物に係わる将来需要
予測モデルを構築し、将来需要の推計を行うとと
もに、予測に用いたモデルのシステム構成や感度
分析等への活用方法についてとりまとめることを
目的とする。

２．需要予測モデルの基本的考え方

2 1世紀初頭の交通需要を予測するために、交通
需要予測モデルを構築した。このモデルの基本的
考え方は以下の通りである。
２．１　予測の対象

・対象年次：2010年
・対象地域：原則的に日本国内（地域内と地域

間の両方）並びに日本と諸外国との間におけ
る交通

・対象交通機関：旅客と貨物
・対象事項：所与の社会経済フレームや交通サ

ービス条件の下に予測を行う
２．２　モデルの特徴

・モデルの対象が網羅的：国内・国際の旅客・
貨物を対象とし、網羅的に交通需要を予測で
きる

・モデルに使用するデータの根拠が明確：でき
る限り公的機関等によってオーソライズされ
たデータを使用し、根拠を明確にしている

・四段階推定法による予測アプローチを採用し
ている：既に各種計画策定等で広く採用され
ている四段階推定法を採用し、モデルの信頼
性が高い

・説明変数としてアクセシビリティ指標を導

入：四段階推定法の各ステップ間をアクセシ
ビリティ変数で連結することにより、より整
合性の高いモデルを構築

・純流動データを使用：純流動データを使用す
ることにより、真の発着地間の需要を予測で
きる（最終的に純流動量を総流動量に変換し
ている）

３．需要予測モデルの基本構造

３．１　旅客需要予測モデル

（1）国内旅客需要予測モデル

①　国内幹線旅客需要予測モデル

国内の 2 0 7ゾーン間の旅客流動を予測す
るモデル。業務・観光の２目的について構
築し、生成交通量予測モデル、発生集中交
通量予測モデル、分布交通量予測モデル、
交通機関分担予測モデルからなる。

②　国内地域内々旅客需要予測モデル

都道府県レベルを対象に内々交通量を予
測するモデル。通勤・通学・業務・私事の
４目的についてモデルを構築し、旅客発生
量モデルと旅客交通機関分担予測モデルか
らなる。

③　国内旅客船輸送量予測モデル

国内の旅客船輸送量を予測するモデルで
あり、1 0地域ブロック別に輸送量を予測す
るモデル。

（2）国際旅客需要予測モデル

①　国際航空旅客輸送量予測モデル

国内1 0地域ブロック、海外８ブロック間
を対象に、日本人と外国人の航空旅客輸送
量を予測するモデル。

②　国際旅客船輸送量予測モデル

全国旅客船出国者を予測するモデル。
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３．２　貨物需要予測モデル

（1）国内貨物需要予測モデル

①　国内幹線貨物需要予測モデル

国内5 0地域区分を基本とし、必要に応じ
て2 5 1ゾーン区分単位を対象に、地域間貨
物輸送を予測するモデル。鉄道、自動車、
海運の主要な輸送機関による輸送需要を予
測するモデルであり、生成モデル、発生集
中モデル、分布モデル、機関分担モデル、
配分モデルからなる。

②　国内貨物航空需要予測モデル

国内5 0地域を対象に航空貨物輸送を予測
するモデルで、４品目別に構築。

③　国内廃棄物輸送量予測モデル

時系列データと原単位法に基づくモデル
の２種類を構築。

④　国内原油二次輸送量予測モデル

内港海運による原油の国内輸送の需要を
簡便に予測するモデル。

（2）国際貨物需要予測モデル

①　国際貨物航空需要予測モデル

国内８地域ブロック、海外８方面を対象
に航空貨物を予測するモデル。

②　国際貨物海運需要予測モデル

輸出入港湾貨物取扱量を予測するモデル
であり、競争型モデルと非競争型モデルの
２種類を構築。

４．需要予測結果

構築した需要予測モデルを用いた2 0 1 0年の需要
予測結果を以下に示す。

（1）国内旅客輸送量（単位：百万人）

交通機関 1995年 2010年
航空 78 118
鉄道 22,630 21,933
自動車 45,396 49,500
旅客船 149 142
全機関合計 68,253 71,693

（2）国際航空旅客（単位：万人／年）

1995年 2010年
日本人 3,166 5,394
外国人 734 1,276
トランジット 457 679
合　計 4,357 7,350

（3）国際旅客船（単位：千人／年）

1995年 2010年
242 396

（4）国内貨物輸送量（単位：百万トン）

交通機関 1995年 2010年
航空 0.79 1.23
鉄道 77 56
自動車 5,863 6,101
海運 549 533
全機関合計 6,490 6,691

（5）廃棄物輸送量（単位：千トン）

交通機関 1995年 2010年
時系列モデル

953,551
1,050,013

原単位モデル 926,983
（6）国際航空貨物（単位：千トン）

1995年 2010年
直送貨物量 1,815 3,315
継越貨物量 311 400

合　計 2,126 3,715
（7）国際海運貨物（単位：千フレートトン）

1995年 2010年
外貨貨物量 1,070,931 1,227,384

コンテナ貨物量 151,337 283,354

５．予測システム

構築した需要予測モデルを多くの方々に活用し
ていただきたいとの考えから、各需要予測モデル
のシステム（モデルの構造、必要な入力データ等）
を紹介している。

また、活用方法として経済成長率想定値やネッ
トワークサービス水準を変化させた場合の予測す
る手順を示した。

６．モデルの課題

モデル構築にあたり、可能な限り社会経済状況
の変化に対応可能となるようなモデル構造と変数
の導入を試みたが、データ入手の困難さ等により、
一部対応できない内容もあった。今後はこれらの
データの整理や評価方法等についての検討が必要
であると考えられる。

報告書名：「長期輸送需要予測に関する調査報告書」
（資料番号120031）

本文：A４判　382頁
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１．調査の目的

昨今の人口減少や少子・高齢化社会の進展、近
年の厳しい経済情勢を背景として、より効率的で
かつ効果的な政策の実施が求められていると同時
に、情報公開や行政等の説明責任の明確化などが
重視されている。その中で、政策評価については、
平成１３年度より、システム導入に向けて各省庁
において準備が進められている。

本調査は、これらを背景として、既に導入され
ている公共事業の事業評価及び研究開発評価に関
するプロジェクト評価を除く、運輸分野における
経済効果について検討を行うことを目的としてい
る。具体的には、我が国では、実績の少ない規制
のインパクト分析について、欧米における分析事
例の整理を行うとともに、規制のインパクト分析
の流れと評価様式について確認を行うために、ケ
ーススタディを実施した。

２．運輸政策の類型化

現段階において運輸政策を包括する政策全体の
政策目的は得られていないため、米国運輸省等の
事例から運輸に求められる以下の６つの政策目的
を設定し、政策目標ごとに現行の施策・事業の類
型化を行った。また、運輸政策の効果について、
輸送サービス及び安全規制に関わる施策につい
て、帰属主体と効果について整理を行った。

政策目標：
１．円滑なモビリティの形成
２．効率的かつ安定的な輸送の確保
３．安全の確保
４．環境問題への対応
５．グローバル化への対応

６．国土の開発及び地域の発展

３．運輸政策の評価基準と評価手法

運輸政策の評価を行う際の分析手法について整
理を行うとともに、安全評価における人命等の評
価について諸外国の事例について整理を行った。
また、米国における規制インパクト分析の動向に
ついて、既存文献などから概要を整理するととも
に、欧米における規制インパクト分析に関する９
つの個別事例について、便益、費用項目及び分析
手法等について整理を行った。

４．規制インパクト分析のケーススタディ

（1）ケーススタディ対象事業

２．における検討を踏まえ、ケーススタディ
として世界的な救難安全通信システムである
G M D S Sの設置義務拡大に関する事後評価と小
型船舶用救命胴衣の常時着用化に関する事前評
価を取り上げ、一定の仮定に基づき試算を行っ
た。今回は、紙面の都合からG M D S Sの設置義
務拡大に関する事後評価の概要について取り上
げる。

（2）ケーススタディ分析結果

（GMDSSの設置義務拡大に関する事後評価）

便益項目としては、「遭難時の発見率向上」、
「遭難発生時の捜索コストの減少」、「船員の人件

費削減」等について、また費用項目としては、「船
舶・行政機関への機器設置コスト」、「メンテナンス
費用」、「誤発射による捜索コスト」等について想定
し、費用便益分析を行った。「遭難時の発見率向上」
については、過去の海難の発見時間と生存率から生
存曲線を推計する方法、I M Oにおける水温別生存予
想時間から水温別の生存曲線を想定する方法、海難
の概要からG M D S Sの寄与度を評価する方法により
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救命数の試算を行った。また、「遭難発生時の検索
コストの減少」については、海上保安庁の削減勢力
数データを用いて、海上保安庁及び民間の削減勢力
数について試算を行った。

「船舶への機器設置コスト」については、船舶
のタイプ別に設置機器と価格を照会し、船舶タイ
プ別に従来機器との差額を想定しコストを推計し
た。また、「誤発射による検索コストの発生」に
ついては、誤発射数の傾向を分析し、民間会社の
船艇、ヘリのチャーター料に基づき捜索コストに
ついて推計した。

分析の結果、定量化された項目を整理すると、
仮益が費用を上回る結果が得られた。

５．今後の課題

（1）データの整備

今回実施したケーススタディについては、時
系列データなどをはじめとするデータの制約が
存在した。今後、政策評価を実施する上で、一
層のデータ拡充が必要である。

（2）規制遵守率と関係する基礎的な研究の蓄積

個人の規制遵守にかかるコスト評価や行政の
監視コストと遵守率の関係、罰則と遵守率の関
係についての評価手法に関する研究の蓄積が必
要である。

（3）安全に関する原単位の検討

安全に関する規制を制定する場合には、便益
として人命損失の低減といった項目が大きな意
味を占める。そうした場合、効果を金額に換算
するための原単位として何を用いるかについて
は、運輸政策全般に関わる評価については基準
が設定されていない。政策策定の基準として人
命一人救うためのコストについての基準を設定
することが必要である。

（4）評価に関するガイドライン

規制評価のレベルや最低限評価すべき事項な
ど、評価を実施する際のガイドラインを策定す
る必要がある。
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（資料番号120032）
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１．事業の目的

我が国は現在、6 5歳以上の高齢者人口が約1 5％

に達し、今後、ますます高齢化の進行が予測され

ている。また、ノーマライゼーションの理念の浸

透・普及とともに身体障害者の社会参加の機会が

増大している。それに伴い、高齢者・心身障害者

等のいわゆる移動制約者の交通手段確保が大きな

社会的課題になっている。

移動制約者の人々が公共交通機関を利用して移

動する際に、安全かつ身体的負担が従来より軽く

なるような車両構造に関するモデルデザインにつ

いては、平成元年度に３年間の調査研究成果とし

てまとめた『心身障害者・高齢者のための公共交

通機関の車両構造に関するモデルデザイン』があ

る。同モデルデザインでは、鉄道・バス・タクシ

ーの車両構造について、バリアフリー化を中心に

心身障害者や高齢者にとって利用しやすい乗降

口、車内設備・案内装置等の工夫を多数提示して

いる。

しかし、同調査から既に1 0年が経過し、車両構

造のバリアフリー化等に関する技術は、ノンステ

ップバスの実用化に代表されるようにめざましい

進歩を遂げている。

そこで本調査では、1 0年ぶりに同モデルデザイ

ンの内容を見直し、現在及び近未来の技術力で導

入・普及されうる鉄道・バス・タクシー並びに旅

客船におけるモデルデザイン、ユニバーサル・デ

ザインの策定・提示を目指すものである。

２．本事業の計画と調査研究内容

（1）事業の計画

本調査は、２カ年計画で実施する。11年度は、

モデルデザインの対象範囲（人、交通機関）の

検討、鉄道・バス・タクシー等の車両構造の改

善点に関する国内の利用者に対する要望調査、

欧米の先進事例調査、構造改善のコンセプトの

検討を行った。

平成1 2年度では、前年度結果のコンセプトを

受けて、交通機関別に車両構造改善の部位別、

設備別の「ラフスケッチ」を多数作成し、検討

を重ねた上で選定し、最終的な「姿図」（モデ

ルデザイン）を作成し提示する。

（2）12年度の調査研究内容

Ⅰ　交通機関別基本コンセプトの検討：概略基

準（交通バリアフリー法との関係等）整理

Ⅱ　交通機関別構造改善の部位、設備項目の検

討

Ⅲ　公共交通に適応する車いす、固定装置、ス

ロープ、リフトの検討　

Ⅳ　交通機関別ラフスケッチの作成、検討

Ⅴ　モデルデザインの検討

Ⅵ　まとめと今後の課題整理、検討

３．基本コンセプトの検討内容

前回（平成元年度）調査から1 0年が経過し、交

通事業者側の取組や交通バリアフリー法の施行な

ど、モデルデザインを取り巻く環境は大きく変わ

った。既に交通バリアフリー法に基づく「移動円
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滑化基準（省令）」により義務化が明確になった

設備もあるが、これは最低限の整備基準である。

障害者、高齢者の円滑な移動を考えた場合、さ

らに整備の求められる内容がある。各交通機関別

の、現状における制約条件や技術開発の動向を考

慮すると、比較的容易に実現可能な内容と、実現

に向けた開発や制度の見直し等検討課題の多い内

容に大別することができる。

今回のモデルデザインでは、このような状況を

考慮し、「移動円滑化基準」の上位レベルの基準

として「モデルデザイン」と「さらに望まれる内

容」の２つのレベルを設けて提案することとした。

４．交通機関別構造改善の部位、設備項目

の検討

公共交通として、鉄軌道、バス、タクシー、旅

客船の構造について、身体障害者や高齢者などの

移動制約者の障壁（バリア）となる部位、設備項

目を洗い出し、その寸法、形状、重量、設置数等

を設けるとともに、留意事項を整理した。

その結果、各交通機関の主な対象部位、設備項

目は次のとおりとなった。

・鉄軌道：乗降口、優先席、車いすスペース、立

席ポスト・手すり、トイレ、案内表示

（車内）、案内放送（車内）、通路の幅、

床面の仕上げ、点字案内、弱冷房車、

行先表示、車両間転落防止装置、洗面

所、点字案内、行先表示（車外）。

・バ　ス：乗降口、行き先表示（車外）、スロー

プ（ランプ）、乗降用手すり、通路の

幅、座席、優先席、車いすスペース、

立席ポスト、床面の仕上げ、降車ブザ

ー、料金投入口、案内放送（車外）、

整理券発行機、案内放送（車内）、車

内案内表示、点字案内、乗降用リフト、

トイレ、トランクルーム／車いす収納

スペース

・タクシー：回転シート、車いす格納スペース、

乗降補助用ルーフハッチ、料金メー

ター、簡易乗降用スロープ（ランプ）、

ニーリング機構、乗降用リフト、車

いす固定装置、シートベルト、後部

の開口部。

・旅客船：図書室、更衣室、シャワー室、プール、

公衆電話、ＦＡＸ

５．公共交通に適応する車いす、固定装置、

スロープ、リフトの検討

全ての公共交通機関に共通な問題として、公共

交通機関に対応した「車いす」の大きさ、形状、

重量、と「固定装置」、「車いす用スロープ」、「リ

フト」の耐荷重、寸法等を検討した。その結果、

・車いす：市販されている①手動車いす、②電動

車いす、③リクライニング式電動車い

す、④ハンドル型電動三輪、⑤ハンド

ル型電動四輪の最大寸法、重量、最小

回転半径を洗出し、ＪＩＳ規格、建築

基準等に照合し、公共の建物内を移動

可能なのは①～③で、④は最小回転半

径が1 , 1 0 0 m m以下のものは通行可能で

あるが、⑤は回転半径が大き過ぎて無

理であることが解った。ただし、適応

する公共交通機関を特定し、提示する

には至らなかった。

・固定装置：上記、①～⑤に適応する固定装置を

検討した結果、路線バスで最も普及

している４点ベルト式固定装置は、

①～③までは適応するが、④は、ハ

ンドル部と座席部にベルトが掛けら

れる場合のみ適応できることが解っ

た。また、リフト付きバスやノンス

テップバスに普及している片側後輪

挟み込み装置に適応する車いすは①

～③だけであることがわかった。

一方、鉄道には今後も車いす固定

装置は設けない方向が確認された。

・スロープ：勾配は１：８（約７度、1 2％）が車

いす使用者の自立の限界の目安、寸
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法は、幅8 0 0 m m以上、長さ1 , 0 0 0 m m

程度が、路線バス、バン型タクシー

に望ましい（勾配との関係）大きさ

である。

耐荷重は、標準電動車いすの重さ

1 0 0 k g＋車いすユーザーの標準体重

6 5 k g＋介助者の標準体重6 5 k gに安全

余裕20kgを見込んで、250kgとした。

・リフト　：床面の寸法は、車いすの最大寸法を

考慮して、全長1 , 2 0 0 m m程度、全幅

780mm程度が必要であり、耐荷重は、

スロープと同様に250kgとした。

６．交通機関別ラフスケッチの作成、検討

鉄軌道、バス、タクシー、旅客船の部位別、設

備項目別に概要図（ラフスケッチ）を多数作成し、

比較検討しながらデザインの絞り込みを行った。

７．モデルデザインの検討

ラフスケッチによる検討結果を受けて、最終的

なモデルデザインを作成した。
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図２　路線バスのスロープ（ランプ）設置例

図１　通勤型鉄道の車いすスペースの設置例
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８．まとめと今後の課題整理

1 0年ぶりの見直しを行い２カ年かけて詳細な調

査・検討を行いまとめたモデルデザインである

が、今後の検討課題として次の７項目があげられ

た。

①デザインの標準化、共通化、②今後も基礎的

な研究をすべき事柄の整理、③安全性と利便性、

④情報提供の内容、回数、時期、方法の細部、⑤

視覚障害者への点字案内の内容、方法、全国統一

方法、⑥車いすの構造、強度、公共交通を利用す

る際の関係、固定方法、固定具のあり方、⑦モデ

ルデザインの継続的見直し。

こうした課題はあるものの、今後、公共交通機

関の車両におけるバリアフリー化、ユニバーサ

ル・デザイン化が、本モデルデザインに沿って着

実に進められることにより、高齢者・障害者等の

公共交通の利用が一層促進されることとなること

を願うものであります。

報告書名：「障害者・高齢者等のための公共交通機

関の車両等に関するモデルデザイン」

（資料番号120033） Ａ４判　176頁
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図３　タクシー車両のユニバーサルタイプの例（ミニバンタイプ）
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１．調査の目的

広島都市圏は、ＪＲ及び路面電車・新交通シス
テム等の鉄軌道と多くのバス路線を骨格に交通ネ
ットワークが形成されており、特に路面電車は先
進的な超低床車両を導入するなど全国の注目を集
めている。しかし、一方で、ＪＲ駅と都心地域が
離れていること、中心部に高速性・定時性を有す
る専用軌道系の公共交通機関がないことなどか
ら、比較的鉄軌道の輸送分担率が低い状況にあり、
また、バスの利用者が、他都市と同様に大きく減
少する傾向にあるなど、公共交通について、多く
の課題が顕在化している。

そこで、本調査では、広島都市圏におけるこれ
らの課題の解決を図るため、バリアフリー、交通
需要マネジメント（ＴＤＭ）等の視点も取り入れ
ながら、公共交通機関の利用促進策について幅広
く検討を行うことを目的とする。

２．広島都市圏の交通現況の把握

広島都市圏の交通ネットワークは、新幹線、Ｊ
Ｒ山陽本線、呉線、可部線、芸備線及び路面電車、
広島電鉄宮島線、アストラムラインの鉄軌道と、
国道２号、3 1号、5 4号等の道路を骨格に形成され
ている。また、路線バス網は都市圏内の幹線道路
を中心にサービスが展開されている。各輸送機関
の輸送人員の推移は、ＪＲ西日本の各線区は減少
もしくは横ばい傾向、広島電鉄は減少傾向、アス
トラムラインは増加傾向にある。また、広島市に
おけるバス輸送人員については、3 0万人／日程度
の横ばいで推移していたが、平成３年度から減少
傾向に転じ、平成1 0年度には、2 2万５千人／日と
なった。

一方、自家用車の普及状況は、増加傾向が続い

ているが、特に平成元年度以降、急速に増加し、
平成1 1年度の広島県内の自家用車はおよそ1 2 0万
台となった。道路の渋滞状況としては、広島市デ
ルタ部の周辺を中心に多くの渋滞ポイントが存在
しており、特に国道２号や5 4号など、広島市と周
辺市町を結ぶ主要幹線道路に多い。

バリアフリー対策としては、広島電鉄sの路面
電車として、超低床路面電車「グリーンムーバー」
が導入されている。また、車両にＧＰＳによる位
置情報装置と通信装置を搭載し、超低床路面電車
の位置情報、電停への到着予測時刻をリアルタイ
ムでインターネット上に提供している。

３．市民ニーズの把握

（1）公共交通の利用状況

広島市を目的とする際の利用交通機関は、通
勤・通学の場合、3 2％が自家用車を利用してお
り、最も多い。日用品の買い物においては、自
家用車の利用が更に多く、3 8％となっている。
いずれの場合も路線バス、ＪＲ在来線の利用は
比較的少ない。

公共交通機関を利用しない理由として、「時
間がかかる」「時間に制約される」「運行本数が
少ない」等の回答が多い。日用品の買い物にお
いては、「荷物の持ち運びが不便」という回答
が多い。

駅や停留所等で我慢できる待ち時間として
は、1 0分までが4 5％、1 5分までが3 3％を占めて
いる。また、乗り換え回数については、我慢で
きるのは１回までが６割以上と多数を占めてお
り、乗り換えに対する抵抗が大きいことがわか
る。

（2）望まれる改善策

公共交通機関の利便性向上のために望まれる
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改善策としては、「運行本数の増加」「運賃の引
き下げ」がそれぞれ３割以上の回答を集めてい
る。その他、回答が多かったものとして、「終
発時間の延長」「乗降場の駐車場・駐輪場の増
加」「所要時間の短縮」「他交通機関との接続の
向上」などが挙げられる。

広島中心部での改善策としては、「違法駐車
の取り締まりの徹底」「時差出勤やフレックス
タイム制導入の促進」がそれぞれ３割の回答を
集めている。その他、多かったものとして、

「パークアンドライドの推進」「第２バスターミ
ナルの設置」が挙げられる。

（3）自治体意識調査結果

公共交通機関の位置づけとしては、高齢者や
学童等のいわゆる交通弱者に対応した交通手段
とする回答が最も多い。また、広島市や廿日市
市といった市部では、公共交通を日常的な交通
手段に位置づけるとともに環境問題への対応も
視野に入れている。バスについては、事業規制
の見直しを受けた路線の廃止や活性化等が課題
としてあげられているほか、アストラムライン
のフィーダー路線の維持対策が挙げられてい
る。廿日市市では、より利便性の高いバスサー
ビスを提供するため、市内循環バスを導入して
いる。

鉄軌道については、新交通ネットワークの整
備、路面電車のバリアフリー化、ＪＲ在来線の
機能強化等の意向がある。自動車については、
広島市中心部における違法駐車や荷さばき車両
等による交通渋滞が課題として挙げられてい
る。事業規制の見直しに対しては、バスや鉄道
の廃止への動きが顕在化している広島市が取り
組みを行っている。

交通バリアフリー法については、「基本構想」
について、広島市、廿日市市は準備を始めてい
るが、その他の町では、重要性は認識している
ものの具体的な予定はまだない状況である。交
通需要マネジメント施策については、パークア
ンドライド、時差出勤、荷さばき自粛時間の設
定など、広島市が積極的に取り組んでいるとこ
ろである。

（4）事業者意識調査結果

・鉄軌道事業者

利用者の利便性向上に向けて、「列車の高速

化」「輸送頻度の増強」「バリアフリーへの対応」
等の課題に対して様々な対応策が検討されてい
る。

他の交通機関との乗り継ぎに関しては、駅前
広場の整備や駅舎の整備等の意向がある。

また、利用促進に向けて、バスとの共通プリ
ペイドカードや企画切符等の運賃制度、イベン
トの実施、車両到達予想時刻提供システム等が
行われている。

事業規制の見直し（改正鉄道事業法）を受け
た取り組みについては、ＪＲ可部線において鉄
道の廃止を含めた鉄道事業の見直しを行ってい
るほか、利用者増加に向け、運賃制度の見直し
を中心とした検討が行われている。

バリアフリーへの取り組みとしては、ＪＲ在
来線では、エレベーター等や視覚・聴覚情報設
備といった交通バリアフリー法に定められた設
備の導入の他、狭隘な鉄道ホームに導入可能な
小型エレベーターの開発などの取り組みが行わ
れている。また、広島電鉄（株）においては、超
低床車両の導入や電停の拡幅といった車両や施
設の整備が行われている。また、バリアフリー
を推進する上での問題点としては、行政の支援
について、初期投資だけでなく、維持管理費や
更新費への補助を求める要望があった。

ＴＤＭ施策については、施策の展開に向けた
要望として、乗り継ぎの円滑化を図るための駅
前広場、パークアンドライド用駐車場等の整備
が望まれているほか、マイカー利用を抑制する
ための交通規制や費用負担に対する補助が望ま
れている。
・バス事業者

利用者の利便性向上策としては、定時性の確
保や急行バスの運行や情報提供施設の設置、ノ
ンステップバスの導入、時刻表の表示方式の変
更等があげられる。また、他社との共通定期の
ような、複数のバス事業者が連携し、利用者の
利便性を考慮した取り組みも行われている。他
の交通機関との乗り継ぎに関しては、乗り継ぎ
割引制度等が実施されている。また、バス特有
の問題として、運行ダイヤとしては鉄道に接続
しているものの、実際は交通渋滞により接続が
困難といった問題があげられている。さらに、
バスターミナルの狭隘や乗り継ぎ施設の不足が
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あげられている。
バスの利用促進に向けて、全事業者で環境定

期券の導入が行われているほか、車内での雨傘
の販売や降雨確率による増車等、利用者へのサ
ービス向上のための施策を行っている事業者も
ある。事業規制の見直し（改正道路運送法）を
踏まえ、「利用の少ない路線廃止の検討」を行
っている事業者もある。また、その他の事業者
では、運賃値下げを主として今後取り組みを行
う予定にしているが、「町・市内循環バスの検
討」といった新規路線の参入への動きも見られ
る。

交通バリアフリーに対応するため、３社が低
床バスを導入しており、ワンステップバス導入
を検討している事業者もある。また、交通バリ
アフリー法に対応するための課題としては、低
床バスの車両価格の高さや居住性の低さ、座席
数の少なさ等が指摘されている。さらに、低床
バスが走行するためには、道路等の走行環境の
整備が必要であり、踏切の段差やバス停の高さ
の問題があげられている。

ＴＤＭ施策に関しては、３社が「積極的に参
加したい」という意向を示しているが、施策を
展開するための要望に関しては、「都心部への
流入規制」「バス優先信号の早期設置」といっ
た走行環境の整備や、施設の整備、費用の問題
等が取り上げられている。

４．公共交通機関の利用促進策の検討

（1）広島都市圏の交通特性

広島都市圏の地理的な条件として、平地部面
積が少なく、まとまった平地部は太田川河口の
デルタとその縁辺にしかないため、デルタを中
心に、海岸線や山あいの谷筋に沿ってヒトデ状
に市街地が形成された一点集中型の都市構造と
なっている。

このため、朝夕ピーク時のデルタ流出入部に
おける慢性的な交通渋滞、日中のデルタ内の交
通混雑が生じ、日々の経済活動や都市生活に大
きな影響を与えている。

特に近年の旧広島市より外縁部への市街地の
急速な拡大は、一部の地域を除いて、軌道系公
共交通とセットの市街地開発とはなっておら
ず、結果として自動車交通の大幅な増大を招い

ている。
現在の公共交通網が有する主要な問題点を集

約すると以下の３点に整理できる。
① ＪＲ在来線が直接都心部に乗り入れてい

ないため、ＪＲ広島駅、ＪＲ横川駅、ＪＲ
西広島駅等で他の交通機関へ乗り換えて都
心に入るという不便があること。

② 路面電車の市内線は西観音町、観音町、
土橋、十日市といった曲線部での通行に時
間がかかり道路信号や交通混雑等の影響も
受けるため、速達性・定時性が低いこと。

③ バス路線は郊外から都心のバスセンター
に向かう路線や、市内路線系統が長い路線
は、交通渋滞に阻まれ速達性、定時性が低
下していること。

（2）今後の展望

今後、公共交通機関の利用促進を図る観点か
らは、「あらゆる時点での公共交通サービスの
最大発揮」を目標とすることが必要である。

このため、広島県や広島市の交通に関する既
定計画に位置づけられた施策について、事業の
実現可能性・採算性や他の輸送機関との役割分
担などに関して、関係者間での議論を深めると
ともに、新しい公共交通利用に関する制度や枠
組みである「交通バリアフリー法」、「交通需要
マネジメント（ＴＤＭ）」、「事業規制の見直し

（需給調整規制の廃止等）」の活用を積極的に図
る必要がある。

（3）先進事例の把握

公共交通機関利用の促進もしくは、自動車交
通の抑制等による公共交通機関利用への転換等
に関する海外の事例や日本における様々な取り
組みについて整理した。路面電車網を都市圏の
中心部に持つ広島都市圏は、路面電車が高度に
進化したものと考えられているＬＲＴ（ライト
レールトランジット）への転換が最も期待され
ている都市圏であるが、海外においてはこのＬ
ＲＴが公共交通機関利用促進において、非常に
重要であると考えられている。

（事例）
都心環境再生のための交通パッケージ（フラ
ンス・ストラスブール）、メトロを中心とし
た公共交通システムの統合化（イギリス・タ
イン・アンド・ウェア都市県）、ＬＲＴとバ
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スによるパッケージアプローチ（イギリス・
ウエスト・ミッドランド都市県・バーミンガ
ム）、都心部流入車両への賦課金と都市交通
基盤の整備（ノルウェー・ベルゲン，オスロ，
トロンハイム）、ロードプライシングを中心
とした交通需要マネジメント（シンガポー
ル）、都心交通管理から市民参加の都市交通
プランへ（オランダ・グローニンゲン）、環
境首都における交通政策（ドイツ・フライブ
ルグ）、自転車を中心にしたまちづくり（オ
ランダ・ハウテン）、萩循環 まぁーるバス、
東急トランセ「渋谷～代官山」循環線、金沢
ふらっとバス、ムーバス（武蔵野市）

５．公共交通機関の利用促進策の提案

広島都市圏の地域特性や交通現況等を踏まえ、
以下の施策を提案する。

今後、効果的に利用促進策を推進していくため
には、施策の効果や評価を定量的に把握し、議論
を深めながら取り組んでいく必要がある。

（1）路面電車を基幹とした利用促進策

トランジットモール、主要交差点等の立体化、
路面電車とバスの乗継利便性向上、ＪＲと路面
電車のシームレス化・総合駅化、路面電車・バ
ス優先信号による速達性向上

（2）バスに関する利用促進策

循環バス・フィーダーバスの運行（中・小型
バスの活用）、バスのバリアフリー化の推進、
速達性の高い通勤対応の直通バスの運行

（3）公共交通機関利用者の更なる利便性向上

高度情報通信技術を活用した情報提供の充
実、料金収受システムの強化（プリペイドカー
ドシステムの拡大・ＩＣカード等）、水上バス
の運行

（4）市民参加・企業参加による利用促進策

交通管理組合の設立
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１．調査の目的

近年、マイカー利用の増加による交通混雑等に
より、都市機能の維持や日常生活が阻害される状
況が地方都市においても多々見られることから、
これを改善するために、マイカーに対する交通需
要を鉄道・バス等の公共交通機関へと誘導する対
策の必要性が高まっているとともに、環境・エネ
ルギー問題への対応という面からも公共交通機関
への期待は大きいものとなっている。

大分県都である大分市については、公共交通機
関の利用促進のための方策に取り組み、実現につ
なげてきた。しかしながら、県内第２の都市であ
る別府市、県北部の中心都市である中津市、県西
部の中心都市である日田市、そして県南部の中心
都市である佐伯市についても、同様の交通問題を
かかえており、朝夕を中心とした交通渋滞を緩和
するためマイカーからバスを中心とした公共交通
機関への一層の誘導策を検討することを目的とす
る。

２．対象地域の交通現況の把握

（1）輸送人員

総旅客流動量は近年減少傾向を示している。
交通機関別輸送人員の推移についてみると、Ｊ
Ｒ、航空、自家用車が増加しており、乗り合い
バス、タクシーは減少している。

（2）機関別分担率

県内については、自家用車の分担率が非常に
高く、全交通機関の8 7％を占めている。一方、
乗合バスおよびタクシーの分担率は、昭和6 2年
から平成1 0年にかけて半減しており、乗合バス
およびタクシーの分担率の合計は全交通機関の
10％以下となっている。

県外については、県内と同様に自家用車の分
担率が非常に高く、平成1 0年においては全交通
機関の7 6 . 0％を占めている。また、県内の分担
状況と比較し、ＪＲ、貸切バスおよび航空の分
担率が高くなっている。

ＪＲについては分担率が減少傾向にあるが、
全交通機関の１割以上を受け持っており、自家
用車に次いで高い分担率となっている。また、
貸切バスおよび航空は、分担率が上昇している。

（3）通勤・通学の動向

別府市、中津市、日田市および佐伯市は、各
地域の中心となる都市であることから、各々周
辺市町村から通勤・通学の依存を受けており求
心的な通勤・通学圏が形成されている。特に、
福岡県と隣接する中津市および日田市は、県外

（福岡県）からの通勤・通学依存を受け持って
いる。また、別府市は日出町、杵築市、山香町
の通勤・通学依存を受ける一方で、唯一、他地
域（大分市）に通勤・通学依存がある市となっ
ている。昭和6 0年から平成７年にかけて、市町
村内および市町村間の通勤・通学者数は増加し
ている。通勤通学者の昭和6 0年から平成７年の
伸びは、通勤で1 . 1 7倍、通学で1 . 0 5倍と、通勤
者の伸びが高くなっている。市町村内と市町村
間の昭和6 0年から平成７年の伸びを比較する
と、市町村内の1 . 1 2倍に対し、市町村間は1 . 2 6
倍と高くなっており、交通の広域化が進行して
いることがわかる。

特に、通勤の市町村間の伸びは、全体の伸び
を大きく上回っている。

（4）通勤・通学の利用交通手段

総通勤通学者でみると、大分市および別府市
の鉄道・バス利用割合が県平均を上回ってい
る。一方、中津市、日田市および佐伯市の鉄
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道・バス利用割合は県平均より低く、中津市お
よび日田市においては自家用車利用割合が高く
なっている。

自市町村外通勤通学者をみると、中津市およ
び佐伯市の鉄道・バス利用割合が低く、特に中
津市においては鉄道・バス利用割合が約1 5％
と、唯一の利用割合が2 0％以下の地域である。
一方、大分市、別府市および日田市の鉄道・バ
ス利用割合は県平均より高く、特に別府市にお
いては３割以上の割合となっている。また、自
家用車利用割合をみると、鉄道・バス利用割合
の低い中津市が唯一７割を上回っている。一方、
他地域の自家用車利用割合は、県平均より低い。

３．市民ニーズの把握

（1）マイカー通勤者

マイカー通勤者の約2 0％の人が鉄道、バスへ
の転換意向を持つ。さらには、「時間的制約」

「乗り換え」等公共交通の不便さや、「通勤先駐
車場が無料」を理由にマイカー通勤を続ける人
が約4割であり、これらの人は公共交通の改善
とともに公共交通利用協力キャンペーン等、対
応の仕方では公共交通への移転可能性が出てく
ると考えられる。

一方、業務、営業、帰りの立ち回り条件等マ
イカーを使用せざるを得ない理由でマイカー通
勤を続ける人は約4割となっている。また、マ
イカー通勤からの公共交通移転では、市内通勤
者はバス中心となり、市外からの通勤者は自宅、
勤務先の条件で鉄道とバスを使い分ける状況が
うかがえる。

（2）マイカーから公共交通への転換に向けた整備

課題

自宅から最寄り駅やバス停の間については、
連絡バスの整備を約５割の人が望み、次いで、
駐車場、送迎用停車帯、駐輪場などの整備を合
わせて46％の人が望んでいる。

通勤先と最寄り駅やバス停との関係は、循環
バスとの連絡整備を望む人が８割強と多くみら
れる。

鉄道や、急行・快速等の幹線バスの便数とし
ては、１時間に３本の便数を望む人が７割以上
みられる。

（3）私用等日常交通

利用交通手段は自動車依存度が7 3％と高く、
公共交通は1 2％の利用である。公共交通の中で
はバス依存が高く、次いで、タクシーの利用が
多い。高齢者は利用交通手段では、一般の人に
比べ、自動車依存度が6 0～7 0％水準に下り、公
共交通依存度が30％近くまで高くなっている。

（4）買物等私用での公共交通の利用意向

生活中心都市と連絡する鉄道やバスが非常に
利用しやすい条件で整備された場合、都市の中
心部へ出掛ける買物や通院での鉄道やバスの利
用意向である。中心都市と連絡する便利な鉄道
やバスが整備されると7 3％の人は利用可能性が
高いと回答している。利用意向は、バスが59％、
鉄道が1 4％となっている。一方公共交通の利用
は考えられないという人は27％であった。

（5）中心都市内の循環バスのニーズ動向

２，３分歩けば乗れるバス停間隔の短い、都
市中心部の主要施設を巡る循環バスの整備方向
としては、7 7％の人は「便数が多く運賃1 0 0円
以内の安い」バスの整備を望んでいる。その利
用意向の強さは、中心部へ出掛ける際に「5 0％
以上の割合で利用する」と回答する人が半数近
くみられ、平均利用率は4 2 . 8％となっている。
利用上配慮してほしい要望としては、市街中心
部のどこからでも乗れ、どこでも降車できるバ
スのあり方が強く望まれている。

（6）対公共交通改善要望

・施設のあり方について

鉄道、バスともに共通して要望が高いのは
「確実に着席できる」ことである。その他で
は、鉄道駅での「駐車場の整備」、バスでは

「バス停の防風雨対策」と「バス停内ベンチ
の設置」を望む人が多い。

・運行サービスについて

鉄道の運行サービスでは、マイカー通勤者
は快速での「時間の短縮」と「円滑な乗継ぎ
改善」を望む人が相対的に多いが、家族の人
は、快速での「時間の短縮」とともに「増便」
を望む人が多くなる。バスでは、生活中心都
市との連絡バスの「増便」を望む人が多く、
特に買い物、通院等の生活交通者での要望割
合が高い。
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４．都市別の将来ビジョンと課題

大分県の長期総合計画を踏まえ、調査対象都市
の地域が抱える課題や主要施策の展開方向を整理
し、まとめた。課題については、少子・高齢化の
進行、ライフスタイルと社会参加の多様化、環境
問題への対応、国際化の進展、交流連携の活発化
と広域化、高度情報化に伴う産業構造の変化への
対応、規制緩和への対応、市街地活性化に向けた
新たな発想展開等に分類した。

５．行政及び事業者の意向と課題

（1）地域課題に対応した公共交通のあり方

・ 広域市町村的な視点では、観光振興や広域
的な生活、文化、経済交流の活発化にそう広
域市町村圏内の連携や県境を越えた地域交流
を高めるような地域づくり方向が重要視され
ている。

そのため、規制緩和による不採算バス路線
の廃止が懸念されている中、高度情報化シス
テムの活用も含めて、広域性を持った公共交
通と地域内交通との連携や乗り継ぎ利便性
を、スムーズに行うことにより、利用や採算
を高めるような公共交通システムのあり方の
工夫が求められている。

・ 地域課題としては、高齢者の外出やライフ
スタイルと社会参加の多様化に伴う地域活動
を支え、中心市街地の活性化にもつながる地
域政策が重要視されている。そのため、規制
緩和に伴う地域交通の足の確保が厳しくなる
中、広域性を持った公共交通との乗り継ぎが
スムーズに行え、地域内の立ち回り交通に便
利な、回遊性の高い、低コスト型の巡回型短
距離交通システムのあり方の工夫が求められ
ている。

（2）地域のニーズに沿った公共交通に向けた行政、

事業者の意向と課題

市民ニーズの高い公共交通システムを集約す
ると以下の３点にまとめられる。
○「自宅と最寄駅またはバス停間」の連絡バス
○乗継ぎが便利な「快速化されたＪＲ」や「高

速バス、急行・快速バス」
○「勤務先や出掛け先の循環バス」

これらについて、行政及び事業者の取組み意

向等を調査すると、全般的に採算性を懸念する
見方が多いが、事業者側に検討したいという意
向が強く、下記のような積極的な意見もみられ
た。
・大型、小型タクシーの乗合タクシー化や市町

間を結ぶタクシーによるシャトル便の工夫
・用地等を視野に入れたパークアンドライドの

可能性検討
・高速道路の開通を活かした高速バスの検討
・循環バスの導入の検討

また、「施設」や「運行サービス」の整備に
ついては、「バス停での防風対策」を利用の多
いところでやるべきという意見が多くみられる
ものの、それには歩道拡幅などが必要であり、
道路管理者への働きかけ等を積極的に行ってい
く必要がある。

６．公共交通機関の利用促進策の基本方針

（1）公共交通ネットワークの考え方

需要が多く効率性が求められる幹線鉄道や幹
線バス（都市間や広域的に周辺市町村と県庁所
在地等中心都市の間とを結ぶ需要の多いバス路
線など）と、採算性は低いが生活交通としての
確保が求められるローカル鉄道や地域バス部門

（生活圏内バス路線、過疎バス、乗継ぎフィー
ダー機能も含むコミュニティバスなど）とに分
けて考える。

前者（幹線バス）については効率的な輸送体
系づくりを目指し、後者（地域バス）について
は、地域と交通事業者が費用を支え合い、生活
交通としての必要なサービスが提供できるコミ
ュニティ交通システムの確立を目指す。

（2）利用促進、路線維持方策の考え方

・運賃インセンティブ

地域が支えるバスという発想で、割安な一
日乗車券や生活定期券等の工夫により、身近
な気軽に使えるバスイメージを演出するとと
もに、高齢者等の外出しやすさを創出する。

・利用しやすさの創出

近年、中心市街地における空店舗の増加等
市街全体の停滞した状況が社会問題になって
いるため、中心市街地内外の活発な交流を創
出し、市街地の空洞化を防ぎ、市街地の活性
化を図るような「中心市街地内循環交通」の
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事業化を目指す。
そこでは、市街地内の徒歩、自転車等での

立ち回り交通や主要施設間の回遊交通に着目
し、従来のバスとは異なり、徒歩、自転車よ
り早い程度のゆっくり走るバスで、安全で便
利なミニバスや乗合タクシー等を活用した新
しいバスを工夫する。

・運営維持方策の検討方針

コスト削減やスクールバス補助等特別交付
税等の活用も含め、運営財源調達方法につい
て検討する。
1）最低運行便数（シビルミニマム路線）の
あり方の検討。

2）小型バスや乗合タクシー等の活用による
車輌保守費等の節減や、パート色を強めた
主婦や高齢者運転手層等の活用による経費
削減と新規雇用開拓。

3）福祉や送迎バスへの乗合バス旅客の混乗
化や乗合タクシーの活用。（道路運送法４条、
21条、80条バスなど）。

4）「運営補助地域連合体」等広域周辺市町村
一体の共同負担体制づくりの工夫。

（3）公共交通利用誘導策の方向

① 生活中心都市と周辺市町を連絡する自宅
側、勤務先側での乗継ぎの便利なＪＲ、高速
バスのアンドバスライドや、急行・快速バス
のアンドバスライドの整備に対して、市民ニ
ーズは高い。

② 自宅側では最寄りの駅、バス停までの連絡
バスの整備を、着側の生活中心都市内では循
環バスに対する利用意向の高いことも確認さ
れた。

③ そこで、ＪＲ、高速・急行・快速バスなど
の広域交通網の整備と連動させた、乗継ぎの
便利な生活中心都市内循環バスの整備により
公共交通の利用促進を図る方向が検討に値す
る。

その場合、来街のしやすさや中心市街地の
回遊性を高めるとともに、市街地の住環境改

善と交通安全を確保し、混雑の少ない市街地
の交通環境づくりを目指す、総合的な都市政
策として、中心市街地内立ち回り交通に着目
した新しいバス等の近距離交通システム実現
に向けた取り組みが望まれる。
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１．調査研究の目的

物流の効率化を推進するにあたっては、最適輸

送手段の選択等に資するモード・事業者横断的情

報の入手が不可欠であり、統一的なデータベース

及びこれらの情報提供を行うシステムが必要であ

ると考えられる。

このため、本調査では、トラック、鉄道、内航

海運及び航空等の輸送分野において、種々の物流

関連情報（物流施設・物流事業者等のデジタル地

図情報、交通情報、運行ダイヤ情報、貨物位置情

報等）を提供するシステムについて、物流事業者、

荷主等の利用者を含めた民間事業者のニーズ、行

政上の諸課題を把握するとともに、システムが保

有すべき情報の種類や機能、システム化の推進・

運用方法等について検討を行うことを目的とす

る。

２．物流情報の現状と課題の把握

物流分野において、現状で既に提供されている

情報を網羅的に抽出し、それらを物流施設情報、

スケジュール情報、運賃情報、空き情報、貨物位

置情報等に区分した。情報提供の方法とその現状

を把握したうえで、物流情報のニーズを整理し、

課題をまとめた。

（1）物流施設情報

鉄道貨物駅、港湾、空港等のターミナルや運

送事業者の事業所等に関する情報で、従来、出

版物として提供されてきたが、最近ではホーム

ページ上で個別に情報が提供されている。

今後の電子化にあたっては、地理的・空間的

な把握に適したデジタル地図情報として活用で

きる形態での収録が必要である。

（2）スケジュール情報

定期輸送サービスにおけるダイヤ情報や所要

時間情報等で、印刷物もしくはホームページ上

のコンテンツとして情報が提供されているが、

ターミナル間の情報が中心で積替えや集配を含

めた情報が提供されている例は少ない。

今後は、ドア・トゥ・ドアの計画情報が必要

であるため、標準的な集配スケジュール情報の

整備が課題である。

（3）運賃情報

印刷物で情報が提供されているが、商業貨物

分野で一般的に適用されている運賃情報が公開

されている例は少ない。

実商取引に関わる情報であり、開示は困難で

あるが、代表的な運賃水準と個別の貨物につい

ての具体的な運賃を収集する仕組みづくりが課

題である。

（4）空き情報

トラック輸送を中心として、帰り荷を斡旋す

る求貨情報を提供する会員制のシステムが多く

見られるが、最近ではインターネットを利用し

た不特定多数の利用者に提供する事例も見られ

る。定期輸送サービスの分野では、不特定多数

に空き情報を提供している事例はない。

現在は電話による確認が主流であり、インタ

ーネット等による利便性の高い検索サービスが

望まれる。受注管理における基本的な情報であ
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るが、情報化が遅れている。時刻とともに、変

動する情報であるため、電子化された情報と現

実のタイムラグ等の課題がある。

（5）動的位置情報

インターネットでの荷物の現在位置について

の問い合わせに応じる物流事業者は多いが、集

荷から中継を経て配達に至る複数の管理ポイン

トにおけるステータス情報に止まり、貨物の動

的位置情報を提供している事例はない。

情報の収集コストが高いため、安価なシステ

ムの開発が望まれる。

（6）道路交通情報

予定情報も合わせて、テレビ・ラジオといっ

た即時性の高いメディアにより提供されてい

る。最近では、ＶＩＣＳシステム、携帯電話、

インターネット等により、オンデマンドに情報

が提供されるようになった。

今後は、物流の主要な拠点とその拠点へのア

クセス道路との対応づけを行う必要がある。

（7）気象・海象情報

予報情報、最新情報が、テレビ・ラジオ・無

線等のメディアにより提供されている。最近で

は、インターネット等により、オンデマンドに

情報が提供されるようになった。

物流の主要な拠点との位置関係を整理し、最

適な観測ポイントを対応づける必要がある。

３．望まれる情報提供システムと利用イメージ

（1）望まれる情報提供のあり方

①一連の物流業務プロセスに対応、②異なる

輸送機関での相互比較（マルチモーダル）、③

真の出発地から目的地までエンド・トゥ・エン

ド（インターモーダル）の３点に整理できる。

（2）情報の提供者と利用者

情報の提供者は、情報の種類により、物流事

業者、交通管理者、施設管理者等が想定される。

利用者は、荷主、物流事業者及びその他の利用

者が想定されるが、業務に密着した情報が提供

されることに鑑み、会員管理を行い、会員ごと

に得られる情報の範囲が制限されるような管理

が想定される。

（3）利用イメージ

荷主や物流事業者の業務プロセスのうち、計

画時、注文時、実行時のそれぞれの段階におけ

る、検索業務、問い合わせ業務を中心にシステ

ムの利用イメージを整理した。

４．システムの詳細検討

（1）システム構築の方向性

・システムの全体構成

全体システムは、総合サーバ、モード別サー

バ、各事業者システムとから構成され、その他

の情報サーバ（道路交通情報や港湾情報、気

象・海象情報等）から適宜必要な情報の提供を

受ける分散型システムである。

モード別サーバは、鉄道、内航海運、航空、

トラック、倉庫サーバから構成され、当該モー

ドの情報を集約し、総合サーバに適宜提供する。

総合サーバはこれらの情報を編集し、利用者に

マルチモーダルな情報を提供する。

・情報リソースの現状・課題と今後の方向性

各サーバ別に物流基本情報の現状と課題及び

今後の方向性を整理した。

・構築手順

３段階の段階的な構築を考え、今後の取り組

みの方向性をサーバ別に整理した。

ステップ１：モード別にサーバを立ち上げ、各

事業者が既にホームページ等で提

供している情報を統合し、共有化

する。また、本システム以外の情

報リソースから収集された情報に

ついて、組み込み方式を検討する。

ステップ２：ドア・トゥ・ドアの経路等の検索

及び動的位置情報の検索サービス

を実現する。

ステップ３：空き情報の検索、予約の受付機能

及びドア・トゥ・ドアの動的位置

情報の検索サービスを実現する。
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（2）システムの概要

提供するサービス、情報、必要となるシステ

ムの機能について整理した。

提供するサービスは、本来の目的である情報

提供サービスのほか、会員同士の情報交換サー

ビス、広報支援サービス等がある。

システムの機能には、サービスを提供するた

めの機能のほか、システムを維持管理する機能

がある。

（3）物流基本データベースの概要

計画時、注文時、実行時の各段階毎に基本と

なるデータベースのあり方を検討し、内容、役

割、主要な項目、留意事項等を整理した。

計画時の情報としては、事業者、事業所、タ

ーミナル、運行パターン、運行カレンダー、運

行スケジュール、便単位運賃、集配運賃、倉庫

料金の項目があり、注文時の情報としては、空

き情報（輸送サービス）、空き情報（倉庫サー

ビス）、便・窓口の項目が、実行時の情報とし

ては、ステータス情報管理、積載情報管理、輸

送機器I D／運行識別番号管理、動的位置管理、

輸送モード識別の項目がある。

（4）機能の概要

データベースの情報を加工処理し、情報の検

索・登録等のサービス機能を実現するためのシ

ステム構成のあり方について検討を行った。

情報提供サービス機能の中には、物流施設情

報検索・登録、ドア・トゥ・ドア検索、スケジ

ュール情報検索・登録、集配経路検索、運賃情

報登録、空き情報検索・登録、輸送機器位置情

報検索・登録、貨物位置検索、貨物積載情報登

録の各機能がある。

５．システムの構築・運営方式の検討

（1）概算コストの考え方と算出方法案

モード別サーバと総合サーバのシステムにつ

いて、それぞれステップ別に提供機能の整理を

行い、段階的構築の考え方と情報化の重点の置

き方により、タイプ１、２、３の３類型にシステ

ム構築方法を分類し、サーバ別・タイプ別の概

算費用を試算した。

タイプ１：ステップ１に目標を絞り、必要最低

限の機能と装置により、比較的実現

しやすい低価格のシステムを早期に

実現しようとするもの。

タイプ２：ステップ３までの最終形を想定した

上で、必要な装置を計画的に無駄な

くそろえていくが、不特定多数の一

般利用者も含めて早期に情報提供し

ていくことを目指す。C G I等の基本

的な機能で低価格端末で広く、手軽

に利用してもらう。

タイプ３：タイプ２と同様、ステップ３までの

最終形を想定して、装置を整備して

いくが、業界内の業務改善を重視し、

事業者間の情報交換や本システムの

範囲外の受注関連業務まで業界の事

情に応じた機能を組み入れていくも

の。比較的処理速度や複雑な処理に

も対応できる装置が必要となる。

（2）運営主体・方法

システムの運営主体・運営形態等の検討を行

った。モード別サーバについては、情報の提供

側が費用を負担（事業者間接型）し、営利を目

的とせず運営（公益型）し、検索機能により任

意に情報を提供（情報提供型）することが望ま

れる。総合サーバについては、公益型、情報提

供型が望ましいが、費用負担の面では、公益性

が更に高いことから、初期投資については、一

定の公的負担の可能性を視野に入れて検討すべ

きである。

（3）実現に向けた課題と今後の方向性

物流総合情報提供システムの構築実現に向け

て、以下の取り組みが必要である。

・概略設計の実施

本調査で整理した処理方式、情報の保管と取

扱い、通信上の手順等を踏まえ概略設計を実施

する必要がある。
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・情報の標準化

情報化の推進の観点から、情報提供部分はイ

ンターネットのブラウザのような共通のプラッ

トホームを採用することは、手軽さや価格面か

らも有効である。情報登録部分については、デ

ータエレメントに対して、タグ番号を付与し、

識別情報として利用できるように、データエレ

メントを詳細に整理する必要がある。

・技術実現性の検証

本システムを実現する上で、モード横断的情

報の収集など業界全体の合意形成や高度な検索シ

ステムにおける情報処理技術の構築など、一民間

企業では困難な点が多く、また、提供される情報

の形式は標準化されていることが望ましく、効率

的であることから、国がリーダーシップをとって

技術的実現性の検証を行う必要がある。

特に技術的実現性を検証する必要のある要素

として、ドア・トゥ・ドア経路検索機能と動的

位置情報提供機能がある。

・事業性の確立

各事業者の負担が少ない方法で運営できるよ

う、事業性を確立する必要がある。

システム構築にあたっては、「できる事業

者・業界が」「できる部分（機能）から」取り

組んでいくことが現実的である。

・事業者のＩＴ化の推進

事業者がインターネットに接続したり、自動

登録環境を整備したりしやすいように、多くの荷

主の参加の促進、柔軟な拡張性を念頭においたシ

ステムの構築等が必要である。また、税制面での

優遇等の国の側面からの支援も考えられる。

一方、個別の事業者がＩＴ化に取り組む際に

は、様々な課題があるので、事業者団体や協会

等の取り組みが望まれる。
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１．調査の目的

現在急速に進みつつあるグローバリゼーション

により、日本の観光地は国内の競争のみならず世

界の競争にもさらされてきている。国内外の観光

地間の比較を免れない時代にあって、日本の観光

地が真に魅力的で競争力のあるものになるために

は、自らの観光地の魅力を客観的評価基準により、

的確に捉えることが肝要である。

このような状況のもと、本調査は、室谷正裕氏

の研究成果（運輸政策研究機構発行『新時代の国

内観光』、ＩＴＰＳモデルと呼ぶ）をベースとし

つつ、観光地の種類、旅行者の属性、旅行形態別

に評価項目の選定や重みづけを行うなど、よりき

めの細かな評価モデルの作成を目的として実施し

たものである。

２．調査内容

２－１．観光地、旅行者（評価者）、旅行形態の

分類

（1）観光地の分類

観光地の規模の大小に大きく依存せず、ま

た、観光地の性格を反映した評価が可能とな

るよう、全国の主要な観光地５８カ所を、以

下の５つの種類に分類した。

①自然観光地　「自然観賞」が主目的となる

観光地

②温泉観光地　「温泉入浴」が主目的となる

観光地で、宿泊施設規模が比

較的大きいところ、または温

泉地としての知名度が高いと

ころ

③都市観光地　近代的な都市魅力を有する観

光地で、人口規模の比較的大

きなところ

④歴史観光地　「歴史探訪」が主目的となる

観光地で、都市観光地以外の

ところ

⑤スポーツ・レクリエーション観光地

避寒的・避暑的性格が認めら

れ、快適な滞在・休養を行いな

がら、同時にスポーツや温泉入

浴などを行うことができる観光

地

（2）旅行者（魅力度評価者）属性の分類

評価者の視点を明確にするため、本調査で

は評価者の属性を男子学生、2 0～3 9歳男性、

４０歳以上男性、女性の４つに分類した。

（3）旅行形態の分類

旅行形態によっても魅力度の評価が異なる

ことが考えられるため、本調査では旅行形態

として、家族旅行と団体旅行の２つに分類し

た。

２－２．評価項目の選定

観光地の魅力度算出に用いる評価項目は、観

光地の性格を考慮できるように観光地の種類ご

とに選定するとともに、４つの大項目と1 2の小

項目からなる階層構造とした。

４つの大項目と１２の小項目は以下の通り。

大項目１．自然・文化財資源

資源の重要さ、資源の種類の豊富さ、資源の

多さ

大項目２．活動プログラム

種類の豊富さ、オリジナリティー
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大項目３．宿泊施設

サービスの良さ、選択肢の豊富さ、評判の高

さ

大項目４．居心地の良さ

景観・環境の良さ、清潔さ、過ごしやすさ、

散策の楽しさ

２－３．重みづけ手法による魅力度評価

観光地の総合魅力度評価を行うためには、以

下の要件を満たす必要があることから、本調査

では重みづけ手法を採用することとした。

① 観光地の魅力を構成する要素（評価項目）

を網羅的に評価できること

② 評価者および有識者の価値規範を評価に反

映できること

③ 評価過程での透明性を確保し、客観的かつ

適正に評価できること

３． 調査結果

下の樹形図は、女性の視点を小項目に反映した

温泉観光地の重みづけ結果を示したものである。

－2－

本調査では、上記樹形図を含めて、観光地の種類

別、旅行者の属性別、旅行形態別の併せて4 0の樹形

図を作成した。

４．今後の課題

本調査で今後の課題として整理された事項は以

下の通りであり、引き続いての調査・検討が望ま

れる。

（1）評価対象の明確化（観光地域の範囲など）

について

評価対象とする観光地の地理的範囲を明確

にすることにより、その範囲に対する各種デ

ータが整備され、より正確な魅力度の評価が

可能となる。

（2）評価項目の設定について

本調査では、４つの大項目と1 2の小項目か

らなる評価階層を構築して魅力度の分析を行

ったが、より多くの視点からの評価も重要で

あると考えられる。

（3）評価基準について

小項目に関する客観的データを、評価基準

に基づいて点数（評点）化する作業が必要で

女性

【大項目】 【小項目】

魅力度

１．７ １．５ 自然・文化財資源

２．３ ２．７ 活動プログラム

３．２ ３．１ 宿泊施設

２．８ ２．７ 居心地の良さ

３．７ ３．３ 資源の重要さ

３．１ ３．７ 資源の種類の豊富さ

３．２ ３．０ 資源の多さ

５．４ ６．０ 種類の豊富さ

４．６ ４．０ オリジナリティ

３．８ ３．１ サービスの良さ

２．２ ３．０ 選択肢の豊富さ

４．０ ３．９ 評判の高さ

２．１ ２．２ 景観・環境の良さ

２．７ ２．９ 清潔さ

２．９ ２．８ 過ごしやすさ

２．３ ２．１ 散策の楽しさ

小項目の重み

大項目の重み 家族 団体

家族 団体



あるが、本調査では前述のＩＴＰＳモデルに

よる評価基準を採用した。今後この評価基準

に関する検討が必要と考えられる。

（4）最新データによる継続的な評価について

観光地サイドでの取り組みを正しく評価す

るとともに、観光地の魅力度を継続的に算出

していくためには、正確（客観的）かつ最新

の各種データが整備・収集されることが必要

である。

また、評価者（旅行者）の観光地に対する

価値観は時とともに変化するものであり、評

価項目やその重みも当然この変化に対応して

定期的に見直していくべきものと考える。

報告書名：「観光地づくりに向けた魅力度評価手法

に関する調査」

（資料番号1 2 0 0 3 7） Ａ４判　本編９１頁　付属資

料34頁
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１．調査の目的

近年めざましい発達を遂げている情報通信技術

を活用して、高品質な交通機関情報を利用者に提

供することにより、公共交通機関の利便性が高ま

り、その利用促進が図られると考えられる。

本調査は、この情報通信技術を活用した総合交

通情報提供システムのコンセプトを作成するとと

もに、平成１２年度に札幌市で行われている実証

実験の評価を行い、その結果を踏まえてシステム

の実用化と普及に向けた方策について検討するこ

とを目的としている。

２．交通機関利用者ニーズの把握

２－１．利用者ニーズを把握するため、以下の内

容で調査を行った。

（1）市民アンケート（有効回収2,038票）

札幌市民及び福岡市民を対象にアンケート

調査を行った。また、札幌市民については、

きめ細かく把握するため、一般市民とは別に

高齢者、主婦、学生を対象に実施した。

（2）来訪者（旅行者）ヒアリング（有効回収

112票）

新千歳空港、ＪＲ札幌駅で来訪者を対象に

ヒアリングを実施した。

２－２．利用者ニーズのまとめ

（1）情報提供媒体については、時刻表・パンフ

レットなどの印刷物（約６割）、駅・バス停

などの情報表示板（約４割）となっており、

インターネット、携帯電話へのニーズは各２

割程度である。しかし、旅行者に限ってみれ

ば、インターネットへのニーズは４割と高く

なっている。

（2）必要情報項目としては、駅別時刻表（約５

割）、バス停別時刻表（約６割）が圧倒的に

多く、次いで路線情報（約４割）となってい

る。バスの現在位置情報や接近・到着予想時

刻情報に対するニーズは約３割である。

（3）複数事業者、複数交通機関の情報を総合し

て提供することに対するニーズは約４割とな

っている。

３．札幌市における実証実験の概要

（1）複数事業者・複数交通機関の総合的な情報

提供

バス事業者５社、鉄道事業者２社及び航空

４社の情報を総合的に収集しこれらを組み合

わせることで、複数の事業者や交通機関を乗

り継ぐ場合の経路案内も可能とした。

（2）バス事業者３社約2 6 0台の車両を対象とし

た運行情報や到着予想時刻情報を提供した。

（3）今後情報提供サービスの展開を多くのメデ

ィアで行うために、汎用性の高いデータ言語

であるＸＭＬを利用して、交通情報のデータ

化を行った。
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４．実証実験を通した総合交通情報提供シ

ステムの評価

４－１．システム利用者からの評価

ホームページ上のアンケートをもとに、モデ

ル実験をとおした総合交通情報提供システムの

評価を行った。

（1）評価できる点

・複数事業者の情報を一括して入手できる

（60％）

・駅、バス停別時刻表が手軽に入手できる

（58％）

・鉄道とバスをあわせたルート検索ができる

（38％）

・路線・位置情報が地図上に表示される

（32％）

（2）不満な点

・必要な情報にたどりつくまでに手間がかか

る（41％）

・操作がわかりにくい（21％）

・画像が見にくい（21％）

４－２．情報提供者（交通事業者）からの評価

利用者増加や業務効率化の観点からヒアリン

グやアンケート調査を行った結果、インターネ

－2－
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ットなどを活用した自社情報の提供については

期待度が高いことが判明した。また、案内業務

における活用については、既存の社内システム

を補助するものとして可能性があるとしてい

る。

一方、システムの操作性の向上、情報提供に

かかるコストの軽減などが課題として指摘され

た。

４－３．システム開発・運用上の評価

システム開発費・維持管理費、i モード利用

時の通信コスト、開発プログラムの精度などに

ついて分析した。その結果、i モード利用時の

通信コストについては、利用者ニーズ（支払い

許容範囲）に近づける工夫が必要であった。ま

た、システムの維持管理費は後年次にわたって

負担が発生するものであることから、システム

の開発段階から十分考慮する必要がある。

５．総合交通情報提供システムの基本モデル

モデル実験の評価を踏まえて、各地域において

複数の交通事業者の交通機関を網羅する総合的な

交通情報を提供するシステムを構築する際の検討

手順、検討内容を整理した。

（1）情報提供主体の形成

（2）情報サービスの内容の検討

（3）情報の共通フォーマット化

（4）システムの開発

（5）実証実験の実施

報告書名：「総合交通情報提供ネットワーク構築の
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１． 調査の目的

全国貨物純流動調査は、貨物流動を荷主側から

捉え、貨物の真の発着地や物流と産業活動との関

連を明らかにすることを通じて、貨物流動の実態

を詳細に明らかにする我が国唯一の貨物に関する

実態調査であり、昭和4 5年以来、５年おきに実施

され今回で７回目の調査となる。

初年度にあたる本年度は、調査の基本方針の策

定や調査票の設計を行うとともに実査を行った。

２．実査の実施

（1）調査対象産業

本調査の対象は、荷主企業を対象とし、前回

調査と同様に、鉱業・製造業・卸売業・倉庫業

の４業種とした。

（2）調査の内容

本調査は、年間の出入荷量及び輸送傾向を把

握するための「年間輸送傾向調査」と詳細な貨

物の流動を把握するための「３日間流動調査」

から構成されている。

「年間輸送傾向調査」では、調査実施年次の

前年１年間（暦年）における品類別出入荷重量、

輸送機関別利用割合、出荷先地域別重量割合、

出荷波動（月別・曜日別）、利用輸送施設など

を調査、「３日間流動調査」では、調査実施年

次の特定３日間の出荷貨物について出荷１件ご

との出荷品目、荷受人業種、届先地、重量、利

用輸送機関、輸送経路、利用施設、所要時間な

どを調査している。

（3）調査方法

調査方法は、郵送調査を実施するとともに、

特に出荷量ベースでの補足率を高めるために、

１事業所当たりの出荷量が大きい鉱業、製造業

のうち従業者規模の大きい事業所については面

接調査（訪問調査）とした。

（4）調査対象事業所数（サンプル数）

本調査は、標本調査であるため、全体の統計

量を把握するには回収結果をもとに、母集団集

計を行う必要がある。このため標本設計にあた

って標本誤差を小さくし、推計精度の向上を図

る必要があるため、以下の基本方針により調査

対象事業所数の抽出を行った。

①　産業別標本設計

調査対象産業は、出入荷構造も異なるため

標本設計は産業別に行った。

②　母集団推計に対応した標本設計

母集団推計は、都道府県別・業種別・従業

員規模階層別に行うため標本設計もこれに準

じた。

③　標本出荷量の把握率向上

実査によって得られるサンプルデータ（出

荷量）の母集団に対する補足率を高めるため、

前回調査の結果から１事業所当たり出荷量の

多い階層においては抽出率を高めた。また、

従業者規模の小さい階層については、ゼロサ

ンプルや母集団推計の際に極端に大きな拡大

係数の発生を押さえるために他の階層より抽

出率を高めた。
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表　産業別標本数

産　業 事　業　所　数

鉱　業 1,601 （19）

製造業 36,981 (2,491)

卸売業 25,525

倉庫業 3,015

合　計 67,121 (2,510)

（ ）は面接調査のサンプル数で内数

（5）調査対象期間

郵送及び訪問調査の対象期間は以下のとおり

である。また、３日間調査は、季節波動が比較

的小さい1 0月に設定し、出荷量が集中する傾向

がある月初、月末を避けるとともに、曜日につ

いても出荷が集中する月曜、金曜を避けている。

○年間輸送傾向調査：

平成11年（１月～12月）の1年間の実績。

○３日間流動調査：

平成12年10月17日（火）～19日（木）

（6）前回調査からの変更点

前回調査からの調査票の主な変更点は以下の

とおりである。

1）年間輸送傾向調査

鉱業・製造業・卸売業用の調査票では、輸

出比率に変えて、品類別輸出量を新たに調査

項目に加えた。

2）３日間流動調査

①　輸送経路方式の採用

輸送手段、運輸施設の利用順が分かるよ

うな輸送経路を質問する様式に変更し、品

目特性や利用運輸施設（中継点）を把握す

ることが可能となった。

②　出荷時刻の把握

物流のピーク特性など時間変動を把握す

るために出荷時刻を加えた。

③　個人向け貨物の把握

成長が著しい個人向け宅配便輸送の実態

を把握するため、荷受人業種分類に「個人」

を届先施設区分に「個人宅」を加えた。

④　廃棄物物流の把握

廃棄物物流に関わる品目を細分化すると

ともに、届け先施設区分に「リサイクルセ

ンター」を加えた。

３．調査票の回収状況

今回調査における全体の回収率は3 9 %であり、

前回調査に比べて4 7 %と8 . 6ポイント回収率が低下

している。また、面接・郵送調査別でみると、面

接調査の回収率は8 5 . 7 %、郵送調査は 3 7 . 3 %となっ

ており、前回調査と比較して若干回収率が低下し

ている。

４．今後の方針

今後は、回収・補正されたデータの磁気化を行

うとともに、妥当性のチェックと補正を行い、産

業別に適切な母集団推計方法の検討を経て、母集

団推計を行う。

また、整備されたデータを活用して、地域別・

品目別・輸送機関別流動量など物流の現状の把握

を行うとともに、近年の経済社会情勢の変化にと

もなう物流構造の変化についての分析を行ってい

く。
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１．調査の経緯と目的

大都市交通センサスは、大都市圏における公共
交通網のあり方についての検討等の基礎資料を提
供することを目的に、昭和3 5年より５年毎に実施
され、過去８回実施されている。

大都市圏においては、通勤・通学時の交通混雑
の解消や、拡大する通勤・通学圏に対しての移動
時間の短縮等を目的に、新線整備、既設線の増設、
車両の増強・性能向上等の施策が従来から実施さ
れてきているが、大都市交通センサスはこれら施
策の検討・評価のための基礎資料として活用され
てきている。

近年、価値観の多様化、少子・高齢化の進展等
に伴う社会構造の変化等から、大都市圏における
公共交通に求められるサービス内容も多様化して
おり、それに応じて、鉄道交通における改善施策
の内容についても、従来実施されていた輸送力増
強等の量的拡大に加え、快適性や利便性など新し
いニーズに対応した質的向上が求められている。

このような背景の下、今回の第９回大都市交通
センサスは、首都圏、中京圏、近畿圏の三大都市
圏における交通流動実態（利用経路、乗り換え関
係、端末交通手段、利用の時間帯分布等）を把握
するとともに、人口の分布と輸送量との関係、輸
送需要構造の分析等を行ってきた従来の調査内容
を継続しつつ、輸送サービス（施設・車両の運用）
の量的把握、並びに、利用者ニーズ調査の対象範
囲を拡大し、需給関係を含む大都市圏における公
共交通の実態を把握・解明し、新たな交通施策立
案の際の基礎資料を作成することを目指して実施
する。

２．調査対象圏域

本調査は、三大都市圏（首都圏、中京圏、近畿

圏）を対象とする。各圏域における対象圏域は、
以下のように設定した。

（1）首都圏

①　東京駅まで鉄道所要時間が２時間以内
②　東京都2 3区への通勤・通学者数比率が３％

以上かつ通勤・通学者数が500人以上
③ さらに、これらの行政区と連担する行政区

も考慮する。
（2）中京圏

① 名古屋駅まで鉄道所要時間が１時間3 0分以
内

② 名古屋市への通勤・通学者数比率が３％以
上かつ通勤・通学者数が500人以上

③ さらに、これらの行政区と連担する行政区
も考慮する。

（3）近畿圏

①　大阪駅まで鉄道所要時間が２時間以内
② 大阪市への通勤・通学者数比率が３％以上

かつ通勤・通学者数が500人以上
③ さらに、これらの行政区と連担する行政区

も考慮する。

３．調査対象事業者

（1）調査対象事業者の定義

調査の実施に際して、各都市圏における鉄道
事業者、バス・路面電車事業者へ調査票の配
布・回収作業、関連資料の収集・作成作業など
の協力を依頼した。

今回調査の対象となる事業者は、次の定義に
よる。
①　鉄道事業者

平成1 2年1 0月１日現在において、調査対象
圏域内に、１つ以上の鉄道駅を持つ営業路線
を有する事業者。

②　バス・路面電車事業者
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鉄道事業者 バス・路面電車事業者 合　　　計

首都圏 ３４ ５５ ８９

中京圏 １３ １６ ２９

近畿圏 ２５ ４２ ６７

圏域合計 ７２ １１３ １８５

平成1 2年1 0月１日現在において、調査対象
圏域内に、１つ以上の停留所（駅）を持つ営
業系統を有する事業者。

（2）調査対象事業者数

圏域別の調査対象事業者数は表１のとおりで
あり、３圏域合計で鉄道が7 2事業者、バス・路
面電車が 1 1 3事業者、合計1 8 5事業者（延べ数）
である。（表１）
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表１　調査対象事業者数

図１　平成12年大都市交通センサスの調査体系

大都市交通センサス

鉄道定期券

利用者調査

鉄道普通券調査 鉄道輸送サービ

ス実態調査

バス・路面電車

定期券利用者調査

バス・路面電車

ＯＤ調査

系統別輸送サ

ービス実態調

乗換え施設

実態調査

バス利用

実態調査

鉄道利用者調査 バス・路面電車利用者調査

鉄道利用

実態調査

４．調査内容と実施状況

（1）調査体系

平成1 2年大都市交通センサスは、以下の９つ

の調査からなる。（図１）



調　　査　　名 調　査　期　間 調査対象事業者

鉄道定期券利用者調査 平成12年10月15日～31日 全鉄道事業者

バス・路面電車定期券利用者調査 平成12年10月15日～31日 全バス・路面電車事業者

鉄道普通券調査 平成12年10月１日～11月30日 全鉄道事業者

バス・路面電車ＯＤ調査 平成12年10月１日～11月30日 一部バス・路面電車事業者

鉄道輸送サービス実態調査 平成12年10月１日～11月30日 全鉄道事業者

系統別輸送サービス実態調査 平成12年10月１日～11月30日 一部バス・路面電車事業者

（関連調査）

鉄道利用実態調査 平成12年12月５日 一部鉄道事業者

バス利用実態調査 平成12年12月５日 一部バス・路面電車事業者

乗換え施設実態調査 平成12年11月27日～30日 一部鉄道事業者

調　査　名 単位 首 都 圏 中 京 圏 近 畿 圏 合 　 計 備　　　考

定期券利用者調査 票 289,162 32,196 152,035 473,393

バス定期券利用者調査 票 17,369 2,361 17,065 36,795

鉄道普通券調査 枚 11,602,501 986,246 4,242,590 16,831,337

バス等ＯＤ調査 台 18,168 452 2,851 21,471 調査実施車両数

鉄道利用実態調査 票 7,205 4,066 4,391 15,662

バス利用実態調査 票 1,911 1,333 1,685 4,929

乗換え施設実態調査 通 1,425 277 777 2,479 乗換えパターン数

－3－

表２　調査の実施状況一覧

表３　収集データのサンプル数

（2）調査の実施状況

上記に掲げた各調査の調査期間及び対象事業
者は以下のとおりである。（表２）

（3）収集データ

実査の結果、得られた標本数は、以下のとお
りである。ただし、これらは総回収数であり、
有効回答数とは異なる。（表３）



５．平成1 2年大都市交通センサスのスケジ
ュール

本調査は、平成1 1年度に実施された準備調査の
成果を踏まえ実施するものである。平成1 1年度か
ら平成1 3年度までの本調査の全体工程は、以下の
とおりである。

（0）準備調査（平成11年度）

平成1 2年大都市交通センサスの円滑な実施を
目的とした準備調査を行い、調査方法（データ
の収集方法）の検討、調査体系、調査票の基本
設計等を行った。

（1）実態調査の企画（平成12年４～８月）

準備調査における検討成果をもとに、平成1 2年
1 0～1 1月に実施した実態調査の要領を策定した。
①　調査体系
②　各実態調査の調査票
③　各実態調査の実施要綱

（2）実態調査の準備（平成12年７～９月）

実態調査の企画にもとづき、実態調査を実施
するための準備作業を行った。
①　各実態調査の調査手引きの作成
② 各コード表（ゾーンコード、駅コード、バ

ス停コード）、コーディング要領の作成
③ 各調査票に対する所定の手続き、調査票等

の印刷
④ 各事業者に対しての調査仕様の説明・確認

（3）実態調査の実施とデータ入力（平成1 2年1 0月

～13年６月）

各実態調査の調査手引きにもとづき、実態調
査を実施し、その後、調査票の回収およびコー
ディング作業、データ入力を行っている。
①　各実態調査の実施
②　調査票の回収、エラーチェック
③ 各調査票へのゾーンコード、駅コード、バ

ス停コードの記入
④　調査票データの入力

（4）集計・解析方針の検討（平成13年２～８月）

定期券利用者調査におけるサンプルデータの
拡大方法＊の検討、各実態調査における集計表
の種類、集計方法の検討、解析方針について検
討する。
① 鉄道およびバス・路面電車定期券利用者調

査データの拡大方法の検討
② 各実態調査における集計項目、集計方法の

検討
③　集計結果にもとづく解析方針の検討
＊拡大：サンプル調査より得られるデータは、母集

団の一部にすぎないことから、母集団の全体像を

把握するために、サンプルから母集団の状態に復
元推定する作業をいう。

（5）マスターファイルの作成（平成1 3年６～９月）

調査結果のデータ化、およびデータチェック
後、検討した拡大方法にもとづく作業を行い、
総需要量を推定する。

拡大結果の妥当性を検証の上、大都市交通セ
ンサスのマスターファイルを作成する。

（6）集計（平成13年９～12月）

（4）による集計方法にもとづき、大都市交通
センサスデータの集計を行う。

（7）解析（平成13年９月～平成14年２月）

（5）のマスターファイルをもとに、大都市圏
における公共交通の実態について、（4）③で検
討した分析を行い、報告書としてとりまとめる。
①　集計結果の解析
②　報告書の作成
③　公表用データ集の作成

（8）研究課題整理と課題検討（平成1 4年１～３月）

本調査で得られた分析結果より、新たな研究
課題の抽出・整理を行うとともに、具体的な研
究・検討を進める。

報告書名：「平成12年　大都市交通センサス　中間
報告書」（資料番号120040）
Ａ４判101頁

報告書目次
Ⅰ．調査の体系
Ⅱ．調査の企画
Ⅲ．調査の準備
Ⅳ．調査の進捗
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１．本調査の目的

全国幹線旅客純流動調査は、旅行する個人に着

目し、旅行目的、個人属性とともに、交通機関の

乗り継ぎ状況を含めた旅行行動の全体を捉えるこ

とのできる調査である。過去に２回（平成２年度、

平成７年度）実施されており、今回が第３回とな

る。

本年度調査は、２ヵ年の幹線旅客純流動調査の

基本方針を策定するとともに、実態データの得ら

れないバス、旅客船・フェリーについての実態調

査（以下、補充調査）の計画・実施と、そこで得

られるデータの解析方法について検討することを

目的とした。

２．幹線旅客純流動調査の基本方針の策定

２．１　基本的枠組み

過去２回の基本方針を踏まえ、以下のような

基本方針を策定した。

① 対象とする幹線旅客流動の定義：通勤・通

学以外の目的で、日常生活圏を越える国内旅

客流動

② 対象範囲：日常生活圏（都市圏）を越える

国内旅客流動。海外旅行の国内流動を含む

③ 対象目的：通勤・通学目的以外の旅客流動

④ 対象交通機関：航空（国内定期航空路線）、

鉄道（新幹線、ＪＲ特急列車（寝台列車含む）、

幹線交通として利用されている民鉄（東武、

近鉄）、都市間バス、旅客船・フェリー、自

動車（自家用車、タクシー、レンタカー）

⑤　整備するための基礎データ

○提供してもらうデータ

・航空旅客動態調査

・幹線鉄道旅客流動調査

・全国道路交通情勢調査

・レンタカー利用実態調査

・国際航空旅客動態調査

○補充調査（本年度調査で実施）

・幹線バス旅客流動調査

・幹線旅客船・フェリー旅客流動調査

⑥　整備対象年次：平成12年秋期１日

⑦ 本調査の成果について、以下の項目の公表

を前提に検討を行う

・府県間OD

・生活圏（207ゾーン）相互間OD

・トリップデータ

２．２　実施計画

２．１の基本的枠組みを踏まえ、２カ年の実

施計画を以下のように策定した。

【平成12年度】

・データ・純流動表作成要件の検討

・拡大・統合要領の検討

・補充調査の実施

【平成13年度】

・純流動トリップデータの整備

・純流動表の作成

・全体とりまとめ

・パンフレット作成
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３．補充調査の検討

航空、鉄道、都市間バス、旅客船・フェリー、

自動車のうち、都市間バスと旅客船・フェリーに

ついては既存の調査データがないため、本調査で

個別に実施した。

３．１　調査対象選定基準

（1）幹線バス

・日常生活圏相互を結ぶ都市間バス

・上記の内、通勤・通学の利用が８割を越え

るものは対象外とする

・対象系統：525

・調査日：平成12年10月18日

（2）幹線旅客船・フェリー

・日常生活圏相互を結ぶ航路

・上記の内、通勤・通学の利用が８割を越え

るものと、県内々は対象外とする

・対象航路：109

・調査日：平成12年10月18日

３．２　調査方法

（1）バス

調査方法は、中学生以上のすべての乗客を

対象とし、乗車時に調査票を配布し、降車時

までに記入してもらい、降車時に回収する。

調査票の配布方法、回収方法については事業

者に一任する。また、事業者から調査を行っ

た往復各々の便数や起点発時刻や輸送実績、

サービスデータ等について収集する。

（2）旅客船・フェリー

フェリーについては自動車と一緒に乗船し

た利用者を除く中学生以上の一般の全乗船客

を対象とし、旅客船については全乗船者を対

象とする。

配布と回収方法はバスと同じとする。

また、調査日の輸送実績や平成1 2年度の月

別輸送実績、対象航路のサービスデータ等に

ついても収集する。

４．補充調査結果のデータ解析手法の検討

補充調査で得られたデータについて、そのデー

タ整備要領と解析手法について検討を行った。

４．１　補充調査のデータ整備要領の検討

データの入力とロジカルチェック要領につい

て検討を行い、入力ミス等の無いように心がけ

る。

４．２　補充調査のデータ解析手法の検討

補充調査で得られたデータはサンプルデータ

であり、平成1 2年秋期１日、平成 1 2年度の旅

客流動を表すためにはこれを拡大処理する必

要がある。拡大処理にあたっての基礎的条件

を以下に示す。

・2 0 7ゾーン間レベルで公表するためには、

出発地、目的地、居住地ができる限り市郡

区単位で明らかなこと

・配布率、回収率等を考慮した適切な拡大係

数が割り当てられていること

・同種、異種を問わず交通機関を乗り継いだ

幹線旅客の拡大係数は、交通機関間の重複

を考慮したものであること

・日拡大係数は平成 1 2年秋期１日、年拡大係

数は平成1 2年度に対応するように整備する

こと

（1）幹線バスの拡大要領

・出発地、目的地、居住地が府県単位で不明

なサンプルは対象外とする

・時間帯拡大係数（１日を５つに分割）を基

本とする。回収率が極端に低い時間帯につ

いては路線全体の特性を歪めないように考

慮する

・乗り継ぎ客については、乗り継ぐ時間帯を

仮定し、当該サンプルを乗り継ぐ時間帯に

埋め込んで時間帯別拡大処理を行い、乗り

継ぎ量を調整する。年間拡大については、

路線別に年間の輸送実績をもとに、乗り継

ぎ率を秋期１日と同様にして行う
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（2）幹線フェリー・旅客船の拡大要領

・出発地、目的地、居住地が府県単位で不明

なサンプルは対象外とする。

・時間帯拡大係数（１日を５つに分割）を基

本とする。回収率が極端に低い時間帯につ

いては路線全体の特性を歪めないように考

慮する。

・乗り継ぎ客が相当数いる場合には幹線バス

と同様の処理を行う。年間拡大については、

航路別に年間の輸送実績をもとに行う。

５．今後の方針

今後は、本年度調査で策定した実施計画に基づ

き、純流動トリップデータの整備、純流動表の作

成を進めていく。

また、整備するデータについては、交通基盤整

備の効果評価の観点から過去２回のデータと比較

するなどの解析を進めていく。

報告書名：
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１．調査研究の目的

交通運輸をめぐる諸問題の解決にあたっては、

交通モード毎の対策だけではなく、交通モード間

の連携を図ることで、より総合的な交通政策を目

指していく必要があると言われる、そこで、本調

査は、交通モード間の連携に着目しつつ、我が国

ならびに欧米諸国における総合的な交通政策の実

態を把握し、それをもとに我が国への示唆を検討

することを目的とする。

２．我が国における総合的な交通政策の現状

我が国の主要都市の地方自治体、交通事業者等

を対象に、総合的な交通政策に係わる既存計画

（長期総合計画等）と具体的な施策（P & Rやバス

ターミナルの整備等）の現状と課題についてヒヤ

リング調査及びアンケート調査を行った。その結

果、以下のような点が課題であることが明らかと

なった。

（1）総合的な交通政策に係わる既存計画の課題

・同一都市圏に類似した複数の計画がある場合

があり、計画間で必ずしも整合がとれていな

い

・計画の目標が具体的でない

・計画策定後の事後評価が実施されていない

等

（2）具体施策実施上の財源確保・事業採算性に係

わる課題

・施設整備の負担が大きいため単独での整備が

困難

・補助制度が省庁毎に整備されておりわかりに

くい

・補助が施設単位でなされることが多く、面的

に広がりを持つ複数の施設を一括して整備す

ることが困難　等

（3）具体施策実施上の法的規制に係わる課題

・地方の実状に合わせた地方独自の取り組みが

法制度の枠組みにより妨げられることがある

等

（4）具体施策実施上の推進体制に係わる課題

・広域的な交通問題に取り組むための地方自治

体間の連絡が不十分な場合がある

・自治体と交通事業者との協議が不十分なこと

が多い

・自治体内の関係部局間における合意を得るこ

とが困難である　等

３．諸外国における総合的な交通政策の事

例調査

（1）英国における総合交通政策の現状

英国では、1 9 9 8年にB l a i r政権が新たな交通白

書を発表し、総合的な交通政策の重要性が唱え

られた。白書を受けて、まず地方交通について

は新たにLocal Transport Plan（L T P）が設けら

れた。L T Pは地方自治体の５年間の地方交通に

関する戦略的な計画であると同時に中央政府か

らの資金を獲得するための入札資料であり、中

央政府の基本方針である公共交通、徒歩、二輪

車の利用促進に合致する計画に対して優先的に

資金の配分がなされる。その判定には具体的な
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数値による指標が用いられる。これ以外にも、

バスにおいては品質協定・品質契約の導入や

P & Rの推奨など、公共交通の利用促進による選

択幅の拡大が目指されている。また、鉄道につ

いては鉄道戦略局が新たに設置され、鉄道駅に

おける乗継ぎ利便性の改善等が目標とされてい

る。

（2）オランダにおける総合交通政策の現状

オランダでは、1 9 9 0年に第二次運輸構造計画

（S V V - I I）が国レベルの長期基本政策として定

められ、その下にインフラ交通整備５ヵ年計画

（M I T）が定められている。ここでは「環境と

アメニティ」、「モビリティの管理と抑制」、「ア

クセシビリティの確保」が政策目標とされ、

各々について具体的な目標値が厳密に定められ

ている。しかし、公共交通機関の整備に対して

莫大な投資がなされたにもかかわらず、自動車

からの転換が微少にとどまっていることから現

在、新たに第一次全国運輸交通計画（N T T P）

が策定されつつあるところである。またN T T P

では前計画の反省を踏まえ具体的な数値目標は

一切削除される予定となっている。一方で、地

方レベルにおいては、交通計画と土地利用計画

との連携施策としてA B Cポリシーが実施されて

いる。これは対象地域の交通条件と企業のモビ

リティ特性に応じて、Ａ・Ｂ・Ｃの３つの地区

を指定し、各地区について駐車場の整備を規制

するものである。ただし、その実効性や規制に

対する権利侵害に関して疑問の声が挙がってい

るのが実態である。

４．我が国への示唆

計画・施策の一貫性（英国のplan-led system）

や事後評価（年次報告書の作成義務）、関係主体

間の連携（中央政府による地方自治体への政策指

示の方法）等では）我が国の交通政策にとっても

参考になるところが大きい。また、具体的な数値

による政策目標の設定を目指す英国と、その限界

を悟り、方針転換を図りつつあるオランダの事例

に学ぶところも大きいと考えられる。
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１．調査の目的

物流拠点は、国際物流や地域間の物流の結節点

として、あるいは都市内物流を集約する拠点とし

て重要な役割を果たしている。

我が国の物流の現状に起因する環境問題、交通

渋滞、労働力問題などをめぐる社会問題が深刻化

しており、これらに対応するためには、より効率

的な物流体系を構築していく必要がある。とりわ

け物流拠点においては、効率的な物流体系の構築

に貢献することが期待されている。

このような背景のもと、「物流拠点の整備を進

める上での指針」及び「物流拠点整備ビジョン（全

国版）」を踏まえ、物流拠点の機能類型別の配置計

画等、地域に応じた物流拠点整備に関する考え方を

明らかにした北海道、四国、九州の３圏における物

流拠点整備ビジョンの策定を行った。

２．物流拠点の類型

「物流拠点整備ビジョン（全国版）」における

今後の物流拠点整備の課題や役割、整備方策につ

いての取りまとめを踏まえるとともに、そこで示

されている６類型に基づき物流拠点整備ビジョン

の策定を行った。

－1－

物流拠点整備ビジョン策定に関する調査（北海道、四国、九州）

Ⅰ．流通効率化へ
の対応を行う物
流拠点

企業の物流諸活動
を一元的に実施し
たり、多数の荷主
から貨物を効率的
に処理することな
どにより、物流・
流通全体の効率化
に資する物流拠点

食料品の流通・備
蓄に対応するため
の物流拠点

都市内への共同輸
配送を行う基礎と
なる物流拠点

① 複合一貫輸送
に対応したター
ミナル

内航船舶と鉄道貨
物やﾄ ﾗ ｯ ｸ輸送との
中継、内航船舶と
鉄道貨物輸送との
中継を円滑にする
ための物流拠点

② 幹線トラック
輸送に対応した
ターミナル

幹線ﾄ ﾗ ｯ ｸ輸送と地
域内ﾄ ﾗ ｯ ｸ輸送の中
継を円滑化するた
めの拠点

近年の輸入増加等
に対応した効率的
な国際物流ｼ ｽ ﾃ ﾑの
構築に資するため
の物流拠点

都市内物流と地域間物流の連携による
広域的な物流活動に対応した物流拠点

Ⅱ ． 食 料 品 の 流
通・備蓄に対応
する物流拠点

Ⅲ．共同輸配送を
行うための物流
拠点

Ⅳ．広域物流への対応を行うための物
流拠点

Ⅴ．輸入等国際物
流への対応を行
う物流拠点
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３．調査検討の構成

1）各圏域における物流を取り巻く動向の整理

既存統計資料等から各圏域における物流拠点

立地に影響の大きい社会資本の整備や物流拠点

に関連する倉庫、トラックターミナルなどの物

流拠点関連施設の立地状況と動向の整理を行っ

た。また、物流の動向や各圏域の社会経済動向

の近年の動向についても整理した。

2）各圏域における類型別物流拠点の現状と動向

の把握

平成９年度に実施したアンケート調査（倉庫

協会及び冷蔵倉庫協会加盟企業への全数・全国

の主要なトラック事業者を対象）から類型別物

流拠点の現状と動向の整理を行った。

3）各圏域における物流関連プロジェクト及び物

流事業者の動向の把握

道県及び政令市、中核都市等に対するアンケ

ート及びヒアリング調査から各圏における物流

拠点関連プロジェクトの整理を行った。

4）各圏域における物流拠点整備ビジョンの策定

以上を踏まえ、各圏域の担うべき役割、重点

的に整備を促進すべき物流拠点の類型及びその

立地に関する基本的な方向を定めるとともに、

物流拠点整備ビジョンの策定を行った。

４．各圏における物流拠点整備ビジョンの

策定

３．調査検討の構成の1）～3）より物流拠点整

備の基本方針を設定し、物流拠点整備ビジョンの

策定を行った。

1）各圏における物流拠点整備の基本方針

【北海道圏】

＊流通効率化への対応を行う物流拠点

情報化をはじめ、流通効率化への対応は基本的

にすべての物流拠点において促進。

＊食料品の流通・備蓄に対応する物流拠点

道北・オホーツク地域などにおける出荷の季節

変動に対応した中・長期保管と迅速な出荷を可

能とする拠点機能の形成。

札幌市及びその周辺地域や苫小牧港周辺地域に

おける圏域全体の中核拠点としての機能の形

成。主要都市近郊のインターチェンジ周辺や臨

海部おける需要に対応した拠点の立地。

＊広域物流への対応を行う物流拠点

・トラックターミナル

高速道路網の結節点おける地域間物流と各都市

への集配物流を円滑に中継する物流拠点の立

地。大谷地流通業務団地をはじめとした札幌市

及びその周辺地域における物流拠点の整備、高

度化。

・複合一貫輸送に対応する拠点

苫小牧港など域内の内航定期航路を有する重要

港湾の近傍におけるトラック輸送との円滑な連

携を担う物流拠点の立地。

札幌貨物ターミナルや苫小牧貨物駅を中心した

各地域の主要なコンテナ貨物駅やコンテナセン

ターの近傍におけるトラック輸送との円滑な連

携を担う物流拠点の立地。

＊輸入等国際物流への対応を行う物流拠点

苫小牧港の近傍や石狩湾新港、室蘭港の近傍に

おける苫小牧地域を補完する国際物流を担う物

流拠点機能の形成。新千歳空港における国際エ

アカーゴ基地の形成に向けた物流拠点機能の立

地。

＊共同輸配送を行うための物流拠点

札幌市中心部をはじめとする各都市における商

業業務集積地への配送における共同化や都市間

物流における共同化を図るターミナル施設の必

要に応じた促進。



【四国圏】

＊流通効率化への対応を行う物流拠点

情報化をはじめ、流通効率化への対応は基本的

にすべての物流拠点おいて促進。

＊食料品の流通・備蓄に対応する物流拠点

各県庁所在都市近郊のインターチェンジ周辺や

臨海部への立地の促進。

食料品輸入の増大に対応した徳島小松島港、高

松港、松山港、三島川之江港、今治港、高知港

などの国際港湾の近傍への立地。

＊広域物流への対応を行う物流拠点

・トラックターミナル

四国横断自動車道、四国縦貫自動車道の結節点

となる川之江市、伊予三島市及びその周辺地域

をはじめとする高速道路網の結節点への立地。

本州四国連絡道路３ルートの結節点である徳

島・小松島地域、今治地域及び坂出市その周辺

地域への整備や既存施設の更新。

・モーダルシフトに対応する拠点

高松港、松山港など内航定期航路を有する重要

港湾の近傍への立地。各県の主要なコンテナ貨

物駅やコンテナセンターの近傍への立地。

＊輸入等国際物流への対応を行う物流拠点

徳島小松島港、高松港、松山港、高知港などの

国際コンテナ港湾を活用した国際物流に係るコ

スト削減に資する物流拠点の整備。

＊共同輸配送を行うための物流拠点

荷主のニーズに対応した集配の効率化に向けた

輸送の共同化。中心都市内の商業業務集積地に

おける共同集配や共同輸配送の必要に応じた促

進。

【九州圏】

＊流通効率化への対応を行う物流拠点

福岡市周辺、鳥栖市周辺、北九州市周辺等にお

ける広域物流拠点としての機能の強化。

広域物流拠点を補完する地域配送拠点（保管機

能を有するもの）における各県庁所在都市を中

心とした共同配送に対応した機能強化。

＊食料品の流通・備蓄に対応する物流拠点

「流通効率化対応型物流施設」と同地域おける

広域物流拠点及び地域配送拠点の整備・機能強

化の促進。

＊共同輸配送を行うための物流拠点

福岡市や熊本市における情報化への対応などの

機能強化。北九州市や鹿児島市など都市圏にお

ける必要性について検討。

流通効率化対応型物流施設、食料備蓄・流通施

設、トラックターミナル等における同業種間を

中心とした物流共同化に対応した物流拠点の機

能強化。

＊広域物流への対応を行う物流拠点

・複合一貫輸送に対応したターミナル

北九州港、博多港などの内航定期航路を有する

港湾における整備の促進。福岡貨物ターミナル

や整備中の門司貨物ターミナルを中心としたト

ラック輸送との結節機能強化の促進。

・トラックターミナル

北九州市周辺、鳥栖市周辺などの高速道路網の

結節点への立地の促進。また、既存の一般トラ

ックターミナルにおける施設の更新・再開発の

促進。各県庁所在都市などの主要都市を中心と

した共同配送に対応した地域配送拠点の機能強

化。
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＊輸入等国際物流への対応を行う物流拠点

北九州港、博多港おける重点的な整備の促進。

長崎港、熊本港など国際航路の開設されている

港湾における国際コンテナ貨物の輸送需要に対

応した整備。

報告書名：「北海道圏における物流拠点整備ビジョ
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１．調査研究の目的

本調査は、2 1世紀初頭の交通運輸に係わる政策

課題の積極的な掘り起こし及び交通運輸政策の検

討に資するため、国内・国際の旅客と貨物に係わ

る将来輸送需要の推計を行うことを目的とする。

２．予測モデルの基本的考え方

2 1世紀初頭の交通需要を予測するため、交通需

要予測モデルを構築した。このモデルの基本的考

え方は以下の通りである。

（1）交通需要予測モデルの対象

交通需要予測モデルの対象は以下の通りであ

る。

・対象年：2010年

・対象地域：原則的に日本国内（地域内、地域

間）ならびに日本と諸外国との間における交

通

・対象交通：旅客と貨物の両方

・対象とする事象：社会経済フレームや交通サ

ービス条件は所与とした上での交通需要

（2）交通需要予測モデルの特徴

今回構築したモデルの特徴は以下の通りであ

る。

・モデルの対象が網羅的であること

国際・国内の旅客・貨物を対象とし、網羅的

に交通需要を予測できる

・モデルに使用するデータ根拠をできる限り明

確にしていること

モデル中に使用されるデータを十分に吟味

し、できる限り公的機関等によりオーソライズ

されたデータを使用している

・四段階推定法によるアプローチを採用してい

ること

既に各種計画策定等で広く採用されている四

段階推定法を採用し、モデルの信頼性が高い

・統合的なモデルを目指していること

四段階推定法の各ステップ間をアクセシビリ

ティ変数で連結する統合モデルを構築した

・トリップデータを用いていること

純流動調査のデータを使用することで、真の

発着地間の需要を予測できる。ただし、最終的

に純流動量を総流動量に変換している。

３．モデルの基本構造

モデルは、旅客需要予測モデルと貨物需要予測

モデルに分類できる。

（1）旅客需要予測モデル

1）国内旅客需要予測モデル

・国内幹線旅客需要予測モデル

国内2 0 7ゾーン間の旅客流動を予測するモ

デル。業務目的、観光目的の２目的について

モデルが構築された。生成交通量予測モデル、

発生集中量予測モデル、分布交通量モデル、

交通機関分担モデルから構成される。対象と

する交通機関は、航空、鉄道、幹線バス、乗

用車である。

・国内地域内々旅客需要予測モデル

全国の都道府県レベルを対象に内々交通量を

予測するモデル。通勤、通学、業務、私事の４

－1－

長期輸送需要予測に関する調査
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目的についてモデルが構築された。発生交通量

モデルと交通機関分担モデルとから構成され

る。

・国内旅客船輸送量予測モデル

国内の旅客船輸送量を予測するモデル。1 0地

域ブロック別に予測を行う。

2）国際旅客需要予測モデル

・国際航空旅客輸送量予測モデル

国内1 0地域ブロック、海外８ブロック間を対

象に、日本人と外国人の航空旅客輸送量を予測

するモデル

・国際旅客船輸送量予測モデル

全国の海運国際旅客輸送量を予測するモデル

（2）貨物需要予測モデル

1）国内貨物需要予測モデル

・国内幹線貨物需要予測モデル

国内 5 0地域区分を基本とし、必要に応じて

2 5 1ゾーン区分を対象に、地域間貨物輸送需要

を予測するモデル。1 5品目別にモデルが構築さ

れた。生成モデル、発生集中モデル、分布モデ

ル、機関選択モデル、配分モデルから構成され

る。対象とする交通機関は、鉄道、自動車、海

運である。

・国内貨物航空需要予測モデル

国内5 0地域間の航空貨物輸送を予測するモデ

ル。モデルは４品目について構築された。

・国内廃棄物輸送量予測モデル

時系列データに基づくモデルと原単位法に基

づくモデルの２種類を構築した。

・国内原油二次輸送量予測モデル

内港海運による原油の国内輸送の需要を予測

するモデル

2）国際貨物需要予測モデル

・国際貨物航空需要予測モデル

国内８ブロック、海外８方面を対象に、航空

貨物の需要を予測するモデル

・国際貨物海運需要予測モデル

国際経済指標を入力変数として、輸出入港湾

貨物取扱量を予測するモデル

４．一次試算結果

構築したモデルを用いて、2 0 1 0年の需要を一次

試算した。主な結果は以下の通りである。

（1）国内旅客輸送量（単位：100万人）

（2）国際航空旅客（単位：万人）

（3）国際海運旅客（単位：千人）

（4）国内貨物輸送量（単位：100万トン）

（5）国際航空貨物（単位：千トン）

（6）国際海運貨物（単位：千フレートトン）

交通機関 1995年実績 2010年予測値
航空 78 120
鉄道 22630 21900
自動車 45396 49500
旅客船 149 140
合計 68253 71660

分類 1995年実績 2010年予測値
日本人 3166 5400
外国人 734 1300
トランジット 457 700
合計 4357 7400

1995年実績 2010年予測値
242 400

交通機関 1995年実績 2010年予測値
航空 0.79 1.20
鉄道 77 60
自動車 5863 6100
海運 549 530
合計 6490 6691

分類 1995年実績 2010年予測値
直送貨物量 1815 3300
繰越貨物量 311 400
合計 2126 3700

分類 1995年実績 2010年予測値
外貨貨物量 1070931 1225000
コンテナ貨物量 151337 283000
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１．調査の目的

昨今の人口減少や少子・高齢化社会の進展、近

年の厳しい経済情勢を背景として、より効率的で

かつ効果的な政策の実施が求められていると同時

に、情報公開や行政等の説明責任の明確化などが

重視されている。

その中で、平成1 1年４月に行政改革会議の最終

報告である「中央省庁等の改革の推進に関する方

針」が閣議決定され、平成1 1年５月に総務庁を中

心とした「各省庁政策評価準備連絡会議」により

行政評価のガイドラインが協議されている。

本調査は、これらを背景として、既に導入され

ている公共事業の事業評価及び研究開発に関するプ

ロジェクト評価を除く、運輸分野における経済効果

について検討を行うことを目的としている。

２．運輸政策の経済効果の検討

（1）運輸における諸政策・施策の整理

本調査では、これまで検討されている各種公

共事業のガイドラインなどの文献から政策効果

の類型化と評価手法について整理を行った。政

策目的の設定にあたっては、ＤＯＴの戦略目標

や運輸に求められる政策内容などから政策目的

の整理を行い、６つの政策目標（案）を設定し

た。

－1－

運輸政策の経済効果に関する調査

政策の体系と政策目標（案）

政策（Policy） 行政課題への対応の基本方針

１．円滑なモビリティーの形成

２．効率的かつ安定的な輸送の確保

３．安全の確保

４．環境問題への対応

５．グローバル化への対応

６．国土の開発及び地域の発展

施策（Program） 基本方針を実現するための具体的ツール

事業（Project）

各施策（特に予算）の下の個別事務事業

2000.6 NO.4運輸政策研究機構
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（2）評価フローと評価様式の検討

（1）を踏まえ、運輸政策における経済効果を

検討していくにあたって、政策の企画立案→政

策の選択→政策の実施→企画立案へのフィード

バックといったサイクルを想定して政策評価の

フローを作成するとともに、事前評価及び事後

評価を進めるにあたっての評価様式の作成を行

った。

政策評価の流れ図

運輸政策の評価書（案）【記載すべき項目】

１．問題点

２．政策の目的

３．政策の概要

４．考慮すべき代替案

５．効果・コストの分析（リスク分析を含む）

６．結論

７．意見交換



（3）効果・コスト分析及び効果帰着構成表の検討

政策評価の評価書（案）における「効果・コ

スト分析（リスク分析も含む）」については、

実施しようとしている政策がどのような種類の

効果とコストをもたらすのか漏れなく抽出する

とともに、それらの効果の定量化の可能性と帰

属先を把握する必要がある。これらの作業を標

準化するとともに効率的に進めるため、評

価対象の効果と定量化するための計測方法について

まとめた「政策効果のチェックリスト（案）」及び

効果コストを帰属主体別に整理した「効果の帰属主

体別リスト」を運輸サービス（タクシー・バス・貨

物輸送・航路など）に関する施策と安全規制（自動

車・船舶・航空機など）に係わる施策について作成

した。

－3－

政策の効果とコストを把握するための流れ図
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３．今後の課題

今回の調査において、政策目的（案）の策定を

おこなったが、今後、政策目的とリンクした政策-

施策-事業の体系化を図るとともに、また、今回、

策定した評価フォーマット等を参考としつつ、ケ

ーススタディを積み重ねることにより、フィード

バックをかけガイドラインを作成することが必要

である。

報告書名：「運輸政策の経済効果に関する調査」

（資料番号1 1 0 0 2 7） Ａ４版　本編1 1 2頁　参考資料

65頁
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１．目的

同業種共同配送は、物流コスト削減のみならず、

道路混雑の緩和、環境負荷の低減等、物流を取り

巻く社会的課題の対応策として有効であると期待

されている。本調査では、同業種共同配送を実施

している荷主、物流事業者などへの調査を通じて、

システム構築のための課題、成功のポイント等を

明らかにし、推進方策を検討し、実施のためのマ

ニュアルを作成する。

２．共同配送の取組み状況

同業種共同配送の先進事例１６についてヒアリ

ング調査を実施し、さらに、物流事業者2 1 2社及

び荷主1 7 3社を対象としたアンケート調査を実施

した。同業種共同配送の取組み状況、効果、課題、

物流事業者の提案状況等を調査し、同業種共同配

送の成功のポイント、課題と解決方法などを整理

した。

共同配送を実施または計画している企業は、物

流事業者が1 7％、荷主が7％、必要性を感じてい

る企業は、物流事業者が3 7％、荷主が2 4％であっ

た。同業種共同配送を開始した理由としては、物

流事業者では「コスト削減」、「同業他社との差別

化」、「着荷主の荷受け負担の軽減」、荷主では

「コスト削減」、「顧客の荷受け負担の軽減」を挙

げる企業が多い。また、異業種共同配送と比較す

ると、荷主では同業種共同配送の方が道路交通問

題の対応、環境問題への対応を挙げる企業が多い

ことが特徴として上げられる。

３．同業種共同配送の効果

（1）物流事業者への効果

①　積載率の上昇

同業種共同配送の実施により、複数の荷主

の貨物が束ねられるため、トラックの積載率

が、1 0～3 0％程度改善すると回答する企業が

多い。

②　売上高の増加

同業種共同配送の実施により、物流事業者

のサービスメニューが増加するなど、サービ

ス水準を高めやすくなる結果、荷主における

自営転換が促進されたり、荷主からの信頼が

高まる。また、これまで取引がなかった荷主

との接点が広がり、物流事業者の新規顧客の

獲得機会が増加する。このため、物流事業者

の売上高の拡大を期待できる。

③　企業イメージの向上

道路混雑や大気汚染の緩和などの効果を環

境への取組みとして評価、企業イメージの向

上につながる。

（2）荷主への効果

①　物流コストの低下

同業種共同配送の実施により物流の効率化

が進むため、荷主の運賃負担が軽減される。

荷主の個当り運賃が 1 0～3 0％程度改善すると

回答する企業が多い。

②　物流品質の向上

定時性が高く、誤配が少ない物流サービス

が求められ、システムの検討を通じて物流事

－1－

同業種共同配送システムの推進に関する調査

2000.6 NO.5運輸政策研究機構

研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨



－2－

業者の業務改善が促され、結果、高い品質の

物流サービスが提供される。

③　着荷主における荷受け負担の軽減

決まった時刻に貨物が配送されることが多

くなるため、着荷主において荷受け要員の計

画的な配置などが可能となり、荷受け負担が

軽減される。

④　企業イメージの向上

物流事業者と同じ。

（3）社会的効果

①　道路混雑の緩和

車輌の大型化、交錯輸送の削減などにより

集配送トラック台数が減少するため、道路混

雑を緩和し、道路交通の円滑化に寄与する。

②　大気汚染の抑制

輸送効率の向上により、トラックの総走行

台数が減少するため、トラックからの排出ガ

スが削減され、大気汚染の抑制に寄与する。

４．同業種共同配送の課題

①　利害調整方法

参加事業者間の利害調整をどのように行うか

が、大きな課題となっている。先進事例では、

関係事業者間の協議により利害調整が行なわれ

ていたが、一部から、荷主に偏った利害調整の

回避、物流事業者のノウハウの活用、荷主のニ

ーズ変化への対応という観点にたてば、物流事

業者が協議に加わることが望ましいとの指摘が

あった。

② イレギュラーな時間指定納品、緊急納品など

の、荷主の個別ニーズへの対応

共同配送が成り立つためには、定時一括配送

の徹底が不可欠となるが、多くの事例において

荷主からイレギュラーな時間指定納品や緊急納

品等の要求があり、これにいかに対処するかが

大きな問題となっている。

対応方法としては、共同配送の運賃体系や輸

配送便などでこうした荷主の個別ニーズに対応

し、それに伴うコスト上昇を物流事業者が負担

するケースや、こうした荷主の個別ニーズには

通常の輸送サービスで対応し、共同配送とは別

の運賃を荷主が負担するケースもあった。

③　機密漏洩対策

共同配送を通じて、参加事業者の機密情報が

他の事業者に漏れることを懸念する企業が多

い。これに対し、ファイアーウォール等のセキ

ュリティ技術の活用により対策を検討する先進

事例もあったが、大半は、物流事業者が高い品

質の物流サービスの提供を続け、地道に荷主の

信頼を維持するという対応であった。

④　参加荷主間の各種書式の相違

貨物の荷姿や送り状、ＥＤＩフォーマットが

荷主によりまちまちであるため、物流システム

機器による省力化の妨げになったり、物流事業

者の事務処理負担やシステム開発負担が余計に

かかることが問題になるケースが多い。

この問題に対しては、各荷主の様式をそのま

ま用いるケースもあったが、参加事業者間の協

議により、これらの様式を統一化するよう荷主

を説得するケースも見られた。

⑤　共同配送センター等の費用負担

共同配送を進める上で、共同配送センターの

投資負担や情報システム開発費用等を、どのよ

うに参加事業者間で分担するかが大きな課題と

なる。

これについては、物流事業者がすべてコスト

を負担しているケースもあったが、参加事業者

間で均一に分担している事例もあった。

５．同業種共同配送の成功のポイント

①　基本理念の確立

複数の事業者が提携して事業を行うために

は、共同事業の基本的な目的について関係者間

で合意が形成されていなければならない。同業

種共同配送の基本理念を参加事業者間の協議に

より確立することが必要である。

②　リーダーの確保

同業種共同配送は本来利害が対立する事業者



間で行なわれるため、参加事業者間の利害調整

が必要となる。このため、意思決定能力、統率

能力、問題解決能力等を備えたリーダーが必要

である。

③　参加事業者間の信頼関係の形成

同業種共同配送が成功するためには、参加事

業者間で信頼関係が形成されていなければなら

ない。例えば、同業種共同配送システムを構築

するとき、参加事業者から対象商品の販売先構

成や納品価格等の機密情報が提供されることが

必要となるが、このためには、これらの情報が

目的外に利用されないという信頼関係の形成が

前提となる。

④　既存物流事業者との役割分担

参加事業者が、これまで取引していた物流事

業者の収益機会が失われることを懸念して、同

業種共同配送が立ち上がらないケースがある。

このため、同業種共同配送の実施後における既

存物流事業者との役割分担を明確にすることが

必要である。

⑤　公平なコスト分担／利益配分ルールの設定

同業種共同配送が成功するためには、すべて

の参加事業者が等しくメリットを享受すること

が必要となるため、公平なコスト分担／利益配

分ルールの設定がポイントとなる。

⑥　情報システムの積極的な導入

今日物流を効率化し、顧客ニーズに応えるた

めには、ＥＤＩ等の情報システムの利用が不可

欠となっている。同業種共同配送も例外ではな

く、情報システムの利用により、輸配送計画の

自動化、リードタイムの短縮、貨物追跡情報の

提供等、効率的で品質の高い物流サービスを提

供することが必須である。

⑦　荷姿、伝票様式等の標準化

同業種共同配送では多くの荷主の商品を扱う

ため、保管・荷役や事務等の作業の効率化のた

めには、荷姿や伝票様式等を標準化することが

必要である。

⑧　定時一括配送ルールの徹底

同業種共同配送では、輸配送依頼締切時刻や

集配送時刻等を定時化していなければ成立しな

いため、定時一括配送ルールを徹底しなければ

ならない。

⑨　独占禁止法の遵守

同業種共同配送は、競争関係にある事業者間

の共同事業であるため、事業が競争を阻害する

ことにより独占禁止法に抵触することがないよ

う留意しなければならない。例えば、同業種共

同配送の検討組織は独占禁止法上の事業者団体

に相当するため、事業者団体成立届を公正取引

委員会に提出しなければならない。また、参加

ルールについても脱退の制限、参加の強制等が

あってはならない。

６．おわりに

同業種共同配送は、物流コスト削減の有効な手

段であり、かつ、地球環境に配慮した配送手段と

して企業のイメージアップにもなるため、荷主に

今後ますます着目されるものと考えられる。この

ため、「提案型物流」の重要性が叫ばれる今日、

物流事業者において、同システムは独自の物流サ

ービスを展開するための企業戦略の重要な柱にな

ると考えられる。

今回の調査成果を踏まえ、「同業種共同配送推

進マニュアル」としてまとめ、巻末に載せた。同

業種共同配送システムが多くの企業間で導入さ

れ、物流の効率化、地球環境の保全に役立つこと

を期待したい。

報告書：「同業種共同配送システムの推進に関する

調査」

（資料番号110022）、A４版　269頁
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１．事業の目的

わが国は現在、6 5歳以上の高齢者人口が約1 5％

に達し、今後、ますます高齢化の進行が予測され

ている。また、ノーマライゼーションの理念の浸

透・普及とともに身体障害者の社会参加の機会が

増大している。それに伴い、高齢者・心身障害者

等のいわゆる移動制約者の交通手段確保が大きな

社会的課題になっている。

移動制約者の人々が公共交通機関を利用して移

動する際に、安全かつ身体的負担が従来より軽く

なるような車両構造に関するモデルデザインにつ

いては、平成元年度に３年間の調査研究成果とし

てまとめた『心身障害者・高齢者のための公共交

通機関の車両構造に関するモデルデザイン』があ

る。同モデルデザインでは、鉄道・バス・タクシ

ーの車両構造について、バリアフリー化を中心に

心身障害者や高齢者にとって利用しやすい乗降

口、車内設備・案内装置等の工夫を多数提示して

いる。

しかし、同調査から既に1 0年が経過し、車両構

造のバリアフリー化等に関する技術は、ノンステ

ップバスの実用化に代表されるようにめざましい

進歩を遂げている。

そこで本調査では、1 0年ぶりに同モデルデザイ

ンの内容を見直し、現在及び近未来の技術力で達

成されうる鉄道・バス・タクシーのユニバーサ

ル・デザインの策定・提示を目指すものである。

２．本事業の計画と調査研究内容

（1）事業の計画

本調査は、２カ年計画で実施する。11年度は、

鉄道・バス・タクシー等の車両構造の改善点に

関する国内の利用者に対する要望調査、欧米の

先進事例調査、構造改善のコンセプトの検討を

行う。1 2年度では、車両構造改善の部位別、設

備項目別の「ラフスケッチ」を多数作成し、検

討を重ねた上で最終的な「姿図」（モデルデザ

イン）を作成し提示する。

上記の調査計画を受けて、平成１１年度では

次の調査項目を実施した。

（2）11年度の調査研究内容

Ⅰ　対象範囲（人、交通機関）の検討

Ⅱ　車両構造の改善点に関する利用者要望調査

Ⅲ　車両構造の改善点に関する事業者要望調査

Ⅳ　欧米の先進事例調査

Ⅴ　構造改善に関するコンセプトの検討

Ⅵ　まとめと今後の課題

３．対象範囲（人、交通機関）の検討

前回（平成元年度）調査から1 0年が経過し、本

モデルデザインの対象範囲（人、交通機関）につ

いても見直しの検討を行った。

その結果、対象者については、前回調査では、

高齢者と心身障害者の区分であったが、今回は、

障害者を「視覚障害者」「聴覚・言語障害者」「肢

体不自由者」「内部障害者」「知的障害者」に区分
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して、それぞれの対応を検討する事となった。

対象車両については、平成元年度調査では、鉄

道（都市間、都市内）、バス（都市間、都市内）、

タクシー（乗用車タイプ、バンタイプ）であった

が、今回は、それに旅客船・フェリーと福祉輸送

用車両が新たに加わった他、鉄道の中に新交通、

ＬＲＴ（新型路面電車）が加わり、更に、バスの

中に中型・小型ノンステップバスと観光バスが加

えられた。

４．車両構造の改善点に関する利用者要望

調査

現在の鉄道・バス・タクシーなどの車両につい

て、身体障害者や高齢者などがどのような構造上

の改善を要望しているかを把握するため、全国の

障害者団体、高齢者団体のご協力を得て、通勤・

通院、買物等に使用する交通機関の「日常アンケ

ート」と出張や旅行など都市間の移動時に使用す

る際の交通機関の構造についてお聞きする「旅行

アンケート」を実施した。アンケートの配布・回

収状況は、全体で1 , 2 0 0件を配布し、5 3 7件（回収

率44.8％）を回収した。

その結果、障害別・交通機関別・部位別に様々

な構造の改善を希望する意見、要望等が収集でき

た。日常アンケートでは、通勤鉄道の「乗降口の

段差、すき間の解消」が、路線バスについては、

「乗降口のステップ」が、タクシーについては、

「屋根が低く乗りにくい」が最も改善要望が多か

った。一方、旅行アンケートでは、都市間鉄道の

「乗降口の段差、すき間」が、都市間バスについ

ては、「便所内のスペース」が、旅客船・フェリ

ーについては、「乗船口の段差、すき間」が最も

改善要望の多い部位であることが分かった。

５．車両構造の改善点に関する事業者要望

調査

公共交通のサービスを提供する交通事業者、車

両の製造メーカー等に利用者からの要望や実際の

現場での対応など、全1 7社に対し、現モデルデザ

イン（平成元年度版）の変更要望などをヒアリン

グ調査した。

その結果、鉄道については、都市内・都市間と

もに段差2 0 m m、すき間2 2 m mは、厳しすぎて非

現実的であるとして、新たな基準の設定が要望さ

れたこと。路線バスについては、座席の大きさ、

立席ポストの本数・パイプの径、降車ブザーの位

置・個数、車いすスペースの広さ、車内情報提供

のＬＥＤに関する要望が強いこと。タクシーにつ

いては、床が低くフラットな乗りやすい車両の開

発に対する要望が多いことなどが把握できた。

特に、鉄道、バス、タクシーの全てに共通して、

公共交通で対応することが望ましい、車いすの大

きさ、形状、重量並びに車いすに対応した固定装

置について、本研究で１つのモデルデザインを提

示されることが最大の要望事項であることが分か

った。

６．欧米の先進事例調査

公共交通機関のバリアフリー施策が進んでいる

欧米諸国、中でも先進事例の多い北欧諸国、西欧

諸国と、アメリカ、カナダを対象国として、公共

交通並びにＳＴＳ、パラ・トランジット等の車両

構造、デザインについて調査し、交通機関別、部

位別、装置別に我が国の参考となる事例を紹介す

る目的で、次のとおり、各国の中央政府、自治体、

交通事業者等を訪問した。

・訪問組織及び試乗交通

（欧州の組織）

英国環境・地域・交通省、ロンドン交通局、ス

ウェーデン産業・雇用・情報省、大ストックホル

ム圏運輸会社、シリアライン社、大コペンハーゲ

ン交通公社、オーストリア視覚・聴覚障害者サー

ビス協会福祉輸送会社、ウィーン市交通局、ドイ

ツ鉄道会社

（試乗交通）

ロンドン地下鉄、ドックランド新線、ステーシ

ョン・リンクバス、ロンドンタクシー、ストック

ホルム地下鉄、ノンステップＬＲＴ、ノンステッ



プ連節バス、サービスライン、アーランダ・エク

スプレス、超大型フェリー、ＤＡＢバス、ハンデ

ィキャップ・サービス、ウィーンのＳＴＳ、ウィ

ーン地下鉄、ＬＲＴ、ドイツのスロープ付近郊列

車、ストラスブール・スーパートラム（ＬＲＴ）

（北米の組織）

米国建築・交通バリアフリー推進委員会、ワシ

ントン首都圏交通公団、ニューヨーク市交通局、

サンフランシスコ市交通局、イエローキャブ社、

カナダ交通開発センター、バンクーバー・トラン

ズリンク社、バンクーバータクシー社

（試乗交通）

ワシントン地下鉄、リフト付路線バス、ニュー

ヨーク地下鉄、路線バス、サンフランシスコＬＲ

Ｔ、リフト付路線バス、ランプ・タクシー、ＤＡ

ＳＨバス、モントリオールのノンステップバス、

スカイトレイン、シーバス、ハンディ・ダート、

バンクーバータクシー

・調査結果

以上の訪問先におけるヒアリング調査と試乗調

査により、我が国には未だ国産として開発されて

いない、ノンステップなミニバス、ノンステップ

な連節バス、ノンステップなＬＲＴが欧米諸国で

は導入・普及していること等が把握できたこと。

旅客船・フェリーについても、ストックホルム～

ヘルシンキ間に就航しているシリアライン社の超

大型船シンフォニー号、バンクーバーの通勤にも

使われている小型フェリーであるシーバス共に、

旅客船ターミナル施設から乗船口、船内に至るま

で完全にバリアフリー構造になっていることがわ

かった。

７．構造改善のコンセプトの検討

以上の諸調査・検討を踏まえて、どのような車

両のどの部位にどのような改善が必要か、あるい

は、今まで我が国には無い車両デザイン、例えば、

小型のノンステップバス車両、ノンステップなＬ

ＲＴ、ノンステップなタクシー車両、バリアフリ

ーな旅客船・フェリーの開発・導入を含め、次年

度の最終モデルデザイン作成の前提となるコンセ

プトを検討整理した。特に、全ての交通機関の乗

降口部分の改善策と公共交通機関で対応する車い

すの大きさ、形状、重量と固定装置については、

その標準化が最も重要なコンセプトとして位置付

けられる。
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１．調査の概要

これまでの我が国におけるＩＣカード乗車券

（汎用電子乗車券）の実用化に向けた取り組みは、

「汎用電子乗車券開発検討委員会」において、実

用技術の確立を目指し、汎用電子乗車券システム

が備えるべき技術的要件を明らかにする観点から

我が国の交通事情に基づいた利用概念について検

討が行われるとともに、「汎用電子乗車券技術研

究組合」において、カード及びシステム機器、シ

ステムについて実証実験を含めた技術開発が行わ

れた。その結果、汎用電子乗車券には、交通利用

者の利便性の向上、交通事業者の業務効率化・多

様なサービス展開の可能性等の利点が備わってお

り、これまでの技術開発や営業路線での実証実験

等を通じて、これらの利点を実現する能力は技術

仕様の面において十分に確保されるまでに至っ

た。

本年度の調査研究においては、このような利点

を兼ね備えた汎用電子乗車券の普及を促進するこ

とを目的として、これまで定性的に理解され、技

術的に用意されている汎用電子乗車券システムの

利点について、第２章で導入に対する費用対効果、

第３章で導入による社会的効果を、具体的な条件

設定を行うことにより、定量的に示した。この結

果、バス、鉄道両方において、費用対効果は現れ、

特に鉄道においては汎用電子乗車券専用機の設置

比率が高くなる程、効果が大きくなることが示さ

れ、更に、システムを導入する場合、既存の駅務

機器で比較的新しいものについては改造により汎

用電子乗車券に対応させることで初期投資が抑え

られ、その後の費用対効果が現れやすいという結

果が得られた。一方、社会的効果についても、バ

ス、鉄道両方において、利用者の券買、精算、改

札等に必要な時間については、汎用電子乗車券の

利用率が高くなる程、短縮効果が顕著であり、特

に鉄道の乗換時間や、駅の利用人数が普段よりも

著しく大きくなるような場合には、効果が一層大

きくなることが示された。

また、第４章では、汎用電子乗車券の標準仕様

について日本鉄道サイバネティクス協議会で検討

を行っているところであるが、本調査研究では、

汎用電子乗車券技術研究組合での技術開発及び実

証実験の成果を踏まえ、普及促進の観点から、日

本鉄道サイバネティクス協議会との意見交換を行

い、汎用電子乗車券システムの標準規格の策定に

参画し、その策定状況をまとめた。

次に、第５章では、汎用電子乗車券の普及促進

を目的とし、平成８年度から平成10年度にかけて、

「汎用電子乗車券開発検討委員会」で検討したコ

ンセプト、および今年度検討した定量的な費用対

効果や社会的効果の結果を解説書にわかりやすく

まとめた。

最後に、第６章では、本調査研究の成果のまと

めと、交通事業者間でのカードの共通利用化、汎

用電子乗車券の多機能化といった課題、展望をま

とめた。

－1－

汎用電子乗車券の導入促進のための調査研究
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２．汎用電子乗車券導入に対する定量的効

果分析

汎用電子乗車券の普及を図る観点から汎用電子

乗車券システム（以下、新システム）の下記に示

される導入効果について、複数の交通事業者にお

ける調査結果等に基づき具体的な試算を行い、評

価を行った。

● 運用費用の縮減効果（費用対効果）

● 券売や改札、バス料金の支払い等における時間

短縮効果（社会的効果）

費用対効果については下記の評価式を用い（2-1）

～（2 - 4）に示される条件で、新システム導入から

20年後までの導入効果を評価した。

旧新システムの運用費用差の累積－導入費用
評価式＝

導入費用

（2-1）首都圏の主要ターミナル駅に接続する鉄道

路線において磁気カードシステムから導入す

る場合

①　１日の路線利用者は21駅で1,050,000人

② 関連機器を導入、更新する場合には、 5 ､

10､15､20年度のいずれかの時期に実施

③　新旧の両システムで機器の交換寿命は10年

④ 新システム導入直後は全ての機器を磁気カ

ードとの併用機とし、従来型の利用客に対応

⑤ 併用機からの入れ替えによる汎用電子乗車

券専用機の拡大比率(速度)について、早いパ

ターン（1）、（3）とパターン（2）を比較（次

表参照）

⑥ 新システム導入の際して、全て新製品で導

入するパターン（1）と既存の磁気カード機器

の残存寿命を考慮し一部を改造により併用化

するパターン（3）を比較（次表参照）

⑦ 磁気カードとＩＣカードにかかる費用は長

期的には同等とみなす

汎用電子乗車券専用機の設置比率（推移パターン）

試算の結果、

●新システム導入当初は費用対効果が低下する

も、磁気カード専用機に比べ汎用電子乗車券専用

機の保守費用が安価であるため徐々に費用対効果

が上昇し、約10年後に投資費用が回収される。

●磁気カード専用機に比べ汎用電子乗車券専用機

の購入費用が安価であるため、機器の主たる更新

時期(本試算では1 0年毎)に費用対効果の上昇が顕

著。

●汎用電子乗車券専用機の運用比率が高い程、費

用対効果が現れやすい。

●磁気カード利用を存続させる場合、導入時に既

存機器の改造で汎用電子乗車券に対応させること

で投資費用が低減し、費用対効果が現れやすい。

（2-2）首都圏の周辺部の鉄道路線において現金シ

ステム（紙式定期券、切符を利用）から導入

する場合

①　１日の路線利用者は15駅で407,000人

② カード価格は初年度5 0 0円、５年後2 5 0円、

10年以降125円／枚とした

③ 新システム導入時は汎用電子乗車券専用機

器を全駅に設置するが従来型の利用客に対応

するため、その普及に合わせ改札通路の自動

初年度 ５年後 10年後 15年後 20年後
（1） 0％ － 70％ － 70％
（2） 0％ － 40％ － 70％
（3） 0％ 40％ 70％ － 70％



化比率を徐々に高めることとし、その拡大比

率(速度)について２パターンを比較(次表参

照)

④　（2-1）の②③の条件を付与

改札通路の自動化比率（推移パターン）

試算の結果、

●新システム導入当初は費用対効果が低下する

も、自動化による業務合理化により費用対効果が

上昇し、約４年後に投資費用が回収され、その後

も常に費用対効果が現れ、機器の拡大比率が高い

程、運用費用が低減する。

（2-3）首都圏の大規模バス事業者において磁気カ

ードシステムから導入する場合

①　本社１施設、営業所15カ所、バス1500台

② 新システム導入後も磁気カード利用客に対

応する期間(併用期間)を設け、（1）5年と（2）

10年の２パターンを比較

③ 併用期間後も現金支払い客に対応するため

現金収受の仕組み車両内に存続

④　（2-1）③、⑦の条件を付与

試算の結果、

●新システム導入当初は費用対効果が低下する

も、併用期間においては磁気カードの使用頻度が

減るため、係る部分の保守費用が低減されること

で費用対効果が現れ、約1 0～1 2年後に投資費用が

回収され、併用期間後は更に費用対効果が現れや

すい。また併用期間が短い程、運用費用が低減す

る。

（2-4）地方都市の中規模バス事業者において現金

システムから導入する場合

①　本社１施設、営業所５カ所、バス200台

② 新システム導入による料金の取り漏れ防止

の効果を１％の収益増と想定

③　（2-1）③、（2-2）②、（2-3）③の条件を付与

試算の結果、

●新システム導入当初は費用対効果が低下し、料

金箱の保守費用が増加するが、回数券発券管理業

務及び集計に係る業務に合理化等により費用対効

果が現れ、約３年内に投資費用が回収される。

－3－

初年度 ５年後 10年後 15年後 20年後
（1） 40％ 70％ 70％ 70％ 70％
（2） 20％ 40％ 70％ 70％ 70％
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３．汎用電子乗車券導入の社会的効果

汎用電子乗車券システムの導入による利用者の

時間削減効果について分析を行う。

（3-1）駅利用における時間短縮効果

１日の入出場者数が４万人（ピーク時: 1 2 , 0 0 0

人/ h）相当の駅を想定し、券売機、精算機、改

札機等の利用時間の実測値をもとに、駅利用の

時間短縮効果について数値演算による流れ解析

手法により評価を行った。

① 新システム導入前は磁気カードシステムが

完備されており、駅務機器の設置台数は駅の

建設基準に準じることとし、新システムを導

入した場合は改札機５台、精算機２台、券売

機８台とする

② 磁気カード利用客にも対応することを前提

とし、汎用電子乗車券の所有客の割合（普及

率）について　0／6 0／9 0％の３パターンを

比較

③ 入場者数、出場者数をそれぞれ 4 0 0 0 ～

10000人/hに変化させる

④ 入場時間とは駅への到着から改札機の通過

するまで、出場時間とはプラットホームから

改札機を通過するまでの時間とする

⑤ 新システムを導入した場合、改札処理速度

の向上を考慮し、改札機通過時の利用者間の

平均距離を0 . 7 5 m（未導入の場合1 . 5 m）とす

る

⑥ 調査値に基づき磁気カード利用客の券売機

及び精算機の利用率を 2 0％と２％とし、汎用

電子乗車券利用客は月に一回の頻度で料金の

積増を行うこととする

試算の結果、

●入場時間については、汎用電子乗車券の普及率

が高い程時間短縮効果が現れ、特に想定駅におい

て入場者数が6 , 0 0 0人/ h以上の場合、効果が顕著

である。

●出場時間については、元々精算機の利用頻度がそ

れ程高くないこと、出場時間における駅構内での歩

行時間が占める割合が高いことから、入場時間程の

時間短縮効果は現れない。

１時間当たりの入出場人数と普及率と入場（出場）

時間（秒）

●新システムの導入前は、想定駅において入出場

者が1 6 , 0 0 0人/ h以上になると入出場時間が急激に

増加するが、導入している場合はこのような現象

は現れない。

（3-2）バス利用における時間短縮効果

大都市圏の路線バスを想定し、実測した券種

毎の運賃支払時間をもとに時間短縮効果を試算

した。

① 汎用電子乗車券の所有客の割合（普及率）

について　0／60／90％の３パターンを比較

② 新システム導入前は、磁気カードシステム

が設備されており、a）定期券、b）プリペイ

ドカード、c）現金、d）回数券が利用されて

いることとする（調査に基づくこれら券種の

利用率及び平均運賃支払時間を次表に示す）

③ バス１台につき料金箱が１つ設置されてお

り、運賃は定額とする

④ 新システムを導入した場合、磁気カード及

び回数券の利用は廃止するが、現金支払客に

出場
入場
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対応するため現金収受の仕組みを存続する

試算の結果、

●汎用電子乗車券の普及率が高くなるほど、運賃

支払いの平均時間が短縮される。

券種毎の運賃支払時間・利用率と全券種平均運賃支

払時間

※汎用電子乗車券

４．標準仕様の検討

汎用電子乗車券の標準仕様について日本鉄道サ

イバネティクス協議会で検討を行っているところ

であるが、本調査研究では、汎用電子乗車券技術

研究組合での技術開発及び実証実験の成果を踏ま

え、普及促進の観点から、日本鉄道サイバネティ

クス協議会との意見交換を行い、汎用電子乗車券

システムの標準規格の策定に参画し、その策定状

況をまとめた。

５．交通事業者向け汎用電子乗車券解説書

汎用電子乗車券の普及促進を目的とし、平成８

年度から平成1 0年度にかけて、「汎用電子乗車券

開発検討委員会」で検討したコンセプト、および

今年度検討した定量的な費用対効果や社会的効果

の結果を解説書にわかりやすくまとめ、全国の交

通事業者へ配布を実施した。

６．本調査の成果及び今後の課題と展望

汎用電子乗車券システムは、様々な交通機関に

採用されることで相乗的な効果が現れ、公共交通

システム全体の効率化、利用者の利便性の向上に

繋がることが期待される。今後、汎用電子乗車券

の普及促進を図る上で特に重要と考えられる点を

まとめる。

①　交通事業者間でのカードの共通利用化

規格化、量産化によるカードや機器費用の低

減、乗り継ぎ時の精算業務の合理化、カード発

行枚数の低減など費用面において有効であり、

特に相互直通運転やノンラッチ接続を行ってい

る場合一層効果的である。

事業者間でのシステムの円滑な連携を実現す

るためにも、今後どの事業者においても同一の

規格が採用され、カード発行管理、事業者間で

の運賃清算方法、サービス運賃の設定、不正使

用への対応、技術仕様の管理などの検討が行わ

れることが重要になるものと考えられる。

②　汎用電子乗車券の多機能化

ＩＣカード普及促進の観点から、交通分野で

導入されるＩＣカードについても、他分野のサ

ービスカードとの連携による多機能化への展開

が求められる可能性があり、汎用電子乗車券の

普及促進、多様なサービス展開を行う上でも多

機能化は重要になるものと考えられる。

更に将来、汎用電子乗車券システムが各交通機

関に定着することで、以下の観点からも、利用者

が一層の便益を得ることが期待される。

●駅務機器の台数削減による駅空間設計における

自由度の拡大

●後方システムを適切に構築し情報管理を行うこ

とで、車両運行計画の最適化、乗り継ぎラッチの

削減や改札の共通化が可能となる

●上記の効果により、公共交通機関のバリアフリ

ー化、シームレス化における一層の効果が期待さ

れる

この様に、汎用電子乗車券システムは、現在公

共交通機関が抱える諸問題の解決にあたって有効

な手段を提供するものと期待され、今後も普及促

－5－

※ a） b） c） d） 全券種平均

券種毎の
平均（秒）

1.47 1.95 3.12 3.30 2.02

利用率平
（調査値） 0％ 33％ 22％ 43％ 3％ 2.78秒

（普及時） 60％ 0％ 0％ 40％ 0％ 2.20秒
90％ 0％ 0％ 10％ 0％ 1.65秒
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進を図っていく必要がある。

報告書名：

「汎用電子乗車券の導入促進のための調査研究」

（資料番号　110026） A４版　158頁

報告書目次：

第１章　これまでの取り組みと今年度の調査

第２章 汎用電子乗車券導入に対する定量的効果分

析

第３章　汎用電子乗車券の社会的効果

第４章　標準仕様の検討

第５章　交通事業者向け汎用電子乗車券解説書

第６章 本調査の成果及び今後の課題と展望

参考資料１　事業者ヒアリング用紙

参考資料２　事業者ヒアリング結果

参考資料３　モデル式の詳細

参考資料４　シミュレーションデータ一覧

参考資料５　社会的効果シミュレーションの詳細

【担当者名：山下哲郎】

【本調査研究は、日本財団の補助金を受けて実施し

たものである。】

運輸政策研究機構
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19虎ノ門マリンビル

TEL：03-5470-8405 FAX：03-5470-8401

財団
法人



研究調査
報 告 書
要 旨

平成10年度

財団法人 運輸政策研究機構 調査室

目　　　　　次

平成10年度調査

汎用電子乗車券の開発検討に関する調査研究 ……………………………………………………………【No.１】

広域交通ネットワークの形成に関する調査

─関東地域交通ネットワークの形成に関する調査─ ……………………………………………………【No.２】

広域交通ネットワークの形成に関する調査

─中国地域交通ネットワークの形成に関する調査─ ……………………………………………………【No.３】

スペシャルトランスポートサービスに関する調査研究 …………………………………………………【No.４】

運輸産業における規制緩和等の試作に関する調査 ………………………………………………………【No.５】

新国際空港関連シティ・エア・ターミナルの整備に関する調査 ………………………………………【No.６】

新たな運輸関係社会資本整備のあり方に関する調査 ……………………………………………………【No.７】

交通モード間の交通需要誘導策に関する調査研究 ………………………………………………………【No.８】

物流システムの高度化に対応した労働力の確保に関する調査 …………………………………………【No.９】

下記の各調査内容を見られる場合はその項目をクリックしてください。

本研究調査は、日本財団の補助金を受けて実施したものである。



１．調査の概要

ＩＣカードは、従来の磁気カードに比べ記憶容

量が大きく、高度なセキュリティーの確保が可能

であるうえ、近年は技術革新により価格の低廉化

が進んでいる。

本調査は、このＩＣカードを利用して定期券と

前払式乗車券（ＳＦ（ストアードフェア）乗車券）

の機能を１枚のカードに収納し、異なる事業者間

や鉄道・バス等の異なる輸送モード間での共通乗

車カードとすることにより、公共交通機関の利用

における利便性・快適性の向上を図り、また将来

的には電子マネーとしての利用も視野に入れた多

機能・多目的な汎用電子乗車券を開発・実用化す

ることを目的として、共通乗車カードの開発コン

セプトの確立を目指すものである。

平成８年度は、その第１段階として非接触ＩＣ

カードを使用した鉄道用定期乗車券の基本的なシ

ステムコンセプトを検討・整理し、平成９年度は、

前払式乗車券と非接触定期券の併用化及び複数事

業者間の共通乗車システムの開発コンセプトの検

討を行ったのに引き続き、本報告書に結果をとり

まとめた。平成１０年度の調査においては、共通

乗車カードシステムの取りまとめを行うとともに、

同カードを物販や金融カード等に利用できる汎用

電子乗車券のコンセプトについて検討を行った。

まず、共通乗車カードシステムの取りまとめに

ついては、平成８年度から調査研究した内容から

コンセプト、基本仕様、普及促進の検討を行い、

また、利用者アンケートを実施し、コンセプトの

検証を実施した。一方、汎用電子乗車券のコンセ

プト検討では、国内外で実施されている電子マネ

ー関連の枠組みの調査や金融機関への共通乗車カ

ードと金融カードとの相乗りについてのアンケー

ト調査を実施し、それらの調査結果より汎用電子

乗車券システムのコンセプト、利用イメージを導

き出し、また、特にニーズの高い共通乗車カード

と金融カードとの相乗りについての検討を行っ

た。その他に、都営1 2号線で実施されている実証

試験の実験内容、利用状況、トラブル内容を中間

報告としてまとめた。

２．共通乗車カードシステム

次世代型乗車券に求められるコンセプトを明確

にし、共通乗車カードとして共通化しておかなけ

ればならない最低限の基本仕様について取りまと

めた。まず、求められるコンセプトは、以下の４

つとなった。

【非接触】 非接触（電波で情報をやり取りする）

タイプのＩＣカードを利用すること

により、乗車券をパスケースにいれ

たままで自動改札機や料金箱のアン

テナ部にかざすだけ（タッチ＆ゴー）

でスピーディに通過することができ

る。

【共通化】 ＩＣカードの持つ演算機能を生かし、

１枚のカードで複数の事業者間を利

用できる共通乗車カードを導入する

ことにより、一層の利便性の向上を

図る。
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【サービス向上】 ポイントやマイレージなど利

用量に応じた特典の提供やカ

ードの再発行・残額保証とい

った新たなサービスを付加で

きる。

【コスト低減】 現金の取り扱いの省力化、磁気

カード搬送部や駅務機器の保守

コストの軽 減など、現在の磁気

カードシステムと比較して全体

として効率化が図られる。

次に、このコンセプトを具体的に実現するため

に、共通乗車カードを改札口でかざす方法、複数

枚処理、券種、カード提供方法、修理・再発行と

いった共通乗車システムとして必要な基本仕様を

抽出した。

さらに、導入を促進するために、ＩＣカードに

関する共通規格の検討状況や無線仕様などの技術

的な視点からの検討、システム運用上のセキュリ

ティ管理やプライバシー保護・個人情報保護対策

といった運用的な視点からの検討、鉄道およびバ

スで活用できる助成制度の検討を行った。

３．汎用電子乗車券システム

汎用電子乗車券のコンセプトを明らかにすると

同時に、共通乗車カードと金融カードとの相乗り

の検討を行った。まず、求められるコンセプトは、

共通乗車カードに求められるコンセプトである

「非接触」「共通化」「コスト低減」「サービス向上」

の他に、共通乗車カードと物販、金融カード等の

サービスとの相乗りや１枚カード化することでカ

ードの利用範囲を拡大し、利用者利便性の向上を

図るという「汎用性」を加えたものとした。

次に、金融カードとの相乗りの検討では、共通

乗車カードやカードに積み増すバリューの発行主

体が、交通事業者か金融機関か、また積み増しを

カード１枚で行うか、カード２枚で行うかといっ

た項目の組み合わせから、相乗りパターンを抽出

し、利用者の利便性と実現可能性から評価を行う。

結論として、カード発行やバリュー発行主体が交

通事業者である共通乗車カードと、金融機関が発

行主体である金融カードを別々にし、カード２枚

によるキャッシュレス積み増し方式が利用者利便

性を向上し、かつ導入に向けて技術的なハードル

も高くないことから早期実現可能性が高いことが

わかる。また、共通乗車カードと金融カードの１

枚化は、技術的には可能であるが、今後の主流に

なる金融カードを見極めながら、金融カードとの

仕様の整合性をとる等について検討が必要なこと

が判明した。

４．アンケート調査

一般利用者・実験モニタのアンケートおよびヒ

アリング調査、金融機関へのアンケート調査を実

施し、上記で述べたコンセプトの妥当性について

調査した。一般利用者アンケートおよびヒアリン

グ調査では、非接触、共通化、新しいサービスの

向上、他のカードとの融合といった点で、その利

便性を高く評価しており、本調査で検討したコン

セプトが受け入れられていることがわかった。一

方、個人情報の提供、システム運用上のセキュリ

ティが十分に管理されているか、ディポジットの

金額等で様々な意見があったことから、実用化の

際にはこういった点について十分検討する必要が

ある。

実験モニタのアンケート調査では、全般を通じ

て、共通乗車システムは非常に便利であるとの回

答が多数寄せられ、回答者の９割がほぼ毎日利用

していると答えている。また、機器のトラブルよ

りもモニタのI Cカードの利用方法に起因するトラ

ブルが多く、システムを実導入する際には、具体

的な利用方法の案内や周知など利用者の習熟を促

す工夫が必要と考えられる。

金融機関へのアンケート調査では、共通乗車カ

ードと金融カードの相乗りについて全般的に関心

が高く、金融機関から汎用電子乗車券に寄せられ

る期待は大きかった。また、８割の事業者が金融

カードと共通乗車カードを１枚化することに関心

があると回答しているが、電子マネーの方向性が
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明確になっておらず、カード１枚化の具体的なイ

メージはまとまっていないことや交通事業者との

費用負担など、実用化に際しての具体的な検討を

行う必要があるとの意見があった。

５．都営12号線での実証試験（中間報告）

TRAMET（汎用電子乗車券技術研究組合）では、

平成８年1 0月設立以来、本調査研究で提示したコ

ンセプトに基づいて、非接触ＩＣカードを次世代

交通カードとして利用するための技術仕様を研究

をしてきた。この技術仕様が、実際の運用に耐え

るものであることを確認するため、東京都交通局

の協力を得て、平成1 0年６月より１年間の実証実

験を行っており、本報告書作成時までに、得られ

たデータをとりまとめた中間報告である。

通信仕様、機器の使い勝手、紛失・盗難対応、

導入ノウハウについては、現在のところ大きな問

題もなく順調に確認ができている。運用上の課題

については、実験システムの仕様が実用時とは異

なる可能性が高いため、今後も調査、検討を重ね

る必要がある。

６．国内外事例調査

共通乗車カードを交通分野以外の用途へ利用す

るときのコンセプトを検討するため、近年国内外

で検討されている電子マネー関連のスキームの調

査研究を行った。国内での調査は、日本のほとん

どの金融機関が参加し、新宿で共同実験している

スーパーキャッシュ実験、市中心部の商店街の活

性化を図ることを目的にコミュニティカードを導

入し電子マネーサービスを行っている伊那信用金

庫や赤穂信用金庫、海外での調査は、モンデック

ス、プロトン、ビザ・エスパーニャで行っている

電子マネースキームを調査した。

今回の海外視察で調査した電子マネースキーム

では、ここ数年間の電子マネー実験を終え、新た

な展開を模索している様に見受けられた。電子マ

ネーは当初、小売店、新聞売店、公衆電話など小

銭の代替として何にでも利用できることをセール

スポイントとしていたが、実際は、現金より便利

という特徴があまりなく、想定していたほどには、

利用数が伸びていなかった。

この結果を踏まえて、電子マネーを普及させる

ためには利用者が「使って便利である」と実感で

きる分野で利用してもらうことが必須であるた

め、交通分野が有力視されていた。

このように、共通乗車カードは、単に交通機関

を利用する際の利用者利便性の向上や快適性の向

上だけでなく、電子マネーの普及の有力な分野と

考えられるが、カード発行時に事業者が供託所に

支払う発行補償金（供託金）や決済システムの検

討など交通事業者が導入するためには、検討すべ

き項目がある。

７．まとめと今後の展望

本年度行ったアンケート調査および都営1 2号線

の実験モニターへのアンケート結果によれば、汎

用電子乗車券の早期実現を期待する声が非常に大

きく、本調査により３年間かけて開発してきた汎

用電子乗車券のコンセプトが一般の利用者に概ね

受け入れられたと考えられる。

今後は、共通乗車カードの普及を促進するため

に、導入事業者にとってメリットのより一層の明

確化、システム導入時の費用負担の軽減等、事業

者が実際に導入する際の課題をクリアすることが

必要不可欠であり、このための所要の措置を検討

する必要があると考えられる。

報告書名：

「汎用電子乗車券の開発検討に関する報告書」

（資料番号 100009）

Ａ４版158頁
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１．調査の目的

近年、観光地の整備に対応して、公共交通機関

のソフト・ハード両面の利便性を向上させること

により、公共交通機関の活性化と観光を通じた地

域振興を進めることが求められている。

このため、都道府県域を越えた生活・経済圏の

広がりに対応する新しい交流圏に着目し、個性あ

る地域を繋ぐ交通軸「地域連携軸」の形成及びこ

れをもとに観光を通じた地域開発を促進するため

に、特定の地域における広域交通ネットワーク整

備を図ることとしている。

本調査は、神奈川県と千葉県を調査対象として、

両県を連絡する東京湾横断道（アクアライン）を

基軸に、地域が個性を発揮し、相互に補完・連携

しながら総体として発展していくうえで必要とな

る広域交通ネットワークの形成に関する課題を整

理し・検討するとともに、観光を中心とした地域

間交流と公共交通機関の利用促進・活性化及び地

域振興のための諸施策（アクションプラン）につ

いて提言を行うものである。

２．千葉・神奈川の現状分析及び検討枠組

みの設定

千葉・神奈川両県からなる広域観光エリアの地

域振興を図るうえでの現状分析及びこの結果を踏

まえ、アクションプランの検討に必要となる、枠

組み（目標及び検討項目）の設定を行った。

【現状分析結果】

現状分析の結果、①各県別の観光ルート・コー

スの情報は豊富であるが、千葉・神奈川両県を結

んだ観光ルート・コースは設定されていない　②

首都圏以外の地方発旅行プランの作成に役立つ千

葉・神奈川両県を周遊する観光ルート・コースの

検討が十分でない　③通勤・通学ではマイカーに

対して価格優位性を保つ高速バスも、家族やグル

ープ単位での移動が多い観光目的の旅客に対して

は必ずしも優位性が保たれていない　④複数交通

機関（バスとレンタカーなど）をセットした周遊

チケットが少ない　⑤千葉・神奈川両県内の公共

交通機関に関する情報を分かり易いかたちで旅行

者に提供する必要があること、などが判明した。

【アクションプラン検討の枠組み】

①　目標の設定

千葉・神奈川エリアを売り込む客層として、

千葉県民や神奈川県民などの近隣客層があげら

れ、ついで、広域的な国内観光客層、更には、

両県の持つ国際性から見て外国人観光客誘致も

対象の一つとして考えることができる。対象地

域における外国人観光客の訪問地は、現在のと

ころ横浜・鎌倉・東京ディズニーランドなどに

集中しており、また、千葉・神奈川全域をカバ

ーする国際的な評価にも耐えうる観光ルートの

設定は、その整備に長期間を要するため、今回

の目標客層から除外し、今回の検討においては、

目標（対象客層）を

目標Ａ：千葉・神奈川両県民の観光レクリェ

ーション需要を相互に吸収する

目標Ｂ：千葉・神奈川両県を周遊する国内観

光需要を誘致する
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の２目標とした。

②　検討項目

アクションプランを検討するに当たって以下

の項目に大別し検討を進めた。

Ⅰ．観光ルート整備、観光コース開発、観光

（地域）資源の活用、旅行商品化等

Ⅱ．利便性・経済性向上策、チケット制度等の

公共交通利用促進策

Ⅲ．観光キャンペーン、観光・交通情報提供等

の各種支援策

３．アクションプランの提案

アクションプランの検討にあたっては、短期的

に実現可能と思われること、千葉・神奈川間の地

域交流を促進すること、公共交通機関を活用する

こと、既に実施されているプランと重複しないこ

と（既存施策を補完して効果を高めるものを除く）

等に留意しつつ、検討枠組みに従い、各目標毎に

検討を行った。

目標Ａについては、「地域資源を活用した旅行

プランの策定」や「東京湾アクアライン高速バス

への割引・チケット制度導入策」等、1 5項目、ま

た目標Ｂについては、「千葉・神奈川広域観光ル

ートとテーマの設定策」や「千葉・神奈川をエリ

アとする周遊切符の導入策」等、５項目、更に目

標Ａ・Ｂの共通策として「民間リスク軽減のため

の多様な支援策」等、２項目について提案を行っ

た。

４．プロジェクトの提案

提案したアクションプランの各項目は、それぞ

れ単独の施策として活用可能であるが、個々の関

連するプランを組み合わせることで、より有益な

ものとなり得ることから、これらを組み合わせた

具体的なプロジェクト施策について提案を行っ

た。

その１例を示すと以下の通りである。

プロジェクト名：新規バス路線設定と既存の

アクアライン高速バス路線

とのリンクによるバス利用

促進策

・目標Ａ：千葉・神奈川両県民の観光レク

リェーション需要を相互に吸収

する

・個別アクションプラン

①　バス乗り継ぎ割り引き制度の導入

② 東京湾アクアライン高速バスの新

規路線の設定

③ 東京湾アクアラインを利用した期

間・目的限定観光路線の設定

④ アクションプラン推進のための組

織設立

５．アクションプラン実現に向けた課題

本調査において提案した各種のアクションプラ

ン及びプロジェクトを実現するためには、様々な

課題が多く、今後は、交通事業者、観光事業者、

行政機関などがそれぞれの立場から課題の克服を

図っていくとともに、相互の協力体制を構築しな

がらアクションプランの実現に向けて努力する必

要がある。当面の課題として　①アクションプラ

ンに盛り込まれたアイデアなどを広く活用しても

らうために、アクションプランの検討結果を公表

し、資料を提供すること　②各アクションプラン

に関する事業の可能性及び事業者ニーズ、旅行者

ニーズなどに関する調査・研究を実施するととも

に、これら調査に基づいて推進すべきアクション

プランの選定、選定されたアクションプランの推

進に向けた関係者の合意形成、更には、推進体制

の構築などアクションプラン実現に向けた継続的

な取り組みを実施すること　③アクションプラン

の実現に当たっては、個別主体の取り組みによら

ず、千葉県と神奈川県、交通関連事業者と観光関

連事業者、更には行政と観光関連事業者など、相

互連携によってアクションプランに関わる課題を

解決することが必要である。
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報告書：「広域交通ネットワークの形成に関する調

査ー関東地域交通ネットワークの形成に関

する調査」

（資料番号100007） Ａ４版　199頁

報告書目次

０．調査目的と基本的考え方　

１．調査対象地域の観光の現状と課題整理

２．調査対象地域の観光交通の実態

３．アクションプラン策定のための与件

４．アクションプランの検討（Ⅰ）観光ルート整

備、観光コース開発など

５．アクションプランの検討（Ⅱ）利便性・経済

性向上など公共交通利用促進

６．アクションプランの検討（Ⅲ）観光キャンペ

ーンなど各種支援策

７．アクションプランの検討（Ⅳ）プロジェク

ト・イメージ

８．アクションプラン実現に向けた課題
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１．調査の目的

瀬戸内地域は、美しい海に多数の島々が点在す

る独特の自然景観を有しており、古来より海路の

要衝として、数々の歴史と文化を育んできた魅力

あふれる観光エリアである。

平成1 1年５月には、本州四国連絡橋として第３

番目の尾道・今治ルート『しまなみ海道』が開通

し、瀬戸内地域の観光・交通は大きな飛躍の時代

を迎えようとしている。しまなみ海道は、三本の

連絡橋の中で最も多くの島々をつなぐルートとし

て、本州四国を結ぶ広域周遊観光ルートの形成の

ほかに、しまなみ海道沿道地域の観光振興の拠点

としても、大きな役割が期待されている。

本調査では、しまなみ海道の開通による影響が

大きい瀬戸内５県を対象としたうえで、そのうち

特に観光客の立寄り促進や新規開拓が望まれるし

まなみ海道沿道の島嶼部を中心に、地域の個性や

資源を活かした観光振興と交通充実施策を提案す

るととともに、その推進体制等の検討を行ったも

のである。

２．瀬戸内地域の観光・交通の現状と問題

各県観光統計等の分析や自治体、観光施設を対

象としたアンケート調査を行い、瀬戸内地域の観

光と交通について現状の把握及び問題点・課題等

の整理を行った。

その結果、観光面では、次のような問題点が指

摘された。即ち、厳島など広島湾地域で首都圏な

ど遠隔地からの来訪が目立つものの、全般に近県

からの来訪者の比率が高いなど、来訪者の誘致圏

の狭いこと、広域周遊観光旅行に対応した宿泊施

設、駐車場等が不十分であること、広域的な誘致

可能性を持つ資源も少なくないが、Ｐ．Ｒ不足の

ため知名度が低く来訪者数の少ないままとなった

観光資源が存在すること等の問題点がある。

また、交通面においては、鉄道、路線バス、航

路など公共交通機関相互の接続等、利便性の低さ

や交通に関する情報が不足している点がアンケー

ト調査においても指摘されている。

３．観光・交通の課題と施策形成への指針

これらの観光・交通の現状と問題点を踏まえ、

今後、瀬戸内地域の観光振興を図る上でのポイン

トは以下のとおりである。

・連絡橋を観光資源とすることはもとより、橋の

開通が全国的な注目を集めるための好機として有

効に活用する。

・広域からの誘客を図る方策として、当面、周遊

型旅行商品の開発・設定が重要であり、その基本

となる飲食・休憩施設、宿泊施設などサービス面

も含めて質の高い施設の整備を急ぐ必要がある。

・さらに、個人・グループ客を誘客していくため

に、域内での二次交通の利便性向上と案内標識等

を含めたきめの細かな観光・交通情報の提供を行

っていく。

・観光客の安定した入込を維持するためには、観

光資源・観光関連施設について地域の特色を活か

した魅力向上のための努力と、イベントも含めた

継続的な広報宣伝活動が重要である。
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・また、上記の施策検討にあたっては、観光事業

者、関係者は勿論のこと、地域住民も含め、来訪

者を地域で暖かく迎えるホスピタリティーの浸透

が重要であり、そうした地域の認識があってこそ、

はじめて施策の効果が発揮される。このような考

え方に基づいて具体的な施策をアクションプラン

としてとりまとめた。

４．アクションプランの策定

（1）策定方針

アクションプランの策定に当たっては、施策

形成への指針を踏まえ、「広域周遊型観光」と

「目的型・滞在型旅行」の２つの旅行スタイル

について並行的に取り組みを行うこととし、具

体的な施策としては、施設整備に偏ることなく、

ソフト面を重視した施策や、行政区界を越えて

広域的に、官民が一体となって取り組むことと

した。

本アクションプランは、短期的な具体的施策

の検討とともに、中長期的施策についても取り

上げ、今後の継続した施策検討の指針となるよ

う配慮した。

なお、施策の展開に際しては、重要性・緊急

性により優先順位の明確化を図るとともに各施

策の先駆けとなる先行施策を提案した。

（2）しまなみ海道周辺地域の魅力とターゲット

－２つの旅行スタイルへの取り組み－

《広域周遊観光旅行の立寄り拠点化と滞留時間

延長方策》

近年、団体型観光旅行が減少しているとはい

え、訪問地を効率的に周遊できる旅行スタイル

には根強い需要がある。

今まで、しまなみ海道は、交通条件がネック

となり主要な広域周遊旅行コースには殆ど組み

込まれていなかったが、しまなみ海道の開通に

よりその弱点も解消されるので、しまなみ海道

を通る広域周遊観光ルートの立寄り拠点として

組み込まれるための休憩・飲食など立寄り施設

が組み込まれるよう全力を挙げることが、傾注

すべき施策の第一歩となる。さらに、中長期的

には滞留時間の延長、宿泊化へとつなげていく

こととしている。

《個人・こだわり型・滞在型旅行の開拓、誘致》

しかし、しまなみ海道は、島嶼部という地理

的制約から、大量の観光客を受け入れる施設は

限られている。一方、資源的には周遊観光では

体験出来ない観光素材が各島に数多く残されて

おり、各島の温暖な気候風土と景観は、滞在型

リゾートの対象として適している。

個人型の旅行の魅力・特徴は、個人の嗜好に

合った多様な素材をきめ細かく観光・体験でき

ることにあり、前記の一般的、類型的な観光立

寄り拠点の整備を進める一方で、こうした個人

旅行などの滞在型旅行マーケットの開拓も重要

である。

（3）アクションプランの施策の提案

①　しまなみを拠点とした広域ルートの創造

しまなみ海道と瀬戸大橋を軸とした広域的

な基本ルートとして「瀬戸内８の字ルート」

は観光客に受け入れられる魅力を秘めている

と考えられるので、その形成のため以下の施

策を提案した。

・瀬戸内８の字ルートを基本としたしまなみ

海道のモデルコースでは、しまなみ海道と

船舶を利用したルートを中心に、瀬戸内海

沿岸地域や「やまなみ地域」等の周辺の観

光ルートと連携して観光客の誘致に取り組

むこととしている。そのためのバス、鉄道、

船舶など各種交通機関の連携による観光拠

点間の運行、サービス機能の強化及び相互

のスムーズな接続の実現や、観光交通拠点

における情報提供のネットワーク化などを

進めていく。

・島の個性化を図るため、瀬戸田町において

推進されている「文化の島：瀬戸田」の様

な一島一色運動を推進する。
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・高規格道路の未開通区間が残るしまなみ海

道の、全線開通の早期実現。

・広域周遊型観光の中心となるバス利用に対

応した、駐車場、飲食・物販施設の整備。

さらに、中長期的課題として宿泊施設の誘

致、整備促進。

②　しま滞在型観光の創出

（個人型旅行への対応としまなみのファンづ

くり）

個人型観光旅行とその成熟化の進展にとも

ない、風光明媚で温暖な島でのんびり過ごし

たい、というニーズは今後増加してくると思

われる。そのため、繰り返し訪れてもらえる

観光客の開拓に努めることが必要である。

・アイランドリゾートを目指すために、“し

まなみ海道 ’9 9”の地域企画イベント「瀬

戸内しまなみ大学」を活用した学習・体験

型の宿泊施設等と一体となった観光システ

ムの構築が望まれる。

・観光客のためのボランティア・ガイドの取

り組みを、しまなみ海道全体として進め、

一般住民を含む地元の人々が島外の人を暖

かく迎える“しまなみホスピタリティー運

動”を展開していく。

・ホームページの設置や民宿情報のネットワ

ーク化による民宿の活用と、既存の空き家

を活用した滞在型観光のための宿泊施設等

の整備を検討する。

また、これらの施策推進に当たっては、基本と

なる、しまなみ海道自体の観光資源と交通の魅力

度向上や情報発信が不可欠である。

そのため、地域の特性を活かした魅力ある観光

地づくりなど基本的な施策を以下にとりまとめ

た。

○魅力ある観光地づくりのポイント

・しまなみ大学の船上講座などイベント船の運航

や自転車・歩行者併用橋を活用した自転車とウォ

ーキングによる魅力づけ。

・体験型観光などソフト面での魅力度アップや景

観計画に基づく統一イメージの形成。

○観光交通の魅力の充実

・路線バス、フェリーでの自転車利用の検討やバ

ス、船、レンタサイクルなどを組み合わせたルー

ト作り。

・高速道路、駅、空港ターミナルでの観光・交通

情報を提供するための案内・表示などインフォメ

ーション機能の充実。

・通過でなく島に立ち寄りやすい料金システム等

の検討。

○イベントの充実と継続

・地域の歴史などをモチーフとしたテーマ展の開

催や伝統芸能を集めた祭りの創出等、継続したイ

ベントの展開。

○観光・交通情報の発信、プロモーションの展開

・観光パンフレットやマップの作成とそれらの拠

点配備など観光・交通情報の集約と提供体制づく

り。

・地方自治体のホームページを活用した情報の発

信や共同キャンペーンの実施とともに、しまなみ

サイン計画のもとに案内誘導標識・案内板のデザ

インを統一し旅行者への観光情報提供。

５．アクションプランの推進体制

アクションプランに盛り込まれた施策の具体化

に向けては、施策の推進・実施主体などの役割分

担を明確にすることが最も重要であることから、

しまなみ海道沿道地域を中心とした瀬戸内地域の

住民、市町村・国・県、観光関係団体、交通機関、

旅行会社、観光関連事業者、産業界のそれぞれが

担うべき役割を明らかにした。

なお、本アクションプラン策定における関係機

関、事業者の協力体制を当面は継続し、アクショ

ンプランのフォローアップを行うとともに、将来

的な推進組織形成へ向けて調整等を進めることと

している。
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１．調査の背景と目的

我が国においては現在6 5歳以上人口が1 5％に及

び、高齢化社会を迎えつつあり、2 0 5 0年には3 0％

に達する見通しである。また、身体障害者（肢体

不自由者、聴覚障害者、視覚障害者、内部障害

者：1 8歳以上）は、現在約3 0 0万人といわれてい

る。

このような状況の中で、高齢者、身体障害者に

とって自由に移動可能な交通施設の整備と交通手

段の確保が大きな課題になっている。これに対応

して、且つ、ノーマライゼーション理念の実現の

観点から交通施設のバリアフリー化を目指して、

高齢者・障害者のための施設整備ガイドラインや

自治体が独自に定めた整備方針に基づき交通施設

の整備が図られてきた。しかし、これら施設整備

だけでは高齢者・障害者の自由な移動は確保され

たとはいえない。彼等からはより自由に移動可能

な交通サービスの提供が望まれており、その一つ

として欧米諸国で普及しているスペシャルトラン

スポートサービス（高齢者・障害者の専用ないし

それに類する交通手段、以下「ＳＴＳ」と呼ぶ）

の我が国への導入・普及が待望されている。

そこで本調査では、ＳＴＳの国内外における実

態を把握し、ＳＴＳの導入・運行実施に関する問

題点を抽出・整理した上で、ＳＴＳのサービス充

実方策等について検討し、モデル運行を実施した

上で事業化のための処方箋を示し、ＳＴＳ普及の

環境整備を図ることが本調査の目的である。

２．モデル運行の実施

我が国においては、未だＳＴＳの定義、位置付

けが明確でなく、ＳＴＳは一部の自治体や社会福

祉協議会、ボランティア団体などにより福祉輸送

サービスとして細々と導入されている例はあるも

のの、現在、交通事業者による営業輸送サービス

は殆ど普及していない。普及しない背景としては、

サービス提供者、利用者双方とも十分な経験とノ

ウハウを有していない上、特別な車両（リフトや

スロープ付き）を使用しているため車両が高い上、

稼働率が悪いため運行コストが高く、自治体等か

らの助成がないと運営が困難なためである。しか

し、自治体の予算に制約があり、助成額は限られ

ている。そこで上記の背景や実際の利用者の利便

性を実証するとともに、利用実態のデータの収集、

地域特性、ＳＴＳ導入の課題等を把握する目的で

以下のモデル運行を実施した。

（1）モデル運行地域の選定等

①　モデル運行地域の選定

モデル運行地域を選定するにあたって

は、都市を「大都市型」、「地方都市型」の

二つに分類し、今後ＳＴＳの導入計画のあ

る自治体についてヒアリング調査及び現地

調査を実施し、「大都市型」として東京都

三鷹市、「地方都市型」として北海道栗山

町を選定した。

②　提供するサービスの形態

提供するサービスの形態については、地

域の状況から、栗山町は「定時定路線」型、
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三鷹市は「定時定路線」型及び「ドア・ツ

ー・ドア」型の２タイプとした。

（2）モデル運行の内容

大都市型（東京都三鷹市）

【定時定路線型】

事業主体：三鷹市

運行団体：「一般貸切旅客自動車運送事

業免許」を有するタクシー事

業者

運行資格：一般貸切旅客自動車運送事業

免許（道路運送法第2 1条）の乗

合許可

利用対象：利用者の限定なし

使用車両：リフト付きマイクロバス２台

運行ルート：基幹ルートと支線ルートの

２ルート

運行時間：９:00～18:00

運行頻度：30～40分程度

停留所： 200m間隔程度

乗降車：停留所にて乗降車

料　金：基幹ルート2 0 0円（子供、障害

者は 1 0 0円、シルバーパス使用

可）

支線ルート100円均一

支線から幹線への乗り継ぎは

100円（乗継チケット）

【ドア・ツー・ドア型】

事業主体：三鷹市

運行団体：ボランティア団体及び交通事

業者

運行資格：自家用自動車の有償運送の許

可（道路運送法第80条）

一般乗用旅客自動車運送事業

（道路運送法第４条）

利用対象：みたかハンディキャブ運営委

員会会員及びモデル運行協力

会員

・三鷹市在住で非会員の歩行

困難な障害者（児）

・三鷹市在住で歩行困難な方

（原則75歳以上）

利用方法：（受付）月曜～金曜日の9 : 0 0

～16:00

（予約）利用日の２日前まで

に電話による予約を２件まで

受け付ける

使用車両：リフト付きバン２台、小型ワ

ゴン２台、リフト付き福祉タ

クシー３台

運行時間：9:00～23:00

利用地域：原則三鷹市内及びその周辺

運行寄付：会員は現行と同じ

モデル運行協力会員は三鷹市

内　　　　　1,000円（片道）

武蔵野市、調布市、府中市

2,000円（片道）

利用目的：原則として自由

地方都市型（北海道栗山町）

【定時定路線型】

事業主体・運行団体：栗山町

運行資格：自家用自動車の有償運送の許

可（道路運送法第80条）

利用対象：利用者の限定なし

使用車両：我が国初のノンステップ中型

路線バス（幅 2 . 3ｍ、全長9 . 2

ｍ、定員56名）

運行ルート：２ルート設定

運行時間：9:00～18:00

運行頻度：60分程度

停留所： 200ｍ間隔程度

乗降車：停留所以外での乗降車が一部区

間で可

料　金：1 0 0円均一（シルバーパス使用

可）
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３．運行結果

①　ドア・ツー・ドア型（三鷹市）

モデル運行における利用者の目的別トリップ

は以下のとおりである。

②　定時定路線型

三鷹市および栗山町の輸送実績は以下のとお

りである。

三鷹市基幹ルート

三鷹市支線ルート

栗山町Ａルート

栗山町Ｂルート

４．ＳＴＳ導入推進方策の課題整理

前年度のアンケート調査及び今年度のモデル運
行結果を受けて、ＳＴＳ導入推進方策の課題とし
て大きく次の項目が整理された。

（1）推進体制について
① 法律による公共交通のバリアフリー化とＳ

ＴＳの義務付けの検討が必要
② 政府・地域社会における推進体制の検討が

必要
③　わが国の推進体制のあり方の検討が必要

（2）わが国における免許・許可・法律について
① 自治体及びボランティア団体のＳＴＳ運行

における道路運送法の許可取得の可能性
②　国家的法規の未整備

（3）ドア・ツー・ドア型サービスの必要性につい
て
・ドア・ツー・ドアの移動を可能とする交通手

段の必要性
（4）車両・リフト・スロープ、固定装置について

①　固定装置の標準規格化の必要性
② 中・小型ノンステップバス車両の開発の必

要性と利用しやすさの向上
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（5）ボランティアの運転手不足と教育について
① ピーク時における利用者の集中と運転手不

足
②　時間外のサービス要望への対応
③　運転手の教育

（6）財源問題について
財源の未調達による十分なサービス供給体制

の不備

５．ＳＴＳ導入推進方策

ＳＴＳの我が国への導入推進方策の課題整理を
受けて、本調査研究のまとめとして、ＳＴＳ導入
推進方策を検討し、次の８項目を提示した。

（1）ボランティアと交通事業者のすみ分け
当面はボランティア団体のＳＴＳ提供活動は

必要であると考えられるが、今後は自治体が予
算と運行の責任を持ちつつ、安全性、安定性、
補償性、プロとしての高い輸送の品質性に優れ
た交通事業者に運行委託するような体制の整備
を、相当のリードタイムをとって行うことが必
要不可欠である。

（2）公共交通のユニーバーサル化
ＳＴＳの導入・普及は大切であるが、同時に

公共交通を誰でも利用できるようにユニバーサ
ルデザイン化することも重要である。それによ
り、移動制約の度合いの少ない利用者をＳＴＳ
から公共交通にシフトさせて、効率的なＳＴＳ
のサービス提供を考えていくことが必要であ
る。

（3）自治体の主体的取組み
ＳＴＳを普及させ、安定したサービス供給を

永続的に維持するためには、財源だけでなく、
体制作りの点からも、地域社会の福祉に責任を
持つ自治体の主体的取組みと組織作りが不可欠
である。

（4）具体的な計画実施組織の構築
自治体が自治体内部で計画、運営、管理に至

るまで専門家を常駐させることには限界がある

ため、ＳＴＳを企画、運営する専門家の組織を
複数の自治体の主導の下に構築し、運営するこ
とも一つの方法であるといえる。

（5）計画・導入プロセスの検討
① ＳＴＳ導入マニュアルを作成する必要があ

る。
② 計画・評価のための基礎データを整備する

必要がある。
（6）公共交通のバリアフリー化とＳＴＳ導入の法

整備
（7）財源確保

①　自治体における予算の獲得と効率的運用
②　助成制度の充実
③　基金の設立
④ 寄付金等支援団体への働きかけと広報活動

の実施
⑤　資金の有効活用

（8）移動制約者の交通に配慮したインフラの整備
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１．調査の目的

昨今、運輸分野においては、国内航空輸送事業

における需給調整規制の廃止等の規制緩和措置が

注目されている。

運輸分野の規制緩和措置は、このような経済的

規制のみならず、安全の確保や環境保全などに係

わる社会的規制についても進められている。

この社会的規制の緩和措置の効果については、

これまで具体的な分析が少ない。そこで、本調査

は、過去実施された運輸部門の検査認証制度関係

の主な規制緩和措置について、その影響を整理し、

定量的効果を把握することを目的とする。

２．本調査で取り上げる検査認証制度関係

の規制緩和の概要

運輸分野では、安全性の確保、環境の保全等を

目的に、鉄道車両検査、自動車検査、船舶検査、

航空機検査等の検査認証制度等が設けられてい

る。これらの制度については、技術進歩への適合、

自己責任ルールへの対応、手続きの効率化、国際

的調和の推進などの観点から、適宜見直しが行わ

れてきている。その内容は、大きく３つにタイプ

分けされる。①検査等の期限を延長する措置、②

手続等の簡素化・機械化を目指す措置、③技術基

準の認証や事業参入・資格取得の内容、要件を緩

和する措置である。

こうした検査認証制度関係の規制緩和は、これ

まで多岐にわたり実施されてきた。本調査では、

この中で定量的効果が把握しやすい下記の７つの

緩和措置を取り上げ、その効果の試算を行った。

（1）鉄道車両の定期検査の周期延伸

走行距離に関する検査周期を、従来の4 0万㎞

毎から、60万㎞毎に延長。

（2）自家用乗用車における定期点検整備の簡素化

自家用乗用車における６ヶ月点検の義務づけ

廃止、１年及び２年点検整備項目の簡素化。

（3）1 1年超の自家用乗用車の自動車検査証の有効

期間延長

1 1年超の自家用乗用車の自動車検査証の有効

期間を、従来の１年から２年に延長。

（4）自動車整備事業における認証要件の緩和

自動車整備士の最低配置数の削減（指定工場

３人→２人）、特定部品専門の整備工場に係る

認証制度の創設等。

（5）船舶検査証書及び海洋汚染防止証書の有効期

間の延長

船舶検査証書及び海洋汚染防止証書の有効期

間を、従来の４年以内から５年以内に延長。

（6）耐空証明の合理化

①航空機製造事業者が耐空性をチェックした

国産航空機②外国の耐空証明がある輸入航空機

等については、国の直接検査を省略可能。

（7）パイロットの技能証明についての実地試験・

訓練のシミュレーター化推進

パイロットの技量試験・訓練や操縦試験・訓

練において、シミュレーターによる試験・訓練

を承認。
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３．規制緩和効果の分析手法

・定量的分析

「鉄道車両の定期検査の周期延伸」を例にとり、

影響波及メカニズムを略述する。

先ず、検査周期の延長により定期検査回数が減

少し、定期検査の費用が減少する。また、検査の

間、車両が稼動しないことに伴う機会費用も、減

少する。これらの費用の低下は、事業収益を改善

するとともに鉄道運賃の抑制につながる。

鉄道運賃の抑制は、それに伴う鉄道輸送需要の

増加と相俟って、鉄道事業者の売上高や利潤に影

響を及ぼす。

さらに、鉄道運賃の抑制は産業連関として他産

業に影響を与え、物価全体の低下をもたらす。ま

た、鉄道輸送需要の拡大は、鉄道事業者の財・サ

ービス需要の増加を通じて、全産業における国内

生産、企業利潤、雇用者数の増加をもたらす。

・定性的分析

本調査では、上記の定量的分析結果に、定量化

できなかった効果を加味して各経済主体ごとの便

益帰着連関表の作成を試みた。

４．規制緩和効果の分析結果

上記の７つの規制緩和措置について、その定量

的効果の試算結果は、下記の通りである（いずれ

も年平均の値）。

なお、下記の定量的効果は、一定の仮定をおい

て試算したものであり、必ずしも現実を反映した

結果となっていないことに注意すべきである。

また、定性的分析については、本要旨では省略

する。

（1）鉄道車両の定期検査の周期延伸

①　コスト・価格への影響

検査費用▲300億円、機会費用▲70億円

鉄道運賃 ▲0.5％

②　売上高、企業利潤への影響

鉄道事業者の売上高 ▲200億円

鉄道事業者の企業利潤 ＋160億円

③間接的影響

物価 ▲0.006％

全産業の国内生産 ＋210億円

（2）自家用乗用車における定期点検整備の簡素化

①　コスト・価格への影響

定期点検整備料金 ▲2.9％

②　売上高、企業利潤への影響

整備業者の売上高 ▲590億円

整備業者の企業利潤 ▲350億円

③　間接的影響

物価 ▲0.010％

全産業の国内生産 ▲240億円

（1）1 1年超の自家用乗用車の自動車検査証の有効

期間延長

①　コスト・価格への影響

自動車検査費用 ▲70億円

②　売上高、企業利潤への影響

自動車メーカーの売上高 ▲190億円

自動車メーカーの企業利潤 ▲50億円

③　間接的影響

全産業の国内生産 ▲890億円

（4）自動車整備事業における認証要件の緩和

①　コスト・価格への影響

自動車点検整備料金 ▲0.7％

②　売上高、企業利潤への影響

整備業者の売上高 ▲490億円

整備業者の企業利潤 ▲290億円

③　間接的影響

物価 ▲0.009％

（5）船舶検査証書及び海洋汚染防止証書の有効期

間の延長

①　コスト・価格への影響

検査費用▲20億円、機会費用▲40億円

海上運賃 ▲0.2％

②　売上高、企業利潤への影響

船社の売上高 ▲25億円

船社の企 ＋35億円

造船所の売上高 ▲20億円

造船所の企業利潤 ▲10億円
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③　間接的影響

物価 ▲0.0005％

全産業の国内生産 ▲６億円

（6）耐空証明の合理化

①　コスト・価格への影響

検査費用▲１億円、機会費用▲10億円

航空運賃 ▲0.01％

②　売上高、企業利潤への影響

航空会社の売上高 ▲２億円

航空会社の企業利潤 ＋９億円

③　間接的影響

物価 ▲0.0001％

全産業の国内生産 ＋３億円

（7）パイロットの技能証明についての実地試験・

訓練のシミュレーター化推進

①　コスト・価格への影響

燃料費用 ▲３億円

機会費用 ▲20億円

シミュレーター費用 ＋２億円

航空運賃 ▲0.03％

②　売上高、企業利潤への影響

航空会社の売上高 ▲４億円

航空会社の企業利潤 ＋20億円

③　間接的影響

物価 ▲0.0001％

全産業の国内生産 ＋６億円

５．まとめ

本調査の意義は、①これまで十分取り扱われる

ことのなかった社会的規制の緩和効果を取り上げ

たこと、②規制緩和効果について、直接的な費用

の減少に加え、産業全体に及ぼす間接的な効果も

提示したこと、などが挙げられる。

しかし、①本調査での分析は量的把握が可能な

効果に重点が置かれ、効果の全てを網羅するもの

ではないこと、②一定の前提の下で試算したもの

であること、などに留意しなければならない。

報告書名：「運輸産業における規制緩和の効果等に

関する調査」（運輸関係各種検査認証制度）
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１．調査の目的

２．調査のフロー

３．検査認証制度における規制緩和の概要と効果

４．規制緩和の定量的効果の試算について

５．結論

Ⅱ．各論

１．鉄道検査関係の規制緩和措置について

２．自動車検査及び自動車整備関係の規制緩和措

置について
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４．航空機検査の規制緩和措置について
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１．調査の目的

平成８年1 2月に閣議決定された「第７次空港整

備五箇年計画」では、わが国空港整備の最大の課

題は、国際ハブ空港を初めとした、大都市圏拠点

空港の整備推進であるとされた。

一方、利用者の立場からは、空港における搭乗

手続や出国手続窓口での混雑を回避するととも

に、出発地から航空機搭乗に至るまでの所要時間

の短縮や手荷物を持って移動する距離の短縮等の

快適性向上が求められている。

これらの利用者ニーズに応え、新しい国際空港

の機能を高めるためには、新東京国際空港におけ

る東京シティ・エア・ターミナル（箱崎）、関西

国際空港における大阪シティ・エア・ターミナル

（難波）、神戸シティ・エア・ターミナル（神戸）

等のケースを踏まえ、さらなる旅客の利便性の向

上を図ることが重要な課題となっている。

本調査はこのような背景のもと、新しい国際空

港の機能を高めるために必要な、利便性の高いシ

ティ・エア・ターミナルのあり方について、２ヶ

年にわたり検討したものである。

２．調査概要

2.1 シティ・エア・ターミナルの現状と問題点

現在、国内には６ヶ所のシティ・エア・ター

ミナル（ＣＡＴ）があるが、最も利用されてい

るＴＣＡＴ(東京・箱崎)でさえ、最近の利用実

績は、成田空港利用者数のわずか５％程度であ

り、急激な伸びが期待できる状況ではない。

このような利用度の低い原因には、海外旅行

者のかなりの部分が旅行社のパッケージツアー

を利用しているが、ツアー参加者の集合場所が

空港に指定されることが多いこと、高速道路網

の充実や空港周辺の駐車場サービスの充実によ

りマイカーの利用者が増加したこと、空港への

アクセス鉄道の整備等により都心部からの鉄道

利用者が増加したこと等が挙げられる。

また、特に成田空港では、第２ターミナルビ

ルの開業で混雑緩和が図られたことや、警備上

の要請も減少したことで、設立当初のＣＡＴの

必要性が次第に薄らいできたことが考えられ

る。

このためＣＡＴの事業採算性は、各ターミナ

ルとも低下してきており、運営にあたっては、

新たな機能を付加するなどの対策が必要になっ

ている。

2.2 シティ・エア・ターミナル整備の方向性

空港アクセスに対する航空旅客のニーズは、

「確実に、快適に、早く空港へ行ける」ことで

ある。航空旅客は、ＣＡＴを利用することで、

目的の航空機搭乗の確実性が確保されるととも

に、手荷物から比較的早く開放される等、これ

らのニーズのいくつかを満たすことができる。

しかし、ＣＡＴ整備の視点としては、単にそ

れだけの機能を備えれば良いというわけではな

く、定時性の高いアクセス交通の整備、都市の

総合案内のための情報提供や、目的地に迅速に

到達できる交通結節拠点としての機能などの充
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実も必要となる。

また、ＣＡＴ事業は、一般的に採算性が低い

という問題を抱えていることから、これらの機

能のさらなる高度化により、事業の採算性を高

める努力をする必要がある。

2.3 名古屋駅等における乗継利便の向上

本調査では、ＣＡＴ調査の一環として、乗継

利便の向上に関するケーススタディを実施し

た。

中部国際空港では名鉄常滑線の乗入れが決定

されていることから、名古屋駅、金山駅等、主

要な駅での乗り継ぎに関して想定される主要な

動線について、エレベーター、エスカレーター

等の旅客利便、バリアフリー関連施設の整備状

況等を調査し、乗継利便性向上策の検討の方向

性を示した。

2.4 中部国際空港におけるシティ・エア・ター

ミナルの検討

本調査では、ＣＡＴのあり方の具体例として、

以上の検討を踏まえ、また諸外国の事例を参考

として、中部国際空港を例にＣＡＴの立地可能

性等についてケース・スタディーを行った。

諸外国でのＣＡＴの事例などを見ると、ＣＡ

Ｔの主な設置目的は、広く分散した航空需要を

集約し空港へのアクセス交通の効率化を図ると

ともに、旅客にできるだけ早い時点で空港及び

航空に関する情報を提供し、輸送サービスを開

始すること、さらには外来客に対して都市側の

ゲートウェイを提供すること等である。

このような機能は、特に空港が都市から遠距

離に位置する場合や、成田空港と羽田空港のよ

うに国際空港と国内空港が分離されているよう

な場合、より効果を発揮する。

しかし、中部国際空港の場合、都心から比較

的近距離にあること、空港が鉄道・道路アクセ

スと一体的に整備されること、定期便に関して

名古屋周辺地域における路線が中部国際空港に

一元化される予定であることから、東京にみら

れる点は必ずしも当てはまらない。従って、中

部国際空港のＣＡＴの必要性については、アク

セスの結節点対策を含む旅客サービスの観点か

ら必要かどうか検討すべきものと考えられる。

３．中部国際空港におけるＣＡＴの調査結

果及び課題

中部国際空港においては、旅客サービスの観点

からもＣＡＴ整備に多額の投資をするよりも、む

しろ、利用者ニーズにきめ細かく配慮した便利で

多様なバス・アクセス・サービス、大量高速輸送

という特性を生かした鉄道アクセスとの両面によ

って、都心に近いという利便性を最大限に発揮さ

せる方策を考えることの方が、より有効であると

考えられる。

今後は、中部国際空港へのアクセスの利便性向

上という観点から、ＣＡＴの整備の有無にとらわ

れることなく、情報提供、予約・発券機能等、空

港利用者の利便性向上に資すると考えられるサー

ビスの提供等について、アクセス計画や空港計画

等の具体化にあわせて、総合的に検討していくこ

とが必要となる。

また、名古屋駅等での乗継利便性の向上に関し

ても、残された課題について、今後、アクセス計

画や空港計画等の具体化にあわせて検討を進める

必要がある。
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１．調査の目的

2 1世紀の幕開けを目前に控え、我が国は、大き

な転換期にあり、経済の成熟化が進む中、世界に

例を見ない少子・高齢化社会の急速な進展、産業

構造の著しい変化、環境・エネルギー問題の深刻

化等、対応を迫られた課題が山積している。

このような状況の下で、運輸関係社会資本につ

いては、我が国経済社会の基盤であり、また2 1世

紀に向けた国際化の進展、豊かな地域社会の形成

など、我が国の将来を展望した政策課題に対応す

るために必要不可欠なものとして、今後とも担う

べき役割は極めて大きい。

本調査は、長期的な視野に立ち国土構造の基本

的な考え方を示した、新しい全国総合開発計画と

しての「2 1世紀の国土のグランドデザイン」、ま

た交通運輸サービスの提供に関する基本的な考え

方を示した、運輸政策審議会総合部会答申におけ

る「需給調整規制廃止後の交通運輸政策の基本的

な方向について」の方向性を勘案しつつ、昨今の

運輸関係社会資本整備を取り巻く社会経済環境を

背景として、今後の運輸関係社会資本整備の基本

的な考え方について提案を行ったものである。

２．運輸関係社会資本整備の基本的な考え方

まず、運輸政策審議会総合部会答申及び新しい

全国総合開発計画である「2 1世紀の国土のグラン

ドデザイン」について、内容の整理を行った。

すなわち、前者は「市場原理を最大限に活用し

た交通運輸システム」を構築すると共に、「市場

原理の活用のための課題」及び「市場原理の活用

のみでは十分に対応できない諸課題」に的確に対

応することにより、「安全かつ低廉で利便性の高

い交通運輸サービスの提供」を行うという交通運

輸政策の基本的考え方であり、また後者は「長期

的な視野に立って新しい国土軸の形成に取り組

み、一極一軸型の国土構造を多軸型のものに転換

し、多様な地域特性を十全に展開させた国土の均

衡ある発展を実現し、人々に多様な暮らしの選択

可能性を提供する」という国土構造の基本的考え

方である。

これらの考え方を整理し検討を行った結果、運

輸関係社会資本の整備については、交通運輸政策

上の課題及び国土構造上の課題にそれぞれ対応し

た施策が必要となることが判明した。

そして、これら双方の課題に対応するためには、

交通体系の整備と国土構造のあり方を別々のもの

として捉えるのではなく、双方を調和させて考え

ることが重要であるとの基本的視点に立ち、交通

体系の整備のための課題と望ましい国土構造の形

成のための課題を抽出し、双方の課題の解決に資

する運輸関係社会資本の整備を重点的かつ効率的

に進める必要があるとして、その項目について提

案を行った。

３．運輸関係社会資本整備における主要課題

運輸関係社会資本整備の基本的な考え方に基づ

いて提案をした下記の1 0項目を、今後の運輸関係

社会資本整備における主要課題と位置づけ、整備

の必要性、具体的内容等について提案を行った。
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① 国際的な交流の拡大に対応するための国際空

港や国際港湾の整備

② 地域間の連携、交流の促進を図るための高速

鉄道、国内空港等国内幹線ネットワークの整備

③ 通勤混雑や交通渋滞の緩和等の都市の生活環

境の向上、及び生活者重視に資する都市交通ネ

ットワークの整備

（1）都市鉄道の整備　 （2）バス利用の促進

（3）都市交通サービスの連携強化・利便性向上

（4）都市交通施設のリノベーションの促進

（5）都市交通施設の情報化

④ 地域における生活の足の確保に資する交通体

系の形成

⑤ 少子・高齢化時代におけるバリアフリー化の

推進

⑥　環境負荷の軽減に資する交通体系の形成

⑦ 経済構造改革実現のための物流の効率化に資

する交通体系の形成

⑧ 国民のゆとり空間の拡大及び地域の活性化に

資する観光の振興

⑨ 交通運輸面における危機管理対策及び災害に

強い交通体系の形成

⑩　次世代に向けた運輸技術の開発

（1）鉄道技術の開発　 （2）自動車技術の開発

（3）造船技術の開発　 （4）航空技術の開発

（5）港湾技術の開発

４．運輸関係社会資本の整備に当たり配慮

すべき事項

運輸関係社会資本については、その公共財的な

性格として、「非競合性」や「排除不可能の原則」

が作用し、また、施設の内容として、広域的かつ

長期的な展望に基づいた計画の策定の必要性があ

り、また、その整備のあり方については、整備主

体及び整備の効率性や効果を勘案しつつ、推進す

る必要があることから、実施に当たっては、以下

の項目について配慮すべきとの提案を行った。

①　関係する主体間での適正な役割分担

（1）国と地方における役割分担の明確化

（2）幅広い民間の参加

②　効率性を追求した重点的かつ効果的な整備

（1）投資の重点化

（2）既存の社会資本の有効活用と事業間での有

機的な連携

（3）事業の再評価システムの導入

（4）費用対効果分析等を利用した客観的な事業

評価

（5）建設コストの削減　 （6）規制の見直し

（7）交通政策と土地利用政策との調和
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１．調査の背景と目的

近年、地球温暖化防止を目的として、電気自動

車等の低公害車の普及促進といった対策ととも

に、旅客輸送については公共交通機関の利用の促

進、幹線貨物輸送についてはモーダルシフトの推

進等二酸化炭素の排出量の少ない交通体系の形成

が期待されている。

こうしたモーダルシフトを促進させていくため

の方策としては、1）公共交通への利用を促進さ

せるためのサービス水準の向上施策と2）自動車

利用を抑制する施策とがある。従来、我が国にお

いては、鉄道整備やパークアンドライド施設の整

備等の前者のアプローチが主に行われてきたが、

整備財源の不足から未だ十分な対応がなされてい

ない状況にある。一方、自動車利用を抑制する施

策については、自動車利用の抑制施策そのものの

社会的、政治的なコンフリクトが大きく、社会的

合意形成を図ることが困難と考えられる。

一方で、欧米諸国においては施策の有効性を保

持するため、1）と2）の施策を組み合わせる政策

への取り組みによって効果をあげている事例が見

られる。こうした事例は、モード横断的な需要誘

導方策を実効ある形で導入するために必要な施策

の推進体制のあり方、財源確保方策のあり方を検

討する上で、大変有益であるものと考えられる。

そこで、本調査では、将来におけるモード横断

的な交通需要の誘導方策、需要誘導を勘案した交

通インフラ整備の財源確保方策等の企画・立案に

資するため、諸外国における交通需要誘導策の導

入事例等を調査し、円滑な交通の確保のための交

通モード間の横断的な需要誘導策のあり方につい

て検討を行ったものである。

２．調査対象

本調査における事例調査の対象は、以下の7事

例である。

① 米国の I S T E A（総合陸上交通効率化法）、

T E A 2 1（2 1世紀交通公正法）における公共交

通勘定の導入ならびにその後の公共交通と道

路との整備予算の配分に関する事例

② 米国のポートランドにおける駐車場利用規

制ならびに公共交通手段の導入に関する事例

③ 米国のカルフォルニア州におけるレギュレ

ーション1 5の成立から発展的解消にいたるま

での事例

④ 独国における鉱油税の公共交通への配分な

らびにその配分権限の地方政府への委譲に関

する事例

⑤ 英国・ロンドンにおける混雑料金制度に関

する議論及び最近の動向に関する事例

⑥ スウェーデン・ストックホルムにおけるデ

ニスプランにおいて、都市内流入車両に対す

るトールリングの設置ならびにその収入の公

共交通への配分等に関する議論の事例

⑦ ノルウェー・オスロにおけるトールリング

の設置に関する政治的合意およびその後の変

化に関する事例
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３．調査結果に基づく考察

（1）交通関連施設の整備財源確保方策について

以下の観点から各国の整備財源確保方策を整

理した。

A－１　国家全体を対象とした燃料税を中心

とする自動車関連税が一般財源とな

っているのか、あるいは道路整備特

定財源となっているのか。

A－２　道路整備特定財源の公共交通への流

用がなされているか

B－１　特定エリアを対象にしたロードプラ

イシング（以下、「ＲＰ」）等の財源

確保方策が行われているか。また行

われているならば、それは道路整備

特定財源となっているのか。

B－２　特定エリアにおける自動車利用者か

らの税収、料金収入に関し公共交通

への流用がなされているか

得られた知見は以下の通りである。

A - 1）燃料税等自動車関連税については、公

共交通への転用を認めつつ特定財源として残っ

ているドイツ、アメリカ、と一般財源であるイ

ギリス（1 9 0 9年開発及び改良法により特定財源

制度導入、1 9 3 7年廃止）、ノルウェー、スウェ

ーデンとに分類できる。

A - 2）道路整備特定財源制度を持つアメリカ、

ドイツについては、いずれも特定財源の一部を

公共交通へ流用している。この理由としては、

①道路整備が一定水準に到達している、②各都

市圏ごとに異なる交通事情に合わせて、交通の

全体システムを計画し、フレキシブルに道路整

備と公共交通整備を選択することが可能となる

よう、州、地方自治体に道路と公共交通との配

分の権限を委ねていることが考えられる。

B - 1）およびB - 2）オスロ、ストックホルムに

おいては、R P等の料金収入を交通関連特定財源

として用いている。そのうち、オスロは直接そ

の一部を公共交通に流用しており、ストックホ

ルムについては、料金収入の流用は行わないが、

国家一般財源から特別の補助を行うことによ

り、全体としては、公共交通の整備財源が増加

するような仕組みを構築している。また、イギ

リスについては、使途決定の権限は自治体に委

ねることとし、その使途については交通関連が

望ましいが、強制はしないこととなっている。

（2）導入にあたっての社会的合意形成について

事例間比較により、以下の事項が影響をおよ

ぼす要因として抽出できた。すなわち、1）リ

ーダーシップ及び政治的背景、2）パッケージ

アプローチ、3）徴収する料金の設定、4）施策

による効果である。

1）のリーダーシップ及び政治的背景につい

ては、関連主体間の利害関係により施策導入の

可能性が大きく異なることがわかった。そうし

た利害の異なる主体間において協力体制を組め

るよう、工夫をすることが重要である。2）の

パッケージ・アプローチの採用の有無について

は、自動車利用抑制施策と公共交通利用促進策

とを組み合わせて導入を検討していくことの有

効性が示唆された。3）の経済的施策の導入に

当たっては、利用者への経済的負担をどれだけ

に設定するかによって、合意形成の容易さが異

なるとも考えられる。4）の施策による効果に

ついては、導入後、住民からの支持を受け、施

策を継続していくための条件として、導入後に

期待された効果を確実に発揮していくこと、ま

たは懸念された不効果がでない工夫をすること

が重要である。

（3）施策導入に当たっての論点について

1）施策導入の目的、2）施策の負の効果、3）

法制度との関連が、主な論点として挙げられる。

1）の施策導入の目的として、特にR Pについ

ては、「道路混雑の緩和およびそれに伴う環境

改善」、「交通整備財源の確保」の大きく２つが
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挙げられる。また2)の施策の負の効果としては、

「料金徴収エリア内における小売業の売上への

影響」、「都市圏の中心部から周辺部への企業の

流出」、「税負担・費用負担」の不公平性等が挙

げられた。最後に3 )の法制度との関連について

は、新たな施策の導入に当たって、既存の法制

度、体系との整合性が保たれない場合が多く、

何らかの法的な対応がなされていることがわか

った。

報告書名：「交通モード間の交通需要誘導策に関す

る調査研究報告書」

（資料番号：運政機構資料100002）

本文：Ａ４版128頁
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１．調査の目的

我が国の就業人口は、2 0 1 0年頃をピークに減少

に転じることが予想されており、労働力の不足が

今後の大きな問題となる可能性がある。

しかし、現在の物流業界の労働実態としては、

国内輸送の9 0％を占めるトラック輸送に見られる

ように、未だ労働集約的な面があり、また、いわ

ゆる３Ｋ職場のひとつに数えられる厳しい労働環

境下に置かれている部門が多いことから、概して

求職者に人気がなく、好況期にはトラック運転手

の不足などの問題が顕在化する状況にある。さら

に物流業界においては、今後、物流システムの高

度化・情報化の進展等が予想されており、これら

に対応できる質の高い労働力確保の必要性も考え

られる。

このような状況のもと、本調査は、物流システ

ムの高度化に伴って必要となる労働力の確保につ

いて検討することを目的として実施したものであ

る。

本報告書では、今後の物流システムの方向性を

検討した後、物流業界における労働需給予測を実

施し、労働力の今後の展望、労働需給緩和策につ

いて言及した。

２．調査概要

2.1 今後の物流システムの方向性

物流業界の労働実態、物流の将来像、物流シ

ステム高度化の方向性を把握するために、物流

事業者に対してアンケート及びヒアリング調査

を実施した。その結果得られた物流事業者の将

来に対する展望等は、次の通りである。

①　物流の将来像について

物流事業者には、単に荷主からの要求に受

動的に対応するだけでなく、荷主の潜在的な

ニーズを堀り越こし、取り込んでいこうとす

る動きが見られる。具体的には、サード・パ

ーティ・ロジスティクスのような提案型営

業、マーケティング代行サービスや代金回収

代行サービス、流通加工サービスなどの付帯

サービスなどに注目している企業が少なくな

い。

②　物流システムの高度化の方向性

個別システムの自動化・機械化のように部

門毎の効率化を目指した従来型の対策は鈍化

すると予想される。また、立体自動倉庫や自

動仕分システムなどの物流システム機器につ

いても、荷姿の標準化が遅れていることや、

既に多くの物流事業者が導入を終えていると

いうこともあって、今後の普及は鈍化して行

くものと思われる。

一方、原材料の調達から最終消費に至るま

でのプロセス全体の効率化を目指すサプラ

イ・チェーン・マネジメントの広がりによ

り、また、サード・パーティ・ロジスティク

スなどの提案型営業を展開するために、今後

はＥＤＩ（電子データ交換）の導入が進むこ

とが予想される。さらに、配車の最適化や車
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両位置確認などの、よりきめ細かな物流サー

ビスの実現を目的としたＩＴＳ（高度道路情

報システム）の導入も進むことが予想される。

これらＥＤＩ、ＩＴＳについては、事業者の

関心が非常に高くなっている。

③　法制度面の今後

労働基準法、労働者派遣法、男女雇用機会

均等法の最近の改正動向を見ると、裁量労働

制の導入や派遣労働の原則自由化、育児や介

護を理由とした雇用差別の禁止等が打ち出さ

れており、今後も派遣労働者の増加や、労働

時間の短縮傾向が続くことを読み取ることが

できる。

④　求職意識

大学生、主婦、高齢者の求職意識を見ると、

職業選択基準としてはどの層においても仕事

の内容が最優先されること、主婦労働力を活

用する上では労働時間の制約が厳しいこと、

物流業に対するイメージは依然として低いと

いうことが特徴として挙げられる。従って、

物流分野における求職者の確保については、

労働条件の改善だけでは求職者の就業意欲が

高まるとは考えにくいこと、育児や介護を担

っている主婦が依然として多いため主婦労働

力の活用分野には制約が生じること、最近の

機械化・情報化の進展、物流サービス水準の

向上等の機会を活用した物流業界による積極

的な広報宣伝が必要であること、を挙げるこ

とができる。

2.2 物流における労働力需給の予測

2 0 2 0年までの物流業の労働需給バランスを予

測すると、トンキロベースの貨物輸送量の増加、

物流業における労働時間短縮の伸展による物流

業の労働需要の拡大、及び労働力人口の減少に

伴う物流業における労働供給の減少などから、

物流業の労働需給は逼迫し、物流業全体で6 7万

人の労働供給不足が発生すると予想される。こ

のうち特に輸配送部門では3 9万人の供給不足と

なる。

さらに、供給過不足等の量的観点だけではな

く、①資格の要否、②特殊技能の要否、③熟練

度の要否、④物流以外の産業へのアウトソーシ

ングの可否、⑤部門間の労働力シフトの可否、

⑥高齢者の対応、⑦主婦労働者の対応、⑧アル

バイト対応の可能性といった質的観点も考慮し

て、物流業の労働力確保について見ると、輸配

送及び営業で非常に厳しくなることが予測され

る。

2.3 労働力の今後の展望

今後、物流業界における労働需給の逼迫が予

想される中、物流事業者においては、主婦や高

齢者の活用が進むことが考えられるものの、賃

上げや労働時間短縮等による労働条件の改善、

車両の大型化や物流システム機器の導入等によ

る省力化投資には限界があり、労働供給不足の

解消には至らないものと予想される。特に、情

報化への対応能力を有したドライバーや、物流

に対する専門能力及び幅広い知識を有した営業

担当者などについて、労働力の確保が困難にな

るものと考えられる。

2.4 物流業における労働需給の緩和策

物流業における労働需給を緩和させるために

は、①物流業の魅力を高め、物流業に対する労

働供給を拡大させること、②情報化により労働

生産性を一層引き上げ物流業の労働需要を抑え

ること、及び③物流業の集約化等を図り、物流

業の労働需要を減少させることなどが必要と思

われる。また、④今後進むことが予想される主

婦や高齢者の活用をサポートするための環境整

備も必要と思われる。これら４つの目的を達成

するために、物流事業者や業界団体、行政がと

るべき方策を、以下の通り示した。
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（1）物流業の魅力引き上げ

① インターネット活用等による物流業のイ

メージ向上

② 慈善活動等への参画による物流業の地位

向上

③　学校教育段階からの物流教育の実施

④ 物流業独特の労働時間制度や賃金制度の

提示

（2）物流業における情報化の推進

①　EDIの活用

②　ITSの活用

（3）物流業の集約化

① 地方自治体・諸団体を中核とする「地域

物流連合」の形成

② 「物流版F C」による物流事業者の機能分

担

（4）主婦や高齢者活用のための環境整備

①　主婦が働きやすい作業環境等の整備

②　高齢者にやさしい職場環境の整備

③　業界内の労働力の相互融通

３．本調査の特徴

本調査の特徴としては、不況といわれる現在の

局面において、あえて将来における物流業の労働

供給不足について検討した点、物流業の労働需要

予測を部門別に提示した点、物流業の労働需給の

緩和策について項目を絞って提案した点が挙げら

れる。

報告書名：「物流システムの高度化に対応した労働

力の確保に関する調査」

(資料番号 100011 )、本文：A 4版1 2 3頁、資料：A４

版97頁
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１．調査の概要

I Cカードは、従来の磁気カードに比べ記憶容量

が大きく、高度なセキュリティーの確保が可能で

あるうえ、近年は技術革新により価格の低廉化が

進んでいる。

本調査は、このI Cカードを利用して定期券と前

払式乗車券（S F（ストアードフェア）乗車券）の

機能を1枚のカードに収納し、異なる事業者間や

鉄道・バス等の異なる輸送モード間での共通乗車

カードとすることにより、公共交通機関の利用に

おける利便性・快適性の向上を図るとともに、将

来的には電子マネーとしての利用も視野に入れた

多機能・多目的な汎用電子乗車券を開発・実用化

することを目的として、利用者ニーズを適切に反

映したうえで交通事業者による早期導入を可能に

するための共通乗車カードの開発コンセプトの確

立を目指すものである。

平成8年度は、その第1段階として非接触I Cカー

ドを使用した鉄道用定期乗車券の基本的なシステ

ムコンセプトを検討・整理した。

平成9年度は、前払式乗車券と非接触定期券の

併用化及び複数事業者間の共通乗車システムの開

発コンセプトの検討を行い、これに対応して国内

の現行磁気式共通乗車カードシステムの事例調

査、鉄道・バス事業者に対する共通乗車カードに

ついてのアンケート調査、共通乗車カードを導入

した場合の利用旅客数を推定するシミュレーショ

ンプログラムの開発、及びヨーロッパ・香港の交

通機関におけるI Cカード利用に関する先進事例等

の調査を実施した。

２．前払式電子乗車券と非接触定期券の併

用化の利用コンセプト

定期券とS Fカードを一枚のカードで併用するこ

とで、定期区間を乗り越した際に生じる精算処理

が緩和されるうえ、カードのI D番号を管理するこ

とでカードの再発行や残額保証が可能となる。

カードの種別としては、I D管理を行う券種のほか

に、I D管理を行わない券種も考えている。I D管理

を行う券種としては、①定期券＋S F、②定期券、

③S F 1（高額積み増しが可能）が考えられ、これ

らは紛失・盗難時の再発行が可能となる。一方、

I D管理を行わず紛失・盗難時のカードの再発行を

行わない券種としては、④S F 2（低額積み増し）、

⑤S F 3（積み増し不可、使い捨て）等が考えられ

る。

導入に向けての主な課題として、I D管理の実施

方法、カードの再発行、カード情報が壊れた場合

のS F機能の残額補償、券面へのリライタブル（書

き換え）印字の技術的方法、セキュリティーの確

保、利用期限の設定方法について検討を行った。

３．共通乗車システムのコンセプト

非接触I Cカードを活用した共通乗車カードシス

テムでは、利用者にとって、

・カードをかざすだけで利用できる

・現金を積み増すことで何度でも利用できる

・ラッシュ時の改札における混雑緩和

・小銭の煩わしさがない
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・券売機に並んだり、料金表を確かめなくてもよ

い

・いろいろな割引制度が可能になる

などのメリットがあり、一方事業者側にも、

・券売機等での金銭の準備の軽減

・従来型の磁気式機器の搬送部の保守費の削減

・運賃収集に対するコスト軽減

・バスにおける停車時間の短縮

などのメリットがあることから、導入にあたっ

ては利用者及び事業者双方にとって意義があると

考えられる。

導入に向けて、以下の項目について課題の整理

を行った。

①　乗り継ぎ時の課題

共通乗車カードを導入するためには、異種交

通機関を乗り継ぐ場合の対応が必要となる。鉄

道－鉄道、バス－バス、バス－鉄道の3パター

ンについての課題を整理した。

②　カード内の情報管理方法について

ハード／ソフト仕様やカードに設定するメモ

リ（ポケット）の数について検討する必要があ

る。

③　事業者間の精算について

共通乗車カードの売上げ・運賃支払い・積み

増しに関する精算業務の方法、精算業務に要す

る費用の分担方法などについての合意形成と、

事業者間のデータ交換について信頼性を確保す

る方策を検討する必要がある。

④　事故発生時の対応策の検討

事故発生時の事後処理体制を確立し、責任分

担に関するルールを明確化する必要がある。

⑤　制度面の課題

現行乗車券カードの法的位置づけと、共通乗

車カード導入に伴う法的難題を整理した。

４．都営地下鉄12号線での実証試験の概要

本調査で策定されたコンセプトに基づき、「汎

用電子乗車券技術研究組合（本調査と連携を取り

つつ共通乗車カードの具体的な技術仕様の検討を

行っている、通称：T R A M E T）」が、都営地下鉄

1 2号線及び都営バス（新宿営業所所轄のみ）にお

いて、非接触I Cカードを使った実証試験を平成1 0

年6月より1年間、モニターを募集して実施するこ

ととしており、その概要を取りまとめた。

５．交通事業者へのアンケート調査

全国の鉄道・バス事業者のうち、平成8年度末

の営業成績のそれぞれ上位8 0社に対し、磁気カー

ドシステムの現状、非接触I Cカード・共通乗車カ

ードシステムへの取り組みについて、アンケート

調査を実施した。

磁気カードシステムについては、鉄道・バス事

業者とも6割が導入済みであり、共通乗車システ

ムについては、異なる輸送モード間よりも同一輸

送モード間で実施されている割合が多かった。

非接触I Cカードシステムについては、「まだ検

討していない」と回答した事業者が9割と非常に

多く、また、導入に向けての課題として「導入コ

ストが大きい」と回答した事業者が多かった。

６．大都市交通センサスを利用したシミュ

レーション

特定の路線でI Cカードシステムを導入した場

合、導入線区が閉じていない（未導入線区と改札

なしに接続している）ことによる自社及び他社へ

与える影響を評価するため、大都市交通センサス

データを用いたシミュレーションプログラムを開

発した。これにより、首都圏におけるカード導入

駅から未導入駅へ改札処理を経ずに到着しうる旅

客数の推定が可能となった。

このシミュレーションプログラムにより、自社

及び他社へ与える影響の少ない導入方法を検討し

た。

平成1 0年度は、この旅客推定シミュレーション

プログラムを基にして、非接触I Cカードシステム

の導入コスト及びメンテナンスコストを、導入路

線の組み合わせによって算出するコストシュミレ

ーションのプログラムを開発する。
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７．国内調査

国内において実施あるいは計画している異なる

事業者間または異なる輸送モード間での共通乗車

券について、17団体からヒアリング調査を実施し、

実情を把握した。

８．海外調査

非接触I Cカードを用いた交通乗車券システム

は、ここ数年、海外にて実証実験及び実用化が図

られている。その中で、I Cカードを取り巻く市場

動向などを検証するため、ドイツ・フランス及び

香港において非接触 I Cカード乗車券・電子マネー

の導入事業者等への訪問調査・実地視察を行っ

た。

９．今後の調査課題

平成1 0年度の検討課題としては、引き続き共通

乗車カードシステムのコンセプトの検討を行うほ

か、共通乗車カードと金融カードとの共通化につ

いてのコンセプトの策定及び利用者のニーズ調査

等を行い、利用者、事業者の双方にとって便利で

有益な共通乗車カードのあり方について検討を行

うこととしている。

報告書名：

「汎用電子乗車券の開発検討に関する報告書」

（資料番号0901027）
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１．調査目的

北海道は、四季折々の自然という豊かな観光資

源を持ち、観光産業は道内の基幹産業となってい

る。また、道内各地域の地域振興を図っていくう

えでも、観光振興は大きな役割を果たしている。

しかしながら、道内の訪問観光客数は近年伸び悩

みの傾向にあり、今後、旅行者ニーズの多様化に

対応した各地域の取組みの充実とともに、各地域

の連携による観光を通じた地域振興策が求められ

ている。このような状況を踏まえ、本調査は、新

しい旅行ニーズに対応した交通サービスの充実や

観光振興を通じた地域経済の活性化等を進める観

点から、広域的な観光拠点・観光ルートをモデル

として取り上げ、地域の魅力に触れ合うことので

きる公共交通機関利用型の新しい旅行スタイルの

振興を目指した総合的なケース・スタディを実施

し、その結果をもとに具体的なアクションプラン

の提言を行うものである。

２．調査対象地域の選定

北海道の道央・道南地域については、①従来か

ら旅行ニーズが高く、パーソナルな旅行条件の整

備によって道内外の市場の活性化が見込めるこ

と、②公共交通の改善によって観光流動の広がり

や滞在の促進が期待できること、③具体的なアク

ションプランを早急に必要とすること等の調査対

象地域としての要件を満たすルート・地域である

ことから、本調査におけるモデルスタディの対象

とした。

３．道央・道南地域の公共交通機関を利用

した観光ルートの検討

当該地域の観光は、多様な観光資源に恵まれる

が、積丹以南の日本海側は観光資源の集積及び知

名度が低く、観光ルートは道央と太平洋側に偏在

しており、道外客に人気の函棺、洞爺湖、登別、

小樽以外では道内からの観光客に支えられている

観光地が多い。また、道外客の道内における交通

手段は、鉄道と貸切バスが半数を占め、レンタカ

ーとともに路線バスの利用は少ないのが実情であ

る。また、交通基盤の整備は北海道全体のなかで

は比較的進んでおり、新幹線のように今後、整備

の本格化が期待されるプロジェクトもあり、また、

航空機によるアクセスは増加基調にある。しかし、

他の交通機関の利用は低迷しており、域内の鉄道、

都市間バス、定期観光バス等の公共交通サービス

は、道央・道南地域の観光の現状を反映して一部

地域、ルートに偏在している。

このような状況を踏まえ、地域周遊ルートとし

てモデルルートを3案（札幌発、小樽発、函館発）、

及び道外からの周遊ルートとして、函館から札幌

方面へ向かうモデルルートを2案設定し、公共交

通乗り継ぎ型の個人旅行の問題と対策について検

討を行った。そして、このような旅行スタイルの

増進を図るためには、①包括的な価格インセンテ

ィブ、②公共交通機関の乗り継ぎ利便性などの連

携の確保、③様々な旅行日程を考慮した旅行計画

の選択肢の多様化等の必要があることが判明し

た。
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４．アクションプランの提案

公共交通乗り継ぎ型の個人旅行のケーススタデ

ィー5案の検討結果を基に、交通サービスの充実

や観光振興を通じた地域経済の活性化が早期に実

現可能と見込まれる以下の2案について、具体的

な提案を行った。

①　道央三名湯リンクルコース

このコースは、登別・洞爺湖・定山渓の三温

泉地を結ぶものであり、観光資源の集積が高く、

また札幌・新千歳空港に近いという好条件にあ

ることから、公共交通機関を利用した周遊・滞

在のニーズは比較的高いものと考えられる。ま

た、複数事業者による共同バスを割安な運賃で

定時運行することにより、春・夏・秋のグリー

ンシーズンは勿論、中長期的には冬のホワイト

シーズンにおける観光市場の活性化も視野に入

れることができると考えられる。

②　積丹・ニセコ一周コース

このコースは、札幌・小樽を起点に単独ない

し共同バスを定時運行することにより、この地

域の観光交通の幹線ルートを築き、道央三名湯

リンクルコースと結ぶことを目指している。ま

た、J Rの拠点駅を起点にバスを効率的に運行す

るなど、観光交通の利便性の向上を図るととも

に、追加的な旅行プランの可能性を提供するこ

とにより、観光の活性化をさらに効果のあるも

のとすることが期待される。

なお、以上のほか、個人旅行がますます一般化す

る傾向の中で、中長期的な実現を目指すルートと

して「洞爺湖～道南日本海側周遊ライン」他6ル

ートについて例示を行った。

５．推進課題と方策

道央・道南地域は全般的には観光資源と交通立

地、市場条件に恵まれているものの、地域内には

様々な改善を要する点を抱えている。また一方、

観光客の来訪数が大きいことから、地域の観光の

消長は北海道観光全体の将来にも大きく影響す

る。したがって、地域の振興は勿論、北海道観光

に与える影響を十分認識して適切な観光振興を図

る観点から、①道内客を顧客化するため、周遊と

滞在の内容を充実し繰り返し訪問利用したくなる

観光・リゾート地域の開発、②道外客への分かり

易く選択性に富んだ観光プランづくりと発信、③

将来を見据えたアジア客の受け皿づくりを軸に国

際観光の発展を目指すことが、観光推進のための

課題として挙げられる。

また、今回の調査で提案したアクションプラン

の推進方策として、自治体、地域関係団体、交通

事業者、旅行業者等の連携を図るとともに、共同

バスの試験運行等の事業実現に向けての準備を進

めるための組織体制を整備し、着実に事業化のス

テップを踏む必要があることを指摘している。

報告書：「広域交通ネットワークの形成に関する調

査－北海道観光交境地域振興アクションプ

ラン策定調査」（資料番号0 9 0 1 0 3 8）A 4版8 0

頁
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１．調査目的

近年の国内旅行については、旅行形態の画一化、

廉価な海外旅行の出現等により、全国的な低迷状

況が叫ばれる中、「団体から個人旅行へ」「機動性、

随意性重視の車による旅行の増加」あるいは「観

光分野における情報化の進展」等々、観光客の行

動、ニーズが多様化、高度化しており、受け皿と

なる地域の側も、従来の行政単位のみによる取り

組みだけでは、きめの細かい対応に限界があると

いわざるを得ない。

その意味で「広域連携」による九州観光の活性

化への要請が強まっている現状を踏まえて、九州

7県が九州全体の観光振興に連携して取り組める

テーマ、施策の推進がより重要と考えられる。

本調査では、上記の視点に立ち、九州全体の観光

客を増加させ、九州内での広域交通流動を活発化

させるために、九州7県が連携して取り組むべき

観光交通施策の検討を行った。

２．九州の観光交通の現状（九州宿泊観光

客流動アンケート）

本調査では、九州の観光客の流動を把握するため、

主要観光地の宿泊施設の利用客に対し、アンケー

ト調査を行った。その結果、以下の様な傾向が把

握された。

① 九州への観光客層は、年齢、性別に偏りがな

く、幅広い層に利用されており、それは九州の

観光資源、施設等の幅の広さによるともいえる。

② 旅行タイプでは、調査が夏休み期間中であっ

た こ と も あ る が 、 半 数 以 上 が 「 家 族 旅 行 」

（6 7％）であり、「友人知人との旅行」（1 8％）

を加えると、個人レベルの旅行が8 0％を超える

割合となった。

③ 九州外の居住者が九州を訪れる交通手段とし

ては、飛行機が多く（54％）、自家用車（21％）、

新幹線（1 3％）と続くが、居住地域別では、首

都圏からは飛行機、近畿圏からは飛行機又は新

幹線、中国・四国地方からは自家用車という特

性がある。

④ 九州内での移動交通手段としては、全体では

自家用車が多くなるが（5 6％）、九州外からの

観光客に限れば、自家用車（28％）とJR（20％）

が拮抗する。また，その際、新幹線で九州へ入

域した来訪者はJ R利用が多く、飛行機での来訪

者はレンタカーが多い。

⑤ 旅行の平均宿泊数は1．9泊であり、遠方から

の来訪者ほど泊数は増える（首都圏3．4泊、近

畿圏2．6泊）

⑥ 九州内の動きでは、来訪県数は平均1．7県で

あり、福岡県－佐賀県－長崎県－熊本県－大分

県の中での動きが主流となっている。ただし、

来訪県数が6県、7県といった流動も一部にみら

れた。

⑦ 各観光地についての評価では、概ね不満はな

く、来訪したい希望としては、「種子島・屋久

島」（4 2％）や「壱岐・対馬」（2 1％）、「五島列

島」（1 9％）といった島嶼部が高かった。これ

は、特に九州島嶼部の自然環境の魅力がアピー

ルしているものと思われる。
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３．九州の新観光モデルルートの提案

雲仙、阿蘇、霧島等に代表されるように、九州

の観光地は質の高い自然資源に恵まれ、自然を探

訪する旅行、ルートを中心に発展してきた。それ

ら既存の観光資源を結ぶ旅行は、今後も九州観光

の中心となっていくものと考えられるが、一方、

意外に知られていない、あるいは資質がありなが

らも観光対象として顕在化していない潜在的資源

についても、共通のテーマのもとで連携させ、新

しい九州の観光ルートとして育成し、内外にアピ

ールすることによって、新たな観光需要の誘発を

図ることが可能と考えられる。

また、それらの観光ルートの良好な環境づくり

として、現地ガイド案内サービス、共通乗車券、

乗り継ぎ利便調整、移動時間短縮、パーク＆ライ

ド、割引等の施策を組み込むことによって、さら

に魅力度の向上を図ることができる。このような

視点から九州の新たな観光開発のために、いずれ

も観光ポイント等7カ所を含む以下のような観光

モデルルートを提案した。

①　日本のルーツが見える九州7ポイント

②　地球に優しい7大九州エコツアー

③　九州の7不思義探訪

④　九州7大テクノロジー・ツアー

⑤　日本を動かしたひと九州7賢人

⑥　九州の歴史建造物7選

⑦　九州の7大社寺仏閣

⑧　地元が勧める九州7大トレンディースポット

⑨　文人、著名人が愛した九州7大箇所　等

４．九州全体での観光情報提供体制の整備

一方、上記の九州の新たな観光旅行を、より快

適に実現するため、きめの細かい観光情報提供体

制の整備をあわせて提言した。

具体的には、従来から観光案内的な機能を担って

きたJ R各主要駅、空港、旅客船ターミナルを中心

に、その他、可能な限り道の駅、ガソリンスタン

ド、コンビニエンス・ストアー、ドライブイン等

についても観光情報機能の場として位置づけ、こ

れらのネットワークを体系化させることにより、

九州7県全体で観光案内機能の統一的な拡充を図

っていくことが必要である。これにより、今後、

旅行の中心形態となっていくことが見込まれる個

人・小グループ旅行への適切な環境整備を図るこ

とができるものと考えられる。

この仮称「観光ミニ案内所」では、共通看板の

設置、地元観光案内パンフレットの配備、交通ア

クセス情報の提供、簡単な道案内等を実施するこ

とを提案している。
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「広域交通ネットワークの形成に関する調査（九
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（資料番号0901039）A4版67頁
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１．調査の背景と目的

我が国は現在、6 5歳以上の高齢者人口が約1 5％

に達し、今後、ますます高齢化の進行が予測され

ている。また、ノーマライゼーションの理念の浸

透・普及とともに身体障害者の社会参加の機会が

増大している。それに伴い、高齢者・身体障害者

等のいわゆる移動制約者の交通手段確保が大きな

社会的課題となっている。

欧米先進諸国では、移動制約者のための自宅か

ら目的地までのバリアフリーで便利な交通手段と

し て 、 ス ペ シ ャ ル ト ラ ン ス ポ ー ト サ ー ビ ス

（S T S：移動制約者を対象としてリフトやスロープ

を設置した車両を使用した、ドア・ツー・ドアと

定時定路線の2つのタイプの福祉輸送サービス）

が普及している。

しかしながら、我が国においては、こうした輸

送サービスは利用者及び交通事業者共に十分な経

験とノウハウを有しておらず、一部の自治体、社

会福祉協議会、ボランティア団体等で導入・運行

している例があるものの、交通事業としては未だ

軌道に乗っていない状況にある。

このような状況を背景に、本調査ではS T Sの国

内外における実態を把握し、導入・運行実施に関

する問題点を抽出し、整理したうえでS T Sの充実

方策を検討し、S T S普及の環境整備を図ろうとす

るものである。

２．STSの領域・定義

本調査では、S T Sを以下の視点で取り扱うこと

とした。

① 肢体障害者、内部障害者、視覚障害者、聴覚

障害者及び高齢者、一時的な移動制約者等を対

象とする公共交通機関であること

②　地域内交通機関であること

③　道路上を運行する交通機関であること

④　輸送形態としては乗合と貸切を含むこと

３．我が国におけるSTSの実態調査

近年、一部の自治体、ボランティア団体、交通

事業者の間でS T Sを導入している例があるが、そ

の状況を全国的規模で調査した事例はなく、実態

が的確に把握されていなかった。そこで、現在

S T Sを導入・運行している自治体、社会福祉協議

会、ボランティア団体、交通事業者並びに今後導

入計画のある自治体にヒアリング調査を実施し

た。また、全国の自治体、交通事業者（バス、タ

クシー）に対しアンケート調査を実施した。

（１）ヒアリング調査（主なヒアリング対象先）

■自治体

・栗山町役場（北海道夕張郡栗山町）

・金沢市役所（石川県金沢市）

・三鷹市役所（東京都三鷹市）

・萩市役所（山口県萩市）

■社会福祉協議会

・西方町社会福祉協議会（栃木県上都賀郡西

方町）

・城山町社会福祉協議会（神奈川県津久井郡

城山町）

・金沢市社会福祉協議会（石川県金沢市）
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■ボランティア団体

・全国広域目黒チェアキャブを走らせる会

（東京都目黒区）

・国分寺市ハンディキャブ運営委員会（東京

都国分寺市）

・みたかハンディキャブ運営委員会（東京都

三鷹市）

■交通事業者

・宮園自動車?（東京都中野区）

・日立自動車交通?（東京都足立区）

・十全交通?（東京都府中市）

（２）アンケート調査

①　対象の抽出方法

■自治体：人口規模別に政令指定都市及び5 0

万人以上、3 0万人以上5 0万人未満、1 0万人

未満、3万人未満の都市及び東京2 3区及び

多摩地区の中から有意抽出、合計2 4 7の自

治体にアンケート票配布。

■交通事業者：全国を北海道、東北、信越、

関東、近畿、中国、四国、九州の9地区に

分けて、バス事業者は、バス事業のみの場

合は保有台数2 0 0台以上、バスと鉄道事業

を兼ねている場合はバス保有台数1 0 0台以

上の事業者の合計9 5社に、タクシー事業者

は、「全国福祉輸送サービス協会」の正会

員である事業所（主にタクシー事業者）

220社にアンケート票配布。

②　アンケート回収状況

４．STS実施事例にみる助成方策の整理

我が国におけるS T Sは、自治体、社会福祉協議

会、ボランティア団体、交通事業者により運営さ

れているが、その中心的存在は自治体であり、自

治体から各種助成金等が社会福祉協議会、ボラン

ティア団体、交通事業者に支出されている。その

他には、リフト付き車両等の寄贈が日本財団、テ

レビ局から行われている例がある。その概要を次

に示す。

・助成制度の概要

①　基金による助成

■東京都地域振興基金（代表的事例）

②　自治体の予算措置による助成

■社会福祉協議会・ボランティア団体・交通

事業者→運行に対する助成金・車両の貸

与、車両購入の補助・運行に対する委託料

の支払い

■利用者→ タクシーチケットの配布・運賃割

引　

③ 民間団体、民間チャリティによる車両、寄

付金の寄贈

■日本財団による「福祉車両配布事業」

■日本テレビの番組「2 4時間テレビ」のチャ

リティ委員会による寄贈

５．ヒアリング・アンケート調査結果

調査結果から、S T Sの運行に関する様々な問題

点が次の分類毎に把握された。

（１）利用時の問題点

■ドア・ツー・ドア型の場合

①　予約制の問題

・少ない車両と人員で運営しており、当日の

申し込みでは利用出来ない。

・同様に月曜の朝一番の通院などピーク時の

申し込みに対応出来ない。

②　長距離、行政区域外の利用問題

・自治体の補助、委託により運営されている

関係から、長距離、行政区域外の利用は殆

ど出来ない。

③　利用者及び利用目的の限定問題

・多くのボランティア団体では、会員制を採

択しており、利用資格、利用目的が限定さ

れ、日常生活の中で急ぎの場合の利用に対

応出来ていない。
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■定時定路線型の場合

①　停車位置の問題

・バス停付近の駐車車両等を避けるため、あ

るいは運転手の配慮不足からバス停から離

れてバスが停車する場合がある。移動制約

者にとっては、乗降口までの移動を強いら

れ乗降に支障を起たすだけでなく著しく安

全が阻害される。

②　停車等に対する情報提供

・視覚障害者にとっては、バスの側面表示等

が分からないので、車外放送による「行き

先情報、次停留所名案内」が必要である。

また、聴覚障害者にとっては、車内の電光

掲示板等による停車表示や次停留所表示が

必要である。

（２）供給体制の問題点

■ドア・ツー・ドア型の場合

①　供給水準の低さ

・ドア・ツー・ドアの事例の多くは自治体の

補助、委託により行われている。自治体の

予算不足から地域の障害者・高齢者の需要

に応えられる人員、車両が確保されていな

い。また、ボランティア団体が独自の努力

で活動している場合も同様で、利用者の要

求水準と実際の供給水準には大きな開きが

ある。

②　広報体制の不備

・ドア・ツー・ドア型のS T Sを運行している

自治体や社会福祉協議会は広報資料に掲載

して案内しているが、配布回数が少ないこ

とや広報誌そのものの知名度不足等から、

当該地域のS T Sの存在を十分に周知されて

いない潜在的利用者がかなり存在してい

る。

③　安全性の問題

・現在、我が国のS T Sは、交通事業としての

歴史と経験が不十分であり、確立したもの

とはいえない。時に、ボランティア団体や

社会福祉協議会の運行については、旅客輸

送分野では、素人サービスで成り立ってい

るため「自動車の運転技術」「旅客輸送に

対するプロ意識」「事故時の対処方法や責

任意識」等が不足している可能性があり、

安全性が十分であるとは言い難い。

（３）その他の問題点

上記の他にも、ドア・ツー・ドア型、定時定

路線型においても次のような多くの問題点を抱

えていることが分かった。

■運行上の問題

・リフト付きもしくはスロープ付き車両の不

足、ボランティア運転手の不足

・利用者の季節波動、平日・週末による波動、

深夜・緊急時の対応がとれない。

・運行の非効率性、ネットワーク不足の問題

■運行主体の採算・財源上の問題

・特にボランティア団体は、慢性的に財政難で

苦しんでいる。

・タクシー事業者がS T Sを運行する場合、福祉

交通を専門的に手掛けるためには、運転手の

接客・介助・車椅子の乗降・固定方法等の教

育・訓練費、車両の改造費、維持経費等が増

大する。

■行政の問題

・自治体の財源不足、福祉輸送の所管部署の不

足、統一的な法規、S T S車両の駐停車に対す

る規制の緩和問題等が指摘されている。

■車両の構造的問題

・ロンドンタクシーのようなバリアフリーなタ

クシー専用車両が開発されていない。

・中型・小型のノンステップバスが開発されて

いない。

■インフラ整備の問題

・狭隘な道路、入口やアプローチ部分に段差が

あり、近づけない公共の建物が多い。

６．まとめと今後の展望

今年度の調査研究により、諸外国のS T Sの実態

と我が国の実態の差が改めて大きいことが分かっ
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た。また、全国の自治体は、地域住民からの強い

要望を反映し、S T Sの導入に対し関心が強い一方

で、実際の導入の方法論、適切な車両が見当たら

ないこと、財源が見出せないことなどが、共通の

悩みであった。

次年度では、以上のことを踏まえてモデル運行

を実施し、その調査結果を得て、我が国における

STS導入のための指針の策定を目指している。

報告書名：

「スペシャルトランスポートサービスに関する調

査」（資料番号0901026）

A４版 197頁

報告目次：

第１章　調査の概要

第２章　STSの意義・必要性

第３章　我が国におけるSTSの実態調査

第４章　STS実施事例の整理と類型化

第５章　STS実施事例に見る助成方策の整理

第６章　STS実施の関する問題点の抽出

第７章　モデル運行の方向性

【担当者名：和平好弘、吉富 実】

【本調査研究は、日本財団の補助金を受けて実施し

たものである】
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１．調査目的

近年、鉄道等の公共交通機関を安全かつ快適に

利用できるように、エレベータ、エスカレータな

どの施設整備が行われている。しかしながら、身

体障害者等の移動制約者にとっては、これら施設

整備と併せて、施設の設置場所や乗換え経路など

の最新情報を予め入手しておくことも、円滑な移

動を確保するうえで重要なものとなっている。

本調査では、障害者等から要望の多い鉄道駅で

の乗換え情報を中心に情報提供内容、方法、表示

記号等について標準規格を設定するとともに、モ

デル路線、モデル駅を選定して、モデルガイドマ

ップを作成し、今後これらマップが普及していく

ための指針を作成した。また、情報提供手段とし

て、利用しやすさの向上とともに、常に最新の情

報提供を行うという観点から近年普及の進んでい

るインターネットを活用したシステムを作成し

た。

２．障害者等が求める情報のニーズ把握

身体障害者等が公共交通機関を利用する場合、

事前に必要としている情報内容や、情報入手の手

段等を把握するため、（福）日本身体障害者団体

連合、（財）全日本聾唖連合会、（福）日本盲人会

連合の協力を得てアンケート調査を行った。

アンケート調査結果からみた地図情報のニーズと

しては、車いす使用の人が鉄道駅内を移動する際

に必要とする施設の情報は、エレベータが最も多

く、次いでスロープとなっている。移動以外の目

的のサービス施設としては、トイレが挙げられる。

各施設に関する知りたい情報としては、スロープ

の有無、段差の有無、勾配が挙げられ、車いすの

ままで移動や施設の利用が出来るかどうかが大き

な比重を占めている。

聴覚・言語障害の人が鉄道駅内を移動する際の

施設については、1位「改札口」、2位「券売機」、

3位「駅員のいる券売窓口」が挙げられており、

移動自体に関してはそれほど不安はなく、切符を

買って改札に入るまでを重要視していることがわ

かる。移動以外の目的のサービス施設については、

「電光掲示板等の表示」、「手話のできる駅員」が

挙げられており、情報収集のための施設の必要性

が示されている。

これまでの鉄道駅の情報の入手方法としては、

肢体不自由者や、視覚障害の人は、「駅に直接問

い合せる」、「家族、知人、友人から聞く」が多く、

聴覚・言語障害の人は、「時刻表で調べる」、「駅

へ直接行って確かめる」が多い。

今後の鉄道駅の案内地図の入手方法としては、

肢体不自由者や、聴覚・言語障害の人は、駅構内

（案内所、改札口等）、書店、F A Xサービス等を希

望し、視覚障害の人は電話による案内サービスが

圧倒的に多い。

３．モデルガイドマップの作成方針

鉄道駅の情報提供は、最終的にはすべての人々

が利用できることを目標とするが、今回は車いす

使用者である肢体不自由者を主たる対象とし、鉄

道駅での乗換え情報を中心とした情報提供を行う
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ためのモデルガイドマップを作成した。

ガイドマップのモデル駅は、四ッ谷駅（J R線、営

団丸ノ内線、営団南北線）とした。これは、四ッ

谷駅が複数の路線の乗換えが可能であること、J R

線には車いす使用者用エレベータ、営団南北線に

は車いす使用者用エレベータ及びトイレが設置さ

れており車いす使用者用の施設が充実しているこ

と、駅の規模が中規模であることなどの理由によ

る。

表示記号については、地方自治体が発行してい

る「車いす利用者のためのガイドマップ」や空港、

鉄道事業者が使用しているものを調査したが、表

示記号は統一されていない状況である。そこで今

回使用する表示記号は、首都圏で大きな鉄道ネッ

トワークを有するJ R東日本、営団地下鉄両社の共

通ロゴを優先するとともに、インターネットの小

さな画面上で見易いものとした。

作成したモデルガイドマップの情報提供の手段

としては、近年普及が進んでいるインターネット

を利用することとし、そのためのホームページを

作成した。

４．モデルガイドマップのホームページの

作成

ホームページのアドレスはh t t p：/ / w w w．j t e r c．

o r．j p／である。 ホームページの全体の画面構

成は、トップページ、表示記号説明、駅名5 0音検

索、路線名検索、路線ガ　イド、駅ガイド、のり

かえガイド、駅鳥瞰図、駅断面図からなっており、

それぞれの内容は次の通りである。

（１）トップページ

ホームページ作成の主旨及びホームページの

内容の説明を行っている。

（２）表示記号説明

画面上で使用されている1 5の記号の説明を行

っている。

（３）駅名50音検索

駅名を「あいうえお」によるインデックスか

ら検索し利用駅にアクセスする。四ッ谷駅には、

J R中央線快速、J R中央・総武線各駅停車、営団

丸ノ内線、営団南北線の4路線が表示されてい

る。

（４）路線名検索

路線名を「あいうえお」によるインデックス

から検索し、利用路線にアクセスする。J Rの欄

には東海道線、山手線、中央線快速等の路線名

が、営団地下鉄の欄には、丸ノ内線、南北線等

の路線名が表示されている。

（５）路線ガイド

J R中央線快速、J R中央・総武線各駅停車、営

団丸ノ内線、営団南北線4路線を作成している。

内容は表示路線の駅の表示、車いす使用者用ト

イレ、エレベータ、エスカレータ、一般エレベ

ータの4種類の施設の有無、各駅の乗換え路線

の案内、各駅の電話番号を表示している。

（６）駅ガイド

平面図によって、各路線の位置関係と駅周辺

の道路状況、駅出入り口を表示している。

（７）乗換えガイド

各路線間の乗換えが車いすで可能かどうかを

表示するとともに、文章による移動案内を行っ

ている。

（８）駅鳥瞰図・駅断面図

鳥瞰図では車いす使用者の移動経路の表示

を、断面図では駅事務室、改札口などの施設を

表示している。

５．おわりに

今回作成したモデルガイドマップをインターネ

ット上に公開し、ホームページの画面構成、情報

提供の内容、表示記号等についてご意見をいただ

き、それ　らの意見を参考としてガイドマップに

修正を加え、ガイドマップの基本パターンが決定

されることとなる。

本調査を進める中で、今後の課題として、ガイ

ドマップ作成主体と費用負担、メンテナンス主体

と費用負担、ガイドマップの内容に関する情報提

供者は誰か等の問題が指摘されており、ガイドマ
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ップの実用化のためには、ガイドマップの基本パ

ターンの決定や、これらの課題克服のための検討

を引き続き関係者間で行う必要がある。

報告書：

「公共交通施設利用情報提供に関する調査」（資

料番号0901045）

Ａ４版 180頁

報告書目次：

１ 調査の概要

２　 アンケート調査による障害者が求める情報の

ニーズ把握

３ 既存資料の収集

４ モデルガイドマップ作成の方針

５　 情報提供方法

６ モデル路線・モデル駅の選出

７ モデルガイドマップの企画・設計基準

８ モデルガイドマップの作成

９ 今後の方針

参考資料 アンケート集計結果

アンケート調査票

【担当者名：渡辺栄三】

【本調査研究は、日本財団の補助金を受けて実施し

たものである】
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１．経　過

国鉄最後の1 5年（1 9 7 2～8 7）は、『百年史』が

終わった後であり、公共の組織による“正史”は

作られていない。他面、当時の記録は散逸のおそ

れがあり、また“生き証人”となる人たちも急減

しつつあるので、今回各方面の権威者に依頼し、

2年間の作業を行い、調査研究報告書を取りまと

めることができた。なお、この間の国鉄改革は別

途行政において記録が詳細に作成されることを期

待し、今回は必要最小限度の言及にとどめた。1 5

年間に特に注目され、対策が論じ続けられたのは

欠損の累積であり、今回もそれを中心に記述した。

したがって『百年史』とは異なり、国鉄各部門の

詳細（例、厚生、超高速鉄道の開発）には及ばな

い部分がある。

経営収支悪化の過程は、64年度の欠損転落以後、

6 0年代はローカル線赤字、労使関係悪化がまず指

摘された。7 0年代に入ると、貨物輸送の不振が話

題となり、また巨額の投資推進と運賃抑制策の矛

盾が表面化した。7 0年代前半にはそれらに労働組

合の「順法闘争・違法スト」が加わり、「国鉄離

れ」は旅客においても深刻となった。しかも欠損

処理が負債の繰り延べ、利子の増大という悪循環

を招いた。この間に業務の改善が民鉄に遅れ、生

産性に大きな差を生じた。ただし注意しなければ

ならないのは、大手民鉄も鉄道部門は大部分の期

間が欠損だったことであり、公共料金抑制が鉄道

経営を破滅に追い込んでいた。幸い民鉄は関連部

門の利益により破滅を免れた。7 0年代後半には、

これらの原因に対する措置として、運賃政策の転

換、7 9年度からはローカル線建設の中止と、よう

やく対策が進み始めた。しかし7 5年3月の山陽新

幹線の全通に伴う経費増加、続いて東北・上越新

幹線の建設などがあり、投資は欠損を増大させ続

けた。

すでに7 0年代半ばから体制自体の検討が始ま

り、8 0年代に入って土光臨調（第2次臨時行政調

査会、会長　土光敏夫）の重要事項として国鉄改

革が取り上げられ、8 7年4月の改革となった。8 0

年代において事態は急進展し、8 3年からのローカ

ル線廃止転換（ J Rになってからの分を含み約3，

0 0 0キロ）、8 4年からの貨物ヤードの廃止・直行輸

送への特化、これらを含む諸施策による人員削減

がなされた。しかし、過去の債務の負担は重く、

東北・上越新幹線の開業もあり、欠損はさらに増

大した。これに対し、8 5年7月以降は改革への準

備が始まり、国民はそれに期待をかけた。

２．報告書の構成と執筆者の責任

今回の作業では、事実を軽重にしたがって誤り

なく拾い、時系列に流れを分かりやすく整理し、

かつ各事項の関連が明示されるように努めた。

欠損の原因は二つに分けて見る必要がある。例

えばローカル線や貨物輸送が欠損の原因というの

は、路線別や客貨別の収支からの指摘として誤り

ではない。しかし、その背後には需要の減少と運

賃の抑制という真因が存在し、さらに需要減少に

は他手段の進出がある。あるいは沿線人口や産業

の事情もある。
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これらのことを考慮し、本文1 2章と年表・統計表

の三部分の構成とし、かつ本文は大きな流れに従

い、次の内容とした。

第１章　　概観

第２章　　経営悪化と運賃政策の責任

第３章　　労働生産性と労使関係

第４章　　投資、賃金調達、債務処理

第５章　　施設・車両整備、業務改善

第６章　　ローカル線対策の経営

第７章　　旅客輸送、列車ダイヤ

第８章　　貨物輸送、手小荷物輸送

第９章　　連絡船の努力と収支

第10章　　国鉄自動車の努力と収支

第11章　　国鉄改革の必然性

第12章　　世界の鉄道への貢献（新幹線および改

革実施者として）

（以上の表現は章の名ではなく、趣旨の表現）

これらの各事項の判断は当時も人によって見解

が分かれ、今日もそうである。今回もその多様性

を尊重し、各章における判断は各執筆者の責任と

した。一つの措置でもその温存で経費を節約した

方がよいか、それとも変更により改善効果をねら

った方がよいか、主張が対立する。

３．若干の私見

今回の作業に参加したひとりとして感じること

はたくさんあるけれども、特に巨大組織が責任分

立体制の下で運営される危険を強調しておきた

い。

政治とか行政とか公共企業体といえば、そこに

統一された、合理性のある意思が存在する印象を

与える。しかし実態はそうではなく、しかも対策

を一日延ばしに先送りした、それが今日に残る巨

額債務である。

公共企業体の最大の欠陥は、破産への用意がな

かったことである。73年度に「債務超過」に陥り、

通常の企業はそこで体制変更となったはずなの

に、国鉄はさらにそのまま1 3年間も欠損を増大し

続けたのである。

結局、正規の組織以外の組織、いわば非常体制に

よってようやく負債発生を終了させたのである。

公共企業体のこの欠陥は他の2公社にも共通で

あった。しかし電々と専売は市場独占度が高く、

健全経営だったので、欠陥が表に出なかったので

ある。6 3年度までの国鉄もそれに近かった。その

後の1 0年間、他の交通手段の進出と政治行政の拡

大政策の下で国鉄は破産に追い込まれ、しかも破

産に対処する制度が準備されていなかった。

今後の鉄道、あるいは広く交通全般の企業に教

訓となるのは、国鉄と同様の原因を作ってはなら

ないことである。

まず、6 0年代において、民鉄との比較では次の

点が指摘される。

（１）労使関係の悪化

（２）業務改善の遅れ

（３）不利益部門の存続

（４）不利益な投資

があげられる。

民鉄と共通な経営悪化要因としては、

（５）公共料金抑制

が続いた。それは7 0年代半ばからは解決したよう

でも、今度はそれに代わって次が影響力を増大さ

せていった。

（６）債務処理の不適切

以上の中で、（（３）,（４）は（１），（２）およ

び（５）により不利益の程度が左右された。しか

し、他の交通手段の進出、それ以外の原因による

需要減少があれば、やはり不利益は免れなかった。

これらの原因を発生させた基盤には、国民の不

合理、不明確な政策理念がある。それは公共企業

体発足当初からいわれた「公共性」であり、7 0年

ごろには「ミニマム論」と結合し、また「国土の

均衡ある発展」という漠然とした発想に取り込ま

れた。

今後の交通企業が教訓を引き出すためにも、国

鉄1 5年の経過が今回の作業を契機に再検討され、

さらに徹底した歴史書が作られることを期待した

い。（執筆参加　角本良平）
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１．調査目的

航空、鉄道、バス、タクシーといった運輸関連

サービスは、我々の日常生活や産業活動に非常に

重要な役割を果たしているが、近年、欧米諸国と

比較して割高であるとの指摘がなされ、消費者が

より豊かさを実感できる社会環境を実現するため

には、この内外価格差の是正・縮小が緊急の課題

とされている。

さらに、政府の円高・経済対策においても、内

外価格差の調査を実施し、規制緩和推進計画の改

定に反映させることとされている。

本調査は、こうした状況を踏まえ、日、米、英、

仏及び独の5カ国の旅客運輸サービスにおける運

賃料金、サービス水準に関する実態調査を行い、

比較検討を行ったものである。

２．調査方法

（１）運賃料金の実態調査

航空、幹線鉄道、地下鉄、バス及びタクシー

の運賃料金について、日本（東京）、米国（ニ

ューヨーク）、英国（ロンドン）、仏国（パリ）

及び独国（フランクフルト）の5カ国（5都市）

について、平成9年1 0月時点における運賃料金

の現地価格を調査した。

（２）為替レートによる比較

国際通貨基金（l M F）の統計に基づく為替レ

ートにより円換算し、運賃料金の比較検討を行

った。

（３）購買力平価による比較

経済協力開発機構（O E C D）の推計値を用い

た購買力平価レートにより円換算し、運賃料金

の比　較検討を行った。

（４）運輸サービスの比較

運輸サービスについて、可能な限り定量的に

比較検証し、運輸サービスとその対価である運

賃料金水準の関係を検証した。

３．内外価格差の比較結果

（１）国相互間比較　　為替レート及び購買力平

価による我が国の運賃料金水準は、他の4カ

国と比較すると、下表のとおりである。
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（２）機関別比較

①　航　空

普通運賃を比較すると、為替レート、購買

力平価レートのいずれによっても、我が国が

最も安い。

ただし、割引運賃を比較すると、為替レー

トでは、米国、英国より安いものの、独国、

仏国よりは1 4日前割引で高い。同様に、購買

力平価レートによると、我が国の事前購入割

引は米国、英国より安いものの、1 4日前割引

では、仏国、独国より高い。

②　幹線鉄道

為替レートによる比較によると、我が国新

幹線の運賃料金は、仏国、独国より高い。た

だし、新幹線と同等のサービスのない米国、

英国の運賃料金では、在来特急のそれと比較

すると、米国に対し大幅に安く、英国より若

干安い。

購買力平価レートによる比較では、我が国

新幹線は仏国より高いものの、独国とはほぼ

同水準である。また、在来特急との比較にお

いては、米国、英国より安い。

③　地下鉄

8キロを乗車する東京の地下鉄運賃（営団）

を為替レートにより比較すると、ロンドン、

フランクフルトより安く、ニューヨークとは

同水準であり、パリよりはやや高い。1 6キロ

の運賃を同様に比較すると、ロンドン、フラ

ンクフルトよりは安く、ニューヨーク、パリ

よりは高い。

購買力平価レートによる8キロ、1 6キロの

比較を行うと、パリの1 6キロの運賃及び定期

運賃を除き、いずれの都市より安い。

④　バス

為替レートによる比較では、東京はニュー

ヨーク、パリに対しては高いが、ロンドンに

対しては、乗車距離が長いと安く、フランク

フルトに対しては、ピーク時において安い。

購買力平価レートによる比較では、東京は

他の4都市より安い。

⑤　タクシー

為替レートによる比較によれば、乗車距離

1キロでは東京の初乗運賃3 4 0円は最も安い

が、それ以上の距離では、東京が最も高く、

パリが最も安い。

購買力平価レートによる比較では、1キロ

乗車のケースでは、為替レートと同様である

が、2～3キロの乗車でロンドンよりやや安く、

それ以上の距離では、他の都市より高くなる。

４．運輸サービスの比較

航空、幹線鉄道及びタクシーについて、為替レ

ートによる運賃水準とサービス水準との相互関係

について、他の4カ国と比較した。

航空について事前購入割引運賃と利用条件を対照

したところ、運賃は他の国に比して中位であるも

のの、利用しやすい（米国、英国、独国は利用し

にくい）。

幹線鉄道の運賃料金は、5カ国の中で中位であ

るものの、サービス水準を運行本数の多さでみる

と、他の4カ国より明らかに優位である。

東京のタクシー運賃は、短距離を除き高いもの

の、サービス水準をアクセシビリティ（人口あた

り台数）として捉え、対照すると、パリを除けば

高水準である。

５．結論

（１）運輪サービスにかかる内外価格差調査は、

平成3年度より実施しているが、その推移を

みると、内外価格差は縮小している。

（２）本年度行った運賃料金と運輸サービスとの

相対分析により、我が国の、①国内航空普通

運賃は決して高額ではなく、割引切符は利用

しやすい、②鉄道運賃は平均的な水準である

が、極めて利用しやすいことを考慮すると価

値が高い、③タクシー運賃は、短距離は低額

であるものの、中長距離運賃が高いことが判

明した。
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１．調査の背景と目的

近年、地球規模の環境問題が世界的な関心を集

めている。特に、二酸化炭素等の温室効果ガスに

起因する地球温暖化が、人類の生存基盤に深刻な

影響を及ぼす国際的な重大問題となっており、こ

うした状況の中で、1 9 9 2年の国連環境会議（地球

サミット）において、温室効果ガスの濃度を人類

及び生態系にとって安全なレベルで安定化させる

ことを目的とした、気候変動枠組条約が採択され

た。また、1 9 9 7年1 2月に京都で開催された同条約

の第3回締約国会議において、2 0 0 0年以降の温室

効果ガスの排出削減に関する数値目標が京都議定

書として採択された。この議定書には、先進国の

温室効果ガスの排出と吸収に関する達成目標とと

もに、先進国と途上国の間で、または先進国間で、

複数の国が共同で温室効果ガス対策を行うことに

ついての規定が盛り込まれている。

運輸部門は、国内、国外共に、他の部門に比べ

二酸化炭素の排出量の増加傾向が大きく、また、

開発途上国におけるモータリゼーションの進展等

によって今後ますます排出量が増大する傾向にあ

る。

以上のような背景のもと、8年度は、「運輸部門

における地球温暖化対策のための共同実施に関す

る調査」を実施し、運輸部門における共同実施活

動の可能性の検討と今後取り組むべき課題の整理

を行ったが、本調査はその継続調査であり、運輸

部門においても早急に「共同実施活動」プロジェ

クトの認定の推進を図るために、昨年度調査によ

って提示された課題に対する対応方策の検討や、

関連する国内外のデータの蓄積を図りつつ、共同

実施活動の認定条件であるプロジェクトによる二

酸化炭素削減量の評価手法について検討を行った

ものである。

２．調査内容

（１）開発達上国における交通エネルギーの消費

CO2排出状況

開発途上国における運輸部門のエネルギー

消費と及びC O2排出量の現状と将来の見通し

について整理した。

（２）共同実施活動を取り巻く国内外の動向

共同実施活動に関連した国際的な動きと国

内での取り組み状況や、1 9 9 7年1 2月に京都で

開催された第3回締約国会議で議決された共

同実施活動に関わる内容について整理した。

（３）共同実施活動によるC O2の排出削減効果の

計測方法の検討

運輸部門における共同実施活動の認定条件

に関する考え方をはじめとし、運輸部門にお

ける共同実施活動プロジェクトによるC O2排

出削減量を具体的に計測する上で、必要なデ

ータの内容や課題を整理し、C O2排出削減量

の計測方法の基本的な考え方について検討を

行った。

（４）CO2排出削減量の推計方法の一般手順

（３）での検討を受け、運輸部門における共

同実施活動プロジェクトによるC O2排出削減

量の推計方法の一般手順を示した。ここで、
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新たにC O 2排出量推計のためのワークシート

の提案や、どのような要因でC O2の排出が削

減されるかを示すC O2排出効果構成表の提案

を行った。

＜ワークシートの関係式＞

①燃料消費量　　：F m＝D m×R m＝T m／P m×

Lm×Rm

②CO2排出原単位：Gm＝Jm×Em

③CO2排出量　　：Cm＝Fm×Gm

（５）ケーススタディ別排出削減効果の推計

（３）及び（４）で整理した考え方、手順に

則り、わが国のO D A関連のプロジェクト例か

ら、①グァテマラ首都圏でのバス網整備プロ

ジェクト、②中国大連市での快速鉄道整備プ

ロジェクト、③中国上海市タクシーのガソリ

ンエンジン車からL P Gエンジン車への転換の

3つの仮想的なケースにおける二酸化炭素排

出量の削減効果の推計を行った。これにより、

共同実施活動を行った場合の二酸化炭素排出

削減量について、推計値の具体例を得ること

ができた。

（６）共同実施活動推進に向けた今後の課題

運輸部門における共同実施活動を推進する

うえでの課題・問題点を総括的に整理し、そ

れに対する解決の方向性を提案した。さらに、

共同実施活動推進のために必要なアクション

メニューを提案した。
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１．調査と目的

2 1世紀を目前にして、ボーダーレス化や高齢化

社会の到来といった状況のもと、「官主導から民

自立へ」と我が国の経済社会環境は激変しつつあ

るが、こうした中で、運輸分野における行政の役

割についても、市場機能のみによっては消費者利

益の確保が必ずしも十分には達成できない状況に

おいては、行政の側が主体的かつ積極的に国民の

ニーズを把握し、その結果を運輸サービスの向上

のために反映していくことが、ますます重要とな

ってきている。

本調査は、この様な状況を踏まえ、交通機関の

利用者の意向をどのように把握し、いかに国民の

ニーズを実現すべく政策手段に反映するか、将来

的な国民のニーズも踏まえつつ、その具体的な方

策について検討を行ったものである。

２．社会経済環境の変化と交通運輸との関

わりの検討

今後予想される経済社会環境の変化が交通運輸

部門に及ぼす影響と、求められる対応策を検討す

るため、交通運輸と係わりの深い各分野（高齢化、

環境問題、国際化、都市交通問題、女性の社会参

加、物流の変化、情報化等の1 0分野）について有

識者、業界の専門家による研究会を開催し、講演、

意見交換を通じて各分野の動向を把握するととも

に将来に向けての課題の整理を行った。その結果、

今後の高齢化・国際化・情報化等の進展、環境問

題・都市交通問題の深刻化等を背景として、高齢

化・環境に配慮した交通システムの構築、国際

化・広域化・情報化に対応した広域的交通基盤の

整備等、交通・運輸サービスが取り組まねばなら

ない課題が山積していることが明らかになった。

その一方で、国民の意識、価値観が多様化する

とともに、財政構造の悪化等により各種課題の解

決に係わるプライオリティの決定が重要となるこ

とから、利用者が交通・運輸サービスに対して如

何なるニーズを有しているかを的確に把握するこ

とが、今後の運輸サービスの向上にとって非常に

重要な意味を持つものと考えられる。このため、

各分野について、国民が運輸サービスの利用者と

してどのような潜在的なニーズを有するか、行政

や運輸事業者がどのような点について利用者の意

向を把握すべきかを検討した。

３．運輸サービス向上のための利用者意向

の把握に関する事例の検討

利用者の運輸サービスに対するニーズや意向の

把握に関し、民間の運輸関係事業者が実施してい

る方法として、全国主要都市の鉄道・バス事業者

を対象に意見箱、アンケート、モニター制度等の

実施状況や問題点を調査するとともに、国や自治

体により行われている利用者意向の把握手法とし

て、アドバイザー会議等の懇談会や委員会方式に

ついても整理、検討を行った。

また、米国、英国、フランス，ドイツにおける

利用者等の意向把握の事例として、総合的な交通

計画の策定、交通需要マネージメント策の導入、

具体的な道路建設計画の実施等に関する1 1ケース
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について、意向把握の対象者と把握手法、意向把

握の実施結果とその評価を整理した。その結果、

先進諸国での交通計画の策定等のための利用者の

意向把握においては、アンケート、説明会、公聴

会の開催等の様々な手法が用いられるとともに、

行政及び運輸関係の事業者側でも、利用者が意向

を述べるための判断資料として様々な情報提供を

行っており、情報提供と意向把握が有機的な連携

を持ちながら計画の策定や事業の実施に反映され

ていることが明らかとなった。

これを我が国における利用者の意向把握の状況と

比較すると、我が国においては、運輪関係の事業

者による各種の意向把握や、行政による計画策定

段階における住民参加等が実施されつつあるが、

今後、意向把握の手法の体系化、手法適用のため

の訓練、結果の活用等について、更に検討が必要

であることが判明した。

４．交通運輸に係る利用者意向の把握のた

めの方策検討

（１）運輸サービス向上のための課題と利用者意

向の把握の関係

交通運輸に関係が深い各分野について、今

後の方向性と運輸サービス向上策の具体例を

整理し、運輸サービス向上策についての利用

者の想定される意見とそれら利用者意向の把

握に際しての課題を整理した。

（２）利用者意向の把握手法の検討

アンケート、モニター制度、説明会等の利

用者意向の把握のための各種手法について、

それらが適用されるケースと各種手法の持つ

長所・短所を整理した。

（３）今後望まれる意向把握の方策の検討

諸外国の事例等を参考としつつ、今後望ま

れる交通運輸サービスの向上のための利用者

意向の把握方法として、各種手法の整理を行

った。また、対象となる事例や構想・計画段

階、事業実施段階等の状況に応じてそれら手

法を組み合わせることにより、①総合的な交

通計画、②交通需要マネージメント計画、③

具体的事業実施、の3つの仮想的なケースに

ついて、利用者意向の把握のためのモデル・

フローの提案を行った。

５．まとめ

今後、我が国においてこのような利用者意向の

把握に関しては、更なる体系的研究、実践の積み

重ねが必要と考えられるが、諸外国の事例等から、

当面、早急に取り組まねばならない課題、利用者

意向を把握するうえで重要となる事項として、特

に、次の点が挙げられる。

①　国民との信頼関係の形成

国民が行政、事業者に対して自由に意向、要

望を述べられる素地として、相互の情報提供、

意見交換等を通じた信頼関係の形成が重要であ

る。

② 意向把握のための各種手法の改善

諸外国の例にも見られるように、利用者意向

の把握手法に関しては状況に応じた適切な手法

の構築が必要であり、我が国においても今後、

利用者意向の把握に関する手法の体系的整理、

実践の積み重ねを行っていく必要がある。

③　把握する側の手法に対する十分な認識

利用者意向の把握のための各種手法は、その

意義、効果についての十分な知識と経験によっ

て、より有効に機能するものと考えられること

から、それら手法を適用して利用者意向を把握

する側においても、各種手法に関する要員の教

育と訓練が今後の課題となる。
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１．調査の背景と目的

今後予想される低成長時代においては、「輸送

需要の右肩上がり増加」という従来型シナリオの

成立に疑問が呈される。本調査は、近年の経済社

会と運輸部門の変化の関係を総括的に分析し、2 1

世紀初頭までの長期的な経済・社会シナリオのも

とでの運輸部門の将来像を描き、同部門に求めら

れる課題について検討したものである。

２．報告書の構成

報告書は4章からなる本編及び資料編で構成さ

れる。第1章「今後1 0～2 0年の社会・経済展望」

では、長期的時間軸でみた社会・経済のマクロ的

変化を分析・展望した。第2章「交通・運輸の過

去と現在」では、第1章を受けて、生活・産業活

動と交通・運輸の過去から現在への変化を振り返

った。次いで第3章「2 1世紀の社会・経済が求め

る運輸サービス」では、マクロ的な旅客・貨物需

要の将来シナリオを示すとともに、様々な運輸需

要のミクロ的変化の定性的議論が展開された。第

4章は「2 1世紀の運輸部門の課題」整理にあてら

れた。

３．将来シナリオの概要

（１）実質経済成長率は現在から2 0 0 5年頃まで調

整過程を続けるが、以後、就業者数の減少や

資本コストの上昇等により次第に伸びを鈍化

させる。

（２）人口減少や経済成長の鈍化を反映して輸送

人員の伸びはかなり鈍る。高成長シナリオで
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年率％ 1980/
1970

1990/
1980

2000/
1990

2010/
2000

2020/
2010

実　績 44 41

高成長 1.4 2.4 1.5

中成長 1.4 1.5 0.9 

低成長 1.4 1.1 0.2

表１マクロ経済シナリオの実質成長率



は2 0 1 0年まで0 . 9％、2 0 2 0年まで0 . 2％とわず

かに増加するが、低成長シナリオでは同0 . 3％

増、0 . 5％減となる。従って、輸送人員は9 5年

での6 7 5億人が、 2 0 2 0年では7 7 4～7 1 5億人程

度になると予想される。増加要因の主体は自

家用自動車で、 2 0 1 0年以降は横這いないし若

干の減少となる。公共交通は全体としては横

這いないし微減で、通勤・通学人口減少の影

響が鉄道定期旅客の減少にあらわれる（図1）。

（３）輸送トン数（軽自動車貨物を除く）は、

2 0 0 0年までの調整期にマイナスの伸びを示し

た後、高成長シナリオでは、2010年まで0.5％、

2 0 2 0年まで0．3％程度の伸びとなる。中成

長・低成長シナリオでは、調整期の後も減少

が続き、 2 0 0 0－1 0年では各年率0 . 4％、0 . 3％

の減少、 2 0 1 0－2 0年では同 0 . 5％、1 . 2％の減

少となる。従って、貨物輸送トン数は9 5年で

の6 6億トンが、2 0 2 0年では高成長シナリオで

7 3億トン程度と微増するが、低成長シナリオ

では6 2億トン程度に減少すると予想される。

主要モード別にみると、営業用貨物車輸送は

増加するものの、自家用トラック輸送は減少

する（図2）。

４．運輸部門全般にわたる課題と対応

（１）今後は、総輸送量が伸びることをもって、

日本の社会がより豊かになっていると考える

のではなく、総輸送量の伸びが鈍化ないし減

少するとしても、それらがどれほど高い効率

で達成されているかが問われる。運輸産業に

ついていえば、「量」で稼ぐ時代は終わり、

様々なサービスで付加価値を付けて収益増を

図り、他方で、競争下でのコスト削減を達成

して生産効率を高める時代である。

（２）経済成長率の鈍化とあわせて、将来の投資

規模はこれまでのようなテンポでは増加しな

い。公共投資についても、より重点的な選別

が必要とされる。運輸産業の投資も同様に従

来のようなテンポでの拡大は困難になる。企

業は企業経営上、従来以上に慎重な投資行動

を求められる。従って、何らかの対策を施さ

ないと、そうした企業行動が社会的に真に必

要な投資をも萎縮させる可能性もある。

（３）総人口の減少よりもはるかに早く、労働人

口のそれは既に始まっている。女性や高齢者

就業を促すとしてもこの傾向を反転させるこ

とはできない。製造業のように労働集約的な

部分を海外生産で賄うというような方法は、

海外労働力の導入を別とすれば、国内運輸部

門では不可能である。従来から運輸部門の労

働力問題は深刻な面を抱えているが、その加

速が憂慮される。

５．旅客輸送部門の課題と対応

（１）生産年齢人口減少、勤務形態の変化と高齢

者人口の増加により、旅客需要については通
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勤・通学を目的とする輸送量が増加率鈍化か

ら減少に転ずる一方、高齢者の輸送量は増加

する。高齢者の旅客需要の増大に伴い、移動

制約・困難者向けのハード、ソフト両面での

対応が輸送機関への課題となる。時に、バス、

鉄道とタクシーとの中間的な機能を有する輸

送機関やサービスが求められる。高齢者ドラ

イバーの増加や高学歴高齢者の増加を背景に

モビリティの高い高齢者も増加するため、こ

れら高齢者の移動を安全面、サービス面で支

援する対策が求められる。

また、ボランティア活動の一環として、高

齢者同士の運転業務代行ニーズも発生してく

ると思われるので、これを支援するための各

種規制の見直しも必要となろう。一方、通

勤・通学人口の増加率鈍化、減少に伴い朝夕

の鉄道の混雑率緩和傾向が続くなか、通勤・

通学時においても「ゆとり」、「安らぎ」等、

快適性を求める声が高まる。

（２）世帯数の増加と世帯構成員の減少は、個

人・家族を重視する国民の志向の変化と相挨

って、個人、家族単位での移動機会の増加と

移動単位の減少をもたらす。移動単位の減少

は旅行、特に観光旅行での目的、行き先の個

性化、多様化を生み、国内の観光地、リゾー

ト地についても他にはない個性や特色が求め

られる。また、観光地周辺の旅客輸送に関し

小型バスや乗合タクシーのような小人数向け

の輸送手段・輸送サービスヘの需要が高ま

る。

（３）グローバル化と労働時間短縮の流れの中で、

日本人海外旅行者は今後も増加を続ける。イ

ンフラ面では増加する航空旅客需要を賄うだ

けの国際空港施設の機能拡充が必要となる。

また、サービス面では高度、多様化する海外

旅行者のニーズを満足させる海外事情に関す

る情報や旅行サービスをきめ細かくかつ低廉

な価格で提供することが求められる。一方、

訪日外国人数も東、東南アジア地域からを中

心に増加する。しかし、海外との競争も激化

するため、国内旅行関連業界は外国人、特に

アジア諸国からの訪日観光客の誘致のため海

外でのプロモーション活動等を積極的に行う

ことが求められる他、国内での宿泊・移動コ

スト低下への取組みの必要性が高まる。

（４）高度情報化は交通輸送にも幅広い影響を及

ぼす。テレワークの進展やサービスの情報化

は通勤や家事を目的とする旅客需要を減少さ

せる一方、インターネット等による行政、企

業、個人各主体間の情報受発信が質、量とも

飛躍的に増加するため、このような情報によ

り触発された交通需要が観光を中心に新たに

生まれる。また、交通制御技術の進歩により

交通需要マネージメントの可能性が広がる。

特に既存交通インフラの有効活用と環境保護

への配慮の必要性からピークロードプライシ

ング導入への検討が求められる中で、交通制

御技術の進展が導入の技術的障壁を取り払う

ものとなる。

６．貨物輸送部門の課題と対応

（１）総貨物輸送需要はトン数ベースではほぼ横

這いで推移する反面、ユーザーの多様な欲求

に応えた質の高い、きめ細かな輸送サービス

が追求されていくことから、少量多頻度輸送

が更に進みトンキロ数べ一スでは増加する。

このため、輸送業者は、更なる輸送コストの

低減と輸送システムの効率化が求められる。

地域ブロック単位での物流拠点化と情報ネッ

トワーク化により生産現場と販売を直結し

て、多様化・2 4時間化するユーザー需要に対

応する体制を更に押し進める必要がある。

（２）貨物輸送においては、企業活動のグローバ

ル化に伴い、国内外の区別なく、最適輸送モ

ードを組み合わせたポイント・トゥ・ポイン

ト一貫輸送システムの確立が目指される。こ

れに合わせた国際物流拠点の集約化による輸

送効率の向上が追求される。他方では、公共
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投資余力が減退する状況の中で、既存の高速

交通インフラ網を最大限に活用していくこと

が求められる。国際物流の拠点を担う特定港

湾・空港や異なる輸送モード間の円滑な連結

機能の高度化に向けた「高機能型物流インタ

ーチェンジ」関連インフラへの重点的投資を

通じて、海外・国内各地との迅速かつ効率的

な輸送システムの実現が目指されるべきであ

ろう。

（３）企業物流から消費者物流へと貨物需要の主

体が変化したことに伴い、人口の集中する大

都市圏及び地方中核都市での貨物需要が増加

し、トラックによる端末輸送量が拡大するで

あろう。これにより、都市生活への影響及び

輸送効率の低下が深刻化していく。一方で、

都市内での用地確保難から、物流拠点施設は

郊外立地を余儀なくされ、かつ労働力の確保

が困難になる。都市内配送における集配車両

向け駐車場等荷役作業のための公共スペース

確保、共同化による端末輸送の錯綜を回避す

る体制整備への更なる支援が求められる。
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１．調査と目的

旅客運輸事業の運賃・料金については、公共料

金の取り扱いをめぐる問題の一つとして、近年精

力的な検討が行われ、その結果として各種交通機

関で設定方式について多くの改定が行われた。

タクシーについても平成5年の運政審答申以降、

同一地域同一運賃の原則が見直され、平成9年4月

からは、国内最大の市場である東京都区部におい

て、法人タクシーの7％程度については初乗り

1 k mまで3 4 0円という、短距離利用者に対応した

初乗り距離の短縮を含む短距離運賃の低廉化（以

下「短距離運賃新設」）が実施された。本調査は、

この運賃改定により同一モードの輸送機関におい

て近距離についてではあるが料金差が生じること

となったことから、短距離運賃新設の需要への影

響を明らかにし、今後の旅客運輸事業における運

賃政策展開のための基礎資料とすることを目的と

したものである。

２．乗務日報の収集

短距離運賃新設に伴う需要構造への影響を把握

するための基礎データとして、以下の事業者・調

査日を対象に、短距離運賃新設前後の乗務日報の

収集及びデータ化を行った。

①　収集対象日

・改定実施前（平成9年3月）……9～1 5日、2 3

～29日の2週間（日・水・金曜日）

・改定実施後（平成9年7月）……1 2～1 8日、2 2

～28日の2週間（日・水・金曜日）

②　調査対象事業者

・初乗り340円事業者……16社（全社）

・初乗り6 6 0円事業者……2 1社（都区部を7地域

に区分し、各地域3事業者抽出）

③　収集予定サンプル数（車両数）

・初乗り340円事業者……各日1社当たり17台

（272サンプル／日＝17台×16社）

・初乗り660円事業者……各日1社当たり13台

（273サンプル／日＝13台×21社）

３．短距離運賃新設に伴う輸送構造変化の

把握（マクロ的分析）

（１）輸送構造の特性と変化

タクシーが乗客を輸送した個々の輸送トリ

ップについてのデータを分析したが、短距離

トリップの輸送回数、輸送1回当たりの平均

実車キロ、平均輸送収入といった指標からは、

短距離運賃新設前後における明確な差異はみ

られなかった。

（２）輸送需要・収入への影響

短距離運賃新設がタクシーの営業状況にど

のような影響を与えたか、タクシー1台の1日

当たり平均のデータから短距離運賃新設前後

の変化を把握した。この結果、3 4 0円事業者

の1日1台当たりの運送収入及び輸送状況につ

いては、短距離運賃新設前後で同程度であり

特に影響は見られなかった。

（３）他交通機関の利用動向

短距離運賃新設に伴い、競合する他交通機

関への影響も考えられることから、地下鉄と
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バスについて短距離運賃新設前後の利用者動

向を比較し、他交通機関との競合状況を調査

した。短距離運賃が新設された時期を中心と

する平成7～9年の都営地下鉄、営団地下鉄、

都営バスの月別乗車人員の動向と対前年比を

みたが、タクシーの短距離運賃新設の影響と

考えられる変化は見られなかった。

４．短距離利用の地域特性（ミクロ的分析）

マクロ的な輸送構造については短距離運賃新設

に伴う明確な変化がみられなかったことから、さ

らに地域レベルに着目して、短距離トリップの地

域的な特性や、特定の地域における短距離運賃新

設前後の輸送需要変化を分析した。

①　短距離利用の乗車場所の地域分布状況

今回収集した乗務日報データでは、短距離、

長距離を含む全トリップについて、平日・休日

とも山手線の主要ターミナル駅周辺を中心に、

山手線内の地域で乗車回数の多い地区がみられ

た。短距離利用の乗車回数の多い地区について

も、全トリップの乗車回数と同様の地域で多く

なっており、平日・休日の傾向も同様となって

いる。

② 短距離利用における3 4 0円事業者タクシーの

利用割合

短距離利用における地域別の3 4 0円事業者タ

クシーの利用割合をみると、区部西部（概ね東

京駅より西側の地域）の大半の地域で5 0％以上

の利用割合を示しているのに対して、区部東部

では利用割合が低く2 0％以下の地域が大半とな

っている。これは、3 4 0円事業者タクシーの事

業所の大半が区郡西部にあり、3 4 0円事業者タ

クシーの供給量が区郡の東西で大きく差がある

ためと考えられる。

③ 特定地区間の短距離利用における短距離運賃

新設前後の変化

さらに、 3 4 0円事業者タクシーの供給状況が

異なると考えられる新宿駅西口地上乗り場と新

橋駅東口乗り場に関連する短距離利用の発着地

点を対象として、短距離運賃新設前後における

発着回数の変化を分析したが、短距離運賃新設

の影響と考えられる明確な変化はみられなかっ

た。

５．輸送構造への影響

本調査における乗務日報データの分析からは、

短距離運賃新設前後のタクシー輸送構造への明確

な影響はみられなかった。その要因としては、

3 4 0円事業者のタクシーの台数が全体の7％程度と

少ないため、利用者の選択の余地が小さく、選択

しようとすると待ち時間が長くなり、その待ち時

間の長さがタクシー料金差を打ち消してしまうこ

とから、選択意識が働いていないことが考えられ

る。

しかしながら、今後ある程度、短距離運賃導入

タクシーの供給台数が増えれば、利用者の選択の

余地が大きくなり、短距離運賃新設は有効に活用

され輸送構造に影響を与えることも考えられる。

本調査においては、タクシーの乗務日報からデ

ータを収集して運賃と需要構造の関連性の分析を

試みたが、今後、3 4 0円タクシーの導入台数が増

加し、また、新たな運賃制度の改定が行われた場

合には、同様の手法により調査研究が進められる

ものと期待される。
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１．調査目的

消費者ニーズの多様化、経済の活性化、内需拡

大や輸入の促進による国際的調和の実現等様々な

内外からの要求に応えるべく、政府は我が国経済

社会の抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれ、

自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済

社会としていくことを基本とした規制緩和推進計

画を掲げている。

これを受け運輸分野においても、これまで累次

にわたり企業活動の活性化、利用者利便の向上等

を目的として規制緩和措置等が実施されてきた。

しかしながら、国民生活に大きな影響を与える運

輸分野において行われた規制緩和施策が、利用者

利便の向上、企業活動の活性化及び効率化、市場

の競争促進にどのような効果を与えたか等につい

ての十分な検証はなされていない。

本調査では、航空運送事業に係わる規制緩和を

対象に、これまでの施策が運輸産業の市場実態、

競争状況等にどのような効果をもたらし、影響を

与えているかについて検証を行い、その結果を今

後の規制緩和施策の策定等に際しての基礎資料と

することを目的としている。

２．調査内容

（1）航空運送事業関係の規制緩和の概要

過去に実施された航空運送事業に関する規制

緩和を整理した。

（2）統計データに基づく航空運送事業の状況把握

各種統計データを分析し、航空運送事業の現

況を把握した。

（3）実態調査による規制緩和の影響分析

航空利用者に対するアンケート調査を実施

し、規制緩和の影響を定性的に把握した。

（4）計量モデルによる規制緩和の影響分析

「ダブル・トリプルトラック化」、「幅運賃制

度導入」各々につき定量評価モデルを　 作成

し、規制緩和の影響を定量的に把握した。

（5）航空運送事業関係の規制緩和に関する米国調

査

米国における規制緩和の内容及びその影響を

実地調査した。

３．調査結果概観

本調査においては、計量分析、アンケートによ

る調査等様々な角度からこれまでの国内航空分野

における規制緩和の効果を分析したが、ここで航

空行政のこれまでの歩み及び本調査結果が示唆す

るものを概観すると以下のとおりとなる。なお、

本調査で検証された規制緩和効果を別表にまとめ

た。

○ 45・47体制と昭和61年運輸政策審議会答申

国内における定期航空運送事業については、

4 5・4 7体制（昭和4 5年閣議了解、昭和 4 7年運輸

大臣達）の下で各航空会社の概ねの事業分野を

分け、事業の育成を図るという政策が約1 5年間

継続されたが、昭和6 1年の運輸政策審議会答申

では、航空会社間の競争促進により利用者利便

の向上を図る観点から、日本航空の民営化、国

際線の複数社化に加えて国内線のダブル・トリ
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プルトラック化（２社化、３社化）を推進すべ

きこととされた。この方針に従い、国内線では

ダブル・トリプルトラック化が鋭意推進され、

航空会社間の競争促進が図られてきた。平成４

年及び平成８年の２回にわたりダブル・トリプ

ルトラック化のための輸送量基準の緩和が実施

され、更に平成９年４月には同基準が廃止され、

一層の競争促進が図られている。

○ 運賃制度の弾力化と価格競争の実現

近年の国内航空市場の規制緩和は、価格面に

おいては、平成６年の割引運賃の弾力化に始ま

る。それまでは、普通運賃及び割引運賃ともに

運輸大臣の認可事項とされていたため、各航空

会社とも各路線同一運賃であり、各事業者間の

価格競争は存在していなかった。 平成６年の

時点では、営業政策的な割引運賃について5 0％

までの割引率であれば事前届出で足りることと

し、割引運賃を巡る各社間の競争が可能になる

制度が導入された。これは、近年の航空におけ

る規制緩和の第一歩であった。

平成７年に入り、価格面では未だに手がつけ

られていなかった普通運賃についても抜本的な

制度変更がなされた。これが幅運賃制度の導入

である（平成７年1 2月導入）。この制度は、運

輸省において算出された標準原価を上限とし、

そこから一定幅内で各航空会社の自主的な運賃

設定を可能にするものであり、平成８年５月か

ら実施に移された。この制度の導入により、国

内航空市場において、割引運賃のみならず普通

運賃についても競争原理が導入されたが、この

影響はかなり大きいものである。

幅運賃制度の導入を契機とする航空各社間の

価格競争は、普通運賃水準そのものよりも、む

しろ、割引運賃の多様化により進展してきてい

る。例えば、平成８年８月以降に導入された割

引運賃は、最大割引率が5 0％に至る事前購入型

割引や深夜・早朝の便を対象とする特定便割引

等があり、種類の拡大とともに割引率の拡大が

図られ、利用者の利便向上が図られている。こ

の結果、平成８年６月～９年５月の航空会社の

旅客人キロ当たり運賃収入は、1 7 . 9 7円／人キロ

と対前年同期比で2.8％低下した。

より詳細な計量分析によれば、平成８年８月

を境に、航空利用者による実質的な運賃負担額

は総額で月に約 4 2億円程度減少しており、現実

に利用者の実感としても航空運賃の低下が認識

されている。

○ 参入を巡る規制緩和

一方参入面における制度については、ダブ

ル・トリプルトラック化の推進を通じて、各路

線における航空事業者間の競争を促進する施策

が実施されてきており、平成８年には、幅運賃

制の効果を引き出すためにも、２度目の基準緩

和が実施された。更に、平成９年には同基準が

廃止されている。今回の調査では、ダブル・ト

リプルトラック化路線における複数社運航の推

進による効果として、運航回数の増加、運賃の

低減による利用者負担の減少に加え、航空需要

の増加をもたらしたという結果が得られている

が、一方で事業者にとって、座席利用率の低下

というデメリットも生じてきている。従って、

現状においては航空各社とも供給過剰な状態に

陥っているといえ、今後はより適切な供給バラ

ンスの確保を目的とする路線構成の再編、運航

便数・運航機材の見直し等が進展すると考えら

れる。

ダブル・トリプルトラック化は、昭和6 1年以

降の国内航空市場の競争促進施策の柱として実

施されてきたものであり、上記の通りその効果

はあったと言えるが、特に、割引運賃や幅運賃

制が導入されたことにより運賃が競争手段とし

て機能するようになった近年になって、より大

きな影響を及ぼしていると考えられる。

報告書名：「運輸産業における規制緩和の効果等に

関する調査」

（資料番号　0901037）

Ａ４版 184頁

－2－



－3－



報告書目次：

第１章　調査目的

第２章　調査内容

第３章　運輸関係の規制緩和の概要

第４章　統計データに基づく航空運送事業の経営

状況等の把握

第５章　実態調査による規制緩和の影響分析

第６章　航空規制緩和計量評価分析結果

第７章　調査結果概観

添付資料

Ａ．調査票

Ｂ．路線別集計結果

Ｃ．計量評価分析詳細データ

Ｄ．航空運輸産業の規制緩和に関する米国調査

【担当者名：荒井孝幸】

【本調査研究は、日本財団の補助金を受けて実施

したものである】

－4－

運輸政策研究機構
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19虎ノ門マリンビル

TEL：03-5470-8405 FAX：03-5470-8401

財団
法人



沖縄は東シナ海と太平洋が接する海の真中にあ

り、観光・リゾート客にとってもその海洋性の魅

力は極めて大きい。平成8年1 0月に開催された沖

縄観光立県推進地方会議で、離島県としての特性

を活かした観光ネットワーク化方策として、県内

島嶼間はもとより近隣諸国をも視野に入れた船舶

クルーズの展開が提言されている。

本調査は、沖縄での旅客船運航の実態とその海

域の持つ優れた資源性及びリゾートエリアとして

の可能性を考慮して、沖縄にふさわしいクルーズ

のイメージを明らかにし、実現可能性のあるクル

ーズプランを提案して、船舶クルーズを活用した

沖縄観光振興の方向性について検討した。

１．クルーズを沖縄観光に取り入れること

による魅力の増加

沖縄県への入域観光客数は平成９年に3 8 7万人

と過去最高の水準に達したが、観光需要は利用が

夏季に集中する傾向にあり、季節波動に影響され

ている。平均的な滞在日数は３～４泊が主流で、

マリンレジャーやダイビング、釣りなどといった

海洋性資源を活かした活動を旅行目的にあげる比

率はまだ低い状況である。

一方、クルーズに適した観光資源として、上陸

観光適地としては沖縄本島や石垣島、西表島が、

船からの景観面では八重山やケラマの島々が評価

できる。釣りやダイビングなど海での活動では県

内全域に高い資源性が認められる。

このため、沖縄観光にクルーズを取り入れた場

合、①海洋性リゾートとしての魅力の強化、②周

遊型観光メニューの充実、③高齢者・障害者に優

しい観光手段の提供、④季節波動の克服、⑤沖縄

観光のオリジナリティの創出、⑥離島における宿

泊施設整備の格差の解消等により、観光地として

の魅力が増加する。

２．沖縄において期待されるクルーズ像

本調査では、クルーズ需要の実態を把握するた

め、船舶運航事業者と旅行業者へのヒヤリング調

査、本土観光客と沖縄県民を対象にした３回のア

ンケート調査を実施した。その結果、沖縄クルー

ズについて表- 1のように希望していることが分か

った。

３．クルーズプランの具体化と事業化可能

性の検討

沖縄の優れたポテンシャリティを生かしたクル

ーズとして、沖縄観光への貢献度と資源性、運航

の現状、クルーズに対する旅行者の志向等から検

討したところ、以下の形態のクルーズに高い可能

性があると考えられる。

クルーズ用船舶は、航海時間（１時間～半日～

１，２泊程度）にもよるが、沖縄クルーズとして

は一般遊覧船、レストラン船、クルーズ専用船ま

で幅広く対象に入れることができる。

クルーズパターンとしては、①本土～沖縄間は

空路で県内を発着地とする、②本土から片道をク

ルーズ（定期フェリー航路を含む）で来沖し県内

クルーズにつなぐ、③国際クルーズ航路と県内ク

ルーズの組合せの３パターンに可能性があり、こ
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れについて具体的なクルーズプランを検討した結

果を表- 2に示す。検討にあたっては、クルーズ船

の特性が発揮できるよう、船に乗る楽しみの創出、

誰もが海を楽しめる場の提供、既存航路のネット

ワーク化、空路と船舶の組み合わせプラン、テー

マ性をもったクルーズ、遊覧とレストラン機能の

組合せ、離島観光の宿泊基地機能といった点に配

慮した。

さらに、クルーズルートについては、沖縄の代

表的な観光スポットである本島周辺の３エリア及

び宮古、八重山の５海域について、クルーズを含

む沖縄観光のメニューをオプショナル型、ツアー

組込型、ネットワーク型の３つのパターンに分け

て具体的なクルーズイメージを提示し、事業化可

能性を検討した。

その結果、遊覧船・レストラン船クルーズは事

業化の可能性が高く沖縄クルーズ推進の核となり

うる。島巡りクルーズは魅力度が高いだけに早期

実現が可能である。また既存航路の組み合わせで

すぐに商品化できるクルーズ形態もあるとの結論

に達した。

また、大型クルーズ専用船を投入（新造船で

5 , 0 0 0～１万トンクラス）した場合の収支採算につ

いて、具体的なクルーズのタイプ、導入船舶別に

４ケースについて試算したところ、民間が単独で

事業化する場合はリスクが大きいので、初期投資

をできる限り圧縮する方策として官民が建造コス

トを分担したり、中古船の活用などの検討が必要

なことが判明した。

４．クルーズプランの実現に向けて

クルーズ事業の発展は沖縄の特性に適した観光

振興方策として極めて有効ではあるが、着実にか

つ段階的な発展を目指すことが重要である。当面

は既存航路のグレードアップやそれらを組み合わ

せてクルーズ化を図ることに重点をおいて、クル

ーズ需要の喚起や知名度の向上に努めることが望

ましい。そして、需要動向を踏まえながら船舶の

大型化・高機能化を段階的に進めていき、最終的

には大型クルーズ専用船の導入を図るといった長

期的な取り組みが求められる。実現に向けてのク

ルーズタイプ別の方向性は以下の通り。

①　遊覧船・レストラン船クルーズ

既存の旅客不定期航路事業におけるサービス

水準の向上に重点をおいて、船内サービスの充

実、運航形態の充実・多様化、新船建造による

船舶の段階的な大型化・高機能化を図る必要が

ある。

②　島巡りクルーズ

既存の離島定期航路において、クルーズ的な

要素を一部取り入れながら観光航路化を進めて

いくなどサービス水準の一層の向上を図ってい

くことが望ましい。また、八重山地域で既に商

品化されている離島定期航路の乗り継ぎや貸し

切り専用の不定期船を活用した「島巡りツアー」

については、県内他地域でも導入を検討する必

要がある。

③　既存航路の組み合わせ型クルーズ

先島・本土・外国の各航路と県内の離島定

期・不定期航路を組み合わせた形態のクルーズ

の事業化を図る必要がある。その際、本島～先

島間、本土～沖縄間、沖縄～外国間の往路復路

のいずれかは、航空機を使用するプランも検討

する必要がある。

これら事業の展開にあたっては、当面、①事

業主体・船舶の確保、②クルーズを組み込んだ

旅行商品の開発、③ＰＲ・プロモーション活動

の充実、④港湾施設の整備、⑤寄港地における

受け入れ体制の整備、⑥関連団体の協力体制の

確立等が課題として挙げられる。

さらに、中長期的には、①事業主体・船舶の

確保のほか、②運航パターンの充実、③クルー

ズ船専用のバース及び旅客ターミナル施設の整

備、④クルーズ専用船のサービス要員の確保、

⑤適正な運賃の設定、⑥寄港地における受け入

れ体制の整備等が課題として挙げられる。
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表-1 沖縄クルーズに対するアンケート結果

表-2 沖縄におけるクルーズプランの提案
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・乗船２～３時間の上陸観光を伴わないもの
・中高齢者のニーズにも十分配慮しつつ当面は既存のクルーズのサービス改

善や新しいクルーズエリアの開発等を図る

・将来的にはよりハイグレードな船舶を導入

・不定期船を利用して日帰りから2泊３日程度で、複数の島嶼をゆったりと巡

るもの

・最近、人気の高まりつつある離島周遊型の観光需要に対応

・将来的には船内での宿泊が可能なクルーズ専用の大型客船を投入

・本島・宮古・八重山間は既存の定期航路を活用。一部、航空路線を活用す

ることも可能

・地元船社によるクルーズは、当面、既存の定期航路、旅客不定期航路（遊

覧船等）との組み合わせを考える

・船内で宿泊しながら沖縄のダイビングスポットを体験するもの

・２泊３日程度を想定

・本土・沖縄間は片道飛行機、片道船の利用

・地元船社による県内発着クルーズは、当面、既存の定期航路、旅客不定期

航路（遊覧船等）との組み合わせを考える

・外航クルーズは、現在、地元船社により運航されている本土・沖縄・台湾

間の定期フェリーのほか、本土の大手クルーズ船会社や外国船社の就航を

含めて考える

・地元船社によるクルーズは、当面、既存の定期航路、旅客不定期航路（遊

覧船等）との組み合わせを考える

希望する
クルーズタイプ

内　容

希望価格

期待する魅力

・希望者が多いのは島巡りクルーズ、
レストラン船、沿岸の遊覧船の順

・年齢別に見ると、島巡りは若年層、
遊覧船は中高年齢層に人気

・クルーズ期間はほとんどの人が日帰
りから2泊３日を希望

・クルーズエリアでは八重山諸島が人
気

・沖縄までは往復とも飛行機を希望す
る人が多いが、一部には片道船利用
の希望も

・往復飛行機利用で1 0万円前後（飛行
機代込み）を希望する者が多い

・日帰りクルーズはほぼ半数が１万円
以下を希望

・船からの景色や珊瑚礁など海の資源
に期待する人が多い

・ケラマ日帰りクルーズ（特に女性）、
ディナークルーズ、フェリーによる
台湾クルーズ（特に中高年齢層）に
人気

・クルーズエリアでは本島周辺が人気

・日帰りクルーズはほとんどが１万円
以下を希望

・本土客よりも全般的に希望価格は低
い

本　　　土　　　客 県　　　民

本
土

県
民

外
国

対 象 客

遊覧船・ レストラ
ン船クルーズ

本島周辺、八重山等

での島巡りクルーズ

本島・宮古・八重山

間の船旅＋地元船社

による各エリアでの

クルーズ

ダイビングスポット

の周遊クルーズ

沖縄・本土間のクルー

ズ＋地元船社による県内

発着クルーズ

外航クルーズ＋地元船社

による県内発着クルーズ

県
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
発
　
　
　
　
　
着

クルーズ形態 内　　　　　　　　　　　　　容

○

○

○

○

○

○

○ ○
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本調査は、製造物責任法（P L法）の公布・施行

にともない、不特定多数の一般消費者向けのプレ

ジャーボート等の小型船舶に関する裁判外紛争処

理体制について検討を実施したものである。

平成8年度においては、７年度の調査（当センタ

ー研究調査報告書要旨No. 11）に引き続き、（１）

他製品分野における裁判外紛争処理機関の詳細調

査、（２）無動力小型船舶の事故事例調査、（３）

試行的P L相談室開設による相談への対応、処理方

法の実地検証、を行い、これらの調査から得られ

た知見から、（４）７年度に策定した暫定試案を

見直し、公正な処理・誠意ある対応・事実の確

認・秘密の保持という基本理念の下に小型船舶の

裁判外紛争処理体制のあり方を示した。

１．他製品分野における裁判外紛争処理機

関の詳細

７年度においても個別製品分野別紛争処理機

関、製品横断型紛争処理機関について調査したが、

本年度は主として機械器具類を取り扱っている民

間の製品分野別紛争処理機関について具体的相談

業務の方法や運営方法、問題点などについてより

詳細な調査を行った。対象は（財）自動車製造物

責任相談センター、家電製品P Lセンター（設置母

体（財）家電製品協会）、ガス石油機器P Lセンタ

ー（設置母体（社）日本ガス石油機器工業会）、

住宅部品P Lセンター（（財）ベターリビング内）

であり、組織構成、実積、処理方法を取りまとめ

た。また、製品横断的裁判外紛争処理機関として

行政が実施している消費生活センター、国民生活

センターについても調査を行った。これらから得

た知見を整理すると次の通りである。

（１）相談業務について

相談員は技術、法規について専門的知識を持つ

とともに、相談を行う者として当事者の主張や論

点を整理する能力を有する者で、専属の職員が望

ましい。派遣職員による場合は公正中立性につい

て留意する必要がある。また全ての専門分野につ

いて相談員をおけない場合は、外部の技術専門家

の助言を依頼する方法も考えられる。

相対交渉は当事者双方の話し合いが基本である

が、公正・中立な第三者の介在により円滑な解決

を図るものであり、これによる解決がもっとも望

ましい。相談員は事実に対する評価・判定は行わ

ず、双方の意見を聴取し、争点整理の上交渉の促

進を図る。即ち、相談員は当事者双方への中立的

な場の提供、企業に比べ知識・交渉力に劣る消費

者の論点や主張の整理と交渉に際しての助言、交

渉の促進が投割である。

相談員の行う斡旋は、相対交渉による解決が困

難であり、当事者双方が合意した場合に行う。斡

旋は迅速に行い、斡旋案は弁護士と相談の上作成

する。当事者双方が斡旋案に合意した場合は文書

で提示する。相談員の行う斡旋の場合、斡旋料は

無料である。

裁定は学識経験者、法律・技術専門家、消費

者・製造業界代表等で構成される裁定委員会が行

う。裁定結果に拘束力はないが、裁定委員長はそ

の受諾を勧告でき、また当事者双方は裁定案を尊

重しなければならない。
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（２）事故原因の特定に関する考え方

裁判外紛争処理制度では当事者双方の合意によ

る解決を目的とするため、裁判のような厳密な証

拠は要求されるものではなく、双方の主張と証拠

を比較してどちらかがより真実に近いか「優越的

蓋然性」をもって事実認定するのが妥当であると

している。

（３）損害の範囲と賠償に関する考え方

相対交渉の段階では当事者間の話し合いを基本

としているため、個々の事案で多少のばらつきが

出るのは止むを得ないとしている。

（４）原因究明に関する費用負担

外部の第三者機関に原因究明を委託した場合の

費用は当事者負担になっている。また現場確認の

出張費についても当事者負担と考えるのが妥当で

ある。

（５）組織・運営

既存1 5機関の多く（ 1 2機関）は業界団体（公益

法人）の一部門として設立され、事務所、職員、

経理の分離の程度は様々であるが、いずれも公

正・中立性を確保する立場から、例えば運営委員

会の構成などに配慮している。また運営資金は関

連業界の拠出金・会費によっているが、一旦関係

団体に納入してそこから入金したり、他業務とは

別会計で区分経理するなど透明性の確保に努めて

いる。なお、ほとんどの機関は斡旋までは無料で

あり、運営に当たって手数料収入には期待してい

ない。

（６）情報管理

紛争処理に当たって知り得た秘密やプライバシ

ーの秘匿は、紛争処理機関としての当然の義務で

あるが、事故再発防止等消費者保護の観点から、

プライバシー保護に配慮しつつ情報を公開するこ

ともまた必要である。また、解決事例の公表は、

判断基準の標準化、話し合いの透明性、公正性の

確保等にも資すると考えられる。このため各機関

は情報管理について、①紛争処理中の事実は非公

開、②当事者双方の了解の範囲内で公益上必要な

情報を公開、③カテゴリ別に統計的に取りまとめ

たデータを公表、と考えている。

2．無動力小型船舶の事故事例調査

マリンレクリエーションの普及とともに愛好者

も増加しつつあるディンギーヨット、カヌー、水

上スキー、サーフィン、ボードセイリングなどの

無動力船の事故、トラブル事例を調査した。その

結果、製品欠陥によると思われる事故はボードセ

イリングでのマスト破損等ごく少数であった。こ

れらの無動力船は構造が簡単であり、特別な技術

知識は必要としないが、事故責任判断に当たって

は使用者の技量と気象・海象、安全性担保の限界、

耐久性（劣化）などの間題により留意すべきと考

えられる。

3．試行的PL相談室

平成８年９月から1 0月の１ケ月間、試行的P L相

談室を開設し、どのような案件がどの程度持ち込

まれるか、また相談員が公正・中立性を確保しつ

つどのように対応するかについて実地検証を行っ

た。相談室は中立的立場の公益法人である（財）

日本海洋レジャー安全・振興協会内に設置し、相

談員としてプレジャーボートの品質管理、技術等

の知識に優れ、苦情相談業務経験のある専門家1 1

名を製品種別毎に委嘱し、当初は毎日6名体制、

その後は１名体制で対応した。また問題が複雑化

した場合には弁護士と常時相談可能な体制をとっ

た。

期間中の相談件数は９件、内P L法関連の事故は

１件（火災）、品質クレームは１件（ヨット補助

エンジン部品逆取付）であった。いずれも相談員

の調査結果と説明に申出者が納得して解決した

が、情報入手、製造者への照会、機器の調査等で

前者で50日、後者で28日を要している。

今回の試行により得られた知見として次のよう

なものがあげられる。

（１）最初の対応が重要であり、相談員はかなり

の経験を有するものをあてる必要がある。

（２）P L相談室はP L法関連事案に限らず、製品の
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安全性、品質に関する照会、苦情等にも対応

することが消費者保護の観点から重要であ

る。

（３）相談解決までには時間がかかるため、当事

者と間断なく連絡する方法を確立する。

（４）当面は小型船舶関係の公益法人内に開設す

ることで充分であり、その後業務量に見合っ

て組織を拡大すればよい。また業務時間も平

日の通常業務時間内でよいと考えられる。

（５）設立趣旨と存在を広く周知させるため広報

活動が重要である。

更に今後の常設機関開設に当たっての留意事項

としては

（１）広報の重要性と、実績による利用者からの

信頼の確保

（２）関係業界団体との協力依頼関係の構築

（３）活動に当たってのガイドラインと体制の整

備

（４）活動の基礎となる予算の確保

が挙げられる。

４．小型船舶の裁判外紛争処理体制の具現化

（１）現実に即応した紛争処理体制の在り方

平成７年度策定の暫定案は費用対効果から現実

的であり、当面は紛争処理機関として最低限必要

な要件を満たした小さな組織として発足すること

が適当である。

即ち既存の公益法人内に設置し、斡旋委員会に

よる斡旋までの業務を行う。相談員は予め専門技

術別に登録された非常勤の専門家とし、それを補

佐する検討会議を必要に応じて開催する。運営資

金は、個々の企業から直接ではなく関係団体を経

由した拠出金とし、設置される団体の通常業務の

経理と区分して経理する。

また、被害救済処置や情報公開についてのガイ

ドライン、相談などに関する業務マニュアルを準

備する。第三者的立場の原因究明機関、他の紛争

処理機関、関係団体・官庁との連携も重要である。

（２）将来体制

将来の体制としては、相談件数、業務量の増加に

見合って相談員の常勤化、専門家配置分野の拡大

（船体、機関に艤装品を追加）等組織陣容の充実

を図っていくことが適切である。（添付図参照）
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１．調査の概要

本調査は、倉庫業界における事務処理や庫内作

業の効率化、合理化に資するため、バーコードを

利用して「情報」と「貨物」をリンクさせ、バー

コードにより読み込まれた貨物情報を有効活用す

ることにより情報化を促進する方策を検討したも

のである。

平成７年度の調査では、倉庫事業者におけるバ

ーコード利用の現状、効果、問題点、課題等をア

ンケート調査やヒアリング調査で把握した（当セ

ンター研究調査報告書要旨No. 7）。その結果、バ

ーコード利用に対して積極的な事業所も見受けら

れるものの、利用方法や標準化の問題がネックと

なり利用できないでいるところも多かった。しか

し、さまざまな特性や人出庫形態の貨物を取扱う

倉庫事業者にとって、バーコード利用に対する潜

在的な需要は相当大きく、これを顕在化させるた

めには汎用的なバーコードの利用方法の検討が必

要であることがわかった。

このため、８年度の調査・研究では７年度の調

査結果を基に汎用的なバーコードの利用形態モデ

ルを構築し、その評価を実施した。

２．利用形態モデル

バーコード利用形態モデルは、貨物の品目区分

ではなく、普通倉庫や冷蔵倉庫における倉庫内作

業や倉庫業務に着目して、

モデルⅠ　保管型貨物：

他品種ながら保管を主体とするもの

モデルⅡ　流通型貨物：

保管よりも流通を主体としてケースピッキン

グ等の小口化対応が要求されるもの

モデルⅡ　特殊貨物：

機番管理や不定貫商品の重量管理等特殊処理

を必要とするものの３つのタイプに分けて構

築した。

モデルの構築にあたっては、実際の倉庫事業者

の利用状況を実地検証し、貨物の入庫から出庫に

至る庫内作業、事務作業の流れをより現実的なも

のとするよう努めた。

モデルの前提条件としてタイプ毎に、

貨物の種類

保管型、流通型等

入出庫・保管形

パレット単位やケース単位等

貨物の認識単位と管理単位

パレット単位やケース単位等

バーコードラベルの種類

荷口ラベル、ITF、荷札等

バーコードラベルの貼付方法

いつ、誰が、どのようなものを貼付するか

バーコード化する情報項目・ロケーション管理

ロケーション番号割付

設備概要

フォークリフト、自動仕分け機等

などを定めている。
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この条件の下に、各タイプのモデル毎に

業務フロー：

入庫手順、出庫手順、棚卸・在庫確認、保

管場所替え

管理項目と内容：

入庫予定管理、出庫予定管理、入庫管理、

出庫管理、ロケーション管理、在庫管理、

作業進捗管理、マスターファイル管理

出力されるサンプル的なリストの項目と内容及

びその例示：

入庫予定リスト、出庫予定リスト、荷口ラ

ベル、出庫指図書、集約出庫指図書、荷揃

えリスト、棚卸実績リスト

を示し、また自動仕分け機能、機番管理（製品や

部品番号管理）や重量管理（畜肉などの重量）な

どの特殊な処理にも対応させている。

3．モデルの評価

バーコード利用形態モデルからバーコード利用

効果を評価するため、それぞれのタイプのモデル

に類似した倉庫事業者を６カ所を選定し、事業所

の規模や作業量、バーコード導入の背景、利用効

果、利用内容等をヒアリング調査した。それらの

データを参考にし、モデルにおいてバーコードを

利用した場合としない場合について、作業の有無、

作業精度、作業の手間や難易度、処理速度等を考

慮した上で得点をつけ、モデル毎に評価を行い、

作業時間短縮、正確性、省力化等の視点からの利

用効果についてとりまとめた結果、各モデルとも

バーコードの利用効果が確認された。

また、バーコード利用形態モデルで評価したの

と同様の手法を用いて、ヒアリング調査を行った

6ヵ所の倉庫事業者の事例において、どれほどバ

ーコード利用に効果があるかについても評価を行

った。

評価にあたっては、バーコードを利用しなかっ

た場合のモデルを作成し、実際のバーコード利用

の事例と比較した。各作業毎に得点をつけてそれ

ぞれの効果度合を調べ、各事例毎に入庫手順、出

庫手順、棚卸し、保管場所替えについてこれに係

わる作業内容毎に、定量的な評価表を作成した。

効果度合は、バーコードを利用しない場合と利

用した場合の割合を示したもので、事務作業で1 . 0

～5 . 3倍、庫内作業で1 . 5～2 . 6倍の効果が現れてい

る。

今後、事業者が実際にバーコードの導入を検討

する場合、倉庫規模、自動化レベル、取扱貨物の

特性や入出庫形態等の条件を一律に設定できない

ため、利用効果を画一的に把握することは難しい

が、ヒアリング対象事業者の中には5 0％の人員削

減効果がみられる等、バーコード利用による効果

が確認されており、このモデルと評価が参考にな

ると思われる。

今回作成した汎用的バーコード利用形態モデル

は普通倉庫や冷蔵倉庫で取り扱う貨物の特性や作

業性を考慮して作成し、実地検証を行って現実的

なものとしたものであり、今後バーコードを導入

して作業の合理化、情報化の推進等を図り、倉庫

業務を効率化する上で大いに参考になるものと考

えている。また、モデルを使った評価においてバ

ーコード導入の効果を具体的に把握することもで

きた。

バーコードの導入は、輸入貨物の増加、貨物の

多頻度小口化、労働力不足等倉庫事業者のかかえ

る課題解決の糸口となると考えられる。またバー

コードと現在進展中のE D I（電子データ交換）と

を結びつけることにより、更なる物流効率化、業

務合理化に資するものと考えている。

報告書名：

「物流施設におけるバーコード利用に関する調査」

（資料番号0801012）

A４版140頁
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１．調査の概要

本調査は、全共交通機関を利用する際において

の利便性、快適性の向上を目的としたI Cカードを

用いた汎用型乗車券システムの開発を行うもので

ある。I Cカードは記憶容量、セキュリティー特性

に優れ、また非接触で情報の交換を行うことが出

来る。このため、異なる運輸事業者間はもとより

鉄道、バス等の異なる輸送モードにも共通して使

用することが可能であり、またストアードフェア

機能、ひいては電子マネー機能をも１枚のカード

に包含することにより、乗継ぎ時や乗越し精算時

における煩雑な手続きの解消を図ることができ

る。

８年度は、その第１段階として非接触型 I Cカー

ドを使用した鉄道用定期乗車券のシステムコンセ

プトの検討結果を整理した。さらに今後の調査研

究を進めるうえで必要な資料を収集するために、

海外でのI Cカードを使用した鉄道、バス乗車券の

先進事例についての現地調査を行い、また国内の

異事業者間、あるいは異なる輸送モード間での共

通乗車制度の現状や、磁気式乗車券およびストア

ードフェアカードの実態について9都市の現地調

査を行なった。

２．非接触型鉄道定期券システムのコンセ

プト

汎用型乗車券への第1段階として非接触型鉄道

定期券について検討した。その理由として、定期

券は、普通券と異なり購入時に運賃を一括で支払

うので利用毎の運賃精算がなく、カード処理が簡

単なこと、購入時に個人情報（住所、氏名等）を

登録するためカード情報の管理がしやすいことか

らである。

非接触型定期券にすることにより、定期券をパ

スケースから取り出す必要がなくなるため使い勝

手が良くなるだけでなく、そのことによるラッシ

ュ時の改札機まわりでの混雑緩和、改札機のメカ

ニカル部分のメンテナンス軽減となる。また、I C

カードの記憶容量の大きさから機能付加もしやす

いなど、利用者、事業者ともにメリットがある。

システムコンセプトとしては、カード性能コン

セプト、基本利用コンセプト、カードライフサイ

クルについてまとめている。カード性能コンセプ

トでは、電波方式、通信方式、電源方式、表面印

字、処理時間等を定め、基本利用コンセプトでは、

定期券購入方法、利用方法（通過方法、人出チェ

ック、定期区間外精算方法、紛失盗難時の対応、

再発行）、機器構成等を定めている。また、カー

ドライフサイクルでは、品質管理、発行・回収・

再利用方法、再利用時の券面印字等を定めている。

また、利用者や事業者にとってメリットのあるI D

管理システムについても検討を行っている。

3．海外事例調査

I Cカードを使用したシステムで、既に実用化ま

たは実験中のニューキャッスル、セントメリー

（いずれもオーストラリアの都市）、香港、ソウル

について調査を行った。各都市ともI Cカードを交

通乗車券へ応用する理由として、コスト削減、セ
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キュリティ確保、利用者利便性の向上、小銭のハ

ンドリングコスト削減などをあげている。システ

ム構築にあたり、I Cカードの特徴である高セキュ

リティや大容量を生かした最も効率的な運輸シス

テム作りを視点に検討を行っている。

ソウルは、既にバス乗車券として実用化されて

おり、利用者の半数が日常的に利用している。香

港は、地下鉄やバス等の共通乗車券として、平成

９年に本格実用化する予定になっている。セント

メリーのトランスカードは、実験規模は小さいも

のの、ショッピング利用も出来る複合カードであ

り、今後シドニーオリンピックに向けて拡大を図

る予定である。

各都市のシステムは、基本的に各事業者毎のク

ローズシステムであること、かつ日本のような定

期券がないため、改札機での処理がしやすい構造

となっている。

４．国内事例調査

異事業者間及び異輸送モード間で現在実施ある

いは計画している定期券やブリペイドカードによ

る共通乗車、磁気式乗車券・ストアードフェアカ

ードについて、共通乗車制度の内容、乗車券の券

種・発行方法・発行場所、事業者間又は各部門毎

の清算方法等についてヒアリング調査を実施し

た。

調査の結果、各事業者により乗継方法や精算方

法にも違いがあることが判った。たとえば、スト

アードフェアカードを使った自動改札機での運賃

引き落とし方法として、大阪を中心とした5つの

鉄道事業者間で１枚のカードで共通乗車できる

「スルッとK A N S A I」のように乗車時は運賃引き落

としは行わず、降車時に一括して運賃を差し引く

運賃後引き方式と、乗車時に最低運賃を差し引き、

降車時に通算運賃と最低運賃の差額を差し引く運

賃先引き方式がある。「スルッとK A N S A I」の対象

路線は、基本的には関東地方の鉄道のように異事

業者間の相互直通運転を行っていないので、１事

業者内で入場と退場を確認できるため、運賃一括

後引き方式となっている。

磁気カードの裏面印字は、カード利用時に必ず

印字している事業者と、印字を全く行わずパンチ

穴だけで対応している事業者がある。裏面印字の

内容はどの事業者もほぼ同じで、利用月日、時刻、

乗車駅（乗車停留所）、降車駅（降車停留所）、残

金といったものである。

カードの磁気情報も、事業者間での違いはほと

んどなく、利用月日、時刻、乗車駅（乗車停留所）、

降車駅（降車停留所）、残金に加え、カード番号、

乗継情報などが入っている。異モード又は異事業

者間での乗り継ぎにおいては、事業者により割引

率は異なるものの乗継割引を設けている。事業者

間清算は、ほとんどの事業者が月締めの翌月清算

を行い、集金や清算データの集計はほぼ毎日行っ

ている。

ヒアリングした各事業者のI Cカードに対する期

待と関心は高く、I Cカードによる運賃収受システ

ムが導入されることにより、利用実績など様々な

データが電子化され、パソコンやオンラインが活

用出来るようになって欲しいとの要望が多かっ

た。例えば、現在バスの利用実績の集計は、基本

的には人手による着札調査で行われており、莫大

な作業量であり人件費もかかっているが、I Cカー

ド化により集計作業の軽減が図られることにな

る。

I Cカードは磁気カードに比べ容量が増えるた

め、鉄道・バス事業以外の関連事業など多目的に

利用できるようにして欲しいとの要望も多くあっ

た。

課題として、導入コストの負担、導入時期、紙

券や磁気力一ドとの併用方法、表面印字などがあ

げられている。

８年度における調査では、今後の調査研究を進

めるうえで必要な資料を収集するために、国内及

び海外の現地調査を行い、貴重なデータを得るこ

とが出来た。また、第１段階のI Cカードを利用し

た非接触式鉄道定期券のシステムコンセプト作り
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を行った。今後、非接触式定期券と前払い式乗車

券との併合化、異モード間・異事業間の共通化、

金融カード・電子マネーとの一体化を検討し、利

用者はもとより事業者にとっても便利で有効なカ

ードの検討を行う予定である。

報告書名：

「汎用電子乗車券の開発検討に関する調査」

（資料番号080969）A４版 140頁
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１．背景と目的

通勤・通学時の混雑緩和対策は、首都圏におけ

る交通計画上の大きな課題であり、輸送力増強等

による供給側の対策のみならず、需要側に働きか

ける対策が必要となっている。

この調査は平成６年度からの３年間の継続調査

であり、初年度には、オフピーク通勤がもたらす

効果の定量的計測システムの開発を行い、昨年度

はキャンペーンを行う際に有効な利用者層の検討

や効果計測システムの改良などを行った。

本年度は、これまで数年間にわたって行ってき

たキャンペーンの事後評価を行い、今後の課題を

整理することを主要な目的とした。また課題整理

の一環として、適切な情報を提供する方策の一つ

であるインターネットによる情報提供も試験的に

検討した。

２．キャンペーン効果の分析

オフピーク通勤推進活動は、平成５年度より行

われ、平成６年度からは、現在のように1 1月の快

適通勤推進月間を中心としたキャンペーン活動が

行われるようになった。推進月間中は、駅頭キャ

ンペーン、快適通勤セミナー、オフピーク通勤ト

ライウィーク等を通じて、オフピーク通勤がどの

ような通勤形態であるか、オフピーク通勤実施の

ために必要な企業、個人の取組み等についての周

知宣伝に努めてきた。

本調査では、これまでのキャンペーン活動の事

後評価を、鉄道利用者、企業を対象としたアンケ

ートをもとに行った。鉄道利用者に対しては、駅

頭で1 0 0 0 0票のアンケートを行い、1 7 6 7票の有効

回答票を得た。企業へは、1 1月にオフピーク通勤

トライウィークへの協力を9社に依瀬し、その事

後評価を人事担当者、社員（各社3 0名程度）に依

頼した。

この結果、オフピーク通勤の周知率は毎年着実

に伸びており、特にキャンペーンが行われるよう

になった平成６年度以降は大幅に伸び、現在では

鉄道利用者（アンケート回答者）の約8 8％、協力

企業従業者の約9 7％に周知されているという結果

を得た。またオフピーク通勤の実施率については、

現在では約 2 5％の利用者が実施するに至ってい

る。

これまでのキャンペーンは通勤者に対する周知

宣伝、実施への啓発という点において一定の成果

を収めてきたと評価できる。しかしながら、約9

割までに周知率が高まった一方で、実施している

人の推移をみると、増加しているとは言え、低調

にしか推移していない。また、平成８年度のキャ

ンペーンにおいて、協力企業の従業者でトライウ

ィークを知っている人は約2 0％いたものの、実施

に移した人は１％と極めて少なかった。最近５年

間に通勤時刻を変更した人でも、勤務地の変更、

業務の都合等の理由が多く、混雑回避が主たる理

由になり得ていないこと等、オフピーク通勤の実

施については伸び悩みの傾向がみられる。

この原因は、過年度調査での企業としてフレッ

クスタイム制度をなぜ導入しないか、また制度が

採用されても個々人が活用しない理由や、本年度
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調査のオフピーク通勤をしたくない理由に現れて

おり、「時間のけじめがつかない」、「従業者間の

コミュニケーションに支障をきたす」、「顧客サー

ビスが低下する」、「退社時刻が遅くなる」等、社

内連絡体制、顧客対応といった各企業固有の風

土・文化が大きく影響していると考えられる。

３．今後のオフピーク通勤推進方策へ向けて

今後のオフピーク通勤推進については、周知宣

伝が定着していることを前提に、オフピーク通勤

に関するきめの細かい情報提供、オフピーク通勤

のメリット等を不断に提供していくことが必要と

考えられる。この場合、提供する情報の内容とし

ては、時間ごと、列車ごと、利用区間ごとの混雑

状況、時間帯別の通勤所要時間等が重要であると

考えられる。

また情報提供の方法としては、従来からの駅ポ

スター、車内吊り広告等とともに、今後は最新の

情報をより詳しくかつ具体的に提供できるインタ

ーネット等新しいメディアも活用していく必要が

ある。この点について、各鉄道事業者が開設して

いるホームページにおいてこれらの情報を提供し

ていくことが期待される。なお、このような情報

提供については、各事業者の情報に限定されるこ

とになるが、実際のところ多くの通勤者は複数の

路線を利用することが多い。このため、首都圏鉄

道全体のネットワークをカバーする情報提供シス

テムの構築を検討していくことが必要となる。

このような要請に応えるべく、インターネット

による情報提供の検討を行った。検討の結果、時

間帯別の混雑区間の表示や利用者からの意見収集

など、動的な情報提供、情報収集を行う場合、イ

ンターネットが効果的であることがわかった。

これまでの調査から、オフピーク通勤推進上の問

題として、従来型の画一的な勤務形態や、顧客対

応・社内連絡体制等に配慮せざる得ない社会的な

制約が挙げられた。一方、昨年度調査でも示した

ように、近年、多様化した個人個人の価値観に応

じたライフスタイルを求める声は強く、今後もそ

の傾向は続くと考えられる。オフピーク通勤もこ

のような多様なライフスタイルを実現するための

選択肢の一つとして捉えることができる。

今後、オフピーク通勤についての施策を行うに

あたっては、混雑の緩和のための短期的な目標だ

けではなく、多様化する価値観に対応できる生活

の実現という観点をも見据え、オフピーク通勤を

推進していくことが重要である。
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推進調査」（資料番号080970）

A４版57頁

報告書目次：

第１章　調査の目的と概要

第２章　キャンペーン効果の分析

第３章　報提供に関する検討

【担当者名：岩倉成志】
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１．調査の目的

四国地域の観光入込客は、瀬戸大橋が開通した

1 9 8 8年をピークに漸減傾向を示し停滞状況にあ

る。今後1998年春には本四架橋神戸・鳴門ルート、

続く1 9 9 9年春には尾道・今治ルートの完成により

本四3架橋時代が到来するとともに、これと前後

し島内鉄道網の高速化および島内高速道路の拡充

等着々と高速交通体系が整備され、四国地域の観

光を取りまく状況は大きく変化することが想定さ

れている。

本調査は、このような状況のもと、2 0 0 5年にお

ける県外年間観光入込客3 6 0 0万人達成を目標に、

高速交通体系整備を活かした長期的かつ地域一体

的な広域観光振興の具体的施策について検討を行

ったものである。

２．瀬戸大橋開通時における事例検討

瀬戸大橋開通時には四国観光振興への取り組み

が多数行われた。新たな観光拠点づくりは香川県

を中心に民間事業者が活発な取り組みをみせた。

京阪フィッシャーマンワーフ、ゴールドタワー、

世界のガラス館、四国ニュージーランド村などが

その主なものであり、伝統的な観光拠点だけでは

架橋完成による新たな誘客を吸収できないとの判

断から架橋の観光インパクトにビジネスチャンス

を見いだしたものといえる。

また、海からの瀬戸大橋を眺望する洋上観光事

業の開発も積極的に行われ、開通時には3 5社が参

画した。さらに、瀬戸大橋開通による観光ブーム

の起爆剤となることも狙って架橋記念の博覧会が

架橋両端の香川県、岡山県の双方で行われた。

瀬戸大橋開通による四国観光の動向を見てみる

と、瀬戸大橋が開通した1988年（昭和63年）には、

四国全体への県外観光客は、前年の2 0 1 1万人から

約4 1％の大幅な増加をみせ2 8 3 2万人を記録した。

地域別にみると架橋地域の中讃地域で前年比3. 4

倍の驚異的な伸びをみせているほか、香川県内の

高松地域、愛媛県の松山道後地域、徳島県の剣山

ブロックで前年比1．2倍以上の大きな伸びをみせ

た。反面、香川県の小豆、西讃、愛媛県の東予地

域等ではマイナスを示すなど、インパクトは地域

ごとに濃淡がみられ、瀬戸大橋の開通による観光

へのインパクトは一様ではなく、その原因が架橋

地域への近接性だけでは説明できず、交通利便性

の良否、資源の集積度や知名度の有無などが大き

く作用している。

開通による観光ブームを狙って新たに整備され

た京阪フイツシャーマンワーフをはじめとする観

光施設も開通時には非常に多くの観光客を集める

ことに成功している。また、瀬戸大橋架橋を記念

して行われた「瀬戸大橋博8 8」は、双方で延ベ

6 4 6万人を動員する成功を収めた。この動員が四

国各県の観光地にも波及し、入込客増の土台とな

ったことは特筆すべきである。

瀬戸大橋開通の四国観光への影響の持続性を見

てみると、四国全体としては、開通前の1 9 8 7年を

1 0 0として8 8年には1 4 1、8 9年は1 3 0、台0年～9 3年

は120台、94年以降は110台と漸減しているものの、

開通前の水準を上まわるレベルを維持している。
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ただし、この間、四国内の高速道路の整備が進ん

でおり、こうした交通利便性向上の影響も大きい

と考えられ、瀬戸大橋開通のインパクトが持続し

ているとは言い難い。また、観光資源の吸引力を

みてみると、伝統的な観光資源についてはすべて

の地点で8 8年時点に比べ大きな落ち込みを示して

おり、開通前の8 7年水準を上回っているのは道後

温泉と松山城だけである。また、新規整備施設は、

瀬戸大橋開通時に比べ最大で約9 5％減、最小でも

約35％減と大幅な後退を示している。

このように、瀬戸大橋開通による四国の観光ブ

ームが終息するなかで、顕在化した問題点として

は新旧資源のマンネリ化等が挙げられる。伝統的

な観光地のマンネリ化はある程度やむを得ないも

のがあるが、伝統的な観光地における新たな魅

力・付加価値を高めるソフト面の工夫をはじめと

する体質改善の立ち後れが見られる。また、伝統

的な観光地に次ぐ新しい観光拠点の創造に成功し

ていないことが指摘される。

開通前後に新たに整備された観光施設の多くは

施設中心で、施設内での物販を重要な要素として

おり、反復継続性の確保や観光ニーズの変化への

配慮が不足していたなど長期的な展望を欠いたも

のが多かったことが指摘され、今後の教訓にすべ

き点が多い。

交通面における問題点としては、道路整備の立

ち遅れが指摘できる。瀬戸大橋と連携すべき四国

内の高速交通体系整備が立ち遅れ、また、幹線道

路や観光施設へのアクセス道路の整備も追いつか

ず、この結果、香川県以外の四国各地とのネット

ワークの不備からインパクトを狭域的なものに留

めた。また、海上交通に依存する小豆島の入り込

みが不振であったように交通モード間の有機的な

連携にも問題があったといえる。

そのほか、観光関連基盤面の問題としては、宿

泊施設の不足、混雑等によるイメージの低下が挙

げられる。ホテル建設ラッシュにもかかわらず、

質の高いホテル・旅館の収容力は開通時にはそれ

ほど増加しなかった。このため、ブームの中で宿

泊施設が不足し、混雑、サービスの低下から四国

観光のイメージ低下やリピート意欲の低下の要因

になったといえる。このほか、観光施設の駐車場

不足もマスコミなどから指摘され、観光客の集中

する土日・祝日の不足は顕著であるなど、結果的

には事前のキメ細かい対応が不十分であったとい

える。

3．四国観光に関する将来予測

四国4県全体の2 0 0 5年（平成1 7年）の県外観光

入込客数の予測を行った。推計結果は2 5 9 0万人～

3 4 8 0万人（平成7年実績2 3 1 0万人）と推計され、

四国観光ブームが訪れた8 8年（昭和6 3年）の実績

2 8 3 0万人と比較し、下限が約８％マイナス上限が

約2 3％プラスという水準である。下限値は、概ね

現実的な水準であり、一方、上限値はかなり大き

いが、努力の限界をこえるものではないと判断さ

れる。

本調査では、 2 0 0 5年の県外年間観光入込客数

3 6 0 0万人の達成を目標としている。上記の需要予

測の検討結果からすると、この目標値は高い水準

ではあるが全く実現性のないものともいえないと

いえる。しかしながら、この目標を達成するため

には3架橋完成に代表される交通アクセス条件の

好転を考慮に入れたとしても、魅力ある観光資源

の創出等飛躍的なポテンシャルアップが必要とさ

れる。

こうした観点から将来入込客目標3 6 0 0万人を達

成するための四国地方におけるポテンシャルアッ

プの条件について計量的な試算・分析を行った。

その結果、3 6 0 0万人（宿泊客1 3 6 8万人、日帰り客

2 2 3 2万人）の目標達成のためには、宿泊客拡大で

は1. 4倍、日帰り客拡大で1. 3倍に対応する観光資

源ボテンシャルの向上が必要との結論が導かれて

おり、本四３架橋時代の四国観光の振興のために

は、四国の観光資源の魅力増進が格段に重要であ

ることが示されている。
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４．四国観光交通地域振興アクションプラ

ンの検討

本四３架橋時代を迎え、また、観光レクリェー

ションニーズの変化、四国観光のポテンシャル等

を踏まえた四国観光交通地域振興アクションプラ

ンの検討を行った。

アクションプランでは、（１）多様な広域観光

の実現、（２）環境と調和した地域主体型観光の

実現、（３）快適かつ多様な観光交通整備の実現、

（４）新たな観光情報発信の実現と観光推進体制

の強化の4つを施策の柱とし、それぞれについて

具体的な施策の方向を示すとともに、アクション

プラン実現のための国、各県、市町村、民間の役

割分担、取り組みの重点時期を短期、中期、長期

の３つの時期に区分したプログラムを例示してい

る。

報告書名：

「広域交通ネットワークの形成に関する調査－

四国観光交通地域振興アクションプラン策定調

査」（資料番号080976） Ａ４版 180頁

報告書目次：

１　調査の目的

２　四国地域の観光と交通をめぐる現況

３ 四国観光振興をめぐる瀬戸大橋開通時にお

ける諸状況の事例検討

４　四国地域の観光振興にかかわる将来動向
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１．調査の目的

平成７年６月、観光政策審議会において、今後

の観光政策の基本的な方向についての答申が出さ

れたが、同答申では、国内旅行の大規模なシステ

ム変更、交通基盤の計画的整備の促進等、観光・

交通を核とした地域振興を図ることが求められて

いる。

また、観光・交通を核とした地域振興は、これ

までも地域内外の人々により活発で広域的な交

流・連携が行われる地域づくりを進めるうえで極

めて重要な役割を果たしており、今後の国民生活

の多様化及び産業構造の変化に応じて、ますます

その傾向が強まることが予想されている。

本調査は、富山、石川及び福井の北陸三県を対

象として、この地域が個性を発揮しつつ、相互に

連携しながら地域振興を図っていくために有効な

観光・交通ネットワークの形成に関する課題を整

理・検討するとともに、観光による地域間交流と

公共交通機関の利用促進をあわせて実現するよう

な観光・交通施策について検討を行った。

２．北陸三県の観光・交通の現状と観光交

通施策の方向性

北陸三県の観光入込客は、総じて平成4年の

7 6 0 0万人をピークに低減あるいは横這い傾向にあ

り、国内観光全般の低迷を反映している。特に、

宿泊施設利用者の伸び悩みが地域共通の課題であ

り、新たな魅力の創造とアピールが求められてい

る。

また、地域外から北陸三県への公共交通機関は

J R及び航空が主軸となるが、地域内では、地方鉄

道、路線バスがネットワークされているものの、

地方鉄道、路線バスはあくまで生活交通を主眼と

し、財政的にも厳しい中で路線ダイヤを編成して

いるため、観光客が地方鉄道、路線バスを利用す

る上で、使いやすく、快適であるとは言い難い。

さらに、各交通事業者が自社エリアの中で観

光・交通利用促進のため、フリーパスの導入や定

期観光バスの運行等の努力を行っているが、事業

者単独での取り組みには限度があり、観光・交通

利用促進の期待に応えているとは言い難い。

また、北陸三県の観光客の意識等については、

アンケート結果（配布3 0 , 0 0 0票、回収4 , 0 2 5票）か

ら次のような点が判明した。北陸の魅力は「自然」、

「食べ物」、「温泉」、「歴史文化」が四大魅力であ

り、特に「自然」については回答者の6 0％が挙げ

ていて、同種の全国調査の平均値よりも５％高い

水準にある。また、２泊以上の宿泊が３分の１を

越え、その場合の公共交通機関の利用率は4 3％で

あり、一泊の 2 5％と比べ高い結果がでている。公

共交通機関利用の理由としては、「時間が正確」、

「のんびりできる」等が主である。一方、公共交

通機関に対する主な不満は、「鉄道、バスの本数

が少ない」、「乗り継ぎの時間が長い」等である。

そこで、このような状況を改善し観光客の増加

と公共交通機関の活性化を図るためには、①公共

交通機関の利用率が高い２泊以上の宿泊客の増加

を図るため、北陸三県の観光特色を生かした広域

的なモデルルートを設定するとともに、②公共交
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通機関についても観光客向けの利便性向上等の利

用促進策を講じる必要があることなどがわかっ

た。

３．新たな広域観光モデルルートの設定

北陸三県の新たな広域観光モデルルートの設定

に当たっての基本的な考えとして、アンケート調

査結果から「自然」、「温泉」、「食べ物」、「歴史文

化」が北陸三県の四大魅力として捉えられるので、

①「自然」と「歴史文化」の「立山・黒部・能登

ルート」、②「温泉」と「食べ物」の「北陸温泉

郷ルート」、③「自然」と「温泉」の「若狭・越

前・加賀ルート」の三大ルートを設定し、四大魅

力をそのルート上に位置づけて行くこととした。

○「立山・黒部・能登ルート」は、雄大な立山連

峰の山岳資源だけでなく、富山湾の海岸景観も

加えてルート設定するとともに、世界遺産の合

掌づくり、能登キリコ祭り等の伝統文化やルー

ト沿線の食べ物・祭り・イベントを季節に応じ

て組み合わせる。そして、このルートをさらに

３コースに細分化して具体化への考え方、課題、

留意点をまとめている。

○「北陸温泉郷ルート」は、北陸温泉巡りを主眼

に永平寺・朝倉遺跡・金沢の歴史文化・伝統芸

能を組み込んだ連泊を前提としたルートであ

る。さらにこのルートは、５つのサブ・コース

に分け、具体化への考え方、課題・留意点をま

とめている。

○「若狭・越前・加賀ルート」は、若狭から加賀

に至る海岸線を組み込んだ「自然」と「食べ物」

をテーマとしたルートとし、地域海岸部の自然

美、安全な海産資源、活力ある地域をアピール

している。このルートは、さらに3つのサブ・

コースに分け、具体化への考え方、課題・留意

点をまとめている。

４．観光客による公共交通機関の利用促進

及び公共交通機関の活性化を図るための

対策

新たな広域観光モデルルートの策定をはじめと

して観光による地域振興を効果的に進めるために

は、北陸三県における公共交通機関の利便性の向

上が必要である。また、このような対策を通じて

一般旅客による公共交通機関の利用の拡大を図

り、その活性化を目指していくことが可能となる。

そのための具体的な対策として、本調査では次の

事項を提案している。

○「サンダーバード」等北陸本線特急列車の七尾

線乗入れにみられる大都市圏からの直通列車に

よる利便性の向上

○鉄道相互間及び鉄道とバス等公共交通機関相互

間の乗継ぎ改善（乗継ぎダイヤ調整等）

○観光地を結ぶ期間限定バス等新規路線バスの運

行

○空港から観光地への直行バスの運行（当面は季

節的な臨時運行から開始）

○温泉地と鉄道駅を結ぶデマンドバスの運行

○鉄道とレンタカーの共通割引料金（レールアン

ドレンタカー）の充実・改善

○公共交通機関の利用を組み込んだ旅行商品の普

及

○地域内公共交通・観光スポット掲載の小冊子発

行等
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３　新たな広域観光モデルルートの策定・具体的旅

行商品の開発

４　観光客に対する公共交通機関の魅力向上を図る

ための対策とこれを通じた公共交通機関活性化

策

５　観光・交通施策の方向

６　今後のアクションプランの推進について
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１．調査目的

運輸及び運輸関連サービスは、国民の日常生活

や産業活動に欠かせない役割を果たしているが、

近年、欧米諸国と比較して我が国の運賃などは割

高であるとの指摘がなされ、消費者がより豊かさ

を実感できる社会環境を実現するとともに、我が

国産業の国際競争力を保持するためには、この内

外価格差の是正・縮小が緊急の課題であるとされ

ている。

このような状況に鑑み、本調査は、旅客輸送サ

ービス、物流サービスのそれぞれについて、現在

の経済実態等を踏まえた調査を実施し、単なる内

外価格差の比較のみならず、その背景に踏み込ん

で原因を分析することを意図して調査・分析を行

うとともに、コスト低減方策等の検討を行ったも

のである。

２．旅客輸送サービスに関する調査

（１）各交通機関における運賃の内外価格差の比

較・分析

①比較・分析の方法

航空、鉄道、地下鉄、バス及びタクシーの運賃

について、日本（東京）、米国（ニューヨーク）、

英国（ロンドン）、仏国（パリ）及び独国（フラ

ンクフルト）の５カ国（５都市）における平成８

年10月時点の実態を調査した。

この実態調査結果に基づき、次の３種類の手法を

用いて比較・分析を行った。

○調査時点の為替レートにより、同一通貨（円）

に換算した比較（一般的な比較手法であるが、

旅客運賃のような非貿易財の比較への適用には

限界がある。）

○購買力平価による沈較（国内での他の物価水準

との相対的高低がわかる。）

○可処分所得に占める運賃の比率による比較（為

替変動による歪みのない負担感が推測できる。）

②比較・分析の結果

a．航空

航空については、東京発、ニューヨーク発、ロ

ンドン発、フランクフルト発及びパリ発の主要国

内路線を比較対象とした。

普通運賃については、いずれの比較手法によって

も日本が最も割安であった。

また、事前購入割引運賃については、為替レー

トによる比較で日本は英独仏より割高（米よりは

割安）であったが、購買力平価及び可処分所得比

率による比較では、日本は仏以外のいずれの国よ

りも割安であった。

更に格安運賃の平均値を比較した場合、為替レ

ートによる比較で日本は米英仏より割高（独より

は割安）であるが、購買力平価による比較では、

日本は仏以外のいずれの国よりも割安であり、可

処分所得比率による比較では日本は５カ国中最も

割安であった。ただし個々に見ると、各国にはも

っと低価格の格安運賃もあるが、これらには利用

便の限定等厳しい使用条件が付加されている。

b．鉄道

日本の新幹線と独国のI C E及び仏国のT G Vとの

比較並びに日本の在来特急と米国のメトロライナ
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ー及び英国のインターシティーとの比較を行っ

た。

為替レートによる比較では、日本は米英より割

安、独仏よりは割高であった。また、購買力平価

による比較では、日本は、米英より割安、独とほ

ぼ同じ、仏よりは割高であり、更に可処分所得比

率による比較では、日本は仏以外のいずれの国よ

りも割安であった。

なお、諸外国においては、多額の運営費補助、

資本費補助が行われており、このような補助を除

けば諸外国の運賃は現在のものよりも高くなるこ

とが見込まれる。

C．地下鉄・バス

日本の営団地下鉄及び都営バス、米国のニュー

ヨーク市運輸公社、英国のロンドン輸送、独国の

ラインマイン運輸連合並びに仏国のパリ運輸自治

公社について比較を行った。

為替レートによる比較で日本の地下鉄は英独より

割安、米仏より割高であり、日本のバスは独以外

のいずれの国よりも割高であったが、購買力平価

及び可処分所得比率による比較では、日本は地下

鉄・バスいずれについても5カ国中最も割安であ

った。

なお、諸外国においては多額の運営費補助、資

本費補助が行われており、このような補助を除け

ば諸外国の運賃ほ現在のものよりも高くなること

が見込まれる。

d．タクシー

２k m及び５k mの乗車距離についてチップを加

味した運賃で比較したところ、独国における昼間

２k mを除き、日本はいずれの国よりも割高であっ

たが、購買力平価及び可処分所得比率による比較

では、内外価格差の縮小又は逆転も見られた。

なお、タクシー運転者の雇用形態、賃金水準等は

各国で大きな差異があり、特に米国では移民労働

者（パキスタン等）が大半を占めている。

（２）生活者意識調査

東京、ニューヨーク、ロンドン、パリ及びフラン

クフルトの現地国籍の生活者を対象に、各交通機

関の利用実態、旅客運賃の割高感、負担感等につ

いて、アンケート及びグループインタビューによ

る意識調査を行った。各国の交通機関のうち、数

値的な比較では日本より運賃が割安との結果が得

られたものであっても、生者の実感では当該交通

機関の運賃が高いと感じる者の比率が日本よりも

その国の方がむしろ大きいケースも見られた。サ

ンプル規模の制限もあり、今回の調査のみで結論

を導くことは困難であるが、このような利用者の

生活実感に照らした分析も、比較手法の一つとし

て注目に値するであろう。

（３）旅客船の実態調査

海外各国における国内航路の旅客船の実態を把

握するため、米国についてはニューヨーク市周辺

のフェリー、シアトルのワシントン・ステート・

フェリー及びサンフランシスコ湾内のフェリーを

対象に調査を行い、また、英国、仏国及び独国に

ついても国内の数航路を対象に調査を行った。旅

客船の運航状況、事業システム等は各国各航路で

異なっており、一律に運賃を比較することは困難

であるが、従来は資料が限られていた海外の国内

旅客船サービスについて、米国を中心に詳細な情

報を収集・把握することができた。

３．物流コスト抵減に関する調査

（１）国内調査

我が国流通業界における流通システムの構築状

況、物流効率化の動向及びサードパーティロジス

ティクス導入の可能性を探るため、荷主企業及び

物流事業者を対象にヒアリング調査を行った。荷

主企業については、小売業（百貨店、チェーンス

トア及びコンビニエンスストア）、卸売業（日用

雑貨、食品、医薬品及び書籍取次）及びメーカー

（日用雑貨、自動車、家電製品及び食料品）をヒ

アリング対象とした。

この結果、物流コスト低減へ向けた具体的な取

組みとして、共同化の推進（共同配送センターの

設置等）、流通チャンネルの統合（卸売業者から

の納入ルートの集約化等）、物流拠点の再配置・
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統廃合、納入条件の見直し（過度の多頻度・小口

物流の是正等）、情報化の推進、物流センター設

置・運営の外部委託等が進められてきていること

を把握した。

（２）米国調査

近年、物流コスト低減方策としてサードパーテ

ィ・ロジスティクス（荷主に対して物流改革を提

案し、包括して物流業務を受託する業務）が注目

されていることから、その台頭が著しい米国につ

いてサードパーティ・ロジスティクスの動向、展

開条件等に関するヒアリング調査を行うこととし

た。ヒアリング対象として、サードパーティ・ロ

ジスティクス業者についてはスカイウェイ社とメ

ンロ・ロジスティクス社、荷主企業についてはイ

ナコム社（コンピューター再販業者）とノードス

トローム社（衣料百貨店）、物流事業者について

はユニオンパシフィックライン社（鉄道事業者）

とトライ・モーダル社（中堅トラック事業者）を

選定し、現地調査を行った。

米国におけるサードパーティ・ロジスティクス

は、米国運輸行政の一連の規制緩和政策を背景と

して急成長を遂げてきており、2 0 0 0年における市

場規模は5 0 0億ドルに達するとの見方もある。今

回のヒアリング先でも、例えばイナコム社等は米

国におけるサードパーティ・ロジステイクスの将

来性は高いと見ているが、必ずしも全ての事業者

がサードパーティ・ロジステイクスを指向してい

るわけではないことにも留意する必要があろう。

（３）サードパーティ・ロジスティクス導入の可能

性

①サードパーティ・ロジスティクスの展開条件

米国における調査結果等に基づき、サードパー

ティ・ロジスティクスの展開条件を整理すると、

まずサードパーティ事業者に求められる条件とし

ては、高度なコンサルティング能力を有する優秀

な人材の確保、荷主企業との受託契約締結に至る

までのリスク負担に耐え得る企業体力、グローバ

ルなサービスの遂行能力、ゲインシェアリング

（＊）による収益の確保等が挙げられる。また、

荷主企業と事業者の間での十分な情報開示も不可

欠である。このほか、十分に競争的で選択の自由

のある輸送市場の存在、情報通信手段の徹底的な

活用、企業組織と雇用の柔軟性等も重要な条件で

ある。

（＊）目標以上のコスト削減に成功した受託事業

者には利益の一部が配分される仕組み

②我が国におけるサードパーティ・ロジステイクス

導入の可能性

我が国においてサードパーティ・ロジスティク

スが物流コスト低減の有効な方策となるために

は、まず物流事業者が、ノウハウを蓄積し人材を

育成して、最適な物流システムを荷主に提案でき

る能力を備える必要がある。また、荷主企業から

物流事業者への十分な情報開示も不可欠である

が、同時に物流事業者から荷主企業に対して透明

性のある合理的な料金を提示していくことも重要

である。このほか、膨大な物流情報を荷主企業と

物流事業者の間で迅速に交換・処理するための情

報化基盤の整備、サードパーティへの業務委託

（アウトソーシング）で発生する余剰人員の再配

置等も大きな課題である。

以上がクリアされ、更に今後の一層の規制緩和

によって多様な事業者が多様なサービスを展開す

るようになれば、これらを組み合わせて効率的な

物流システムを構築しようとする利用者の関心も

ますます大きくなり、サードパーティ・ロジステ

イクスヘのニーズも一段と高まっていくものと予

想される。行政サイドとしても、育成プログラム

の策定や税制、財投等の支援策を講じることによ

り、その展開を促進していく必要があろう。

報告書名：

「内外価格差を踏まえた運輸関連サービスのコ
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１．本調査研究に至る経緯等

旅客運賃の設定方式については、平成７年１月、

当センターに「旅客運賃問題研究会」を設置し、

鉄道、航空、バス、タクシー、旅客船等各モード

の旅客運賃のあり方について広範な議論を行っ

た。その結果、同研究会は、平成７年８月、各交

通機関毎にそれぞれの事業特性に応じた検討と具

体的な改善の実施が望まれるとし、旅客鉄道運賃

については、さらに具体的かつ実務的な作業の必

要性を指摘した。

そこで、同研究会の学識経験者、マスコミ関係

者のメンバーに加え、鉄道事業者、利用者団体等

を新たなメンバーとする「旅客鉄道運賃ワーキン

ググループ」を設置し、具体的データを踏まえつ

つ検討作業を行うとともに、行政改革委員会の意

見等を踏まえ、平成８年２月に報告書をとりまと

めた。その内容は、（１）総括原価方式が適当で

あり、プライスキャツプ制、いわゆる上限価格制

については、未解決の問題があるため、今後の鉄

道事業環境の変化等を勘案しつつ、引き続き検討

が必要、（２）総括原価方式を維持するとしても、

現在の制度には種々の問題点があり、利用者利益

の増進、経営の効率化の促進、事業者の自主性の

確保、透明性の向上と規制コストの軽減の観点か

ら、１）総括原価方式の下での上限価格制の導入、

２）ヤードスティック方式の強化、３）原価計算

方式の改善、４）手続きの簡素化等、５）情報公

開の促進、の５点について改善が必要とするもの

であった。

平成7年度までの経緯は以上のとおりであり、こ

れらの課題に対する改善策を具体化するため、本

調査研究を実施した。以下は、その具体案の概要

である。

２．鉄道旅客運賃に関する改善策（具体案）

（１）総括原価方式の下での上限価格制の導入

認可された上限運賃の範囲内であれば、報告によ

り運賃の設定・変更ができる制度を導入し、事業

者の自主性を拡大するとともに規制コストの縮小

を図る。

①収支均衡の考え方：

上限運賃は、上限運賃による総収入が総括原

価を超えることがないことを確認する。

②上限価格の対象となる運賃：

普通運賃及び定期運賃

③実際に設定される運賃：

認可を受けた上限運賃の範囲内であれば、報

告により設定・変更が行われる。

④下限の運賃の設定：

下限の運賃は原則として設定しない。

⑤相互格差の制限：

上限価格の範囲内で、路線別、区間別の設

定・変更を行う場合については、運賃相互間の

格差を2割以内とする。

（２）ヤードスティック方式の強化

経営の効率度合いを他社と比較し査定すること

とし、従来の大手私鉄に加え、J R旅客会社及び地

下鉄事業者へ拡大する。

①比較方法の精緻化：

－1－

鉄道運送事業の運賃・料金制度と鉄道整備に関する調査研究

1997.7 NO.27運輸政策研究センター

研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨研究調査報告書要旨



ヤードスティックによる比較をより精緻なも

のとするため、人件費、経費のいずれについて

も、線路費、電路費、車両費、列車運転費、駅

務費の５費目に分け、基準コストを算出する。

②ヤードスティック方式の適用の改善：

事業者の適正コストについて、実績コストが

基準コストを上回る場合は、基準コストを適正

コストとすること、実線コストが基準コストを

下回る場合は、その中間値を適正コストとする

ことと定める。

③経年変化による効率化努力の評価：

事業者の効率化努力を経年変化の観点から評

価し、適正コストに反映させる。

④公表データによる基準コストの算定：

基準コストの算定に用いるデータは全て公表

されているものを用い、規制コストを軽減する。

⑤透明性の向上等：

運賃改定における透明性の向上や利用者の監

視による効率化の促進を図るため、基準コスト

の計算方法、計算結果などを全ての対象事業者

について公表する。

⑥対象事業者の拡大：

対象事業者を大手民鉄1 5社に加え、J R旅客会

社6社及び営団地下鉄を含む地下鉄事業者1 0社

へと拡大する。

（３）原価計算方式の改善

運賃算定の収支均衡期間を長期化し、経営の効

率化インセンティブを高め、規制コストの縮小を

図るとともに、経営の安定性を確保する。

①複数平年度化：

経営効率化インセンティブが十分機能するこ

と、将来見通しについての制度を維持する必要

性から、改定年度の翌年以降３年間を平年度と

する。

②事業報酬算定方式の改善：

自己資本比率を3 0％とする。自己資本報酬率

を、公社債応募者利回り、株主資本利益率及び

配当所有率の３指標の平均とし、他人資本比率

を借入金の実績平均レート（各々過去５年平均）

とした。

また、前回運賃改定時からの設備投資が未達

成の場合の考慮を加えた。

（４）手続きの簡素化等

２．（１）の上限価格の範囲内での運賃設

定・変更を事前の報告にとどめること、運賃認

可申請の資料は、公表データによること、加算

運賃の変更、新規開業区間の運賃・料金の設定、

適用区間の拡大に係る乗継運賃の設定などの料

金の設定・変更について手続きの簡素化・合理

化を行うほか、座席指定料金の設定、変更など

について権限の移譲を行う。

３．海外調査の実施

本調査研究では、上記具体案の作成のほか、諸

外国における鉄道旅客運賃制度、鉄道整備制度の

内容、理念及び実態について、下記①～②のテー

マに関する現地調査を実施し、今後わが国の運賃

制度等検討のための参考資料を作成した。

①プライスキャップ制の運用状況

・英の鉄道旅客事業における導入事例

・伊の高速道路における導入事例

・伊の電力料金における導入計画

②鉄道における上下分離施策の展開状況

・英国鉄の民営化の一環としての上下分離及び

フランチャイズ制の概要

・独国鉄の上下分離施策の概要

③都市鉄道の経営形態等の実態

・ロンドン地域輸送の概要

・独ラインジーク運輸連合、ラインマイン運輸

連合の概要

・パリ旅客輸送調整機構

報告書名：

「鉄道運送事業の運賃・料金制度と鉄道整備に関
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１．調査の概要

我が国の港湾が、東アジアを中心とする国際海

上コンテナ輸送ネットワークにおいて、今後どの

ような位置を占めるべきかは、我が国の経済・産

業の国際競争力を左右する重要な要因と考えられ

る。本調査では、船社と荷主の行動特性から国際

コンテナ港湾の現状を分析するとともに、我が国

における国際コンテナ貨物の港湾選択特性を明ら

かにし、国際ハブ港湾機能の概念整理を行ったう

えで、まず、国際ハブ港湾機能が国家経済及び地

域経済に及ぼす効果の分析方法を構築した。そし

て、国際ハブ港湾機能を実現するための施策シナ

リオを複数ケース想定して、中枢国際港湾（神戸

港、横浜港、北部九州港）及び地方中核国際港湾

（新潟港）を対象に、シナリオを実施した場合の

経済効果を計測し、便益帰着構成表として整理し、

評価を行った。

これにより、国際ハブ港湾機能の整備による関

連主体毎の経済効果を具体的に数値で比較するこ

とが可能となり、その結果、全体では港湾整備に

要した投資を大きく上回る便益が発生しており、

国際ハブ港湾を整備することの経済的意義及び今

後の施策の方向性が明らかとなった。

また、英国港湾を事例として取り上げた検討に

より、国際ハブ港湾機能が喪失された場合の国家

経済に及ぼす影響の深刻さと機能回復に多大な努

力と期間が必要であることが判明した。

２．国際コンテナ港湾を巡る現状から見た

国際ハブ港湾機能の類型化

我が国における国際コンテナ貨物輸送の現状に

ついて、貨物流動を調査するとともに、船社、荷

主、物流業者といった影響主体毎に分析し、特に、

船社の配船行動にも大きな影響力を持つと考えら

れる主要な荷主企業を抽出し、ヒヤリング調査を

行った。

その結果、我が国発着貨物の生産・消費は６～

７割が三大都市圏で発生しているのに対して、三

大湾の港湾（京浜、阪神、名古屋）で発着貨物の

約９割が取扱われており、特に、時間重視の高付

加価値品目や混載貨物及び欧米航路向け貨物の集

中度が高くなっていることが判明した。

これは、我が国発着貨物の７～９割程度を占め

る荷主（自動車メーカー、一般メーカー、商社、

フォワーダー）の港湾選択行動が大きく影響して

いると考えられ、輸送用機械や電気機器が中心の

輸出では、メーカーの生産拠点に近接する港湾が

利用され、消費財の輸入では、三大都市圏を中心

とした消費地に近い港湾が利用されている。この

ように、物流・流通機能（商社・フォワーダーの

機能、通関・検疫機能）の集積や航路網の充実に

加え、生産拠点が集積し、大消費地でもあること

が二大湾（京浜、阪神）にコンテナ貨物が集中す

る結果となっている。

一方、地方港では、付加価値が低い運賃重視品

目をベースカーゴに持つ大口荷主が直背後圏に存

在しているような場合に、アジア航路向けのコン
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テナ貨物が取扱われている。

国際積替貨物の取り扱いは、航路網が集積し、

能力にも比較的余裕のある神戸、横浜港に集中し

ているが、かつての韓国等アジアと北米間の中継

から、中国と北米間の中継へと変化している。

現状分析から見ると、我が国の国際ハブ港湾機

能は、①基幹港機能（メインポート機能：欧米航

路にアクセスできる機能）、②国内集約機能（ゲ

ートウェイ機能：直背後圏以外からのアクセス機

能）、③国際積替機能（中継輸送機能：三国間輸

送のトランシップ機能）の３つに分類でき、航路

数と便数、背後圏の人口・産業集積の現状を踏ま

えて、我が国の国際コンテナ港湾を、三大都市圏

と地方圏に分け、港湾機能別に類型化を行った。

３．港湾機能が経済に及ぼす効果分析方法

の構築

国際ハブ港湾機能として必要とされる大水深コ

ンテナバースの建設による影響を分析するにあた

り、関連する主体を、港湾管理者（公社含む）、

輸送事業者（船社、港運業者、陸上運送業者）、

後背圏（港湾関連産業、その他産業、住民（消費

者、勤労者）、自治体）、全国（企業、国民、政府）

に分類し、国際ハブ港湾機能の強化によってもた

らされる効果が波及するメカニズムのフロー図を

作成した。

経済効果を計測する項目として、建設費、運営

費、料金収入、輸送費用（外航運送及び荷役に係

わる費用）、物価、所得、補助金、税、環境変化

を取り上げ分析した。

計測にあたっては、港湾への投資によって機能

強化が図られた結果、取扱貨物量が増加すること

により、直接的に船社や港湾関連産業の利潤を生

じるとともに、間接的に荷主にとっての輸送費用

の低減が全て価格に反映され、結果として消費者

余剰として地域住民に帰着する完全競争下のメカ

ニズムを想定し、各主体間での費用と便益を明確

に峻別する手法として、港湾における便益帰着構

成表を作成した。

さらに、費用便益の計測にあたって必要となる

各費用の算出、需要関数、輸出関数及び国内生産

価格変化等の推計を行った。

４．国際ハブ港湾機能が経済に及ぼす効果

効果を具体的に計測するにあたり、国際ハブ港

湾機能を実現するための施策として次の３つのシ

ナリオを想定した。①相対的に低下している港湾

の国際競争力の回復を図るため、二大湾及び北部

九州の中枢国際港湾における欧米航路での基幹港

機能を強化する、②中国中北部地域から今後発生

すると推測される国際トランシップ貨物を積極的

に取り扱う、③地方中核国際港湾において、アジ

ア航路を中心に国際コンテナ港湾機能を強化す

る。

将来の国際コンテナ貨物の需要予測にあたって

は、現状のコンテナ貨物流動及び港湾選択特性に

基づいて、現状のまま推移した場合と、国際ハブ

機能を実現するための施策を実施した場合の両方

について、2010年の将来貨物量を推計した。

現状推移と上記の実現施策シナリオのそれぞれ

について計測した結果を比較すると、港湾整備に

伴う効果は、いずれのシナリオでも投資した建設

費を上回る５～1 0倍の便益をもたらしていること

が分かった。

５．国際ハブ港湾機能を維持するための今

後の方法

今回計測した経済効果を顕在化していくために

は、国際海運界のグローバル化の動きに応じて、

北米・欧州航路において大型化しつつあるコンテ

ナ船を、我が国港湾へ寄港させるための物理的な

条件として、大型コンテナバース（水深－1 5 m級）

の建設と貨物量の集約確保が必要とされる。加え

て、規制緩和、労使慣行の改善、港湾諸料金の低

減、入出港手続きの簡素化、積み荷情報のネット

ワーク化などソフトの整備を含めた、総合的な港

湾サービス水準の向上に向けた関係者の努力が求

められる。
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さらに、中枢国際港湾においては、バース当た

りの荷役効率の向上と国際トランシップ貨物取扱

に向けた対応の強化が求められるとともに、地方

中核国際港湾においては、アジア航路を対象に寄

港頻度の確保への努力が求められる。

本調査の結果は、運輸省はじめ港湾関係者が、

我が国におけるより適切な国際海上コンテナター

ミナルの整備に向けて、今後の港湾施策を立案す

るにあたっての資料として有効に活用できるもの

と考えている。
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「国際ハブ港湾機能が経済に与える影響調査報告
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１．調査の目的

近年の情報処理技術および通信技術の著しい革

新によりコンピューターの小型高性能化、低廉化、

情報ネットワークの進展等社会の情報化はよりい

っそう高度なものになってきている。また、こう

した高度情報化社会への急激な変貌に対応するた

め、電気通信事業法等の改正により、電気通信分

野における現行の規制の見直しが行われていると

ころである。

運輸業においては、従来から輸送の安全の確保、

利用者利便の向上、経営の合理化・効率化の促進

等の観点から、各種情報システムの構築等の情報

化に積極的に取り組んでいるところであるが、こ

れらの情報通信をめぐる環境の変化によって多大

な影響を受けるものと考えられる。

本調査は、こうした状況を踏まえ、運輸関連企

業へのアンケート調査およびヒアリング調査を実

施し、情報化の動向や課題等について分析を行い、

今後の運輸における情報化施策および長期計画策

定に資するための調査である。

２．調査概要

運輸関連企業（旅客事業者、物流事業者）への

アンケート調査およびヒアリング調査を実施し

た。アンケート調査は、旅客事業関係ではバス業、

鉄道業、旅行業等８業種1 4 6社、物流事業関係で

は港湾運送業、一般貨物自動車取扱業等９業種

1 2 8社を対象とし、有効回収率はそれぞれ2 9％、

2 2％である。アンケート調査の項目は、社内にお

ける情報化、顧客との間の情報化、他企業（顧客

を除く）との間の情報化、行政との間の情報化、

インターネットの活用状況等である。

ヒアリング調査は、アンケート調査に回答のあ

った企業の中から1 1社を対象に実施した。ヒアリ

ング項目は事業者における情報化の取組み状況と

効果、今後の計画と期待する効果、インターネッ

トの活用、情報化を推進する際の障害・問題点等

である。

３．運輸関連企業の情報化動向

アンケート、ヒアリング調査の結果から、情報

化に関する基本的考え方としては、「業務の迅速

化、効率化のため情報化を進めたい」が最も多い。

社内業務の情報化のシステムとしては、「パソコ

ン＋L A N」によって構築されている例が多い。ま

た、これから社内情報システムを構築しようとし

ている企業もこのようなシステムを考えていると

ころが多く、社内情報システムに関しては、「パ

ソコン＋L A N」という組み合わせが主流となって

いる。

情報ツールの導入状況についてみると、「汎用

コンピューター」はその機能・価格上、会社でも

１～３台程度であることが多い。これに対し「パ

ソコン」は２～５人に１台程度が多く、普及が進

んでいることが示されている。

社内業務、顧客、企業間の情報化の障害として、

「情報機器導入費用、通信費、維持費などのコス

トが高い」を挙げる企業が最も多い。また、顧客、

企業間の情報化では「相手側の機器と互換性がな
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い、相手側が機器を所有していない」を挙げる企

業が多く、社外とのネットワーク構築が必要とさ

れる場合は標準化の遅れが障害となっている。

行政との間の情報化では、行政への提出書類の

電子化、特にフロッピーディスクよりはオンライ

ンでの提出を求める傾向が強い。また、行政から

電子化した形で入手を希望する情報としては、統

計およびマニュアル類を挙げる企業が多い。その

他、行政より求められる保存書類についても、フ

ロッピーディスク、光ディスク等の電子化した形

での保存への要望も強い。

インターネットへの取組み状況については、各

企業ともインターネットヘの関心は高く旅客事業

関係企業では回答のあった4 2社中2 1社が、物流事

業関係企業では2 8社中６社が既にホームページを

開設しており、将来開設を予定している企業も多

い。しかし、ホームページの内容については、企

業紹介、採用案内にとどまっているケースも多く、

その活用方法についてはまだ多くの会社が試行段

階にあるといえる。そういう中で注目すべき利用

方法としては、旅客事業者による「ダイヤ、運賃

情報、沿線案内、イベント情報等の提供」、物流

事業者の「貨物情報の提供」があり、これらは業

種の特性を活かしたケースといえる。また、将来

開設したいものとして「空席（室）情報の提供」

が多い。

なお、誰でもアクセスできるのがインターネッ

トの特性であるが、それゆえにセキュリティーの

不安を訴える声もある。

４．情報化を推進するための課題

アンケート調査では、情報化のための障害とし

て「情報機器導入費用、通信費、維持費などのコ

ストが高い」が最も多く挙げられている。情報化

はコスト削減を背景として行われるものでもあ

り、機器、通信、維持それぞれの分野においてな

お一層のコストの低減化が望まれている。

申請手続き等行政と企業との間の情報交換にお

ける電子化の促進については企業側の要望が極め

て強いことが今回の調査で示された。行政への提

出書類をフロッピー、オンラインデータ等で提出

することによる企業側のコスト削減効果は大き

い。その他、保存が義務づけられている書類のペ

ーパレス化に対する要望も強い。行政と企業との

間の情報交換における電子化は、既に実現されて

いるものもあり、今後はこれらの動きをさらに促

進させる必要がある。

運輸関連企業が情報化を進めようとする場合、

またそれを顧客が利用する場合、情報の公平な提

供をいかに確保するかが問題となってくる。必要

となる情報がどこにあるか、そもそもそのような

情報が存在するか否かについて知る機会、すなわ

ち情報の提供を受ける機会を万人が可能な限り等

しく持てるようにすることが重要である。

その他、企業間、業界間の情報交換を円滑化させ

るための標準化の促進、情報漏洩やコンピュータ

ウイルスなどに対するセキュリティー対策の必要

性、公共輸送機開の利用者増に貢献する複数モー

ドにまたがるダイヤ情報等のリアルタイムでの提

供、高齢化社会に対応した高齢者等にも見やすく、

また分かり易い情報の提供が課題として挙げられ

ている。
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１．調査の背景と目的

近年、地球規模の環境問題が世界的な関心を集

めている。とくに、二酸化炭素等の温室効果ガス

に起因する地球温暖化が、人類の生存基盤に深刻

な影響を及ぼすとして国際的にも重大な問題とな

っている。こうした流れの中で、1 9 9 2年の国連国

際会議（地球サミット）において、温室効果ガス

の濃度を人類及び生態系にとって安全なレベルで

安定化させることを目的とした気候変動枠組条約

が採択され、わが国も、1 9 9 3年５月に2 1番目の締

約国としてこれを締結した。気候変動枠組条約で

は2 0 0 0年までに温室効果ガスの排出量を1 9 9 0年時

点のレベルに削減するとの目標を定める一方で、

究極的な目的である「大気中の温室効果ガスの濃

度を人類および生態系にとって安全なレベルで安

定化させること」を達成するため1 9 9 5年の第１回

締約国会議において、①「2 0 0 0年以降の二酸化炭

素等温室効果ガスについての目標およびそれを達

成するための議定書を1 9 9 7年に開催予定の第３回

締約国会議において採択する」、②「先進国と開

発途上国が共同して二酸化炭素排出ガス対策を行

う共同実施活動を開始する」ことが決定された。

運輸部門における二酸化炭素排出量増加の問題

は、今後、開発途上国の経済発展やそれに伴うモ

ータリゼーションの進展によってより深刻化する

ことが予想されることから、日本が有する現行の

交通機関単体対策や交通体系の効率化対策など、

運輸部門における対策に関する知識・経験を開発

途上国においても活用することが重要であると考

えられる。

そこで、本調査では、国内外の各産業部門にお

ける共同実施活動の事例を整理し、運輸部門にお

ける共同実施活動として可能性のあるプロジェク

トの検討と、今後取り組むべき課題の整理を行っ

た。さらに、運輸部門における共同実施活動によ

る地球温暖化ガスの削減効果の推計方法について

検討し、いくつかのケーススタディを実施した。

これにより、共同実施活動を行った場合の温室効

果ガス削減効果の推計事例を提示するとともに、

推計方法に係る問題点の把握を行った。

本調査は、以上の検討結果を活用することによ

り運輸部門における共同実施活動の推進に役立て

ることを目的としている。

２．調査内容

（１）共同実施活動の概念の整理

「共同実施」とは気候変動枠組条約において規

定された概念であるのに対し、「共同実施活動」

は第1回締約国会義において新たに設けられた概

念である。

（２）共同実施活動の現状

運輸部門における共同実施活動プロジェクトの

可能性を深めるため、海外における共同実施活動

の現状や、わが国における他の産業部門における

共同実施活動の状況を整理した。

（３）共同実施活動の実施条件について

共同実施活動に関する国際・国内の動向を踏ま

えた上で、運輸部門における共同実施活動を推進

するためには、まず、第一に運輸部門における共
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同実施活動としてプロジェクトを実施するための

条件を明確にする必要があることを認識し、課題

として取りまとめた。

（４）共同実施活動として実行可能性のある運輸関

連プロジ工クトの整理

主に委員会における討議を踏まえ、今後、共同

実施活動として実行可能性の高い運輸プロジェク

トを整理した。

（５）温室効果ガス削減効果推計方法の検討

共同実施活動ジャパンプログラムに基づく「共

同実施活動評価ガイドライン」やI P C C（気候変動

に関する政府間パネル）による温室効果ガス排出

量推計マニュアルに基づき、運輸部門における温

室効果ガス排出削減量の推計方法を整理した。

（６）ケーススタディ別排出削減効果の推計

共同実施活動として認定可能性のある運輸部門の

プロジェクト例から、①C N G（圧縮天然ガス）エン

ジンバスの供与、②鉄道施設近代化によるバス・自

動車交通量の削減の2つの仮想的なケースにおける

二酸化炭素排出量の削減効果の推計を行った。

（７）今後の検討課題の整理

運輸部門における共同実施活動を推進していく

上で、取り組むべき今後の課題を整理した。

①共同実施活動の実施条件の明確化

②プロジェクトの準備段階における温室効果ガス

排出量の推計

③プロジェクト効果の推計における不確実性への

対応

④プロジェクトライフの設定の考え方

⑤開発途上国における各種データの収集と整理
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１．調査の目的

本調査は、首都圏・中京圏・近畿圏の三大都市

圏における大量公共交通機関（鉄道、バス、路面

電車）の利用実態を調査するものである。旅客の

流れの方向及び経路、時間別利用状況、乗換え等

大量公共交通機関の動的な利用状態を把握すると

ともに、国勢調査で把握される人口分布と輸送量

の相関関係、輸送需要の構造的変化の状況等を解

明して、広域交通圏を形成している大都市圏の公

共輸送網のあり方の検討等の基礎資料として活用

されている。調査は、昭和3 5年以来５年毎に行わ

れ、今回で８回目である。

２．調査概要

（１）調査体系、方法および時期

従来の鉄道利用者調査（定期券利用者調査と普

通券調査）とバス・路面電車利用者調査（定期券

利用者調査とO D調査）に加え、今回から新幹線

定期券利用者調査と鉄道普通券サンプル調査を追

加し、平成７年10月～11月にかけて実施した。

調査方法は、以下のとおりである。

・鉄道定期券調査：

定期券購入者に対しての利用状況等に関する

アンケート調査（サンプル調査）

・鉄道普通券調査：

鉄道降車駅で普通券を乗車駅別・時間帯別に

回収（全数調査）

・バス、路面電車定期券調査：

定期券購入者に対しての利用状況等に関する

アンケート調査（サンプル調査）

・バス、路面電車OD調査：

乗車、降車停留所を識別できる調査票を時間

帯別に回収（サンプル調査）

・新幹線定期券調査：

定期券購入者に対しての利用状況等に関する

アンケート調査（サンプル調査）

・鉄道普通券サンプル調査：

普通券利用者に対しての利用状況等に関する

アンケート調査（サンプル調査）

（２）調査圏域

各都市圏における調査対象圏域は、首都圏では

東京駅よりオンレール２時間の行政区（ほぼ7 0 k m

圏）、中京圏では名古屋駅より1. 5時間（ほぼ50km

圏）、近畿圏では大阪駅より２時間（ほば7 0 k m圏）

であり、都心への通勤圏をほぼカバーした広範な

調査圏域となっている。

３．調査結果

（１）三大都市圏の概況

鉄道またはバス・路面電車定期券を利用してい

る通勤・通学者数は首都圏、中京圏では、ほぼ横

這い、近畿圏では減少しているが、ピーク時間帯

への集中率は依然として高い状況にある。さらに

都心への通勤・通学は遠距離化の傾向が続いてい

る。

①通勤・通学者数

定期券を購入し、鉄道またはバス・路面電車を

利用して通勤・通学している人の数は、首都圏に

おいて１日約9 5 5万人（平成２年対比0. 8％増）、
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中京圏において約1 0 6万人（同0. 5％減）、近畿圏

において約3 8 1万人（同9. 5％減）である。この通

勤・通学交通のうち、都心を着地とするものに着

目すると、首都圏、中京圏では全体の約6 0％が東

京都 2 3区、名古屋市を着地とし、近畿圏では約

4 0％が大阪市を着地としており、勤務・就学地の

集中は依然高いものであることが判る。

②ピーク時間帯への交通量の集中

１日の総交通量に占めるピーク１時間帯への集

中率は高く、各圏域とも3 0％前後になっている。

また、ピーク1時間帯とピーク前後１時間帯を比

較すると、各圏域ともピーク１時間帯の交通量は

ピーク前1時間帯の約２倍近くに達している。

ピーク集中率は、方面別にばらつきがあり、首都

圏においては埼玉県東部方面、中京圏においては

愛知県北部方面、近畿圏においては奈良県北部方

面が高くなっている。また、ピーク1時間帯の利

用者の90％が定期券利用者となっている。

③鉄道路線別にみた交通量

各圏の鉄道による旅客流動は、都心方向への放

射状移動となっており、首都圏においては駅間断

面交通量が2 5万人をこえる路線が多くみられる。

東京2 3区境、名古屋市境、大阪市境のそれぞれの

断面交通量をみると、路線により多少の違いはあ

るが、列車種別が快速系である定期券利用者が半

数以上を占めている。

④通勤・通学の平均距離と所要時間

通勤の平均距離は、首都圏においては2 4 k m、中

京圏は2 5 k m、近畿圏は 2 2 k mとなっている。通学

は、それぞれ2 9 k m、3 1 k m、3 0 k mである。また通

勤の所要時間は、首都圏においては6 6分、中京圏

及び近畿圏においては60分となっている。通学は、

それぞれ7 6分、7 3分、7 4分である。平均距離、所

要時間とも次第に長くなる傾向にあり、特に通学

は各圏域とも通勤より遠距離化する傾向が強い。

⑤鉄道ターミナル利用者数

各圏でのターミナル利用者数は、首都圏では新

宿駅（約1 5 0万人）、中京圏では名古屋駅（約3 5万

人）、近畿圏では大阪駅（約1 0 0万人）がもっとも

多い。ターミナルでの乗換率をみると、それぞれ

池袋駅4 3％）、名古屋駅（ 4 7％）、大阪駅及び天王

寺駅（5 3％）が高い。利用者数、乗換率とも都心

型ターミナルで高い値を示している。他方、郊外

型ターミナルは、都心型ターミナルに比べ、初乗

りの割合が高く、乗換の割合が低くなっている。

⑥鉄道端末交通手段の利用状況

鉄道定期券利用者の居住地から初乗り駅までの

利用交通手段は、首都圏と近畿圏では徒歩の割合

が高いが、中京圏では徒歩と２輪車の割合がはぼ

同程度になっている。最終降車駅から、勤務・就

学地までは、各圏域とも徒歩の割合が8 0％前後を

占めている。

平均所要時間をみると、居住地から初乗り駅ま

でが各圏とも約 1 0分、最終降車駅から勤務地・就

学地までが８～10分である。

⑦週休日

日曜日が休日の通勤者の割合は各圏域とも8 0％

台である。土曜日が休日は同6 0％台で、これは平

成２年調査と比較して、首都圏では10％ポイント、

中京・近畿圏では2 0％ポイント以上もの大幅な上

昇となっている。その他、平日の休日者割合では、

各圏域とも比較的水曜日の割合が高い。

⑧フレックスタイム制

フレックスタイム制の導入状況を各圏域毎にみ

ると、首都圏での適用対象者の割合が中京圏、近

畿圏より高くなっている。各圏の適用対象者都合

は、首都圏で 1 0％、中京圏及び近畿圏では1 0％未

満となっている。

（２）新幹線定期券利用者調査結果

新幹線定期券利用者の伸びは、昭和6 2年から平

成３年の５年間で4. 3倍に達しており、①大都市

交通圏の流動実態として無視出来ない存在である

こと、②通勤手当非課税限度額等税制のあり方の

検討、③新幹線や着席型通勤電車の利用増に見ら

れるようなサービスと負担に対する利用者の考え

方の変化に伴う運賃政策のあり方の検討、等の観

点から、今回センサスにおいて新たに本調査を行

った。
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年齢別利用者数は、4 0歳台が最も多く、男女別で

は2 9歳以下では、女性の利用者の方が男性より多

く、それ以外の年齢では男性の方が多くなってい

る。

居住地を出発してから勤務・就学地に到着する

までの所要時間は、100分前後が多い。

新幹線通勤を開始した理由としては、「所要時

間が短いため」、「会社が負担してくれるようにな

った」、「自宅から通勤出来るようになった」をあ

げた利用者が多い。

（３）鉄道普通券サンプル調査結果

鉄道普通券利用者は全体の約2 5％（ピーク１時

間で７～1 0％）を占めているが、定期券のような

経路や個人属性までの情報収集ならびに集計解析

が行われていない。また、週休２日制の定着に伴

い、通勤・通学目的での普通券（回数券含む）利

用が増加することも予想されており、事業者から

も鉄道普通券利用者の詳細な情報の取得について

要望が多くだされている。このため、鉄道普通券

についても大都市圏における利用状況を把握し、

需要構造を解明するため、定期券と同様な調査を

行うこととし、新たに首都圏のみではあるが調査

を行った。

乗車券の種類別・目的別の回答者数でみると、

普通券は男性では「業務」目的での利用が多く、

女性では「私事」目的での利用が多いが「通勤」

目的での利用もみられた。

回数券では、男性が「通勤」目的、女性では、

「通勤」、「私事」目的が多い。

４．おわりに

大都市交通センサスは、報告書目次に示すよう

に、膨大な基礎的集計が柱となっている。

この中には、前回（平成２年）に比べ新たに追

加された調査項目が含まれ、それぞれ興味深いデ

ータを得ることができた。

これら調査結果が、今後の交通計画及び混雑緩

和等の諸施策の検討立案に際して、国、地方公共

団体、交通事業者はもとより、交通に関心のある

多くの方々のあいだで、広く活用されることを希

望する。

平成９年度は、これら集計結果を基にモデル分

析を行う予定である。

報告書名：

大都市交通センサス　首都圏

（資料番号080979～080990）

A４版　約4200頁

〃　　 中京圏

（資料番号080991～080999）

A４版　約1400頁

〃 近畿圏

（資料番号0801000～0801009）

A４版　約3300頁

報告書目次：

総集編　調査の概要と調査結果からみた大都市

交通の現状

調査結果の概要

関連調査（新幹線定期券、鉄道普通券

利用実態）の結果概要

資料編　行政区画間移動人員

基本ゾーン間移動人員

初乗り・最終降車駅間移動人員

線別駅間移動人員

駅別発着・駅間通過人員

ターミナル駅別乗換人員

初乗り・最終降車駅間経路別人員

通勤・通学所要時間帯別経路人員

端末交通手段別人員

一般乗合バス・路面電車停留所間移動

人員

居住地行政区間別・時間帯別帰宅人員

勤務・就学地行政区間別・時間帯別未

帰宅人員

購入金額別・負担者別人員

帰宅目的曜日別交通手段別移動人員
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曜日別出勤・登投人員

フレックスタイム制導入人員

【担当者名：小林良邦、浅野裕】

【本研究調査は、日本財団の補助金を受けて実施し

たものである】
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１．本調査の槻要

全国幹線旅客純流動調査は、日常生活圏を超え

る幹線旅客流動量を把握し、交通施設の整備によ

る便益の計測等、全国の総合的な開発計画の基礎

資料に資するものである。

全国幹線旅客純流動調査は、平成２～４年度に

第１回調査が実施され、第２回調査は平成７年度

及び８年度の２年間にわたって実施された。

本調査は、平成7年度の全国旅客流動について、

利用交通機関、旅行目的、乗り継ぎ実態、旅行者

の居住地・出発地・目的地を区分する流動表を作

成し、さらに、この流動表に基づき、我が国の旅

客流動の分析を行った。特に、第１回調査結果と

比較することにより、交通施設の整備、サービス

改善による流動の変化を整理した。

２．全国旅客純流動データ（基礎データ）

の概要

（１）航空旅客動態調査

①実施年月：平成７年10月

②対象者（標本数、同収率）：

約24万人（16. 6万人、68％）

（２）幹線鉄道旅客流動調査

①実施年月：平成7年10月

②対象者（標本数、回収率）：

約９万人（8. 5万人、90％）

（３）全国道路交通情勢調査

①実施年月：平成6年秋期

②対象者（標本数）：

約191万台（464. 8万トリップ）

（４）幹線バス旅客流動調査

①実施年月：平成7年10月

②対象者（標本数、回収率）：

約５万人〔428系統〕（3. 1万人、68％）

（５）幹線フェリー・旅客船流動調査

①実施年月：平成７年10月

②対象者（標本数、回収率）：

約３万人〔131航路〕（1. 5万人、48％）

３．全国地域相互間純流動表の内容

下記（１）～（８）の整理による全国5 0地域相

互間の流動表を作成し、これに基づき幹線旅客の

流動実態を特性別に分析した。

（１）出発地・経由地・目的地、居住地

（２）旅行目的

（３）交通機関、代表交通機関

（４）交通機関の利用区間

（５）交通機関の乗継地

（６）アクセス・イグレス機関

（７）旅行日程

（８）個人属佐（性別、年齢）

４．幹線旅客純流動データを使った特性分

析例

幹線旅客の流動実態の特性を把握した。平成2

年から平成７年の間の変化を中心に、いくつかの

例を以下に紹介する。

（１）全国幹線旅客純流動量の実態

平成7年度の年間及び秋期１日の流動量を、代
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表交通機関別・旅行目的別に整理する（単位：千

人）。平成７年度秋期１日の純流動量は3 4 1万人で

ある。これは、１日の国民百人あたり2. 7トリッ

プ、年間では、１人あたり9. 7トリップにあたる。

交通機関 年間（千人） １日（千人）

航空 72,959 222

鉄道 267,507 774

自動車 850,005 2,332

幹線バス 18,651 53

旅客船 11,056 31

合計 1,220,178 3,413

旅行目的 １日（千人） 構成比（％）

仕事 1,100 32.2

観光 6,2 17.6

私用 467 13.7

その他 833 24.4

不明 412 12.1

全体 3,413 100.0

（２）関西国際空港の開港

伊丹空港、関西国際空港の利用者を居住地別に

実態分析した。首都圏との間を航空機で移動する

場合、近畿圏（２府２県）の居住者の利用空港は、

地図で色分けされ、その選択基準は、アクセシビ

リティに依ることが判明した。

地域別にみると、伊丹空港の利用者は、近隣の

尼崎市、豊中市、及び篠山町域居住者の利用率が

非常に高く、大阪市、神戸市居住者も相当程度の

利用率がある。

一方、関西圏際空港の利用者は、兵庫県の淡路

島地域居住者、和歌山県全域居住者の利用率が非

常に高く、堺市居住者の利用割合も高い。これに

対し、大阪市、神戸市居住者の利用は半数程度に

とどまり、尼崎市、豊中市居住者の利用率はごく

僅かである。

（３）鉄道サービスの改善

前回調査以降、鉄道旅客輸送に関するエポック

メイキングな事例として、①東海道～山陽新幹線

のスピードアップ、②山形新幹線の開業があった。

これらに着目して、5年間の変化を分析した。

①東海道～山陽新幹線のスピードアップ

まず最初に、東海道～山陽新幹線に「のぞみ」

の投入があった首都圏対沿線主要地域相互の変化

を分析した。前回調査以降の５年間、総交通需要

の増加があり、全国値を上向っている。これは、

詳細な分析を行っていないものの、鉄道需要の増

加、分担率の上昇が寄与しているものと推察され

る。

地域相互間の変化を個々に整理すると次のよう

になる。

中長距離帯をみると、路線の地形的条件により

速度向上が発揮できた東京～名古屋間を利用する

首都圏～中京圏の鉄道分担率の上昇率が大きく、

首都圏～近畿間のそれを上回っている。ただし、

高速化による誘発効果については、把握しにくい。

長距離帯の首都圏～広島県、福岡県相互間では、

それぞれ、鉄道需要、分担率の上昇がみられる。

平成6年、空港の移転のあった広島県は、航空の

需要・分担率がともに低下し、鉄道の需要・分担

率をともに大きく増加させる結果となっている。

首都圏～福岡県相互間では、総需要の増加がみら

れるが、交通機関別にみると、航空では、平成５

年の福岡空港への地下鉄乗入れによるアクセス向

上にもかかわらず、分担率が低下しており、「の

ぞみ」利用により時間短縮効果を発揮した鉄道は、

需要のみならず分担率も大きく上昇させる結果と

なっている。

②山形新幹線の開業

前回調査以降、首都圏～山形県間における交通

施設、交通サービスの主な変化として、山形新幹

線の開業、庄内空港の開港があった。鉄道需要は

大きく増加し、地域相互間の総流動量増加に大き

く寄与し、山形新幹線の誘発効果が把握できる。

すなわち、航空、自動車とも需要量の変化はみら

れず、相対的に分担率を低下させている。なお、

航空分野では、大きく減少した山形空港利用者と
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庄内空港開港による新たな需要の合計値が前回調

査と同程度の需要量となっている。

（４）福岡空港への地下鉄乗り入れ

平成５年に福岡市営地下鉄が福岡空港まで乗り

入れ、最終アクセス機関の分担率に大きな変化が

あらわれている。すなわち、今回調査の最終アク

セス機関の分担率をみると、鉄道が半分程度にの

ぼったのに対し、貸切を含むバスの分担率は、前

回調査で３分の１程度であったものが、今回調査

では、その半分以下にとどまっている。

【成果物】

報告書：

①「全国幹線旅客純流動調査報告書」

（資料番号0801024）

②「全国幹線旅客純流動調査統計編」

（資料番号0801025）

目　次：

[報告書]

第１編　第２回全国幹線旅客純流動調査の目的・

意義

第２編　第２回全国幹線旅客純流動データ・純流

動表の整備と全国幹線旅客純流動の特性

分析

[統計編・幹線旅客純流動表]

１．交通機関別・都道府県相互間（年間）

２．代表交通機関別・都道府県相互間（年間）

３．旅行目的別・都道府県相互間（秋期１日）

【担当者名：山根章彦】

【本調査研究は、日本財団の補助金を受けて実施し

たものである】
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１．調査の概要

全国貨物純流動調査は、全国の貨物流動の実態

を荷主側から捉え、総合的な輸送施設整備計画等

の策定に資する統計データを蓄積することを目的

として、昭和45年度に第１回調査を実施して以来、

５年毎に実施しているものである。

平成７年度には、第６回目調査の初年度として、

貨物の出荷量の多い鉱業、製造業、卸売業、倉庫

業の４業種を対象に、貨物流動を出荷地点単位で

捉えるため全国の約７万事業所についてアンケー

ト郵送調査及び面接調査を実施し、平成７年の年

間輸送傾向及び３日間流動の２種類について調査

を行った。なお、対象貨物は、生産・仕入れ・販

売活動等に伴って事業所に出入荷される、原材料、

製品、商品などの貨物である。

８年度は、７年度に収集したデータを用いた解

析を行い、円高の進行に伴う産業構造の変化、労

働力不足や環境悪化等による輸送機関の変化など

を背景とした、全国貨物純流動実態を分析した。

２．調査集計データの特徴

本調査は、貨物の純流動量を集計していること

から、貨物の真の発着地と流動量、貨物形態、産

業間流動、発生原単位、輸送機関と経路の分担・

補完関係等、全国の貨物流動の真の姿が明らかに

なるという特徴を有している。

標本調査として回収された約３万事業所におけ

る出荷量から、母集団推計により求められた全体

の年間出荷量は約3 5億６千万トンであった。この

うち約６割が製造業であり、中でも素材型の業種

の占める割合が高く、化学工業品、鉱産品、金属

機械工業品の３品類で、製造業の約８割を占めて

いる。輸送機関別出荷量では、トラックのシェア

が約８割で、特に営業用トラックが約５割と高く、

海運は14％、鉄道は2％であった。

３日間調査では、3 , 2 5 3万トン、 1 , 5 2 9万件の流

動量があり、重量では製造業が6 2％、件数では卸

売業が5 3％を占めていた。１件あたりの流動ロッ

トは１トン未満の貨物が８割を占め、鉱業が9 6ト

ンと大きいが、トラック輸送が大半である卸売業

は0. 7トンで、全体平均では約2. 1トンであった。

３．全国貨物流動の変化

今回調査データとこれまでの調査結果を比較し

て、過去10～15年における全国貨物流動の推移を、

産業活動と貨物出荷量の変化、地方分散化の動向、

代表輸送機関の変化、輸送施設の利用状況、貨物

の背後圏域と港湾選択の状況及び輸送費用の変化

の視点から分析した。また、調査期間に阪神淡路

大震災が発生したことから、この震災による物流

への影響についても併せて分析した注目される傾

向は、次のとおりである。

年間出荷量は、製造業における円高による輸出

の減少や生産機能の海外移転の進行等により前回

調査より1. 5％の減少となったが、卸売業と倉庫

業は輸入増大等により一貫して増加傾向にあり、

貨物の小ロット化、高付加価値化も進展している。

懸念されている産業の空洞化については、量的に

見ると機械系製造業を中心に、その兆候らしき傾
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向が現れている。産業間流動は、かって製造業間

及び製造業と建設業との間の流動を合計すると全

体の約５割を占めていたが、近年若干低下してき

ている。

三大都市圏の域内流動が低下し、県間流動比率

が増加傾向にあるなど、機械系製造業や軽・雑工

業品等、特定の業種、品目において、出荷の地方

分散化が進行している。また、輸出コンテナ貨物

の港湾選択の状況を見ると、五大港への依存度が

圧倒的に大きいが、近年の地方港湾における相次

ぐコンテナ航路開設を背景に、そのシェアは前回

調査より２％低下して8 6％となり、利用港湾の地

方分散化傾向がうかがえる。

輸送機関別では、トラック全体のシェアは高ま

っているが、流動ロットの大きな鉱業の海運利用

向上の結果、営業用トラックのシェア低下と海運

のシェアの上昇がもたらされている。

なお、阪神・淡路大震災は各方面に多大な被害

をもたらしたが、純流動ベースで見ると、化学、

パルプ・紙、鉄鋼、金属製品、輸送用機械器具な

どの貨物流動において影響がみられ、近畿以外の

各県から兵庫県向け貨物の減少率が大きい。

４．おわりに

本調査の結果は、貨物の実際の動きを全国ベー

スで捉えており、５年毎の時系列比較も可能であ

ることから、全国各地域における港湾計画・道路

計画といった物流に関する施設計画等の施策立案

にかかる基礎資料として有効である。また、運輸

全般に関する調査・研究に関わる者にとっても、

将来の貨物輸送構造の変化を把握し、効率的な貨

物輸送体系を検討する際広く活用できる。

本調査で得られたデータは一般に公表され、当

センターを通じてデータサービスを行っており、

関係者の積極的な利用が望まれる。
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１．調査目的

経済、社会の発展にともなう生活水準の向上に

より、近年、地域社会内の日常的な移動を支える

モビリティの充実が叫ばれており、特に高齢化社

会の到来や、障害者の社会進出機会の増加等とい

う状況下で、これらに対応できる新しい運行形態

のバス、いわゆるコミュニティバスの導入につい

ての関心が高まっている。しかしながらバス交通

を取り巻く経営環境は利用人員の減少等依然とし

て激しく、従前のバス事業者主体による路線バス

に関する導入手法だけでは、このニーズに十分対

応できないのが現状である。

本調査は、このように期待と現実とが乖離する

状況において、コミュニティバスを実現し維持し

ていくための今後の推進方策の検討を行い、個性

ある地域社会づくりの形成に寄与し、地域におけ

るバス事業の新たな展開への方向性を見出すこと

を目的としている。

２．コミュニティバスの特性

コミュニティバスの特性をその導入事例のいく

つかについて、指標を用いてその特徴を考察し、

導入都市の特性、運行に関する特性についてその

結果を整理した。別表（表1）は運行に関する特

性について整理したものである。

また、これらの事例をもとに標準タイプのコミ

ュニティバスの特性を高密度市街地型、中密度市

街地型、低密度市街地型の３つに分類し、整理し

た。以下は都市の人口規模や密度、都市イメージ、

公共交通サービス水準の状況（既存バス路線密度、

マイカー保有率）などからコミュニティバスのタ

イプを整理した部分である。

（１）高密度市街地型

行政区域全体がD I D区域（人口密集地区、人口

密度4 0人／h a以上の地域）で、しかも1 0 0人／h a

以上と高い３大都市圏、政令指定都市など人口1 5

万人以上の都市イメージである。ここでのコミニ

ュティバスは、基本的には鉄道や既存路線バスが

充実していることから、一部の公共交通不便地域

の解消をねらいとして路線、事業計画が設定され、

また自家用車および二輪車の抑制（モーダルシフ

トの推進）等、都心部の交通問題の改善に寄与す

ることも目的とされる。

（２）中密度市街地型

行政区域の一部、1 0 0 0～2 0 0 0 h a程度がD I D区域

であり、D I D地区の人口密度が4 0～1 0 0人／h aの地

方中小都市など、概ね人口５万人以上1 5万人以下

の都市イメージである。ここでのコミニュティバ

スは、交通不便地域全てをカバーすることは困難

であり、人口密度の高いD I D地域内での交通不便

地域において、公共施設、福祉施設や中心商業地

へのアクセスを主なねらいとした路線、事業計画

が設定される。

（３）低密度市街地型

行政区域の一部、5 0 0 h a未満程度がD I D区域であ

り、D I D地区の人口密度が4 0人／h a前後の地方小

都市や町村など、概ね人口５万人以下の都市イメ

ージである。ここでのコミニュティバスは、基本

的に都市全体が交通不便地域であり市街地が低密
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度で分散しているので、これらを全てカバーする

のは困難であり、したがって特定の福祉施設や利

用者の多い施設、商店街、駅・ターミナル等と比

較的人口が集中している地区を結ぶ路線、事業計

画が設定される。

そして、これらコミュニティバスのタイプ毎に

成立条件の整理を行った。別表（表2）は運行指

標、利用構造、経営構造について整理したもので

ある。

３．コミュニティバスのあり方

調査結果を踏まえ、コミュニティバスの定義、

必要性、および要件を次のように整理した。

（１）定義および必要性

コミュニティバスは、既存のバスサービスだけ

ではカバーしきれないニーズに対応する乗合バス

である。そのサービス内容は必ずしもこれまでの

乗合バスの考え方によらず、利用者の利便性を最

大限考慮し、かつ多様化する需要へ対応する新た

なバスシステムであり、同時に福祉サービス、環

境に与える影響の軽減を視野に入れたシステムで

あると定義する。

また、交通体系の確立（需要に応じた適正な交

通機関分担と交通不便地区の解消）、福祉サービ

スを含めたモビリティの確保（高齢者、障害者等

のモビリティの支援と、日常生活の足としてのモ

ビリティの確保）、環境負荷の軽減（環境対策＝

自家用自動車による排ガス、騒音、振動の軽減＝

と、駅前環境対策）の3つの観点などを中心とし

て、多様化する社会的ニーズに対応する新たな交

通サービスとして、コミュニティバスの必要性が

急速に高まりつつある。

（２）コミュニティバスとしての要件

①導入のねらい

地域住民の生活の根幹をなす輸送サービスを確

保すると同時に、福祉サービスの充実、環境に与

える影響の軽減を目的として導入されるバスサー

ビスである。このため、必ずしも単なる移動手段

として経営収支により判断されるものではなく、

地域住民の生活、今後のまちづくりを見据えた上

で実施きれるサービスである。

②サービス内容

既存の交通体系、特に既存のバスだけでは十分

な対応が不可能な地区や施設を連絡する乗合バス

であり、基本的に固定路線を有する定時刻のバス

サービスである。また、必ずしも従来のバスサー

ビスの考え方にとらわれず、利用者の利便性を最

大限に考慮したサービスとし、できるだけ高頻度

の運行で、かつバス停間隔が短く、幹線道路以外

でのルーティングを積極的に取り込んだバスサー

ビスである。

③バス事業者と市町村の取り組み

バス事業者と市町村が一体となって取り組み、

バス交通に関しての両者の共通認識を深めるとと

もに、両者の合意のもとで役割分担を図る。また

バス事業者は、バス事業の活性化を図るための乗

合バス事業の新たな展開であるという認識のもと

に、できる限り企業努力に努める。一方市町村は、

まちづくりや総合交通体系のプログラムを策定

し、バス交通に関する十分な検討を行った上で必

要路線を位置づける。導入にあたっては、その社

会的ニーズを背景に市町村が積極的に係わり、場

合によっては主体的に事業を推進する。

４．コミュティバスを取り巻く問題点およ

び課題

調査結果を踏まえ、コミュニティバスを取り巻

く問題点および課題を次のように整理した。

（１）コミュニティバスが抱える問題点

採算性に乏しく、財源確保が難しい。しかも導

入地域によりコミュニティバスのニーズが異な

る。また概ね高齢者、障害者への対応が十分では

ない。

（２）コミュニティバスを導入し維持するための課題

①交通体系の確立に関する課題

新たな需要を吸収する路線及び乗降場所の設定

と、地域の実情にあわせた柔軟な運賃設定が求め

られる。
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②福祉サービスを含めたモビリティの確保に関す

る課題

高齢者、障害者に配慮したシステムや、福祉サ

ービスと連携の取れた対応と、併せて生活路線の

確保（スクールバス等の有効活用）が求められる。

③環境負荷の軽減等に関する課題

環境に与える影響の軽減が求められる。

④総論的課題

公共交通体系における既存の一般バスとの機能

分担と、バス事業者、市町村等、住民による緻密

な連携、およびバス事業者へのインセンテイブと、

コミュニティバスの魅力向上が求められる。

５．コミュニティバスを導入し維持するた

めの推進方策

検討結果を踏まえ、今後コミュニティバスの導

入維持を図るための推進方策を次のように整理し

た。

（１）バス事業者の新たな乗合バス事業の展開

運行形態の見直しとしては、きめ細かなサービス

の実施と、運賃の低廉化をはかる。経営改善に関

しては、人件費の削減を行う。車両の改善に関し

ては、小型車両の活用とバリアフリーの推進、そ

して車両デザイン等の工夫を行う。

（２）市町村の積極的対応

コミュニティバス必要路線の位置付けを行い、

コミュニティバスの導入計画を策定し、バス事業

者と市町村等の密な連携をはかる。そして走行環

境を改善し、併せて需要の開拓と確保をはかり、

スクールバスや福祉バスの有効活用を行う。また

環境問題や省エネルギー問題への取り組みを行

う。

（３）住民の参加と支援

コミュニティバスに対する意識の向上をはか

り、円滑な運行を確保し、併せてバストラストの

推進を行う。

（４）住民と一体となった魅力づくりのための方策

ボランティア等との連携をはかり、地域コミュ

ニティ形成を支援し、併せて住民がコミュニティ

バスを認知するためのイベント開催を行う。

（５）国、都道府県の役割

先進事例の紹介と運行ノウハウの研修を行い、

財源確保のための調整や、アドバイザーの活用を

行う。
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１．調査目的

運輸分野においては、従来より、規制緩和が実

施されているが、これらの規制緩和措置が実際に

利用者利便をどの程度増進したか、事業活動の効

率化にどの程度寄与したか等についての十分な検

証はなされていない。今後規制緩和を進めていく

にあたっては、実施済みの規制緩和の経済効果を

把握し、その評価を行うことが重要と考えられる。

このため、本調査においては、運輸分野における

過去の規制緩和措置が市場実態、競争状況等に与

えた効果等について検証を行うことを目的として

いる。

本調査は、平成８年度から平成1 0年度の３年度

で実施するが、８年度調査においては、トラック

運送事業を対象として、いわゆる物流二法の施行

に伴う需給調整制度の廃止等の規制緩和が与えた

効果等について検証を行った。

２．運輸関係の規制緩和の概要

調査対象業種であるトラック運送事業について

は、平成２年 1 2月のいわゆる物流二法（貨物自動

車運送事業法及び貨物運送取扱事業法）の施行に

伴う需給調整制度の廃止等をはじめとして、随時

規制緩和が行われてきた。これらの規制緩和事項

は、その波及効果の質的差異に応じて分類すると

以下の4つに分類される。

A：経営資源の有効利用に資する規制の緩和

○ 路線トラックと区域トラックの区分廃止に

より旧区域事業者の積み合わせ事業が可能と

なった。

○ 事業者がより広範な需要に対応した効率的

な運送体系を構築できるよう営業区域が逐次

拡大された。

B：参入に係る規制の緩和

○ 参入について免許制から許可制となり、退

出について許可制から届出制となった。

○ リースによる車両保有が、新規参入事業者を

含む全事業者に認められた。

○ 最低車両台数基準の地方運輸局間格差の是

正及び引き下げが行われた。

C：運賃・料金規制の緩和

○ 運賃・料金について許可制から事前届出制

となった。

D：手続きの簡素化、効率化に資する規制の緩和

○ 運賃改定の事前届出の際の原価計算書の添

付を不要とする運賃の範囲の設定及び拡大が

行われた。

３．統計データに基づくトラック運送事業

の経営状況等の把握

バブル崩壊に伴い、我が国産業の経営環境が平

成３年度以降大きく悪化するなかで、トラック運

送事業の事業者数は平成3年度以降も一貫して増

加している。一方、トラック運送事業の営業収入

は平成４年度以降伸び率が大きく低下しており、

１事業者当たりでは平成４年度以降減少を続けて

いる。運賃水準は、平成２年度から平成４、５年

度にかけて大きく上昇しているが、平成６年度以

降は減少に転じている。
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利益率では、上場企業では経年での際立った変化

は見られないのに対し、中小企業では平成３年度

に大きく低下して以降、低水準に留まっている。

４．トラック関連産業の実態調査による規

制緩和の効果分析

全国のトラック運送事業者3 , 1 4 9社を対象とし

て、規制緩和前（平成元年度）と現在（平成８年

度）を比較して、経営資源、経営状況の変化及び

これらの変化に対する規制緩和の影響を中心に、

事業規模別（車両保有台数）アンケート調査を行

い、7 7 9件（24. 7％）の有効回答を得た。結果の

槻要は以下のとおりである。

○　競争状況

5 6％の事業者が激化した（「緩和」は2％）

と回答している。

○　運賃・料金水準

6 2％の事業者が低下した（「上昇」は1％）

と回答している。

○　売上高

5 7％の事業者が増加した（「減少」は2 7％）

と回答し、増加した要因のトップは「経営努

力（7 7％）」で次は「景気高揚（3 3％）」であ

るのに対し、「規制緩和の効果」は1 6％。ま

た、減少した要因に「規制緩和による競争激

化」を挙げた事業者が46％あった。

○　営業利益

年間利益額（営業利益）は2 7％の事業者で

増加した反面、過半数の52％で減少している。

減少した要因のトップは「売上単価の低下

（6 7％）」だが、次に「規制緩和による競争激

化」の 4 4％。一方、増加の要因のトップは

「売上の増大による自然増（７％）」であり、

次が「リストラ（3 1％）」となっているほか、

「規制緩和による経営効率化」が1 7％となっ

ている。

○　運営費

運営費が増加したと回答した事業者は2 0％

あり、逆に減少したと回答した事業者は1 0％

であった。運営費の減少率のうち規制緩和に

よる効果は、全体から見ると２％であった。

○　書類申請手続等

トラック運送事業に関する書類申請手続等

の手間・コストの変化については、5 1％の事

業者から「軽減」したとの回答を得た。

５．運輸経済モデルによるトラック運送事

業の規制緩和の効果測定

トラック事業についての規制緩和の効果を計量

経済モデルを利用して、測定した。その推計結果

は以下のとおりである。

○　トラック事業者数　　　　4. 1％増加

○　運賃価格　　　　　　　　3. 1％低下

○　トラック輸送需要　　　　0. 8％増加

○　トラック事業者の売上高　2. 3％低下

○ 経済全体への波及効果　　3 , 2 2 4億円のコス

ト低下

６．まとめ

参入規制緩和、運賃規制緩和をはじめとする規

制緩和は、市場競争を促進させるとともに、コス

ト低下をもたらしたと考えられる。

その結果、本調査で確認されたように、トラッ

ク市場では、運賃低下、事業者増加といった現象

が起こるとともに、事業者は新需要開拓のための

新サービスの提供、更なるコスト削減のためのリ

ストラクチャリング、経営多角化といった様々な

努力を行っている。また、トラックの運賃低下が

経済全体へ与えた効果も試算された。

しかし、トラック事業の経営の変化に焦点を当

ててみると、規制緩和は事業者の競争力格差を拡

大させており、業績（売上・利益の状況）には事

業者間で大きな差異が生じていることが、アンケ

ートからも明らかになった。

報告書名：

「運輸産業における規制緩和の効果等に関する
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1．研究目的

我が国の貿易額の中心を占めるコンテナ貨物（機

械類、電気製品その他の雑貨）の国際輸送を担う

定期船輸送部門は、既にコンテナ化率が9割に達

している。このため我が国の国際コンテナ港湾の

整備・運営は、我が国の経済・輸送活動について

はもちろんのこと、国際的経済競争の中でもきわ

めて重要な位置を占めている。

本研究は、我が国の将来にとって最も重要な課題

の1つである国際コンテナターミナルについて、

その整備方針・運営方針に関する調査研究を行

い、提言をとりまとめたものである。

2．基本的背景の認識

我が国の国際コンテナ輸送を取りまく情勢として

注目すべき点は以下の通りである。

（1）アジアの経済発展と国際コンテナ輸送需要

の拡大傾向

東アジア・東南アジア地域のめざましい経済

発展が、海上輸送におけるコンテナ化の発展と

相俟って、国際コンテナ輸送の急増、航路の増

設・開設など国際コンテナ輸送の構造を大きく

変貌させており、日本の地方圏にまでその影響

が及んでいる。

（2）我が国の製品輸入需要の拡大傾向

我が国の企業は生産コストの低減を図り海外

進出を進める一方で、高度な生産財や中間部品

等を輸出する傾向が強まっている。このような

海外進出に、円高・内需拡大・貿易不均衡解消

の圧力が相俟って、我が国の製品輸入需要を拡

大させる傾向が続くものと予想される。

（3）企業物流の高度化動向

我が国企業の海外進出の進展に伴い、高度企

業物流の急激な国際的展開が見られる。また、

阪神・淡路大震災による神戸港の機能停止時の

国内荷主の利用港湾変更や海外トランシップ貨

物の寄港地変更など、港湾機能の低下に国内・

海外の船社・荷主は敏感に反応している。

（4）外航定期船産業の競争動向

国際コンテナ輸送市場における外航定期船産

業はかつてない厳しい競争状態に突入してい

る。経営の合理化を図るために、従来の共同配

船等の提携をこえたより広範・長期的かつ戦略

的なグローバルアライアンスが進んでいる。港

湾利用に関しては、今後、コンソーシャム別の

拠点港の特定化や契約コンテナターミナルの再

編等が進展し、一方では、コンテナ船の一層の

大型化が進められると予想される。このような

船社の動向は、荷主との契約、各種施設の調達、

港湾輸送事業者との契約等について、従来の慣

習を合理的に改めていく要因となろう。

（5）国際経済統合と輸送への影響

E U、N A F T A、A P E C等の国際地域経済の統合

によってブロック域内での貿易や直接投資が自
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由化されると、経済はより広い地域に渡って

競争的になる。経済統合による競争のより広域

的展開は、そのブロック内及びブロック間での

高サービス、低費用の輪送サービスを希求する。

3．提　言

以上の基本的背景の認識の下、荷主・船社の行

動を考慮した国際コンテナ流動モデルによる定量

化の結果を踏まえ、港湾の効率的整備・運営のあ

り方について、以下の提言を取りまとめた。

Ｉ．国際港湾整備への提言

（1）四大地域における国際コンテナターミナル

の整備

① 大規模コンテナターミナルの整備

東京湾地区・大阪湾地区・伊勢湾地区およ

び北部九州地区における大型船の寄港を可能

にする大水深バースおよび大容量高速荷役機

械を備えたターミナルの整備

② アジア航路向けと基幹航路向け施設の一体

的整備

四大地域港湾での基幹航路向け港湾施設と

アジア航路向け港湾施設の一体的整備

（2）アジア航路向けコンテナバースの分散整備

アジア地域と我が国とのコンテナ貨物量の急

増に対応する、アジア航路向けのコンテナバー

スの地方分散配置

（3）輸入雑貨増大への対応

輸入貨物の増大に対する、荷捌き、流通加工、

保管、展示・販売等の機能を果たしうる総合輸

入ターミナル等の整備

（4）施設整備に当たっての配慮

① 内港フイーダ施設の整備と効率的運営

内港フイーダバースと外航バースとの隣接

整備あるいは内航フイーダ船の外貿バースの

使用

② ターミナル及び周辺スペース計画の見直し　

コンテナハンドリング、港頭地区でのター

ミナルゲート待ちのための車両待避レーン、

シャーシ置き場等を考慮した余裕のあるター

ミナル及び周辺スペース計画

Ⅱ．港湾運営改善に関する提言

（1）港湾諸費用の低減

船社の寄港地選択の重要要因である港湾諸費

用低減のため、水先料金体系の見直しや水先業

務の効率化、港湾運送事業の高度化・効率化

（2）日曜荷役・24時間荷役

コンテナターミナルの日曜開業・2 4時間営業

の恒常化

（3）情報化による輸出入申請業務の効率化

輸出入関係行政業務の簡略化及びペーパー

レス化

（4）その他の運営改善に関する配慮事項

①　ターミナル空間の高度利用

コンテナ高積み等によるスペース有効利

用、ターミナル背後空間の空コンテナ置き

場利用等によるターミナル空間高度利用

② ターミナル整備方式の見直し

施設別の建設整備主体ならびに資金調達

方法等の抜本的な見直しを図る必要があ

る。
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1．調査目的

「四全総総合的点検調査部会」において、新た

な全国総合開発計画の策定に向けた検討が進めら

れる中で、望ましい国土像を形成するためには、

幹線交通を整備し、地域間交流を活発化する必要

性が叫ばれている。特に、東京一極集中の是正や

地域振興のためにも、複数の新たな国土幹線交通

網を構築する必要性が指摘されている。

本調査では、こうした状況を踏まえ、地域開発

と幹線交通網の整備の観点から、2 1世紀における

空港、港湾、鉄道等交通関係社会資本の整備のあ

り方について望ましい方向を見いだすことを目的

としている。

2．調査実施

委員会（委員長　岡野行秀　創価大学教授）を

設置し、平成6年度は、国土幹線交通網を形成す

るための前提となる、将来の国土の姿や交流のあ

るべき姿を想定し、それを支える国土幹線交通網

の投割とあり方を検討するとともに、これを実現

するための新たな国土幹線交通施設の整備水準を

策定する上での基本的な考え方を検討した。

平成7年度は、このような基本的な考え方に基

づき、利用者め視点から、交通・輸送を8つのカ

テゴリーに分類して、それぞれに対し、概ね2 0 1 0

年を想定した新たな幹線交通施設整備の指標の構

築を試みたものである。

３．調査内容

３．１ 将来の国土の姿と新たな国土幹線交通網の

あり方

新たな国土幹線交通網のあり方は、2 0 1 0年に

想定される「実現しそうな国土の姿」と「望ま

しい国土の姿」を対比し、そのギャップを埋め

るための役割を果たすものという観点から検討

した。

将来の国土の姿を検討するにあたっては、成

長、公平、環境を基本理念とする3つのシナリ

オを設定し、これらを個別に考察した後に統合

するというシナリオ・ライティングの手法を採

用した。また、「アジアの中の日本」及び「集

中と分散」が主要な論点となり、環境問題や災

害への対応にも留意しつつ、中枢都市、中核都

市を中心とした各地域ブロックが、自立的な発

展を遂げる姿が「望ましい国土の姿」として想

定された。

新たな国土幹線交通網のあり方は、国内交通と

国際交通に分けて示している。

国内交通においては、各地域ブロックが自立的

に発展を遂げる基盤としての「ネットワーク型の

構造」を構築し、隣接するブロックの境界付近に

おいてはインターブロック的なものを想定した。

地域ブロック内においては、地域内の均衡ある発

展を重視する必要性から、中枢都市と中核都市の

間、それらの都市と周辺部の間についての2段階

の「階層的な構造」を想定した。
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国際交通においては、地域ブロックを単位とし

た重層的なネットワーク構造を構築し、中枢都市

圏では北米・欧州など世界各地とのネットワーク

の整備を、中核都市圏ではアジア地域とのネット

ワークの整備を想定した。

３．２　新たな指標

既存の交通施設（鉄道、空港、港湾、道路）に

関する指標の問題点を整理・分析し、新たな指標

の設定にあたっては、1）体系的でわかりやすい、

2）発地から着地まで一連の流れに対応する、3）

総合交通体系の視点に立つ、4）交通へのニーズ

の多様化に対応する、5）実効性のある、6）物流

に着目した指標づくりの6つの視点から検討した。

本調査で提案している「新たな国土幹線交通網

の形成に向けた交通施設整備の指標」の特徴は、

「国内交通」と「国際交通」に分け、各々につい

て、「旅客交通（人流）」と「貨物交通（物流）」

を、「所要時間や運行頻度など迅速性をあらわす

『速さ』」と「環境負荷の軽減や交通機関の選択

性・代替性などをあらわす『やさしさ』」の2つの

視点から分類し、全体で8つに分類し、体系的な

指標づくりを行った点にある。（別表参照）

この結果、これまでの指標が交通機関別に策定

されていたのに対して、8つの分類別に、全交通

機関にわたる包括的・体系的な指標を提案してお

り、交通体系全体における各指標の位置づけが明

確になっている。また、これまで検討が不十分で

あった物流についても人流と同列に取り上げてい

る。

さらに、発地から着地に至る一連の流れへの対

応を重視したことにより、交通機関の利用者の視

点に立った指標を提示できた。例えば、都市間の

所要時間については、最短所要時間とともに、平

均的な待ち時間を加えた平均所要時間を算出し、

日帰りを想定した場合の相手先都市での滞在可能

時間も算出している。

複数の都市間データの平均値の算出にあたって

は、都市間の結びつきの強弱を反映させるため、

各都市間の旅客流動量を反映させたウェイトづけ

平均も試みている。

３．３　新たな指標による整備目標（指標値）

設定した指標を用いて、2 0 1 0年の国土幹線交通

網の整備目標（指標値）を、「現況値」「想定値」

「目標値」の3段階に分けて算出、設定した。

ここで、「想定値」とは、現在計画・構想中の

交通施設の整備プロジェクトが実現した場合を想

定した整備水準を算出したものであり、「目標値」

とは、将来の望ましい国土幹線交通のあり方を想

定した場合における整備水準を、実現のために想

定される政策オプションの提示とともに設定し

た。

－2－



－3－

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19虎ノ門マリンビル
TEL：03-5470-8405 FAX：03-5470-8401



１．調査の背景と目的

我が国の国内貨物輸送は、近年、トラック輸送

への依存度が高まり、大気汚染問題、道路混雑問

題、高齢化社会に向けた労働力不足問題等が顕著

化していることから、モーダルシフトの必要性が

叫ばれている。

このような背景から、その受け皿として鉄道貨物

輸送に期待される輸送需要に対応するための、長

期的視点に立った鉄道貨物輸送体制のあり方を検

討したものである。

調査は、関東～北海道間をケーススタディ地域

として選定し、平成6～7年度の2カ年にわたり実

施した。平成6年度は、鉄道貨物輸送における諸

課題を抽出することに重点を置き、当該地域にお

ける鉄道貨物輸送の実態把握をはじめとし、貨物

輸送の特性分析や鉄道貨物基盤施設等の状況を各

種データに基づき検討した。

本年度は、アンケート調査による荷主ニーズの

把握と鉄道コンテナ輸送側の問題点の抽出、関東

～北海道間を例にとり鉄道コンテナ輪送能力増強

のために必要となる具体的施設整備の検討を行っ

た。

２．現状の需要動向

隅田川～札幌貨物ターミナル間の平成5年4月と

平成7年4月の鉄道コンテナ輸送実績を比較すると

鉄道コンテナ需要は着実に増加しているものと考

えられる。平成7年4月は平成5年4月に比較し、輸

送能力が5トンコンテナ4 0個／日増加しているが、

それにもかかわらず積載率が向上していることを

考えると今後も潜在的な鉄道コンテナ利用ニーズ

があると考えられる。

３．鉄道コンテナ輸送サービスのあり方に

関するアンケート調査結果

荷主企業に対するアンケート調査結果による

と、鉄道コンテナ輸送の発着時刻の正確さや輸送

能力の大きさについては荷主企業はその優位性を

認めている。また、問題点としては、①鉄道コン

テナ輸送のP Rが不足している、②運賃・料金が必

ずしも安くない、③コンテナ規格が自社の貨物に

合わない、④総輸送時間が長い、⑤災害に弱い等

が指摘されている。

荷主から指摘されている問題点のうち、運賃・

料金の問題については、荷主が輸送距離、貨物量、

輸送時間、競合する輸送機関などから相対的な評

価を下していると言える。また、コンテナ規格の

問題については、実際には順次対応が進んできて

いると言える。

アンケート調査結果から指摘できる最大の問題

点は、J R貨物と鉄道利用運送事業者のP R不足であ

る。コンテナ規格等さまざまな面でハード的にか

なりの改善がなされてきているが、これが荷主に

知られていない面が多く見られる。また、輪送能

力不足が、積極的な営業展開を阻害しているとい

う一面をもっており、現状では、輸送能力不足に

より積極的なP Rができないことにより、鉄道コン

テナ輸送のメリットに対する認識が不足するとい

う悪循環が存在しているものと考えられる。
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したがって、鉄道コンテナ輸送を長期的に見た場

合、輸送能力の改善策が必要になるものと考えら

れる。

４．施設整備に関する調査・検討

輸送能力増強の方法としては、列車編成の長大

化と列車の増発が考えられるが、現状の旅客列

車・貨物列車のダイヤを前提とした場合、待避線

の有効長、単線区間などいくつかのボトルネック

があり、実現は難しい。そこで、関東～北海道間

でこれらの施設を改善した場合の建設費を概算し

た。列車4本を増発する場合（ケース1）で約2 1 0

億円、全ての列車に1両の車両を増結する場合

（ケース2－1）で6 0億円、列車4本に1両の車両を

増結する場合（ケース2－2）で4 0億円となる。ま

た、それぞれのケースの増収額は、ケース1で約

1 0億円、ケース2－1で約2億円、ケース2－2で約1

億円であり、増収率（年間収益増加額／概算建設

費）は4．8％～2．5％である。

今後は、長期的な輸送戦略のもと、資金調達の

方法も含め、適切な輪送能力向上策を探っていく

必要がある。

５．調査のまとめ

本調査の結果をまとめると以下のとおりであ

る。

① 現状において鉄道コンテナ輸送二一ズは増加

傾向にある。

② 鉄道コンテナ輸送の発着時刻の正確さや輸送

能力の大きさについては荷主企業はその優位性

を認めている。

③ しかしながらコンテナ規格、運賃・料金、輪

送時間など荷主企業の認識が正しいとは言えな

い面も指摘できる。

④ それゆえ供給者側はP Rの内容、方法等につい

て見直しを行っていく必要があるが、現在の輸

送能力も限界に近づきつつあるため、今後の需

要に対応するには輸送能力を増強しなければな

らない。

⑤ 鉄道施設を改善し輸送能力を増強する場合、

相応の増収は期待できるが実施に向けては長期

的な戦略のもと適切な方策を検討していく必要

がある。

この結果をふまえ、今後の鉄道貨物輸送に対し

ていくつかの提言をすれば、以下のとおりである。

① 競争力のある長距離輸送について輸送能力を

高める。

②　積極的なPR活動を行う。

③ 災害時における迅速な対応のための体制整備

を行う。

④ 継続的に輸送サービスの見直しを行う。

なお、これ以外にも列車枠の通運事業者への割

当、集荷・配達は通運事業者が行っているなど、

鉄道会社と鉄道利用運送事業者の関係に付随する

形での運賃体系のあり方、コスト管理の問題等に

ついても検討を進めていくことが望まれる。
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第Ⅰ編　自動車燃料用メタノールの
着色方法に関する調査研究

１．本調査の目的とこれまでの経緯

窒素酸化物による大気汚染は、都市部での緊急

かつ重要な問題となっている。窒素酸化物の発生

源として大きな割合を占める自動車については、

これを大幅に削減できる低公害・代替燃料自動車

が実用化の段階にあるものの、未だ大量普及には

至っていない状況にある。この低公害・代替燃料

自動車の一であるメタノール自動車の燃料である

メタノールは、毒物及び劇物取締法上の劇物に該

当し、これまでその販売等を行う者については毒

物劇物販売業の登録を受けた上で、専任の毒物劇

物取扱責任者を置く必要があった。これが、平成

6年4月の同法施行規則の改正で、着色により一般

用メタノールと区別された内燃機関用メタノール

のみを取り扱う毒物劇物販売業においては、メタ

ノールのみを扱う特定品目毒物劇物取扱責任者の

資格を有する者を毒物劇物取扱任者とすることが

できることとなった。それ故、メタノール自動車

の普及に関し、一般用メタノールと内燃機関用メ

タノールを区別するための、着色剤を検討するこ

とが必要となった。

本調査は、早稲田大学理工学部大聖泰弘教授を

委員長とする委員会を設け、その指導のもとに平

成6年度から開始され、6年度においては、内外に

おける燃料メタノールの着色に関する研究等の調

査、着色剤資料の収集及び着色剤選定のための要

求性能の検討を行った。

２．７年度調査の概要

7年度の調査は、6年度の調査で収集した資料を

もとに、着色剤の第1次選定とそれに続く自然貯

蔵試験等を通じて、その選定・絞り込みを行った。

（1）着色剤の第一次選定

6年度調査で、メタノールに可溶な市販の染料
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2 3種類を収集選定した。本年度調査においてこれ

を、溶解度、ハロゲンの有無等から5種類に絞り

込み第一次選定着色剤とした。

（2）自然貯蔵試験

地下タンク等での貯蔵状況を想定し、暗所に

おける着色メタノールの安定性を確認するた

め、第一次選定着色剤について自然貯蔵試験を

実施した。

① 試料サンプルとしては、試験片を浸したも

の、密栓或いは換気栓付としたもの等、各着

色剤につき各々6本計30本を用意した。

② 試験項目としては、減量測定及び分光光度

計による吸光度測定を実施した。

③ 自然貯蔵試験の期間としては1カ年を予定

するが、これまでの試験結果においてN o．1

～N o．3の着色剤については安定性が確認さ

れたのに対し、N o．4の着色剤については試

験開始時点において吸光度に大きな変化が認

められた。

（3）燃料分析試験

自然貯蔵試験と平行して、着色メタノールの

濾過特性・金属成分について燃料分析試験を行

った。

（4）変異原性等の確認

メーカーに製品安全データシートの提供を求

め、第一次選定の各着色剤についての変異原性

等に関する安全性の確認を行った。その結果、

N o．2のみが陰性で他はすべて不明であった。

また、N o．5に毒性があることが明記されてい

た。

（5）まとめ

以上の経過から、N o . 4及び5を選定対象から

除外し、N o . 1～N o．3の着色剤について今後も

検討を続けることとした（なお、自然貯蔵試験

については、試験期間終了までN o．4及びN o . 5

を含む全サンプルについて観察を継続すること

とした）。また、N o．1は食品添加剤、N o．3は

化粧品等に使用されている着色剤であることか

ら変異原性に対する疑念は薄いと思われるが、

安全性を確認するため、両者について変異原性

試験を実施することとした。

第2次選定は、今後の自然貯蔵試験、変異原

性試験等の結果をもとに行うこととしている。

なお、8年度以降の本件についての調査は、

(財)物流技術センター運輸低公害車普及機構に

おいて実施される予定である。

第Ⅱ編　メタノール自動車に装着し
たフレームアレスターの防
火（炎）性能についての調
査研究

メタノール自動車の給油のため、燃料タンクの

給油ロを開放したとき内部の蒸気ガスが外部に漏

れる。この際、外部に静電気等による火種があれ

ば、蒸気ガスに着火する可能性がないとは言えな

い。このための予防措置として、現行のメタノー

ル自動車は通常、燃料タンクの注入部の先端に金

網（wire gauze）型のフレームアレスター（f l a m e

a r r e s t e r，火炎防止器）を装着している。しかし、

フレームアレスターのメタノールガスに対する防

火（炎）性能については、未だ定まった評価試験

が行われていないため、実験室レベルにおけるメ

タノールガスに対するフレームアレスターの消炎

性能に関する基礎的研究を実施した。

研究は、東京工業大学工学部の津田研究室に依

頼して行い、伝導モデルを用いて消炎現象を解析

し、金網型アレスターの消炎性能と、金網のメッ

シュ数、線直径、枚数の定量的関係式を明らかに

した。

第Ⅲ編　I E A代替燃料協定及び電気
自動車協定

標記の協定は、I E A（国際エネルギー機関）の

活動の一環として行われている国際協力による調

査研究活動である。両協定への参加国は共に1 0カ

国であり、執行委員会での討議を経て、アネック
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スと呼ばれるプロジェクを実施している。日本か

らは代替燃料協定に(財)日本自動車輸送技術協会、

新エネルギー・産業技術総合開発機構及び(財)日

本自動車研究所の3機関、そして電気自動車協定

には(財)日本自動車輸送技術協会及び新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構の2機関が政府指定機

関として参加している。

本年度は、代替燃料協定で1回、電気自動車協

定で2回の執行委員会が開催されており、本編で

はその議事概要と、代替燃料協定アネックスⅤ

「代替燃料／エンジンの性能」最終レポートを掲

載した。

なお、両協定への日本の参加機関の内（財）日

本自動車輸送技術協会は、8年度より（財）物流

技術センター運輸低公害車普及機構に変更される

こととなっており、両執行委員会においても承認

されている。
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１．調査の背景と目的

中部圏において岐阜県と富山県から構成される

いわゆる飛越を中心とした地域は、太平洋側と日

本海側を結ぶ地域連携軸を形成する地域として注

目され、変化に富む自然や個性豊かな歴史文化資

源の存在など連携のための資源に恵まれている。

さらに東海北陸自動車道整備の進展、J R高山線の

存在など地域連携を促進する条件も整っている。

本調査は、当該地域における高山線を中心とし

た交通ネットワーク整備の方向づけ及び交通ネッ

トワーク整備を活かすうえで重要となる観光を通

じた地域振興に向けた具体的施策の検討を行っ

た。

２．交通体系の現況特性と問題点・課題

高山線は岐阜・富山両県を結ぶ唯一の鉄道であ

り、東海北陸自動車道とともに、いわゆる「日本

中央横断軸」を支える基幹的交通基盤であり、沿

線には有力な観光資源も数多く有している。これ

まで、新型車両の投入や岐阜・高山間の地上設備

の改良および新幹線「のぞみ」と特急列車との接

続などによりスピードアップが図られ、特急「ワ

イドビューひだ」の投入により優等列車の輸送量

は増加したが現在は横バイ状況となっている。

一方、高山・富山間は新型車両は投入されてい

るものの地上設備は未改良であり、また、岐阜・

富山県境区間（古川・猪谷間）は、その他の区間

に比べ列車の運行頻度が極めて低くなっている。

バス交通は、鉄道と同様に自動車交通との厳し

い競合状態にあり、乗合バスは免許キロ数、輸送

人員とも減少傾向にあり、また、平成元年～平成

5年の営業収支は岐阜県は赤字額が拡大、富山県

では黒字幅が減少している。

３．観光レクリエーション等広域交流の現

況特性と問題点・課題

平成5年度の岐阜県・富山県の観光入込客は、

岐阜県5，0 0 6万人、富山県2，4 2 8万人で、前年度

に比べて落ち込みをみせているが、平成4年度ま

では順調に拡大し、全国動向と比較すると当地域

の伸長は著しいものがある。

市町村別では岐阜市の9 6 4万人を筆頭に、富山

市、高岡市、下呂町が2 0 0万人の人込み、主要観

光地別では岐阜県の高山、下呂温泉、恵那峡、富

山県の立山黒部アルペンルートなどが年間1 0 0万

人の入込客を数える主要観光拠点となっている。

宿泊客比率は両県とも低下傾向にあり、県外客

比率は岐阜県で低下傾向、広域的誘客力の高い飛

騨を除き名古屋圏を中心とする東海地域からの入

込みが中心であり、四季別人込み構成は特に富山

県で夏季への集中傾向が強い。

広域観光ルートは、「名古屋－下呂温泉－高

山－奥飛騨温泉郷－上高地・松本」と「松本・大

町－黒四ダム－立山－富山・魚津－宇奈月・黒

部」が2大ルートとなっており、高山線沿線全域

をネットワークする広域観光ルートは定着してい

るとはいえない。
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４．交通体系整備の将来方針

交通体系の現況特性と問題点・課題および交

通・観光事業者等アンケート調査結果をふまえ、

当地域の交通体系整備の将来方針の検討を行っ

た。

高山線を中心とした鉄道交通整備の方針として

高山線の機能強化を図る。現行の高山線にはスピ

ードアップの余地があり、両県間さらには、能登

方面、名古屋方面もにらんだ広域観光ルート形成、

都市間輸送ルートとしての活用をめざす。さらに、

機能強化をふまえた名古屋～岐阜～富山直通列車

の増発など輸送サービスの向上、観光事業者等と

の連携による各種企画商品の開発など多角的なソ

フト施策の充実と駅施設および駅前広場関連施設

整備を推進する。

バス交通等をめぐる整備の方針としては、鉄道

と連携したバス交通等の充実を図るため、鉄道を

補完しつつ広域観光ルートを支えるバス路線の拡

充、主要拠点を周遊する「ルートバス」、鉄道と

タイアップしたタクシーおよびレンタカー、レン

タサイクルなどを充実させる。その他、将来にお

ける高速バス路線ネットワークの実現等を図る。

また、交通モード間の連携・調整の方針として、

自動車交通との連携・調整、航空交通との連携の

充実を図る。

５．観光を通じた地域振興の将来方針

観光を通じた地域整備の将来像を実現するた

め、つぎのような基本的な将来方針を定め、その

具体化をはかることが必要である。

（1）広域観光の推進

当地域の広域観光は、とくに両県をまたぐ広

域観光ルート形成が十分なものとはいえないな

ど、克服すべき課題を有している。また、高山

や宇奈月など一部拠点を除いて十分に誘致圏の

広域化が進んでいない。

このため、高山線の高速化の推進と運行サー

ビスの向上、他の交通機関との連携をもとに、

多面的な広域観光ルートの育成・充実により地

域内外におよぶ広域観光の実現をめざす。また、

近畿、首都圏等誘致圏の広域化についても実現

をめざしていく。

（2）滞在化の促進

当地域の観光においては、滞在化の停滞・後

退がみられており、その克服が求められている。

そのため、新しい魅力ある拠点の育成等の推進

と低価格化等による滞在環境づくりを推進す

る。

（3）通年化の促進

当地域の観光を通じた地域振興にとって、通

年化の実現は広域化、滞在化の促進と並んで重

要な課題である。問題は冬枯れ現象だけでなく、

祭り、芸能等の文化観光における特定期間への

集中、また、冬季中心のスキーリゾート等の冬

季以外における活用など多岐に及ぶ。このよう

な通年化促進に向けた課題に対応するため、冬

季対策の充実、文化型観光における通年体験が

できる環境づくりの推進、スキーリゾート等の

通年活用をはかる。

この他詳細は省くが地域ぐるみ型観光の推

進、国際観光の推進等の方針を示している。

６．まとめ

交通体系整備の将来方針およぴ観光を通じた地

域振興の将来方針を受け、地域内外の事例から広

く学びながら、当地域の観光を通じた地域振興に

向けた具体的な施策を検討したものを図に示す。
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１．調査の背景と目的

千葉と神奈川とを結ぶ東京湾横断道路は、平成

9年度に供用開始が予定されており、同道路の開

通により新たな広域的交通ネットワークが形成さ

れる。

本調査では、東京湾横断道路を利用した公共交

通サービスとして高速バス事業を対象として、そ

のあり方、実現の可能性、具体的サービス、課題

等について検討を行った。

２．東京湾横断道路を利用した高速路線バ

ス事業のサービスイメージ

高速路線バスの利用客属性別に、対象地域の特

性及びポテンシャルに即した高速路線バスのサー

ビスイメージを明確にした。

（１）千葉県～神奈川県間の通勤・通学客を対象

とした高速路線バス

現在、川崎～木更津間を運航しているフェリ

ー（マリンエキスプレス）を利用した通勤・通

学需要があり、この需要は、東京湾横断道路完

成後に高速路線バス利用へ転換することが予想

される。

（２）ビジネス等の業務客を対象とした高速路線

バス

木更津市は、首都圏整備における業務核都市

として位置づけられ、「かずさアカデミアパー

ク構想」も進展し、東京、神奈川とも密接な連

携が必要になる業務拠点が存在する。今後は、

東京、神奈川とこれらの地域間の業務交通が東

京湾横断道路を用いて盛んになることが予想さ

れる。

（３）小グループ型や家族連れ型の観光客を対象

とした高速路線バス

房総半島の観光資源の特徴は、春から夏にか

けてのシーズンでの山・海の豊かな自然であ

る。首都圏の日帰りあるいは1泊2日旅行圏の観

光地としての観光需要は大きいと考えられる。

また、神奈川県側にも、横浜、三浦海岸等、多

様な観光資源が存在し、東京湾横断道路を利用

した千葉県からの入り込み客が期待できる。

（４）私用、買い物等の一般旅客を対象とした高

速路線バス

神奈川県～千葉県間の旅客流動に対して、サ

ービス水準の高い高速路線バスが提供されれ

ば、既存の鉄道ルートからの転換需要が見込め

る。また、既存のマリンエキスプレスが輸送し

ている一般旅客の多くが高速路線バスを利用す

るものと考えられる。

（５）空港アクセスバス

① 房総地域及び千葉市周辺からの羽田空港

アクセスバス

東京湾横断道路が供用されれば、房総地

域から羽田空港への短絡ルートとなるとと

もに、千葉市方面からも所要時間に信頼の

おけるルートが開発されることになるた

め、羽田空港へのアクセスバスが想定でき

る。

②　神奈川県からの成田空港アクセスバス

現在の空港アクセスバスは所要時間の信
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頼性に課題を持っている。東京湾横断道路

を利用したルートを走行すれば、所要時間

の信頼性が確保されたサービスが提供でき

る可能性がある。

③ 成田・羽田空港連絡バス

現在の成田・羽田空港連絡バスが、東京

湾横断道路を活用したルートを走行するこ

とにより、短時間かつ定時性の確保された

バスサービスが提供できると考えられる。

３．想定される高速路線バスサービスの実

現可能性

（１）需要予測及び事業採算性の基本的考え方

需要予測及び事業採算性は、次のような基

本的考え方により検討した。

① 需要予測は、短期的には開通当初の1 9 9 8

年、長期的には横断道路関連道路の概成時

点の2005年を想定する。

② 横断道路に関連した地域開発、アクセス

整備なども想定されるため、開発需要も見

込んだ需要も検討する。

③ 需要の発生・集中量は、人口や経済指標

に関連しながら今後も増加していくものと

仮定する。

④ 分布パターンは短期的には現在パターン

を基本とし、長期的には横断道路の完成に

よる時間短縮効果が発現することからグラ

ビティーモデルによりこの効果を加味した

推計とする。

⑤ 事業採算性は、バス事業者のヒアリング

等から運行頻度を 4 0分に1本を基本とし、

採算確保に必要な乗車人員を9 0 0人／日以

上としている。

（2）実現可能性の検討結果

高速路線バスの実現可能性の検討結果を次に示

す。

①　開通当初（1998年）

開通当初は単独ルートで需要が見込める路

線はない。しかし、高速路線バスターミナル

を、地域の交通ネットワークの結節点である

鉄道駅に所在させることを基本とし、神奈川

県側、千葉県側の旅客を、それぞれ川崎駅、

木更津駅に集約した場合には需要が1， 0 0 0

人／日となり高速路線バスの設定が可能とな

る。またこの場合、川崎駅～木更津駅間の高

速バスのうち、ある程度需要が見込める時間

帯については、木更津駅を経由して袖ケ浦駅

まで運行することも可能である。

羽田空港～木更津駅の需要は、4 3 0人／日

程度となり路線設定は難しい。

横浜駅～成田空港、羽田空港～成田空港間

の高速バスは、定時性の確保が重視され、東

京湾横断道路ルートを選択する可能性があ

る。

また、今回の前提条件下での需要の採算ラ

インである往復9 0 0人／日に満たなかったル

ートの中で、特に需要の大きいものとして横

浜駅～木更津駅間の高速バス路線がある。当

該路線は、最低賃率ケースで往復8 0 0人／日

の需要が見込まれており、ピーク時のみの運

行とするなど個別バス事業者の経営判断によ

る実現も考えられる。

②　関連道路概成時点（2005年）

2 0 0 5年は、東京湾横断道路の時間短縮効果

により、神奈川県～千葉県間の交通量が大幅

に増大することが期待できる。また、川崎縦

貫道路が整備されることにより、川崎駅、横

浜駅と千葉県各市（木更津市、柚ケ浦市、君

津市、富津市）の4～9路線の成立が期待でき

る。

羽田空港～木更津駅は空港利用者（送迎者

含む）のみの需要は4 9 0～5 4 0人／日程度であ

るが、羽田空港で公共交通に乗り換えて都心

方面への利用者を取り込んだ場合、最低賃率

ケースにおいては設定が可能である。

横浜駅～成田空港、羽田空港～成田空港間

の高速バスは、定時性の確保が重視され、東

京湾横断道路ルートを選択する可能性があ
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る。

４．高速路線バス事業実現に向けての今後

の戦略と課題

（１）今後の戦略

本調査における需要予測は、人口や域内総生

産などの社会経済指標と一般的なネットワーク

条件から推計される1日の平均的な需要を推計

したものである。実際の運行については、次の

ような戦略的な要因も含めて柔軟な路線運行が

期待される。

① バス事業者が戦略的に捉えた路線について

は、採算性が見込める年次よりも先行的に運

行し、顧客の獲得に努めることも重要となる。

② 路線によっては共同運行を行い、ピーク時

はバス車両や人員の配置を効率的に行うこと

で、負担を軽減することが期待される。

③ 空港アクセスバスは、必ずしも空港あるい

は航空利用者のみをターゲットとする必要は

ない。空港は地域の交通の拠点とも見なしう

る上、途中経由地があれば経由地間の利用者

をターゲットとすることも可能である。

④ 空港アクセスバスについては、夜間や早朝

時には定時性が担保できることや、主に帰宅

時にはゆったり帰ることができるなど、モデ

ル推計に反映しなかった要因がある。このた

め、このような要因から考えられる需要につ

いては積極的に開拓していくことも考えられ

る。

（２）今後の課題

関係する自治体や行政は、東京湾横断道路の

開通に伴う東京湾岸の公共交通網の構造変化に

より、地域の活性化を進める必要がある。この

ため、公共交通としてのバス運行が円滑に進む

ように次のような課題を解決していく必要があ

る。

①　バス運行に必要なネットワークの整備促進

②　バス運行に重要なターミナルの繁備

③　関連する地域開発の促進

④ 個別バス事業者の経営判断による高速路線

バスの実現　
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１．倉庫事業者の概況と調査の目的

近年、我が国産業の構造変化、消費生活の向上、

情報化の進展等による貨物流通を取り巻く環境の

変化から、倉庫事業者に対する荷主ニーズは高度

化・多様化している。また、円高、貿易の不均衡

是正のための輸入促進策、企業における国際水平

分業化の進展などの影響を受け、倉庫事業者では

輸入貨物の取り扱いが増加の傾向にある。したが

って、こうした環境の変化から保管のみならず保

管に前後する関連サービスの提供を行うトータル

物流事業者への転換が求められている。また一方

で、労働力の高齢化、長期的に予想される労働力

不足、用地確保の困難性、サービスレベルの向

上・コストダウンの要請等、厳しい経営環境下に

ある。このため、業務の合理化や作業の効率化を

強く推進する必要に迫られている。

倉庫事業者のこうした合理化・効率化の手段に

情報化の推進が挙げられる。近年の情報化の進展

は著しく物流業界でもE D Iの検討が進められてい

る。倉庫事業者にとっても自社の情報化をはじめ

とし物流 E D Iへの取り組みが今後の重要な課題と

なっている。

本調査の目的は、物流事業者の情報化の促進に

あたり、物流事業者の情報化の現状とバーコード

の利用状況を把握するとともに、物流事業者にと

っての「物流バーコードのあり方」を検討するこ

とである。

２．バーコード利用状況と問題点・課題

調査では、倉庫事業者を対象に対するアンケー

ト調査及びバーコードを利用している倉庫事業者

に対するヒアリング調査を行い、倉庫事業者の情

報化、バーコードの利用状況や利用上の問題点や

課題等、効率化を進めていくための情報化手段と

してのバーコードに対する現状を把握した。

まず、アンケート調査の回収率は5 4％に達し、

倉庫事業者の情報化やバーコードに対する関心の

高さがうかがわれた。アンケート回答事業所の資

金規模が多少高かったこともあるが、回答事業者

の9 6％が倉庫業務にコンピューター管理を導入し

ていると回答しており、倉庫事業者の情報化は進

んでいる。しかし、コンピューター管理の対象業

務は事務処理が中心であり、荷役効率化等の分野

での情報化を進める余地は十分残されていると考

えられる。また、バーコードの利用は、「すべて

の貨物に利用」とする回答事業所は全体の4％、

「一部の貨物に利用」は1 6％となっており、両者

で約2割に留まっている。

利用の阻害要因としては、マーキングの普及が

十分でないこと、バーコードの費用負担、バーコ

ードの必要情報項目が荷主と倉庫事業者間で異な

っていること等が挙げられている。しかしながら、

今後は利用したいと拘答した事業者が約3割であ

り、条件さえ整えば利用する事業者も多いと考え

られる。

バーコードを利用している事業所での利用対象

業務を見ると、全体的には人出庫業務が中心であ
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る。倉庫種類別にみると、普通倉庫では在庫確認

業務等の他の一部の業務にも幅広く用いられてい

るが、一方、冷蔵倉庫では不定貫（検量）商品の

入出庫業務への利用に集中しており、より広い業

務への活用を望んでいる。また、利用の拡大の条

件として、様々な業種・荷主・貨物内容を超えた

汎用性のある標準バーコードの出現を望んでい

る。

以上の調査の結果のまとめとして、

・ 情報化促進の有効手段であるバーコードの利

用意識向上のための啓蒙活動が望まれること。

・　倉庫事業者に寄与する情報項目のバーコード

化の検討が必要であること。

・ バーコードのマーキングの普及や標準化の促

進。

が課題として挙げられている。また、今後検討す

べき課題として、財政支援措置等導入のための環

境条件の整備、ロットとしての貨物の認識手段と

してのバーコードの具体的管理方法及び将来的な

物流EDIとのリンクへの取り組みが重要である。

３．まとめ

本年度は、アンケート・ヒアリング調査により

倉庫事業者の情報化の現状把握とともに、その手

段としてのバーコードの利用状況を把握し、その

問題点や課題の整理を行った。現状、標準バーコ

ードは倉庫業務に十分活かせない等、様々な阻害

要因が明らかにされたが、倉庫事業者が利用を促

進するためには、汎用性のあるバーコードを検討

することが重要である。このため、次年度ではこ

の汎用性のあるバーコードの具体的な利用案を検

討し実際の倉庫事業者の利用状況と合わせて検証

を行い、問題点や課題の洗い出しを行い、バーコ

ード利用普及に向けての諸施策を検討することと

している。
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１．研究目的

本調査は平成3年度の運輸技術審議会第1 6号答

申「2 1世紀を展望した運輸技術施策について」に

かかげられた技術施策の実現状況の把握、我が国

の運輸技術開発活動の現状の把握等のフォローア

ップを行うとともに、各分野の専門家へのヒアリ

ング、デルファイ法によるアンケート調査を通じ

て、2 1世紀へ向けた運輸技術に関する重点テーマ

及び支援方策を整理したものである。

２．「1 6号答申」における技術施策の実現

状況の把握

「1 6号答申」における技術施策について、9 0年

代に実現を目指す短期的集約テーマ、2 1世紀に実

現を目指す長期的集約テーマに分け、現時点にお

けるその実現状況や研究の進捗状況を、文献資料

の調査等により取りまとめた。

また、これまで5回にわたり当センターで実施し

た将来の運輸技術テーマについての専門家に対す

るデルファイ法実態調査で重要と考えられた技術

テーマの変遷をとりまとめた。

３．2 1世紀に向けた運輸技術に関する重点

テーマ及び支援方策

「1 6号答申」では、（1）自動車・道路、（2）鉄

道・鉄道施設、（3）船舶・航路・港湾、（4）航

空・航空支援施設・空港・宇宙、（5）物流、及び、

（6）複合システムの6つの運輸技術分野で重要と

考えられる重点技術テーマを専門家への実態調査

により抽出している。本調査においても、今後の

運輸技術における重点技術テーマの評価と開発ス

ケジュール、支援方策を検討するために、改めて

専門家等への実態調査を行った。

その結果、新たな実態調査を実施するため、専

門家ヒアリング等を通じて新たに加えるべき技術

テーマとして先進安全自動車関係技術等を抽出

し、また既に実用化されているもの、重点テーマ

としての魅力を失ったもの等を削除した。

実態調査は将来の運輸技術分野における重点技

術における重点技術テーマの評価、支援策を検討

するためのものであり、専門家6 5 1名に対し調査

票を送付して実施した。

調査は①自動車・道路、②鉄道・鉄道施設、③

船舶・港湾、④航空、航空支援施設・空港・宇宙、

⑤物流、⑥情報・ヒューマンエラーという運輸技

術分野別に重点技術テーマについて、①期待する

実現化時期（「2 0 0 0年まで」から「2 0 2 0年以降」

までの4つの選択肢の内からの選択。なお本項に

ついては1回目の調査結果を示しながら同項目に

ついて再度調査する「デルファイ法」による調査

を行った）、②重要度評価（第1回目調査・社会緊

急性、社会インパクト、産業へのインパクト、技

術レベルへのインパクト、国際的技術先進性の各

項目について5段階評価）、③支援方策（第2回目

調査・研究開発支援方策、実用化支援方策につい

て資金援助、環境安全対策等の8項目について3段

階評価）の3項目を問い合わせた。

報告書ではそれらの結果について、各運輸技術

分野別に詳細に取りまとめたが、全体的には、
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（１）重要度評価では9割のテーマについて1 5～

2 0点（5つの指標の合計点）の範囲内にあり、

2 0点を超えたのは自動車・道路で3テーマ、

鉄道・鉄道施設で1テーマである。

（２）実現化期待時期は2 0 0 0年～2 0 1 0年に集まる

傾向があり、今後5～1 5年の間に実現化が期

待されているものが多い。また、重要度が高

いものほど期待する実現化時期が近くなる傾

向がある。

４．技術開発の方向性

上記の調査から、各運輸技術分野別に、重要度

と支援方策要求との関連性を図示した。また、重

要度評価の高い順に支援方策要求度、期待する実

現化時期を表に取りまとめた。

運輸技術全体としては、安全・防災、環境対策

の技術開発への支援と、新しい次世代システムの

開発に向けての支援がより重要になってくる。ま

た相対的には実用化支援より、研究開発支援方策

の充実をはかる必要性が大きい。
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１．背景と目的

我が国の国際航空企業、外交海運企業は、国際

的な競争の激化するなかで合理化等の経営改善努

力を行い体質強化を目指している。しかしながら、

そのサービス提供にかかるコストが相対的に割高

であることや近年の円高等によって、コスト面に

おける国際競争力は著しく低下している。本調査

は、我が国の国際航空、外交海運がおかれている

経営環境とコスト競争力の実情、これらを踏まえ

た我が国企業の国際競争力の面からの取り組み課

題等について検討したものである。

２．国際航空

２－１ 調査内容

昨年度調査では、日本、米国、英国、仏国、

独国、韓国、香港、シンガポールの8カ国・地

域について国際航空事業の現状、企業の収支構

造、その国際（企業）間比較、空港費用、公租

公課等について調査分析した。今年度は更に対

象を絞って、①生産性・効率性等格差要因の分

析、②税制・優遇措置の把握、③投入構造差異

の分析など、エアライン間の競争力差異の要因

の分析を行い、また、各企業の費用低減事例の

収集整理を行った。そして、それらから今後の

取り組みの方向を検討した。

2－2 これまでのコスト競争力確保に向けた取り

組みと今後の方向

（１）航空輸送産業では、一般に他産業より固

定費比率が相対的に高いため、需要の変動

が収益に影響しやすい。このため、コスト

を低下させ競争力を確保していくために

は、航空機材や人件費といった費用に占め

る固定費の割合の見直し、削減が重要にな

ってくる。この固定費の圧縮は日本の航空

企業の取り組み施策の中心に据えられてお

り、また外国の航空企業の合理化策でも重

要課題となっている。

（２）航空機材については導入機種、機数の十

分な検討、耐用年数の見直し、ウェットリ

ースの利用拡大などについて取り組む必要

が高いと考えられる。人件費削減について

は、日本では終身雇用制や年功制賃金など

日本独特の特徴から難しい面もあるが、新

たな雇用形態、賃金体系の変更などについ

て継続した検討と導入が必要になることは

否定できないとみられる。一方、事業規模

の拡大、国際・国内の市場比率、路線の便

数等によっても単位あたりのコストは削減

する傾向があり、多面的な取り組みが必要

となってこよう。

（３）著しい円高に対しては、航空輸送産業で

は大幅な業務の海外シフト、コストの外貨

化が従来困難であるため、円高はそのまま

相対的なコスト増、競争力の低下につなが

ってくる傾向がある。しかし、機材の海外

整備や運航・客室乗務員の外国人雇用など

は一部実施されており、過去には燃料費で

円高及び原油安による大きな削減効果が生
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じた経緯もあるなどコストの外貨建てによ

るメリットを少しでも大きくする努力が重

要となってこよう。

（４）機材の運用効率の向上も重要な視点とな

る。運用効率は路線ネットワークに大きく

影響されることから、従来の運航路線に加

えネットワーク上の相乗効果も考慮した新

たな路線の需要開拓に努めることが重要と

なる。一方で、需要が小さい不採算路線に

ついては機材規模の切り替え、共同運行の

実施、または休止も検討されることが必要

となろう。

（５）航空企業間の提携、共同化も推進される

必要性が高い。スケールメリットの獲得が

可能となると同時に、各社に共通に発生す

るコスト削減のために提携する視点が重要

になってくる。

（６）行政側の課題では、企業での施策実施が

円滑に行われるような環境整備を図る視点

が必要である。航空技術の進歩や、企業運

航形態も多様化が進んでいる中、これに対

応した規制のあり方の検討及び素早い対処

は、企業での経営努力を促進させるために

も重要となってくる。

３．外航海運

３－１ 調査内容

昨年度調査では、日本、米国、英国、独国、

韓国、香港、シンガポール、デンマーク、台湾

の9カ国・地域について外交海運産業の現状、

企業の収支構造、その国際（企業）間比較を行

い、また、北米航路運航モデルにより我が国船

社と世界のコンテナ船運航平均コストを比較し

た。本年度は、特に伸長著しい韓国、台湾の外

航海運界の現況を詳細に調査し、コスト競争力

上重点的に考慮すべき費目（船員費、管理費、

港費・ターミナル費、内陸運送費、資本費）の

比較検討した。その結果とこれまでの我が国船

社のコスト削減方策から、今後の我が国船社の

コスト競争力確保のための取り組みの方向を検

討した。

３－２ 韓国、台湾船社と我が国船社の個別コスト

の比較結果

（１）船員費、管理費

我が国船社はアジア船社に比べて高い水準

にある。これは、船員及び陸上勤務員の年間

給与の格差が大きいことによる。特に、船員

費については1隻あたりの年間船員費（日本

の混乗船）で比較しても、韓国 5 7％、台湾

65％の水準である。

（２）港費・ターミナル費、資本費

大きな差はない。港費・ターミナル費につ

いては、港ごとでは日本の方がアジア諸国よ

り高いが、1航路単位で比較するとそれほど

の格差はなくなる。

（３）内陸運送費

我が国船社はアジア船社に比べて高い水準

にある。これは、日本船社がサービス向上の

ため8 0年代に行った内陸輸送への積極的な先

行投資に起因するものである。しかし、今後

はアジア船社も内陸輸送のための投資を強い

られることが予想され、同一の内陸ルートで

みる限りは内陸輸送コストの差は徐々に解消

するものと考えられる。

３－３ 今後コスト競争力確保に向けた我が国船社

の取り組みの方向性

（１）船員費対策

従来より我が国船社は積極的に取り組んで

きているが、船員費における格差は依然大き

い。今後は外国人船員の更なる活用を推進し

ていくための外国人船員の教育にも注力して

いくものと思われる。

（２）管理費対策

アジア船社に比べその競争力の劣位は明ら

かであり、貨物の市場が今後更にアジア中心

へとシフトしていくこと等も考慮すると、営
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業拠点や管理部門の更なる海外（特にアジア）

へのシフトや荷主のアジアシフトの動向に歩

調を合わせた合弁会社の設立を進める等の方

策が有効であると思われる。

（３）港費・ターミナル費対策

自社ターミナル運営の外注化をある程度実

施していくことが有効である。また、複数船

社のターミナル共同使用により個々の船社の

ターミル費の抑制が可能となる。

（４）内陸運送費対策

コスト的に最大の費目であり、削減余地も

大きい。米国内の西行国内貨物の集荷に注力

し、内陸輸送における空コンテナの発送をい

かに抑制するかが課題となっている。米国内

関連会社の営業力を増強し集荷能力増強に努

めることや、ユーザーニーズを取り込んだコ

ンテナオペレーションシステムの構築の必要

がある。また、航路・ルート・貨物等により

異なるコストをコンテナ単位で把握し、運賃

との的確なマッチングにより収益力をたかめ

るネット・コントリビューションの手法の浸

透を図ることも必要になる。

（５）資本費

現時点においてはほぼ対等であるが、我が

国貿易構造のアンバランスによる空コンテナ

の発生への対処など、今後とも現在のコスト

削減方策の継続的な実施が必要と思われる。

－3－
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１．調査の目的

近年、二酸化炭素等の温室効果ガスに起因する

地球温暖化が、重大な国際間題になっており、

1 9 9 2年国連環境会議において気候変動枠組条約が

採択され、我が国も、 1 9 9 3年にこれを受諾し、

2 0 0 0年までに温室効果ガスの排出量を1 9 9 0年の水

準に戻すことを当面の政策目標としている。

運輸部門の二酸化炭素排出量は、我が国の総排

出量の2割を占め、今後さらに増加すると見込ま

れており、総合的対策の推進強化が課題となって

いる。一方、環境への負荷活動を行う者に対する

経済的負担措置については、O E C Dを中心に国際

的にも推奨されており、我が国への導入について

は、環境基本法においてその調査・研究の必要性

が明記されている。

これらのことから、本調査においては、運輸部

門から排出される二酸化炭素の現状の把握、諸外

国における環境税の導入事例の調査、そして、運

輸部門に環境税を導入した場合の輸送需要に与え

る影響・二酸化炭素の抑制効果・諸物価へ与える

影響を把握するための、シミュレーションモデル

の開発を行うものである。

２．我が国における二酸化炭素の排出状況

我が国の平成5年度の二酸化炭素総排出量は、3

億2千4百万Cトン（炭素換算トン）と推計されて

いる。部門別にみると、産業部門が4 0．7％、民

生部門（家庭＋業務）が2 3．3％、運輸部門が1 9．

4％を占めている。また、過去（1 9 7 0年から 2 3年

間）の推移をみると、産業部門でほぼ横這い、民

生と運輸部門では約2．2倍の増加傾向にある。な

かでも、運輸部門の排出量の推移を見ると、旅客、

貨物部門においてはそれぞれ2．8倍、1．6倍に増

加し、近年では自動車からの排出量が両部門とも

その約8割を占めている。

３．諸外国における炭素税の導入事例

1 9 9 3年現在、すでに炭素税を導入している欧州

5カ国（デンマーク、フィンランド、ノルウェー、

スウェーデン、オランダ）について、取りまとめ

ると、各国とも9 0年から9 2年までの間に二酸化炭

素排出量の削減を目的に、概ね全ての化石燃料を

課税対象として実施している。各国の名目税率は、

デンマーク5 7［ドル／Cトン］、フィンランド1 3

［ドル／Cトン］、ノルウェーはガソリン・天水ガ

ス1 5 5［ドル／Cトン］その他の石油製6 2［ドル／

Cトン］、スェーデン1 9 2［ドル／Cトン］である

（1 Cトンはガソリンの場合概ね1，5 5 0リットルに

相当する）。なお、その多くの国では国際航空や

海洋輸送、精油におけるエネルギー消費などに対

し減免措置等を行っている。そして、税収入は、

デンマークでは環境関連の補助金財源に、他の国

では一般財源に充当されている。

４．推計モデルの構造

（１）基本方針

・輸送機関別に全国一律の環境税を導入した場

合の効果が、簡便に分析可能なものとする。

（マクロ的モデル→時系列データーの構築）
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・輸送需要の質の違い、輸送距離による輸送機

関特性の違い等を考慮するため、距離帯別に

輸送需要の推計・分析が可能なものとする。

・二酸化炭素の排出量の推計は、全国旅客の輸

送機関別輸送人キロや全国貨物の輸送機関別

輸送トンキロに二酸化炭素の排出原単位を乗

じることにより推計する。

（２）前提条件の整理

・検討の対象とする経済的負担措置について

は、全国一律で輸送機関別に環境税（炭素税）

を課税することを想定する。

・予測対象年次は 2 0 0 0年を基本ケースとし、参

考ケースとして現況及び2 0 1 0年の効果・影響

を評価する。

・環境税を課税する対象として、自家用車のみ

の場合、日家用車と営業用貨物車の場合、全

ての輸送機関の場合の3ケースを推計する。

・環境税導入による影響については、旅客は自

動車から公共交通機関へのシフト量と二酸化

炭素排出削減量を、貨物はモーダルシフト量

と二酸化炭素排出削減量をそれぞれ推定し、

また物価への影響については産業部門別の物

価上昇率を把握する。

（３）推計モデルの基本構造

モデルは、輸送需要・排出量推計モデルと価

格波及効果推計モデルの二つの独立したサブモ

デルで構成する。理想的には、価格波及効果推

計モデルと経済活動フレームを推計するモデ

ル、輸送需要・排出量の推計モデルを相互に連

関きせた構造とするのが望ましいが、非常に複

雑であり、膨大な作業量とリスクが大きいこと、

また、既にマクロ計量モデル、一般的均衡モデ

ル等が開発され、その分析結果からある程度の

把握が可能であることなどから、上記二つの独

立したモデル構造とした。

＜輸送需要・排出量推計モデル＞

本モデルは、炭素税の導入にともない変化する

輸送機関別の運賃上昇率（運賃水準）と社会・経

済指標を主な説明変数として、全国輸送機関別輸

送需要（人キロ、トンキロ）と二酸化炭素排出量

を推計するモデルである。

＜価格波及効果推計モデル＞

運輸部門における運賃上昇は、輸送コストを上昇さ

せ、ひいては諸物価の上昇へつながることが予想

される。本モデルは、産業連関表を用いた均衡価

格モデルにより、運輸部門に環境税を導入した場

合の各部門別の生産物価格の上昇を推計するもの

である。

（５）ケーススタディ

上位計画である「21世紀の産業構造」（通産省）、

「構造改革のための経済社会計画」（経済企画庁）
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等に基づき、社会経済フレームを設定し、現状、

2 0 0 0年、2 0 1 0年において、炭素税の導入が輸送需

要、二酸化炭素排出量に及ぼす影響等を把握する

ため、課税3ケースについてシミュレーションを

行っている。

その結果、輸送需要の将来見通し（現状放置ケ

ース）は、2000年で旅客15，520億人キロ、貨物5，

6 1 1億トンキロであり、平成3年運輸政策審議会答

申時の予測値に概ね一致する。

運輸部門における二酸化炭素排出量削減について

は、現状のまま推移すると 2 0 0 0年には1 9 9 0年の

2 3％増と試算され、3 0 , 0 0 0［円／Cトン］の炭素税

導入（ガソリン1 9 . 3円／L、軽油2 1 . 6円／Lの増税）

はこれを2ポイント押し下げる効果がある。なお、

課税対象を自家用車のみ、自家用車＋営業用貨物

車あるいは全輸送機関と変化させても、削減効果

に大きな変化はない。また、価格波及効果を示す

消費者物価指数の上昇率は、それぞれの課税ケー

スにおいて、0.34％、0.38％、0.50％である。

５．まとめ

本調査では、運輸部門における環境税（炭素税）

導入の影響評価の観点から、輸送需要・二酸化炭

素排出量を推計するモデルと産業連関表を用いた

均衡価格モデルによって生産物価格（消費者物価）

の上昇を推計するモデルを構築することができ

た。本モデルは前提条件の変化、とりわけ景気変

動に大きく影響を受けることや産業構造の変化に

対する限界に留意しながら、今後、運輸部門での

活用を期待する。
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本調査は、製造物の欠陥に起因する被害の救済の

円滑化を図るための製造物責任法が公布（平成6年7

月）されたことにともない、小型船舶における製造

物資任法に基づく消費者被害の救済の必要性、製造

者等との間に生じた紛争の裁判外処理体制、欠陥と

被害の因果関係を究明する原因究明体制等消費者保

護体制の在り方の検討を、平成7年から2ケ年にわた

って実施するものである。

7年度においては、1）小型船舶の市場動向、製品

欠陥事例、苦情等の実態、国内での海難事故事例、

米国での製造物責任訴訟事例の把握、2）既成の消

費者苦情相談業務機関及び自動車・家電等他業界で

の紛争処理機関の運営方法、紛争処理方法等の調査、

を行い、3）小型船他の裁判外紛争処理体制構築に

あたっての基本的考え方を整理して、その具体的な

機構についての暫定試案を作成した。

平成8年度においては、これらの調査結果を基礎

に、引き続き調査研究を行い、小型船舶に最適な紛

争処理体制を提言することとしている。

１．小型船舶の現状

小型船舶の裁判外紛争処理の対象の中心となる

プレジャーボートの国内保有隻数は年々増加傾向

にあり、平成6年度においては約4 0万隻、その約

6 5％がモーターボート、約2 0％が水上オートバイ

で、水上オートバイはこの5年間でほば倍増して

いる。しかしながら自動車（約6 6 0 0万台）、家電

製品（各家庭毎に普及）に比し数の上では極めて

小さいものである。 これらのプレジャーボート

の不具合状況、それへのメーカーの対応等につい

てアンケート調査、ヒアリング調査を行った。そ

め結果、プレジャーボート所有者の約2 0％が製造

時に起因すると考える不具合を体験し、その発生

箇所は機関系が多いこと。また7％の所有者が購

入後に何らかの改造を行っていること、状況によ

っては人身事故につながる不具合が発生している

ことなどが判明した。

海難審判庁、海上保安庁の事故例をみると、船

体や機器に起因する事故は主機等搭載機器類の整

備・点検・取扱不良によるものが殆どであるが、

それが製造時の欠陥によるものか、その後の整備

不良によるものかは資料調査では明らかに出来な

かった。しかし、今後製造物責任に関する意識が

高まれば、取扱説明書、製品の品質に関するクレ

ームが表面化するものと考えられる。

２．製造物責任紛争処理体制の在り方

製造物責任制度において、少額被害を念頭にお

いた裁判外紛争処理の必要性は以前から指摘され

ており、製造物責任法の国会審議においてもその

整備充実を求める付帯決議が採択されているとこ

ろである。

即ち、公正中立な第三者機関によって紛争解決

の場が提供されるならば、消費者、企業双方にと

ってメリットが大きいものと考えられる。また、

製造物責任紛争処理における原因究明の重要性か

ら、専門性と中立性を兼ね備えた原因究明機関の

存在の重要性も指摘されている。

この観点から、小型船舶の裁判外紛争処理体制

検討に際しての参考とするため、自動車、家電製
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品などの個別製品分野別紛争処理機関、国民生活

センター等の製品横断型紛争処理機関にヒアリン

グを行い、その組織、紛争処理方法、運営方法等

についての現状を取りまとめた。

製品分野別紛争処理機関では紛争処理の具体的

方法として、相対交渉、斡旋、裁定（又は調停）

までで、仲裁まで行っている機関はなく、また裁

定まで対応しているのは半数強である。運営資金、

職員身分等については、種々の方法で機関の公正

性・中立性の確保への留意がはかられている。ま

た各機関共通して、公正な処理、誠意ある対応、

事実の確認、秘密の保持を基本理念として、円満

な解決に努めている。製品横断型裁判外紛争処理

機関では、あらゆる製品についての窓口を一本化

でき、消費者がアクセスしやすいという利点があ

るが分野毎の専門知識を有する職員は擁しておら

ず、実際に取り扱う製品は食品、繊維、雑貨等日

常生活用品が主であり、プレジャーボート等につ

いての対応は困難と考えられる。

３．小型船舶における裁判外紛争処理体制

（１）小型船舶に係る裁判外紛争処理機関等に関

する基本的考え方

小型船舶分野においては船体、気象・海象条

件、操縦者の人的要因等を勘案すると、小型船

舶という製品分野の特徴を充分考慮した紛争処

理体制が必要であると考えられる。そしてその

機関が具備すべき条件としては、紛争処理の簡

易迅速化、費用の低減、客観的事実に基づく情

報提供による当事者間の調整能力、中立公正性、

消費者の容易なアクセス等があげられる。

また、他製品分野の相談窓口、小型船舶関連

検査機関等に持ち込まれた小型船舶関連紛争の

情報がすみやかに伝達されるようネットワーク

を構築する必要がある。

小型船舶の紛争処理機関は、専門性から製品

分野型のものが望ましいが、この場合中立・公

正な立場で且つ長期安定的に機能する組織運営

形態の検討が必要である。なお、当分の間は、

既存関連機関に当該業務を実施する組織を併設

する方向が費用対効果の上から現実的であろ

う。

（２）原因究明機関に関する基本的考え方

製品や事故に関連する諸要因の複雑さ故に紛

争当事者双方での意見の食い違いが生じ易い小

型船舶分野においては、製品被害の特性に対応

し得る専門性を備えた原因究明機関の整備が期

待される。このような機関は、小型船舶及び関

連機器についての試験検査能力を有し、中立・

公正性を確保し、専門的知識を持った技術要員

等を有することが必要条件であろう。そのため

には既存の試験研究機関の活用、そのネットワ

ークの構築の検討が必要である。

（３）紛争処理機関等に係る財政基盤と手数料

消費者が紛争処理機関を気軽に利用できるた

めに、相談等の手続きの際の利用者負担（手数

料）は無料化も含め低額に設定することが理想

である。しかし、紛争解決にあたっては多くの

専門家、関係者が関与し、相当の費用の発生が

想定されることから手数料収入だけでなく、関

連団体からの拠出金等により財政基盤の確立安

定化を図っていくことが必要である。

原因究明機関における原因究明手数料は、受

益者負担原則及び事故様態の多様性から、当面、

当事者による実費負担を原則とする。なおこの

場合、手数料算定基準を予め明確にするととも

に、その低減化方策、当事者間の負担按分方法

等についても検討しておく必要がある。

４．小型船舶紛争処理機関等の具体的イメ

ージ

上記の基本的考え方に即し、小型船舶紛争処理

機能が合理的に稼働するであろうと思われる具体

的な処理手続きの流れを整理したのが添付図であ

る。ここでは紛争処理機関を「相談室」と仮称し、

受付担当者による「受付業務」、カウンセラーに

よる「カウンセリング第1ステップ」、検討会義に
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よる「カウンセリング第2ステップ」と段階を踏

んだ相談業務を行い、当事者双方からの要請があ

れば、斡旋委員会による｢斡旋業務」を行うイメ

ージとしている。

また、原因究明機関については、通産省が発足させ

た「原因究明機関ネットワーク」の活用、紛争処

理機関との意思疎通や関係情報の活用、製造業者

等関連企業の研究・検査期間への一部業務委託を

検討するとともに、既存試験機関等を有機的に活

用することを基本に原因究明体制を整備・充実さ

せていくことが重要と考えられる。



１．調査の背景・目的

阪神・淡路大震災に際しては、海上保安庁をは

じめとする海事関係者により、食料・水・医薬品

等の緊急物資の輸送、医療・救護救援関係者の輸

送及び宿泊施設の提供、救急患者の緊急輸送、陸

海の共同消火等、海上からの様々な支援救援活動

が行われている。しかし、人員の手配あるいは港

湾における荷役等において様々な問題も生じてお

り、今後の同様な災害に対し、その被害を最小限

に止め適切な救援活動を行うためには、官民が一

体となった活動を推進する必要性が指摘されてい

る。

本調査は、今回の災害において講じられた海上

からの緊急支援活動の内容を時系列で整理するこ

とによって、現状の海上からの支援協力システム

の課題を整理し、さらに特に必要性の高い災害初

期における関係主体間の協力のあり方について、

実態のサーベイを行った上でハード、ソフトの方

策について検討することにより、今後の同種の災

害に的確に対応するための指針を提示することを

目的としたものである。

２．調査の枠組み

調査は今回の阪神・淡路大震災をベースに検討を

進めるものであるが、今後の他都市における災害

に対応したものとするため、以下の枠組みに従い

実施することとした。

① 今回と同程度の地震災害を対象とするが、陸

上からの支援活動が困難な状態の中で、海上か

らの支援活動に用いる岸壁及び岸壁から被災地

までの陸上輸送部分は使用可能な状態を想定す

る。

② 地域固有の要因を排除し、一般的な課題・方

策について整理する。また、対象とする活動は、

主として海上部分における支援協力活動とし、

陸上部分等については、海上からの支援協力活

動を実施するうえで必要な課題として整理す

る。

③ 地震発生直後から陸上交通が復旧し、陸上か

らの十分な救援活動が可能になるまでの期間を

対象とする。

３．海上からの支援協力活動の現状分析

（１）災害対策活動の種類と要素

災害の初期における対策活動は、①救助、②

消防、③医療、④避難、⑤補給の五つに分類で

きる。また、それぞれの対策活動に不可欠な要

素として、「ヒト（要員）」、「モノ（設備・機材）」、

「情報」、を取り上げ、整理したものが左下の表

である。
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（２）海上からの支援協力フィールド

今回の災害に際して支援活動の実態から海上

からの支援フィールドを抽出したものが、右下

の表である。

４．海上からの支援協力活動の課題

今回の災害における救護救援活動を行った関連

主体に対し、海上支援協力に関するヒアリング調

査を行い、そこから海上からの支援協力活動の課

題を抽出した。

（１）関連主体の各種情報の共有化と誰もが容易

にアクセスできるシステムの構築

・海上支援活動に最も重要な情報は、港湾に

関する情報であり、海上支援活動主体間で

この情報が迅速に伝達されることが重要。

・災害発生時は、関連主体間以外に一般から

の問い合わせも殺到する。このようなこと

も想定し、関連主体における情報を共有し、

誰もが容易にアクセスできるシステムの構

築が必要。

・緊急情報とその他の情報を分けて受発信で

きるシステムも重要。

（２）被災地周辺自治体等の協力

・被災地では、救援活動を行う関係者も被災

者であるため、周辺自治体等の協力が必要。

・海上支援協力の場合、船舶の調達は可能で

あっても、人の手配が困難。

（３）民間との協力体制の確立

・海上保安庁等公的機関の船舶は物資輸送に

適していないため、補給物資、緊急物資の

輸送は民間に頼らざるを得ない。

・災害時と言っても、民間の海上輸送業者は

通常の海上輸送も行っている。そのため、

それらの活動をストップして緊急輸送等に

従事するためには、緊急時の指揮命令に関

する法律の運用及び期間中のコスト増に対

する補償に関するより明確な基準の検討が

必要。

（４）国民に対する海上支援協力に関する広報

・今回の災害では、陸上交通網が寸断された

こと、港湾が一部使用可能であったことか

ら、海上支援の重要性が認識されたが、こ

れを機会に災害時における海上の支援協力

に対する一般市民の理解を高めておくこと

によって、同様の災害が発生したときに対

応する。

（５）災害時のロジスティックス体制の整備

・緊急事態におけるルールの取り決めが必

要。

・指揮系統、経費負担のルールの取り決めが

必要。

・災害時において予備船を使用する場合の船

員確保のための体制整備が必要。

・災害時における、荷役方法の検討、荷さば

き場所や荷役人の確保等の体制整備が必

要。

（６） 市街地と港のアクセス手段の確保

・一般に市街地と港は、距離が離れているケ

ースが多い。災害時のアクセス手段を各港

ごとに想定しておくことが必要。

（７）港の後背地の特性に応じた災害体制の整備

・港の後背地に石油基地を持つエリアについ

ては、災害時に石油基地の災害が発生する

ことを想定した体制の整備を検討する必要

がある。

５．提言

海上からの支援協力活動指針における対応策の
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うち、新たな制度・システムによる対応が必要で

かつ早急に取り組むべきものとして、以下のもの

が考えられる。

（１）災害初期における海上支援活動に関する情

報収集・提供体制

災害初期において海上主体が海上支援活動に

関する様々な判断を下すためには、港湾の被災

状況をはじめとする各種情報の迅速かつ正確な

把握が必要である。

また、災害初期の混乱状況のもとでは、海上

支援に関する一般住民及び陸上支援主体からの

問い合わせも殺到することが予想されるため、

海上関連主体間で関連情報を同時に把握し、対

外的にも迅速かつ正確な情報提供が望まれる。

そこで、海上支援関連の各種情報の収集・提

供システムについては、関連主体間で情報収集

の役割分担を明確にするとともに、各担当者の

収集した情報を電子化し共通のプラットホーム

上に乗せることによって、誰もがアクセスでき

るようにシステムを構築しておくことが重要で

ある。

また、ネットワーク切断時への対応を考えた

複数の通信手段及び回線によるバックアップシ

ステムの構築も重要である。

さらに、一般回線の混雑による重要情報の伝

達遅延を回避するため海上独自の専用回線の有

効活用も重要である。

（２）災害初期における各主体間の連携体制構築

災害初期において、海上支援活動主体が救助、

医療、避難等の諸活動を迅速かつ円滑に行うた

めには、活動内容別の指揮命令系統を関連主体

に周知徹底しておくことが重要である。

しかしながら、災害時には情報ネットワーク

の切断や緊急に判断する必要が生じることもあ

り、予め設定しておいた系統が有効に機能しな

い場合も想定される。そこで、このような状況

における意思決定についても、事前に決めてお

くことが重要である。

また被災地では、行政主体も被災者であるこ

とから、人員不足を解消するため、状況に応じ

て災害対策本部そのものをバックアップするシ

ステムの構築も求められる。

（３）緊急時における海上物流システム等の構築

各地から被災地に送られてくる援助物資には

不要なものも多く、被災地の混乱を招いた。ま

た、港湾におけるスットクエリアの不足、港湾

背後のアクセスが問題となった。こうした教訓

を踏まえ、緊急時における海上支援物資の円滑

な流れを確保するために、援助物資の搬出側に

おける仕分け作業の徹底と受け入れ側の荷役作

業員、ストックヤードの確保に重点を置いて物

流システムを構築することが望まれる。
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１．調査の目的

平成7年1月 1 7日に発生した兵庫県南部地震の教

訓を踏まえ、交通インフラ、情報インフラ等につ

いて、施設の耐震性の向上はもちろん、ネットワ

ークの多重化等により、巨大地震発生時における

被害の防止、機能の維持のための対策が進められ

つつある。また、災害発生時の道路交通渋滞を未

然に防ぐための交通規制対策の改善等ソフト面の

対策も進められている。本調査は、このような対

策の一貫として、特に、震災発生初動時において

運輸関係各機関が必要とする情報の収集・伝達を

迅速かつ的確に行うための情報ネットワークのあ

り方について検討を行ったものである。

２．震災時の運輸関係機関における初動状

況と問題点・対応方策

ヒアリング等により、運輸関係機関における情

報ネットワークの現状を調査し、初動状況及び問

題点の整理・抽出を行い対応方策を検討した結果

は以下のとおりである。

（１）災害発生情報の伝達について

初動体制を的確に行うためには、災害発生情

報を関係者に迅速に伝える必要があるが、現在、

中央官庁、自治体、報道機関、公益機関等に対

しては、気象庁から専用電話回線を使用した

F A X送信により情報伝達する体制が確立してい

る。本システム未導入の機関については、導入

を検討する必要がある。

（２）運輸関係施設等被災者の救援について

通勤時間帯における地震発生などの場合で

は、運輸関係施設の利用者、従業員等から多く

の被災者が発生することも想定される。今回の

震災では、①消防との連絡がとれず通常の救援

対応ができなかった、②病院自体が被災して十

分な医療体制がとれなかった、というような問

題があげられている。したがって、①被災者発

生情報を迅速に消防や病院に伝達できるシステ

ム、②救援側情報（病院等の情報）を収集・利

用できるシステム、を消防・自治体などと協力

して整備しておく必要がある。

（３）職員等の参集及び安否確認について

夜間、休日あるいは通勤途上時の場合などあ

らゆるケースを想定した職員参集のための情報

伝達体制を確立しておく必要がある。このため

の手段としては、ボイスメール等の同報一斉通

信が有効である。

（４）被害状況の把握について

被災時において緊急輸送等を実施するために

は、運輸関係施設の被害の有無と復旧見通しは

非常に重要な情報である。今回の震災時の経験

から、次のようなシステムを一体的に整備する

ことが必要であると考えられる。

① 被害状況調査関連機関からの情報入手・取

りまとめシステム

② 道路交通情報センター等の既存情報システ

ム

③ ヘリコプターによる上空からの画像情報利

用システム
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④　航空写真を利用した被災状況把握システム

⑤ 走行中のバス、タクシー、トラック等の無線

からの情報入手・整理システム

（５）運行情報の提供について

鉄道、バス等の運行状況について、利用者へ

広く迅速に情報を伝える必要がある。現状では、

鉄道の運行状況はマスコミを通じて流れるが、

バスについては、利用者が各営業所へ問い合わ

せるという体制になっている。利用者からすれ

ば、輸送モードの別や会社の別を問わず、鉄道

各社、バス各社の運行情報が一度に手に入ると

言ったシステムが整備される必要がある。

（６）緊急輸送の要請及び支援について

広域的な緊急物資の輸送については、要請を

うけた自治体等がどのような輸送モードを利用

して緊急輸送を実施することが適切か判断する

ための情報を提供する必要がある。したがって、

運輸省が、運輸関係施設の状況及び緊急輸送の

実施状況を一元的に把握し、自治体等からの問

い合わせ等に対して的確にアドバイスできるよ

うな体制を整える必要がある。

（７）その他

① 震災初動時の情報伝達に利用される情報通

信装置等が、地震により物理的に破損しない

ようにするため、非常用発電装置の整備、電

話交換機やホストコンピュータ等の耐震性の

向上等が必要である。

② 本省あるいは本社等については首都圏等の

被災時にも中枢機能が麻痺しないよう地方等

へ機能を分割しておく等の配慮が必要であ

る。

③ 目や耳の不自由な人、外国人に対し必要な

情報を伝達するため、画像情報、音声情報、

外国語情報の提供が必要である。

３．運輸関係災害情報ネットワークの提案

上記した問題点に対する対応策をとるために

は、多くの関係機関を結ぶネットワークが必要と

なる。このため本調査では

（１）現地の被害状況をすみやかに調査し、リア

ルタイムに関係機関に伝達するための「被害

状況実態把握システム」

（２）民間事業者が中心となって、情報提供フォ

ーマットを整備し、インターネット、電子メ

ールをも用いた個別対応のもの、及び、公的

機関が中心となって、各輸送機関からの運行

情報を一括収集・整理・提供するものという

2つのアプローチによる「運行情報提供シス

テム」

（３）緊急輸送の要請及び支援に係わる情報収集

を行い、緊急輸送の優先度、輸送モードの検

討、調整、判断を行い、関係機関に指示を伝

えるための「緊急輸送の要請・支援関連情報

システム」

（４）トラックなどの無線装置に、緊急専用波利

用システムを増設し、会社、地域を越えて緊

急時に利用できる無線を確保するとともに、

幹線道路の沿線に無線装置を設置し、緊急輸

送情報のトラックヘの提供、トラックからの

情報発信を可能とする「緊急輸送用無線シス

テム」

以上、4種の運輸関係災害情報ネットワー

クを提案した。
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１．調査の目的

平成7年1月の阪神・淡路大震災は、兵庫県内の

道路、鉄道、港湾施設等に多大な被害をもたらし、

我が国東西幹線物流の大動脈が寸断されるという

探刻な事態を引き起こし、市民生活や産業活動に

大きな影響をあたえた。

物流の観点からは、震災発生直後に被災地への

緊急輸送ルートの確保、幹線通過貨物輸送の迂回

ルートの確保、神戸港の代替港・輸送手段の確保

等様々な課題への対応が求められた。本調査は、

このような状況を踏まえ、阪神・淡路大震災によ

る被害状況や緊急輸送及び代替輸送について実態

を把握し記録にとどめるとともに、緊急輸送及び

代替輸送の問題点と課題を整理し、将来に発生し

うる大規模震災等　を想定した対応策の検討に資

することを目的とした。

２．調査方法

調査では、被災地の自治体をはじめとし民間企

業1 2社1 4部門、7団体、7行政機関に訪問調査をお

こなった。また、実態把握の資料は、行政機関資

料のみならず新聞・雑誌情報も幅広く収集するこ

とに努めた。

３．調査結果

３－１　阪神・淡路大震災での緊急輸送、代替輸

送の概況把握

（１）物流関係施設の被害状況

平成7年4月現在で兵庫県がまとめた震災によ

る物流施設の被害額は2兆2千億円に上る。阪神

間を結ぶ中国自動車道、阪神高速道路神戸線、

湾岸線、国道2号線、4 3号線といった主要幹線

道が寸断され、阪神圏内及び通過交通に多大の

影響を与えた。 J R貨物では神戸線の芦屋－須唐

間等数カ所で列車脱線、高架橋落下で不通とな

った。港湾は神戸港をはじめとして2 4港におい

て被災し、特に全国の外貿コンテナ取扱量の3

割を占める神戸港の被害が甚大で公共埠頭の大

部分が使用不可能となった。

（２）被災地への緊急輸送状況

緊急輸送は、行政機関、民間輸送機関、民間

企業（主に流通、食品）によるトラック輸送が

主体であったが、他に、政府機関、民間企業の

船舶、ヘリコプターが動員され、海路・空路で

の輸送がなされた。道路での輸送の円滑化のた

め1月 1 8日からは緊急物資輸送ルートが設定さ

れ、また、緊急輸送物資車両を特定するため、

全国警察署等を通じ緊急輸送車両標章が交付さ

れ、それ以外の車両の通行が規制された。

震災地域内の、1 1 5 3カ所の避難所、約3 2万人

の被災民にたいする物資配送では、被災の広域

化や情報手段・道路の寸断から行政機関の間の

物資輸送に関する連携に支障をきたし、幾度か

の試行錯誤がなされた。また、当初は主に行政

職員ら素人によって輸配送、荷役業務が行われ

たが、後にこれらを専門の物流事業者に委託す

るとともに情報を集配・備蓄基地に一元化した

ことにより業務効率の向上が図られた。
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（３）代替輸送の状況

（ア）影響を受けた通過貨物量

平成5年貨物流動調査から、兵庫県通過貨

物は日量平均 2 2 0 千トンで全国輸送量の約

1 . 2％であり、これが今回の震災により影響を

受けたと推察される。輸送機関別では鉄道貨

物は全国輸送量の1 5 . 9％、自動車貨物は1 . 2％

である。

（イ）トラックの迂同・代替

通過トラックの迂向は各企業の個別対応に

よるが、行政の方でも迂回路の設定と誘導を

実施した。また、フェリーによるトラックの

輸送も実施され、九州－関東間では前年同月

比約5割増となった。

（ウ）JR貨物の迂回・代行輸送

不通区間には通常で平均4 8 0 0個のコンテナ

（5トンコンテナ換算）輸送が行われていたが、

自動車のような即応的な対応が難しく、1月

2 0日からトラック及び内航海運での代行輸送

を実施した。また、福知山～山陰本線～伯備

線の迂回ルート輸送がなされたが能力的には

限られたものであった。

（エ）神戸港代替

外貿コンテナ貨物の多くが大阪港、京浜港

にシフトし、代替先となった港では日曜・夜

間荷投の推進や、暫定ヤードの整備等の対応

がなされた。

３－２　緊急および代替輸送上での問題点と課題

（１）発生時の組織的な対応面

被害があらかじめ想定していた枠を超え広域

かつ大規模だったこと、また、行政機関自体に

も大きな被害があったため、初期対応が遅れた。

また、ボランティアの活動ではその位置付けや

行政との分担が明確でなく、緊急物資の輸配送

の場において混乱が生じた。このことから、行

政の本部機能を隣接自治体へ設置するなど広域

での連携による対応強化の検討、また、ボラン

ティアの受け入れでは登録制などによる連携・

組織化を検討する必要があると考えられる。

（２）情報管理面

電話等通信手段の寸断や正確な交通情報の入

手ができず、初期に、避難所ごとの必要物資の

把握を、県・市が別々に実施し二重配送となる

等の情報の錯綜が見られた。また、刻々と変化

する避難者数に対応した配送ができない状況が

見られた。これらのことから情報管理について

は、各行政機関等での情報早期把握の仕組みづ

くり、生き残った各種通信回線活用の円滑化な

ど情報の相互連携システムの構築が求められ

る。また、交通情報は一元化し、緊急輸送車両

の迅速化や一般車両の迂回路への誘導を図る必

要がある。

（３）緊急輸送面

（ア）調達面

予想を上回る量の物資が震災後2～3週間に

集中した。このため配送拠点では、開梱包・

仕分け作業の煩雑さやスペース効率の低下に

よる物資配送の混乱が生じた。このことから、

緊急物資は寮災後の時間経過別に必要性の高

いものから指定し、当該物資を重点的に輸送

することが必要である。

（イ）被災地までの輸送面（発送拠点～集積所）

初期には大阪など被災地周辺にまで交通渋

滞が発生した。このため円滑な輸送を目的と

して緊急輸送車両の指定がなされたが、その

効果は十分なものではなかった。また、貨物

集積所が被災地内に設置されたため、輸送効

率が低下したといわれる。このことから緊急

輪送車両を事前登録制等の方法で決めておく

ことや、広域連携を前提に緊急物資の受け入

れ場所を被災地外にも置くことにより効率的

な輸送が可能になると考えられる。

（ウ）被災地内での配送面

発災後1日目は配送体制確保が難しいこと

などから、物資確保のためには備蓄体制の確

立が不可欠である。また、広域災害を想定し

必要物資の調達先を事前に把握しておくこと
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も重要である。更には、集積所での物資のコ

ントロールを物流の専門業者に委託すること

を検討しておく必要がある。

（エ）このほか被災地内でのトラック、ヘリコプ

ター、被災地への海上輸送という緊急輸送の

各輸送モードについても具体的な問題点・課

題を取りまとめた。

（４） 代替輸送面での問題点と課題

高速道路については、渋滞解消のため、長距

離迂回のための料金インセンティブの導入やリ

ダンダンシーを高める道路整備が課題として考

えられる。

鉄道については、事前のルート想定・運転手

訓練による迅速な迂回ルート設定や、コンテナ

を船積み可能とするような汎用化が課題であ

る。内航船・フェリーについては、トラック輸

送からフェリーヘの振替り、J R貨物の内航船で

の代行輸送が行われた。したがって、緊急時の

内航船の活用を図るためコンテナの汎用化や外

航船の内航への臨時投入を活用することが考え

られる。また平常時からモーダルシフトが進ん

でいる企業では、今回の震災での影響が少なか

ったことから、貨物輸送の多重化を平時から構

築しておく必要があると考えられる。

３－３　その他災害輸送の基本的な問題点及び課題

（１）緊急輸送時の料金負担の明確化

緊急時に行政機関が民間の輸送手段を使う場

合でも、際限なく無報酬で行うことは出来ない。

このため、無報酬の救援活動と有料の事業活動

の範囲と料金負担について、緊急時輸送協約を

取り決める際に、明確化しておく必要がある。

（２）緊急時の民間輸送手段利用の方法

事前登録制等災害発生時の緊急輸送手段（ト

ラック、ヘリコプター、内航船等）の確保する

手段を検討する必要がある。
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１．調査の目的

阪神・淡路大震災により、わが国の国土の東西

を結ぶ主幹線交通網が遮断され、阪神地区を経由

する人流・物流の輸送ルートが甚大な被害を受

け、全国にわたり、社会的、経済的に重大な影響

を受けた。その原因としては、主要な人流・物流

の輸送ルートが阪神地区に集中している点があげ

られる。

この教訓から、災害時において、通常時とは異

なるルートや交通手段を選択して幹線交通網を維

持することのできる、いわば柔軟でかつ災害に強

い体制の確保が求められている。

本調査は、このような背景を踏まえ、幹線交通網

の確保の観点から、阪神・淡路大震災の交通施設被

害、復旧及び代替ルート・輸送手段等、幹線交通の

維持の実態を記録にとどめ整理したうえで、災害時

における複数の交通手段を利用した輸送ルートの確

保や事業者間の連携による他の交通手段への円滑な

シフト体制等、災害に強い交通基盤整備のあり方に

ついて検討を行ったものである。

さらに、これらの成果を活かし、今後の防災計

画を策定していくうえで、幹線交通が長期間途絶

した場合のわが国全体の交通に対する影響を把握

するために、全国の特定観測地域、観測強化地域

を対象に全国6カ所のケーススタディを実施した。

２．阪神・淡路大震災における交通

２－１　幹線交通網の機能障害とその影響

大震災による交通施設被害状況の一例を示す

と、阪神地域（兵庫県・大阪府を指す）の9鉄道

事業者の2 5路線は、総延長6 3 8 . 2 k mであり、震災

当日には、その7 8 . 4％である5 0 0 . 1 k mが不通となっ

た 。 ま た 高 速 道 格 で は 、 同 地 域 の 1 1路線の

5 3 7 . 2 k mの全てが不通となった。つまり、新幹線

をはじめとする基幹交通軸が全て遮断されたわけ

である。

これらの被害により、兵庫県と他県を結ぶ交通

は、大きな影響を受けた。ここでは、「平成5年度

貨物・旅客地域流動調査」の結果を用い、一日当

たりの流動量（兵庫県を発着する県間及び兵庫県

を通過する旅客・貨物の量）を把握した。

兵庫県を通過する旅客は、JR8・9万人、

自動車9 . 4万人の計1 8 . 3万人である。また、兵庫県

を発着する旅客は、J R 4 2 . 4万人、民鉄8 0 . 3万人、

自動車8 0 . 5万人、旅客船0．6万人の計2 0 3 . 8万人で

ある。以上の旅客の全てが震災の影響を受けたと

想定すると、全国の県間旅客の輸送量2 , 0 4 9 . 6万人

の10.8％に影響を与えたと考えられる。

兵庫県を通過する貨物は、鉄道2 . 3万ト

ン、自動車1 9．7万トンの計2 2 . 0万トンである。ま

た、兵庫県を発着する貨物は、鉄道0 . 3万トン、自

動車2 7 . 3万トン、海運1 9 . 2万トンである。これら

の貨物が震災の影響を受けたと考えると、全国の

県間貨物輸送量 4 3 8 . 0万トンのうち1 5 . 7％に影響を

与えたと考えられる。

２－２　供給された代替ルート・代替交通

阪神・淡路大震災では、各交通事業者独自、ある

いは連携により緊急的かつ迅速的な代替ルート・

物 流

人 流
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代替交通の形成がなされた。各モード毎に概観は

以下の通りである。

①　在来線輸送の代替ルート・代替交通

J Rの鉄道迂回ルートが設定されたが、播但

線・加古川線が単線・非電化のために供給量が

制限された。また、平常時の約3倍の3時間も要

するなど、輸送量も極めて少なく利用者の評価

も低かった。一方、都市内における鉄道代行バ

スは、道路渋滞により供給量が制限された中、

ピーク時で約1 2万人／日を輸送し、災害時の中

で大きな貢献を果たした。

②　海上交通での代替ルート・代替交通

神戸港の被災という制約の中、ピーク時で約

1 2千人／日を輸送したが、運行本数が少ないな

どのサービス面での指摘がある。また平常時か

ら鉄道と連携した例があまりなく、乗換えのた

めの情報提供や施設整備といった面で問題が生

じた。

③　新幹線輸送の代替ルート・代替交通

航空輸送は、臨時便で約9 0万人／月の輸送増

となっており、都市間輸送に大きく寄与した。

なお、この時期が観光オフシーズンであったた

め、機材の調達等ができたという側面が重要で

ある。

①　貨物鉄道輸送の代替ルート・代替交通

鉄道による貨物輸送量の絶対量は少ないが、

旅客と同様に鉄道迂回ルートが単線・非電化の

ため供給量が制限された。トラックによる不通

区間の代行輸送は、貨物ターミナルのスペース

が絶対的に不足した。海上輸送の代行輸送につ

いては、鉄道コンテナと海上コンテナの規格が

異なったり、天候に左右されるなど輸送が不安

定であった。

②　トラック輸送に係る代替輸送

渋滞状況の情報提供が不十分であり、迂回ル

ートの中で大型車の通行が困難な箇所があるな

どの問題点が指摘されている。フェリー等海上

輸送による代行輸送では、バース毎に着岸可能

な船種船形が指定されており、使いづらい面が

あった。

３．災害時における幹線交通網の基本的考

え方

交通施設被害としては、港湾・空港といった陸

上以外の交通の拠点施設被害、及び道路・鉄道と

いった陸上交通のルート及び拠点施設被害があ

る。これらの施設のネットワーク形成から見ると、

地上の交通施設は、リンクの結び付きにより面的

な広がりを持っているのに対し、海・空の交通は、

出発・到着地からのラインを形成する広がりであ

る。リンクやノードの欠損による影響は、地上交

通の方が大きい。従って、ここでは、地上の幹線

交通（鉄道・道路）が被害を受けた場合の交通網

のパターンを設定した。

一例として、人流に係る災害時幹線交通網とし

て、在来線の一部不通に対しては、

①　鉄道迂回ルートによる代替

②　代行バスによる代替

③ 海上交通（旅客船・フェリー）

による代替の3つのパターンを想定した。これに

対し、

①においては、迂回によって所要時間が数倍に

なる。非電化などの施設整備条件により供給量が

制限される。

②においては、鉄道とバスの容量差が大きいた

め、乗換え地点で混雑が発生する。バスレーンの

確保が必要。

③では、通常の利用パターンではないため、適

切な情報伝達が必要、運行速度が遅い。 などの

利用上・供給上の問題点が指摘される。

４．ケーススタディ～神奈川災害時の幹線

交通確保について

阪神・淡路大震災における交通被害状況等の分

析・検討を踏まえ、神奈川県西部地震をケースス

タディとし、災害時の代替交通形成の方策の検討

物流

人流
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を行った。

４－１　予想される交通施設被害と人流・物流の被

害規模

神奈川県地域防災計画を参考に被害を想定す

ると、各幹線鉄道及び道路が不通になることに

より、神奈川県を境とした東西地域間の旅客流

動のうち、いわゆる東海ルートを利用した旅客

流動が被害を受け、その規模は約3 6 . 0万人／日

（平成4年度幹線旅客流動調査による）に及ぶ。

また、物流においては、同じく東海ルートを利

用する貨物流動が被害を受け、その規模は約3 1

万トン／日（平成5年度貨物・旅客地域流動調

査による）に及ぶことになる。

４－２　幹線不通に対する代替交通の可能性

前章で検討した代替交通のパターンに沿っ

て、代替交通の可能性の検討を行った。特に大

きな影響を及ぼすことが予想される東海道新幹

線不通のケースでは、航空による代替が所要時

間で現実的であるが、機材や人員の調達、羽田

空港の容量の問題等の課題がある。

４－３　代替交通を確保するための方策

被災した幹線交通は、漸次復旧していくが、

代替交通のニーズも時期によって変化してい

く。このため、阪神・淡路大震災での復旧時期

を概観し且つそこでの教訓も勘案した上で、代

替交通を確保していくための対応策について、

各モードの交通事業者、行政担当者が実施しな

ければならないことを検討した。各交通事業者

については、機材の調達等の事業者間の協力体

制の確保、行政担当者としては、免許条件等の

一時的緩和、迅速な交通規制等があげられる。

５．災害に強い交通基盤整備の構築に向け

て

５－１災害に強い交通基盤構築の基本的考え方

災害に強い交通基盤を築くためには、

ａ．個々の幹線交通施設の耐震性を強化し、被

害を最小限に止める。

ｂ．幹線の多重化を進め、高規格の代替ルート

を確保する。

ｃ．既存の交通機関を最大限活用した交通ルー

トを確保する。

ことが必要である。a及びbについては、実現ま

でにかなりの時間を必要とするが、本調査で対

象としたcについては、比較的短時間に対応可

能と考えられる。そのためには、各交通事業者

や行政が、それぞれの役割と能力を最大限発揮

することが求められる。

すなわち、既存の交通機関を活用した災害に

強い交通基盤整備の構築とは、

① 災害時により早く代替となる交通を確保す

る。

② 代替交通が平常時の交通の多くの需要を捌

ける。

③ 交通の円滑性、安全性などサービスの質の

高い代替交通を提供する。

④ 代替交通がニーズや状況に応じて、モード

やルートを変えて確保出来る。

以上の4点によって実現できると考えられるが、

そのためには、平常時からのソフト、ハードの

両面から対応が必要である。

５－２　災害に強い交通基盤整備実現のための中

長期的課題

本調査では、既存の交通体系を用いて災害に

強い交通基盤を実現する方策について検討した

が、より効果的に災害時の交通基盤整備を形成

するためには、ハード、ソフト両面から、中長

期的にインフラ整備を進める必要があると考え

られる。まずハード面では、

① 平常時から乗り換えの交通需要が輻輳し、

利便性や安全性が低下している交通結節点の

整備。例えば、総合交通（物流）ターミナル

の整備等があげられる。

② 平常時から混雑している道路について、道
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路拡幅、バイパスの整備等の区間容量の拡大。

例えば、バス優先・専用レーンの設置等があ

げられる。

次に、ソフト面では、

① カーナビゲーション等の情報収集システム

の導入、事業者向けの交通情報の提供等、円

滑な交通運行の確保。

② 平常時から事業者、モードを超えての利用

が多い交通手段間における円滑な利用の促

進。一例として利用者向けの総合交通情報シ

ステムの整備等があげられる。

６．おわりに

本調査で検討した代替交通の提供によっても、

平常時と同じ交通運輸サービスが実現できるとは

限らないが、災害時における代替性のあるルート

の確保は第一義的であるとともに非常に重要な手

段であると考えられる。今回は、阪神・淡路大震

災の教訓を踏まえて、災害に強い交通基盤整備の

あり方について検討を行ったが、今後、個々の対

策としては、各々の地域性を考慮し、その上で被

害想定を行い、ボトルネックの確認と代替ルート

の設定を行っていく必要があると考えられる。
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１.はじめに

東京圏における通勤・通学時の鉄道の混雑緩和

は漸減しているものの依然激しい状況にある。混

雑緩和方策には、多極分散型の都市配置、輸送力

増強などの施設供給による対策のほかピーク料金

政策などにより鉄道利用者の時間集中を分散化さ

せる方策が検討されている。しかしこれらの対策

は、いずれも中長期的なシステム整備期間を要す

る。

混雑緩和が東京圏の喫緊の交通問題であること

を考えれば、即効性があり、費用が低廉な対策を

検討する必要がある。このため本調査では、ピー

ク時の鉄道利用者に自主的にオフピーク時へ通

勤・通学時刻を移してもらうために、どのような

利用者をターゲットとし、どのような情報を提供

すべきかを検討した。

オフピーク通勤を働きかけるべき利用者の特定

にあたっては、まず導入が期待される企業の業種

および部門を検討し、次にオフピーク通勤への移

行可能性が高い利用者を性別、年齢階層別に検討

した。この他、列車運行速度がピーク時では低下

することに着目し、時刻別に運行速度をデータ化

した。このデータを用いて、利用者へオフピーク

時の効果を混雑緩和効果にプラスして所要時間短

縮効果を提示できるようになった。

以下、本調査の検討によって得られた知見を整

理する。

２．フレックスタイム制度の導入可能性

オフピーク通勤推進策の検討は今日的な課題で

あるが、今後の労働環境の動向等を見据えながら、

推進方策の方向性を検討する必要があると考え

る。そこで生活時間の国際比較、国民意識の変化、

今後の社会的潮流について既存の各種調査を整理

した。

この結果、労働時間の短縮化や余暇活動の展開

に伴って出勤時間の選択幅が広がる可能性が高い

ことや、女性の社会進出に伴い女性をターゲット

としたプロモーションの展開が今後ますます重要

となってくることがわかった。また中小企業にお

いてフレックスタイム制度の導入率が低いことか

ら、今後はこれら中小企業の積極的な導入が期待

されること等を示した。

次に現在の企業動向および利用者の通勤状況に

関するデータをもとに、オフピーク通勤を働きか

ける対象となりそうな業種および利用者について

考察した。この議論の基盤となったのは都心8地

区に立地する8企業の人事課等へのインタビュー

調査および従業員へのアンケート調査である。

オフピーク通勤の普及に大きく貢献しそうな労

働制度は、フレックスタイム制度、裁量労働制度、

時差出勤制度である。フレックスタイム制度や裁

量労働制度は、業務の効率化を主目的として導入

が進められており、既存調査によれば実際にフレ

ックスタイム制度の導入によって残業時間の減少

がみられる。

このため本調査では、先ず労働時間とフレック
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スタイム制度の導入状況との関係に着目して、フ

レックスタイム制度の導入が期待される企業、つ

まり労働時間が長く、かつフレックスタイム制度

の導入率が低い産業を調査した。この結果、運

輸・通信業、建設業、出版関連業でフレックスタ

イム制度の導入率が低く、労働時間も所定内外共

に平均値より高く、雇用数が比較的多い産業であ

ることがわかった。次に職種に着目すると、研究

開発部門は従来より導入率が高いが、近年では事

務部門、企画部門、情報処理部門においても導入

率が高まってきている。産業と機種をクロスして

みると、通信・運輸業の情報処理部門や出版・印

刷関連業、金融業、小売業、衣服製造業、卸売等

の研究開発部門などでフレックスタイム導入が期

待できることがわかった。

３．通勤者のオフピーク時間帯への移行可

能性

企業がフレックスタイム制定を導入することに

よってオフピーク時の通勤が増進することが期待

されるが、オフピーク通勤を推進するためには、

利用者がフレックスタイム制度を活用し、出勤時

刻をオフピーク時に変更することが必要である。

このため利用者属性別にオフピーク通勤への移行

可能性を探った。

平成2年度大都市交通センサスから男女それぞ

れの性年齢階層別に鉄道利用者のマーケット規模

をみると、2 0代の女性が全利用者の2 1％を占め最

も多い。次に2 0代男性が 1 8％、3 0代男性が 1 4％、

4 0代男性が1 3％、 5 0代男性が9％となっている。

以上のような分布と本調査のアンケート結果から

得られたフレックスタイムの活用状況、オフピー

ク通勤の実施状況、オフピーク通勤に対する制約

条件、ライフスタイル等とを勘案した分析から、

オフピーク通勤推進の対象となりうる層を大きい

順に示すと、男性2 0代、5 0代、3 0代、女性2 0代と

なる。男性は比較的オフピーク通勤を実施してい

る状況にあり、世代の順位は主に生活上また会社

での制約条件の強さに起因している。女性は気兼

ね等の理由からオフピーク通勤をあまり実施して

いないもののマーケットとしては大きく、周囲で

フレックスタイム制度の活用が進めば、オフピー

ク通勤も普及するものと考えられる。男性4 0代に

ついては、業務上の支障も多くフレックスタイム

制も活用されていない状況にある。ただしこの層

は職場環境の形成に大きな影響力を有しているこ

とから、この層に対しオフピーク通勤への理解が

得られるようにすることが重要である。

４．通勤者への情報提供

以上の分析によって得られたターゲットへどの

ような情報を与えるかが次の検討である。委員会

委員から得られた意見としては、企業に対しては、

フレックスタイム制定の各企業への導入状況とそ

のメリットや、最寄り駅の時間帯別方向別混雑状

況などに関する情報を提供することの有効性があ

げられた。また、利用者に対してはオフピーク通

勤体験の紹介、時間帯毎の混雑率の比較などの情

報を提供するなどのアイデアが出された。

以上の情報をどのようなメディアによって提供

するかについては、現在行っている駅ポスター、

パンフレットのような静的なメディアのみなら

ず、近年利用者が急速に拡大しているインターネ

ットを用いたホームページの開設などが有力であ

ると考えられる。

５．オフピーク通勤の効果測定システムの

改良

時間帯別方向別の混雑状況については、昨年度

調査において指標とシステム開発を行っており、

定量的な情報を３種類提供できるようになってい

る。第１の指標は、混雑の度合から混雑に悩まさ

れる可能性を指標化している。第２の指標は、混

雑による肉体的・精神的ストレスの程度を通勤時

間の単位に変換した値で表している。第３の指標

は、各々の通勤者の不快度を首都圏の全通勤者と

比べた相対的な値（偏差値）で指標化している。

しかし昨年度はオフピーク通勤の効果について
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混雑緩和だけを取り扱っていた。今年度は、混雑

率に加えてピーク時とオフピーク時の鉄道の表定

速度の相違をシステムに取り入れ、オフピーク通

勤の効果をより精緻に表現できるようにした。こ

の結果、ピーク時とオフピーク時とで表定速度の

差が大きい小田急線、京王線、西武新宿線などで、

オフピーク通勤の効用が高いことを示すことがで

きた。

【研究担当者：岩倉成志】

【本研究調査は、日本財団の補助金を受けて実施し

たものである】
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１．調査目的

経済、社会の発展にともなう生活水準の向上に

より、近年地域社会内における通勤、通学目的以

外の移動を支えるモビリティの充実が求められて

おり、特に高齢化社会の到来、障害者の社会進出

の増加などにともなう、これらの人々を含めた地

域住民の日常的な移動のための新しい運行形態の

バス、いわゆるコミュニティバスの導入について

の関心が、自治体を中心に高まっている。

本調査は、このような状況において、コミュニ

ティバスの運行を実現し維持していくための今後

の推進方策を検討することにより、個性ある地域

社会づくりの形成への寄与や、地域におけるバス

事業の新たな展開への方向性を見出すことを目的

として行ったものである。

２．自治体ヒアリング調査の結果

コミュニティバスを運行している8都市のケー

スについて、現地での聞き取り調査を行い、それ

ぞれの背景、実態、実績、課題、問題点等を詳細

に整理し、現状の把握を行った。

また事例のまとめとして、これらに東京都武蔵

野市を加えた9都市のケースについて、表形式で

分類、整理した。

３．利用者・住民アンケート調査の結果

コミュニティバスに関してその利用実態および

地域住民の意識を把握するために、交通不便地域

解消型の群馬県館林市と、福祉目的型の神奈川県

横須賀市においてアンケート調査を行った。

４．海外事例調査

諸外国におけるコミュニティパス（一般路線バ

ス以外のバス、高齢者、障害者に対応するバス等）

の事例について、文献により調査し、分析すると

ともに、事例名、国・地域名、概要、特徴につい

て表形式で分類、整理してまとめた。

５．コミュニティバスのあり方について

（１）事例から見たコミュニティバスの実態

①　導入意図によるタイプ分類

コミュニティバスの導入の目的は、総じて

高齢者、障害者等を主とした地域内交通の確

保であり、多くの場合は市町村が主体となっ

て、地域対策、福祉対策の一環として導入、

あるいは検討しているものである。またこれ

ら多くは採算ベースにのらないものであるた

め、バス事業者による自主的な運行の例はな

い。

②　運行形態

事業形態、対象者、財源について整理を行

った。

（２）コミュニティバスの役割

コミュニティバスとは、現行の路線バス及びタ

クシーの運行形態ではカバーしきれない交通需要

に対するシステムであり、需要の面からもとりわ

け移動制約者に対応するものであることが望まれ

る。

その形態は都市部においては施設循環型、短距
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離輸送型等、地方部では廃止路線代替型、交通不

便地区補完型等の運行が市町村の創意工夫により

行われ、高齢者、障害者のための福祉型の事例も

見られる。

したがって概念的には、地域住民のコミュニテ

ィ形成に寄与し、親しまれるシステムであること

が求められ、利用者の喚起、定着の観点からは、

高頻度高密度の運行が望まれ、武蔵野市の例（ム

ーバス）は一つの典型として捉らえることができ

る。

６．コミュニティバスをとりまく問題点、

課題の抽出

① 事業として採算ベースに乗るだけの利用者が

確保できない。

② 導入し、運行を維持するための財源の確保が

困難である。

③ 地域の実情に応じた、必ずしも既存の体系に

とらわれない運賃体系の検討が求められる。

④ 路線及び乗降場所の設定について、地域住民

のニーズ、地域内のコンセンサス、バス事業者

の置かれた立場を十分に調整し、合意形成を図

ることが求められる。

⑤ 市町村、住民、バス事業者の緻密な連携が望

まれる。

⑥ 既存の一般バスとの関係について、実情に応

じた棲み分けの検討が求められる。

⑦ 高齢者、障害者（移動制約者）に配慮したシ

ステムが必要である。

⑧ 福祉サービスにおける移動（移送）とどう連

携を図るかが課題である。

⑨コミュニティバスの魅力の向上が望まれる。

７．今後のコミュニティバスの推進方策の

検討

（１）コミュニティバスの必要性

高齢者・障害者や通学者を中心に、日常生活の

モビリティをバスに依存する人々は存在するが、

需要量の少ない輸送についてはこれに対応できな

いのが実態である。

しかしながら、高齢化社会の進展、障害者の社

会参加の増大に対応する交通システムを確保し、

環境・エネルギー問題からも自家用車の抑制に取

り組むためには、これらに対応する新たなバスシ

ステムとして、コミュニティバスの必要性が位置

づけられる。

同時に新規需要の発掘および定着により、バス

利用促進の起爆剤としての役割が期待され、バス

事業全体の活性化に寄与するシステムとして位置

づけられる。

（２） コミュニティバスの推進方策

今後実施していくべきコミュニティバスの推進

方策について、現時点で考えられる案の検討結果

を整理し、以下のようにとりまとめた。

① コミュニティバスの必要路線の位置付け

② 市町村等と既存の路線バス事業者、貸切バ

ス事業者等との連携

③ 既存の路線バス事業者へのインセンティブ

④ 利用者、地域住民に対するインセンティブ

⑤ 超低床ノンステップバス、低公害車等、先

駆的車両の開発、量産

⑥　その他ソフト的な方策

⑦　国、都道府県の役割

８．その他

８年度においては、モデル運行を行い、その結果

に基づき更に検討を探める計画である。

【研究担当者：吉富実、和平好弘】

【本研究調査は、日本財団の補助金を受けて実施し

たものである】
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１．調査目的

阪神大震災による交通輸送力の低下は、被災地

の経済および生活に甚大な影響を与え、広域かつ

長期的な影響を及ぼした。本調査は、被災地の経

済・生活影響について分析したものであり、以下

の4つの視点で調査を行った。第1に交通施設の被

害実態と復旧経過を整理した。交通流動に影響を

及ぼす社会基盤施設の被害状況も併せて整理を行

った。第2に震災が人流に及ぼした影響を既存デ

ータおよび被災地住民に行ったインタビュー調査

を用いて分析した。第3に物流に及ぼした影響を

分析した。第4に震災が日本全体のマクロ経済に

与えた影響をストック・フロー面から把握すると

ともに、地域の月次統計を通じて、復興の足取り

を確認し、現在および将来へ向けて残された課題

を整理した。

２．震災の日常・非日常交通への影響

交通施設の被害と復旧状況については、都市鉄

道や新幹線、高速道路などの交通機関の被害規模

や復旧状況、代替交通機関確保、復旧に伴う輸送

量の推移、震災後の交通機関の動きを報道や関係

機関の資料などで可能な限り把握することによっ

て、地域の経済・社会に及ぼした影響を検討する

際の基礎的資料とした。また人流に影響を及ぼす

道路、鉄道など交通施設の被害状況と復旧状況に

ついても資料収集を行った。対象とした交通機関

は、都市交通（鉄道、道路、鉄道代替バス、旅客

船）、幹線交通（新幹線、航空機、高速バス、高

速道路、主要幹線道路）、貨物（鉄道、港湾）で

ある。

次に以上の基礎的な検討材料とともに既存の旅

客交通需要データ（平成2年幹線旅客純流動デー

タと平成2年大都市交通センサス）を利用して、

震災が通勤通学等の日常交通および都市間を移動

する非日常交通にどの程度の影響を及ぼしたかを

分析した。日常交通に関しては、鉄道利用の通勤

通学交通に着目し、非日常交通に関しては交通機

関別に、影響を受けた旅行数及びその旅行の発着

地分布を分析した。分析の結果、日常交通では兵

庫県関連の交通が最も大きな影響を受けたが、周

辺県でもかなりの影響があったこと、非日常交通

では、新幹線利用客を中心に更に影響を受けた地

域が広がっていたことが明らかとなった。

３．震災初期の被災者の交通行動

平成7年1 1月下旬に阪神地区6 0 0世帯ヘアンケー

ト調査を行った。このアンケート調査は、土木学

会土木計画学特別小委員会「緊急対応・復旧」分

科会（主査：林良嗣名古屋大学教授）と共同で行

った。本アンケートでは、特に需要コントールが

必要と考えられる震災初期から一週間後までの交

通行動についての実態把握を目的とした。行動の

種別として、避難行動、医療活動、生活物資の調

達、安否・見舞い・被災者援助、通勤・通学目的

などを挙げ、これらの行動が一週間の間にどのよ

うに行われたか、また情報の収集と先述した交通

行動の関係を調査した。

この結果、被災程度が大きい地区ほどトリップ
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が多いことや、被災程度の低い地域では、安否確

認や水確保のための行動が多いことなどが分かっ

ている。また被災後2日間で発生したトリップの

2 0％は情報収集に関連する行動で、安否確認、電

話をかけるため、勤務先の被災状況の収集等のた

めの行動が多い。情報手段を迅速に復旧し、いか

に確保するかが被災直後のトリップ削減のために

必要であることが確認できた。

４．貨物流動への影響

次に物流インフラ損壊による貨物流動の変化に

ついて調査を行った。この調査では、被災地通過

貨物や神戸港の代替輸送の状況をみた。自動車輸

送のように即時的な対応が困難な鉄道は、コンテ

ナ輸送を1月2 0日から特定区間（大阪～姫路間）

についてトラックや船舶による代行輸送により対

応した。船舶輸送は当初、不定期運航であったが、

2月1日からは6区間の運航がなされた。J R貨物の

迂回ルート設定では、安全確保のため指導機関手

同士の試運転を行う規程があり、運行開始に遅れ

が生じた。また勾配のある区間の運行を強いられ

たため列車積載コンテナ数が半減し、通常時の全

輸送量に対して、輸送実績個数は5％以下であっ

た。

我国最大の外貿コンテナ取扱い港で全国シェア

3 0％を占める神戸港が被災し、京浜港に7 0％、大

阪港へ2 0％程度荷揚げ予定貨物がシフトした。こ

の他、名古屋、北九州、博多港へのシフトのほか、

釜山港へ2．9％シフトした。

大規模災害時の物流に対する課題としては、港湾

におけるフェイルセーフ機能の確保、コンテナの

同一規格等のモーダルシフト対策があげられる。

また緊急物資輸送の観点からは、輸送ルートの確

保と配送拠点の事前設定や情報管理による輸配送

のコントロールがあげられる。

５．震災が我が国にもたらす経済・社会へ

の影響

最後に日本全体のマクロ統計、地域別月次統計

を通じて、阪神大震災が経済・社会に及ぼした影

響を分析した。まず、日本全体へのマクロ経済影

響であるが、6研究機関から出された国内総生産

成長率への影響度を比較すると、周辺地域を中心

に自粛ムードによる消費抑制や物流混乱等により

0 . 1～0 . 3％減となっている。これらの試算におい

ては、震災による供給力の低下と復興需要による

経済押上効果が同　時におきているが、プラス効

果としての復興需要については、その顕在化テン

ポが当初一般に予想されていたよりも遅れてい

る。被災地の家計消費動向を百貨店、スーパーの

前年同月比の売り上げによって見てみると、2月

には百貨店が 2 5．7％、スーパーが9 2．2％となっ

ている。復旧が比較的短期に終わったと考えられ

るスーパーでも1 0月時点で1 0％程度の落ち込みと

なっていることから震災以前の水準に達していな

いと言える。この他、住宅復旧状況、産業への影

響、雇用環境への影響を通じて被災地における経

済社会的影響を考察した。これらの統計分析の結

果から、①危機管理対策での連携強化、②公共事

業部門の切れ目ない復興投資の継続、③住宅復旧

支援策の継続・強化、④地場産業等支援策の継

続・強化、⑤神戸港の復旧促進および機能強化、

などの課題があげられる。

【研究担当者：岩倉成志、山根彰彦他】

【本研究調査は、日本財団の補助金を受けて実施し

たものである】
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１．調査目的

旅客運輸事業の運賃及び料金については、公共

料金の取扱いをめぐる問題の一つとして、最近そ

のあり方について脚光を浴びている。このため公

共料金の一つに位置づけられているタクシーの運

賃・料金制度についても、その今後のあり方につ

いて早急に検討し、一定の方向性を示す必要が生

じ、運輸省と業界団体等による研究会が発足した

が、検討に必要な基礎資料、判断材料が乏しい状

況にあった。

このような経緯から本調査研究は、タクシーに

関する運賃・料金制度の今後のあり方を考えるう

えで必要な検討材料、判断材料を提供し、具体的

な改善方策の策定、実施に反映させることを目的

として実施されたものである。

２．海外における運賃規制の状況の調査

（１）調査目的

我が国のタクシーの運賃制度の今後のあり方

については、現行制度の改善、幅運賃制の導入、

プライスキャップ制を含む上限価格制の導入に

ついての議論が進められている。本調査では、

3つの方式を検証するため、これらの制度が採

用されているフランス、イギリスの運賃制度と

ともに、両国のタクシー事業で採用されている

最高運賃制、フランスの公共料金設定で採用さ

れているプライスキャップ制を中心にヒアリン

グ調査を実施した。

さらに、規制緩和推進の議論が高まっている

昨今の情勢に鑑み、タクシー事業に関する規制

撤廃を実施した最新事例として、スウェーデン

の事例調査も併せて行った。

（２）ヒアリング先

ロンドンタクシー運転者協会、ロンドン警視

庁、英運輸省、仏経済・財政省、パリ警視庁、

スウェーデン運輸省、ストックホルムタクシー

協会、ストックホルム県

３．タクシー運賃分析のためのデータベー

スの作成及びその分析

（１）データベースの概要

タクシー事業における価格（運賃）と需要との

関係を分析把握するために、関係するデータによ

るデータベースを作成した。

対象地域は東京都区部とし、対象期間はさしあ

たり 1 9 7 4年度から1 9 9 4年度までの2 1年分を収容

し、全て月次単位で収集した。

収容したデータは、①タクシー輸送実績関連デ

ータ、②自動車輸送関連データ、③社会経済関連

データ、④物価関係データである。

（２）東京におけるタクシー輸送実積の推移と価格

との関係について年報による分析

①　対　象

・地域…東京特別区および武蔵野市、三鷹市を

事業区域とするタクシー事業者

・期間…昭和5 0年度から平成4年度までの1 8年

間
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②　価格と需要との関係

価格と需要との関係を分析するため、

（ア）目的変数（需要）を総実車キロ、説明変数

は輪送力を総走行キロ、価格をキロ当り実質

運送収入、購買力を実質都民所得、

（イ）目的変数（需要）を輸送回数、説明変数は

轍送力を総走行キロ、価格をキロ当り実質運

送収入、購買力を１回当り乗車キロとした重

回帰分析を行った。

この結果として、価格、輸送力、購買力と

輸送需要との関係をモデル式で表わし、それ

ぞれの弾力性を求めることができた。

（３）東京におけるタクシー輸送実績の推移と価格

との関係について月報による分析

①　対　象

・地域…東京特別区および武蔵野市、三鷹市を

事業区域とするタクシー事業者。

・期間…昭和 4 9年（ 1 9 7 4 年）4月から平成7年

（1995年）3月までの21年（252箇月）間。

②　価格と需要との関係

対象地域においては過去2 0年間に8回の運賃

改定が行なわれ、その改定が輸送需要に影響を

与え、改定前後の傾向に明らかに差異が出てい

る。したがって、価格と需要との関係を分析す

るため、目的変数（需要）を輸送回数、説明変

数は輸送力を総走行キロ、価格をキロ当り実質

運送収入、購買力を1回当り乗車キロ、とした

重回帰分析を行った。

この結果として、価格、輸送力、購買力と輸

送需要との関係をモデル式で表わし、それぞれ

の弾力性を求めることができた。

（４）補論　タクシー市場の分析

近年、公的規制政策に対する関心の高まりを反

映して、わが国においても経済理論からタクシー

市場への規制の在り方を論じた文献が登場してい

るが、客観的なデータに基づいて政策判断を行う

ためには、市場をモデルによって理解する必要に

迫られる。そのための基礎理論の構築が必要であ

る。このため本補論においては、タクシー規制政策

の理論的分析の関する欧米の文献を取りまとめた。

４．タクシー事業経営に関するデータの整

理および集計

（１）調査概要

①　調査目的

我が国のタクシー運賃は、同一地域同一運賃

の原則が緩和され、今後さらに多様化が予想さ

れる。また、事業の参入、撤退に関する需給調

整については、当面需給調整は継続させつつ、

運用面での緩和化が図られる模様である。

そこで、今後のタクシー運賃を中心とするサ

ービス水準について、事業の経営的観点から、

その水準の適正さを確認するための参考に資す

る指標を作成するためのパイロットスタディを

行った。

本調査で対象とした地域は、都市規模を考慮

し次のとおり3区分した。

・大都市：東京都区部他

・中枢都市：仙台市他、名古屋市他、広島市他、

福岡市他

・地方都市：高崎市・前橋市他、浜松市、熊本

市他

（２）タクシー事業経営指標の作成

本調査では、タクシー事業経営に関し、①車

両：資産運用の効率性、②運転者：雇用規模の適

正等、③車両、運転者の効率的な運用、④営業状

況、の視点からデータの整理を行った。また、整

理したデータを基に、車両数、運転者数等により

基準化し、調査対象社ごとにタクシー事業経営指

標を作成し、これら指標に基づき地域毎の特性を

まとめた。

【研究担当者：吉富実、山根章彦】

【本研究調査は、日本財団の補助金を受けて実施し

たものである】
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